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序章  はじめに 

 

1. 本研究の目的 

 

本研究の目的は、中国における素質教育1の推進に当たって、その理念および展開を考察す

ることにある。特に、「教育機会の平等」2に注目した上で、公教育の役割を問うこととする。

具体的には、素質教育を柱とする義務教育における中国の新しい課程改革を実施する際の学校

現場での素質教育の実践のプロセスに焦点を当て、小学校におけるカリキュラムの構成・伝達

の差異化を通じて上記テーマを考察する。 

今日グローバリゼーションなどの社会変化のもとで、教育改革が世界的な規模で進行してい

る(大桃ほか 2007；藤田ほか 2010)。また、それらの教育改革においては「世界各国で地方

分権化と規制緩和」が進んだため、「公立学校の制度とカリキュラム」のあり方と共に、「教育

行政財政のシステムが多様化」し、「国家と地方の関係」や「公的基金と私的基金の関係」、ま

たは「学校と教師の自律性と行政機関の統制と評価」などの広範なあり方が検討されている(大

桃 2009,p.ⅰ)。すなわち、教育改革はより広範な社会制度と連動しながら進められている。 

これらの教育改革はまた、「第 3 の教育改革」3と呼ばれることもある(Tyack 1990；Brown 

1990；藤田ほか 2010)。第 1の教育改革が「近代的国民教育制度の創設」、第 2 の教育改革が

「20 世紀半ば以後の中等・高等教育の拡大と教育機会の平等化を志向した教育システムの再

編・整備・拡充やカリキュラムの現代化」を推進したのに対して、「第 3 の教育改革」とは、

1980年代に始まったこれまでの学校教育に対する「再構造化(restructuring)」のことである

(藤田ほか 2010,p.6)。例えば、第 2の教育改革で存在した入試競争・受験競争の激化と画一

性などの弊害は、第 3 の教育改革の標的となった。「画一性の打破」、「個性の重視」、「特色あ

る学校づくり」などのスローガンを揚げて「学校選択性」、「エリート的な中高一貫校の導入」、

「習熟度別指導」などの施策が導入された(藤田ほか 2010,p.18)。このような「新自由主義」

や「市場主義」のイデオロギーに基づく「第 3 の教育改革」は、これまで、特に、第 2 の教育

改革にて教育システムが維持してきた「公共性」と「平等性」を無視する特徴を持つと批判さ

れている(藤田 2001；Apple  2001；苅谷 2008)。例えば、日本における学校選択の導入は、

学校の序列化や教育機会の不平等などの問題をもたらすようになったとされ、特に、「義務教

育段階からの学校の序列化と教育機会・学習過程の格差化が問題化」するようになったという

(藤田ほか 2010,p.18)。これらの批判は、こうした教育改革が、公教育の基盤に地割れをも

たらすようになっていることに警鐘を鳴らしてきた。このような状況の中で、「第 3 の教育改

革」において、教育の「平等性」と「公共性」が、各国の教育でどう行われているかを具体的

に考察しながら、教育機会の平等と公教育の役割を改めて問うことには意義があろう。 

本研究では、こうした視点から中国に注目するが、中国では問題となっている 1980 年代の

半ばから応試教育(受験勉強)を批判するために、「素質教育」の理念が提唱された。また、応

試教育の批判はそれによって育てられた人材像に対するものでもあった。つまり、応試教育を

通じて育成された人材は、「高分低能」(点数が高いが、能力がない)であるため、「創造能力」

などのような 21 世紀の社会に必要な能力を育成することができていないとされたのである

                                                        
1 素質教育の含意については、後ほどの概念の定式化を参照されたい。ここで簡潔に言えば、新しい学

力観という意味である。 
2 本研究にて提起した「教育機会平等」という概念は、義務教育の教育過程における「教育機会平等」

である。これについては後述の概念の定式化にて再び触れたい。 
3 「第 3の教育改革」の背景には 1980年代以降、知識化社会やグローバル化の進行につれて「産業構造・

仕事世界の再編・変容」、または「国際的な経済競争」などの激化のため、「人材育成や教育の向上」

が世界各国の関心事となっていることにある（藤田ほか 2010,p.7）。 



4 

 

(楊 1995；燕 2002；鐘 2003)。こうした社会要請に応じるべく、「素質教育」という新し

い学力観に基づく教育改革が中国で求められるようになってきた。具体的な目標が日本と同じ

とは言えないが、上述した日本の「画一性の打破」、「個性の重視」、「特色ある学校づくり」と

いうスローガンは中国の教育改革にも通じるものがあり、2001 年からの中国の新しい課程改

革の理念においては、それらが反映されている(詳細は第 2章を参照されたい)。また、地方分

権や規制緩和なども取り上げられている(詳細は第 2章を参照されたい)。 

本研究では素質教育の先進地域としての上海市から事例を一つ、非先進地域の都市・農村の

事例をそれぞれ一つずつ用いているが、上海市の素質教育は、1980 年代前半の応試教育のあ

り方を克服しようと登場したものである(牧野 1995、2006；傅 2007)。例えば、牧野（2006）

によると、文化大革命以降の上海市の教育は、概して三つの時期の展開を経た（pp.125-136）。

つまり、「普通教育の整頓・回復の時期（1976～80 年）」に続いて受験体制が整備される「応

試教育」の段階（1980～85年）があげられる。この時期に続く 1985年以降は、深刻化する進

学競争、学習負担の過重、詰め込み教育のような応試教育の弊害が問題視され、「義務教育の

完全実施による教育機会の平等を原則とし、教育の普及が各個人の多様な個性の発達を保障し、

それが教育の向上へとつながるような教育体系を構築するためには、制度改革のみならず、カ

リキュラム・教材改革がなされなければならない」として、上海市の課程教材の改革が進めら

れてきたのである（牧野 2006,p.130）。 

なお、中国の素質教育は教育政策をはじめ、法律・規則、国家行政者の指導によって強力に

推進されている4(詳細は第 2 章を参照されたい)。このような一連の動きによって、素質教育

は中国の国家政策となっており、中国教育の発展方向として位置づけられている。現在、素質

教育の改革は教育制度にとどまらず、より広範な社会構造の改革をも求めるようになっている。

しかしながら、素質教育の実施は決して楽観的な状況にあるとは言えない。例えば、2005 年

の前教育部長であった周済は、「素質教育は 1 つの古い問題、1つの大きな問題、1つの難しい

問題である」と指摘している(孫 2009,p.100)。また、教育部が主催した研究プロジェクトに

おける素質教育に関するレポートによると、「大変努力したが、予期された成果に至らなかっ

た」と明確に指摘されている(素質教育調査研究チーム 2006,p.9)。2010年に公布された『中

国教育改革と発展規劃綱要(2010～2020 年)』でも、「素質教育の推進は困難である」という結

論が導き出されている5。以上のように、中国の官僚をはじめ、研究調査および法律関係の文

献の中においても、素質教育の推進が難局に直面していることが認識されていることがうかが

える。 

その困難さをもたらす要因は、素質教育理論そのものをはじめ、制度、社会構造によるもの

など多岐にわたって指摘されている(李 1997；柳 1997；袁 1999；素質教育調査研究チー

ム 2006；教育部 2010)。特に、応試教育の強固な抵抗にあうことを指摘するものが多い(教

育部 2001、2010)。しかし、以上のような既存研究の指摘は観念論に基づいたもののことが

                                                        
4 例えば、『中国教育改革と発展綱要』においては「小中学校は『応試教育』から国民の素質を全面的に

高めようという軌道に転換しなければならない」と明記したことによって、素質教育は法律上の拘束

力を持つこととなっている。（国務院 1993）。また、『中共中央国務院は教育改革を深化させ、全面的

に素質教育を推進することに関する決定」の公布によって、素質教育を全面的に実施し始めたている

とされている（中共中央国務院 1999）。そして、2006年に新しく修正された『義務教育法』の総則

の第 3条には「義務教育は必ず国家の教育方針を貫くべきであり、『素質教育』を実施する」と明確に

規定されたしたため、素質教育が法律化されている（全国人民代表大会常務委員会 2006）。一方、素

質教育は中国の国家のリーダーによっても提唱されている。例えば、中国の国家主席胡錦濤は 2006年

の中共中央政治局の第三十四次の集合研究会にて「素質教育を全面的に実施する際には、その核心と

してどのような人間を育てるか、いかに人間を育てるかという重大な問題を解決すべきである」と指

摘した。 
5〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 25日入手。 
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多く、学校現場での実践に目を向けたものは極めて少ない(叶 2011)。管見の限り、学校現場

に関する研究があったとしても、教育学の「当為論」にとどまるものが多い。 

従来の応試教育の弊害を乗り越えようとした素質教育が、上記の指摘のように今日では応試

教育を実質的に乗り越えられていない。こうした問題に対して、先行研究では実践の中でそれ

が生じてゆく具体的なプロセスを解明してこなかった。しかし、本研究は学校の現実の実践の

中から、素質教育が結果として不平等の再生産に加担してゆくプロセスを、地域格差を視野に

入れながら見ようとした。 

 

2. 概念の定式化 

 

概念を定式化するに際しては、主に「教育機会の不平等」と「素質教育」について行う。ま

ず、「素質教育」の概念を見てみよう。 

 

2.1. 「素質教育」について 

 「素質教育」の概念の定義については論者の間で一枚岩ではない。また、その要因は素質教

育を構成している「素質」という言葉の多義性にあることが考えられる(梁 1997；陳 1999)。

なぜなら、「素質」という言葉は「広義」、「中義」および「狭義」という 3 つの層を持つとさ

れるからである。詳細は第 1 章で述べるため、ここでは、簡潔に触れるにとどめるが、例えば、

「素質」はもともと「心理学」からきた概念であり、「先天的な神経系統と感覚器官」と理解

されている(李 1997,p.10)。このような「先天性」あるいは「自然的な属性」に注目する概

念は、「素質」の「狭義」の概念として理解できよう(燕 1990；柳 1997；楊 1997；陳 1999)。 

しかし、こうした生まれつきの特徴に基づいた「素質」の概念は、社会的実践の範疇に属

する「教育」の概念と結びつくことが難しい(燕 1990；梁 1997)。そのため、「素質」を発

展の「潜在性」と「可能性」を示すものであるとする考えが示されるようになった(楊 

1995,p.35)。この、「素質」の可能性を軸とした考え方が中義(真ん中の層)概念である(楊 

1995；燕 1996；陳 1999)。さらに、前述した「素質」の「可能性」および「潜在性」をい

かに引き出すのか、という手段を「教育」と結びつけるために、「素質」は「先天」と「後天」

の相互作用によって形成されていると主張されるようになった(楊 1995；梁 1996；李 

1997)。つまり、この時点で「素質」は「国民素質」や「民族素質」、「教師素質」などの考え

方は「素質」の「広義」概念として表わされる(楊 1995；梁 1997)。 

 以上のように、「素質」の概念は多義性という特徴を持つ。一方、「素質教育」は文字どおり

に「素質」と「教育」とを組み合わせた言葉であるため、同じく多義性的であり、「素質教育」

の概念は、論者の視点によってそれぞれ異なる。 

これまで、中国の「素質教育」の概念は概ね 6 つの側面から論じられてきた(趙 1999；鐘 

2003)。つまり、「応試教育」と対立した視点から捉えられること、「国民教育」と理解される

こと、「全面的な発展」6教育であること、3 つの要素説との関係(学習者の主体性の重視、全

面的な発展の育成、すべての学習者に向けられる)、基準教育と見なされていること、脳科学

と関係付けることである(詳細は第 1章を参照されたい)。筆者は主に応試教育との対立的な側

面と 3つの要素説に基づいて「素質教育」の概念化を試みる。もちろん、応試教育との対立的

な側面と「3つの要素説」とは重なる部分が少なくない。例えば、応試教育との対立的な側面

としての最も特徴的なものは学習者の「主体性」を重視することである。 

さて、前述したように、素質教育は 80 年代の半ばに応試教育を批判するために提起された

                                                        
6「全面的な発展」とは、徳育、知育、体育、美術、労働などを全面的に発展させることである。その詳

細は第 1章を参照されたい。 
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ものであり、後者と対置される教育理念であると理解されることが少なくない(崔 1999)。そ

のため、まず、応試教育とは何かについて触れておく必要がある。 

応試教育は文字どおり、「応試」(受験)のための教育である。つまり、応試教育の「価値志

向」は「受験に応じ、選抜されるため」にあり、その教育内容は「受験に対応する知識を教授

した上で、知識内容の唯一性」を強調しながら「教育の規則と学習者の自らの発展規則」を無

視すると素質教育推進者からは批判されている(素質教育調査研究チーム 2006,p.7)。 

以上のように、「応試教育」に基づいた教育理念はある意味では「教科学力観」と重なるも

のが多く見られる。ここで言う「教科学力観」とは、「近代国家によって形成された学校にお

いて」、「古典的な学術領域」からの影響を保ち、近代科学の学術領域を「中軸とする『教科』

が成立して、それを単位としてカリキュラムが構成される」ものである(金子 2006,p.13)。

また、その基本的な目的は「こうした教科の教育内容を学習者に習得させる」ことであるとい

う(金子 2006,p.13)。このように、「教科学力観」においての習得内容は「教科学力」を中心

とし、習得方法は子どもの「主体性」を目的としていないことがうかがえる。そのため、素質

教育は前述した「習得内容」および「習得方法」に関して、応試教育に対する批判を中心とし

て行われている。これは、90 年代以降、世界各国の教育改革で問題になってきた領域でもあ

る(藤田 1997、2006)。 

以上により、「応試教育」という理念は欧米の「教科学力観」とつながる面を持ち、学力の

視点から見ると、日本の「伝統的な学力観」と似ていると言える。同時に、以下に示すように、

中国における応試教育には独自の特徴もあり、それは少数の学習者にしか向けられていないと

指摘されることが多い点からもうかがわれ(梁 1997；鐘 2003；素質教育調査研究チーム 

2006)、不平等問題との関連で問題提起しうる面があると考えられる。 

一方、素質教育は学習者の役割を教育の中心に位置付している。つまり、学習者の「主体

性」を重視することが素質教育の要素の 1 つとなる。例えば、素質教育の推進者は、従来の応

試教育における教師を主役とした教育を批判している(楊 1995；燕 2002；鐘 2003)。しか

し、こうした「主体性」の重視という理念は決して中国で新しく生まれたものではなく、その

起源を知るには、欧米の教育史に目を転じなければならない。 

欧米、特に米国においては、1920 年代に教科重視の弊害を是正するために、生活科重視の

教育実践が始められた(ラヴィッチ 2008)が、ここでは学習者は主役として教育の中心に位置

付けられたのである。つまり、主体性を前提にした教育理念を形成したことになる。伝統的な

学力観とこうした新しい学力観との根本的な相違点は、こうした学習者の主体性に対する認識

にあると思われる。 

例えば、金子(2006,p.13)によると、伝統的な学力観は産業社会の発展につれて、それを支

える大量の労働者、あるいは技術者が必要であるために、効率的に学習者を育成し、産業社会

に送り出せるようにすることにその基盤があったと言う。そのため、学習者を 1つの主体とし

て見なすのはなく、授業の産物であると見たといっても過言ではない。こうした学力観に基づ

いた教育は学習者の主体性を重視せず、教師・学習者の関係には教師が教育の主役であり、ま

た、教育方法に関しては教え込みや機械的訓練のような反復暗誦が多いと言われてきた。また、

近代社会、特に学歴社会になってから、こうした学力観は受験能力を育成する上でより顕著に

見られるようになった。教育実践のプロセスにおいては、知識伝達的な学習者観によるもので

あり、学習者の主体性を取り戻そうとする、デューイによって提唱された生活科などの教育実

践が生まれた(Dewey 1916)。この意味では、新しい学力観は「実践」学力観と呼びうる。い

ずれにせよ、素質教育は中国においての新しい学力観に相当し、「主体性の重視」は素質教育

の 1つの重要な要素として理解されている(楊 1995；燕 1996；鐘 2003)。 

また、前述したように、「伝統的な学力観」における教育実践では、その習得の結果は「教
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科学力」に収斂することが多い。しかし、こうした学力は 21 世紀に適応するには不充分であ

るという批判が少なくない(恒吉 2006；金子 2006；佐藤 2006)。 

そのため、21 世紀に適応し得る「学力」を育てなければならないとして、各国の教育改革

では「教科学力」を超えたものを求めるようになっている。例えば、PISA で提唱されたよう

な学力観の捉え直しや 21 世紀のグローバル化、情報化、知識化などの進む社会にて必要な批

判能力、コミュニケーション能力、協調力などの能力が取り上げられている。「学力」の中味

が問われるようになっているのである(日本比較教育学会編 2003)。 

中国の「素質教育」にも同じような動きが見られる。つまり、「素質教育」では従来の「応

試教育」が象徴する「教科知識」を批判し、その代わりに、「全面的な発展」を取り上げてい

る。しかし、「全面的な発展」の意味する中味は時代によって変わってきている(詳細は第 1

章を参照されたい)。ここで簡潔に言えば、最初の徳、知、体、美、労(道徳、知育、体育、美

術、労働)の全面的な発展を論じた議論に、「PISA 学力」をも加え、特に国際競争力を意識し

た「実践能力」と「創造能力」が強調されるようになっている。そのため、「全面的な発展」

の中味は、中国に本来にある認識の上に、国際的社会で通用しているような「学力」を加えた

ものであると考えられる。 

最後に、「素質教育」と「応試教育」との相違はもう 1 つあると思われる。それは前述した

ように、中国の応試教育は少数の学力が高い者を対象としたことである(柳 1992)。これに対

して素質教育は「すべての学習者へ」ことが謳われている(燕 2002；鐘 2003；朱 2008)。

この「すべての学習者へ」ことは冒頭で述べた「素質教育」の第 3 の要素であるが、「すべて

の学習者へ」が提唱されたことにより、「素質教育」の実現は、「教育機会の平等」と直結する

ようになっている。 

以上のように、「素質教育」の概念は「主体性の重視」、「全面的な発展」、「すべての学習者

へ」の 3つの要素をめぐって展開するととらえる。こうした 3 つの要素には 2つのメカニズム

が包含されていると考えられる。 

第 1 に、「主体性」の重視と「全面的な発展」は、教育の質にかかわるものである。なぜな

ら、「主体性」の重視は学習者を従来の受動的な勉強から主体的な勉強に転換させるものであ

るからである。さらに言えば、学習者が勉強の主役としての役割を果たすようになっている。

これが具体的な学習活動のプロセスにおいては、授業スタイルの転換や教師・児童・生徒の役

割転換などの面に表れる。それに加えて、「全面的な発展」は、学習の習得結果とかかわるも

のである。つまり、従来の「応試教育」が受験の能力を育てることに主眼を置くのとは違って、

「素質教育」は、学習者の徳、知、体、美、労を育てることに向けられており、さらに、近年

では、「実践能力」と「創造能力」などをも加えられるようになっている(教育部 2001；朱 

2008)。そのため、学校で育てようとする能力は上級機関に対応するような受験能力にとどま

らず、生活に必要な生きるための能力まで求めるようになっている。それ故に、「主体性の重

視」という教育手段を通じて、「全面的な発展」という教育目的を実現しようとする内在的な

ロジックが読み取れる。こうした教育の目的を実現しようとすることは教育の質を高めること

と重なっている。 

第 2 に、「素質教育」には平等に関するメカニズムが含まれている。なぜなら、前述の第 3

の要素としての「すべての学習者へ」ことは平等とかかわることであるからである。さらに、

「すべての学習者へ」という内実は時代の変遷につれて、形式的な平等から実質的な平等へと

変換していることが読み取れる。例えば、前述したように、「すべての学習者へ」ことを強調

する「素質教育」は、応試教育の学力が高い少数の学習者に目を向けてきたことには批判的で

ある。但し、この時点での「すべての学習者へ」ということは、単に形式的な平等という意味

だけに終わっている。しかし、2001年の『基礎教育の課程改革綱要』においては、「学習者の
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ニーズ」に応じて、適切な教育を与えることを提起した(教育部 2001,p.11)。そのため、素

質教育が求める「すべての学習者へ」ということは、児童・生徒の個人的な差異を考慮した上

で行われる、実質的な平等を意味するものとなっている。そのため、素質教育を実現すること

は、教育における不平等を是正することを前提としているように思われる。この意味でも、素

質教育を論じる際には、平等という視点から考察する必要があると考えられるのである。 

さらに、「素質教育」の概念を定義した場合には、もう 1 つの要因を考慮する必要がある。

それは、「素質教育」が適用される教育段階である。なぜなら、「素質教育」そのものにせよ、

素質教育の教育政策にせよ、「氾濫化」という特徴が指摘されているからである(呂 2003；楊 

2006)。言い換えれば、どの段階にも何にでも素質教育を当てはめる、「素質教育」の「万能化」

ということである。その最も注目すべき理由は、以下に見るように、教育政策の中で、素質教

育はすべての教育段階に適用されるとされたからである。 

実は、素質教育が提起された初期には、それは、基礎教育の段階のみに適用されていた。

例えば、『中国の教育改革と発展綱要』のなかでは、「基礎教育は国民の素質を向上させる基本

工程である。…中小学校は「応試教育」から全面的に国民の素質を向上させる軌道へ」と記さ

れている(中共中央・国務院7 1993)8。そのため、この時点における素質教育は、基礎教育段

階に適用するものであった。しかし、『中共中央・国務院による「教育改革を深化し、素質教

育を全面的に推進する決定』(1999)(下記『決定』と略記)では、素質教育の展開はすべての教

育段階を含むこととなっている。『決定』によると、「素質教育は幼児教育、中小学教育、職業

教育、成人教育、高等教育などの各教育段階に貫かれるべき」であるとされた(国務院 1999)9。 

こうして、素質教育の適用はすべての教育段階を対象にするようになったが、実際は、教

育の各段階では、教育目的、対象者および教育の役割がそれぞれ異なる。例えば、初等教育(小

学校)では、教育対象は「すべての児童」であるのに対して、高等教育では「選ばれた一部の

青年・おとな」を対象とするものであり、教育目的においては、初等教育では「国民共通の基

礎教育」であるとされているのに対して、高等教育では「高度な学問的・実践的知識を伝達す

るもの」とみなされている(志水 2002,p.2)。そのため、初等教育、あるいは義務教育と高等

教育の間では、「量」と「質」の優先順位が異なるように見える。例えば、義務教育は教育の

量と質を同時に満たすものとはいえ、量を保障する前提として質を高めることが必要であろう。

その半面、高等教育においては、量の保障というより、質を優先することに視点が置かれてい

ると思われる。そのため、素質教育を実践する場合には、どのような教育段階にあるのかによ

って、「量」と「質」に関しては優先順位を調整する必要が出てくる。したがって、素質教育

を研究する際に、どのような教育段階を対象にするのかを明確にする必要がある。筆者は本研

究の素質教育を基礎教育段階にある義務教育に限定することとする。 

以上により、本研究における「素質教育」の概念は、義務教育の段階における児童・生徒の

「主体性の重視」、「全面的な発展」の実現、「すべての学習者へ」という 3 つの要素をあらわ

す教育理念であると定義する。言い換えれば、素質教育は義務教育における「質」と「平等」

を同時に実現させようとする教育である。素質教育の概念を以下の図に表記する。 

                                                        
7 以下は国務院と略記する。 
8〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
9〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、

2012年 6月 14日入手。 
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図序-1 素質教育の概念 

 

 

上記の図は素質教育の概念を「広義の素質教育概念」と「狭義の素質教育概念」とに分けて

示した。広義の素質教育概念は、すべての教育段階を対象とするものである。また、「主体性

の重視」、「全面的な発展」と「すべての学習者へ」という 3つの要素を含む。つまり、教育の

質と教育の平等を同時に「素質教育」の概念に含み、両者とも重要な存在であるため同時に確

保することが望ましいが、両者に矛盾が生じた場合はその優先順位が教育段階によって調整さ

れなければならない。例えば、高等教育の段階においては、「教育の平等」より「教育の質」

を優先して考えることが可能である。一方、「狭義の素質教育概念」は「広義の素質教育概念」

のように 3 つの要素があり、「教育の質」と「教育の平等」とが同時に考慮される。しかし、

「教育の質」と「教育の平等」の関係においては両者のバランスを取ることが重要とはいえ、

「教育の平等」が優先的な価値として理解される。また、義務教育段階を対象とする。本研究

においての素質教育は、「狭義の素質教育概念」を指すものである。 

 

2.2. 「教育機会の平等」について 

教育機会の平等という理念が提唱されたのは近代社会になってからのことである(Coleman 

1966)。周知のように、近代社会以前には、教育そのものが特権階層、貴族などの少数の権力

者によって独占されたものであったが、やがて生産力の向上に伴い教育知識を有する労働者が

大量に必要とされるようになり、そこでは国民を作り出すための教育が重要な役割を果たして

きたのである。そのため、教育が普及し、結果として、近代社会の産物としての義務教育が出

現した(天野 1992；藤田 2005)。これは、教育機会の平等を問う上で最も重要な出来事とも

考えられるが、興味深いことは、教育機会の不平等の萌芽はこうした教育における平等という

土台の上に生まれたと言われることであろう(小内 2009)。 
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さらに、1960年代のアメリカでの「教育機会の平等」10をめぐる社会的議論はこうした問題

を考える上で示唆に富む。ジェイムズ・コールマン(Coleman)はアメリカの人種差別の制度的

撤廃に大きく貢献したブラウン判決後の早い時期に、合衆国政府始まって以来の大規模な全国

的抽出調査を委託され、その後、『コールマンレポート』と通称で呼ばれている分析を発表し

た(Coleman et al.  1966)。コールマンらは同『レポート』の中で、「教育機会の平等」(equality 

of educational opportunity)という概念についての多様な解釈を考慮した結果、「学校への支

援(input)」と「学校教育の効果」をめぐって 5 つのポイントを指摘した(Coleman 1975,p.25)。

すなわち、①学校に対する支援の特徴、②学校での児童・生徒の社会的構成、③学校の無形的

な特徴という学校への入口に関わる事柄、④学校がもたらす背景と能力が同じ個体に対する結

果の平等、⑤背景と能力が異なる個体に対する結果の平等という学校の出口、「結果」に関わ

る事柄である11(Coleman 1966,pp.13-15)。特に、④における結果の平等に注目することによ

って、児童・生徒に対する多様な支援のあり方を検証することとなった(Coleman 1975,p.25)。

このように、コールマンら(1975)はこうした学校の入口、インプットされるもの、と「結果」

を同時に研究視野に入れ、平等の実現は何か特定のプロセスだけでなく、「勉強にとって効果

(effect)がある基本的な要因 (elements)」のすべての中に含まれるとした (Coleman 

1975,p.25)。それゆえ、「教育機会の平等」は教育システムに入る機会の平等、学習過程にお

ける機会の平等、教育結果の平等および将来的な機会の平等(これも一種の結果の平等とみな

される)など、広範囲に拡張されて理解され、「教育機会の平等」の概念を広げた(ハウ 2004；

宮寺 2011)。 

こうして、「教育機会の平等」には「機会の平等」と「結果の平等」の両者が含まれると考

えられよう。一方、「機会の平等」の内実を問うと、「形式的機会平等」と「実質的機会平等」

とに分けられる。例えば、異なる小学校では同じ名称の教科が行われても、その実施状況を検

討する際に、形式的にしか推進しない小学校が存在すると、実現されるのは「形式的機会平等」

であり、「実質的機会平等」ではないと考えられる。 

だが、リベラル・デモクラシーの伝統において、「機会の平等などの一定の条件が満たされ

るなら、分配の不平等も道徳的に容認される傾向」もまた指摘されてきた(ハウ 2004,p.26)。

つまり、機会の平等の条件が満たされると教育結果の不平等を見過ごす傾向があるということ

である。しかしながら、前述したコールマンらの研究は「教育機会の平等」を定義する際に「機

会の平等」に限定的な従来の「消極的な定義」に対して、「結果の平等」にも注目した「積極

的な定義」を問題にした。そして、人種集団などの集団に軸を置いたことは、当時の個人主義

的なアメリカ的な考え方に対して「決定的な意味で先進的」であったという(カラベル・ハル

ゼー 1980,p.26)。とはいえ、コールマンらは「個人」大規模統計調査によって集団の特徴を

把握しようとしたものの、「個人」を問題にしなかったため、教育の内容や課程を詳細に分析

することはなかった。それが故に、彼らのレポートが、学校無用論を想起させたとの批判もさ

れたのであろう。 

本研究では、したがって、学校の中で行われる「機会の平等」、特に「実質的機会の平等」

を「教育機会の平等」の概念と同じく積極的に定義する必要があると考える。そのため、筆者

は本研究で「実質的機会平等」が「教育機会の平等」の中心だと考える。同時に、「結果の平

等」をも意識する。確かに教育結果の平等を追求には、学校内外の不平等な要因(社会構造・

                                                        
10 筆者はここで「教育機会の平等」と訳したのは、「平等」と「均等」と区別しようという意図がある。

「均等」は同一性を重視し、差異性を含めない。一方、「平等」は差異性をも視野に入れるからである。 
11 例えば、①は、児童・生徒の一人当たり費用、図書館、校舎など②学校での黒人と白人の児童・生徒

の構成状況③教師は児童・生徒に対する期待感、児童・生徒の趣味など④個人に対して同じ投入する

と、教育機会の均等は結果の均等と見なされる⑤マイノリティは支配の主流民族や宗教の集団と同じ

教育結果を達成する。 
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階層など)のすべてを取り除かなければならないという「実現不可能な実質的な平等」を意味

する(宮寺 2011,p.274)面もあろうが、教育結果の平等を実現しようとするが故に、より平等

問題が推進される面もある。 

したがって、筆者は「素質教育」の概念との関連で、「教育機会の平等」という概念を「広

義の教育機会の平等」と「狭義の教育機会の平等」とに分けて設定する。また、義務教育の特

殊性を考慮しながら、教育段階をも概念設定の次元に加える。つまり、「広義の教育機会の平

等」の概念は「機会の平等」と「結果の平等」を射程に入れ、またすべての教育段階をはじめ、

社会構造までに広げる。一方、「狭義の教育機会の平等」は義務教育段階においての「教育過

程の平等」での「実質的機会平等」であることに注目したい。本研究では「狭義の教育機会の

平等」に注目する。また、本研究では中国の小学校を研究対象とする。 

 

3. 本研究の意義 

 

本研究の意義は、素質教育が応試教育化するプロセスを、教育実践のレベルにまで降りて検

討することにある。 

 

3.1.  素質教育の研究 

素質教育の研究については、次の 3 点から考えることができる。「素質教育」の理念、次に

素質教育政策、そして、素質教育の実践への貢献からである。 

 第 1 に、「素質教育」の理念に関する研究は、前述したように、主に素質教育が提起された

80 年代から 1993年頃までに盛んとなる。この時期の素質教育についての研究は、主に「素質」

とは何か、素質教育とは何か、また素質教育を応試教育や「全面的発展の教育」などの関係か

ら概念を設定しようとした(趙 1999；鐘 2003)。この時期の研究は主に理論レベルに収斂で

きるものであり、学校現場の実践に関する研究は極めて少ない。 

その後、1993 年の国務院によって公布された『中国の教育改革と発展綱要』では、中国の

教育改革において応試教育から素質教育への転換12を呼びかけたため、素質教育は、区域的な

実践の段階に入った(王 1999；楊 2006)。しかし、こうした時期の研究は成功事例の賞賛あ

るいは紹介が主流であった。 

その後、2001 年に教育部が『基礎教育改革決定』と『基礎課程改革綱要』を相次いで公布

したことから、素質教育の実施は全土に普及されるようになった。これにより素質教育の実践

的な研究は盛り上がりをみせ、その結果、全体的な特徴としては、素質教育の「授業の質」を

はじめ、教育の質全般を高めることに寄与することが目指されるようになった。各師範大学で

設立された「課程研究センター」の研究がこうした意味での代表と言える。しかしながら、こ

うした研究においては、教育の平等を素質教育と分離して考えられがちであった。にもかかわ

らず、教育の「平等性」は教育の重要なテーマであり、本来「質」と「平等」の双方を研究視

野に入れる必要がある。そのため、本研究はこうした「平等性」の視点から素質教育を研究す

ることによって、素質教育研究に新たな知見を与えることを目指すものである。 

第 2に、素質教育の政策に関しては、「素質教育」の展開に際して直面した難局を打破する

ために、素質教育の政策のあり方に対する反省的な研究が行われてきた(袁 1999；唐 2002；

楊 2006、2007、2010)。これらの研究は素質教育政策の実施について社会構造と教育制度の

側面から捉えていることが特徴的である。例えば、袁(1999)は「重点学校」(行政配分に恵ま

れた学校)の政策、入試政策などの詳細な分析を通して、素質教育の実施に横たわる問題が現

存の教育政策の不平等や社会構造の不平等に関係すると指摘し、素質教育政策において、この

                                                        
12〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
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面における行政の継続的な支持が必要だという結論を出した。しかし、袁の研究では学校現場

の実施実態について綿密な調査を行わなかったため、素質教育における「教育機会の過程」つ

まり、プロセスの研究までには至らなかったのである。このように、素質教育政策と教育の実

際の場を結ぼうとする研究、素質教育政策がどのように教育の場において展開しているかを分

析した実践性の高い研究はきわめて稀な存在である。本研究では素質教育政策がいかに学校現

場によって受けとめられているかを明らかにしようとするだけではなく、素質教育政策が「意

図せざる結果」をもたらしたことをも考察し、教育社会学の潜在的カリキュラムの概念などを

参考にして、素質教育政策の潜在的な課題を根本的に問うことを試た。 

第 3 に、素質教育の実践に関する研究は、2001 年の新しい課程改革の実施につれて、増加

するようになっている。にもかかわらず、呉(2009)が指摘するように、中国の新しい課程改革

に関する教育学的研究は多くの蓄積があるが、社会学の視点からの研究はきわめて少ないので

ある。また、これらの研究は、学校現場の実態を描きだすものがあるとはいえ、素質教育政策

に焦点を当てた実証的な研究とは言いがたい。それに加えて、本研究のように異なる地域の小

学校を同時に比較するという視点に立った研究は特に少ない。だが、教育機会の平等を考える

際には、異なる社会的コンテクストでそれを考えることは重要である。したがって、本研究は、

素質教育の政策を検討しながら、その現場での実施実態を視野に入れ、それらの比較を通じて、

素質教育の実践に関する教育社会学的研究に貢献することができると考える。 

 

3.2.  中国における教育社会学研究 

呉(2009)は中国における教育社会学の発展を促す 3 つの問題を提起し、それらを「指導方

針」、「学科性質の選択」、「研究次元」の 3 つの面から指摘した(pp.8-10)。この問題提起は筆

者の関心と重なるため、ここに示す。 

まず、呉によると、中国における教育社会学には、「中国固有の特色がある」という教育社

会学の設立と「国際的な教育社会学」の設立との間の対立があり、両者ともそれぞれの欠点を

有するという。前者は外国の教育社会学に対して基本的に「排斥的」なスタンスを持ち、後者

は「中国の本土」に対する研究、特に「教育現場」にある教育問題に対して部外者の立場に立

った研究である。そのため、両者を統合した「中国に相応しい教育社会学」の確立は重要な課

題となっている(呉 2009,p.9)。 

本研究は「中国に相応しい教育社会学」という呉の問題提起を踏まえて進めていく。まず、

筆者は教育社会学の視点から素質教育を検討し、素質教育が 21 世紀の教育方向として定めら

れたにもかかわらず、中国における教育社会学が素質教育の問題を看過しがちであることを問

題視する。素質教育は中国の 1 つの「本土化」の教育理念であると考えられるが(燕 2002；

鐘 2003)、それをより「国際的な教育社会学」へと統合する必要がある。 

いずれにせよ、前述した 2 つの立場に立っている研究者のいずれにとっても素質教育を分

析するツールを見つけることが課題となっている。具体的には、カリキュラムの構成と伝達を

通じて考察する。 

カリキュラムの社会学は英国で 1960年代の新しい教育社会学の隆盛によって発展してきた

ものである。それは、「教育知識を文化的支配ならびに社会的統制の手段と見なす」立場をと

っている(田中 1996,p.7)。つまり、カリキュラムの編成においては「知識」を選別する時点

で不平等なメカニズムが含まれたと考えたのである。さらに言えば、知識の選別は「誰に」と

って最も有利なのか、最も価値があるのかを考えなければならないことを示唆した。そして、

カリキュラムと階層とが繋がることが問われるようになっている。また、カリキュラムの伝達

においての不平等は教師と生徒とのミクロ的なレベルの相互作用によると考えられていた。 

本研究では、カリキュラムの伝達に焦点を当てている。また、地域格差を視野に入れ、中
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国の社会的背景を考慮した。孫(2004)が指摘したように、中国の教育の不平等は、「城・郷二

元制」と「地域格差」に還元されることが多い。したがって、筆者は中国の現状を踏まえて、

「城・郷二元制」と「地域格差」という社会構造に着目して、カリキュラムにおける「教育機

会の平等」を検討することによって素質教育を捉えていく。これも、「中国に相応しい教育社

会学」を意識しているとらえ方である。 

次に、呉(2009)はまた、中国の現状の教育社会学は、「規範学科」にするか、「事実学科」

にするかに関して矛盾した状態にあるため、「現実に基づき、事実を掲示し、実践に向けるよ

うになっている」ことを指摘した(p.8)。つまり、実践と理論・研究が乖離し、それを再統合

することが必要なのである。この点、筆者は呉に同意する。つまり、筆者は実証的な研究を通

じて、素質教育の実施実態(事実)を明らかにし、また、その根本的な問題を指摘しながら、そ

の解決施策(規範)を示唆する。 

最後に、中国における教育社会学におけるマクロ、ミドル、ミクロレベルの研究は、それ

ぞれ独立していると批判されている(呉 2009)。そのため、3 つの次元を貫く研究が必要とな

っている。筆者もまたこうした関心を共有し、素質教育政策というマクロ的な問題を「教室」

の中というミクロ的な視点から中間のミドルレベルにある学校の運営にも結び付け、さらに社

会構造および文化的要因を考察する。こうして、教育社会学におけるこの 3 つのレベルを貫く

ものを探りたいと考えている。 

もう一点付け加える必要がある。それは、前述したように、教育社会学の視点から素質教

育を論じる研究は稀に見られる。しかし、素質教育は 1980 年代の後半から中国の教育におけ

る最大の課題といっても過言ではない。さらに、素質教育の重要性は中国政府によって繰り返

し強調されているにもかかわらず、素質教育の研究は理想に走り過ぎた側面が少なくなく、現

実に必ずしも基盤を置いたものではないように見える。そのため、教育社会学の視点から「事

実」を明らかにすることが素質教育の研究にはなおさら必要ではないかと考える。言い換えれ

ば、教育社会学の視点から素質教育を体系的に研究することによって、潜在的に起きているこ

とを含めた考察をすることが中国の教育社会学の研究に貢献すると考えられる。 

したがって本研究は、従来の中国の教育社会学が看過しがちな素質教育の研究を通じて、

中国の教育社会学における指導方針、学科性質、研究レベルという 3 点に同時に貢献できると

考える。 

 

3.3.  日本における学力の研究 

本研究は学力の研究とも共有点があると考える。素質教育は学力観の観点から見ると、日

本の「新しい学力観」と類似するものである。すでに指摘したように、素質教育の成立は応試

教育の批判からきたものである。つまり、従来のペーパーテストで計りやすい学力(旧学力)

とは一線を引くものである。素質教育の含意は少なくないが、近年は「創造能力」や「実践」

の能力を重視することが典型的な例と言える。これには、市川(2001)の主張する第 2 と第 3

の学力と重なるものが多い。例えば、第 2 学力としての「批判的思考力」、「討論力」や第 3

学力としての「自発的な学習意欲と知的好奇心」、「コミュニケーション力」などである(p.210)。

そのため、本研究では学力観の視点から日本の学力の研究との関連にも目を向けていく。 

日本の学力における「不平等」に関する先行研究は多様な視点から論じられている(苅谷 

2000、2001、2004；耳塚 2007；志水 2004；金子 2004；山田 2004；須藤 2010)(詳細は

先行研究を参照されたい)。例えば、苅谷(2000、2004)は異なる階層からきた生徒には学習時

間の格差を通じて、学力差が生じることを明らかにした。また、山田(2004)と須藤(2010)は、

授業方法と学業達成との関係を明らかにした。ここでは、学力格差と階層差の関係に光を当て

てきた。同時に、問題が階層差に還元されている面もあるように見える。また、研究方法にお
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いては、質問紙記入方式(記述式アンケート)を使っていることから、学力評価は「旧学力」に

基づくものであるように見える。一方、志水らは「効果を上げた学校」に対する一連の研究に

取り組んできた(鍋島 2003；志水 2005、2008)。これらの研究は「学力低下」の対応策を考

慮しながら、フィールド調査、つまり質的な調査方法を併用していることが特徴である。しか

し、志水らの研究は新しい学力観に基づく教育実践を踏まえたものではなく、学校の中から「効

果のある学校」を構成する要素を抽出して、その特徴をまとめているものである。また、カリ

キュラムの構成と伝達の過程を捉えようとはしていない。しかし、小内(2009)が指摘したよう

に、新自由主義に基づいた教育改革では、学校におけるカリキュラムの内容による格差が発生

していることが考えられる。だが、日本の教育社会学的研究においてはこうした新しい社会環

境下におけるカリキュラムの構成と伝達によって生じた「不平等」を検証した研究は少ない。 

今日日本でも、90 年代からの日本経済の低迷のため、地域格差の拡大が問題となっている

(橋木 2010)が、戦後ながらく、日本の経済が高成長したために、日本は比較的平等な社会だ

という認識が存在してきた。そうした中で、明らかな地域格差が認識されている中国に比べる

と、地域格差の要因を考慮した研究が相対的に多くないように見える。したがって、中国の地

域格差を考慮しながら、素質教育の実践における「教育機会の平等」を問題にする本研究は、

関接的にではあるが日本の学力の研究に問題提起をすることが考えられよう。一方、恒吉(2006、

2008)は国際比較という視点から日本型の学力モデルの特徴と仕組みに対して洞察的な示唆を

示した。例えば、恒吉(2008)は今日揺れている日本の教育システムの中、日本型学力のシステ

ムを分析し、日本教育の特徴と課題を指摘した。本研究はこうした問題意識に関連し、中国版

の新しい学力、素質教育をめぐる展開のプロセスを分析することを通して、日本の学力の改革

に示唆を与えうるのではないかと思われる。 

 

4. 先行研究の検討 

 

先行研究では素質教育と「教育機会の平等」に分けて検討を進め、その到達点および限界を

見ていく。まず、素質教育について検討する。素質教育に対する先行研究は中国と日本に分け

て検討する。 

 

4.1.  中国における素質教育に対する先行研究 

中国における素質教育の検討は、素質教育自体の理論研究、素質教育の実施に関する研究、

素質教育政策の研究をめぐって具体的に行われている。 

素質教育の理論研究は主に以下の 4 つの側面から取りあげられている。第 1は、「素質」の

概念、構造、特徴、分類などについて、第 2 は、「素質教育」の概念、構造、特徴などについ

て、第 3は、素質教育と関連する教育理念との関係について、第 4 は、素質教育が依拠してい

る理論についてである。詳細は第 1 章の内容を参照されたい。ここでは、その主要な研究成果

に簡単に触れたい。 

素質教育という用語は応試教育を批判するために、1980 年代の半ばに作られたものである。

素質教育という用語は「素質」と「教育」という 2 つの単語を組み合わせたものである。その

ため、理論形成の最初は「素質」をめぐる研究が重要なテーマとされ、特に、「素質」の概念、

構造、特徴などについての研究が行われた(燕 1990；唐 1990；李 1997；呉ほか 1990)。

これらの研究は「素質」のもともとの意味を超えて、「狭義」、「中義」、「広義」というレベル

で「素質」の含意を問うものであった(詳細は第 1章を参照されたい)。こうした「素質」概念

の研究が深まり、「素質」の分類、特徴、構造などが論じられ、それが土台となって、素質教

育自体についての概念、構造、特徴などが、中国の学者によって論じられるようになった(燕 
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1996；柳 1997；楊 1995；陳 1999)。 

また、素質教育をさらに理解するために、素質教育と応試験教育の関係(劉 1988；張 

1993；王 1996；崔 1999；呉ほか 1999；鐘 2003；柯 2010)、素質教育と「全面的な発

展」との関係(朱 1997；李 1997；黄 1998)、素質教育と基礎教育改革の関係(唐 1991；

高 1998；鐘 2000)などについての研究も行われるようになった。もちろん、研究者の視点

は多種、多様である。例えば、素質教育と応試教育の関係に関しては鐘(2003)が既存の研究を

踏まえて、教育対象、教育目的、能力育成、教授方法、評価手段、授業内容、教育期限という

7 つの視点から論じた。崔(1999)は、歴史的な視点から、素質教育と応試教育との対立を指摘

した。さらに、柯(2010)は言語ロジック学の視点から、素質教育と応試教育の対立関係をさら

に強調した。一方、素質教育と「全面的な発展」との関係については、李(1997)が「重複説」、

「深化説」、「相違説」を提示した。素質教育と基礎教育改革の関係に関しては、唐(1997)が基

礎教育改革、特に授業改革が、素質教育を実現するための重要な場であることを指摘した。さ

らに、第 4の素質教育が依拠している理論を明らかにする研究、例えば、燕(2002)は、哲学に

あるマルクスの「人的発展理論」を論じた。燕(2002)は「人間本位」理論から「素質教育」の

理念に理論根拠を与えた。さらに、顧(1996)は素質教育を「主体性教育理論」から論じた。そ

の他にも、柳ほか(1997)は素質教育の 3 つの要素として、「主体性の重視」、「全面的な発展」、

「すべての学習者へ」を提示した。以上の研究によって、中国における素質教育の理論はほぼ

形成された状態に至った。そして、2001年の新しい課程改革を実施し始めてからは、「知能多

元理論」(劉 2005)や「創造教育」(孫 2002)などの教育理論を素質教育に結びつける研究も

始まった。 

以上のように、「素質教育」の理論研究においては「平等」という視角から行った研究は管

見の限り、とても少ない。柳(1992、1997)のように、「素質教育」の 3つの要素の中にある「す

べての学習者に向ける」ことは「平等」の理念と繋がることが指摘されることはあったが、「平

等」は「素質教育」の理念の中心価値としては意識されていない。したがって、筆者は「素質

教育」の理念は少なくとも「質」と「平等」という 2つの重要な価値を有するものであること

を指摘したい。そのため、教育社会学の視点から「素質教育」の概念を再構築する必要がある。 

 一方、数は少ないが、研究調査に基づき、素質教育の実施状況を明らかにしながら、関連対

策を示す研究がある(北京市西城区教育研究センター小学校数学研究室 1998；何 2002；丁・

周 2003；素質教育系統調査研究チーム 2006；王 2007；楊 2011；許 2011)。例えば、

丁・周(2003)は広東省における素質教育の現状と制約条件について 60 校を超える学校を対象

にして行政者および教師に対して質問紙調査を行った。そこでは、教師たちが素質教育の実施

に賛成することや素質教育の実施においては応試教育問題が最も困難なものであるなどの結

論が導き出された。許(2011)は地元の 21 個の農村中学校に対して行った素質教育の実施に関

する質問調査を基に、「教科知識の伝達を重視し、教育常軌管理を軽視した」、「教師が教える

ことを重視し、学生の学びを軽視した」、「『応試教育』を重視し、学生の能力発展を軽視した」、

「画一教育を重視し、個人の差異を軽視した」などの問題を指摘した上で、教師研修を強化す

ることなどの対策を提言した(p.19)。しかし、こうした研究は量的な手法を使い、概してサン

プルが少ないため、その結論の有意性はどこまで有効かが疑問であろう。 

素質教育の実施状況に関する研究では、2006 年の教育部の素質教育系統調研組(素質教育の

系統調査研究チーム)による素質教育に関する系統的な調査研究プロジェクトに注目する必要

があろう。このプロジェクトは教育部をはじめ、人事部、社科院(社会科学院)、団中央(中国

共産主義青年団)が共同して実施したものである。そこでは、国務院の行政者の指示を受けて、

国営新聞社である「人民日報」をはじめ、「新華社」など数社のメディア新聞社が素質教育に

ついての討論を行っている。本調査は、これまでなかった素質教育についての全面的かつ系統
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的な研究調査であったと言える。教育部は 7 つの専門部門による研究チームを作り、「義務教

育均衡発展」、「基礎教育課程改革」、「生徒募集の入試に関する制度改革、」「素質教育の実施と

学校の全体的な変革」、「小中学校学科におけるカリキュラム教学改革」、「『素質教育』の理論

と政策、基礎教育国際比較」など多岐にわたる研究調査を行った(pp.1-2)。 

その主な研究成果は、素質教育の実施における成果と問題点を指摘した上で、関係する政策

についてアドバイスしたことであった。素質教育を実施するにあたって主なポイントは 4 つの

点に集約された。第 1点目は、「『素質教育』は党および国家の重大的な施策であり、立法化さ

れたことにより新たな発展段階に入った」、第 2 点目は、「『素質教育』の観念は日々人々の心

に浸透し、各地域・各部門の積極的な探索・支援と生き生きした実践に展開されている」、第

3 点目は、「『素質教育』は肝心な節目を乗り越え、学校教育には積極的かつ重要な変化が生じ

ている」、第 4 点目は、すべての民族の科学文化素質は大幅に高められるようになっており、

わが国の現代化の推進と『和諧』(調和を取れた社会)の構築に対する着実な基礎を作り出した」

という成果の指摘である(pp.3-8)。 

同時に、素質教育を推進することにおける主要な問題をも指摘した。すなわち、「応試教育」

の圧力によって「進学率」一方を追求する傾向が普遍的に存在している。また、社会環境の劇

的な変化のため、学校教育および伝統的な教育方法はこの変化に適応するこができていない。

そして、教育の社会構造に潜む素質教育の推進を拒む要因に対しては、関連する法制度の整備

はまだ整っておらず、政策を推進することには各々の体制的な妨害がある。一方、素質教育に

おける仕事の目的、進める目標、推進の戦略に関する「総体的な仕事のアドバイス」を指摘し

た上で、行政者の責任、教育構造、道徳教育の建設、「健康第一」の遂行、入試評価制度と雇

用制度の改革、基礎教育課程改革の推進、教師の能力の向上、教育通信化の推進、地域ごとの

改革、査察と教育の質の保障に関する体制の強化という教育政策に関するアドバイスを提出し

た(pp.22-36)。 

素質教育の体系的な調査研究という本プロジェクトにおける注目点は、素質教育の実施に立

ちはだかる難題を認識し、素質教育を推進することに、「国民の素質を高めることを宗旨とし

て、すべての児童・生徒に向かう、すべての学校をよい学校にすること、教育の公平・公正を

促す」という価値理念を強化したことである(p.22)。これによって、従来の「素質教育」にお

ける盲点であった教育「平等」に対する研究に示唆が与えられたと考えられる。にもかかわら

ず、「平等」という視角からの素質教育に関する実証研究はこのような大きなプロジェクトの

中においても触れられなかったのである。 

これについては、王(2007)の論文を注目する必要がある。王は「音楽の課程」の実施状況に

着目し、広東省をはじめ、九つの省にある 33 の中学校に対して研究調査を行った。研究は「中

学生の学習状況」、「教師の質の状況」などをめぐって、教育学の視点から課程の実施において

「教育の質」、「教科書の編纂」、「資源の不足」、「応試教育」の問題が存在することを指摘した

上で、必要な解決策を提言した(p.2)。王の研究は、教育学の視点に立って「課程実施」の実

施状況を見ることにより収得した実証研究による知見が素質教育の実施に重要な示唆を与え

たものと考えられる。しかし、王の研究は教育学の視点から「課程実施」に着目するため、結

果として、素質教育の課程の実施における「平等」の研究は等閑視されたままである。したが

って、中国の本領域の先行研究において、筆者の提唱するところの素質教育の実施におけるカ

リキュラムの構成と伝達について「教育機会の平等」の視点から研究に取り組むものは皆無に

等しい。特に、研究方法に関しては、質問紙調査法を用いる研究が大半であり、質的研究の方

法を使用するものは少ない。 

最後に、素質教育政策の実施に関する研究である。特に、素質教育政策の実施に関する研

究である(蒋 2001；楊 2006、2007；王 2006；韓・楊 2007；張 2008；罗 2009；白・牛 
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2010；傅 2011)。これらの研究は素質教育政策の実施の中で生じた問題点を指摘し、関連対

策を提示するものである。論者それぞれは着目視点が異なるが、素質教育政策の施行にあたっ

て生じた偏りの要因分析に関する研究が最も多い。例えば、蒋(2001)は素質教育政策の施行過

程にある「政策取替え、政策誇張、政策架空」という問題を指摘しながら、その要因を社会要

因と政策内要因とに分けて考察した上で、素質教育政策の権威を再構築するなどの提言を行っ

た(p.40)。その後、張(2008)は政治、経済、文化などの側面に関わる制度環境の要因を分析し

た。また、罗(2009)は学歴社会の存在、現状の教育と制度は融通が利かなさ、政府責任の欠落

という 3 つの点から素質教育政策の施行にて生じた偏りの要因を指摘した。一方、素質教育政

策の施行がその有効性を失うことに関して、政策の問題点に着目し、素質教育政策における目

的認識の欠落、非規範、形式化という問題を指摘しながら、素質教育政策の施行に対する認識

を強化することなどの提言を述べた研究もある(楊 2006；韓 2007)。また、楊(2007)は教育

政策の施行管理の視点から素質教育政策における施行上の問題点を指摘し、「教育政策の施行

メカニズムを改革すること」、「教育政策の施行過程の指導を強化すること」、「教育政策の施行

評価を規定すること」、「教育政策の施行対する責任制度を強化・改善すること」という 4 つの

提言をした(pp.35-36)。 

一方、本研究が参考しうる実証研究として、王(2006)と楊(2007)の研究には注目すべき点

がある。王(2006)は、素質教育政策の施行にて生じた偏りの主要な現象、要因、対策をめぐる

分析を行い、楊(2007)は農村地域を研究視野に入れ、素質教育政策の実施において見られる「主

体不在、環節欠落、手段単一」という問題点を指摘しながら、「県」レベルの施行モデルを作

り出すことを試た(p.27)。 

いずれにせよ、前述した研究はその着眼点が異なるとはいえ、素質教育政策の実施がうま

く行かない現況を認め、また内容の展開に関しては、素質教育政策の施行に内在する問題の指

摘、要因の分析、関連する提言をすることについて両者ともが触れている。 

最後に、素質教育政策に関する研究においては金・唐(2004)によって編集された『中国素質

教育政策の研究』という著書に注目すべきであろう。この著書は素質教育政策を集大成した研

究と言えよう。本書は「素質教育の全面的な実施の背景において、素質教育の実施絡む現状の

要素並びに歴史上の要素を分析し、素質教育の実施における政策上の保障および素質教育にと

って必要な支持系統を探ったものである」(p.7)。さらに、本書は「素質教育政策の形成に影

響を与えた歴史を手がかりとして、素質教育政策を支える理論の分析とその国際比較とを通じ

て、素質教育政策における社会的需要の調査と分析を行っている」と同時に、中国の「教育体

制の中に存在する障害をあぶり出し、素質教育政策の創造的な内容とその道筋」とを提示した

のである(金・唐編 2004,p.7)。また、このような研究目的を明らかにするために、研究調査

は二段階に沿って展開された。その 1 つでは、「教育行政のレベルにある省、市、県の行政者

に対するインタビューを通して、教育行政部門の素質教育に対する政策要求とアドバイス」を

収集するものであった。もう 1 つは、「学校の次元においては小中学校の校長および教師に対

してインタビューを行うことによって、学校現場にとって必要な政策要求とアドバイス」を聴

取した。これらを踏まえて教育政策に関する研究会などを行ったのである (金・唐編 

2004,p.7)。 

さて、このような調査は重要とはいえ、学校現場の教育政策の実施の実態に関わる具体的な

教授活動に焦点を当てていなかった。しかし、素質教育が提唱されてからは、その実践の場は

学校であり、教室である。それを理解するためには、学校現場の実態を教育制度の最小の単位

として捉えるべく教室およびそれと関わる学校の日々のあり方を把握することが欠かせない。

とはいえ、袁の研究は重要な示唆を提示してくれた。例えば、袁(1999)は「重点的な中学校」

と「非重点的な中学校」の資源状況および中学校における効果と利益に対する分析を通じて、
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二種類の中学校間に存在した学校格差を問題にした。加えて、教育の平等に関して、均衡発展

という政策提言を出したのである。これはその後の「義務教育における均衡発展」という教育

政策を作り出すことに重要な理論的根拠を提供していると考えられる。しかし、袁の研究は社

会構造に生じた教育の「不平等」を指摘したとはいえ、本研究が問題とする「教育機会のプロ

セス」における平等に着目するものではない。 

次に、日本における素質教育の先行研究について検討する。 

 

4.2.  日本における素質教育に対する先行研究 

日本における中国の素質教育に対する研究はそれほど多くないと考えられる13が、以下に概

念の理解、中日の比較、教育改革に関連してまとめる。 

まずは、「素質教育」の概念を理解するための研究である(劉 2004、2005)。例えば、劉(2004)

は、「素質教育」の教育学概念の定着の経緯について考察した。そこでは、「素質」についての

意味合いの変化と「全面発達」との関係が問われた。また、劉(2004)は「素質教育」の概念を

検討した。それは、主に「素質」の意味合いの変化について論じた上で、素質教育の多義性と

言う特徴を指摘した。 

中日比較の視点から素質教育を検討したものもある。これらの研究は学力の視点から、関係

要素について中日比較を行い、考察を加えた。例えば、徐(2010)は日本のゆとり教育と中国の

素質教育・課程改革との比較を行った。具体的には、中国の「総合実践活動」と日本の「総合

的な学習の時間」との比較、および中日における「学力論争」を通じて行った。特に、本研究

との関連においては、中日の教育改革における「教育格差」の問題提起には重要な意義がある

と思われる。また、田(2000)は「経済の高度成長期における中日の教育政策」の比較を行った

(p.101)。特に、日本の「経済界の要望」に応じる教育政策の「能力主義」と素質教育の相違

点を指摘した。一方、徐(2001)は日本の学力論の変遷と中国の素質教育論に対する比較研究を

行った。徐の研究は素質教育の本質と学力の概念の本質部分を指摘したことを通じて、素質教

育と学力とを比較する土台を提供している。 

最後に、2001年の新しい課程改革の実施は素質教育の理念を具体化させたものであるため、

日本でも教育改革の視点から素質教育を検討する研究が多い。これについては主に以下の 3

つの側面に集約することができる。第 1に、これらの研究は主に、素質教育に関する教育政策

の内容を通じて、教育改革の動きおよび施策を紹介するものである(一見 1999、2000、2001、

2003；費 2000；張 2002；南部 2004＝2010；李 2010；項 2010；岡田 2011)。例えば、

一見(2001)は、中国の中学校におけるカリキュラム改革の動向を建国(1949 年)から現在まで

四段階に分けて考察した。それに加えて、「素質教育を目指すカリキュラム改革」においての

5 つ14の焦点を取り上げた。また、南部(2004)は、現在中国の教育改革の概況を紹介した。具

体的には、学校教育体系、教育政策、学校教育の規模、素質教育の実施などに言及した。張(2002)

は素質教育の意義および位置づけを強調した上で、「教師の専門的力量の内実とその形成」を

考察しながら、その政策化に必要な条件を提示した(p.59)。第 2に、上記の研究以外にも、中

国の新しい課程改革を基に、具体的な教科と結びつける研究がある。これらは、教科変遷の視

点から捉えるものである(山崎・趙 2000；劉 2000；菊池 2005；杜 2005；麻・福田 2007；

朴・伏木 2008；戴 2010)。例えば、麻・福田(2007)は美術教育課程の変遷について考察し

                                                        
13 CINIIで素質教育のキーワードを入力すると、69本の論文しかない（2012 年 8 月 26 日の検索結果）。 
14 ①徳育、知育、体育、美育と労働技術教育(五育)の関係②顕在カリキュラムと潜在カリキュラムの関

係③分科カリキュラムと総合カリキュラムの関係④学科カリキュラムと活動カリキュラムの関係⑤必

修科目と選択科目の関係(一見真理子 2001「素質教育」の推進に取り組む―中国における初中カリキ

ュラム改革の動向―『内外教育』、p.3)。 
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た。これに対して、杜(2005)は中国における新算数と数学の教育課程の動向と内容に関して検

討した。第 3 に、素質教育の実施を検討しようとする実証研究である(劉 2002；北村・林 

2007；2008；贾 2011)。例えば、北村・林(2007)および付・林(2008)の研究はそれぞれ中国の

貴州省および黒龍江で自身の授業モデルを観察し、そのモデルの開発、実施、評価などについ

て検討したアクション・リサーチ的なものである。一方、劉(2002)は上海市での事例研究では、

関心が学校にあるのではないため、授業にまで踏み込んで観察することはしていない。 

一方、日本での素質教育に対する研究の特徴は、中国の研究を「紹介する」ものに限られる

傾向があることであろう。それ故に、素質教育に対する理解は不十分であるものが少なくない

ように見える。例えば、「素質教育」の概念はほとんど、応試教育の対立概念として捉えられ

ている。しかし、「素質教育」の概念は中国の先行研究においては、少なくとも、6 つの視点

から捉えられている(趙 1999)(詳細は第 1章を参照されたい)。 

また、日本におけるこれまでの素質教育に対する研究は教育学の視点から検討されることが

主流であり、テーマとしても、教師養成やカリキュラムの改革などが注目されてきた。そのた

め、教育社会学の視点から素質教育を検討する研究は少なく、体系的に、素質教育政策の実施

を学校の内部、特に授業に注目してそのプロセスを問う研究は見当たらない。 

以上のように、中国と日本においての主な素質教育の先行研究を対比検討してきた。その結

果、素質教育の先行研究については、4つの課題を指摘できよう。第 1に、素質教育の研究は

理論研究については膨大な取り組みがあるものの、実証的な研究が極めて少ないため、過去

30 年間にわたって「実質」的な進歩が見られなかったとの批判がされている(楊 2006；叶 

2010；柯 2011)。第 2に、素質教育に関して、要因を考慮したような体系的な研究が少ない(袁 

2005；楊 2006)。特に、素質教育の現状研究では教育段階を分けて考えることが少なく、特

定の教育段階に絞っての体系的な研究がなおざりにされていると言える。なぜならば、義務教

育、高等教育及び職業教育ではそれぞれの役割や性質はかなり異なるため、教育段階に分けて

検討する必要があるが、それらが混同して語られているからである。こうした研究状況が生ま

れた要因は素質教育という用語を「万能化」したことに関係があると考えられる。第 3 に、素

質教育の政策の課題をマクロに論じたものや紹介したものはあるものの、それが教育のプロセ

スとしてどのような課題を持つかの研究は行われてこなかったことである。現存する研究は素

質教育政策がうまく行かないことを前提にして、関連する政策を指摘し、提言する研究が多い。

その反面、素質教育政策の実行、特にその教室における展開のプロセスを明らかにする研究が

極めて少ないのである。第 4 に、素質教育に関する研究は教育学の視点からの研究が圧倒的に

多く、「教育社会学」の視点から素質教育を検討する研究が少ない。そのため、特定的な教育

段階について、教育社会学における「教育機会の平等」に関連した蓄積を参考としながら、素

質教育政策の実施、特にその展開のプロセスを明らかにする研究が必要であると考えられる。

本研究ではこうした穴を埋めることを目指している。 

他方、「教育機会の平等」に関する先行研究についてはその実情に合わせて、主に中国と日

本に分けて検討したい。 

 

4.3.  中国における「教育機会の平等」の先行研究 

「教育機会の平等」に関する実証研究については、前述したように、高等教育、基礎教育、

マイノリティ教育に分けて検討したい。 

教育段階別に見た場合、高等教育の段階における「教育機会の平等」に関する研究は最も蓄

積が多い領域であると思われる(賀 2003；文 2005；李 2006；劉 2006；楊 2006；丁 

2006；王 2008；張・楊 2009；王 2009)。これらの研究は視点が多様であるが、いずれも

中国における教育政策・制度の視点(賀 2003)、階層の視点(劉 2006)、文化資本の視点(王 
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2009)から問題視し、高等教育における「教育機会の平等」に対する影響要素を明らかにした

いという問題意識が共通している。例えば、賀(2003)は大学入学制度と学費徴収の視点から高

等教育の「教育機会の平等」に対する影響を論じ、李(2006)は高等教育財政政策においての入

学機会に対する影響を指摘した。また、楊(2006)と丁(2006)は高等教育を拡大してから、重点

大学(名門大学)における農村地域からの生徒の比例が低くなっていることを検証した。劉

(2006)は高等教育の機会分配の中における社会階層のメカニズムを明らかにし、王(2009)は文

化資本の多寡によって重点大学に入学するか、一般的な大学に入学するかが左右されるという

結論を提示した。 

一方、基礎教育における「教育機会の平等」に対する研究はわずかな存在である(劉・布労

戴徳 1995；李 1999；安・邬 2002；周 2003；向 2004；余 2004；譚 2008；李 2009)。

これらの研究は教育資源、階層、課程設置などの視点から基礎教育における「教育機会の不平

等」を検証している。劉・布労戴徳(1995)は 1992年と 1993年の調査データに基づき、武漢市

における 5 つの中学校の卒業生をサンプルとして都市の教育機会分配の個人的差異およびそ

の制約要素を明らかにした。その結論としては、当時の中国の社会条件で、「教育機会」に影

響する家庭の主な要因は、「経済や物質の生活条件ではなく、文化資源と生活の精神的質」に

あるとした(p.107)。安・邬 (2002)は劉たちと同じく都市にある中学校の卒業生を対象とし

たが、安たちは重点中学校と一般中学校との比較を通じて、経済資本、文化資本、社会資本が

「教育機会の平等」の階層差異に果たした役割とそのメカニズムを指摘した。侯(2006)は家庭

的背景が「教育機会の平等」に与えた影響を論じた。これらの研究は、着目点が違うように見

えるが、階層と「教育機会の平等」との関係に焦点に当てたことは同じであると言える。 

また、義務教育における「教育機会の不平等」に目を向ける研究もある。周(2003)と向(2004)

は義務教育における教育資源の配分という制度の視点から義務教育における「教育機会」が不

平等の要因であるという結論を提示した。それに続いて李(2009)はより広範な視点から「教育

機会の不平等」の要因を指摘した。彼は、具体的に父親世代の社会階層、教師の教学行為、教

育資源および社会文化という 4つの次元から「教育機会の平等」に与える影響を論じた。この

ような研究で「義務教育」を対象として「教育機会の平等」を研究視野に入れたことには重要

な意義があると考えられる。 

さらに、課程の視点から「教育機会の平等」の問題を論じた研究にも注目すべきである。李

(1999)と余(2004)による教育社会学の視点から課程を見る研究は重要な意義を持つ。李(1999)

は、課程の構成内容に関する都市中心の問題が実際の農村生活とは離れていることを通じて文

化再生産の現象が生じていることを指摘した。余(2004)は城・郷の差異に焦点を当て、課程の

教学および評価の過程にある文化再生産の状況を考察することによって、農村の児童・生徒が

習得した知識は将来の低い社会地位に就かざるを得ない可能性があることを指摘し、このよう

な差別的な配分は法律によって正当化されているという結論に到達した。さらに、ミクロ的な

視点から、教室における教師と児童・生徒とのコミュニケーションの考察を通じて、教師は児

童・生徒の階層的背景に基づいて差別的に対応することを明らかにした。これは、階層に恵ま

れた児童・児童は学校の文化により適応しやすい一方で、学校が社会の不平等を再生産する要

因となるという結論に至った。 

最後は、「マイノリティ」の視点から「教育機会の平等」を検討した先行研究である(孫 

2001；龚 2006 ；胡 2011)。中国でのマイノリティ研究は主に少数民族出身の児童、生徒お

よび農民工(出稼ぎ)の子どもを対象とする研究である。なお、ジェンダーの視点からの農村の

女子児童・生徒および少数民族の女子児童・生徒に対する研究もある。これらの研究は現行の

教育制度にはマイノリティの児童・生徒にとって、不利なものがあることを明らかにし、現行

下教育制度の改革の必要性あるいは関連する対応策を指摘した。このような視点に立っての研
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究は極めて少ないが、「教育機会の平等」の研究に新たな刺激を与え得ることが予想され、意

味深い研究と言える。 

以上のように、中国における「教育機会の平等」に対する研究は、多岐にわたってその重要

性を示唆するものがあるとはいえ、素質教育の視点から「教育機会の平等」の問題を論じるこ

とほとんどなかった。 

なお、以上の中国における「教育機会の平等」に関する先行研究を踏まえると、3 点の特徴

があげられる。第 1に、「教育機会の平等」を検討する研究は高等教育に集中する傾向がある。

従って、義務教育における「教育機会の平等」の研究は少ない。第 2に、義務教育における「教

育機会の平等」を取り上げたとしても、多くの場合、「教育機会の平等」における「教育機会

の起点」の平等を意味していると考えられる。それ故に「教育機会の過程」の平等に関する研

究はほとんどなされていない。第 3 に、「教育機会の過程」の平等に関連する研究はあったと

しても、カリキュラムの構成内容あるいはミクロな次元に限定した教師・生徒の相互行為の視

点、いわゆる、新教育社会学の理論に依拠したものであり、その帰結は文化再生産に繋がるも

のが多い。欧米の理論枠組みを中国の教育現象に適用する傾向があり、中国の社会的コンテク

ストを前提に「教育機会の過程」に焦点を当てた研究は少ない。 

以上により、筆者が関心を持つ研究課題は中国の既存研究においてはほとんど看過された問

題である。しかし、これらは実に素質教育の研究にとって、無視できない課題であろう。第 1

に、前述したように、素質教育は中国の教育の方向性を示すものであり、その理念や理想像な

どについて多く語られてきたにもかかわらず、実際にどのような姿で、教室においてそれが展

開しているのか、進行形としての素質教育の実施事態は明らかされていない。この実態を明ら

かにすることによって、素質教育の実施に内在する難局を新たな視点から浮き彫りにする手が

かりが得られると考えられる。第 2に、現在の中国は「和諧社会」(調和を取れる社会)を作る

ことをめざしたいのである。そのため、公平、公正、平等な社会を作り出すことが重要な前提

となろう。したがって、孫(2004)が指摘したように、「社会平等」を実現するための有効な手

段としての「教育機会の平等」の重要性を無視することができない。したがって、中国の教育

改革において最も重要なテーマと言える素質教育の実践の中、「教育機会の平等」の研究は不

可欠であろう。 

次に、本研究に関連した日本における「教育機会の平等」、特に学力と関連する「教育機会

の平等」の先行研究に触れる。 

 

4.4.  日本における「教育機会の平等」の先行研究 

日本における「教育機会の平等」に関する先行研究は主に学力格差と階層との関係をめぐ

って行われていると考えられるため、ここで筆者は、日本における教育社会学の研究者たちの

研究成果に焦点を当てて検討したい。 

日本においては、本研究との関連でいうと、新しい学力観に基づく教育改革、すなわち 1940

年代の新教育運動が関係するとはいえその影響力および規模に配慮し、2000 年以降の「ゆと

り教育」をはじめとする近年の教育改革を取り上げるのがよいと思われる。また、教育社会学

の研究者は学力論争に目を向ける傾向があるからである(今井 2009；山内・原 2010)。その

ため、筆者は 2000 年以後の教育社会学において関係する研究成果を取り上げよう。 

日本の学力研究における全般的な特徴は、「学力論争」と「学力調査」に焦点を当てて展開

されている点にあろう。また、その核心的な焦点はほとんど「学力低下」に結びつくものであ

ろう。「学力低下」といっても、教育学と教育社会学においては、根本的な分析ロジックが異

なると思われる(今井 2009)。例えば、教育学においては学力が上がるか下がるかが中心的な

課題であることに対して、教育社会学においては、誰の学力が上がるかまたは誰の学力が下が
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るかが中心的な課題とされてきた。言い換えれば、教育学においては「学力」そのものを研究

対象として捉えるが、教育社会学は「学力を持つ個体」、つまり「児童・生徒」を研究対象と

して捉えることが重要視される。そのため、教育社会学は、児童・生徒の学力を形成する要因

あるいはそれによって派生された学力格差を、主としてその児童・生徒の階層性に求めること

が多いと思われる(苅谷 2000、2001、2004；耳塚 2007；志水 2004；山田 2004；須藤 2010)。 

もちろん、これらは、論者によってその研究視点が異なるものである。例えば、苅谷(1999、

2001)は日本の階層化社会を、「ゆとり教育」を通じて、意欲格差の社会の形成に結び付いてい

ると主張した。そのため、苅谷の研究の図式では「受験競争のプレッシャーの低下→学力の格

差の拡大→教育機会の拡大→社会の不平等の拡大」と解釈される(山内・原 2010,p.22)。し

かし、別の立場として例えば、橋本(2010)によると、「家庭環境や地域特性」のような社会構

造そのものが社会の不平等の拡大要因であると考えられる(p.363)。さらに言えば、両者の違

いは「教育変動」と「社会変動」との関係にあるものと言える(橋本 2010)。 

教育改革が社会変化を引き起こすという教育の役割に関する楽観論は、1960 年代には、イ

リッチ(1977)の「脱学校論」やフレイレ(1979)の「非抑圧社の教育学」などの批判が進むにつ

れて、1970年代には教育悲観論へと変わっていった。それ故、「教育変動は社会変動に従属」

するにすぎないという評価が社会科学系の研究者の一般的な認識となっていったという(山

内・原編 2010,p.22)。したがって、苅谷の言った「日本では、学校が階層の再生産する装置

であるとみる見方」が、日本において「定着しているとは言いがたい」という批判も寄せられ

ている(山内・原編 2010,p.20)。 

こうした批判を別として、苅谷の「公立学校にしか頼れない生徒の学力の変化」を見るこ

とで、公立学校の役割を論じることは評価されるべきものであろう(苅谷 2004,p.144)。また

藤田(2005、2006、2010)や志水(2005、2008)などの研究では、日本の教育改革を推進するにつ

れて、公立学校の役割の重要性が強調されるようになっている。特に、志水(2005、2008、2009)

の「効果のある学校」論は公立学校での「学力低下」または学力の階層間の縮小などに対応す

る施策を提示している。志水らは学力調査とフィールドワークを通じて、スクールバスモデル

と名づけた 8つの要素15を説明しながら、要素どうしの関係を示した。志水らの研究において

は質的な研究方法の使用、特に、学校の「ブラックボックス」を開こうとする点が本研究と一

致している。 

さらに、授業改革レベルまで目を向けた山田(2004)と須藤(2010)の研究がある。例えば、

山田(2004)は、教育課程行政で規範化された教育方法は「実際の教室場面ではどのようなもの

として受容され、いかなる効果をもたらしているか」について実証的なデータを検討した

(p.99)。そして、新学力観に基づく授業方法と旧学力観に基づく授業方法と学業達成との関係

について分析した。その 1 つの結論は、「伝統的な学力観に基づく授業実践は、階層間格差の

縮小」に寄与する可能性があることである(山田 2004,p.123)。山田のこうした授業方法に対

する類型は本研究では参考となった。さらに、須藤(2010)は山田の研究をさらに発展させてい

る。例えば、須藤は新・旧学力観に基づく授業方法は学業達成との関係を分けて考えるべきも

のとせず、両者の授業方法の組み合わせと学業達成の関係を検討した。何より、学校内におい

ての「内的事項」を考慮しただけではなく、学校外、特に教育制度などの「外的事項」をも研

究視野に入れたものであった。須藤のように学校内・外の「事項」を同時に研究に取り入れる

発想は筆者と一致している。 

これは以下のヤング(1971)の主張にも合致していると言える。ヤングは、「教育社会学の今

                                                        
15 ①気持ちのそろった教職員集団②戦略的で柔軟な学校運営③豊かなつながりを生み出す生徒指導④す

べての子どもの学びを支える学習指導⑤ともに育つ地域・校種間連携⑥双方向的な家庭とのかかわり

⑦安心して学べる学校環境⑧前向きで活動的な学校文化である（須藤 2010,p.26 引用）。 
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後の中心的な課題は、カリキュラムの背後にある選抜や組織の原理を、一方では学校や教室に

おける制度的、相互作用的状況に、そして他方ではより広い社会構造に関連付けることである」

としている(Young 1971b,p.24)。同時に、山田(2004)と須藤(2010)の研究手法は量的な研究

方法を使ったため、大きな傾向を捉える上では成功しているが、教室での教師・児童・生徒と

のやり取りのプロセスを捉えることができていない。山田(2004)は、統計的な手法を使って、

特定の教育方法(それぞれ新・旧学力観に基づく教授法)と学業達成水準との格差の関係を検討

した。新学力観に対する研究を教室のレベルにまで光を当てたことは本研究にとって参考にし

えたことは少なくないが、具体的な授業過程を捉えていないため、その研究方法に限界が見ら

れた。山田(2004)も、質問紙調査の限界を自ら指摘し、「質問紙調査の手法では、〈教育〉は分

類する上でたいへん困難な対象」であるため、「〈教育〉を把握するためにはさらなる工夫(例

えば授業場面の観察・分析)が必要」であるとしている(p.124)。 

最後に、前述のコールマンは、「教育機会の平等」の概念形成、その実現のための施策など

について少なからぬ業績を残した(Coleman 1966、1968、1975)。しばしば、コールマンレポ

ートは、「学力の大部分は階層要因あるいは知能指数で説明され、学校要因によって説明され

る部分はきわめて小さいという分析結果」が示された(須藤 2010,p.30)ものとして理解され、

その後の研究でも、学校の有効性を問う視点が強まった(Mosteller et al. 1972; Jencks et al. 

1972)。これ以後も、「学校無力論」は根強く、これが「学校効果」に関する研究の「勃興」に

寄与したとされている(志水 2008,p.77)。しかし、コールマンらの分析は実験設備や図書環

境および教師数などのような「外的事項」によるものであり、教育方法や学習内容のような学

校の「内的事項」の「効果推定」がほとんどなされていないため、「学校要因の効果を過少評

価している可能性」があるとも指摘されてきた(須藤 2010,p.12)。例えば、Downey ほか(2004)

は学期中と休暇中の学力の変化を通じて、学期中の方が、児童の学力格差は縮小しているとす

るなど、「学校無力論」に対しての反論もなされてきた。 

ここまでは、「教育機会の平等」について中国と日本を中心に、一部アメリカの先行研究を

検討してきた。中国の場合は社会構造というマクロの視点から「教育機会の平等」の関係を明

らかにすることに焦点をあてたのに対して、日米の場合は学力と階層・人種との関係について

明らかにしてきた。但し、学業達成の評価に使うデータは旧学力(ペーパーテスト)に基づいた

ものが使われている。言い換えれば、新しい学力の実施状況に対しては焦点が当てられていな

い。 

しかし、冒頭で指摘したように、1980 年代からの教育改革の施策はほとんど新しい学力観

に基づいたものである。そのため、学校での実施プロセス、特に、「教育過程の機会平等」に

注目しなければならない。教育の選抜機能は、「層別移動」にとっても、未だ有効な手段であ

ることに変わりはなく(竹内 1995)、教育は単に社会の不平等を再生する装置としてだけでは

なく、社会の不平等を是正するための有効な手段である側面も持つ(ハウ 2004)。したがって、

こうした視点から公教育の役割を問うことは重要に思われる。特に、義務教育制度の弾力化や

新しい学力観に基づく教育改革を背景にして、義務教育における公教育の役割を問う必要があ

る。そして、その際には、公教育の公共性や平等性などの間で生じるジレンマなどに注目しつ

つ(苅谷 2008,p.76)、公教育の役割、特に、義務教育における「教育過程の機会平等」が変

容してゆく教室でのプロセスに関する研究がより重要になると考えられる。だが、これまでの

先行研究は、旧学力を対象にした量的な研究が多く、こうした意味でも、新しい学力観に基づ

いた教育改革の背景を考慮した上で、新しい学力観に基づく教育実践を教育社会学の視点から、

プロセスを浮き彫りにしながら問う必要があると考える。 
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5. 方法論 

 

5.1.  研究方法 

本研究は、冒頭で述べたように、素質教育が現実の教育の場で展開される時に、「教育機会

の平等」との関係で、どのような問題が提起されるのか、素質教育の実践の「プロセス」に注

目し、「社会現象の自然な状態をできるだけに壊さないようにして、その意味を理解し説明し

ようとする探求の形態を包含する」(Merriam 2004,p.8)ものとして、質的方法を用いている。 

質的調査法においては、「エスノグラフィ」、「現象学」、「グラウンデッド・セオリー」、「ケ

ース・スタディ」などのような多様なアプローチがあり、それぞれに長所があると指摘されて

いる(Denzin & Lincoln 1994；Merrian 1998；Patton 1990；Tesch  1990；Lancy 1993)。 

本研究は、いくつかのケース・スタディを組み合わせながら比較する手法を用いている。そ

れは、上記の研究方法が教育改革の研究において、「プログラムを評価し、政策を伝達する」

ことに対して有効性があると指摘されたからである(Merrian 2004,p.61)。つまり、本研究は、

新しい課程改革という背景の中で素質教育の政策が学校現場でいかに実施されたかを検討す

るため、単独事例よりも、社会的条件の異なる(本研究では地域差を考慮)ケース・スタディの

使用の方が本研究の研究目的を遂行する上でより有効であると思われる。 

なお、ケース・スタディの「ケース」は、ここでは「境界のあるシステム」を指すと考え

る(Stake 2006,p.102)。そのため、ケース・スタディは「ある人のユニットや境界付けられ

たシステム」に対する「集約的な記述と分析」という点で優れたものであると理解される

(Merrian 2004,p.26)。したがって、本研究で考えるケース・スタディを簡単にまとめると、

「1つの統合されたシステム」である(Stake 1995,p.2)。 

そして、ケース・スタディの特徴としては「一貫性」と「持続性」を有するものと考え(Stake 

2006,p.103)、データ収集においては、「一貫性」と「持続性」を重視することから、ひとつの

学校に対して 2004-2010 年の間に数回の調査を行った。これによって、学校が素質教育の施策

を実施することには「実質性がある」か否かを考察することが可能となると考えた。なお、複

数事例を用いるアプローチは、集合的ケース・スタディ(Robert & Stake 2006)、クロス・ケ

ース・スタディ(multicase)または比較ケース・スタディ(comparative case studies)などと

呼ばれている(Merrian 2004)が、本研究では、3 つの事例を比較することから、比較ケース・

スタディという名称を用いる。 

それに加えて、本研究ではケースの時間軸による変化を捉えるために、授業ビデオを用い

た分析法を同時に併用した。授業ビデオ研究法(video study)はスティグラーらが TIMSS 1995

年において点数が高かった日本の数学授業の分析にビデオを用いて分析したのが知られてい

るが(Stigler ＆ Hiebert 1999)、その後、Hiebert らは TIMSS 1999 において同じ授業ビデ

オ研究法を用いて 7ヶ国の比較を取り入れた。こうした授業ビデオ研究法は、時間の経過に伴

う変化の追求や授業細部までの観察、分析のリサイクルの可能性、質的研究法と量的研究法の

融合(integration)などに有効性を持つとされている(Hiebert et al. 2003,pp.5-6)。例えば、

時間の経過に伴う変化の分析においては、調査以前の授業のあり方をも観察することが可能と

なり、また授業細部までの観察においては、授業において教師も気付かない事態(accident)

を捉えることができる。そのため、筆者は素質教育の実施の変化を考察するために、授業ビデ

オ研究法を部分的に使うこととし、調査以前の学校での算数授業ビデオに対しても、分析を行

った。 

 

5.2.  サンプリング 

本研究のケースを選ぶ際には、「有意(purposive)抽出法」、あるいは「目的的(purposeful)
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サンプリング」を用いた(Merriam 1998=2004; Doetz & Lecompte 1994；Miles & Huberman 1994；

Patteon 1990)。その際、中国における教育の社会的条件の違いを軸とし、都市と農村部の事

例を取り上げた。また、こうした事例における素質教育の実践の展開を見ることを通じて、サ

ンプリングの多様性の最大化(maximum variation)(Merriam 2004,p.92)を目指した。 

 前述したように、素質教育は新学力観を代表する理念であり、一定の先進性を持つものとし

て、各地に先進的な事例が見出され(柳 1997；叶 2010；教育部 2001、2010)、全土に広が

る兆しもある(王 2000)。本研究の目的は、中国の地域格差を考慮した上で、素質教育の実施

における「教育機会の不平等」を解明することであり、本研究では、異なる社会的条件の中で、

素質教育の先進的な公立小学校をサンプルとして用いた。 

中国は改革開放以降、経済的発展を国家戦略としたストラテジー(strategy of gradient)

を取ったため、全国的経済レベルは向上しつつも、地域格差を広げる結果を招いている(丁 

2004；楊 2006)。上海市知力開発研究所課題組(1996)は、地方の経済的レベルと義務教育の

レベルなどの環境指標に基づいて、中国の 30 ヶ所の省(区、市)を、A～Eという 5つの地域レ

ベルに分けている16。同時に「義務教育における均衡発展」という施策が行われ、地域間にお

ける均衡発展と地域内における均衡発展が目指されている(袁 2005；楊 2006；王 2011)。 

本研究では、都市部であり、先進的な地域としての A区の上海市の小学校と、B地区の N省

の L 市の小学校を調査した17。L 市は「地級市」の中では平均的な特徴を持つものとして位置

づけられる(詳細は第 4 章を参照されたい)。さらに、中国に現存する「二元性」社会制度は、

都市部と農村部にそれぞれに異なる社会構成原理に基づいて構成されている(詳細は第 2 章を

参照されたい)。そのため、都市部と農村部における小学校の双方を研究視野に入れる必要が

あり、L市の農村小学校を研究対象として選んだ。 

以上により、本研究では社会的条件の異なる 3つの公立小学校、上海市の S校、L 市におけ

る都市部の G校と農村部の H 校を取り上げている。下記の表は学校の概況をまとめたものであ

る。 

 

表序-1 調査学校の概況 

学校名称 地域 地域特性 学制 学級規模(人) 家庭背景 

S 小学校 
上海市 

(A 地区) 

先進地域 

(都市) 
5-4 30～35 

都市中堅層 

帰国子女(僅か) 

G 小学校 
N 省の L市 

(B 地区) 

非先進地域 

(都市) 
6-3 55～72 

都市中堅層 

普通の事業者商売

人 

通学内の貧困層 

H 小学校 
N 省の L 市 

(B 地区) 

非先進地域 

(農村) 
6-3 45～55 

当地の農村住民 

外来の出稼ぎ農民 

 

表序-1 のように、本研究では、先進地域における大都市の上海市、非先進地域のＬ市の都

市と農村部においての異なる 3つの素質教育の先進例を取り上げた。3つの小学校はいずれも

                                                        
16 A区分に属する地区は北京、上海、天津であり、B区分の地区は遼寧省、江蘇省、浙江省、広東省、C

区分の地区は吉林省、山東省、黒龍江省、福建省、海南省であり、D区分の地区は、山西省、安徽省、

湖北省、湖南省、河北省、河南省、四川省、陕西省、内モンゴル自治区、新疆、広西省であり、E区

分の地区は、寧夏、甘肃省、雲南省、貴州省、青海、チベットである。 
17 N省の研究行政者からできる限り N省の名前を掲示しないでほしいという要求があったるため、これ

以上の詳細した記述は遠慮したい。 
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素質教育に関して先進的であるとされているが、社会的条件は異なる。上海市の S 小学校は学

級規模や家庭背景、地域の側面から見ると相対的に恵まれた存在であることが分かる。G 小学

校はその家庭背景から見るとより多様である。つまり、恵まれた家庭の方がより多い(校長イ

ンタビュー)ものの、富裕層から貧困層の家庭までが網羅されているようである。また、G 小

学校の学級規模はとても大きいが、これは学校選択の結果である。H 小学校の学級規模は上海

市より大きいが、G小学校よりは小さい。これは、農村における小学校児童の数によるもので

ある。G小学校の子どもの出身は全体的に恵まれない家庭が多いことが推測できる。 

 

5.3.  データの収集法 

 本研究での調査期間は以下の通りである。上海市の S 校においては 2005年の 5月 20 日の予

備調査と 2008年 5月 26 日～6月 3日の本調査である。G校においては 2005年から 2010年の

調査期間中に、3回の調査を行った。そこでは、2005 年の 5月 10～18日および 2008 年 11月

10～21日の本調査が 2回行われた。最終回の調査は 2010年の 6月 9～10日の二日間を利用し、

G 校の先生と副校長および教科のチームリーダの先生に追加インタビューを行った。最後の農

村 H校は 2005年 5 月 4～6日の本調査と 2008 年 12月 8～12 日の本調査の 2回である。 

また、本研究の調査方法は、以下の 4つからなる。 

 第 1に、観察である。主にサンプルとして選定した学校の算数授業や「本校課程」の授業を

観察した。例えば、算数授業における教師の活動や役割、授業の特徴、教師と子どもの相互作

用に着目した。基本的にデータ収集は感受概念を用いた。感受概念とはフィールドワークのは

じめに大まかな方向性を掴む概念、つまり問題を検討する上で重要な手がかりとなる概念であ

る(佐藤 1992,p.80)。この概念を踏まえて、見聞きしたものを可能なかぎり集め、網羅的な

データ収集を試た。フィールドにおけるメモをもとにフィールド・ノーツを作成した。教育現

場で筆者が考えたことや感じたことを記載し、分析の際に利用した。フィールドにおける筆者

の立場は、「完全なる観察者」「参加者としての観察者」(佐藤 1992,p.133)に最も近い。教師

と児童のやり取りを教室の後ろで観察した。ただし、休憩の時間を利用して、子どもとの話し

合いや質問の答え、ゲームなどをした。また、筆者の休憩場所は教師の研究室にあったため、

教師とふれあうチャンスが多かった。こうして、子どもと教師との交流関係を形成した。 

 第 2 に、インタビューである。学校の教師をはじめ、校長、保護者、子ども、および支援

をしている大学の研究者、行政の担当者に 30～60 分のインタビューを行った。以下の表序-2

は教師インタビュー対象者リストである。 

 

表序-2 教師インタビュー対象者リスト 

学 

校 

仮 

名 

教 

科 

性 

別 

年 

齢 

業務 

経験 

家族(親族) 

の社会的 

地位 

人間関係 

(教師 

同士) 

応試と素質

の捉え方 

学校適応

度 

S 

SA 数学 男 30 代 11 年 中 良い 素質的応試 良い 

SB 数学 女 20 代 3 年 高 良い 素質的応試 良い 

SC 数学 女 30 代 15 年 中 一般 素質的応試 一般 

SD 数学 女 30 代 11 年 低 良い 素質的応試 良い 

SE 数学 女 20 代 6 年 中 良い 素質的応試 良い 

SF 数学 女 40 代 20 年 高 一般 素質的応試 一般 

SG 本校 男 30 代 10 年 低 良い 素質 良い 

SH 本校 女 30 代 10 年 高 良い 素質 良い 

SI 英語 女 20 代 6 年 高 良い 素質的応試 良い 
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SJ 国語 女 20 代 5 年 中 一般 素質的応試 一般 

G 

GA 数学 男 20 代 2 年 中 良い 素質的応試 良い 

GB 数学 女 30 代 12 年 高 良くない 素質的応試 良くない 

GC 数学 女 20 代 3 年 高 良くない 素質的応試 良くない 

GD 数学 女 30 年 10 年 中 一般 応試 一般 

GE 数学 女 40 代 18 年 低 一般 応試 一般 

GF 数学 女 40 代 22 年 低 一般 素質的応試 一般 

GG 本校 女 30 代 11 年 中 良い 素質的応試 良い 

GH 本校 女 20 代 5 年 高 良くない 素質的応試 良くない 

GI 国語 女 30 代 10 年 高 良くない 素質的応試 良くない 

GJ 国語 女 20 代 7 年 中 一般 素質的応試 一般 

H 

HA 数学 女 40 代 25 年 低 良い 両者超え 良い 

HB 数学 女 30 代 15 年 低 良い 両者超え 良い 

HC 数学 女 30 代 14 年 低 良い 両者超え 良い 

HD 数学 女 30 代 12 年 低 良い 両者超え 良い 

HE 数学 女 40 代 20 年 低 良い 両者超え 良い 

HF 数学 女 20 代 5 年 低 良い 両者超え 良い 

HG 本校 女 40 代 21 年 低 良い 両者超え 良い 

HH 国語 女 30 代 11 年 低 一般 両者超え 一般 

HI 国語 女 20 代 2 年 低 良い 両者超え 良い 

HJ 国語 女 30 代 16 年 低 良い 両者超え 良い 

 

表序-2 は教師に対するインタビューリストである。しかし、ここでは一点をいい加えるこ

とがある。つまり、教師の中には録音を拒否する人がいたため、その場合は、その場で可能な

かぎりメモを取るように努めた。終了後可能なかぎり忠実に文章を起こした。 

また、保護者のインタビューは食卓で行ったことが多いため、自然な話し合いの環境を壊

さないように録音を行わなかったが、ポイントを可能なかぎり記憶し、筆者の関心に関わる点

については繰り返し質問を行った。そして、終了後に、記憶に基づいて文章を作成した。保護

者に対するインタビューリストは表序-3にまとめた。 

 

表序-3 保護者インタビュー対象者リスト 

学校 仮名 性別 年齢 学歴 職業 
学校 

文化 

学習 

支援 

応試・素質の

捉え方 

S 

SPA 男 40 代 博士 自営業 向 ある 素質 

SPB 女 30 代 修士 公務員 向 ある 両方 

SPC 女 40 代 大卒 自営業 向 ある 両方 

SPD 女 30 代 専門学校 専門主婦 向 ある 両方 

SPE 男 30 代 大卒 管理職 向 ある 両方 

G 

GPA 女 30 代 大卒 公務員 向 ある 応試 

GPB 女 20 代 大卒 自営業 向 ある 応試 

GPC 女 30 代 修士 自営業 反 ある 応試 

GPD 男 30 代 高卒 無職 反 なし 無関心 

GPE 女 30 代 大卒 教師 向 ある 応試 
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H 

HPA 男 20 代 高卒 農業従事者 反 なし 無関心 

HPB 男 30 代 中卒 農業従事者 反 なし 無関心 

HPC 女 20 代 中卒 農業従事者 反 なし 無関心 

HPD 女 20 代 高卒 農業従事者 向 あり 応試 

HPE 女 20 代 中卒 農業従事者 反 なし 無関心 

 

他方、質問項目は素質教育に対する理解と教師の意識の中にある変化を中心として、あらか

じめ設定しておいたが、観察を通じて想起された疑問点や確認したい点については、調査の終

わる前に改めて質問し、インタビューを行った。また、インタビューの種類に関しては非構造

化、半構造化、構造化という 3つの種類を併用した。 

 第 3 に、文献資料の収集である。サンプルに選定した学校の学校要覧、学校通信、その他

公式に出されている資料、国家と地方で発行した公式文書を可能なかぎり収集した。 

 第 4 に、ビデオの分析である。教師と相談した結果に基づいて、その学校に現存する素質

教育授業のビデオを選んだ。そして、フィールド・ノーツに加えて、これらのビデオを合わせ

て検討の対象とした。 

 

5.4.  フィールドの位置づけおよびデータの限界 

前述したように、本研究で選んだ小学校は全て素質教育の実施において地域の先進小学校で

ある。そのため、平均的な事例というよりは、啓蒙的な存在(Creswell 1998)であると考えら

れる。つまり、中国においての、「成功例」としての資質を備えている。地域格差を考慮する

と、上海市の小学校と N省の L市の都市と農村の小学校を比較することは、中国における素質

教育の実施においての現状把握および要因の追求、特に、「教育機会の平等」の考察に有意義

であると考えた。 

しかし、中国全体としての学校は多様であり、地域間の格差も極めて大きく、今回のサンプ

ルは A地区と B 地区から、3 つの学校の事例を通じて得られたものであり、その知見は安易に

中国全体に一般化することができない。また、インタビュー、文書資料、各地域の予備調査資

料、撮影したビデオを用いてある程度補完を試たが、限られた期間の調査であることも本研究

の限界の 1つであろう。だが、実際に素質教育がどのように展開しているかを教育の平等を視

野に入れながら考察した先行研究が極めて少ない中で、限られた範囲のものであるが、素質教

育の観点から、社会的条件の違いを考慮した学校の比較は、一定の示唆を持つものと思われる。 

なお、本研究では、研究データおよびモデル校の意味について以下の点に注意しておきたい。

第 1に、本研究では、先進地域の都市部の S校、非先進地域の都市部の G校と農村部の H 校を

取り上げたが、アクセスの問題や学校がどのような情報を筆者に開示したかによって、それぞ

れ得られたデータの量が左右された。   

特に農村部では、素質教育を行うリソースが不足していることが学校関係者にも認識されて

いた上に、学校の内部に入って研究調査を行った質的な研究方法に慣れていなかった。そのた

め、本研究で求めたように、素質教育の実践を観察対象とされることに対する抵抗も強く、な

かなか調査対象となることに関して承諾が得られないというアクセスの問題が大きかった。こ

のように、H 校は他二校に比較すると、指導案が入手できないなどの調査上の制約があった。

これが、S 校、G 校とのデータ量の差となっている。第 2 に、同じ素質教育のモデル校として

扱われている三校であるが、その実践内容や実施体制には本論文で示したように、かなり差が

ある。つまり、モデル校であることの意味が地域によって異なっており、地域格差を映し出し

ていることにも注意する必要があろう。 
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5.5.  義務教育に着目する理由 

また、本研究では小学校を対象としているが、義務教育に着目する理由は中国における義務

教育の制度の変化と「教育機会の不平等」を考察するという研究目的からくる。 

第 1に、中国の義務教育の制度は 1986 年の「中華人民共和国義務教育」の公布によって設

立されたものであが、その特徴としては、「弾力化・弾力的運用」に基づいた「地方負責、文

級管理」(地方が責任をもち、地方の各レベル政府の管理)という基本的な原則によるものであ

るとされる(楠山 2010,p.50)。また、義務教育制度を設立してからの数十年間の中では、義

務教育における変化も見られた。例えば、義務教育の目標の変化や義務教育における地方分権

などである。こうした社会要請に応じるために、基礎教育の段階に向けて行った新しい課程改

革や義務教育における均衡的な発展が提出されたのである。そのため、こうした新しい動きの

中では、義務教育における素質教育の実践を見る必要があると思われる。 

第 2に、『基礎教育の改革と発展に関する決定』によると、義務教育の担い手は「以県為主」

(県レベルが主体)とあり、国家と省レベルが積極的に関与する方針が打ち出された(教育部 

2001)18。さらに、従来の地域格差や学校格差を縮めるために、教育部によって『義務教育に

おける均衡発展をさらに推進する若干の意見』が公布され、省の政府と市または県の役割をさ

らに強化したのである。義務教育の財政構造の構築に省政府が役割を担うことが示されている

が、義務教育の資金の拠出を県に委ねることは変わらなかった。以上のように、義務教育の教

育制度においては、地方分権と中央主権という正反対の組織原理によって編成され、弾力的に

運営されている。しかし、これらの施策が結局期待通りの役割を果たすかどうかを見極める必

要があるであろう。 

一方、前述したように、本研究の研究目的は素質教育が展開される中で、教育機会の過程

の不平等に関わるプロセスを考察することである。そのために義務教育の段階を研究対象にす

ることは、意味を持つことになろう。なぜなら、中国において、義務教育の焦点が「量」の普

及の完成から「質」を高めることへと転換されたことによって、教育過程における「教育機会

の平等」がより問題とされる状況となっているからである。また、民主化における義務教育の

核心的な原則の 1つは平等であろう。そのため、教育過程における不平等を追究することによ

って、義務教育を通じて公的教育の役割を問うよい機会が得られるであろう。 

 

5.6.  教科選択の根拠 

本研究で取り上げた教科は素質教育と応試教育の関係から選択した。 

前述したように、「素質教育」は応試教育を批判するために提唱された教育理念である。そ

のため、実践においては、応試教育は素質教育の推進における強力的な障害として理解されて

きた(素質教育調査研究チーム 2006)。だが、本研究が示唆するように、学校現場では実際に

は応試教育的だとされる要素と素質教育的だとされる要素が混在し、それらがどのように存在

しているのかを見極めることは意味があろう。そのため、応試教育と馴染み易い教科の実践と

素質教育と親和性がある教科の実践を同時に考察する必要がある。その際、応試教育と親和性

を持つ教科は従来の受験科目に目を向けることが自然であろう。特に、「算数授業」は必修、

かつ、重要な受験科目であるため、従来研究者や教師が力を入れてきた教科でもあり、応試教

育と・素質教育との間で矛盾を抱える最も深刻な教科であると考えられる。つまり、算数授業

を切り口として分析することによって、素質教育をめぐるプロセスを抽出することにとってメ

リットがあると考えられる 

一方、地域格差や学校格差は筆者の重要な関心の 1つである。『基礎教育改革綱要(施行)』

                                                        
18〈http://www.edu.cn/20010907/3000665.shtml〉、2012年 6月 18日入手。 
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によると、「素質教育に適応するような新しい基礎教育課程体系」を設けるために「基礎教育

課程改革」が強力に推進されている(教育部 2001,p.5)。さらに、「学校は国家の課程と地方

課程を実行するのと同時に、地域の社会、経済発展の具体的な状況を踏まえ、本校の伝統と優

勢、児童・生徒の趣味と需要と結びつき、学校に相応しい課程を開発あるいは選択することが

必要である」と指摘されている(教育部 2001,p.5)。したがって、素質教育の実施は「本校課

程」にも寄与していることが読み取れる。 

「本校課程」(school-based curriculum development，SBCD と略記)は、1973 年英国で開

かれた教育研究核心中心(CERI)のシンポジウムによって提出された概念である。中国における

「本校課程」に対しては多種の概念があるが、本研究では「本校課程」は「学校の教師を主体

として、具体的な国家課程と地方課程が実施されることを前提に、学校の児童・生徒のニーズ

に対して科学的な評価を行い、かつ、当地のコミュニティと学校の課程資源を十分に活用し、

学校の運営理念に基づいてく開発された、児童・生徒が選択できる多様な課程」であるとの教

育部の定義を用いる(教育部 2002,p.200)。この定義を通じて、「本校課程」は地域や学校の

資源に依拠することが求められることが鮮明に読み取れるため、筆者が研究目的とする地域格

差・学校格差の考察に役立つものであることがうかがわれる。特に、「児童・生徒の趣味と需

要」とが結びつくことから、素質教育の「学習者本位」の理念が反映されていることが読み取

ることができる。さらにいえば、「本校課程」は「素質教育」の理念に基づいて作られた課程

とも考えられよう。以上により、筆者は「算数科」と共に、「本校課程」教科を観察対象とし

て選んだ。また、後者に関しては、その実施科目の名称は学校により、異なることがある。つ

まり、上海市の S小学校においては「文博教育」と称されることに対して、L 市の都市部の G

校には「国語の世界を歩こう」と名づけられ、農村部の H校は「国語の作文」と呼ばれる。 

 

6. 本論文の構成 

 

 本論文は序章と終章を含めて、8つの章から成り立っている。 

序章に続く第 1 章では、素質教育を理解するために、昨今の素質教育の理論研究を概観して

いる。具体的には、「素質」をはじめ、「素質教育」の概念、構造、特徴、または「素質教育」

理念と緊密関係を持つ他の教育との関係(応試教育など)、素質教育が依拠している理論につい

て取り上げている。 

第 2章では、素質教育を進めている一連の政策を中心として検討する。素質教育政策の内容

を踏まえながら、素質教育の政策レベルにおける含意を検討しながら、その実現を図ろうとす

る施策を体系的に提示する。要するに、第 1章と第 2章は素質教育を理解するための基盤作業

として行うものである。 

第 3章から第 6 章までは実証的な部分である。第 3章は事例研究を通じて、上海市の S小学

校を研究対象として、素質教育政策の実施をめぐって、先進地域における素質教育の実施のプ

ロセスを提示するものである。具体的には、素質教育と応試教育とそれぞれ親和性をもつ「算

数科」と「本校課程」の実施に焦点を当て、素質教育と応試教育との関係を明らかにしながら、

こうした実践に必要な条件(学校内・外)、要因(社会構造・社会文化)を指摘する。 

第 4章では、N 省の L 市における G 小学校に関する事例研究を通じて、非先進地域における

都市型の素質教育の実施モデルを提示する。具体的な作業は第 3章と同じものである。 

第 5章では、N 省の L市の農村における H 小学校を研究対象として事例研究を行う。第 3、4

章の作業と同じく、非先進地域における農村型の素質教育の実施モデルを明らかにしていく。 

第 6章では、素質教育の実施における「教育機会の不平等」のメカニズムを提示する。具体

的には、上述した 3つの小学校に対する比較研究を行うものである。つまり、先進地域におけ
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る都市型の素質教育の実施モデル、非先進地域における都市型の素質教育の実施モデル、と非

先進地域における農村型の素質教育の実施モデルを通じて、カリキュラムの構成・伝達に存在

する差異を明らかにし、それを取り巻く条件・要因について検討する。その上で、関連する素

質教育政策の内容を踏まえながら、考察を行う。 

最後に、終章では以上の実証分析にて明らかにしたことをまとめ、関連する示唆を提示し、

今後の課題を述べる。 
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第 1 章 素質教育の検討 

 

本研究は、素質教育の実施によって中国の義務教育に生じたと思われる新たな教育機会の不

平等とそのメカニズムを明らかにすることを目的とする。 

本章では、本研究で焦点となっている「素質教育」自体について理解する必要があると思わ

れ、以下に「素質」についての概念、特徴、構造、種類を整理した上で、素質教育の内実を考

え、素質教育の構造、特徴などを分析する。 

以上の目的に沿って、第 1節ではまず「素質教育」における「素質」に関する先行研究を見

る。 

 

1. 「素質」の研究について 

 

序章で指摘したように、素質教育という言葉は 80 年代の半ばごろに作り出されたものであ

るが、素質教育の出現根拠については見方が分かれているようである。例えば、肖(2000)は

1985 年の『中共中央関於教育体制改革的決定』という行政文書においての「民族の素質を向

上させる」(p.18)を素質教育の出現の根拠として考えられるとする一方、素質教育の「素質教

育の概念、含意および関連理論の研究チーム」(2006)は 1987 年に柳斌が九年義務教育の教育

各科目の大綱(指導要領)の研究会において「教育は社会主義公民の素質教育」(p.4)だと述べ

たのが最初であるという見方を示している。また、呂(2003)は 1988 年『上海教育』(中学版)(一

月談)という雑誌に発表された「素質教育は中学校の教育の新目標」(言実  1988)というタイ

トルの素質教育の最初の刊行物が、素質教育の出現の根拠と見なした(p.38)。しかしながら、

上述した素質教育という言葉が使われたとはいえ、この場合の「素質教育」は単に文字どおり

にそれを捉えたものにすぎず、具体的な教育原理や、内実などに言及していなかったことを指

摘する研究者もいる(肖 2000,p.18)。にもかかわらず、この時期に「素質」あるいは「素質

教育」が提唱され始めたことを指摘することはそれなりの意義があるであろう。こうして、「素

質教育」という言葉の中味は 80 年代の末から研究者によって提唱され、徐々に体系化される

ようになってきたと思われる。 

さて、先行研究を見る限り、「素質教育」が語られてきた当初は、理論領域における素質教

育を理解すべく、まず、「素質」とは何かについての議論から始められている。その際、序章

で触れたように、「素質」という言葉について研究者は主に 3つの層に分けて検討されている。

すなわち、「素質」の概念を(1)狭義、(2)中義(中間レベル)、(3)広義として捉えているのであ

る(唐 1990；楊 1995；李 1999；鐘 2003)。従って、以下では「素質」という概念を 3

つの次元に分けて検討していく。 

 

1.1. 「素質」の概念 

「素質」という言葉の狭義の概念は主に生理学と心理学とで使われるものである。例えば、

「素質」という言葉は『現代漢語辞典』の解釈によると、「①事物の本来の性質②素養③心理

学においては、人間の神経系統と感覚器官上にある先天的な特徴」である19。そして、『辞海』

の解釈によると、素質は「人の先天的な身体的特徴であり、主に感覚器官と神経系統的な特徴」

である20。つまり、「素質」の基本的意味は「事物の主要な成分あるいは質」である。こうし

た「素質」の辞書的な意味に対して、心理学ではそれを「先天的な神経系統と感覚器官」にあ

る自然的な属性に注目していると考えているとされる(李 1997,p.10)。   

                                                        
19『現代漢語辞典』 1998 商務印書館 p.1204。 
20『辞海』 1987 上海辞書出版社 p.1222。 
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さて、このような生理学と心理学において捉えられてきた「素質」という概念は「自然的な

属性」を注目しているという意味で「古典的な概念」であるがゆえの限界があると見なされて

いる(楊 1995；李 1997)。なぜなら、先天的な面を重視した「素質」概念と「教育」が相容

れないように見えるからである。つまり、「先天性」を重視する「素質」は生まれつきなもの

であるため、教育を通じて習得することができないものである。 

 そのため、「先天」的なものであるかもしれないが、教育との関係においては「素質」の「潜

在性」あるいは「発展性」という側面が指摘されるようになってきた。こうした「素質」の「潜

在的な」可能性は「素質」の中義21的な概念として捉えられているのである。そのため、中義

にある「素質」という概念は「現実性」がなく、「可能性」しか捉えることができないという

問題があるとの指摘もされている(李 1997,p.10)。  

一方、「素質」の広義の概念は、狭義の概念に欠けた「現実性」を持っている。広義の「素

質」は、後天的な環境の中で教育(社会実践)を通じて形成されるのである(楊 1995,p.35)。

例えば、民族の素質、道徳の素質、教師の素質などである。そのため、このような広義な「素

質」という概念は、その後の素質教育の形成の基盤になっていると思われる。なぜなら、広義

な「素質」の含意は狭義な「素質」の「先天性」という限界を超えているだけでなく、中義的

な「現実性」がないという限界をも超えているからである。何より、広義な「素質」は後天的

な環境の中で形成されることであるため、「素質」は「教育」を通じて育成することが可能で

あるとされる。したがって、広義な「素質」は「素質」と「教育」との結びつきに正当性を与

えるものであると考えられる。 

以上により、「素質」の概念は、3つの層から形成されるものであり、「素質」の分類を行う

基盤となっている。次に「素質」の種類を見ていく。 

 

1.2. 「素質」の種類  

「素質」の種類については、研究者によって、分類がさまざまであるが、先行研究におい

て、3つの基本的な「素質」(「社会的素質」、「心理的素質」、「自然的素質」)については共通

して認識されている(唐 1990；李 1997；燕 2002；劉 2001；鐘 2003)。実は、このよう

な分類法は前述したように、「素質」の 3 つの層の「概念」に基づいて作られたと考えられる。

例えば、「素質」の「狭義」レベルにあたる概念は神経系統、脳、体の構造などの「自然的素

質」を指すものである。「中義」の概念にあたる「素質」は性格、興味、態度などの「心理的

素質」を指すものである。「広義」的概念にあたる「素質」は道徳的素質、政治的素質、審美

的素質などの「社会的素質」を指すものである。この 3 つの分類およびその具体的な内容を表

1-1にまとめた。 

 

表 1-1 素質の種類 

レベル カテゴリー 素質の種類 内容 形成要素 

外層 社会的素質 

政治的素質 立場、観点、信仰 

後天的要素 思想的素質 思想方法、認知方法 

道徳的素質 道徳品質、道徳行為 

                                                        
21 素質という概念を論じる時には、中国の研究者は概念の構成そのものを三つの層に分けて考える。つ

まり、狭義、中義、広義ということである。ここでの中義の概念の捉え方としては、狭義的な概念と

広義的な概念と相対したものである。つまり、狭義的な概念の「先天性」と広義的な概念の「現実性」

の真ん中にある「可能性」という意味である。 
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キャリア的素質 
科学知識、 

技能・技術 

審美的素質 審美眼、鑑賞能力 

中層 心理的素質 

認知、才能 
認識能力 

(理解力、創造力)等 
先天的要素と 

後天的要素との 

組み合わせ 

ニーズレベル、 

モチベーション 

興味、動機、価値観、

信念等 

気質、性格 
態度、行動様式、 

意志等 

内層 自然的素質 
自然・生理的 

素質 

体の構造と機能、 

神経系統、脳等 
先天的要素 

出典：①燕国材「談談素質教育的幾個問題」『河北教育』1996 年第 4 期、p.8②唐迅「現在素

質論的教育哲学思考」『教師教育研究』1990 年第 3期、p.49を参考した上で筆者が加筆したも

のである。 

 

表 1-1 は先行研究の「素質」の種類に基づいてまとめたものである(唐 1990；燕 1996)。

この表を見ると、「素質」は「内層」、「中層」、「外層」に分けることができることが分かる。

そして、「自然的素質」、「心理的素質」、「社会的素質」によって構成されている。その上に、

さらに細かく分けることができる。例えば、神経器官、生理器官などのような「自然的素質」

を指すものがある。また、認知、趣味、動悸、価値観などの「心理的素質」も含まれる。さら

に、道徳品質、信仰などは「社会的素質」として見なされる。しかし、教育を通じて、育てよ

うとする「素質」は、中層、外層にあるものであろう。なぜなら、「内層」にある「自然的な

素質」は生まれつきのものだからである。さらに、ここで留意すべき点としては、後の分析す

る、現行の新しい課程改革は「中層」の「情感、態度、価値観」などのような「素質」にも注

目していることが窺える。 

また、各素質間の関係や素質そのものに関する特質などに基づいて「素質」の特徴を分類

する研究もある。以下では「素質」の特徴を見てみる。 

 

1.3. 「素質」の特徴 

先行研究における「素質」の特徴についてはその分類方法が異なっている。例えば、舒・

蒋(1997)は「素質」の特徴を十つの方面から取り上げた。一方、楊(1995)と鐘(2003)は 6つの

方面から論じてきた。あるいは、舒・蒋(1997)は「素質」そのものを超えて、誰が素質を持つ

べきかという素質とその主体の関係、つまり、すべての国民を一定の素質を持つべきであると

いう全民性(すべての国民)を取り上げた。このような特徴は素質の特徴というより、素質教育

の特徴であるとするのがもっと適切であろう。それに対しては、楊らは「素質」の 3つの層の

性質および各素質間の関係をまとめた(楊 1995；李 1999；鐘 2003)。 

ここでは楊らの「素質」の特徴を参考にして、「素質」の 3つの層の性質と各素質間の関係

をめぐって 6 つの側面から論を展開していく。つまり、「先天性と後天性の統一」、「安定性と

発展性の統一」、「内在性と発展性の統一」、「素質のすべて性」、「各素質間の統一性」、「素質の

発展性」という 6 つの側面からである(楊 1995；燕 2002；李 1999；鐘 2003)。以下には、

これらの 6つの側面についてそれぞれに検討する。 

第 1 に、「先天性と後天性の統一」に関しては、「先天性」と「後天性」の両方の関係から

捉えるものである。前述したように、「素質」の概念には、「狭義」と「広義」の大きな区別が
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あるということを取り上げた。また、「素質」にある「先天的な遺伝性と後天的な習得性」は

矛盾するものではなく、弁証統一的な関係にあると考えられることも指摘した(楊 1995， 

p.36)。先天的な「素質」は後天的な「素質」の形成に重要な基盤を与えると考えられるので

ある。 

第 2に、「安定性と発展性の統一」に関しては、やはり「素質」概念の「狭義」と「広義」

の関係からきたものである。「狭義」の概念にある「素質」の特徴は自然的な素質であるため、

「安定性」を持つ。一方、「広義」の素質は後天的な環境の中で形成されることが可能である

ため、発展し変化するものである。にもかかわらず、「素質」の特徴は「安定性」と「発展変

化性」を弁証統一的に捉えるものとされる。その要因は第 1の特徴で取り上げたように、先天

的な「素質」は後天的な「素質」を形成する土台を提供していることにある。そのため、「素

質の相対的な安定性と発展変化性の弁証統一」は「素質」の第 2 の特徴であるとされうる(楊 

1995,p.36)。 

第 3に、「内在性と発展性の統一」に関しては、第 1と第 2と同じように「素質」を「狭義」

と「広義」の概念から捉えるものである。ここでは、「素質」は内在性と現実性とを統一した

ものであるとされる(楊 1995；燕 2002；鐘 2003)。前述したように、「狭義」な概念は「内

層」の「自然的素質」をさすものであるため、「狭義」な概念は内在的なものであり、固定的

なものである。これに対して、「広義」な「素質」の概念は、「外層」の「社会的な素質」をさ

すものである。また、このような「社会的な素質」は後天的な習得を通じて、形成される。 

さて、第 3 の特徴はこれまでの単に「内層 」と「外層」の関係から捉えたものだけではな

く、「内層」、「中層」、「外層」という 3 つの層の関係に基づき捉えるべきものであると理解さ

れる点にある(楊 1995；燕 2002)。「素質」の種類を取り上げたときに指摘したように、「素

質」は「自然的素質」、「心理的素質」そして「社会的素質」が含まれている。そして各「素質」

はさらに各種の要素に分解しうる(表 1-1を参照されたい)。 

第 4 に、「素質のすべて性」に関しては、1 つの「素質」とすべて的な「素質」は弁証統一

的な存在であるとされる点にある(楊 1995；柳 1997；鐘 2003)。つまり、単体の「素質」

はすべて的な「素質」を形成する単位要素である。一方、すべて的な「素質」は単体の「素質」

の形成に土壌を提供している。 

第 5 に、「各素質間の統一性」は第 4 の特徴と関連するものである。それは、「素質」のす

べて性という特徴である。つまり、「素質」は 1 つのシステムであり、各種の「素質」はすべ

て的な素質を構成する要素である。そのため、「素質」には、単なる 1つの「素質」ではなく、

すべて的な「素質」を含めるべきである。さらに、各「素質」は独立した存在ではなく、相互

に作用しており、各「素質」は連鎖している存在であると理解される(楊 1995；燕 2002；

鐘 2003)。 

第 6に、「素質の発展性」においては、「素質」は時間軸を持っていることである。つまり、

「素質」は現在を表すだけのものではなく、未来発展の可能性もある、ということである(楊 

1995；鐘 2003)。以上が「素質」の 6つの特徴である。 

これまで検討してきた「素質」の概念、種類、特徴以外にも本研究に関連のあるものとし

て、「素質」の構造に関する研究があるため、次に「素質」の構造について検討していく。 

 

1.4. 「素質」の構造 

「素質」の構造については、段階を分ける研究と分けない研究もある。さらに、伝統的な要

素に基づく研究がある一方、多元智能という現代的な要素を取り入れようとする研究もある

(劉・趙 1996,pp.15-16)。こうした多様性にもかかわらず、先行研究は、「素質」の構造につ

いては主に 3 つのモデルと 5 つの説に分類できる(鐘 2003,pp.20-21)。そのため、ここでは
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鐘(2003)の分析枠組みに沿い、「素質」の構造に関する論を進めたい。 

第 1 のモデルは主に「徳、知、体、美、労」(道徳、知育、体育、美術、労働)によって段

階を分けるものである。ここでは、「体育」は生理の段階であり、「道徳、知育、美術」は心理

の発展につながっているとされる。「労働」は各種類の「素質」を総合的に運用するものであ

るため、実践の段階であるとされている(劉・趙 1996；鐘 2003)。しかし、ここで留意すべ

き点としては、例えば、「体育」は生理の段階とはいえ、体の臓器のように、生まれつきのも

のではないため、「体育」は後天的に習得することができるともされていることである。 

第 2 のモデルは主体性素質の段階説である。それは、人の主体性の素質を「生理的素質の

段階、心理的素質の段階、文化的素質の段階」といわれる(鐘 2003,p.21)。これは、主に、

前述した「素質」の概念の 3 つの層に基づいたものである。 

第 3のモデルは、二元構造モデルである。「経験領域」と「活動領域」を横の座標と見なし

ながら、「心理操作領域と心理能力」を縦の座標と見なすものである(劉・趙 1996,p.16)。ま

た、横の座標にある「経験領域」は前述した道徳、知育、体育、美術、労働である。「活動領

域」は具体的な実践活動のことである。例えば、政治活動、交流活動、認知活動、職業活動な

どである。縦の座標にある「心理能力」は認知、情感、技能などである。このようなモデルは、

単に「素質」の構造を論じるものではなく、それを実現しようとするあり方を提供してくれる

ものである。 

「素質」の構造を論じる主張には、この 3 つの段階説以外にも、5 つの段階説があり、「要

素説」、「構成説」、「発展説」、「能力説」、「統一説」がある。この 5つの説は前述した「素質」

の種類の見方とつながる。また、「素質」の特徴ともつながる。鐘(2003)はこの説について多

数の研究者の説をまとめた(表 1-2)。 

 

表 1-2 素質構造に関する 5 つの説 

類別 人の素質の構成に関する具体的な主張 

要素説  道徳、知育、体力等の多様な要素 

構成説 

 自然生理的素質 

 社会文化的素質 

 心理的素質 

発展説 

 心理・知育の全面発展(観察、思考、創造、実践能力等) 

 心身の発展(生理と心理的素質の統一) 

 個人と社会の調和的な発展(思想の形成、能力、品質等) 

能力説 

 能動的な組み合わせ(その中の 1つの要素に変化があれば、 

全て的な素質の変化に影響を与える) 

 能力と見なされるもの 

統一説 
 「質」と「量」という構成要素の統一 

 静態的なものと動態的なものとの統一 

出典：鐘志賢 2003『深呼吸―素質教育を進行している』教育科学出版社、p.21 から引用。 

 

この説では、表 1-2 のように、「素質」の構造は「素質」の種類、特徴の延長線上にあるも

のと見られる。特に、各種類の「素質」の特質と関係性を捉えたものである。 

これまで、「素質」の概念、種類、特徴、構造について検討してきた。それを見ると、「素質」

はもともと生理学・心理学にある「自然的素質、心理的素質」という「先天」的なものから「社

会的素質」という「後天」的に形成されるようなものも含まれていることが分かる。言い換え
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れば、「素質」は「後天」的環境の中で教育を通じて習得しうるものとなっている。このこと

が、「素質」と「教育」とが組み合わさった「素質教育」という言葉に正当性を与えているよ

うに見える。しかし、「素質」概念の多義性のため、「素質」と結びついた「素質教育」の概念

もまた、複雑さを持つことが推測されるであろう。次節では「素質教育」そのものをめぐって

検討していく。 

 

2. 素質教育について 

 

前節では素質教育の検討に先駆け、「素質」の概念がどのように中国で語られてきたかを見

てきたが、本節では「素質教育」の概念自身を中心として考察を展開していく。具体的には、

素質教育の概念、特徴、構造を明らかにする上で、「応試教育」、「全面的な発展教育」などの

ような、素質教育と緊密な関係を持つ他の教育理念との比較を行いながら、素質教育を推進し

ようとした中国の教育改革、「基礎教育課程改革」との関連性を明らかにしていく。最後に、

素質教育が依拠する理論を検討していく。まず、素質教育の概念を見てみよう。 

 

2.1.  素質教育の概念 

「素質教育」は従来からある単語ではなく、80 年代の半ば頃中国の教育研究者によって作

り出された言葉である(陳 1999)。つまり、「素質」と「教育」というもともとにあった 2 つ

の言葉を組み合わせたものである。しかし、前述したように、「素質」は多義的概念であるた

め、素質教育の概念も複雑にならざるを得ないことがうかがわれる。そのため、素質教育の概

念は現在まで必ずしも統一されていない(趙 1999；鐘 2003；素質教育の概念、含意および

関連理論の研究チーム 2006)。 

だが、素質教育の概念の詳細は別として、それがいくつかの特徴を持つことは指摘しうる。

以下に 6 つの側面に集約して論じる(趙 1999；鐘 2003)。 

第 1に、「応試教育」を批判する側面である。「素質教育」は対立概念としての「応試教育」

と相反する概念として提唱されたものである。そもそも素質教育に含まれるような要素と「応

試教育」とが矛盾することは建国時からすでに指摘されていた(崔 1999,p.22)。そうした中

では、素質教育の提唱は「応試教育」を是正するためのものだという背景がある。 

第 2 には、素質教育に期待される役割に関わることである。「素質教育」の理念が教育政策

の文書に取り入れられた時点では、「素質教育」という用語の代わりに「労働者の素質」、「国

民の素質」、「全民族の素質」という用語が用いられていた(詳細は第 2章を参照されたい)。そ

のためか、素質教育の概念は国民教育として理解されている。これは、素質教育においては「国

民の素質」と「国民性」とが基本的に類似したものとして捉えられていることを意味している。

従って、素質教育は国民教育を指すと考えられる。 

第 3に、「素質教育」と似ている理念として、「全面的な発展」との共通性も認識されている。

つまり、素質教育は全面的な発展の教育と同等なものと認められる。実は素質教育が提唱され

る前に、「全面的な発展」という教育理念が中国には存在していた。これは次章で検討するよ

うに、50 年代には「学習者の各能力の育成」は中国の教育の目標であったことから由来する。

それはその後の「全面的な発展」という理念につながっていると考えられる。よって素質教育

に期待される役割が「全面的な発展」とつながることは不思議ではないであろう。 

第 4 に、素質教育の要素に基づいて素質教育の特徴を捉える立場がある。これは楊(1992、

1997)によって提起された素質教育の 3 つの要素の理念と重なっていると思われる。つまり、

素質教育は人間の能動的な発展、全面的な発展とすべての人間の発展とが組み合わさったもの

であると理解される。この 3 つの要素説における人間の能動的な発展は、従来の教育過程にお
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ける人間を無視することに対して、人間が主導的な存在であることを示した。特に、能動的な

発展の主張は、人間の主体性を育成する必要性をも反映している。また、「全面的な発展」の

推進は、従来の教育は受験の能力しか育てないという弊害を批判し、「徳育、知育、体育、美

術、労働」(徳、知、体、美、労)の全面的な発展を求めている。特に、その過程において、一

部でなく、「すべての人間」の発展が強調され、従来の教育は少数者に向けられていたという

教育現状を問題視し、「すべての人」が教育の対象になるという「平等」の理念を素質教育の

概念と結びつけた。以上のような、素質教育の 3つの要素に基づく素質教育理解の考察もある

(鐘 2003,p.22)。 

第 5に、素質教育が基準教育としばしば見なされている。つまり、素質教育は人間すべての

発展に結び付くものと理解され、素質教育はすべての児童・生徒が達成するべき標準として考

えられている。 

第 6に、素質教育を脳科学と関係付けて考える人々もいる。そこでは、脳科学の視点から見

て素質教育は右脳と関係しているとされる(孫 1997；劉 2001)。 

以上のように、研究者個々の考えや社会的背景が異なるため、素質教育の定義については着眼

点が違うように見えるが、大きくいくつかの傾向が見られた。そのため、以下ではそこで見ら

れた典型的な定義を取り上げながら検討する。 

素質教育が提起された初期においては、素質教育はたんに潜在的能力と全面的な発展という

視点から定義された。例えば、以下のようなものである。 

 

素質教育は、児童の心身の潜在能力を開発し、新しい世代の然るべき公民にあるべき素質を

身につけさせ、全面発展させることを基本的な目的とする(江蘇省小学校素質教育検討会 

1991)22。 

 

素質教育は科学的な教育手段を通じて、人間が生まれつき有する素質を十分に引き出し、人

間の持つさまざまな素質のレベルを向上させ、全面的に、十分に、かつ調和的に発展させる教

育である(劉明 1992)23。 

 

また、その発展につれて、教育対象という要素が加えられた。以下の定義はそれである。 

 

素質教育は人間の発展と社会の発展のニーズにあわせ、すべての児童・生徒の基本的な素質

を向上させることを目的とし、児童・生徒の主体性と能動的精神を尊重し、人間の知恵の潜在

的能力を開発することを重視し、人間の健全な個性を形成することを目指す (楊銀付 

1996,p.36)。 

 

以上のように、すべての児童・生徒が教育対象となることは「素質教育」の概念が平等と繋

がる接点を提示していると言えよう。さらに、柳(1997)は「素質教育」を三点にまとめた。つ

まり、すべての児童・生徒の心身を発達させることを目的とする。即ち、国民の思想道徳、科

学文化、労働技術、身体素質を向上させることを旨とする基礎教育であるとする主張である。

よって、素質教育では 3 つの要素を踏まえる。1 つ目は、すべての児童・生徒に向けること。

2 つ目は、児童・生徒の徳、知、体、美を全面的に発展させることである。3 つ目は、児童・

生徒を能動的に発展させることである(pp.10-12)。その後、柳の主張した 3つの要素をめぐっ

て、更なる展開が見られた。例えば、以下の 2つの定義はそれである。 

                                                        
22 鐘志賢（2003）の『深呼吸―素質教育を進行している』の 23ページから引用されたもの。 
23 ibid. 
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素質教育は時代の発展と人的発展のニーズに合わせ、すべての児童・生徒の基本素質を全面

的に向上させることを主要な目的とし、児童・生徒の主体性を活かすことを基本的な実施精神

とし、潜在能力の開発と健全な個性の発展を重視し、創造能力と実践能力の育成を根本的な特

徴とする教育である(鐘志賢 2003,p.24)。 

 

素質教育とは、全ての学習者の総合的素質を育成し、高めようとする教育である。そこでは、

人間・社会の自然的、調和的発展を目指して徳(徳育)、知(知育)、体(体育)、美(美術教育)、

労(労働)を全面的に発展・育成させることを目標とし、党と国家の教育方針を全面的に貫くこ

とを根本とするものであり、教育の質を全面的に高めることを主たる特徴とするものである

(素質教育の概念、含意および関連理論の課題研究チーム 2006,p.5) 

 

以上の概念は、「素質教育」について時の経過を考慮しつつ整理したものである。これらを

通じて、素質教育は、最初の潜在的な素質(第 1と第 2 概念)を引き出すという概念から「すべ

ての学習者」の「全般的な発展」を育成するものになり、その上、「学習者の個性の発展」を

重視しながら、「創造能力と実践能力」を重点的に育成しようとするものに発展したことが見

られる。このような素質教育の概念は行政の政府文献にて取り上げられた素質教育の概念と一

致している。例えば、1999 年の 6月 13 日公布された『中共中央国務院の教育改革を深化させ、

全面的に素質教育を推進することに関する決定』によると、素質教育は「創造能力と実践能力」

の育成を重点とすることが提起された24(詳細は次章を参照されたい)。さらに、素質教育の概

念、含意および関連理論の課題研究チーム(2006)による定義は、政府によって推進さている「和

諧社会」(調和の取れた社会)25という社会的価値観を反映しながら、教育の「質」を重視する

ようになっている。このように、素質教育という概念の内実は社会の変化につれて、新たな変

化が加えられてきたことが読み取れる。 

これまで、「素質教育」の概念について検討してきた。次は、素質教育の基本的な特徴を見

てみよう。 

 

2.2.  素質教育の基本的な特徴 

素質教育の特徴は研究者によって表現が多様であるが、その目指すところは「主体性」、「全

体性」、「全面性」、「基礎性」、「発展性」に集約することができる(楊 1996；李 1999；鐘 2003)。 

「主体性」は素質教育実施の「核心と魂」と言われる(鐘 2003,p.28)。この「主体性」の

提唱は、主に「応試教育」の弊害に対峙する視点からのものであると思われる。例えば、「応

試教育」の弊害としては、学習者は受動的な学習を行うことが指摘されている。概念において

は、授業する際に、教師は教え込むことを主な授業手段とするため、学習者は受動的に知識を

受け入れるしかないのである。このような教育観によって育てられた学習者は「創造力、想像

力」などが足りないといわれている(鐘 2003,p.32)。そのため、素質教育においては学習者

の「主体性」を重視することによって、学習者の勉強意欲やモチベーションを高めることがで

きると考える。同時に、自ら知識を探求することができるようになるのである。このような学

習者の「主体性」を重視することは、素質教育の三要素の 1 つとして捉えられている(柳 

                                                        
24〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、2012

年 6月 14日入手。 
25
「和諧社会」は 2004年中国共産党の第十六回四次会で公布された『党の執政能力の建設を強化するこ

とに関する決定』において打ち出されたスローガンである。その最大の目的は、中国における格差拡

大の発生によってもたらされている社会不安を抑えるものであると理解される。 



40 

 

1997,p.22)。 

「全体性」ということは、これも「応試教育」の弊害を克服するために提唱されたもので

ある。「応試教育」では学習者のすべてに向けることではなく、その中の「少数に向けられて

いる」ことを批判してのことである(楊 1995；柳 1997；教育部 2001；鐘 2003)。ここで

は、「少数」が誰を指すのかに注目する必要がある。これは筆者の論点と緊密につながるもの

だからである。 

「応試教育」における「少数」は、授業達成度が高い学習者を指すものである。それは、「応

試教育」においては、「進学率」を追求するために、教師は進学の可能性が高い学習者に力を

入れる傾向があるということである。そのため、進学が難しい学習者は犠牲になっていると言

われている(教育部 2001)。一方、素質教育は理論的には、「すべての学習者」に向けて行わ

れることになっている。つまり、「すべて」の学習者に平等な教育機会を与えるものとして理

念化されているのである。しかし、素質教育を実施する場合にそれをすべての「学習者」に向

けることができるか。もし、素質教育が実際の実践において、その理念通りにすべての「学習

者」に向けることができない場合には、それが実際は向けられる「少数者」は従来の「少数者」

と同じであるのか、それとも別のものに変わるのかは、本研究の関心のひとつである。 

いずれにせよ、ここで述べられている「全面性」ということは、すなわち、「素質」の種類

と関連しているものである。先に、「素質」には「社会的素質」、「心理的素質」、「自然的素質」

が含まれることを取り上げた。「全面性」は上述した「素質」を全面的に発展させることを指

すものである。この「全面性」をさらに拡張するならば、「道徳、知育、体育、美術、労働」

についての「全面的な発展」を求めることにある。これは、素質教育の概念の三要素の「全面

的な発展」と重ねて考えられる。 

そして、「主体性」、「全面性」、「全体性」は、新しい課程改革を貫くものである。これにつ

いては次章の新しい課程改革についての教育政策の内容を踏まえながら、詳述したい。 

「基礎性」は、素質教育における「基礎的な素質」を重視することである。つまり、日本

の「基礎学力」に相当する「基礎知識、基本的な技能」を重視することである。これはその後

の新しい課程改革の目標として取り上げられる。 

「発展性」は「基礎性」と相対するものである。「基礎性」が「基本的な知識」と「基本的

な技能」を重視することに対して、「発展性」は、学習者の潜在的な能力、「創造的な能力、実

践的な能力などを重視している。即ち、学習性に対しては、発展的に見ることを指す。つまり、

すべての学習性は潜在的な能力に係るため、その潜在的な能力を引き出し活性化させなければ

ならない。こうした中、「主体性」と「基礎性」は他の特徴の基礎だと考えられる(楊 1995,p.36)。 

以上は素質教育の特徴について取り上げた。さて、これまでは素質教育そのものの研究に

ついて検討してきたが、次節では、素質教育と関連する教育理念に視点を広げて検討してから、

その依拠している理論について考察したい。 

 

3. 素質教育の周辺 

 

 本節では、素質教育と「応試教育」、「全面的な発展」、基礎教育との関係を検討しながら、

素質教育が主に依拠している理論である、「人的な発展理論」(Human development theory)、

教育学的「人間本位」理論および心理学的「主体性教育理論」を取り上げる。 

 

3.1.  素質教育と「応試教育」との関係 

前述したように素質教育は「応試教育」の弊害を是正するために提唱された面がある。そ

のため、素質教育の概念や特徴などについては、「応試教育」と相対するものが多い。従って、
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素質教育を理解するにあたって、「応試教育」と素質教育との関係を明らかにする必要がある。 

「応試教育」の定義については「素質教育」同様、統一的な意見はないが、先行研究にお

いて「応試教育」が「進学率の追求」を過度に推し進めることに対する批判、または「減負」

(負担を減らす)の必要性に対する認識は一致している。特に「進学率の追求」に対する弊害へ

の批判が目立つ。「応試教育」に対する批判は、主に、教育対象、教育目的、能力の育成、教

授法、評価手段、教育内容、教育期限をめぐって展開されてきた(楊 1995；鐘 2003)。 

「応試教育」の教育対象は前述したように、「少数」、つまり、成績がよい少数の学力上位層

であると批判されてきた。逆に、素質教育は「すべての」学習者に向けられることが謳われ、

これは「平等」の理念とつながるものである。また、「応試教育」の目的は知識の伝達、つま

り、知育偏重になっているともされている。一方、素質教育は、前述のように、知育だけでは

なく、道徳、美術など、「全面的な発展」を目指すものと理解されている。 

こうした能力観の違いは教育の目的の相違と関連している。「応試教育」が知識習得能力に

偏るものであるとされるのに対して素質教育は人間の発展にとって役立つすべての能力を育

てるものであるとされている。教授法においては、「応試教育」は暗記や機械的な訓練を主な

手段として用いるとされることに対して、素質教育では啓発式、探求式の学習方法を使って、

つまり、学習者が自ら学ぶという授業方法を推進しているとされる。さらに、評価手段におい

ては、選抜の基準としての成績しか重視しない「応試教育」に対して、素質教育は学習者を多

様な基準に基づいて評価を行うとされる。教科内容に関しては、「応試教育」は教科内容その

ものに偏るのに対して、素質教育は総合的な授業活動を行い、学習者の日常生活に結びついて

いることを重視する。最後の教育期間においては、「応試教育」は学校教育に限られるのに対

して、素質教育は生涯教育を行うとされる。そのため、前述した素質教育の教育内容において

は、日本の「生きる力」に相当する「生存能力」を育成する内容が近年加えられている。以上

の内容を表 1-3 にまとめた。 

 

表 1-3 「応試教育」と素質教育との比較 

 応試教育 素質教育 

教育対象 少数の教科学力ができる学習者 全ての学習者 

教育目的 教科知識の習得 
全面的な発展(徳育、知育、 

体育、美術、労働等) 

能力育成 
教育知識の習得能力と順応性を育成

する 
各能力の育成、特に創造能力等 

教授方法 
暗記や繰り返しの機械的な訓練を中

心とする 

啓発式、探究式等のような 

教授法 

評価手段 

上級学校への進学選抜のため、 

ペーパーテストの成績が唯一の判断

基準となる 

発展性評価、 

多元的評価、 

評価主体の多元化 

授業内容 
内容が難しい、教科の体系に 

偏りがある 

授業内容の簡単化、 

学科の体系の緩和、 

総合的な授業活動の重視、 

学習者の経験・実際生活との 

繋がり 

教育期限 学校教育に限られる 生涯教育 

出典：筆者が作成したものである。 
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以上の「素質教育」と「応試教育」の対比(表 1-3)を通じて言えることは、素質教育と「応

試教育」とは教育目標、教授手段、教育対象などが対極的に理解されていることであろう。こ

れは、崔(1999)が指摘したように、「素質教育」と「応試教育」は異なる、しかも相対する教

育理念に基づくものであるとされてきたことによる。 

さてここでさらに、本研究では研究対象を主に学校の授業観察に置くため、素質教育の理

念に基づく授業の基本的な特徴を明らかにする必要がある。 

素質教育の授業の基本的な特徴を授業対象、授業目標、教師と学習者の関係、授業のプロ

セス、授業方法、授業環境に大別して検討することができる(呉 1995；米 1998；李 2001；

劉 2001；鐘 2003；王 2010)。 

授業対象については、応試教育と違って、素質教育の授業は学習者「すべて」に目を向け

るとされる。これは、前に取り上げたように、応試教育では成績が上位の学習者に目が向けら

れる傾向があるとされたため、素質教育ではすべての学習者に向けられることが強調されたの

である。また、授業目標に関しては、「知識」の習得だけではなく、「能力、態度」なども含め

た全面的な「素質」を育成するとされている。授業関係においては、従来の教師・学習者の「従

属」的な関係ではなく、教師・学習者の間に平等な関係を築くことが一般に唱えられる。即ち、

授業過程においては、学習者の主体性を十分に引き出すものであるとされる。教師の役割とし

ては、学習者を助け導くことである。授業方法においては、従来の教え込みや暗記、いわゆる

機械的な訓練をするものではなく、学習者の学習意欲を引き出すような啓発的授業方法、探究

的な授業方法などを実施することが奨励されている。授業環境に関しては、学習者の日常的な

生活と結びつきやすい題材を取り上げ、学習者が既に保有する経験や知識と関連する授業環境

を作り出すものである。上述したような素質教育の理念に基づく授業の特徴は新しい課程改革

にて提唱されている授業理念と一致している。この点については、次章の新しい課程改革の節

を参照されたい。以上のように、素質教育の特徴には、素質教育の理念に基づくもの、「応試

教育」と対立するものの双方が見られる。また、このような特徴は新しい課程改革の理念に貫

かれたものと考えられる(詳細は第 2章を参照されたい)。 

さて、前述したように、素質教育においては「全面的な発展」が強調されているが、これ

は、「全面的な発展教育」との関係が深いと考えられる。よって、次節では、素質教育と「全

面的は発展教育」との関係に焦点を当てて取り上げる。 

 

3.2.  素質教育と「全面的な発展教育」との関係 

「全面的な発展教育」(全面発展)は建国時からすでに存在した教育理念である。ただし、

その内容に関しては時代によって大きな違いがあったと思われる。大きな変化の境目は、80

年代である。80 年代までは、「全面的な発展教育」の内容は「徳、知、体」(道徳、知育、体

育)という 3 つの側面に集約されたものであったのに対して、80 年代以降、その内容は「徳、

知、体、美、労」(道徳、知育、体育、美術、労働)となったと言われている(燕 1990、1996；

張 1992；李 1997；呂 2003；鐘 2003；朱 2008)。「全面的な発展教育」の教育理論はマ

ルクスの「人的全面発展」説に基づいたものである。このような「人的前面発展」説はその後

の素質教育が依拠する理論にもなっている(詳細は次節を参照されたい)。では、素質教育と「全

面的な発展教育」の関係を見てみよう。 

素質教育と「全面的な発展教育」の関係については、以下に李(1997,pp.13-15)の分類に従

い「重複説」、「深化説」、「相違説」に分けて考える。 

例えば、李(1997,p.13)によると、「重複説」においては、素質教育と「全面的な発展教育」

は方向、目標、内容が一致していると考えられる。つまり、「全面的な発展教育」の目標は「道

徳、知育、体育、美術、労働」に関するすべての能力を育成することであり、しかもこれらを
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踏まえて総合的な「素質」を高めることである。素質教育の目標は人間の総合的な「素質」を

育成し、すべての能力を高めることにあるため、素質教育と「全面的な発展教育」は教育理念

を共有している。また、「全面的な発展教育」には素質教育が含まれている。したがって、「素

質教育」という新しい概念を提唱する必要がないのである(李 1997)。 

しかし、同じ「重複説」といっても、ほかの見方も存在する。それは、素質教育の理念が

提唱する問題に関しては前者と違う立場にたっている。こちらの論者はまず、「素質教育」を

提唱することを主張している。そして、「素質教育」と「全面的な発展教育」の両者の関係に

関しては、「素質教育」は「全面的な発展教育」の目標であり、「全面的な発展教育」は「素質

教育」の手段と方法であると見なしている(張 1992；燕 1996)。 

一方「深化説」の見方は、素質教育は「全面的な発展教育」を超えるものであるとする。

すなわち、「全面的な発展教育」は実際的な能力を育成することにある。これに対して「素質

教育」は「潜在」的な能力の開発も射程に入れるものである。「潜在」的な能力は「実際的な

能力の源流と土壌」である(鐘 2003,p.55)。また、マルクスの見方によると「全面的な発展

教育」の実現は、共産主義の社会によって実現されることに対して、素質教育は「個人的な成

長」に注目し、学習者の全員に現在の基礎の上に最大の発展を求めている。そのため、然るべ

き実現性をもつ。さらに言えば、「素質教育」は従来の理想としての「全面的な発展教育」と

違って、実現できる段階に降り立つものである(呂 2003；楊 2006)。この点については素質

教育の研究に関する特徴についてさらに検討したい。素質教育と「全面的な発展教育」とは相

互に補完しあう関係を持っていると考えられる(李 1997,p.13)。 

「相違説」は主に実施時期の違いを指摘している。すなわち、「全面的な発展教育」の実現

は学校教育に限られる制約時間内のものである。他方、「素質教育」は個人的な発展を目指す

ため、学校教育だけではなく、生涯教育にわたるという長期的な発展につながるものである。

そのため、「素質教育」は「全面的な発展教育」の構成部分の基礎となるものであり、両者を

同じものとして捉えることはできない(李 1997,p.13)。その上、前述したように、「素質教育」

は現実的にはより融通がきくものであるとされる(唐 1991,p.6)。 

以上は「素質教育」と「全面的な発展教育」との関係についての先行研究に触れ、両者の

共通点、相違点または関連性に主眼を置いて論じてきた。前述したように、素質教育と「全面

的な発展教育」との相違点に関しては、論者によっては素質教育がより融通性を持つという特

徴、素質教育は現実性を持つとされている。だが、理念を離れて実際に素質教育がこうした特

徴を実践の場で示しているかの研究はなされてこなかった。だが、素質教育の概念に組み込ま

れたこうした現実性を検証することは、理念的にも、実践・改革の観点からも欠かせない。本

研究ではこうした認識に基づき、素質教育が実践の場でどのように展開されているかを考察す

る。また、素質教育の礎は基礎教育の段階にて行われる。したがって、「素質教育」と「基礎

教育改革」の関係についての研究も中国ではしばしば論じられてきた(趙 1999；呉 2001)。

こうした視点から、基礎教育、特に、「義務教育」における素質教育を考察することも筆者の

研究対象となっている(詳細は序章の方法論を参照されたい)。 

 

3.3.  素質教育と「基礎教育改革」の関係 

素質教育と基礎教育改革の関係において、素質教育という教育理念は中国における基礎教

育改革の発展への道筋を提供するものである(唐 1991；高 1998；鐘 2003)。これは基礎教

育段階における受験勉強の弊害についての現状批判に由来したものである。 

素質教育と「応試教育」の関係について論じたように、「応試教育」は「進学率を追求する」

ことを目的として、学習者にとって学習の負担が大きい教育病理であることが指摘されてきた。

つまり、「応試教育」では学習者の「主体性」を無視し、知育以外の能力を軽視し、「応試教育」
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によって育てられた人材はこれからの国際社会に適応させることができないと批判されてい

るのである(柳ほか 1997；燕 2002；鐘 2001)。そのため、基礎教育の改革は素質教育に転

換しなければならないと言われてきた。こうした文脈で語られる素質教育には、「国民の素質」

を向上させるという目的があるため、これは、基礎教育の基本的な目的と一致している。した

がって、素質教育を実施するのは、基礎教育に係るすべての中小学校にて行われなければなら

ないとの主張がされてきた(高 1998)。  

然るに、中国の中央集権的な教育制度において、基礎教育において従来と異なる原理で行わ

れる素質教育を実施するためには、「基礎教育改革」が行われなければならない。そして、「基

礎教育改革」を行うためには、課程改革がその主要な手段であると言われたのである(鐘 1995、

2001)。このような論理によって、課程改革は素質教育を実現するための最も重要な手段であ

ると考えられた。言い換えれば、素質教育の実現が課程改革を後押しすることになったのであ

る。素質教育が提唱されてから、特に、90 年代においては課程改革が基礎教育改革の重要な

手段として見なされるようになった。なお、課程改革の必要性は 1985 年の『教育体制改革』

の中に提起されて以来、その後の教育政策の中でも相次いで取り上げられてきたのである。 

この流れに乗って、2001 年には中国は第 8 次の「基礎教育課程改革」の実施に踏み切った。

これが新しい課程改革と呼ばれるものである。新しい課程改革では素質教育の理念に基づいて、

新しい課程改革の体系を作り出した。そこでは、教育目標、教育構造、教育評価などをめぐっ

て改革が行われている。新しい課程改革の特徴を要約すれば、従来の応試教育の教育理念を是

正し、素質教育の教育理念を展開するということである。さらに、「すべての学習者」に向け

ること、「学習者の主体性」の重視、「学習者の全面的な発展」を実現することである。さらに、

授業改革は素質教育を実施する上で欠かせない道程であると言われている。そのため、授業改

革では、「教師・学習者の役割転換」、「教師・学習者の関係の転換」、「権威の緩和」など、素

質教育の理念に基づく授業の特徴(前節を参照されたい)への転換が求められた。 

以上のように、素質教育の理念を実現するために、「基礎教育改革」を行うことが求められ、

そこでは新しい課程改革が展開されている。新しい課程改革を実施するうえで授業はその実践

の場であり、教師と学習者はその主役である。そのため、素質教育を実効性のあるものにする

ためには、「授業改革」は避けて通れない。そのためには授業において、具体的にどのような

形で課程改革が展開されているのかを見る必要があり、これを踏まえて本研究では小学校にお

ける授業の観察を行ったのである。 

ここで指摘しなければならないのは、素質教育実践の機会は基礎教育の段階において最も

多いことである。しかし、中国政府によって『教育改革を深め素質教育を全面的に推進するこ

とに関する決定』(国務院 1999)が公布されてから、素質教育の実施は基礎教育の段階に限ら

ないものとなった。素質教育は幼児教育、職業教育、高等教育にも広がり、学校教育のみなら

ず成人教育、生涯教育にても導入され、教育のすべての段階に拡大されている。にもかかわら

ず、基礎教育が素質教育の主たる実践の場であることが政府および研究者によって強調されて

いる(柳 1997；鐘 2001；教育部 2001)。 

本節では素質教育とその関連している教育理念との関係を明らかにした。素質教育の理念

をより立体的に捉えるためには、「応試教育」、「全面的な発展教育」、「基礎教育改革」との関

係をよりよく理解する必要がある。「応試教育」の教育病理を是正することは素質教育の提唱

に現実的な正当性を提供し、「全面的な発展教育」は素質教育の理念に対してある意味では理

論的な根拠を与え、「基礎教育改革」は素質教育の実現に実践的な土台を提供した。ここで指

摘すべきことは「全面的な発展教育」は素質教育の理念の提唱における唯一の理論的根拠では

なく、素質教育が依拠する理論はほかにもいくつか存在している。次は素質教育が依拠してい

るこれらの理論を取り上げよう。 
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3.4.  素質教育が依拠している理論 

素質教育が依拠している理論としては、主に哲学領域での「人的な発展理論」、教育学領域

での「人間本位」理論および心理学領域での「主体性教育理論」が挙げられる(燕 2002；鐘 

2003)。そのほかには政治家によって提唱された理論、例えば、「鄧小平理論」、中国の社会発

展の価値観を表す「持続的な発展戦略」などである(肖 2000,pp.63-68)。本研究は、主に哲

学、教育学、心理学にある素質教育が依拠している理論を取り上げる。なぜなら、このような

理論は歴史的な蓄積があるため、政治家の思想や社会発展の政策にも反映され、当代の思想を

支えるものとなっているため、その実効性をさらに検討する必要があるからである。 

 

3.4.1.「人的な発展理論」 

まず、哲学者によって提唱されている「人的な発展理論」を見てみる。「人的な発展理論」

は直接マルクスの「人的学説」から由来したものである。(燕 2002,pp.67-70)はこれについ

て「人間の本性」、「人間の全面的な発展」、「個性の自由的発展」という 3 つの側面からさらに

論じているが、それに従って以下に整理をする。 

マルクス主義によると、人間の本性は自然本性と社会本性とによって構成されている。しか

し、人間の本性は動物の本性とはまったく異なっている。例えば、人間の自然本性には社会的

本性という側面が加えられ、しかも社会本性は人間の本性の中心的な存在となっている。これ

は「人間の本性は個人の固有的な抽象物ではなく、それは自然本性と実際にあるすべての社会

本性との合計」であることによる(マルクス 1965,p.5)。そのため、マルクス主義における人

間の本性は、「人間の本性は自然本性を基に社会本性を中心とした 2 つの本性の有機的な組み

合わせ」であると言える(燕 2002,p.68)。 

「人間の全面的な発展」については、「教育を通じて、人間の全面的な発展を促す」ものに

て、古今を問わずに人間が共通して追い求めている理想である(燕 2002,p.69)。マルクス主

義においては、それは「体力と知育の協和的な発展」、「人間の才能と品質の多方面の発展」、

「個人発展と社会発展の統一」という 3つの側面がある(燕 2002,pp.69-70)。このような「人

間の全面的な発展」は建国時からの「全面的な発展」という教育理念と一致している。つまり、

「道徳、知育、体育、美術、労働」の全面的な発展を求めるのである。 

「個性の自由的な発展」に関しては、カール・マルクスと フリードリヒ・エンゲルスは、

「すべての人は言うまでもなく、全面的に自らの才能を発揮する権利を有している」と指摘し

ている(マルクス 1983,p.614)。そのため、「全面的な発展と個性的な発展」が統合されるよ

うになっている(燕 2002,p.70)。「個性の自由な発展」は学習性の「主体性」の育成と繋がる

ことが考えられる。 

以上は中国において素質教育との関連で問題とされる「人間の全面的な発展」についての主

な見方である。次は、「人間本位」論を見てみる。 

 

3.4.2.「人間本位」理論 

「人間本位」理論の源流については意見が分かれている。1 つの見方としては「人間本位」

理論は必ずしも外国から伝わったものではないとするものである(燕 2002)。他方、「人間本

位」理論は欧米からの「人間本位主義」を参照されたいしたものであるとする見方もある(鐘 

2003)。前者の「人間本位」思想は孔子の教育思想に遡ることができるとされる。 

さて、今日問題になっている素質教育理念は前述のように 1980 年代の半ばから生まれたも

のである。また、最も重要な特徴として、素質教育が「応試教育」という教育弊害を是正する

ために提唱された社会的背景があることは既に述べた。「応試教育」が今日的な形で問題にな

るのは近代以降の話である。そのため、本研究では、今日的文脈での素質教育に焦点を当て、
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「人間本位」の理論については後者が主張している欧米の「人間本位主義」について取り上げ

る。 

「人間本位」という教育理念は 60年代から 70 年代にかけて米国で流行し、「人間の潜在的

な発展と自己実現を強調し、教育は心理的に健康で、創造性がある人を育成し、すべての学習

者は自らの最高の状態に達する」ことであるとされている(鐘 2003,p.54)。そこには、素質

教育によって主張されている個人の潜在能力の重視、全人教育の達成、学習者は学ぶ主体であ

ること、個人の差異を尊重すること、すべての学習者に向けることなど共通点が多い。この共

通性が、素質教育が欧米の「人間本位」を踏まえているとされる所以である。然るに、両者が

同一であるとされているわけではなく、素質教育は「人間本位」の理論を発展させる特性を持

つと言われる(鐘 2003)。ここでは、鐘(2003)の主張を基に、両者の比較を表 1-4 にまとめて

いる。 

 

表 1-4 素質と欧米の「人間本位」の思想の比較 

 素質教育 欧米の「人間本位」思想 

目的 
「応試教育」の是正、 

発展への適応 
社会危機を克服する 

潜在能力の開発 
潜在能力の開発、 

後天的な素質の育成 

人間の内在的な潜在 

能力の重視 

社会・教育条件 
 潜在能力は学習者の本能以外に、 

社会・教育条件と繋がる 
学習者の本能論 

教師・学習者の 

関係 

学習者の主体性の認め、 

教師の主導的な役割の強調 
学習者中心 

個人・集団の関係 
個人的な発展、 

個人と集団の発展との統合 

個人の潜在的能力の 

発展と人格の完成 

出典：鐘志賢 2003『深呼吸―素質教育を行う』教育科学出版社、p.54 の内容を参照した上

で筆者が整理作成した。 

 

表 1-4で取り上げたように、鐘(2003)によると、素質教育には欧米の「人間本位」理論を参

照されたいした部分があると同時に、さらにそれを発展している側面も見られるという。例え

ば、素質教育の目的としては、「応試教育」の是正をはじめ、人間と社会の発展がつながる。

欧米の「人間本位」という思想の目的は社会危機を克服することであり、そのため、欧米の「人

間本位」の思想は暫定性があるのに対して、素質教育の理念は持続性を持つとされる。また、

個人と集団の関係においては、欧米の「人間本位」という思想は個人のレベルに留まるもので

あり、素質教育の理念は個人を超えて、集団にもつながり、両者の統合的な存在であるとされ

る。以上のように、素質教育の理念は、欧米の「人間本位」の思想を、さらに発展させ、より

広範に捉えていることが分かるという。 

次に、素質教育が依拠している心理学領域の理論を見る。 

 

3.4.3.「主体性教育理論」 

主体性を強調している教育思想は昔から知られている。例えば、古代ギリシャのソクラテス

の「産婆術」(助産術)は対話を通じて、相手の意識を生み出すことを助けたことで、相手の矛

盾や行き詰まりを自覚させたとされる。ここでは、相手が自ら真理を導くことは主体性を育成

ことにつながると言えよう。本研究の文脈においては、20 年代のアメリカの教育家のデュー
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イの子ども主義の影響が指摘できよう。 

中国において「主体性」が提唱されたのは 80 年代の始まり(顧 1981；顧・黄 1982)であ

る。主体教育の理論に対する研究は主に 3 つの側面をめぐって、展開されている。つまり、徐

(1995)が指摘したように、学習者それぞれの主体性、教育活動の主体性、教育系統の主体性に

ついてである。 

主体性が重視される理由としては、教授現場においては、学習者の主体性が無視されること

がありがちだとされるからある。よって、学習者の主体性を引きださなければならないという

のが近年主張されている。この点は素質教育の理念と一致しているところがある。すなわち、

現行の受動的だとされる教育弊害を是正しようという教育目的があるからである。にもかかわ

らず、中国における「主体性教育」では、教師の主導性を完全に否定することはなく、この点

は欧米の子ども中心主義と徹底的に違うことである(顧 1999)。 

「主体性教育」と素質教育はどのような関係にあり、前述の議論のように、なぜこの 2つの

教育理念は統合されるようになっているのかに答えなければならない。それは、両者が人的な

発展の目標に関しては一致しているためである。つまり「主体性は人間の本質的な属性であり、

学習者の素質の発展は学習者の主体性発揮から切り離すことができない。学習者の主体性を引

き出すことで素質発展の中心的な問題を克服する事ができる。すなわち、主体教育は素質教育

の根底をなすものである」ということである(徐 1995,p.44)。そのため、主体教育は素質教

育の実施の重要な施策となっている。その後の中国の教育改革は学習者の主体性を引き出すこ

とに注目するようになっている。例えば、『基礎教育課程改革要綱』における教育の目的と授

業のプロセスにおいては、学習者の「主体性」を引き出すことが繰り返し強調されてきた(教

育部 2001,p.7)。また、「主体性の育成」は柳(1996)が指摘した素質教育の三要素の 1つと一

致していることが分かる。 

素質教育が依拠している理論をいくつか取り上げた。これ以外にもあるが、そのほかの理論

は政治の色彩が強いと言えよう。例えば、鄧小平の「3 つの向け」という理論に素質教育が依

拠しているとする学者がいる(顧 1999；柳 1997)。あるいは、素質教育を社会的背景から捉

える研究がある。例えば、「教育理論の発展」の視点から捉えるものである(肖 2000， 

pp.84-91)。しかし、これらの理論は筆者の視点から見れば、素質教育理論の社会・政治的背

景として扱うべき性質のものである。 

 

4. まとめと考察 

 

本章では素質教育を理解するために、「素質」の概念や素質教育の概念、または素質教育が

依拠する理論を検討した上で素質教育の周辺、「応試教育」、基礎教育、「全面的な発展」との

関係を明らかにした。さらに、素質教育研究の焦点について考察を行った。これまで検討して

きたように、素質教育という理念は「素質」の多義性による複雑な存在である。そのため、素

質教育の概念に関してはすべての人々に納得させることができる定式を提示することは不可

能である。とはいえ、「素質教育」は「応試教育」と相対化されたものが多いことは否定でき

ないであろう。特に、素質教育をめぐって検討した結果、素質教育の最も核心的なものは、「人

間」ないし「学習者」を教育の中心に戻らせることにあることがかわる。例えば、「人的な発

展」理論や主体性の理論はすべて、このような前提に基づいて作り出されている。 

さらに、いかなる「人間」を育てるかに関しては、「全面的な発展」という人間像が作り出

されているのである。どのようにして、このような人間を育てるかという問いに答えるには、

「学習者」の主体性を育成することが必然的な帰結となるであろう。なぜなら、「学習者」の

主体性を育成することによってこそ、教育は個体のレベルに焦点を当てることができるからで
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ある。この場合、個体それぞれの間には、「教育」資源の均等配分という問題が発生するよう

になる。そのため、「すべての」学習者に目をむけなければならないことは素質教育の重要な

内容となっている。以上により、筆者は、前述した柳(1997)が提唱した素質教育における「主

体性の重視」、「全面的な発展」、「すべての学習者へ」という 3 つの要素を踏まえながら、素質

教育の概念を提示するためには、少なくとも「教育の質」と「教育の平等」の二次元から配慮

する必要がると考えられる(詳細は序章を参照されたい)。そのため、教育社会学の視点から素

質教育の実践を検討する必然性もある。 

前述したように、本研究の目的の 1 つは、学校現場では素質教育政策を如何に受け止めてい

るかを考察することである。そのため、素質教育の実施においては素質教育に関する教育政策

の考察が不可欠なものとなる。したがって、次章は素質教育に関する教育政策を取り上げなが

ら、各政策を取り巻く社会的背景を踏まえてその形成経緯と主な施策などについて考察を行う。 
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第 2 章 素質教育政策の検討 

 

本章では中国の素質教育に関する教育政策を考察することを通じてそれが形成されてきた

経緯やそれを取り巻く社会的背景を明らかにしながら、政策において「素質教育」が何を意味

してきたのかを問う。また、素質教育を実現するための具体的な教育政策の内容を考察する。

そして、こうした政策を策定する上で指摘しうる原理をめぐって検討していく。本章の内容は

図 2-1にまとめている。 

 

図 2-1 本章の構成 

 

本章の構成は図 2-1 のように、主に 3 つの部分によって構成されている。つまり、素質教

育政策の形成される経緯、主な施策および策定されるにあたっての原理である。まず、素質教

育政策の経緯を見てみよう。 

 

1. 素質教育政策の策定経緯 

 

具体的な検討作業を進める前に、2点について指摘しなければならない。 

第 1 に、本章で検討しようとする教育政策の実行主体に言及したい。中国における政策の

策定に関わる主体は、中央政府機関と地方行政府機関とに大別できると考えられる。地方行政

府機関に関しては、さらに、省・市などのような下部行政機関もある。中国における「基礎教
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育の責任は地方に委ねる」ことが『中共中央教育体制改革に関する決定』によって指摘されて

いる(中共中央 1985)。然るに、中国の政治体制における中央と地方との関係を見た場合、地

方は基本的には中央に従っている。中国の政治体制は憲法の第 3条によって「民主集中制」と

して規定されているが、中央と地方の実際の関係は「多様な要素の制約と修正を受けたため、

規範とされた体制と実施体制の間にはずれが生じている。すなわち、わが国においては、実質

的には中央集権式の中央とそれに付随する地方からなる体制である」と指摘されるものとなっ

ている(張 2002,p.13)。なお、行政管理制度の視点から見ると、「中央集権制は、地方分権と

相反するものであり、国家権利を中央政府に集中するものである。このような制度を有する国

家では、地方の各行政府は統一的に中央政府の統率と監督を受け、中央政府の法令、政策、指

示と命令を施行しなければならない」のである(皮ほか 1986,p.93)。つまり、中国における

現行の政治体制は「中央集権式の中央と地方の関係体制」であるため、地方行政府は程度の差

はあれ、基本的に中央政府に従う。従って、本研究においても、素質教育政策の検討にあたっ

て中央政府による諸政策に焦点を当てる。 

第 2に、筆者が義務教育に着目する理由は、素質教育を実現するための施策の実施上の力点

が、基本的に基礎教育段階にあることによるものである(詳細は序章を参照されたい)。中国で

の基礎教育の実施は幼児教育、小、中学校、高校が主体となる。これに対して、義務教育は小

中学校の 9年しかない。また、教育政策の策定では、基礎教育と高等教育とを分けて捉えられ

ることが多いため、ここでは、基礎教育の段階に着目する。  

以下に、具体的な内容を見る。 

 

1.1.  素質教育政策の前史―「減負」をめぐる展開 

前章で指摘したように、「素質教育」という理念は、1980年代の半ば頃応試教育(受験勉強)

を是正するために提唱されたものである(柳 1992；李 1997)。しかしながら、応試教育にお

ける「進学率の追求」と「負担過重」という教育問題は既に建国の初期にも存在し(崔 

1999,p.22)、こうした教育病理現象を是正するための教育政策が打ち出されてきた。そこで、

筆者は建国から現在までの応試教育を是正するための、特に「減負」(児童・生徒の学業の負

担を減らすこと)についての教育政策を、素質教育の政策として研究の視野に入れて、建国以

来の「減負」の政策をめぐって検討していく。 

1949年 10月 1日に新しい中国が誕生したが、新中国の初期は戦争の廃墟から立ちなおるた

めに、国の発展に必要な人材の育成および選抜は当時の中国の教育にとって切迫した課題とな

っていた。こうした中、人材を選抜することによって学習者の負担が大きくなるという問題も

また浮かび上がってきた。特に、教育部が 1952年の全国統一大学入試制度の設立と翌年の「重

点中学校」の設立という政策を打ち出してから、小中学校における進学熱の過熱と児童・生徒

の負担過重という問題はより深刻になっていった。「重点中学校」政策の根本にあるものは、

「優勢集中」という原理である。つまり、恵まれた中学校であるほど、資源を多く与えられ、

このような政策は学校間格差を助長させていると言われた(袁 2005)。現在、「重点中学校」

政策は廃止されたとはいえ、「学校選択」問題は依然として存在する(楊 2006；文 2006；李 

2010；鄭 2010；張 2010)。この問題に関しては、後程再度触れるが、上記の負担過重の問

題を解決すべく、当時の中央の指導者をはじめ、各関連行政機関の担当者は「減負」問題に対

峙せざるを得ないようになっていた。これに合わせて中央政府は一連の教育政策を打ち出して

きたのである。また、「減負」についての教育政策は現在まで相次ぎ打ち出されている。例え

ば、教育部によって公布された最初の 1955 年 7 月の『小中学校の児童・生徒の加重負担を減

らすことに関する指示』から 2010年 7 月 29日の『国家中長期教育改革と発展規劃綱要』の中

で小中学校における課業負担を減らすことに至るまで強調されてきた。 
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さて、「減負」は段階によって、その内容が明らかに異なると考えられる。そのため、以下

では具体的な教育政策・規定を取り上げながら、「減負」の中身を検討していく。 

 

1.1.1. 健康を考慮することに基づいた発想 

建国の初期、学業の負担過重が児童・生徒の健康に悪影響を与えるという問題には、中央の

指導者や教育行政担当者も関心を寄せてきた。例えば、馬叙倫という中国の初代教育部部長(文

部科学省大臣に相当)は 1950 年 6 月に主催した中国の第 1次全国高等教育会議において、授業

外の活動が多く、学業負担過重のため、生徒の健康に影響を与えていることを当時毛澤東国家

主席に報告したという。毛澤東は中国における児童・生徒の健康問題を非常に重視していたこ

とから、同年の 6 月 19 日馬叙倫教育部部長への手紙の中で「健康は第 1 であり、勉強は第 2

である」、「学習と会議の時間は大幅に減らしたほうが良い」と指摘した(中共中央文献研究室 

1983,p.381)。半年後、毛澤東は再び子どもの健康のため、｢減負｣という問題を解決した方が

いいと提起し、翌 1951 年に周恩来は国務院の『各学校における児童・生徒健康状況を改善す

ることに関する決定』についての討論の中で、「児童・生徒の健康状況を改善するためには、

児童・生徒の負担を減らすことを仕事の重点に置かれなければならない」と指摘したという26。

この指示を受けて、『各学校における児童・生徒健康状況を改善することに関する決定』(下記

は『決定』と略記)が公布された。『決定』では、児童・生徒の日常的な学習と生活の時間とに

ついて明確に定められたのである。例えば、『決定』の第 2条では、「各級の学校は中央政府教

育部の規定を守らなければならない、重複的で必要がない教材内容を削減し、教授方法を改善

しなければならない。教師の授業活動は主に教育内容を明確に伝えること、児童・生徒に徹底

的な理解を求めるべきことである。授業内容には練習問題を加えること、必要がない授業外の

問題を与えないようにするべきことである」とされている(中央人民政府政務院27 1951)28。 

以上の発言および文献からは、生徒の健康を考慮した上で、「減負」という問題そして「減

負」の解決方法などを提起する意図がうかがえる。さらに、教育における学習者の「負担過重」

と政府の「減負」という関係は建国してから存在していることが分かる。崔(1999)が指摘して

いるように、「減負」という教育問題は新しい中国の教育史を貫く課題なのあり、応試教育の

弊害に対する認識は建国当初から存在していたのである。しかし、この時期においては「減負」

の主な理由は直接応試教育を批判することではなく、その延長線上にある「健康」問題に目を

向けることであることに留意すべきであろう。言い換えれば、この時期の「減負」は「進学熱」

を是正する目的ではないと考えられる。しかし、大学入試制度と「重点中学校」の設置のため、

受験における進学熱という教育問題が大きくなっていった。したがって、中央指導者をはじめ、

中央政府には進学熱の過熱化を是正しようとする動きが見られるようになった。次に、具体的

な内容を踏まえながら、進学熱の過熱化の是正に関しての流れを見てみよう。 

 

1.1.2. 進学率を追求する教育の歪みの是正 

進学率の追求(進学熱の過熱化)という教育問題は、当時の中国の現実とつながるものであっ

た。前述したように建国したばかりの中国は廃墟から立ちなおるために、人材が必要であった。

国を建設するための人材を選抜するために 1952 年中国全土で統一的な受験制度が施行された。

しかしながら、教育資源が限られていたため、1953 年教育部は重点中学校を作るという決定

をくだした。それは学校のランキング作りという競争制度を国策として導入したことを意味す

る。これをきっかけに、中国では進学熱が過熱化した。進学熱の過熱化という歪みを憂慮した

                                                        
26〈http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RMJY195109018.htm〉、2012年 3月 28日入手。 
27 中央人民政府政府院は現在の中共中央国務院に相当する。 
28〈http://www.xj71.com/2011/0930/632006.shtml〉、2012 年 3月 28日入手。 
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毛澤東は「教材の内容を削減し、授業時間を減らす」というような発言を繰り返し行った(鐘 

2003,p.7)。この時期、「減負」に関する政府の公式文書が相当数公布された。例えば、1955

年 7 月には『小中学校の児童・生徒の加重負担を減らすことに関する指示』29が公布された。

これは、「減負」に関する初めての正式な通達である。ここでは、具体的な「減負」の実施内

容は授業内容、宿題、評価、学校外活動、児童・生徒の生活管理、学校管理という 6つの面30

について指示された。1963 年 1 月の『小中児童・生徒の負担過重現象を克服することと教育

資質を向上することに関する報告』は当時の進学率を過度に追求する教育の問題性を指摘した。

したがって、この時期「減負」ということはそれまでの健康のためという理解が単純に拡大解

釈されたこともあり、受験勉強偏重の教育を是正するために必要な取り組みとして理解され始

めたと考えられる。つまり、健康のためにせよ、進学率追求を是正することにせよ、文字通り、

課業負担を減らすことが主な目的とされたのである。さらに言えば、「減負」の目的は非常に

単純なものであり、更なる上の目標には言及されなかった。しかし、前述したように、「減負」

という言葉の内実は、実は変わってきて、各方面の能力の育成、または「平等」の理念とつな

がるようになってきた。この点について考察するために、次には、関連教育政策や文書を通じ

て、「学習者の各能力」の育成という側面から検討していく。 

 

1.1.3.「減負」による学習者の諸能力の育成 

1957年 2月 27日の公式文書『人民内部の矛盾を正確に処理することに関する問題』の中で、

「学習者は徳育、知育、体育の面で十分に成長させ、社会主義の覚悟を持たせ、文化知識を有

する労働者として育成する」31と指摘されていた。また、1964 年 3 月 10 日毛澤東の『北京の

ある中学校校長による中児童・生徒の負担を減らすことに関する意見』に対する指示では、現

在の学校は、授業が多すぎ、生徒にかなりのプレッシャーをかけているため、青年達を徳育、

知育、体育などの面で活発にさせ、能動的に行動させることにそぐわないと指摘されている。

この 2つの文書で提起された徳育、知育、体育の育成は、知育を重視する現実の歪みを是正す

ることに積極的な意義があることは言うまでもなく、素質教育によって提唱された教育理念の

「全面的な発展」と共通項を持つと言えよう。さらに、学校の状況が「能動的な発展」に不利

であるとの指摘には重要な意義があると考える。それは、素質教育の「主体性の重視」につな

がるものだからである。「進学率の追求」と「減負」は中国の教育における二極対立の矛盾を

浮かび上がらせる形で語られてきた。そして、現在に至ってなお、これらは中国における教育

問題として認識されている。 

ここにおける、「減負」についての教育政策を見る限り、現在の「素質教育」の理念と重な

っていることが多いと言えよう。それは、「減負」が進学率の追求を是正するためであったか

らである。「素質教育」という教育理念の提唱は応試教育の弊害を是正することが重要な一因

であったことは既に見た。さらに、上記議論が、「減負」を通じて、徳育、知育、体育などを

すべての面を重視したことは、素質教育の教育理念の「全面的な発展」と類似する部分が多い

と言える。最後に、学習者の「能動的な発展」に言及したことは、現在の素質教育の教育理念

にある「主体性の重視」とつながる部分が多いと考えられる。このように、素質教育という言

葉がなかった時代においても、以前から既に素質教育が反映された教育理念が存在していたの

                                                        
29〈http://mall.cnki.net/magazine/Article/RMJY195508009.htm〉、2012年 3月 28日入手。 
30 6 つの指示は詳しくは以下の通りである。1、教材の量と授業の進度を把握すること 2、学校外の宿題

の加重負担を減らすこと 3、日常の成績の考察を強化し、試験制度を改善すること 4、授業以外の活動

を改善すること 5、休憩の時間を守り、学生の睡眠時間と休み時間を保証すること 6、学校の管理者は

授業活動、宿題、試験、授業の内容と量、授業の進度、課外活動、休みの時間などをよく了解し検査

すること。 
31〈http://www.cctv.com/special/756/1/50062.html〉、2012 年 3月 28日入手。 
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ではないかと考えられる。さらに、当時の中国では、例えば、全国の統一的な受験制度の設立、

また重点中学校制度の設立が進められ、人材の早期育成に重要な意義があったと思われる。そ

の結果として、中国を建設するための人材をより早く送り出すことに積極的な働きを果たした

ことは無視できないという主張もされている(崔 1999；袁 2002、2004、2006)。 

1966 年から、中国は周知のように文化大革命の時代に入った。そして中国の産業、教育な

ど、いわゆる社会の各分野は致命的なダメージを受けた。教育分野では「読書無用論」32が流

行していた。そのため、学校の正常な秩序が壊され、中国の教育システムが全壊したといって

も過言ではない。中国の教育は停滞期を迎え、教育システムの回復は、文化大革命の終了をま

たねばならなかった。 

 

1.1.4.「減負」の含意のより一層の拡大と平等の理念 

前述のように、1976 年に文化大革命は終わったが、中国は文化大革命による混乱から回復

しなければならない状況に直面していた。そこでは人材の育成が喫緊の課題となった。そのた

め、1977 年には大学入試制度、大学院生の育成制度、学位制度が再び回復され、翌年、重点

学校制度も再開された。それに伴って、「進学熱の上昇」と「減負」が再び浮上したため、問

題点を指摘する政府文書が公布され、また政治家の発言も相次いだ。 

例えば、1978年 4月 22 日鄧小平は「全国教育会議」における発言の中で、生徒の負担が大

きいことを批判した。また鄧小平は翌年進学率を追求するために、現行の教育は多数の生徒を

無視しているとされる問題に対して、学級のすべての生徒に出来る限り正しい教育を行うとい

う考えを打ち出し、学級の生徒に平等に対応する教育政策を示した。続いて、同年 4月、当時

の蒋教育部部長は、小中学教育はすべての子どもに平等に向けられるべきという発言を行った。

1983年、教育部の何部長からは『中学教育資質を大幅に向上させるいくつかの意見』33の中で、

「教育はすべての生徒に向ける」という思想を再強調した(教育部 1983)。これらの発言や文

書は、「平等」の教育理念を支持したのである。これは素質教育の形成に重要なヒントを与え

たと言えよう。ここに見られる「すべての子どもに向ける」という発言および教育政策は非常

に重要なものである。それは、教育における「平等」の理念を反映しているからである。また、

前述の素質教育の教育理念の「すべての子どもに目を向ける」と同じことであると考えられる。 

しかし、ここでは「すべての子どもに目を向ける」という目標を掲げたたが、いかにこれを

実現するかには言及していなかった。にもかかわらず、提唱されただけでも重要な意義を持つ

ことは否定できないであろう。また、「平等」の理念は、その後の「和諧社会」(調和の取れた

社会)の建設と教育民主化に重要なヒントを与えたと考えられる。その上、21 世紀になってか

ら「平等」の理念とつながる教育政策を打ち出すもとになっている。 例えば、『義務教育にお

ける均衡発展』(国務院 2005)はそれに該当する。これについてはのちほど詳しく取り上げた

い。 

これまでの「減負」の中味の検討を通じて、結論から先にいえば、「素質教育」の理念にあ

る「主体性の重視」、「全面的な発展」、「すべての学習者へ」という三大要素が全て包含されて

いると考えられる。その後、「減負」についての教育政策は相次ぎ公布された。1983 年 12 月

31 日教育部は『全日制普通中学は全面的に党の教育方針を貫徹し、断片的に進学率を追求す

                                                        
32「読書無用論」は文化大革命の時に生まれた社会病理である。つまり、知識の習得は意味がないという

ことである。しかし、ここで留意すべきことは、当時生じた社会的問題「政治闘争」の結果であった

と考えられる。一方、現在では、中国の学歴過剰の現実の中、就職難という社会問題が生じたため、

「新読書無用論」は再び唱えられるようになっている。特に、農村の地域にある学生は「受験離れ」

という現象が見られる。 
33〈http://mall.cnki.net/magazine/Article/GWYB198318017.htm〉、2010年 11月 12日入手。 
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る傾向を是正することに関する十項の決定』34(試行草案)の中で、「労働の予備軍の育成を無

視して、進学だけを追求してはならない，徳育と体育を無視して、点数だけを重視してはなら

ない」と規定した。これによって、学習者の全面的育成の理念はさらに強調された。以上にお

いては素質教育の言葉を具体的に用いてはいないが、「素質教育」の理念の構築のために重要

な役割を果たしていると考えられる。その後、「減負」関係の公式文書は相次いで公布されて

いる。建国から現在までの「減負」という政策文書を表 2-1にまとめた。主な内容は過重な負

担を減らすことであり、そのための具体的な指導方法が指摘された。ここで留意すべき点とし

ては、「減負」が現在まで解決されていない難題として依然として存在していることである。

つまり、応試教育の弊害が依然として存在していると政策関係者が意識していることである。 

 

表 2-1 「減負」に関する主な政策文書 

公布年月日 

公布機関 
文書名称 

1951年 7月 13日 

政務院 
『各級学校の児童・生徒健康状況を改善することに関する決定』 

1955年 7月 1日 

教育部 
『中小学校の児童・生徒の加重負担を減らすことに関する指示』 

1955年 8月 31日 

教育部 

『小学校の夏休みの宿題を統一的に与えることを取り消すことに関す

る通知』 

1962年 4月 13日 

教育部 
『高校 3 年の卒業学級の教育活動を強化することに関する通知』 

1963年 1月 24日 

教育部 
『現在の中学校の教育活動に関するいくつかの意見』 

1964年 3月 10日 

政治家(毛澤東) 

ある北京の中学校の校長から提出された児童・生徒の負担を減らすこと

に関する意見に対する毛澤東の指示 

1964年 5月 4日 

中共中央国務院 

『中小学校における児童・生徒の負担過重の現象を克服することと授業

の質を向上することのレポートに対する中共中央国務院から教育部臨

時党組への指示』 

1966年 1月 17日 

中共中央 

『児童・生徒の負担を減らすことに関する中共中央から教育部党組と高

教部党組への 3 つの文献』 

1983年 12月 31 日 

教育部 

『全日制普通中学校は全面的に党と教育方針を徹底して、ひたすら進学

率を重視する傾向を是正することに関する十項目の規定(試行)』 

                                                        
34
 十項目の規定は 1、全面的に党の方針を徹底し、進学だけを目的として、労働の予備軍の育成を無視

してはならない。徳育、体育、基礎知識の能力を育成することを無視して、点数だけを重視してはな

らない。中学校を無視して、高校だけを重視してはならない。2、学校の仕事を正しく指導して全面

的に評価する。国及び地方共に試験の序列は付けない、進学の指標を指定してはならない、進学率に

よって、教師に奨励や賞罰を行ってはならない。3、学校は指導要領の計画通りに課程を設ける。4、

学生の政治思想教育を強化する。落ちこぼれの学生を軽蔑し、無断退学させ、もしくは転学させては

ならない。5、学生の過多の学習負担を減らす。勝手に課程の内容を増やすことや早く課程内容を終

わらせてはならない。課外宿題の量は中学校の場合は毎日 1.5時間、高校の場合は 2時間に制限する。

6、学生の睡眠、休憩、課外の文化スポーツ、科学技術の活動の時間を保証する。7、学生の日常の生

活状況をさらに把握する。頻繁に試験を行ってはならない。8、学校の正常な授業活動の秩序を保証

する。学校は全日制の補充学級を作ってはならない。9、各教育研究機関は受験に対する模擬試験や

受験目的の予想問題作成、復習資料の発行を行ってはならない。10、各教育部門や学校は上に述べた

規定を厳守しなければならない。 
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1988年 5月 11日 

国家教育委員会 

『小児童・生徒の過重の課業負担を減らすことに関するいくつかの規

定』35 

1988年 5月 11日 

国家教育委員会 

『全日制普通中学校は学校作りの方向を正し、一途に進学率を追求する

ことを是正するための監督と評価に関するいくつかの 

意見』36 

1988年 7月 5日 

国家教委、全人代教

科文衛委員会 

『国家教委、全人代教科文衛委員会の印刷公布による重点をつかみ、総

合的に整理し－ひたすら進学率を追求する傾向の克服を論じるという

文章の通知』 

1993年 3月 24日 

国家教育委員会 

『義務教育段階における児童・生徒の過重負担を減らし、全面的に教育

の質を向上させることに関する指示』 

1994年 11月 10 日  

国家教育委員会 

『全面に党の方針を徹底し、中小学校の児童・生徒の課業負担を減らす

ことに関する意見』 

1995年 3月 17日 

国家教育委員会 

頒公庁 

『国家教育委員会弁公庁の『五省市の義務教育段階の児童・生徒の加重

負担の状況に関する監督検査の総合報告』 

2000年 1月 3日 

教育部 

『中小学校における児童・生徒の加重負担を減らす緊急通知』 

 

2010年 7月 29日 

教育部 
『国家中長期教育改革と発展規劃綱要』 

 

以上は、「素質教育」の理念に対立する概念としての「応試教育」における「減負」の検討

であった。以上の検討を通じて、応試教育の弊害は以前から中国で存在していたことが分かる。

また、応試教育を是正するために一連の政策が打ち出されてきた。さらに、「減負」をめぐる

議論には、「素質教育」の理念を彷彿とさせる教育政策や指導者の発言が見られた。また、応

試教育における「減負」問題が生じたことは、「重点学校」や入試政策などと連動していたこ

とが読取れる。しかし、ここでは、こうした「効率性」を優先する教育政策を作り出すそれな

りの社会背景があったと思われる。つまり、建国からの中国は荒廃の中から立ちなおり、貧弱

から脱出するために、人材を早急に育成しなければならなかったのである。 

これまで取り上げてきた教育政策、関係文書、政治家の発言には素質教育を思わせる理念

が反映されてきた。だが、前述したように、「素質教育」という言葉は 1980 年代の半ばごろに

提唱されたため、前述の政策は、「素質教育」の議論に直結した教育政策とは言えない。その

ため、次に、「素質教育」を明示的に志向した教育政策を検討し、素質教育の内実はどのよう

に教育政策の中で形成されてきたかを見ることにしよう。 

 

1.2.  素質教育の教育政策について 

以下に、素質教育の教育政策体系の考察を、「形成期」と「充実期」とに分けて検討してい

く37。そのため、まず、素質教育の教育政策の体系の形成期を見てみよう。 

                                                        
35 http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/88441.html〉、2012 年 3月 28日入手。 
36 ibid. 
37 素質教育の研究においては、素質教育の政策形成についていくつかの分け方があると思う（康 1999；

王 2000；王・張 2004；潘 2002；周・張 2009；劉 2010）。詳細は序章を参考にされたい。本研

究の対象は義務教育、特に小学校に着目したため、筆者には上述した分け方と重なるところも、異な

るところもある。つまり、筆者が基礎教育の実施状況によって時期を分ける必要がある。そのため、

第 3期は教育の目的における「量」の普及の段階から「質」を追求するという基準に基づいて分けて

いる。すなわち、第 3期は義務教育が実現された 2000年をその起点として用いている。 
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1.2.1. 素質教育政策体系の形成期―基礎教育の量的普及期(1985～1999年) 

前節は、素質教育の前史、つまり、応試教育における「減負」に関する教育政策を検討して

きたが、ここでは、素質教育政策の形成期を検討していく。ここで留意したいのは、素質教育

政策の形成期は基本的に「素質教育」の理念の形成期でもあるということである。それは、「素

質教育」の概念が、1985 年以降の一連の教育政策によって、明確化されたと考えられるから

である。この時期には、素質教育の構成要素として各論者によって共通して認識されている前

述の「国民素質の向上」の三要素、または素質教育の重点項目が提出された。3つの要素は前

章で指摘した、(1)学習者の主体性の重視、(2)全面的な発展の育成、(3)すべての学習者に向

けられるということである(柳 1997；燕 2002；鐘 2003)。また、素質教育の重点項目は「創

造精神・実践能力」を育成することにあったが、これに関してもまた、以下に具体的な素質教

育の政策を通じて形成されていく経緯を見る。 

1985 年 5 月 19 日鄧小平は全国の教育関係者会議において、「我が国の国力の強弱と現在の

発展のエネルギーの多少は、これまでにも増して労働者の素質及び知識人の素質と数次第であ

る」と発言した38。ここで「素質」という言葉は、初めて政治家によって提唱されたのである。

しかし、この文章を見る限り、「素質」は一般論ではなく、「労働者の素質」として理解されて

いたと考えられる。 

同年 5 月 27 日『中共中央の体制改革に関する決定』39が公布された。この中で「教育体制

改革の根本的な目的は、民族の素質を向上し、多くのよい人材を作ることである」(中共中央)

ことが明確に示された。ここでは、「素質」は「民族の素質」として打ち出されたが、「素質」

という言葉が教育政策の中ではじめて提唱されたことに意義があると考える。その後、1986

年 4月 12日に公布された『中華人民共和国義務教育法』(以下『義務教育法』)と略記)の第 3

条は、「義務教育は必ず国家の教育方針を貫徹し、教育の質を向上することに努めなければな

らない。同時に、児童の品徳、知育、体育などを全面的に育成していく。義務教育は全民族の

素質を向上するために、理想、道徳、知識、規律がある社会主義を建設する人材を育成するた

めの基礎を作らなければならない」と規定している40。つまり、『義務教育法』は依然として

「民族の素質」として「素質」を取り上げたが、「児童を全面的に育成すること」が法によっ

て規定されたのである。さらに、素質教育を育成する土台として義務教育に期待がかけられた

ことがうかがえる。この規定からも、素質教育と義務教育との間の緊密性がうかがえる。これ

は、筆者が義務教育を通じて素質教育を考察するにあたっての 1 つの根拠である(詳細は序章

の方法論を参照されたい)。 

1988年 5月 11日国家教育委員会は『小児童・生徒課業の過重負担を削減する問題に関する

いくつかの規定』41を公布した。この中で教育計画、指導案、宿題、学校の評価、復習の材料、

自習授業、休暇、落ちこぼれなどの 10 項目について具体的な取り組みが要求された。この規

定を通じて、「減負」という政府の旨を改め強化したことがうかがえる。  

以上の政府文献では、直接「素質教育」の言葉が使われているわけではないが、「素質教育」

の理念につながる議論を提起したという意味で、その土台形成に重要な役割を果たしたと考え

られる。そして、これらに登場した「減負」、「民族の素質」、「全面的な発展」という言葉は、

以後の「素質教育」理念のキーワードになっている。 

1991年 7月 29日国家教育委員会によって『現行普通高校における教育活動計画の調整意見』

                                                        
38〈http://gjs.ncepu.edu.cn/Html/Resource/ResourceDetail_101917.htm〉、l2010 年 11 月 12 日入手。 
39〈http://baike.baidu.com/view/1824843.htm〉、2010年 11月 12日入手。 
40〈http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_619/200606/15687.html〉、2012

年 3月 26日入手。 
41〈http://www.people.com.cn/item/flfgk/gwyfg/1988/206002198801.html〉、2012年 6月 14日入手。 
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と『普通高校卒業会考制度42の意見に関する実施規定』が公布された。「管理者と教師の教育

観念と学校運営指導思想を着実に転換することを重視し、高校教育は応試教育から児童・生徒

の素質の教育に全面的に転換させ、さらに重点学校及び進学希望児童・生徒の重視から児童・

生徒の全体重視に転換させる」43ことが記された。これは政府の文書として、はじめて応試教

育の言葉にふれたものである。その後、1993 年 2月 12 日中共中央国務院は『中国教育改革と

発展綱要』(下記『綱要』と略記)を公布し、その第 7条では、「中小学校の教育は『応試教育』

から国民の素質を向上する軌道に転換させ、全体の児童・生徒に向け、児童・生徒の思想や道

徳、科学知識、労働技能と心理的素質を全面的に向上させ、児童・生徒の生き生きとした活発

な成長を促し、それぞれの長所を発揮させるべきである」と指摘されている44。ここでは、正

式に「国民の素質」という用語を使い、その後に策定された一連の教育政策の中では「国民の

素質」という用語が常用されるようになっている。また、素質教育という言葉を直接使っては

いないが、素質教育に相当する内容の教育と応試教育との対立的な関係付けが読み取れる。こ

のように「素質教育」と応試教育を対立関係として捉えることは、その後も続いている。   

このような対立関係の認識は国家の政治指導者にも影響していると考える。例えば、1994

年 6月 14日当時の李鵬国務院総理は全国教育会議で、「これまで長期間にわたって存在してき

た単純に受験を目的とするような傾向を是正することを決心しなければならない。この好まし

からざる傾向によって、学校は児童・生徒の徳育、体育を無視し、現実の社会から離れ、素質

の全面的な向上を重視しない。この問題を真剣に解決しないと、子どもの将来に深刻な結果を

もたらすだろう」と発言した45。同年 6 月 17 日李嵐清副総理は「現在、社会では教育改革に

対する呼びかけが益々高くなっている。基礎教育は応試教育から素質教育の軌道に移し、徹底

的に教育方針を貫徹して、全面的に教育の質を向上する」と発言した46。このように、応試教

育と後の素質教育に相当する教育は対立的な存在であり、前者から後者への方針転換が様々な

政策関連場面で明確に見られる。そのため、この間に提示された文献は教育の歪みを是正する

と同時に素質教育への方向性を明確に指摘していたと言えよう。つまり、中国における教育の

重要な問題としては、応試教育の是正と素質教育(その後をまだ用いていなくとも後の素質教

育にあたるもの)の実現があるとされ、素質教育が中国の教育改革の向かうべき方向であるこ

とが示されたのでる。 

その後、応試教育を批判しながら、「素質教育」への転換は、さらに推進されており、一連

の教育政策の策定や政治家の演説などが行われてきた。例えば、1994 年 11 月 10 日国家教育

委員会が公布した『全面的に教育方針を貫徹し、中小学校の課業の負担を減らすことに関する

意見』47の中では「長く行われてきた応試教育のパターンを克服し、中小学校の過重な課業負

担を解決するための重点を教育思想の転換、教育観念の再更新に向けている。この問題をもた

らした一番の由来は人材観、品質観に対する断片的な認識である。以上の問題を解決するため

の根本的な出口は改革である」ことが強調されている。このように、政策レベルにおいて素質

教育を主体とする改革の動きが様々な行政関係の文書・場面で連動して見られた。さらに、1995

年 3 月 18 日に公布された『中華人民共和国教育法』は「我が国の公民は法律により、平等な

教育を受ける機会を有する」、「教育を受ける権利と義務がある」と規定した。そこでは「本法

は教育事業を発展させるため、全民族の素質を向上するため、物質文明と精神文明の建設を促

すために公布された」と述べている。次の年に出された 1996年 3 月 17日『中華人民共和国の

                                                        
42 中国における一種の選抜・評価制度を指す。 
43〈http://www.110.com/fagui/law_116576.html〉、2012年 6月 14日入手。 
44〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
45〈http://wuxizazhi.cnki.net/Article/ZONE199404001.html〉、2010 年 11月 12日入手。 
46〈http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZONE199404002.htm〉、2010年 11月 12日入手。 
47〈http://www.people.com.cn/item/flfgk/gwyfg/1994/206002199416.html〉、2010 年 11 月 12 日入手。 
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国民と社会発展「九五」48計画と 2010年に向けての長期的目標綱要』では、「人材育成パター

ンを改革し、応試教育から全面的に素質教育に転換させる」と指摘された。同年、1996 年 4

月 10 日公布された『全国教育事業「九五」計画と 2010 年発展企画』では『教育の根本的な任

務は全民族の素質を向上し、徳、知、体などの面において社会主義を全面的に発展させる建設

者とその継承者を育成することである』と強調した。 

1996年 4月 12日李嵐清副総理は『中華人民共和国義務教育法』の公布 10周年にあたり、「基

礎教育は国民素質の向上と新世紀を迎えるための人材を育成するための地盤プロジェクトで

ある」という題名の演説を行った49が、この発言によると、「素質教育と応試教育は二種類の

異なる教育思想がそれぞれ反映されているという。応試教育は進学するための受験目的とし、

受験を巡っての教育活動を展開しているため、断片的なエリート教育である。その弊害は第 1

に、教育の対象がごく少数の子どもに向けられている。第 2に、教育の内容が知育教育に偏重

され、徳、体、美、労などを軽視し、実践能力を無視し、青少年の健全な成長に悪影響を与え

ている。第 3に、教育の規律と青少年の成長育成の法則に違反していることである」とする(李

嵐清 1996)。この発言には二点の意義があると考えられる。まず、基礎教育の段階で素質教

育を実施することの重要さを強調したことであり、さらに従来抽象的に受け止められてきた応

試教育について、その内容と弊害とをさらに明確に指摘したことである。 

次年の 1997 年 9 月には煙台で全国中小学校素質教育の交流会が開催された。これは、素質

教育の実施に当たって、重要な意味を持つ。李嵐清副総理の発言によると、教育方針を貫徹す

る過程には 2つの重要な問題があるという。つまり、少数の児童・生徒に向けるか、児童・生

徒全体に向けるかの問題と、児童・生徒の部分的な発展なのか、全面的な発展なのかの問題で

ある。同様に当時の朱開軒教育部長の発言は義務教育の本質的な要求として「すべての児童・

生徒は徳、知、体などの面で全面的に発展させる」こと、素質教育は「児童・生徒全体に向け

て、基本的な素質を全面的に発展させることが基本的な目的である。人々の潜在能力を開発す

ることを重視し、徳知体 3つの面を生き生きと活発に発展させる」のが基本的な特徴であるこ

とを指摘した50。そして、柳斌51の発言では素質教育を推進するための具体的な方案が提出さ

れた。この会議によって、素質教育の具体的な目標と特徴が明らかにされたのである。 

こうした中、同年 10月 29日国家教育委員会は『中小学校において素質教育を積極的に推進

することに関するいくつかの意見』を通達した。1998 年教育部が制定し、国務院が許可した

『21 世紀に向ける教育振興行動計画』は『世紀を跨ぐ素質教育プロジェクト』を内容に含む

ものである。ここでは、全面的に素質教育を推進し、全面的に国民の素質と民族の創造能力を

向上させることを明確に指摘している。1999 年 6月 13 日『中共中央国務院深は教育改革を深

化させ、全面的に素質教育を推進することに関する決定』(以下は『決定』と略記)が公布され

た。そして、この『決定』によって、素質教育は国家レベルの戦略に位置づけられた。以上検

討してきた素質教育理念は『決定』の中で、再び強調されたのみならず、その具体的な対策が

提唱されたのである。 

そもそも、『決定』は素質教育を政策の中で最も重要な位置に置くべきものと考えていた。

『決定』によって、素質教育を実施する範囲はすべての教育段階であるとされた。つまり、前

述したように、これまでの素質教育の実施は基礎教育の段階に限るものであったが、『決定』

では、「素質教育の実施は、幼児教育、中小学校教育、職業教育、成人教育、高等教育および

各級各類の教育を貫くべきものであり、学校教育、家庭教育、社会教育などの方面をも貫くべ

                                                        
48 中国では、5年ごとに政府が将来計画を立て、今後 5年間の政治や経済の発展の方向性をきめる。『九

五』計画はその中の一つである。 
49〈http://www.yxedu.net/show.aspx?id=30938&cid=154〉、2010年 11月 12日入手。 
50〈http://wuxizazhi.cnki.net/Article/DDJY709.022.html〉、2010年 11月 12日入手。 
51 教育部の元部長であるが、行政レベルで、素質教育を提起した第一人者である。 
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きものである」52(国務院 1999)なっているのである。そのため、素質教育はすべての教育段

階またはすべての教育形式(フォーマル・インフォーマル)とつながるものとされるようになっ

た。基本的な教育理念としての広がりを持つ半面、このように内実を大幅に拡大することによ

って、もともと明確ではない「素質教育」という概念はさらに理解しにくくなるという恐れも

生じたと言えよう(楊 2006)。   

これは、「素質教育」の重要性が強調される一方で、その意味を多様に使われうるようにな

っている。それ故に、対応する政策や施策が一貫せず、素質教育の実施がスローガンのレベル

に留まる恐れがある。いずれにせよ、『決定』では従来の施策を改めて強調しながら、新しい

施策を作り出した。例えば、従来の道徳教育の重視、教育の中央から地方への分権、入学制度

の改革、課程改革、教師チームの育成などをさらに強化しながら、教育の IT 化、資金調達、

人事制度などのような新しい施策も取り上げた。その具体的な内容は第 2節で詳しく検討した

い。 

『決定』ではまた、「素質教育を全面的に推進することはわが国における教育事業の 1 つの

重大な変革であり、それは、全体的影響が社会の各方面に深く関わる系統的なプロジェクト」

であることが指摘された(国務院 1999)。これによって、素質教育の実現は教育の領域を超え

て、社会の全体に関わるものとされたのである。 

以上の素質教育の形成期における上述の政策文書を表 2-2で示している。 

 

表 2-2  素質教育の形成期に関する政策文書 

公布年月 

公布機関 
文書名称 

1985年 5 月 

中共中央 
『中共中央教育体制改革に関する決定』 

1986年 4 月 

全国人民代表大会 
『中華人民共和国義務教育法』 

1987年 10月 

中共中央 
『十三大報告書』 

1993年 2 月 

中共中央国務院 
『中国教育改革と発展綱要』 

1994年 8 月 

中共中央国務院 
『中共中央の学校の道徳をさらに強化することに関する若干の意見』 

1996年 3 月 

全国人民代表大会 

『中華人民共和国国民経済と社会発展の『九五』計画と 2010年に向けた長期

計画』 

1997年 10月 

(元)国家教委53 
『現在の中小学校の素質教育を積極的に推進することに関する若干の意見』 

1999年 1 月 

国務院・教育部 
『21世紀に向けた教育の振興行動計画』 

1999年 6 月 

中共中央国務院 

『中共中央国務院の教育改革を深化し、全面的に素質教育を推進することに

関する決定』 

 

                                                        
52 〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、2012

年 6月 14日入手。 
53 1989年、国家教育部、省・自治区・直轄市教育庁・地区・市教育局は各レベルの教育委員会と名称が

変わったが、1998年、また再び従来の名称に戻った。 
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前述したように、素質教育は応試教育を是正するために提唱され、「国民素質を向上する」

ことを目的とするとされた。さらに、「主体性の重視」、「全面的な発展」、「すべての学習者へ」

という 3 つの要素を有している。以上のように、この時期は素質教育の内実が策定され、教育

政策文書にて通達され、その具体的な施策が促された時期でもあった。 

具体的な施策の内容は第 2節に譲りたいが、ここで留意しておきたいのは、この時期の中国

の教育課題は「量」の拡大、つまり、義務教育の普及にあったということである。これに対し

て、2000 年までは中国の「九年義務教育の普及という目標の実現が追求されてきた」という

ことが、2006年 4月 27 日の第十回の全国人民大会の常務委員会の第 2十一次の会議における

「国務院は義務教育の普及および素質教育を実施することに関する仕事報告書」の中で周済前

教育部長によって指摘されている。こうした量の拡大が行政の焦点となった時期に続き、質が

問題になる時期が訪れる。周(2004)が指摘しているように、「高いレベル、高い質で九年義務

教育を普及するのはわが国が『普九』の仕事をほぼ完成していた後に義務教育の健康的な発展

を推進しようとする必然的な選択」54なのである。 

また、義務教育における質の向上への転換期は中国の社会のイデオロギーの転換期とも重な

っている。つまり、2004 年 9 月は党の十六回の四次会に公布された『中共中央は党の執政能

力の強化・向上に関する決定』55には、「社会主義的和諧社会を築く」という概念が提唱され

た。そこでは、「和諧社会」を作り出すことによって、「平等」、「公平」、「公正」という民主主

義を反映する理念を重視することが謳われている。そのため、このような社会的流れに乗って、

中国教育が向かうべき方向としての素質教育は、「平等」、「公平」や「公正」などという社会

理念が教育政策の中にさらに取り入れられるようになった。このような背景を踏まえながら、

次に、2000年以降の素質教育の主な動きを見てみよう。 

 

1.2.2. 素質教育政策の充実期―基礎教育の「量」から「質」への転換(2000～現在) 

この時期の素質教育政策の特徴としては主として 2点である。 

第 1 に、前述の義務教育の量から質への転換と連動する形で、基礎教育の段階における素

質教育では「量」の普及から「質」を問うことへの転換が見られるのである。この「質」につ

いての検討は、『基礎教育課程改革綱要』56(教育部 2001)を通じて検討するが、それは後述

の新しい課程改革と重なる部分が多いため、その検討は第 2節に譲りたい。 

いずれにせよ、この時期の新しい課程改革は「素質教育」の理念をより具現化させ、素質

教育が政策あるいは理論研究のレベルから実践レベルへと全面的に移行する段階に至ったと

考えられる。 

第 2 に、この時期、地域の格差によって生じた社会不平等を是正しようとする一連の動き

が見られる。詳しくは第 2節に譲りたい。 

ここでは、2000 年以後の主な素質教育政策を表 2-3にまとめた。 

                                                        
54〈http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2006-05/24/content_5350139.htm〉、2012 年 3 月 28 日入手。 
55〈http://baike.baidu.com/view/2808339.htm〉、2012年 3月 28日入手。 
56〈http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_309/200412/4672.html〉、2012

年 3月 28日入手。 
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表 2-3  2000 年以降の素質教育に関する教育政策 

公布年月 

公布機関 
文書名称 

2001年 5月 29日 

国務院 
『中共中央国務院の基礎教育改革と発展に関する決定』 

2001年 7月 27日 

教育部 
『基礎教育課程改革綱要』 

2003年 9月 17日 

国務院 
『中共中央国務院の農村教育の仕事をさらに強化することに関する決定』 

2005年 5月 25日 

教育部 

『教育部の義務教育の均衡発展をさらに推進することに関する若干の意

見』 

2006年 6月 29日 

全国人民代表大

会 

『中華人民共和国の義務教育法』(修正) 

2010年 1月 4日 

教育部 

『教育部の科学発展観を定着させ、義務教育の均衡発展をさらに推進する

ことに関する意見』 

2010年 4月 27日 

教育部 

『教育部の基礎教育改革を深化させ、素質教育をさらに推進することに関

する意見』 

2010年 7月 29日 

教育部 
『国家中長期教育改革と発展規劃綱要』 

 

表 2-3は 2000年以降に公布されている素質教育に関する中央レベルの教育政策文書である。

素質教育に関する内容は次節で検討するが、ここで留意すべき点としては、これらの教育政策

では、「基礎教育改革」をさらに推進し、「格差」を是正しようとする意図が読み取れることで

ある。基礎教育においては特に、「質」と「平等」の両方が重視されるようになっていること

が分かる。例えば、2001 年の『基礎教育課程改革綱要』と 2010 年の『教育部の基礎教育改革

を深化し、素質教育をさらに推進することに関する意見』などの公布が教育の「質」を高めよ

うとしている。一方、2003 年の『中共中央国務院の農村教育をさらに強化することに関する

決定』、2005 年の『教育部の義務教育の均衡発展をさらに推進することに関する若干の意見』

や 2005 年の『教育部の科学発展観を着実し、義務教育の均衡発展を更なる推進することに関

する意見』などの公布は「格差」の是正を通じて、教育の「平等」を推進しようとしているこ

とと言える。 

これまで、素質教育についての教育政策の検討を通じて、素質教育が形成される経緯を見

てきた。その際、素質教育はその射程範囲を広げながら、初期の「民族の素質」から「国民の

素質」へと変遷する様子が見られた。これらの教育政策を見ると、応試教育を是正しながら素

質教育を実現していくことは、21 世紀の中国の教育全体の発展方向であるとされていること

が分かる。また、素質教育の内実は「主体性の重視」、「全面的な発展」、「すべての学習者に向

ける」という 3 つの要素を有しながら、「創造能力の育成と実践能力」を育成することが強調

されるようになっている。また、義務教育の段階においては「均衡的な発展」という理念を素

質教育政策に加えている。「素質教育」の概念はこうしてダイナミックに社会の変化と密接に

関連して変化してきた。こうして発展してきた「素質教育」の概念だが、教育としての素質教

育は単なる抽象論ではなく、具体的な教育政策として教育の内容を影響する必要がある。その

ため、様々な素質教育関連政策が進められることになるが、それらを次に検討していく。 
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2. 素質教育の具体的な施策 

 

第 1節では、「素質教育」の理念としての発展経緯を見てきた。本節では、その理念を軸と

した教育政策の中味を踏まえながら、素質教育を実現するためにとられてきた具体的な施策を

検討する。管見の限り、素質教育の施策は、特に基礎教育段階においては、道徳教育の重視、

課程改革、教師養成、入試改革・評価、均衡発展という 5つの側面をめぐって展開されている

と考えられる57。そこで、次に、5 つの側面をそれぞれに検討していく。 

 

2.1.  道徳教育の重視 

道徳教育を重視しているのは、建国当時からの中国教育における特徴の 1つであると思われ

るが、本研究は素質教育の施策としての視点から道徳教育を捉えるため、90 年代からの素質

教育政策において道徳教育がどのように関わってきたのかを検討する必要がある。 

道徳教育を重視する素質教育政策といえば、まず、『中国の教育改革と発展綱要』(以下は『要

綱』と略記)(国務院 1993)を取り上げなければならない。前述したように、『要綱』は中国の

20 世紀末から 21 世紀に跨る綱領の集大成である。『要綱』の第 4 項目にある第 28 条と 29 条

にて道徳教育の重要性が強調され、28 条では、学校道徳の根本的な任務、または、その具体

的な教育内容に触れている。 

学校道徳教育の根本的な任務としては「マルクス・レーニン主義をはじめ、毛沢東思想およ

び中国の特色ある社会主義理論を使って児童・生徒を教育し、正しい政治方向を堅持すること

を主体とするものである。社会主義のもとで理想、道徳、知識、紀律を身に付けた若人を育成

する」としている(国務院 1993)58。また、上述した学校道徳の任務はその後に公布された道

徳教育に関する政策においても貫かれている。その上、『要綱』では以下の内容を明記した。 

 

青少年に対して党の基本路線の教育、愛国主義、集団主義と社会主義思想教育、近代史、国

情教育を強化し、児童・生徒がマルクス主義の立場、見方、方法論を使って現実的な問題を認

識できるように導き、工・農の団体における実践と結びつく道を歩かせ、科学的な世界観およ

び国民のために奉仕する人生観を身につけるよう促す…児童・生徒に対しては中国の優秀な文

化伝統教育を重視する。小中児童・生徒に対しては文明的な行為を養成する教育を重視する59。 

 

以上の任務と教育内容はその後の道徳教育の土台となっていると考えられる。特に、「優秀

な文化伝統教育」、「文明的な行為を養成する教育」を重視することは、小学校の教育実践の重

要な柱となっている60。後述する、本研究の上海市の S校の学校実践でもこれは示されている。 

また、29条では、道徳チームを養成することを重視するとした。『要綱』は中国の教育発展

における綱領を集大成したものであり、その後の中国の教育発展の方向を示す政策文書でもあ

り、『要綱』が公布されてから道徳教育を強化するために一連の政策が打ち出された。特に、

翌年の 8 月 31日学校の道徳教育を強化し改善するために、『学校道徳教育の活動をさらに強化

し改善することに関するいくつかの意見』(以下は『意見』と略記)(中共中央 1994)が公布さ

れた。『意見』は 25 項目からなり、主な内容は道徳教育の重要性、その背景、具体的な施策で

ある。その中の、第 8条「中国民族の優れた道徳的な伝統教育を展開する」では、学習者の年

                                                        
57 筆者は素質教育の政策をレビューしたことを通じて導かれた結論である。 
58〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497964.shtml〉、2012年 6月 14日入手。 
59 ibid. 
60〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
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齢に応じて教材を作ることを指摘した(国務院 1994)61。これによって、学校の教材作りに政

策の根拠を与えたと考えられる。これもその後の新しい課程改革の政策理念へとつながり、児

童・生徒の多様性を重視する課程理念を支持したものである。 

また、第 12 条には道徳教育は「異なる教科の特徴に応じながら、各教科間」の結びつきを

指摘した(中共中央 1994)62。この原理は、後述のように、その後の新しい課程改革によって

具現化されている。また、道徳教育は「すべての教科」と結びつくということは中国における

課程改革の 1 つの特徴であると言えよう。さらに、『意見』は道徳教育が法制によって保証さ

れることなどを指摘された。つまり、『意見』を通じて、道徳教育の重要性がさらに強調され

るようになったのである。 

道徳教育は社会の「系統工程」でありながら、「学校教育」、「家庭教育」、「社会教育」と緊

密に結びつくことが述べられている。『意見』によって、道徳教育における実践の施策などを

より体系的に展開していることがうかがえる。そして、その後の道徳教育は『意見』を基準と

して推進されている。 

ここで 1 つ指摘しなければならないのは、道徳教育と素質教育の関係である。なぜなら、こ

れまでの教育政策の中では、道徳教育の重要性は指摘されてはいるが、素質教育との関係は明

確に指摘されていなかったからである。すなわち、従来においては、道徳教育は素質教育を明

確に実現するためのものではなく、道徳教育と素質教育との関係では、道徳教育が主導的な存

在であると考えられる。しかし、『意見』では、こうした関係を逆転させているように見える。

例えば、『意見』の第 9 条では、「時代の発展、社会の進歩、社会主義市場経済体系の新しい要

求および切迫的な需要としての素質教育に応じるために、児童・生徒の育成促進・自強自立(自

ら強く自立)・艰苦創業(苦労満ちた創業)の精神を重視する…」とされた(中共中央 1994)63。

ここでは、道徳教育が、「素質教育に応じるため」という表現が導入されたのである。素質教

育の実現が、道徳教育の最終目的の 1つとして捉えられているのである。 

また、素質教育が主となるこの関係は、1997 年 10 月 29 日に公布された『当面積極的に小

中学校における素質教育を実施することに関するいくつかの意見』によってさらに強化される

ようになった(国家教委 1997)。『当面積極的に小中学校における素質教育を実施することに

関するいくつかの意見』の第 8条では、前述した『学校道徳教育の活動をさらに強化し改善す

ることに関するいくつかの意見』を貫くことが強調されている。「道徳教育活動を確実に改新

し強化する」(国家教委 1997)64するとされ、具体的には愛国主義、集団主義などの実践が推

進された。特に、「教学は生活労働、社会実践と有機的に結びつくものであり、児童・生徒に

優れた道徳資質を養い、正しい世界観、人生観、価値観を身につけるようにする」ことが強調

された(国家教委 1997)65。 

このように教学活動と生活労働を社会実践に結びつけることは、その後の新しい課程改革お

よび素質教育に関する政策の中でさらに強調されている。例えば、1999年 6月 13 日に公布さ

れた『教育改革を深め、全面的に素質教育を推進するに関する決定』(国務院)の中では。同『決

定』では、道徳教育とほかの科目との関係を指摘した上で、「『素質教育』を実施するには、道

徳教育、知育、体育、美術教育などを教育活動の各節に有機的に導入すべきであるとのことで

ある。学校教育は単に知育を強調することではなく、道徳教育をさらに重視し、体育、美術教

育、労働技術教育の社会実践を強調し、教育の各方面に総合的に浸透させ、調和的に発展させ、

                                                        
61〈http://www.edu.cn/jywx_9332/20100121/t20100121_443625.shtml〉、2012年 6月 14日入手。 
62 ibid. 
63 ibid. 
64〈http://www.hzedu.net/Template/govManage3.aspx?id=730〉、2012年 6月 14日入手。 
65 ibid. 
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児童・生徒の総合的な発展および健康的な成長を促すべき」としている(国務院 1999)66。素

質教育の「総合性」を重視していることがうかがえる。 

道徳教育は各教科の中に組み込まれ、児童・生徒生活と社会実践との関係を強化することが

強調されていると共に、道徳教育における「学校、家庭、社会共同参与」という連携面を提示

した(国務院 1999)67。このように、教科の「総合性」の重視や児童・生徒の生活と社会実践

との関連性の強調、また学校教育をはじめ、家庭教育、社会教育などとの結びつけていくこと

などはその後の新しい課程改革の実施に受け継がれている。 

素質教育の実行にあたっての道徳教育の重要性は新しい課程改革の綱領の政策文書として

の 2001年 5 月 29日に公布された『基礎教育改革と発展に関する決定』によって、さらに強調

されている(教育部 2001)。例えば、第 3 項 18 条にて道徳教育の実行性、主導性などが指摘

され、「愛国主義、集団主義、社会主義教育や中華民族の優れた伝統」などが依然として重視

され、「思想品質や道徳教育」は教科を超えるだけではなく、教育のすべての過程に貫かれて

いることが強調されている(教育部 2001)68。さらに、同『決定』は学習者それぞれの特徴に

対応しつつ、道徳教育の内容を調整し充実させるべく、道徳教育方法を改新することなどを求

めている。さらに、小学校の段階においては行為・習慣の養成を手がかりとして、社会公共意

識教育を重点的に進め、実際の状況に応じて故郷を愛することなどを指摘した。一方、中学校

の場合は、「国情教育、法規教育、紀律教育、品格教養」を強化している。高校の段階におい

ては、マルクス・レーニン主義、鄧小平思想に関する基本観点の教育を重視する(教育部 

2001)69。特に、中華民族の優れた伝統の重視や小学校段階の実状を踏まえて故郷に対する愛

着心を養うことなどを通じて、愛国心を育てることは、学校現場で受け入れられているように

見られる(詳細は第 3章を参照されたい)。 

以上のように、道徳教育の実践が学校教育のすべての部分に浸透し、社会実践とも結びつい

ているべきだとされていることがうかがえる。これは、学校現場で素質教育を実現させようと

する場合には、学校での道徳教育の実施は重要な役割を担うべきだとされていることを意味し

ている。そして、本節で取り上げた道徳教育に関する教育政策の内容を見る限り、道徳教育と

素質教育、および課程、という三者の内在的な関係が認められる。つまり、素質教育を実現す

るために、道徳教育の重視は 1つの施策であり、道徳教育の重視は各教育の実施課程において

実現されるものとされているからである。言い換えれば、三者は有機的に一体となり、内在的

に結びついていると思われる。そのため、素質教育を見るにせよ、道徳教育を見るにせよ、課

程を通じて行わなければないことが分かるであろう。これが本研究にて、素質教育に焦点を当

てるにあたって、新しい課程改革を通じて道徳教育を見ようとする所以である。この問題につ

いては本研究の研究方法を参照されたい。 

次に、素質教育に関連する教育政策文献を踏まえながら、素質教育のもう 1つの重要な施策

としての新しい課程改革について見てみよう。 

 

2.2.  新しい課程改革について 

前節では素質教育の施策の 1 つである道徳教育重視を取り上げた。また、道徳教育重視の

実現は課程を通じて実現されることを指摘した。そのため、本節では新しい課程改革を中心と

して取り上げたい。 

新しい課程改革は素質教育を実現するための重要な施策でありながら、「素質教育」の理念

                                                        
66〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、

2012年 6月 14日入手。 
67 ibid. 
68〈http://www.edu.cn/20010907/3000665.shtml〉、2012年 6月 18日入手。 
69 ibid. 
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を具体化する媒体である。言い換えれば、新しい課程改革は素質教育を実現するための直接的

な手段とも言える。素質教育の実施が学校という場で行われるから、新しい課程改革は素質教

育を実現するための最も具現化された手段といっても過言ではない。 

実は、課程改革は中国の建国からの教育改革の重要な手段でもある(鐘 2001；張 2002；

雷 2010)。そのため、建国からいくつかの課程改革を行ってきた。その段階わけの仕方に関

しては異論もあるが、現在は 8段階の分け方が一般的に認められている(雷 2010)ため、ここ

ではそれに沿って新しい課程改革を検討していく70。 

中国では、素質教育は課程改革を通じて実現されるという主張が 1985年から現在まで依然

として存在している。例えば、1985年の『中共中央は教育体制改革に関する決定』では、「教

育思想、教育内容、教育方法において、児童・生徒自らの生活能力、考える力を育成すること

が不足であり…、課程内容が古い、教育方法が硬い、実践部分が重視されていない、専攻設置

が狭い」などと課程に現存する課題を指摘した(中共中央 1985)71。その上で、「教育体制に

着手し、系統的に改革を行う」ことを提唱している。具体的には、管理体制、教育構造、労働

人事制度や課程改革などを通じて行うことである。特に、「教育思想、教育内容、教育方法」

の改革が指摘されている(中共中央 1985)72。 

これらは、素質教育における課程改革を実施する準備段階であると考えられる。なぜなら、

第 1 節に述べたように、80 年代は、素質教育の萌芽期であるため、当時の教育施策は素質教

育の準備段階に過ぎないと考えられるからである。にもかかわらず、1985 年の『決定』は中

国のその後の教育の方向性を示したため、『決定』によって提唱された教育施策は現在まで続

いている。『決定』によって示された課程改革がその後の一連の教育政策によって推進されて

いる例として、1993年の『要綱』は、第 31条にて「教育思想をさらに転換し、教学の教育方

法や内容を改革する」ことを強調しながら、「教育内容の更新や課程構造を調整」することを

指摘した(国務院 1993)73。これは 2001 年の新しい課程改革における内容構成と構成間の調

整に一定の方向性を与えたものである。 

その後、1997 年の『小中学校にて素質教育の実施を積極的に推進するためのいくつかの意

見』74を推進するため、『素質教育を推進するために小中学校教育内容を調整し教育過程管理

を強化する意見』が公布された(国家教委 1997)。この政治文書は、「調整の原理と要求」、「素

質教育の基本理念の樹立と教育課程の最適化」、「業務推進組織やリーダーの設定」という 3

つの項目によって構成されている。具体的には、教科の課程においては教育内容の削減、教育

内容の簡易化を行うことが示された。と同時に、児童の「観察、分析、手作業能力を高めるこ

と、児童の自主参与精神および創造能力を育成すること」を目的として各地域の現状に応じて

活動課程の実施をさらに強調している(国家教委 1997)75。これは 2001 年の新しい課程改革

における課程構造の内容と一致している。特に、「素質教育の基本概念を樹立し、教育課程を

最適化する」の項目は、教師に「すべての生徒」に向けることを強調し、「全面的な発展」と

いう観念を促すことを求めた。また、義務教育は「すべての児童・生徒の生涯学習能力、生存

や発展の能力を育成するための基礎」を与える教育であるという義務教育の役割を指摘した

(国家教委 1997)76。その上、「教授課程を最適化するための基本となるものは児童・生徒が

積極的に学習過程に参与すること、自ら学ぶことができること、学習の主体となることである」

                                                        
70 その原因としては、第 8回の課程改革は「素質教育」を実現するために実施されているからである。 
71〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497960.shtml〉、2012年 6月 18日入手。 
72 ibid. 
73〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497964.shtml〉、2012年 6月 14日入手。 
74〈http://www.hzedu.net/Template/govManage3.aspx?id=730〉、2012年 6月 14日入手。 
75 ibid. 
76 ibid. 



66 

 

と指摘した(国家教委 1997)77。これらは素質教育の骨子としての「全面的な発展」と「すべ

ての子ども」に向けること、「主体性」を具体化したものであると考えられる。これによって、

素質教育の実現が新しい課程改革の具体的な施策に通じることが教育政策の中で明確に指摘

されたことがうかがえる。 

また、その以降、こうした動きがさらに強調されていると言える。例えば、素質教育にと

って重要な文献としての『教育改革の深化、素質教育を全面的に推進するための決定』78の第

14 条では、「課程体系、構造、内容を調整して改革する。新しい基礎教育課程体系を設け、国

家課程、地方課程、学校課程を設立する」ことが指摘されると同時に、「学科体系を強調する

現状を改善すること、教育内容の更新、児童・生徒の実際手作業能力を重視する」など従来強

調されてきた課程改革の内容を改めて提唱した(国務院 1999)79。その続きとなる『基礎教育

改革および発展に関する決定』では、「教育教学改革」を積極的に推進することを呼びかけた

のである(国務院 1999,p.7)。上述した一連の教育政策は新しい課程改革を行うための下敷の

役割を果たしたと考えられる。 

新しい課程改革を正式に登場させた教育政策文書は、2001年 7月 27日公布された『基礎教

育課程改革要綱(試行)』である(以下は『要綱』と略記)(教育部 2001)。よって『基礎教育課

程改革要綱』を踏まえて新しい課程改革の内容を詳しく検討する。 

まず、新しい課程改革実施の流れを見てみる。それは教育部と地方と共同で行われているも

のである。具体的には、2001 年の前半には自己申告の原理に基づき、27 の省(自治区、直轄市)

における 38 の区(県、市)の義務教育段階での実験地域を決めた。そして、同年の 6 月教育部

は実験地域での行政者および学校のベテラン教師を対象として教師研修を行った。これについ

ては、のちほど詳しく検討する。同年の秋からは、義務教育の各科目の新しい指導要領と教材

が 38 の実験地域で使われるようになった。同時に三級80の課程管理の具体的な取り組み、課

程評価、受験制度の改革が検討され始めた。2002 年秋、研究地域の範囲はさらに拡大され、

省レベルの実験地域でも開始され、全国の実験規模は各学年の 10％～15％までに広がるよう

になった。さらに、2003 年の秋には、35％にまで到達した(王 2001,p.11)。2004 年秋になる

と課程改革はさらに広がりを見せ、義務教育段階の課程計画、各教科の指導要領、および関連

する行政文書が公布されるようになった。また、新課程を履修する生徒数は全国の 65％～70％

になった(王 2001,p.11)。2005年の秋になると、小中学校における新 1年生に対しては原理

的に新しい課程改革を実施することとなり、新しい課程改革の実施の流れが始まった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

次に、『要綱』の具体的な内容を見てみよう。2001 年からの課程改革は『綱要』によると、

6 つの目標をめぐって展開された。その内容は次の通りである。①「過去の詰め込み型の教育

が強調される傾向を是正し、主体的な学習態度を積極的に身につけることを強調し、基礎知識

と基礎技能を習得する課程では、学びが出来る能力と正確な価値観を育てる課程とされた」(教

育部 2001,p.4)。『要綱』の内容から分かるように、課程の機能は単純な知識の詰め込み教育

から児童・生徒の主体的な学びができ、生きることができ、立派な人間になるように導くべく

変化させている。そこでは、児童・生徒の態度、価値観が重視されている。これは三位目標と

いわれる「知識と技能、過程と方法、態度情感・価値観」を表すものである(張 2002,p.6)。

②この課程改革は、課程構造の改革である。「課程構造が学科本位で、種類が多く、統合性の

不足が強く指摘されている現状を変えるもので、9年間一貫した種類の課程と時間の配分を全

面的に再編成する。総合学習活動の科目を立てることにより、地域や児童・生徒によって異な

                                                        
77〈http://www.hzedu.net/Template/govManage3.aspx?id=730〉、2012年 6月 14日入手。 
78〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497966.shtml）、2012年 6月 14日入手。 
79 ibid. 
80 旧来、中央集権的であった管理方法が、新しい課程改革では中央から地方の学校に分権された。 
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る育成のニーズに適合させうるようになり、課程には均衡性、総合性と選択性が齎される」(教

育部 2001,p.4)。過去には科目の体系が重視されてきた一方、子どもの経験が無視されたこ

とから、子どもの認知経験の育成にそぐわないものであったとされている。したがって、課程

改革では課程の総合性が強調された。総合学習は目玉であり、子どもの創造能力と実践能力を

育成するものとされた。そのことによって、学校教育と社会発展のつながりが強くなると『綱

要』は述べている。③課程内容の改革については、「課程の内容が煩雑で、難しい、偏ってい

る、これまでの古い教材知識を重視するという現状を変えて、課程の内容は児童・生徒の生活、

現代社会及び科学技術の発展と繋がるものとする。子どもの学習の関心と経験に目を向ける。

生涯に必要な基礎知識と技能が精確に選ばれる」(教育部 2001,p.4)とされた。④『綱要』は

課程の実施に対して、具体的な要求をも打ち出したのである。「受動的な学習である暗唱、機

械的なスキル訓練という現状を変え、児童・生徒の主体的な学習的への参加、探究、作業、情

報の収集と処理、新しい知識の習得、問題の分析と解決および交流と協働という能力追求」を

提唱した(教育部 2001,p.4)。⑤評価においては選抜の強調され過ぎた実状を変え、児童・生

徒の発展、教師の向上、教育実践を促す機能を生かす。⑥以前の集権的な課程管理の状況を変

え、国家、地方、学校の三段階管理を実施し、地方、学校及び生徒に適切なものにするとされ

た。これは、いわゆる教育管理における地方分権を意味する。 

以上、課程改革の目標を見れば、規制緩和と地方分権ということが主体であることが分かる。

そして、素質教育を実現するための教育観は従来の応試教育と徹底的に異なるとされ、新しい

学力観への転換が目指された。 

また、このような方針はその後の教育政策によってさらに強化されていると見られる。例え

ば、2010年に公布された『基礎教育改革を深め、素質教育をさらに推進するための意見』(以

下は『意見』と略記)によって上述した新しい課程改革の内容が改めて強調されている(教育部 

2010)。この『意見』では、基礎教育課程改革の重要性をさらに指摘し、その主な任務を明ら

かにした。その上、基礎教育課程改革の保証体制を作ることが強調されていた。この『意見』

は 14 条からなり、基礎教育の課程体系をさらに完備させ、教育課程方案を全面的に導入し、

特に、教学改革を大きく推進したことが強調されている。さらに、「教学改革」は「課程改革

の核心部分」として見なすべきことを指摘しながら、新しい課程改革の理念を授業の中で着実

に貫くようにすることを指摘している。そのため、教学改革の重要性をさらに強調しながら、

「素質教育」の理念を教学改革においてさらに実現していくとしている。これにより、授業改

革の実施は素質教育の実践において重要な役割を果たしていることがうかがえる。これを踏ま

えて、本研究では、筆者が「授業改革」を重要な観察対象として設定したのである。 

ここで、指摘しておきたいことは、理論界においては、新しい課程改革の実施に対して論

争があったことである。20 世紀の 90 年代末から 21 世紀の始まりまでは新しい課程改革の賛

否について激しい論争が行われていた。その代表としては上海の華東師範大学の鐘氏と北京の

北京師範大学の王氏との論争が挙げられる(王 2006；黄 2009)。 

鐘は新しい課程改革の理念の推進派であり、他方、王は新しい課程改革の批判派である。

つまり、鐘は「改革派」の代表であることに対して、王は「慎重派」の代表である。論争の核

心は、前者が学習者の主体性の重視や実践・創造的な能力を育成すべきであるという新しい課

程改革の正当性を語るのに対して、後者は「知識を軽視する」こと、即ち「アカデミックな学

力」を軽視することとした点にある。言い換えれば、新しい課程改革によって、「知識を軽視

する」可能性があるため、「学力低下」を招きやすいというのである。これは日本の「学力論

争」と共通点があると考えられる。つまり、その中心的な争点は「学力低下」に結びつくこと

である。しかし、こうした部分的批判があったとしても、中国の教育政策の内容を見る限り、

日本のように「指導要領」の内容の揺らぎは見られなかった(市川 2002;苅谷 2003；恒吉
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2004、2006)。そのため、2001年の『要綱』に提唱された新しい課程改革の施策は、現在まで

依然として強力に推進されている。 

本節は、素質教育を実現するためのもう 1 つの重要な施策である新しい課程改革に関する教

育政策の経緯について検討し、その上で新しい課程改革の実施内容について明らかにしてきた。

例えば、新しい課程改革は課程構造や教育内容、評価または教育管理などにおいては大きな変

化がうかがえる。また、こうした変化は「素質教育」の理念に近づくものである。そのため、

新しい課程改革の実施においては「素質教育」の理念が最も具体化されていると考えられる。 

前述したように、素質教育政策においては素質教育を実施するためにいくつかの施策がある。

本節で検討された道徳教育の重視と新しい課程改革のほかに、教師養成、入試改革・評価改革、

義務教育における均衡発展についての施策がある。そこで、次に教師養成について見る。 

 

2.3.  教師養成 

前節は新しい課程改革、「素質教育」の理念を新しい課程改革に関する行政指針によってい

かに具現化させるかについて概観した。本節では教師養成について検討していく。 

教師養成は新しい問題ではなく、中国の建国以来、存在してきた問題である。教師の質と

いう問題は中国の教育発展にとって重要な課題としてたびたび提出されてきた(教育部 1985、

1999、2001、2006、2010)。素質教育の実現においては、教師養成が 1 つの重要な施策として

考えられている。 

本章の冒頭で指摘したように、ここでの素質教育に関する教育政策の検討範囲は 1985 年の

『決定』から現在までの一連の教育政策を包含するものである。そのため、まず、1985 年の

『決定』を見てみる。『決定』では、「合格した安定的な教師のチームを数多く作り出すことは、

義務教育の実施、基礎教育のレベルを向上するための根本的な施策である」と指摘されている

(中共中央 1985)81。そこでは、教師の地位の向上、教師に対する資格検定、教師研修、施設

利用、研究機関との連携など多岐にわたって教師育成のあり方について指摘されている。加え

て、教師養成の重要性は 1993 年の『中国の教育改革と発展綱要』によってさらに展開されて

いる。第 5 項のタイトルは「教師チームの育成」である(国務院 1993)82とし、39 条から 46

条までは、前述した第 5 項に含まれている。具体的には、1985 の『決定』に続き、教師地位

の向上、教学の質の向上、教師研修の体制を強調している。その他、教師の支給制度、人事制

度、福祉、奨励制度なども言及されている。その上、「教師チームの道徳教育を強化すること」

が 1994 年の『学校における道徳教育の実施をさらに強化するための改革に関するいくつかの

意見』の中で指摘された(中共中央 1994)。 

その後、素質教育の三大政策の綱領831997年の『当面の中小学校における素質教育の積極的

実施に関するいくつかの意見』では、師範大学は「学校経営の原理、育成目標、基本的な教学

理論、課程構造、教育内容および教育方法を通じて、教学能力を高めるという面における改革

を行う。このためには、素質教育のニーズに応えうる新しい教師を中小学校に送らなければな

らない」とされている(国家教委 1997)84。これは、具体的な課程の視点から教師養成を求め

ていることがうかがえる。 

また、『教育改革をさらに深め、全面的に素質教育を推進するに関する決定』でも、教育養

                                                        
81〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497960.shtml〉、2012年 6月 14日入手。 
82 ibid. 
83 楊（2002）が指摘した三大政策は『中国教育改革と発展綱要』（中共中央・国務院 1993）、『現在の中

小学校の「素質教育」を積極的に推進することに関する若干の意見』（国家教委 1997）、『中共中央国

務院の教育改革を深化し、全面的に「素質教育」を推進することに関する決定』（中共中央・国務院 

1999）である。 
84〈http://www.hzedu.net/Template/govManage3.aspx?id=730〉、2012年 6月 14日入手。 



69 

 

成に言及している(国務院 1999)。第 3項のタイトルとして「構造を最適化し、素質教育にお

ける質が高い教師チームを全面的に作らなければならない」と示されているところがある85。

第 3項は素質教育を推進するために、教師チームを育てることの意義、具体的な施策、また教

師管理および教師資源の合理的配置などについて指摘しているところである。その続きとして、

『基礎教育改革と発展に関する決定』(教育部 2001)では、第 4項にて「教師教育体系を完備

し、人事制度の改革を深め、小中学校の教師チームを大きく育てる」ことを述べている86。こ

こでは、質の高い教師チームを育てることは素質教育の「核心」であることを改めて提唱して

いる。教師教育の体系化は前掲した師範大学を通じて教師の人材を育てることではなく、師範

大学を通じて「開放的な教師教育体系」を作り出すものであるとされた87。また、「世紀に跨

る園丁プロジェクト」という教師研修計画が打ち出された。その上、教師人事制度の改革や教

師および校長の管理体制の完備をさらに強調している。 

次に、2001年 7月 27日に公布された『基礎教育課程改革の要綱(施行)』(教育部)において、

第 8項のタイトル「教師の育成および研修」が、師範学校および教師研修高等機関の役割を改

めて明確化した(教育部 2001,p.12)。つまり、師範学校およびほかの教師研修高等機関にて

教師研修を実施することをさらに強調している。また、教師継続教育の重要性もさらに強調さ

れている。例えば、「基礎教育課程改革の目標および内容によって、育成の目標、専攻の配置、

課程構造、教授法の改革を調整する。小中学校における教師継続教育は基礎課程改革を核心に

置いて行う」(教育部 2001,p.12)とされている。そして、教師研修計画については、「地方行

政は有効かつ持続的な教師研修計画を策定し、教師の研修機関が新しい課程改革の実施を主要

な任務として行う。教師の研修と新しい課程改革の実施は同時に推進しなければならない」と

いうことを指摘している(教育部 2001,p.12)。なお、教育部は 5 年ごとに教育の研修計画を

作ることとした。 

教師研修についての体系的な仕組みは図 2-2を参照されたい。そこでは、中央と地方にある

教師研修機関がその主体となるため、中央が提示する課程改革の理念は、このような教師研修

システムを通じて学校現場で実行されると考えられる。具体的な教育研修機関の仕組みは以下

の図 2-2 の通りである。 

  

 図 2-2 中国における教師研修(教師培訓)システム 

 

                                                        
85〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、

2012年 6月 14日入手。 
86〈http://www.edu.cn/20010907/3000665.shtml〉、2012年 6月 18日入手。 
87 ibid. 
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また、教育研修については、研修の対象は原理的には幹部研修と教師研修とに大別される。

新しい課程改革の中心は教師の研修であるため、『教師研修を先行させ、研修を受けた者を、

教育現場に入らせる。この研修を受けなければ教育現場に入ることができない』という規定が

『基礎教育課程改革綱要(試行)には設けられた(教育部 2001)。研修の内容は新しい課程改革

に関する指導思想、教育理念、改革目標および関連する政策資料、各科目の指導要領の解釈で

ある。具体的な方法としては教育部が研修の調査・要綱作成を担当する大学(例えば、北京大

学、北京師範大学、首都師範大学、華東大学など)を指定し、このような研究機関からの研修

のモデルを省レベルの行政官や教師に伝える。同様に、省レベルの機関は下部機関にこれらを

伝達するのである。新しい課程改革を円滑に進めるために「教師に対する訓練、研修を必須と

する(研修を受けずに仕事ができない)」という原理を作り出した。そのため、新しい課程改革

に参加する学校の教師は上述した関連機関を通じて、教師研修を受けることとなっている。 

本節では素質教育を実施するために、その 1 つの施策としての「教師養成」についての政

策の内容を踏まえながら検討を進めてきた。次に、素質教育が最初提唱された重要な根拠とし

ての応試教育の是正とつながっている評価改革について検討していく。 

 

2.4.  評価改革 

評価改革では、素質教育を実施する際の入試改革を最も重要な問題として取り上げている。

それは、素質教育をうまく推進することができない根本的な要因として応試教育を象徴する入

試制度が想定されているからであり、さらには、それが応試教育の弊害を是正しようとする時

に、それを拒む元凶と考えられているからである。そのため、90 年代からの教育政策におい

ては、評価改革の中では、入試改革は素質教育を実現するための施策としてたびたび言及され

ている。 

例えば、1997 年 10 月 29 日『小中学校における素質教育の実施を積極的に推進することに

関するいくつかの意見』が公布された(国家教育委員会 1997)。同『意見』は進学制度の改革

を提案したが、特に、九年の義務教育が普及している地域では、「小学校から中学校の入試を

免除」し、日本の学区入学に相当する「就近入学」の制度を導入することによって、中学校の

入試による「学習者の試験の負担を減らす」こと、大学入試の場合は「知識と能力がともに重

要」であることが打ち出された(国家教育委員会 1997)88。このような施策においては、「受

験緩和」という政府の意図がうかがえる。その後の『教育改革を深化し、素質教育を全面的に

推進することに関する決定』の公布によって、生徒募集制度と評価制度がさらに改革されるよ

うになっている(国務院 1999)。 

また、大学入試制度と素質教育との関係を明確に指摘したものもある。例えば、『教育改革

を深化し、素質教育を全面的に推進することに関する決定』は「大学入試制度を改革すること

は中小学校における素質教育の実施を推進するための重要な施策である」(国務院 1999)89と

主張し、大学の入試制度に関する具体的な施策を指摘した。例えば、「高等学校」の学校運営

の自主権を拡大することとし、毎年 2回の受験を行うというものである。その際、大学入試科

目の設定は「能力と総合的な素質」に対する評価に重点を置くこととなっているというような

ものである(国務院 1999)90。このように、大学入試の場合は、従来のペーパー成績(伝統的

な学力)を評価することだけではなく、能力や総合的な素質(新学力)を評価の対象とするべき

だとされるようになっている。 

                                                        
88〈http://www.hzedu.net/Template/govManage3.aspx?id=730〉、2012年 6月 14日入手。 
89〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、

2012年 6月 14日入手。 
90 ibid. 
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一方、『教育改革を深化し、素質教育を全面的に推進することに関する決定』は義務教育が

普及している地域においては、中学校への入学試験を廃止し、高校の段階は、高校の会考91制

度を改革することが支持されている(国務院 1999)。このような動きは 2001 年『基礎教育課

程改革要綱(試行)』によって、さらに強化されている。そこでは、これまでの「中学校の入学

試験を免除」する上に、中学校から高校への入試制度についても負荷軽減が導入された(教育

部 2001,p.10)。即ち「試験の内容は社会の実際と学習者の生活経験と結びつけることを強化

し、学習者の分析能力、解決問題の能力」を重点的に評価することとされたのである(教育部 

2001,p.10)。大学入試制度に関しては「基礎教育課程改革」と結びつき、「中学校における素

質教育の実施」はもとより、「学習者の能力と素質」を考察することを強化することが主張さ

れた(教育部 2001,p.10)。 

こうして、これまでの教育政策における評価制度の改革を見る限り、入試制度は応試教育を

是正し、「素質教育」の理念と近づくようになっている方向で実施されてきた。言い換えれば

その際、入試制度の改革によってそれに伴って、試験内容におけるいても学力観の変容が見ら

れる。そのため、受験生にとっては従来の応試教育における「伝統的な学力」の勝負における

選抜だけではなく、「新しい学力」の勝負選抜にも関わっていると考えられるが求められてい

る。 

次に、義務教育における均衡発展を見てみよう。 

 

2.5.  義務教育における均衡発展 

義務教育における均衡発展は、21 世紀後の中国の教育における重要な課題であり、これも

また、素質教育を実現するためのもう 1つの重要な施策であると思われる。 

例えば、『義務教育における均衡発展をさらに推進することに関するいくつかの意見』の中

では、「各地は全面的に素質教育を推進」することを「義務教育における均衡発展の根本的な

任務」とすることを明記した(教育部 2005)92。このように、義務教育における均衡発展の最

終的な目的は「素質教育」の実現を支えるものとして読み取れる。 

義務教育における均衡発展が提唱される背景には主に 2 つの側面が考えられる。つまり、

社会の不平等に対する現状認識の高まりと中国における経済の発展という実情である。孫

(2001)が指摘したように、「城・郷二元制」という社会構成によって、中国に地域格差がもた

らされ、90 年代以後は貧富の差が激しくなっている(p.37)。そのため、社会の「不平等」や

「不公正」に関する社会現象がたびたび露呈し、益々拡大する傾向が見られる。例えば、「城・

郷の収入の差」は「1997年の 2.4倍から 2008年の 3.4 倍」になっており、「毎年平均 3.3%」

の増加が見られるとする論者もいる(蘇・宋 2010,p.106)。このような社会環境の中では、社

会のサブシステムとしての教育の領域においても不平等問題を無視することができず、特に、

こうした「不平等」の問題は義務教育の構成にある「平等性」と「公益性」と相矛盾する存在

であると指摘されるようになっている(謝 2003；田 2004)。そのため、義務教育における「不

平等」の是正は中国の教育にとって、極めて切迫した問題となっているといっても過言ではな

い。むろん、過去において中央政府に教育の不平等を是正しようとする視点が無かったわけで

                                                        
91 20世紀 80年代以後、大学への進学率は高校を評価するための唯一の指標になったため、高校では進

学率を追求する現象がますます激しくなる。このような教育問題を是正するために、国家教育委員会

（教育部）は 1990年 6月 6日『普通高校における卒業試験制度を実施することに関する意見』を公布

した。そのため、水平試験と選抜試験を分けるようになっている。つまり、大学入試の成績は学習者

を唯一の評価基準ではなく、卒業試験の成績は学校を評価する根拠、あるいは個人の就職、軍入隊な

どの評価根拠となっている。 
92〈http://baike.baidu.com/view/2996450.htm〉、2012年 6月 18日入手。 
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はないが、『義務教育における均衡発展』のような教育政策を打ち出すことによって均衡発展

を明確に提唱したのははじめてであると言えよう。 

2 つ目は、義務教育の均衡発展という理念の提唱は、中国の経済が発展するにつれて、教育

に対する投資という財政的な余裕が出てきたことが考えられる(謝 2003；楊 2008；王 

2011)。前述したように、これまでの中国の教育は、義務教育において量の拡大という課題と

向き合ってきたが、これからは質の向上に対して力を入れなければならないとの認識が深まっ

たのである(教育部 2005、2012)。 

こうした教育の意義付けの転換期にあたって、素質教育を実現するための教育における質

の向上に関しては前述した新しい課程改革は 1つの手段であった。同時に、平等93を教育の視

野に入れるのもその 1 つの手段だと考えられる。 

ここでは、なぜ義務教育における均衡発展が、素質教育の一面として提出されたのかが非

常に重要な課題であろう。この問いに応えるためには、まず、なぜ義務教育の均衡発展そのも

のが提唱されたかを検討する必要があると考えられる。この問題について中国の社会構成の特

徴、教育構造の特徴や教育管理の特徴および格差の是正という 4つの側面をめぐって展開して

いく。 

 

2.5.1. 中国の社会構造および教育構造の特徴 

中国の社会構造の特徴としては「城・郷二元構造」がある。伝統農業と現代的な工業が並

存しながら、遅れた農村と先進的な都市が存在しているのである。ただし、世界でこうした二

元的な構造は単に中国だけにあるものではなく、発展途上国には共通する問題であるといわれ

ている(肖 2005)。しかしながら、他の国には人口流動の制限がない一方、中国は、制度的(人

為的)に農村人口が都市に流動することを制限し、その実現は戸籍制度をめぐって強化された

一連の分化制度の策定に関係している。 

戸籍制度は建国初期に作り出されてから 90年代まで絶えず強化されてきた。肖はその強化

の背景には 3 つの要素があると指摘した。すなわち、「重工業を優先するという強制的に追い

越せ戦略」、「高度に集中的な計画体制」、「人口規模の迅速かつ膨大な増加」ということである

(肖 2005,p25)。都市と農村の分化の拡大は、様々な制度設計とつながり、14 種類の制度が

存在するとされる(郭 1998、1990；劉 1998、1990)。即ち、戸籍制度のほかに、住宅制度、

食料供給制度、副食品、燃料供給制度、生産資料制度、教育制度、年金制度などである。もち

ろん、こうした「城・郷二元構造」の内実は社会の発展につれて変わらないものではない。孫

が指摘したように、これらの制度を主導する要因に関して、従来の「政府主導型の二元構造」

から「市場主導型の二元構造」への転換が見られる(2007,p15)。また、近年、中国政府はこう

した二元構造を変えようとする「城・郷の一体化」(rural-urban integration)という政策を

策定した。このことによって、二分化の実態がさらに顕著になると考えられる。こうした諸政

策にもかかわらず、中国の現状において、依然として「城・郷二元構造」は強力に存在してい

ると指摘されている(肖 1990；劉 2005；孫 2007)。したがって、こうした社会的背景を踏

まえて、中国における教育制度の構造特徴を検討する必要がある。 

 

(1)教育制度の構造的特徴 

教育制度の構造的特徴については、都市・郷鎮の教育資源の配分と教育管理権限を中心に

                                                        
93 平等、公正、公平は同じ概念ではないが、共通点がある。楊（2006）が指摘しているように、公平は

「均等」という意味が強い、平等は制度などを指すことが多いのに対して、公正は社会の環境を指す

ことが多い。そのため、教育においては、中国では平等というより、公正がよく使われる。にもかか

わらず、筆者が教育制度、特に政策に対して考察を行うことを目的とするため、「平等」を取り上げる。 



73 

 

整理していく。 

まず、城・郷の教育資源の配分から見てみよう。これは、主に義務教育の段階における投

資の差異をめぐって展開されている。義務教育における城・郷における教育投資の差異に関し

ては学校を経営する上での物理条件である投資の差異、教師投資の差異などに表れる(周 

2007；司 2011)。教育投資については、ここでは言及しないが、要約すると、義務教育にお

ける教育投資の原理は、都市部が郷と村より教育資源が多く、両者間に偏りがある。また、競

争力のある学校には通常の学校より多く投資される。すなわち、教育資源がもともと恵まれた

地域や恵まれた学校に集中する。このような偏った教育資源配分体制は、建国初期から存在し

たものである。建国初期の中国は資源が極めて不足であったため、限られた資源を相対的に基

盤があるところに投入しなければならない状況があるとされ、この分配の仕方は建国の初期及

びその後もしばらくはその役割を果たしたといわれている(袁 2006)。しかしながら、社会の

発展につれて、このような体制の弊害が露呈するようになってきたものの、この体制に有効な

調整あるいは改善が行われていないため、公平性を欠いた分配体制のままとなっている(徐 

2004；朱 2010；柴 2011)。 

さらに、この体制のため、恵まれた学校であるほど有利になるという教育における不公平

の問題が生じる。例えば、重点学校94という政策はその代表的な例である(楊 2005；袁 2006)。

しかし、教育の質を向上するためには、恵まれた学校を発展させることだけではなく、すべて

の学校を発展させなければならない。したがって、義務教育における均衡発展は 21 世紀の中

国教育にとって重要な課題として提唱されているのである(楊 2005；袁 2006；張 2011)。 

 

(2)教育の管理権限について 

中国の建国初期、中国の基礎教育における管理体制は旧ソビエトの中央集権的管理モデルを

模倣していた(鐘 2005；劉 2009)。しかし、この中央集権制度は地域の活性化に悪影響を与

えたため、80 年代からは地方分権化への動きが見られた。もちろん、このような地方分権と

いう動きは教育領域に限るものではない。正確に言えば、政治における地方分権は教育よりも

先行したのである。ここでは本研究に関係する、教育の管理権限を、教育政策における教育分

権についての内容を踏まえながら検討していく。 

教育における地方分権は 80 年代から一連の政策を通じて推進されている。例えば、1985年

の『決定』(中共中央)は、当時の社会および経済の実情を考慮するために、全国における教育

の達成目標によって、地域を三種類に分けたのである。「人口の四分の一を占める都市、沿海

の各省および経済が発展した地域、および少数の発展した内陸である。こうした地域において

は、大半の地域にて初級中学校を普及させ、その他の地域でも 1990 年ごろには量・質による

初級中学校を完成させ、普及させている」(中共中央 1985)95。これは、経済的に恵まれた地

域を指しているが、第 2種類の地域としては「全国の人口の半分以上を占める中等的な発展状

態にある鎮および農村である。この類の地域においては、まず、質・量において小学校教育を

普及させ、同時に、積極的に条件を整え、1995 年頃までには中等段階の普通教育および職業

教育と技術教育を普及させようとしている」96。そして、第 3類の地域としては「全国人口の

四分の一を占めた遅れた地域である。こうした地域では、経済発展につれて、いろいろな手段

を使って程度こそ異なるが基礎教育を普及させる。この類の地域における教育の発展は国家が

                                                        
94 袁(2005)によると、重点学校という政策は廃止されたとはいえ、優勢学校として相変わらず存在して

いる。そのため、こうした優勢学校は、かつてと同様に資源分配に恵まれた状態は変わらないのであ

る。 
95〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497960.shtml〉、2012年 6月 14日入手。 
96 ibid. 
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できるだけ援助する」(中共中央 1985)97。 

このように、『決定』は、経済および社会の状況を考慮した上で教育における異なる達成目

標を定めて、三種類の地域を分けたのである。さらに、基礎教育の管理は基本的に地方政府が

責任を負うという原理にも従ったのである。つまり、基礎教育の財政の支出は地方政府に委ね

られているのである(中共中央 1985)。そのため、前述の重点学校と同じ原理に基づいて進め

られ、恵まれた地域ほど、基礎教育に対する投資が多いということになる。その後もこのよう

な地方分権の体制は続いており、基礎教育を超えて、高等教育までにも広がっている。 

例えば、『中国における教育改革と発展要綱』によると、「中央は高等教育に対してはさらに

簡政放権(政府機関を簡素化し、分権する)、省(自治区、直轄市)にある教育の決定権および中

央部分に所属している学校の統一企画という権利を拡大していく」としている(国務院 

1993)98。また、『決定』によると、第 11 条では「さらに簡政放権が広がっている。省級の人

民政府発展および本地区の教育の権力および統一企画の度合いを強めることとなり、教育は当

該地域の経済社会発展と密接に結びつくことになっている」ということである(国務院)99。 

こうした分権は高等教育だけではなく、職業教育までに広がっている。さらに、基礎教育に

おける地方分権はさらに強化されるようになっている。例えば、前節にて触れたように『基礎

教育課程改革要綱(試行)』では、基礎教育において「三級管理」という学校管理体制を作り出

した(教育部 2001)。「三級管理」とは「中央、地方、学校」という体制のことである。ここ

で、もう 1つ指摘すべきこととしては『農村教育をさらに強化することに関する決定』におい

ては、「県を主として」の農村義務教育管理体制を主張したことである(国務院 2003)100。具

体的な内容としては「国務院の指揮に基づき、地方政府が責任を負い、レベルを分けて管理す

る、県を主とする」という農村義務教育体制である(国務院 2003)101。また、「県レベルの政

府は本地域における教育発展企画、経費の管理、校長および教師の人事などについて直接責任

を負うこと」としている(国務院 2003)102。このような義務教育における「県を主として」の

制度は、義務教育の財源は従来の義務教育の「郷」行政府が責任をおうことから、1 つの格上

げの行政府、「県政府」に委ねるものとなっている。この意味では、分権というより、財権に

は集権化する動きがうかがえる。とはいえ、前述した教育政策を通じて、1985 年からの中国

における教育の管理制度は依然として分権を維持していると考えられる。 

しかしながら、分権の流れの中、いかに地域の格差を縮小し、均衡発展を達成するかが諸

教育政策の中で論じられている。こうした主張は、主に 2つの時期―準備期と本格期―に分け

られる。準備期としては 2005 年の『義務教育における均衡発展をさらに推進することに関す

るいくつかの意見』(以下は『均衡発展意見』と略記)が公布された前の時期である(教育部 

2005)。その具体的な施策は、恵まれない学校の内容充実、農村地域の教育を考慮すること、

「弱勢群体」(恵まれない子どもの集団)に関心を払うことである。本格期としては、『義務教

育均衡発展をさらに推進することに関するいくつかの意見』(以下は『均衡発展意見』と略記)

を公布してからのことである(教育部 2005)。 

 

2.5.2. 義務教育における格差是正について 

義務教育における格差を是正するための政策は、「薄弱学校」(特別支援学校を指す)の内容

                                                        
97 ibid. 
98〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
99 ibid. 
100〈http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/200710/27725.html〉、2012

年 6月 18日入手。 
101 ibid. 
102 ibid. 
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充実、農村地域の小中学校における質の向上、義務教育における均衡発展という三点に集約す

ることができる。まず、「薄弱学校の強化」について見てみよう。 

 

(1)「薄弱学校」の内容充実 

「薄弱学校」の内容充実に関しては、1986 年の 3 月に公布された『中学校の地方改革にお

ける中学校の募集方法を普及させることに関する通知』103で「薄弱中学校の内容充実を図る」

として提唱されたのが最初である(国家教育委員会 1986)。しかし、ここでは単に「薄弱学校」

の内容充実の言葉に触れただけであり、具体的な施策を取り上げなかったのである。「薄弱学

校」の内容充実について詳しく論じた教育政策は『大中都市における薄弱学校の内容充実を強

化し、義務教育段階にあるすべての小学校を改善することに関する若干の意見』104である(以

下は『意見』と略記)(教育部 1998)。 

『意見』には、「薄弱学校」が生じた要因や特徴などが取り上げられている。例えば、その

発生要因としては「学校を経営する条件が良くない」、「学校のリーダチームが強くない」、「教

師チームが弱い」、「児童・生徒の質が良くない」などがあげられてある(教育部 1998)105。一

方、「薄弱学校」の特徴としては「学校の管理が良くない、教学指導の質が低い、社会的な評

判が低い、児童・生徒が行きたがらない、保護者が信用できない」がある(教育部 1998)106。

そのため、その弊害としては「義務教育の段階においての教育機会の平等を実現することがで

きない、学校選択においての費用を高く徴収しても根本的に解決することができない、素質教

育を全面的に推進することができない」とされているのである(教育部 1998)107。以上により、

「薄弱学校」の問題を解決するためには、教師チームの育成をはじめ、評価制度の改革、学校

の条件の改善や生徒募集制度の改革など十項目の意見が取り上げられた。 

これらの一連の施策を通じて、義務教育段階のすべての学校を良くすることや学校間格差

を是正する意図がうかがえる。また、「薄弱学校」の内容充実に関しては、その後の一連の教

育政策によってさらに強化されるようになっている。例えば、1999 年の『中共中央国務院は

教育改革を進化し、素質教育を全面的に推進することに関する決定』の中では、「薄弱学校」

の教育チームの強化を再び提起している(中共中央国務院 1999)108。 

一方、格差を是正するためには、大中都市の小中学校の中の「薄弱学校」の内容充実にと

どまらず、農村地域にある小中学校の質を高めることも素質教育政策の中に取り入れたのであ

る。次は、農村地域における小中学校の質を高めることに目を向けよう。 

 

(2)農村における義務教育の発展 

前述したように、教育の格差を是正するためには、「薄弱学校」の内容を充実すると共に、

農村教育を発展させることも含まれていた。農村教育の発展を求めて「教育公平」と「社会公

正」とにつなげる教育政策は『国務院農村教育の取り組みをさらに強化することに関する決定』
109(以下は『決定』と略記)である(国務院 2003)。『決定』においては農村教育の取り組みに

関する重要性の指摘、義務教育の成果と質の向上、農村教育改革の深化、管理体制の改善、恵

まれない学習者に対する就学制度の改善、教師の質の高める、IT 化の実施、農村教育の事業

                                                        
103〈http://wuxizazhi.cnki.net/Article/RMJY1986Z1005.html〉、2012年 6月 14日入手。 
104〈http://baike.baidu.com/view/2993541.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
105 ibid. 
106 ibid. 
107 ibid. 
108 〈http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22615/22793/2006/3/he7396032197360029150-0.htm〉、2012

年 6月 14日入手。 
109〈http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/200710/27725.html〉、2012 年 6月 14

日入手。 
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の支援という 8 つの側面をめぐって論じられてきた。『決定』の内容を踏まえると、農村にお

ける基礎教育に関する施策については主に 4つの特徴があげられる。 

第 1に、政府が教育の責任を負うようになっている。つまり、農村教育に関しては従来の「農

民が営むこと」から「政府が営むこと」へと移行されたのである(蘇 2004,p.22)。それによ

って、中央、地方と地(市)レベルの行政府に移転支出(transfer payment)を増やすことによっ

て財政が苦しい「県」の教育経費支出能力を高めることが可能になる。具体的には、「県」レ

ベルの行政府は義務教育費を増加し、義務教育の経費の全額を予算に入れることができる。省

レベルの政府は管轄区内におけるすべての県の財政能力を考慮し、財政が困難な県に対して移

転支出を増加することを行う。ここで指摘しなければならないことは、県政府が義務教育経費

を負担する主体であることである。 

第 2に、教育の質を確保するために、教師の招聘(募集)制度を全面的に実施していることで

ある。つまり、農村教育の質を確保するために、教師の質に達していない人を雇用することは

できない方向性である。 

第 3に、農村における児童・生徒は教育を受ける機会が確保されるようになった。これにつ

いて 2つの側面が考えられる。まず、農村における子どもの貧困による不登校などを防ぐため

に、「両免一補」(「両免」は雑費の免除、教科書の費用の免除であり、「一補」は寄宿生の生

活費を援助する)を実施している。その上、200 万人以上といわれる「農民工」(都市に出稼ぎ

農民)の学齢期にある子どもはより平等な教育機会を与えられるような政策がとられている。   

第 4に、農村小中学校に eラーニングを普及させるものである。在学 5年間を使って、農村

における中学校はメディア教室を持ち、小学校は衛星によって学習を行う授業センターを持ち、

学習ソフトとそれを映す設備が備えられている。ここで、留意すべき点としては、eラーニン

グに対する費用投入は地方行政府が主体となって行うことである(国務院 2003)。 

以上、教育格差の是正について「充実期」にある都市に存在する「薄弱学校」の内容充実

や農村における義務教育の発展をめぐって検討してきた。これらの一連の施策を通じて、義務

教育における教育「質」と「平等」を追求されていることが読み取れる。次は、教育格差を是

正するための「本格期」を見てみよう。 

 

 

(3)義務教育における均衡発展 

義務教育における均衡発展は『義務教育における均衡発展をさらに推進することに関するい

くつかの意見』(下記は『意見』と略記)にて提起された(教育部 2005)。『意見』は 6 つの部

分からなっている。主な内容は以下通りである。①義務教育における均衡発展の重要性を指摘

すること②、学校間における学校運営の条件格差を是正すること、③農村地域および城・鎮に

おける教師養成、④すべての学校の教学の質を高めること、⑤恵まれない児童・生徒が義務教

育を受けることを確保すること⑥査察評価体系を作り出すことである(教育部 2005)。 

前述した 6 つの側面をめぐってその具体的な内容を取り上げながら、検討すると以下のよ

うになる。 

第 1 に、均衡発展の重要性を指摘する部分には、まず「義務教育の均衡発展の指針として

社会主義の『和諧社会』を作り出すことに重要な役割を果たすことを十分に認識する」ことが

指摘された(教育部 2005)110。これによって、義務教育の均衡発展は教育の目標だけではなく、

社会理想を実現する手段であるとされたことがうかがえる。その上、義務教育の重点は「すべ

ての学校がよくなり、すべての児童・生徒の健康的な成長をさらに着実に進め、「城・郷」間、

地域間、学校間における格差の拡大傾向を確実に止め、農村地域および城・郷における薄弱学

                                                        
110〈http://baike.baidu.com/view/2996450.htm〉、2012年 6月 18日入手。 
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校の経営条件を積極的に改善する」ということが指摘された(教育部 2005)111。このように、

社会構造によって生じた「城・郷」の格差、地域間の格差、学校間の格差を是正することを通

じて、すべての児童・生徒の質の向上を目指すことが読も取れる。そのため、「平等」の理念

がさらに重視されていると考えられる。 

第 2に、学校の経営条件の格差是正は、「薄弱学校」の内容充実、資金調達、「就近入学」(地

区入学)という 3つの側面から展開されている。しかし、ここで指摘すべきことは、「薄弱学校」

を定義する前提はこれまでの「格差」原理に基づいたものであるということである。なぜなら、

「薄弱学校」という概念は地域内(特に省の単位)において作り出されたものだからである。そ

の根底には前述した義務教育分権の問題と関連するものがある。  

例えば、『意見』によると、省レベルの行政部門は国家の関連規定と当地の実際の状況とに

応じて、義務教育における学校の経営条件に関する基本要求を策定し、各県(市、区)はこのよ

うな基本要求に達していない「薄弱学校」に対して時間限定で改造計画を制定する。そのため、

「薄弱学校」という内実は地域によって異なるものである。例えば、Aという先進地域にある

学校では「薄弱学校」であっても、非先進地域では、「薄弱学校」といえない可能性がある。

そのため、1つの問題が生じる。それは、前述で指摘したように、中国における各地域あるい

は各省の間には格差が存在し、前記の概念は、各省の実情に応じて作られたものであるため、

地域内あるいは省内においては一定の機能を果たしているかもしれないが、地域間にある格差

を是正することに役立つとは考えにくい。 

さらに、『意見』の中で「県は各教育経費の統一的な企画を強化して農村学校や城・郷にあ

る薄弱学校に精力的に取り組み、資金投入も行う」と指摘された(教育部 2005)112。このよう

に、「薄弱学校」を改善するための資金調達に関しては、「県」のレベル行政府に依拠している

ことがうかがえる。前述した義務教育資金の拠出と同じように、「県」行政府は「薄弱学校」

を改善することに必要な資金を拠出する。即ち、資金調達を「県」レベルの行政府に依拠する

ため、当初の義務教育の重点である「城・郷間、地域間、学校間」における格差を是正するこ

とと矛盾しているように見える。さらにいえば、このようなやり方を通じて、義務教育におけ

る「すべての学校」や「すべての児童・生徒」をよりよくするという見解には吟味すべき余地

がある。なぜなら、ここでの「すべて」はもともと同じスタートラインではなく、階層別ライ

ンが存在するからである。この点についてこれからの章の中にて再び提起したい。 

第 3 に、農村地域および城・鎮における教師養成に関しては、農村地域と城・郷における

「薄弱学校」の教師チームを養成する。その具体的な実施の原理としては、関連教育政策を「薄

弱学校」に集中させることである。例えば、城・郷の教師は農村の学校に赴任すること、「同

一区域における同類教師の給料は基本的な同じ」ことである等である(教育部 2005)113。その

ほかに教師研修費用の増額や教師の e ラーニングの教育を推進することも取り上げられてい

る。 

第 4に、『意見』は「有効な体制を作り、すべての学校の教学の質を高めることに努める」
114としている(教育部 2005)。ここでは、「全面的に素質教育を推進し、教育の質を向上させ

ることは義務教育の均衡発展おける根本的な任務」115ことが指摘された。具体的には、課程の

実施、査察評価体系と教学指導体系の構築、eラーニングを義務教育における均衡発展に寄与

するものとしている。しかし、新しい課程改革のところと同じ問題が存在していると考えられ

る。例えば、IT 化に必要な設備の確保が重要な課題となっている。 

                                                        
111 ibid. 
112 ibid. 
113〈http://baike.baidu.com/view/2996450.htm〉、2012年 6月 18日入手。 
114 ibid. 
115 ibid. 
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第 5 に、貧困層の教育が課題となっている。『意見』では、「各項目の政策を着実に行い、

経済的に恵まれない階層の児童・生徒の義務教育を受けることを確実に保証する」こととされ

ている(教育部 2005)116。具体的には、「各地域は貧困家庭出身の児童・生徒を援助する国家

政策を着実に行う」ことが指摘された(教育部 2005)117。例えば、行政府は農村の義務教育に

必要な教科書を購入すること、貧困層の児童・生徒に対する生活援助を行うなどである。さら

に、ここで指摘しなければならないことは、農民工(都市への出稼ぎ農民)の子どもの教育を教

育政策に入れることは非常に意義があるということである。これによって農民工の子どもに対

する差別的な扱いを是正できるようになった。例えば、農民工の子どもの学費の徴収は都市の

子どもと「同じように扱う」118政策が提起された。さらに、障害者の義務教育にも触れられて

いる。それによって貧困層の子どもの権利が教育政策によって保障されるようになっている。 

第 6 に、査察評価体制を設けるものである。具体的には、教育均衡発展の実施状況を把握

するために、査察評価体制が設けられた。また、この体制の運営主体は、主に、国家の督導団
119をはじめ、各省、自治区、直轄市の人民政府の査察部門である。そして、県レベルの教育行

政部門を主な運営主体に指定した。最も重要なことは、義務教育における均衡発展の実施状況

が地方の行政者の業績とつながるようにしたことである。 

以上にて『意見』における 6 つの項目の内容を検討してきた。ここで特記すべきことは、

均衡発展を実現するためには、格差に基づく原理を踏まえたものが必要とされていることであ

る。例えば、前述したように、教育における格差の是正は地域間、地域内(城・郷)、学校間に

ある格差を是正することを指すものである。いずれにしても、義務教育における均衡発展に対

する具体的な施策は地方政府が責任を負うこととなる。特に、県行政府はその責任の主体であ

る。そのため、義務教育における格差の是正は地方の状況に対応しながら実施されている。即

ち、県行政府単位で行われていることである。そのため、地域格差を是正することを通じて、

全体的な格差を是正しようという狙いがうかがえる。このような体制は理論的には明快である

かもしれないが、実践的なレベルに降りると、逆効果を招く可能性がある。すなわち、次の 2

つの問題をはらんでいると筆者が考える。第 1に、局部の調整は成功したとしても、全体的な

格差是正の視点から見ると、以前から存在している格差がそのまま保持され、あるいは拡大さ

れるという恐れもある。第 2 に、局部の調整も成功せず、地域間、地域内の格差がさらに拡大

することである。本研究は上記の問題を先進的な地域にある小学校と非先進地域にある小学校

における素質教育の実践状況の観察・検討を通じて、この点を検討する。 

その他の問題として『意見』は教育政策の中での恵まれない児童・生徒の扱い、さらには、

その査察体系について取り上げる。『均衡発展意見』の公布は中国の社会理念の転換が進んで

いることがうかがえる。すなわち、「平等」あるいは「公平」の追求が教育領域にて取り組ま

れていることが分かる。 

本節では、素質教育政策における素質教育を実現するための施策を検討してきた。しかし、

これらの施策が役割を果たしたかどうかは素質教育政策の原理と対比して考えることが必要

となる。そのため、次節では素質教育政策に基づく原理を見てみよう。 

 

                                                        
116 ibid. 
117 ibid. 
118 実は、中国では戸籍制度があるため、戸籍の所在地で学校に入学するという制度がある。そのため、

農民工の子どもは都市の学校に就学する権利を持っていない。その上、学校は学費のほかに「転学料」

という費用を農民工の子どもに課する時期があった。 
119教育督導（査察）は教育査察機関あるいは視察員は国家の教育方針、政策、法律・規定に基づいて下

位の機関に対して監督、検査、評価、指導などを行うものである。2009年公布された『国家教育督導

条例』（請求意見稿）によると、教育督導を総合督導と専門督導に分けている。 
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3. 素質教育政策が基づく原理 

 

 上述した素質教育政策は主に 3つの原理に基づき策定されていると考えられる。それは、「格

差原理」、「補償原理」、「平等原理」の 3つである。まず、「格差原理」について見てみよう。 

 

3.1.  格差原理 

ここでの「格差原理」というのは、中国の教育政策を策定する際に、現状にある地域格差を

認識した上でこれらに弾力的に対応するものである。例えば、前述したように、1985年の『中

共中央は教育体制改革に関する決定』では、中国の経済と文化に存在する不均衡の実情に基づ

き、全土を 3つの地域に分けた。その上で各地域に応じてそれぞれ異なった。 

義務教育の内容と要求を提起したのである(中共中央 1985)120。こうした「格差原理」はす

べての教育政策でも貫かれ、2000 年以降の教育の「質」と「平等」を追求しようとする政策

の中にも、反映されている。例えば、2001 年の『基礎教育課程改革綱要』では「本校課程」

を策定する際にこのような原理を取り入れたと考えられる。学校は「所在地の社会・経済発展

の具体的な状況に応じて自校の伝統と優位点、児童・生徒の興味とニーズとの結びつき、自校

に適応する課程を開発し、あるいは選択」することが求められている(教育部 2001,p.11)。 

一見すると、前述した内容は魅力的ものであろう。学校の実情に応じ、地域の優位点を生か

すなどを通じて、学校の多様性を発展させることにもつながるであろう。しかし、中国の現状

と義務教育の管理制度を踏まえてこれを検討すると、この施策の根底にあるのが「格差原理」

である。前述したように、「城・郷二元制」という社会構造に基づいた中国の現実は地域格差

が激しいのであり、むろん、ここの地域格差は「城・郷」という次元だけではなく、地域内、

地域間という次元まで及ぶものである。こうした地域格差の前提にある義務教育の制度は基本

的に「地方責任制」であり、正確に言えば、末端にある行政府が(郷・県)責任を負うものであ

る。そのため、義務教育の経費を調達するのは、地方政府の財政力如何に関わる。つまり、義

務教育の投資は財政力が恵まれた地方政府と恵まれない地方政府とで差が生じる。なお、こう

した「格差原理」は前述した格差を是正しようとする各施策に関わっている。そのため、「薄

弱学校の内容充実」、「農村教育の発展」、「恵まれない児童・生徒の教育」に関する施策は実施

段階に至ると地方の経済的実力と緊密につながらざるを得なくなっている。以上により、素質

教育政策を策定する前提のひとつは「格差原理」を踏まえることにあることがうかがえる。次

に、「平等原理」を見てみよう。 

 

3.2.  平等原理 

前述したように、義務教育の施策は「格差原理」という前提に基づくものである。とはいえ、

こうした「格差原理」が存在しても、実際には「平等」理念と連動している。なぜなら、前述

した一連の弾力的な対応は、1 つの戦略であるからである。「格差原理」を通じて、学校格差

が生じたとしても、まずは、先進地域や先進学校を作り出す。こうした先進地域あるいは先進

学校は後進地域あるいはそうした地域の学校を支援することを通じて、全土のレベルを向上さ

せていこうという政府の期待がある。この戦略は改革開放の鄧小平の「先富論」(先に一分の

人々は金持ちになる)と合致している。つまり、全土の教育状況はどうであれ、とりあえず一

部の地域あるいは一部の学校の教育の質の向上を図る。次に、こうした地域あるいは学校には

モデル効果を発揮させる。すなわち、先進的な地域あるいは学校は後進地域や学校を支援する

ことを求めている。こうした戦略は『国務院は農村教育の仕事を更なる強化することに関する

決定』の「対口支援制度」によってより強く反映されている(国務院 2003)。 

                                                        
120〈http://www.edu.cn/zong_he_870/20100719/t20100719_497960.shtml〉、2012年 6月 14日入手。 
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ここで言う「対口支援」というのは、簡潔に言えば、経済の発展地域が遅れた地域を援助す

ることである。現在中国では、こうしたやり方は各領域にわたって実施されている。例えば、

災難援助、経済援助、医療・教育援助などが挙げられる。教育の領域においては、主に以下の

ような対応関係がある。「東部地域の学校は西部の貧困地域の学校を支援する」、「大中都市の

学校は本省(自治区、直轄市)にある貧困地域の学校を支援する」ことである(国務院 2003)121。 

さらに、中央政府は民族自治区における農村地域の教育を支援する。このように、先進的な

地域にある学校は後進地域の学校を支援するという連鎖ができている。なお、こうしたやり方

の最終の目的は、中国の教育全体のレベルを高めることであり、「すべての学習者」に質がよ

い教育を与えるという素質教育の目標と一致し、教育における平等を実現しようとするもので

ある。 

前述したように、素質教育政策を策定する原理には「平等原理」と「格差原理」がある以外

に、「補償原理」がある。次は「補償原理」を見てみよう。 

 

3.3.  補償原理 

教育政策における「補償原理」は簡潔に言えば、教育資源が恵まれない地域、学校および集

団に資源が傾注されることを指す。例えば、前述した『国務院の農村教育管理をさらに強化す

ることに関する決定』によって提起された農村地域の子どもに対する「両面一補」政策である

(国務院 2003)。あるいは、『教育部の義務教育均衡発展をさらに推進することに関する若干

の意見』においては、経済的に恵まれない子どもの義務教育を保障するための施策を提起した。

例えば、国家は貧困家庭の子どもに対する援助政策などを取りあげ、国の教育資源を西部の農

村、貧困の県、少数民族地域に多く投入することである。 

また、『国務院の基礎教育改革と発展に関する決定』にて提起された第 2 期の「国家貧困地

域における義務教育プロジェクト」は正にそれである(教育部 2001)。この「国家貧困地域に

おける義務教育プロジェクト」はこれまで国家の専用資金が最も多く使われたプロジェクトで

ある。このような「補償原理」に基づいた教育政策は「資源配置の点では不平等であるが、公

平を目指すものである」と言われた(禇・楊 2008,p.14)。しかし、ここで留意しなければな

らないのは、「補償原理」を行っている主体は必ずしも中央政府とは限らない。地方行政府も

ある意味では、その負担を負うものである。そのため、「補償原理」の実施は地方行政府の経

済的実力が影響している。 

 本節では中国における教育政策の策定における原理を、「格差原理」、「平等原理」、「補償原

理」であるとした。しかし、一見合理的に見えるこれら 3つの原理はその実践のありようによ

ってきわめて異なる結果をもたらすことが推測される。この点について次節にて再び論じたい。 

 

4. まとめと考察 

 

本章では、主に素質教育政策を中心に検討してきた。具体的には、教育政策の内容を踏まえ

て、素質教育の教育政策を策定していく経緯、素質教育を実現するための施策を明らかにしな

がら、素質教育政策が準拠する原理を明らかにした。本節では、以上の内容を踏まえてまとめ

と考察を行いたい。 

まず、第 1節では、素質教育に関する教育政策の経緯を検討した。それは、主たる 2つの段

階に分けてまとめた。第 1の段階は、素質教育の前史である。つまり、素質教育が批判してい

る応試教育に生じた「減負」という問題についての教育政策を検討してきた。結論からいえば、

                                                        
121〈http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/200710/27725.html〉、2012

年 6月 18日入手。 
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応試教育によって課業負担過剰という問題が生じたため、「減負」という対策が建国時からの

中国の教育史にて連綿と続いていると考えられる。また、この「減負」という理念は、まずは、

児童・生徒の健康を考慮することから、各能力の育成、すべての児童・生徒のためという教育

目標とつながっている。それ故に、「減負」という理念は現在の素質教育を支える理念と整合

する部分が多い。そのため、「減負」という教育政策を素質教育政策の前史として本章では取

り上げた。第 2の段階は教育政策において正式に素質教育を取り上げられる時期である。それ

はさらに 2つの段階に分けられると考えた。つまり、義務教育における「量」の拡大期、もう

ひとつは「質」を高めた時期である。「量」の拡大期における一連の教育政策においては、最

初は「労働者素質」、「国民素質」が取り上げられ、素質教育の名前を直接使わずに始められた

が、その後素質教育の名前が正式に教育政策の文献に出現するという経緯を辿った。さらに、

この時期の素質教育の教育政策には「主体性の重視」、「全面的な発展」、「すべての学習者へ」

という素質教育の理論界で取り上げられた 3つの要素を視野に入れたのと合わせて、前史にて

取り上げた上述の「労働者素質」、「国民素質」要素も含まれている。同時に、第 2 節にて触れ

た「道徳教育の重視」、「教師養成」、「評価制度の改革」などの関連する施策を取り上げた。 

他方、義務教育における「質」を高めた時期は、2000 年の「2つの基礎」を実現してからの

ことである。この時期の「素質教育」の理念は学校教育の「質」を高めることと「平等」の理

念の更なる強化と考えられる。そこでの具体的な施策は「新しい課程改革の実施」と「義務教

育における均衡発展」ということであった。ここで指摘すべきことは、これまでの素質教育に

は「平等」という理念がないわけではないが、この時期の「平等」は社会構成の最小の単位と

しての「個人」に止まっており、社会構造の問題に対してはほとんど提起されていなかったこ

とである。例えば、素質教育は、「すべての児童・生徒」を教育の視野に入れたことがうかが

えるが、いかに「すべての児童・生徒」に高い質の教育を与えるかについての具体的な指摘が

ない。このような穴を埋めた主なものが 2000 年以後に打ち出された基礎教育の「質」を高め

る教育施策であろう。つまり、新しい課程改革の実施は教育の質を高めること、「義務教育に

おける均衡発展」の実施は「すべての子ども・生徒」によりよい「質」の教育を与えることと

されたのである。これらによって、人的な発展と平等の理念は素質教育の実施の段階に入った

と考えられる。また、素質教育の教育政策を見る限り、前章で検討した素質教育の学習者の「全

面的な発展」、「すべての学習者へ」、「主体性の重視」という 3 つの要素は素質教育政策を貫く

ものであると考えられる。さらに、素質教育を通じて、ターゲットにしようとする能力は「創

新(innovation)・創造能力」、「理解能力」、「実践能力」などである。つまり、ユネスコによっ

て推奨されている 21 世紀に生きるための能力と似ているものである。日本の新しい学力と重

なる部分が多い。 

しかし、ここでは看過することができないことがある。すなわち、前節で取り上げた「格差

原理」、「平等原理」、「補償原理」は実践現場では、制約を受け、相互作用によって逆効果をも

たらす可能性があることである。 

一見すると、3 つの原理は「合理的」に見えるかもしれない。「格差原理」は中国の現状を

考慮した結果であり、「平等原理」は民主的な理念あるいは一種の理想的な環境を追求するも

のであり、「補償原理」は結果としての「平等原理」を実現するために機能するように見える。

しかし、現実としては、「格差」をさらに拡大するという深刻な問題がふくまれているかもし

れない。言い換えれば、教育における「すべての学習者」に良い教育を提供するという「平等」

の実現と逆行にする危険性がある。なぜなら、前述したように中国の義務教育は「地方責任制」

だからである。そのため、義務教育における素質教育の実施は地方の経済力と緊密に関わるも

のである。例えば、義務教育をはじめ、「薄弱学校」(特別支援学校)の内容充実やマイノリテ

ィ教育などを支える財政的な基盤は「県」行政府にある。しかし、地域の格差が激しいという
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中国の現実においては、こうした義務教育における「地方責任制」は両刃の剣の存在である。

このことは、地域の活性化を推進し、教育における多様性を実現すると同時に、教育格差を拡

大させる危険性があり、「平等」を実現することに対して逆機能が生じることも予想される。 

本研究ではこうした問題意識を念頭において、前述した中国社会の背景を踏まえながら、学

校現場の素質教育の実践状況の分析を通じて教育の平等との関連を実証的に検討していく。特

に、地域格差を踏まえながら、異なる 3 つの小学校におけるカリキュラムの伝達のプロセスに

着目し、「教育機会平等」という視点から考察する。そのため、次章は上海市の S 校の事例を

通じて、先進的地域における素質教育の実践モデルを検討していく。
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第 3 章 先進地域における上海市の事例 

 

本研究は、現存する地域格差が大きい中国の現状を踏まえ、小学校が素質教育政策を推進す

るに当たり、地域間差異化、特に格差が形成されていく過程に焦点を当て、「教育機会の不平

等」のメカニズムを明らかにしながら、義務教育における公教育の役割、特に「公共性」と「平

等性」を問うことを目的とする。そのため、本章では、まず、素質教育の先進地域としての上

海市の S 校の事例を取り上げる。S 校の事例を通じて、先進地域における「先進都市型の素質

教育」の実践モデルを明らかにする。 

以下、これについて詳細を述べる。第 1節では問題設定を行い、第 2 節では S校のプロフィ

ールを紹介する。第 3 節では、「応試教育」で重視される「伝統的な教科」(算数)の実践を明

らかにした上で、第 4節では、その対極に位置すると思われる素質教育を実現するために教育

課程に設置された「本校課程」の「文博教育」122の実践を明らかにしていく。第 5節では、こ

うした素質教育の実践を踏まえて、いかなる成果がもたらされたかを検討する。第 6 節では、

こうした素質教育の実践を支える条件を解明し、第 7節では素質教育の実践の要因を明らかに

していく。最後に、第 8節ではまとめと考察を行う。 

 

1. 本章の問題設定 

 

第 2章で述べたように、今日の中国の教育政策においては、義務教育における「均衡発展」、

つまり地域格差、教育格差の是正は重要課題となっている(教育部 2005)。これに関連し、本

研究の目的の 1 つは、実践現場において、地域間格差に応じたカリキュラムの差異化が事実上、

格差化と結びつきうる様相を、素質教育の事例調査を通して考察することである。具体的には、

素質教育をめぐる政策レベルの理念と学校の実践との一致やズレがどのように生じ、どの部分

で格差化が起きているかを明らかにすることによって、素質教育と地域間格差の問題を新たな

視点から再考察することを目指す。 

行政レベルでの「素質教育」の理念と学校の実践との関係を考察する前に、2つの問題につ

いて改めて説明する必要がある。つまり、カリキュラムの伝達・構成に着目する理由と教科を

選択する理由である。詳細は序章の方法論で既に扱っているので、ここでは、簡単に触れるこ

とにする。 

まず、カリキュラムの伝達・構成に着目した理由は、2 点に集約する。第 1に、教育改革に

おいて教室のプロセスを知ることの大切さが指摘されてきたにもかかわらず、学校の中のプロ

セスがブラックボックス化されてきたことである(柴野 1981,p.1)。人によって異なるカリキ

ュラムを受けることを通じて、学習経験をもまた左右されることが指摘されてきた(田中 

2001)。第 2 に、素質教育の実施とカリキュラム改革との関連性を解明することの重要性であ

る。素質教育の実施はカリキュラムの改革によるものとされている(燕 1996；柳 2000；劉 

2001；袁 2006；朱 2007)。特に、2001 年からの新しい課程改革の実施は「素質教育」の理

念が具体化されたものと言える。そのため、カリキュラムは素質教育を実現するための重要な

媒介物であると考えられる。 

 一方、本研究での教科選択の理由について(詳細は序章を参照されたい)は、主に教科の性質

にこだわった結果である。本研究で検討しようとする教科は、「算数科」と「本校課程」の教

                                                        
122「文博教育」は S校の「本校課程」である。2001年から、地方分権のため、学校の特色に基づいて学

校なりの課程を開発する権利を与えられた。これは「本校課程」という。「本校課程」の実施は、「総

合実践活動」の理念と同じであるが、同じものではないと指摘されたことがある（張 2002）。しかし、

両方にとって、理論のレベルにも曖昧のため、実践に降りる場合、学校は両方を纏めて行うことが多

い。 
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科である。序章で指摘したように、素質教育は応試教育を批判するために提起されたものであ

る。そのため、応試教育と完全に離れて素質教育を検討することが不可能なことである。それ

故、素質教育の実践を見るために、応試教育の性格が強い受験教科を見る必要がある。その反

面、素質教育を検討する際に、素質教育と結び付けられやすい教科も検討する必要があり、本

研究では「素質教育」の理念を推進するために設立される「本校課程」を取り上げる。 

以上の内容を受け、本章では、先進地域における都市型の素質教育の実施モデルとは何かを

メイン･クエスチョン(以下 MQ)とする。しかし、この MQ を明らかにするためにより具体化し

た問いが必要であると考えるため、いくつかのサブ・クエスチョンを設定する。サブ・クエス

チョンは以下 SQと表示している。SQ1 を素質教育先進地域の上海の S校における、「算数科」

での素質教育の実践のあり方と設定した。この問いに応えるために、「算数」の授業に注目し

た。 

 序章で本研究では、素質教育を(1)学習者の「主体性の重視」(2)「全面的な発展」の育成(3)

「すべての学習者」に向けられるという 3 つの要素を持つ教育実践だと定義した。中国におい

ては、素質教育は教育政策の 1つの軸になってきたため、原則として、以下検討する授業は全

て、少なくとも建前上は素質教育の実践として実施されている。しかし、その中には、前述し

た素質教育の定義に照らし合わせ、素質教育の特徴を持たないものも含まれている。表向きは

素質教育の実践を表明しながら、実際は素質教育の要素を持たない、ないしそれが部分的にし

か見られないのはなぜか。本研究は、都市と農村の地域差を考慮した学校のフィールドワーク

を通して、この問いを考察し、それによって、冒頭で述べた問いに接近したいと考えている。

これを行うにあたって、素質教育を表明している顕在的な素質教育のカリキュラムだけでなく、

指導案、授業、教師インタビュー等をもとに、素質教育の推進を阻む潜在的なカリキュラムの

検討を通して、表向きの素質教育とは別の要素、具体的には、応試教育的要素がいかに介在す

るかを見てみよう。 

そこで、学校カリキュラムの 2つの次元、すなわち、公的に支持され明示される(manifest)

次元と潜在的意図されていない(hidden)次元に応じて、それぞれ「顕在的(manifest)なカリキ

ュラム」と「潜在的(hidden)なカリキュラム」と呼ばれるが(柴野 1981；恒吉 1992)、本研

究では、「顕在的なカリキュラム」は「公的な教育機関である学校によって意図的に組織化さ

れた学習経験の総体」であるとの定義を用いる(Musgrave 1979,p.193)。  

一方、「潜在的なカリキュラム」は様々な側面に適用され、生徒同士の関係に注目し、生徒

が教室で学級生活に適応するために、一般的な社会生活に必要な態度や規範を学んでいる中で

潜在的なルールや力(権威)があることを指摘したジャクソン(1968)の研究に始まり、その後、

教師や生徒の関係にとどまらず、環境や人間関係をも含まれるようになっている(Giroux 

1978)。さらにマクロのレベルまで広げる研究、例えば、学校における社会再生産の視点から

学校体系の「潜在」的なカリキュラムの意味を捉える研究もされている(Illich 1970; Apple 

1979)。また、恒吉(1992)は、日米文化比較の視点から「潜在的なカリキュラム」の役割に注

目している。このように、「顕在的なカリキュラム」は、公に明言的意図的に組織化(顕在的)

されたところが特徴的であることに対して、「潜在的なカリキュラム」は語られなくて「潜在

的」なものであるが実際は顕在的カリキュラムと同様に影響力を持つものとされる。 

以上により、本研究では上述した「顕在的」と「潜在的」という概念を援用し、素質教育に

焦点をあて、先行研究や政府の文献をはじめ、筆者の調査データなどに基づいて本研究の分析

概念としての「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」を提示しようとする。序章で指摘

したように、学力観の視点から素質教育と応試教育は日本の「新・旧」学力観に相当するもの

である。また、両者は対立的な関係として捉えられることが多く、応試教育を批判するために、

素質教育が打ち出された経緯がある。また、素質教育は一連の政策を通じて、強力的に推進さ
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れている(第 2章を参照されたい)。そのため、素質教育は国家によって意図的組織的に推進さ

れていると言えよう。 

中国は中央集権の体制であり、学校は中央政府の政策を反映して、顕在的には素質教育を意

図的組織的に推進しようとしていることが、本研究の観察データでも裏付けられる。特に、授

業においては、教師は意図的に素質教育によって推奨された授業方法や教育理念を実現しよう

としている。こうした、素質教育で表向きに意図されている特徴が見られる授業を推進する授

業構成を、本研究では「顕在的な授業構成」と呼ぶ。それに対して、当事者(教師等)が必ずし

も意図せずに実際は行われている授業(応試教育を反映され、素質教育に対して推進する場合

も阻害する場合もある)構成を「潜在的な授業構成」と呼ぶ。特に、本研究では「潜在的な授

業構成」においては素質教育にとって、阻害するような側面に注目する。素質教育をうまく推

進できないのは応試教育(特に受験競争)が強力的な存在からであると指摘されたことが多い

中で(柳 1997；鐘 2003；教育部 2010；叶 2011)、受験競争のコンテクストの中、素質教

育の実践を見る意義はあろう。 

「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」においては具体的な構成項目がある。本研究

では主に授業改革の視点から構成項目を設定した。なぜなら、新しい課程改革は素質教育を具

体化しようとしたものであると思われ、また、こうした中で、授業改革は最も肝心なものであ

るといわれている(楊 1995；燕 1999；鐘 2001)。また、こうした認識は政府の文献の中に

も反映されている。例えば『基礎教育課程改革綱要(試行)』においては、応試教育が求める暗

記や機械訓練のような教授法や、教師が主役となることなどを批判し、素質教育を推進するに

あたって、教授法と教師と児童・生徒の関係などの変革を求めている(教育部 2001,p.7)。な

により、筆者は研究調査のデータに基づき、「授業スタイルの変化」、「教師・児童の役割転換」、

「教師権威の緩和」を抽出した。 

ここで、1 つ指摘しなければならないことがある。つまり、「顕在的な授業構成」の項目の

設定は「変化」という発展のプロセスを求める単語が使われた。そのため、本来は「変化」前

の観察が必要であろう。しかし、筆者は「変化」前の授業観察ができなかった。にもかかわら

ず、筆者は敢えて「変化」の言葉を使いたい。その理由は、新しい課程改革の実施時間及び調

査学校からのフィードバックの内容にある。 

中国での新しい課程改革(素質教育を推進ため)は 2001 年から始められ、現在まで続けてい

る。そのため、ここでの「変化」は新しい課程改革が実施された前と相対したものであると思

われる123。また、こうした変化は学校の調査資料でも示される。例えば、上海市の S 校は 2002

年の学校においては「児童は授業の主役」という授業改革に対応する内部資料がある124。さら

に、校長をはじめ、教頭、教師に対するインタビューにもこれに関連した点を確認した。これ

に対して、L市の都市部の G 校は、2004 年から新しい課程改革を実施始めたうえに、「新しい

課程改革に応じるための教師訓練」という内部資料の中では、「授業スタイル」や「教師・児

童の役割」などの変化を求めている125。 

L 市の農村部の H 校は 2005 年から新しい課程改革を実施し始めたが、三校の管理者や教師

に確認した内容によると、新しい課程改革の前には筆者が調査した三校はいずれも、応試教育

的な教育実践を行っていた。こうした変化は先行研究でも指摘され、例えば、叶(2005)は 12

校の小中学校に対する調査結果、新しい課程改革の実施によって授業においての授業スタイル

や教師・学習者の役割の変化が程度の差があれ、見られたという。また、同じような結論は、

                                                        
123 上海市においては、授業改革が第二期課程改革から推進されている。第二期課程改革の時間は全土と

異なって、1998年からはじめ、2004年から全面に推進している。S校は研究の拠点校であるため、

2002年から実施し始める。 
124 2005年 5月 24日予備調査で入手したものである。 
125 2005年 6月 16日本調査で入手したものである。 
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様々な研究者や政府レポートがたびたび指摘した(顧 2006；韓 2005；徐 2006；教育部 

2006)。 

以上を踏まえながら、筆者は自らの調査データを分析した結果、素質教育の授業の実践にお

ける「顕在的な授業構成」は「授業スタイルの変化」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の

緩和」という 3 つの項目がある。一方、「潜在的な授業構成」に関しては応試教育に特徴的な

ものに注目し、素質教育で批判されている「効率性の追求」、「教科学力の重視」、「教師権威の

再構築」という側面を有している。 

また、この 2つの概念は筆者が分析するために、便宜上に作り出したものであり、実際の授

業には、明確な引き線がなく、両者は絡み合いながら行われている。そして、観察調査を通じ

て、「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」の 3 つの柱がある

と考えた。 

さて、「潜在的な授業構成」には教師が意図せざることだが、素質教育を阻むような授業の

要因も含まれ、本研究ではこうした、「応試教育」の志向が認められるものに注目する。自ら、

同じ授業で両者が見られる。例えば、「顕在的な授業構成」としては学習者が授業の主役であ

り、新しい課程改革で賞賛された授業方法を積極的に使うこと等が特徴の授業が考えられるが、

そこにおいて、「応試教育」と結び付けられた特徴をむしろ示す授業構成、つまり、従来の126「教

科学力」の習得を重視した授業効率性の追求や教師統制が強い等の特徴を示すことが考えられ

る。そのため、「効率性の追求」、「教師権威の再強化」、「教科学力の重視」という 3 つの視点

から「潜在的な授業構成」を考察する。 

上述した内容を踏まえて再び問題設定に戻りたい。問題設定は以下の通りである。つまり、

SQ1は、「算数科」の顕在的・潜在的授業構成とは何かということである。これに対して、SQ2

は「本校課程」教科における顕在的・潜在的な授業構成とは何かを設定した。SQ3 は SQ1と SQ2

のような素質教育の実践を行うためにいかなるサポート条件を有するかを設定した。SQ4 は上

述した素質教育の実践を行う要因を社会・文化の側面から問うものである。これらは図 3-1

としてまとめられる。 

 

図 3-1 本章の問題設定 

 

                                                        
126「顕在的な授業構成」における「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」

は、筆者の現場調査のデータをもとに抽出されたものである。 
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＜研究データ＞ 

 中国の政治家および行政の担当者から中国の基礎教育改革が形式化しているという問題が

指摘されてきた(王 2002；周 2006)。そのため、教育課程改革を行う際に、素質教育の実施

するにあたってそれが本当に実質的に行政の意図した路線で実践されているかどうかを分析

することに意義がある。また、こうした行政路線の実質化は本章で問題としている学校による

カリキュラムの差異化を考えるうえでも重要な論点であろう。したがって、筆者は S校の改革

を考察する際に、データの連続性を考慮した上で、2005 年 5月 20 日の予備調査の授業観察の

データと 2006年・2007 年の授業指導案および 2008年 5月 26日～6 月 3 日の本調査のデータ

を併用した。2006 年・2007 年の指導案は義務教育研究の先進性で知られる華東師範大学大学

の指導のもとで、S 校の算数教師の研究グループによって作られたものである。 

 前述した『綱要』によると、新しい教育課程改革を推進する際に、こうした研究機関の参与

は奨励されている(教育部 2001)。そのため、各地域の師範大学は新課程の展開において、重

要な役割を果たすことが期待されている(叶 2006)。華東師範大学の課程研究グループはこう

した時代の流れに乗って、設立されたのである。華東師範大学の研究グループは、上海市の学

校現場との連携を通じて、新しい課程改革の理念およびモデルを推進することに重要な役割を

果たしたと思われる127。S校の校長によると、S校は、華東師範大学との連携を 2002 年から始

めているという128。 

ここで、データの限界にも言及する必要があろう。まず、2005 年の調査は予備調査であっ

たため、算数授業の全体を追う形での観察はできなかった。このデータ上の限界を補うために、

当時入手した 4 つの授業ビデオの分析を加えた。また、2008 年の本調査の時に入手した 2006

年・2007 年の指導案を併用したが、指導案に基づいた授業を観察しなかった。こうしたデー

タの限界を補うために、2008 年の本調査の際に、指導案を作成した教師に対してインタビュ

ーを行った上で、これらの教師の授業を観察した。したがって、2006・2007指導案と 2008年

の実際の授業との一貫性があるかどうかをある程度類推することが可能である。 

こうした観察や指導案と共に、教師をはじめ、学校の管理者、行政者、保護者、コミュニテ

ィの担当者等の広範な関係者に対してインタビューを行った。また、インターネットを通じて

前述した関係者に対して数回のメールインタビューを行った。 

本節は問題設定について説明を行ったが、次節は、調査対象としての S校の考察にうつる。 

 

2. S 校の位置づけ 

 

前節では、本章の問題設定を述べたが、本節ではまず、S校が所在している上海市と S校の

概況を紹介する。さらに、S 校の事例が中国においてどのような位置づけにあるのかを明らか

にしていく。これによって、S校の事例が示唆することを考えたい。 

 

2.1.  地域―上海市について 

 前述したが、本研究は中国の地域間格差を考慮しながら行った。以下に S校が所在している

上海市の地域特徴を触れながら、教育の特徴を明らかにしていく。 

2009年現在、上海市は中国の人口の 1％を占め、常住人口は 1,900万人である。財政の収入

                                                        
127 2008年 6月 3日校長に対するインタビューによると、「華東師範大学の指導を通じて、教師たちは新

しい課程改革の先進的な理念および実践のモデルをふれあいチャンスが増えたため、わが校の算数の

教師は各コンクールでたくさんの賞をもらいました」とされた。 
128 2008年 6月 3日校長に対するインタビュー 
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は全国の 12.5％を占める。2008年には、上海市の GDPは 10,529ドルに達した129。こうした上

海市は中国における教育先進地域としても知られている。 

上海市における教育の主な特徴としては、2点に集約することができる。つまり、経済的に

恵まれたこと、および教育の特権を持つことがあげられる。 

第 1に、上海市は経済に恵まれ、教育レベルは全体的に高い。義務教育段階の入学率は 2009

年において、99.99％であり、高校段階の入学率は 97％になり、高等教育段階の進学率は 83.3％

に到達する130。高等教育段階の進学率から見ると、トロー(1976)が指摘したユーニバーサル段

階に入っていると言えよう。また、一人当たりの教育費に関しては、2009 年のデータによる

と、小学校は 1400 元であることに対して、中学校は 1600元であり、全国の平均的な額より大

幅に上回っていることが指摘されている(傅 2011)。また、2008 年の前学期から、上海市で

義務教育の「教材および練習ノート」の免除という政策が実施され始めている。本当の意味で

の義務教育が始まったと言える131。以上からも分かるように、上海市の教育は経済に恵まれた

地域における先進性を持つものである。これは、序章で触れたように、上海市の教育は中国で

モデルとして理解されることがある。 

第 2に、上海市の教育の特権性は主に法律・法規の作成権と教育改革の実践の先進性にあら

われている。上海市は教育改革の先駆的実験地域であるため、その「先進性」は教育の法律・

法規の作成に関する政策レベルおよび教育改革の実践レベルという二次元における特権とし

て適用されている。政策レベルに関しては、上海市は教育に関連した地方の法律・法規をつく

る「特権」を与えられている。つまり、上海市は全国の教育の立法より先に教育の法規を作れ

るのである。 

例えば、1985年 7 月、『上海市における義務教育の普及に関する条例』という議案が市人民

代表大会の第 8 回 4次会議で議決された。これは、地方の人民大会によって立法されることに

よって、全国に先駆的に義務教育の制度が推進されている例である。それに対して、翌年の

1986 年には「中華人民共和国義務教育法」が公布され、全国における義務教育を実施するた

めの制度が作り上げられた。こうした時間軸を見ると、上海市は義務教育の実施は全国範囲の

実施より一年早かったということが分かる。つまり、上海市は教育の法規・規定を作る際に、

国のレベルより先行することができるということである。また、こうした先進的な法規・規程

は、全国が関連する法規・規程を作るうえで、青写真としての役割を果たすことも意味してい

る。 

なお、教育実践においても上海市は先駆的な存在である。例えば、教育課程改革の例を取り

上げると、上海市は「教委」132からの委託を受け、1988 年から「素質教育」の実施を探りし

始めている。そのため、上海市の課程改革は、第 1 期課程改革(1986～1997 年)と第 2 期課程

改革(1997年～現在)の実践時間は全国的な実践時間(2001年)より先に実行された。このため、

上海市の教育は全国のモデルとなる存在として位置付けられているのである(傅 2007)。従っ

て、上海市での素質教育の実践を考察することは、中国全体の教育改革の動向を知る上でも、

不可欠になっている。 

 

 

                                                        
129〈http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2313/node3766/node3859/node15263/userobject1ai373.html〉、2011

年 11月 26日入手。 
130 ibid. 
131 1986 年の教育法を公布されてから、初等・中等教育を含める 9 年制は義務教育として規定されたが、

財政的な制約のため、義務教育は政府と学習者の負担という学費制度がある。 
132「教委」という言葉は教育委員会の略語である。教育委員会は教育部という名称を改正した前の名で

ある。 
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2.2.  S 校について 

本節では、本論文の調査対象校の 1 つである S 校について概観する。2008 年現在、上海市

には 672 の小学校があるが、S 校はその中の 1 つである。S校は、上海市の金融中心地である

浦東区に位置する公立小学校である。現在において、児童数は 1000人弱であり、教師数は 99

人である。学級は 29級学校であり、学級規模は 30～35 人である。S 校の児童は主に学区内か

ら募集されている。その他、才能を持つ児童や帰国子女のための特別募集枠が作られている133。

また、S 校は 5 年制の学制を有している。134 学校では設備が完備されており、テレビスタジ

オ、コンピュータ室、ダンスルーム、美術室、IT 科学技術活動室、運動室、文化工作室等が

ある。S 校は上海市で複数の研究の研究拠点学校に指定されている。例えば、上海の中小学校

の課程カリキュラム研究拠点学校、華東師範大学義務教育普及教育の研究拠点学校、上海教師

トレーニングセンター「校長トレーニングセンター」等である。S校は、上海行為規範の先進

小学校としての賞をはじめ、46 個の賞をもらいながら、教師は国家をはじめ、市、区のレベ

ルの賞を 62 個受けている。児童は国家をはじめ、市、区レベルの賞を計 366 個もらっている。

しかも、校長のインタビューによると、経済的に豊かな地域の小学校であるため、S校の児童

は中産階級以上の家庭出身者が多く、保護者が主に管理職、企業家、公務員等、高学歴を有し

たものであるという135。これは以下の表 3-1 の PTA の学歴構成からもうかがえる。 

 

表 3-1  PTA のメンバーの学歴構成 

年度 2005年度 2006年度 

学歴 

各学年人数 各学年人数 

一 二 三 四 五 
合

計 
一 二 三 四 五 

合

計 

高校 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

専門学校 0 1 2 1 1 5 0 1 1 2 0 4 

大学 4 5 4 4 4 21 5 4 5 4 3 21 

修士 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 

博士 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 

性別(男性) 1 1 4 3 1 10 3 2 2 4 3 14 

性別(女性) 5 5 2 3 5 20 3 4 4 2 3 16 

総計 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 

出典：S校学校資料より作成したものである。 

 

表 3-1は S校の 2005 年度及び 2006年度の PTAのメンバーの学歴構成である。表示したよう

に PTAメンバーに関して 2006年度の場合は、父親 14 人、母親 16人である。2005 年度の 30

人の中、父親 10 人、母親 20 人である。また、30 人の中には 2005 年度と 2006 年度は大卒以

上の学歴の所有者はそれぞれ 24人に到達し、全体の 80％になっている。表 3-1は S 校の PTA

メンバーのデータであり、保護者全員の学歴ではないとはいえ、S校の保護者の中で高学歴の

                                                        
133 2008年前に学区内の募集に対して、5％の「英才の児童」（特長生）の募集を行っている。しかし、

均衡の発展のため、一時的なこのような募集体制を停止したことがあるが、2011年の保護者の通知

内容によると、この特別募集体制を再び復帰したようである。 
134 1993年「中国の教育改革と発展の綱要」によると、地域の実情を考慮したうえで、中国の全土で小

学校の段階においては、基本的に 6年制と 5年生の学制を持っている。そのため、上海市の S校は 5

年制であることに対して、本研究の他の事例がすべて 6年制である。 
135 2008年 5月 28日校長に対するインタビュー。 
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方が多いことが分かる。また、S校は恵まれた小学校であることは教師インタビューおよび学

校参考資料のガイドライン136からも確認した。 

こうした社会的構成を見た場合、S 校は中国全体の中では相対的に経済的に恵まれた学校で

あると言える。こうした都市中間層の学校で、素質教育を積極的に推進してきた先進地域の都

市型素質教育の一例として S 校を取り上げる。    

S 校は積極的に素質教育を推進してきたが、学校のパンフレット137と 2008 年の 5月 28 日の

上級機関の査察における校長の講演内容138を踏まえて、具体的に見てみよう。 

まず、S 校のガイドラインによると、S 校の学校理念は「全員発展、総合発展、主導発展、

個性発展、生涯発展」である139。前述(第 1 章を参照されたい)したように、従来の「応試教育」

が「少数」の一部の児童に向けた教育だったこと、児童の「主体性」を無視する教育であった

こと、「アカデミックな意味での学力」のみを重視してきたことを批判するために、素質教育

の推進においては、基本的な 3つの要素を主張している。つまり、児童・生徒全体を対象にす

ること、全面的な能力を発展させることと主体性を育成することである(柳 1997)。このうち、

S 校の学校理念の「全員発展」は、素質教育がすべての子どもに向けられていることと一致し

ている。また、学校が掲げる「総合発展」は、素質教育が全面的な発展と結びつけられている

ことと対応している。さらに、「主導発展と個性発展」は、素質教育理念の「主体性の育成」

が反映されたものである。また、S校の学校理念の「生涯発展」はおそらく素質教育が生涯に

わたって行われるとされることからきたものであろう。第 1 章で見たように、教育のスパンの

側面から考えてみると、「応試教育」は「学校教育」の段階に限定されることに対して、素質

教育は生涯にわたって行われるものとして理解されているからである。 

それに加えて、S校の学校資料によると、学校経営の主旨に関しては「優質な教育環境を作

り、道徳が高尚で且つ専門性の高い教師陣を作り、全面的な素質を有し、創造能力がある児童

を作る」140とされている。この学校経営の主旨における教師に関する内容は素質教育の施策の

1 つとしての「教師養成」とつながることがうかがえる。その「全面的な素質を有し、創造能

力がある児童を作る」の部分は素質教育の重点事項である「児童の創造能力」の重視と一致し

ている。また、S校の経営目標は「多元総合、整体優等、調和発展」141であり、既に第 1章で

紹介した素質教育の政策を推進した「均衡的な発展」の理念と一致している。 

こうして、S校の理念、経営の趣旨、また学校の経営目標は、忠実に中央政府をはじめ、上

海市の「素質教育」の理念を反映していることが分かる。すなわち、「素質教育」の政策理念

が、S校の公的な部分に関しては、中央―地方―学校という一本化したつながりとなって現わ

れていることがうかがわれる。言い換えれば、S 校の学校の建前は忠実に「素質教育」の政策

理念を反映しているのであるが、それは、中国における教育プロセスを制度化する過程の特徴

によると思われる。 

中国の教育プロセスを制度化する過程においては、「顕在的な制度化」と「潜在的な制度化」

に分けることができると言われる(李 2001；羅 2009)。つまり、「顕在的な制度化」は「人

間の行為を正式な制度体系と社会関係の中に取り込むことであり、いわゆる正式な規則、法則

等である」(羅 2009,p.35)。一方、「潜在的な制度化」は「人間の行為を非正式な制度体系と

社会関係の中に取り込むことであり、いわゆる、習慣、倫理道徳、観念、信仰等である」(同

                                                        
136 2008年 5月 28日の S教頭、2008年 6月 6日 4人の算数教師のインタビューより。2006 年の学校ガ

イドライン。 
137 2006年と 2008年のパンフレットによるものである。 
138 2008年 5月 28日に入手した講演原稿から引用されたものである。 
139 2008年学校案内パンフレットによるものである。 
140 ibid. 
141 ibid. 
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上)。中国における教育システムの制度化過程は顕在的な規約を持つことが特徴的である(羅 

2009)。それは、「国家が上から下への方式を通じて、発展、効率、法制、正義等が制度の目標

として定められたうえに、制度化過程を通じて目標を実現しよう」とする(羅 2009,p.35)。

そのため、中央の意志(教育政策)が上から下へのルートによって伝達されると考えられる。 

新しい教育課程改革の政策理念が教育現場に降りる過程を一例として取り上げる。第 2章で

紹介したように、新しい課程改革を行うにあたって、その中に「教師研修」(教師培訓)という

規定がある。『基礎教育課程改革綱要』によると、「不培訓、不上岗」(教師研修を受けないと、

授業が出来ない)とされている(教育部 2001)。そして教師研修の枠組みとしては国家、都市、

区レベルにある関連する教師訓練期間を通して、一本化して実施されている(第 2 章の図 2-2

を参照されたい)。これを羅(2009)は「国家が上から下へ」という改革を進めてゆく方式であ

ると分析している(羅 2009,p.35)。したがって、中国の素質教育政策はこうした「上から下

へ」の過程を通じて行われている、S校の公の学校文書に国の素質教育政策の意志が反映され

ていることは不思議ではない。 

 さらに、前述したように S 校は上海市においての素質教育実践のモデル学校である。そのこ

とが意識されていることは、学校の教師、行政機関の担当者および保護者のインタビューにお

いても明らかである142。  

前述したように、上海市は素質教育改革の先駆的な地域であるため、上海市での素質教育モ

デルは国のレベルでもモデルとしての位置付けにある。これらの点から、S 校は中国において

素質教育の実践モデルケース的な学校であると言えよう。そのため、事例としての S校は「代

表性」、「啓蒙性」という資質を有している(詳細は序章の方法論を参照されたい)。それゆえ、

本章の事例は中国における素質教育の先進的なモデルであり、安易に一般化はできないものの、

先進例として、素質教育の実践的な枠組みを考察するためには、有効性を持つと思われる。 

 

3. 「算数科」における素質教育の実践 

 

前節は S 校が中国全土では素質教育のモデル学校という位置づけにあることを明らかにし

た。本節と次節は S校の日常的な素質教育実践を描きだすものである。本節では、素質教育を

実施するにあたってジレンマが生じると思われる受験との関係において、「応試教育」で重視

される「算数科」の授業を見る。その際、主に前述の「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業

構成」とに分けて進めていく。その前にまず、S 校の 2006～2007 年の指導案に基づいてその

内容は新しい教育課程改革の理念と一致するかどうかを検討する。 

 

3.1.  指導案に関する考察 

3.1.1. 指導理念 

まず、指導案について簡単に触れたいと思う。ここで使った指導案は筆者が本調査を行った

時に、入手した 4 人の教師から 2006 年の 8 本・2007 年の 4 本(合計 12 本)の算数指導案であ

る。12 本の指導案は 2006～2007 年にかけて、素質教育の先進的大学の指導をもとに、S校の

算数チームによって作成されたものである。また、これらの指導案は素質教育のモデル授業と

して構成されたものである。それ故に、その分析を通して S校においての素質教育の授業が理

想形としてどのようなものを志向していたかをうかがうことができよう。具体的な案例は表

3-2の通りである。 

 

 

                                                        
142 2008年 6月 3日行政官と保護者に対するインタビュー。 
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表 3-2  指導案の内容 

年月日 学年 教授内容 

2006年 9月 12日 1 年 「分類」(上) 

2006年 10月 23 日 1 年 「数の射線における加減法」 

2007年 3月 13日 1 年 「上・中・下；左・中・右」 

2006年 9月 26日 2 年 「倍」 

2006年 11月 21 日 2 年 「いくかの椅子」 

2007年 3月 13日 2 年 「三位数の整数計算」 

2006年 9月 12日 3 年 「一位数・十位数あるいは百位数」 

2006年 10月 23 日 3 年 「一位数の割り算」 

2007年 3月 13日 3 年 「算数の広場(分数)―何分の一」 

2006年 9月 26日 4 年 「リットル・ミリリットル」 

2006年 11月 21 日 4 年 「文章題の計算」 

2007年 5月 22日 4 年 「算数の広場―試合の回数の計算」 

 

こうした指導案の作成について、指導大学の教員は以下のような語りから、指導案の作成が

新しい教育課程改革の理念に基づいて作成されたことが分かる。 

 

S 校の算数チームの教師によって作成された指導案は、新しい課程改革の理念を基に作られ

たと思います。例えば、情景の導入、探求活動や児童の主体性の強調等はその具体化であると

思います。にもかかわらず、新しい改革の理念を強調しても、従来の教育の強みを無視するこ

とができないと思います。例えば、算数の授業の教科の特徴においては、練習や復習が依然と

して必要だと思います。 

(2008年 6月 6日 華東師範大学 A 準教授に対するインタビュー) 

 

また、教員は上述のような華東師範大学との提携についてポジティプな評価を下していた。

つまり、このような提携を通じて、教師の専門スキルを高めることが考えられるし、新しい課

程改革の実施にノウハウを提供してもらうことができると考えていた。以下は S校の算数教師

に対するインタビューである。 

 

 華東師範大学の A 博士のお蔭で、新しい理念や教授法に出会う機会を提供していただきまし

た。とても参考になりました。教師の授業や指導案の作成に不可欠の指導だと思います。特に、

A 博士は現場の状況がわかっていらっしゃると思います。 

(2008年 5月 28 日 教頭に対するインタビュー) 

 

 最初のころには、どのように新しい課程改革の理念に基づく、指導案を作成するかが分から

ないと思いますが。インターネットによる調べ学習や、参考文献の研究、特に、A 博士の指導

がとても重要だと思います。指導案の作成には、A 博士のご意見はたくさんいただきました。

何より、A博士が我々の実情が分ってきて、有効な指導方法を教えていただきました。 

(2008年 5月 28 日 SF教師に対するインタビュー) 

 

また、算数科のほかに、英語科目においては、上海外国語大学との連携がある。特に、学校

の実情に合わせて先進的な教授法を使うことが算数科のように評価された。以下はその一例で
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ある。 

 

実は、この前、研究者は学校の実情が分らなくて、机上の空論にすぎないと思いましたが、 

上海外国語大学との交流を通じて、自校の授業に使われていることが多いようです。例えば、 

音楽の知識を通じて、児童の感覚に刺激与えることが英語の発音の習得にとても役立っている

と思います。 

                   (2008年 5月 28日 SZ教師に対するインタビュー) 

                

このように、教師は、素質教育を実践してゆくにあたって、他の素質教育の情報源と共に、

大学の教員の指導を通じて、新しい課程改革の理念およびノウハウが S校に伝えられたと考え

ている。これは、行政に提唱された研究機関や学校現場との連携に沿ったものである。ここで

留意すべき点としては、大学の指導協力者は、従来の教授法等を否定するのではなく、教科の

特徴にあわせて、新しい課程改革の理念を基に、新しい教授法を使うことを助言している点で

ある。また、この点については学校現場の教師インタビューからも確認できている。S校の教

師の意識レベルにおいては指導案を作る志向としては新しい課程改革の理念に基づいたこと

は紛れない事実であろうが、「実情」(教師インタビューより)に応じて従来の教授法を認める

意識レベルでの構図がここで見られるのである。 

以下に、算数科においての具体的な指導案の内容を取り上げながら、新しい課程改革の理念

が授業にいかに反映されたかを検討する。 

 

3.1.2. 指導案の目標 

 S 校の教師は自分でインターネットを調べたり、互いに研究授業を見せたり、華東師範大学

との提携を通じて、「素質教育」の理念を貫徹しようとする新しい課程改革の理念を反映して

いる作案を作り出そうとしていた。 

まず、指導案の授業目標を見てみよう。指導案の目標は新しい課程改革に取り上げた課程目

標と一致している。前に取り上げたように、新しい課程改革の課程目標は「知識と技能、過程

と方法、情感態度と価値観」という「三位一体」である。また、この「三位一体」という目標

は日本の指導要領に相当する中国の「数学課程標準」(下記は「標準)と略記」の中にも提起さ

れたのである(詳細は第 2章を参照されたい)。S校の教師指導案は前述した新しい課程目標を

あらわそうとするものである。例えば 2006 年 10 月 24 日に作成された 1 年生の指導案の授

業目標を見てみよう。 

 

教学目標 

①認知目標 

数の射線において加・減法の計算を構築し、さらに減法は加法の逆の計算ということを体験す

る。 

②能力目標 

子どもの言語表現能力を育成する 

③感情目標 

子どもの自主探求およびグループ学習の意識を育てる。協働の楽しさを体験する。 

(2006年 1年生の授業指導案から抜粋したもの) 

                         

上述した授業目標は「認知目標」、「能力目標」、「感情目標」からなっている。この中で、「認

知の目標」と「能力の目標」にある「数の射線において加・減法の計算」、「言語表現能力」と
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いう内容は「知識と技能」と「過程と方法」という目標を表すものであろう。ただし、「知識

と技能」を重視するとはいえ、素質教育の目標に沿う場合、従来と違って、教師は単に児童た

ちを教え込むことだけではなく、児童たちが算数知識を習得するにあたって「体験」を重視す

ることを求められていることに注目しなければならない。また、「感情目標」の内容を見る限

り、標準の「情感態度と価値観」という目標を反映している。例えば、指導案の「感情目標」

においては、「児童の自主探求およびグループ学習の意識」を育てるとある。さらに、指導案

の「感情目標」には「協働することの楽しさを体験」すると提起している。これらは、素質教

育のすべての「標準」の児童の「情感態度と価値観」を育てる目標と一致していると考えられ

る。 

また、このような「素質教育」の理念を反映する授業目標の内容は SA 先生の授業指導案だ

けにとどまることではない。入手した 4 人の教師の指導案に共通して見られることである。以

下の表 3-3は他の指導案の授業目標を取り上げた内容によってまとめたものである。 

 

表 3-3  授業指導案における授業目標の内容 

年月日 

教

師

仮

称 

学年 教授内容 授業目標 

2006年 

9 月 

12 日 

SA 1 年 「分類」(上) 

認知目標： 

1.形、色、大小によるカラーカードを分類し、計数

する。2.分けてみることを通じて、色、形、大小に

よる 23 枚のカラーカードの特徴を述べる。3.異な

る分類標準を初歩に体験させながら、分類の標準の

多様性を体験する。 

能力目標： 

1.児童の手作業能力、観察能力、判断能力、言語表

現能力、協力交流能力を育てる。 

2.楽しい算数の活動の中、積極的に算数の学習を参

加する。 

2007年 

3 月 

13 日 

SA 1 年 
「上・中・下；

左・中・右」 

1.空間にある物体の相互位置関係を感知している。 

2.上・下および左・右は対概念ということを理解す

る。 

2006年 

9 月 

26 日 

SB 2 年 「倍」 

1.いくつかはいくつかの倍数であることを通じて、

「倍」とは物事の関係を表すことを明確する。 

2.図を見て物事の関係に存在する倍数関係を乗法

式によって表示される。 

3.学びの過程において、口頭の表現能力、観察およ

び比較の能力を高める。 

4.算数の知識は生活からきたことを感受する。 

2006年 

11 月 

21 日 

SB 2 年 
「いくかの椅

子」 

1.あまりがある除法の文章題をさらに把握する。 

2.あまりがある除法は実際の生活の場面を通じて

算数問題を解決する。 

3.あまりがある除法の文章題におけるー1、＋1 と

いう算数問題を正しく答える。 
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2007年 

3 月 

13 日 

SB 2 年 
「三位数の整

数計算」 

1.三位数の立式の加法の理論を理解し、正しく計算

すること 

2.自主探索を通して計算方法を求め、知識の形成し

ているプロセスを体験する。 

3.探求過程に達成感を味わい、算数に対する学びの

自信が高まる。 

2006年 

9 月 

12 日 

SC 3 年 

「一位数ｘ十

位数あるいは

百位数」 

1.乗法の定義を理解することである。乗法は、同じ

数の足し算ということを使って、一位数は十位数と

百位数をかけることをする。 

2.推算を使って、3x3、3x30 から十位数の掛け算を

計算する。 

3.推算を通じて、児童の類推能力を育てる。注：で

きる子の場合は、すべての方法を把握することを要

求する上に、計算の理由を分かる。一方、できない

子の場合は、自分が最も好きな方法を把握する。 

2006年 

10 月 

24 日 

SC 3 年 

「一位数の割

り算」 

(検算する) 

1.練習を通じて、毎回あまりは除数より小さいこと

が分かる。商×割る数＋あまり＝割られる数という

関係から除法の検算の仕方を把握する。 

2.除法は 1位数の計算方をさらに把握する。1位数

の除法の計算・検算を熟練に把握する。 

注：できる子の場合は、検算を多様な方法を試して

みる。できない子のばあいは除数＝商×除数＋あま

りという方法を通して商を検算する。 

2007年 

3 月 

13 日 

SC 3 年 

「算数の広場

(分数)―何分

の一」 

1.学生の操作、観察等の活動を通じて、何分の一を

認識している。また、何分のいくつに関する読み・

書きができる。分数の概念を初歩に立てる。 

2.分数が生活からきたものであり、生活の中で使う

ことを初歩に体験する。 

3.まとめ能力および言語表現能力を初歩に育てる。 

2006年 

9 月 

26 日 

SD 4 年 
「リットル・ミ

リリットル」 

具体的な手作業活動を通じて、リットル・ミリリッ

トルが分かる。リットル・ミリリットルの量感を初

歩に育てる。 

2006年 

11 月 

21 日 

SD 4 年 
「文章題の計

算」 

1.総合算式を使って、三歩の計算の文章題を習得す

る。また、( )を正しく使うこと。 

2.樹の形の図を通じて文章題の計算方法を分析し、

児童の分析能力を高めること 

2007年 

5 月 

22 日 

SD 4 年 

「算数の広場

― 

試合の回数の

計算」 

1.試合の回数とチーム数との関係を把握し、図を描

くことができる。試合の回数に関する計算ができる 

2.グループ交流を通じて、問題を解決する最も有効

な方法を探る。 

3.観察・推断等の教授活動を通じて、算数問題の探

索およびチャレンジを体験する。算数に関する考え

るプロセスにあるロジック性を感受する 
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表 3-3で示したように、指導案を作成した 4人の教師は授業目標においては、新しい課程改

革に沿った目標を設定していることがうかがわれる。例えば、「知識と技能」、「過程と方法」、

「情感態度と価値観」という目標を重視し、このような目標を実現するためには、知識の構成

が児童の生活とつながっている点や、児童の主体性を育てながら、児童の多様な能力を育成す

ることを目指している点である。下線の部分に表記したように、教師は授業のプロセスに目を

向けるようになっている。また、授業スタイルに関しては探求学習やグループ学習を強調して

いる。したがって、指導案の授業目標から見るならば、「素質教育」の理念をはじめ、新しい

課程改革の理念と一致していると考えられる。指導案の授業計画の構成はこの点をさらに確認

するものとなっている。 

 

3.1.3. 授業計画 

S 校の指導案の授業計画のサブタイトルにもまた、「素質教育」の理念がうかがわれ、特に、

前述した算数の『数学課程標準』（以下は『標準』と略記）の内容と一致したものが多い。『標

準』の課程実施要領の教学部分においては 4 つの項目が取り上げられていた(教育部 

2001,p.51-54)。つまり、1.児童・生徒は生き生きした具体的な情景の中、算数を習得する。

それは、児童・生徒の生活体験とつながっていて、ゲームや演出等の活動を通じて児童・生徒

の学習意欲を引き出すことを教師に求めている。2.児童・生徒の自律的な思考および協働・交

流が導かれることもまた強調されている。手作業実践、自主探索、協働・交流は主要な学習活

動として取り上げられた。教師は児童・生徒の独立思考を導き、児童・生徒の発表を奨励する

ことが求められている。3.計算の見積もりを強化し、多様な答えを求めることを奨励する。4.

生徒の応用意識や問題を解決する能力を育てることもまた求められている。ここでは、教師は

児童・生徒の既存の経験を生かしながら、児童・生徒の身近な生活問題を解決することを重視

している。以上の実施アドバイスによると、授業スタイルの変化や教師・児童の役割転換に関

しては、情景の設定(IT 手段の使い)、児童の主体性を育成しようとする学習活動(自主探求、

グループ学習)の採用等を使うことがよいとされている。要するに、特定の指導法による素質

教育の児童の主体性を重視していることがうかがわれるのである。 

S 校の授業計画のサブタイトルだけを読めば前述した『標準』の指導内容と重なる部分が多

い。例えば 2007年 3月 27 日 SB教師の指導案の内容を見てみよう。 

 

①情景の創設 

②自らの試み、協同探求 

③多次元の練習・新しい知識の定着 

④まとめ 

(2007年 SB教師の指導案から抜粋したものである) 

 

「情景の創設」、「協同探求」は児童の関心・興味を引き出すために、授業の情景を創設する

ことを意味する。また、その情景を作るために、IT 技術を使用している点も『標準』が求め

る先進的方法に沿っている。授業計画にも素質教育で求められている探究活動や協働学習が指

導案の中取り上げられている。 

指導案は、表 3‐4 に示したが、授業計画の構成の項目にある分類は指導案のサブタイトル

によって作成したものである。 
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表 3-4  指導案における授業デザインの構成 

年月日 学年 

教

師

仮

称 

授業内容 授業計画の構成 

2006年 9月 12日 1 年 SA 「分類」 

①情景的導入 

②自らの探求 

③運用・発展 

④まとめ・交流 

2006年 10月 24日 1 年 SA 

「数の射線に

置けて加減法

をする」 

①情景の創設 

②協同探求 

③比較分析 

④まとめ 

2007年 3月 13日 1 年 SA 
「上・中・下；

左・中・右」 

①情景の創設 

②協同探求・新しい知識の獲得 

③練習・新しい知識の定着 

④まとめ 

2006年 9月 26日 2 年 SB 「倍」 

①新しい知識の導入 

②新しい知識の探求 

③新しい知識の使い 

④新しい知識の強化 

2006年 11月 21日 2 年 SB 「何枚の椅子」 

①復習・導入 

②初歩的な感知 

③新しい知識の探究 

④まとめ 

2007年 3月 27日 2 年 SB 
「3位数の加

法」 

①情景の創設 

②自らの試み、協同探求 

③多次元の練習・新しい知識の定着 

④まとめ 

2006年 9月 12日 3 年 SC 
「1位数ｘ十位

数、百位数」 

①情景の導入 

②探求段階 

③実際的応用段階 

④まとめ 

2006年 10月 24日 3 年 SC 
「1位数の割り

算」 

①復習導入 

②計算仕方の探求 

③応用 

④まとめ 

2007年 3月 13日 3 年 SC 「何分の一」 

①情景の創設、問題を導く 

②操作の感知、体験 

③理解の深め、発展 

④まとめ 

2006年 9月 26日 4 年 SD 

「リットルお

よびミリリッ

トル」 

①情景的導入 

②新しい知識の探究 

③練習 
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④発展 

⑤予備問題 

⑥まとめ 

2006年 11月 21日 4 年 SD 
「文章題の計

算」 

①復習準備 

②新しい知識の探究 

③練習の発展 

④復習 

2007年 5月 22日 4 年 SD 
「試合の回数

の計算」 

①情景の創設・新しい内容の導入 

②グループ学習・新たしい内容の探

求 

③まとめ 

出典：筆者は 2008 年 6月 2 日入手した S校指導案より作成した。 

 

以上の授業目的と授業デザインの構成から S校の算数授業指導案は素質教育をはじめ、新し

い課程改革の理念および算数標準に表記した仕方に沿っていることがうかがえる。つまり、児

童の主体性の重視、授業方法の転換、多様な能力の育ち等を表す。また、授業デザインの設計

には、同一性が見られた。つまり、情景の創設、児童の探求、応用発展、まとめという 4 つの

段階によって分けられている。 

また、以上の指導案の作成は、教師の意図的な一面がうかがえる。それは、指導案に掲載し

た教師の自己評価に反映されている。 

 

表 3-5  新しい課程改革の理念を重視する自己評価から抜粋した内容 

年月日 
学

年 

教師

仮称 
自己評価内容 

2006年 9月 12日 
1

年 
SA 

この授業は新しい課程標準における「自主探索、協力交流、

実践創造」という算数の学習方式が反映されていると思い

ます。児童の既存的な知識の背景から彼らに算数の活動技

能、算数の考えおよび方法を把握している。児童の手作業、

議論、探索分類の方法を使って、児童が本当の意味での「動

き」を導かれた。「遊び」のなか知識を学びながら、能力

を育成したと思います。 

2006年 11月 21日 
2

年 
SB 

今回の授業は児童の主体的な発展に基づき、児童の実際的

な生活と繋がって、情景を創設し、児童の興味を引き出す

ものです。また、児童の実践的な能力を育てるために努め

ています。授業デザインは「復習導入―初歩感知―実際応

用―発展新しい知識」という 4つのステップによって構成

されました。授業のデザインは、授業が生活からきたもの

であることを依拠しています。児童が実際の生活の中、算

数の使い方を体験しています。また、児童に既存的な知識

を基に現実的な問題を解決することを求めています。算数

の勉強は児童の主体性・能動性・独立性を絶えずに発展し

向上させます。「児童の発展に基づく」という新理念を表

したと思います。 
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出典：筆者は 2008 年 6月 2 日入手した S校指導案より作成した。 

 

表 3-5の下線に示したように、指導案を作成した 4人の教師全員が児童の主体性を重視して

いる。また、授業方法等を新しい教育課程理念を反映するようにした意図的に関連概念・活動

が取り入れられている。新しい教育課程改革に基づき、忠実に教育政策の「素質教育」の理念

を実践しようとしたことが分かる。              

本節は、S 校の 12 本の授業指導案に対する検討を通じて、指導案の作成には「素質教育」

の理念を忠実に反映している特徴が見られる。指導案のレベルにおいては、基本的に行政の「素

質教育」理念とのずれはない。具体的には、児童の主体性の重視、素質教育で提唱されている

能動的授業スタイルへの変換が授業計画によって表された。授業計画においては情景の創設、

児童の探求、応用発展、まとめという 4つの段階に分けられていた。 

こうして、S校において、学校の文書に見られる理念レベル、及び、指導案に見られる授業

の計画レベルでは忠実に行政の素質教育を具現化していることがうかがわれる。だが、児童生

徒の学習に直接与えるのはその下の実践レベルであり、こうした指導案に反映された教育理念

が実際にはどのような授業にどのような形で特徴付けたり、変容を迫られたりしているかを見

る必要があるであろう。そのため、次節では、「顕在的な授業構成」について、前述した 4 つ

の段階に基づく観察を進めたい。 

 

3.2.  観察による算数授業の「顕在的な授業構成」 

前節では、授業指導案に対する検討を通じて、S校にとって、指導案のレベルまでが「素質

教育」の理念を反映していたことを見てきた。本節では「素質教育」の理念が実際の授業にお

いていかに実践されるかを検討する。つまり、素質教育の実践を教室のレベルで検証するもの

である。それは時間軸で展開していく。 

 

3.2.1. 2005 年の授業に対する観察 

ここでは 2005年に調査を行った際に入手した調査データに基づき、「顕在的な授業構成」に

着目し、主に「授業スタイルの変換」と「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」という

側面から検討する。2005 年の予備観察した算数授業とそれを補足する形で、当時入手したビ

デオ分析を併用する。 

2005年の時に S 校はどのような授業を行っていたかを見るために 2005 年 3 年生の「交換

法則」の授業場面に関する授業内容および授業場面を取り上げる。 

 

具体的な授業をする前に、教師はまず、児童に足し算の交換法則の手続きで掛け算の交換法

2006年 9月 12日 
3

年 
SC 

私は今回の授業目標を達成したと思います。何より、今回

の授業の知識ポイントはすべて子どもによってまとめた

ものだと思います。私はただ計算の論理を教えただけで

す。児童の主体性をよく発揮したと思います。 

2006年 9月 22日 
4

年 
SD 

私は今回の授業において、先に知識を教えるではなく、1

つの学び活動を設計しました。それは、教材の知識は児童

の参与活動に転換していくことになります。児童は活動を

通じて、知識を得るようになっています。また、児童に知

識が問題を解決することに果たした役割を認識させまし

た。この様な方法は児童に探索の空間を与えられるため、

児童の主体性を育成することに役立つになると思います。 
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則を求めさせた。事前に準備した作業のプリントで具体的なステップを指示したのである。プ

リントによると、①具体的な例を挙げる、②具体的な質問に応じて、小さい棒を使って表示す

る、③結論を出すということである。 

(フィールド・ノーツ 2005 年 5月 28日 3 年生) 

 

授業プリントを見る限り、「小さい棒のような具体物」を用いた考え等、素質教育を反映し

ている『標準』に取り上げた「手作業実践」という授業スタイルである(教育部 2001,p.2)。 

以下はステップ 2に求めた小さい棒を使って、作業する場面である。 

 

教師が、「それでは、皆さんはグループで乗法の交換法則をどのように求めるかを討論して

ください。また小さい棒を使って試してください」と述べたのを受けて、児童たちは、早速作

業に入った。あるグループは一人の男の子は小さい棒を使って、乗法の交換法則を体験し始め、

この男の子は他のメンバーの話を聞きながら赤い小さい棒は 2 列と 3 行、黄色い小さい棒が 3

列と 2列をテープルにおいた。ほかの一人の男の子と二人の女の子が時には「それ、それ」と

いったほかに、ほとんどじっと見つめたのである。教師は作業をしている児童の間で机間巡視

をしていた。出来ない子のそばで指導したり、小さい棒の使い方を直したりしていた。そして、

児童たちの進度を見てほとんどの児童が終ったら、先生は手を叩いて、児童たちの注意を向け

させた。 

(フィールド・ノーツ 2005 年 5月 28日 3 年生) 

 

この場面にも、「授業のスタイルの転換」と「教師・児童の役割転換」を教師が意識してい

ることがうかがわれる。すなわち、教師は「手作業実践」、「自主探索」という授業スタイルを

使っているのである。例えば、児童たちは小さい棒を使って、自ら「交換法則」のプロセスを

求めることを促され、教師は従来の指導者ということではなく、援助者への転換がうかがえる。

例えば、下線に示したように、機関巡視の時に、教師はできない子のそばに指導したり、説明

したりすることである。 

 以下の授業場面は「顕在的な授業構成」に反映されている 3 つの側面、つまり、「授業スタ

イルの転換」と「教師・児童の役割転換」と「教師権威の緩和」を具現化しようとした例であ

る。手作業をしてから、教師は児童たちの発表を求める授業場面である。 

 

教師：誰かを前に呼びたいと思います、誰か前で発表してくれませんか？(先生は手を上げな

がら、児童の発表意欲に刺激を与える意図があるように見える) 

児童はほとんどが手を上げた。問題に答える場合にいつも積極的に手を上げる A さんが席を

離れて、「私、私…」といいながら手を高く上げた(教師の要請にこたえる努力がうかがえる)。 

教師：Aさん！ 

A さんは作業のペーパーと小さい棒を整理して、先生の前に持ってきて、発表をはじめた。 

A さん：私が挙げた例は 5つあります。5×6＝6×5… 

私の結論は被乗数と乗数の位置が変わっても積は変わらないということです。 

    そして、アルファベットの表示方は a×b=b×a です。 

教師：皆さんは Aさんの結論に賛成しますか？(教師は全員の反応を見ながら質問をした) 

児童(数人)：賛成(声が高い子が数人いる) 

教師：よくできました(教師は優しくいいながら Aさんに顔を向けた)。 

教師：A さんの結論を説明してくれませんか、被乗数と乗数の位置といいましたが、アルフ

ァベットの数式の中で、どのように表わしましたか？(教師は顔が再び A さんにむいて質問を
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続けた) 

A さん：アルファベットの算式は数字の算式に変わります(A さん席から黒板に上がって、黒

板の式を見ながら発言した。) 

教師：アルファベットの算式のなかでは？(教師は手を黒板の算式に指しながら続けて A さん

に質問をだした) 

A さん：a×b=b×a(Aさんは手を黒板に指しながら説明を続けている) 

教師：積が変わらないということをどのように表わしましたか？(教師 A さんに顔を向いて続

けて質問をした) 

A さん：a×bの結果と b×a の結果は同じです(手を 2つの式を指しながら比較を行った。) 

教師：具体的な例を挙げてください。 

A さん：5×6の積と 6×5の積は 30ですから、積は変りません。 

教師：どんな例であっても、左の積と右の積とは同じなのですか？(教師は全員に顔を向いて

質問をした) 

児童(数人)：同じです。(児童は声が高くて答えた) 

教師：A さんはよくできたため、みんな拍手しましょう。(教師は先に手を叩いて拍手した。

こどもは教師のペースに合わせて全員を拍手し始めた) 

(A さんは微笑みながら自分の席に戻ってきた) 

(フィールド・ノーツ 2005 年 5月 28日 3 年生) 

 

 この授業場面について、「授業スタイルの変換」に関しては、手作業やグループ探求を使っ

ていた。また、「教師・児童の役割転換」を意識していることもうかがえる。例えば、事例の

下線のところで表したように、教師は直接に「交換法則」の結果を児童に教えるのではなく、

児童の答えが導かれるようにしようとしている。結果に到達する「プロセス」を児童と一緒に

完成するという素質教育の推奨する方向性が見える。「教師の役割転換」、つまり、授業の援助

者と組織者の役割を果たし、児童の主体性を育てるとされる方法を用いようとしていることが

うかがえる。 

こうして、教師は生徒に例をあげて素質教育で求められる「考える」作業や教師が指導者と

して一方的に説明することなく、笑顔を作って、意識的にやわらかい口調で話す等の教師役割

転換と関連する「教師権威の緩和」を進めている。だが、こうした素質教育の「顕在的な授業

構成」の特徴が見られる一方、括弧にある内容のように、教師本人の意図とは別に、「潜在的

な授業構成」においては、教師が特定の行為を習慣的に求める「拍手」の場面や、よく「でき

た」という本来、正解に照らし合わせて「できる」「できない」という素質教育の図式には合

わない前提が働いていることがうかがえる。こうした素質教育の本来発信するメッセージでは

ない潜在的なメッセージが、児童に対して発信されていると思われるのである。 

このような特徴は筆者が観察した授業だけの特徴ではなく、2005 年に入手したビデオの授

業でも同じである。授業構成の分析に授業ビデオを使うことは TIMSS の分析等でも活用されて

きた(Stevenson & Stigler 1992；Hiebert et al. 2003)。 

以下は、ビデオの分析を見てみよう。これらのビデオでは、授業ノーツで出てきたコードを

用いて、場面を区切った。 

2005 年のモデル授業ビデオの分析に関しては、結論から先に言えば、形式としては確かに

素質教育で求められていた「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩

和」を指導案でも見られたように、対応しようとする様子がうかがえる。 
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表 3-6 ビデオの内容について 

番号 年 
教師 

仮称 
学年 ビデオの内容 

1 2005 SA 3 年 「未知数を求める」 

2 2005 SB 4 年 「統計図を描く」 

3 2005 SC 5 年 「平面図形の分類」 

 

授業では、素質教育の図式に従って、具体物を使って、児童の手作業を求め、児童の探求、

特にグループ探求を使い、児童の実践能力、考える力、協働交流能力を求めていることがうか

がえる。どの授業も、素質教育で求められる IT、グループ活動を用いている(表 3-7)。 

 

表 3-7 授業ビデオにおける授業スタイルの変換場面 

番号 学年 IT 手段の使用 グループ活動の活用 

1 3 年 

授業が始まったら、教師はプロジェク

ターに映した練習問題を児童に聞い

た。 

教師：1つの数は 8 との積は 608であ

るため、この数はいくつですか。 

皆さんはグループでこの問題につい

て議論してください。また、未知数を

求める場合には、そのステップを考え

てください。 

2 4 年 

教師は全国の降雨図をプロジェクタ

ーに映しながら、児童たち「これはど

のような図が分りますか」ときいた 

教師：我が子の体育部はフットボール

が 3個、バレーボールが 7個、バスケ

ットボールが 4 個、卓球が 12 個、バ

ドミントンは 6 個がありますので、ど

のような統計図によって表れますか。

グループで討論してください。 

3 5 年 

教師はプロジェクターに以下の平面

図を映した。 

   

教師：どのように分類したらよいかを

グループで討論してください。 

(教師は映した平面図(左)を指しなが

ら、以上の発言をした。言って終わっ

たら、児童の中に入って、機間巡視を

行っている) 
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写真 1：児童のグループ学習の場面 (探求的な発展) 

 
 

表 3-7 のように、教師たちは、「数学課程標準」によって推奨した「手作業実践」、「自主探

索」、「協働交流」という素質教育の「顕在的な授業構成」を意図的に使っていた。その背後に

は、こうした授業構成が児童の手作業能力や協働交流の能力を育てようとの前提があることが

教師との会話からもうかがえた。 

2005 年の「交換法則」の授業同様、ビデオ撮影された授業でも「教師・児童の役割転換」

も意識的に用いられている(表 3-8)。 

 

表 3-8 授業ビデオにおける「教師・児童の役割転換」関係場面例 

番号 学年 教師・児童の役割転換 

1 3 年 

教師：あなたは普段未知数を求めるときはどのように考えますか。 

児童：どの関係式とかかわりますか。 

教師は：では、以下の問題はどのような関係式ですか。 

(児童はすぐに答えできなかった) 

教師は：これまでどのような計算方法を習ったのですか 

児童：加法、引き算、乗法、除法です。 

教師：そうです。だから X×6＝906 の中 X を求める場合はどのよう計算方

法を使ったらよいですか。 

こども：除法です。 

教師：そうです。これは関係式です。 

2 4 年 

統計図を描いたときに、教師は児童の中に入って、児童たちの完成状況を

見ている。そして、時には、児童のそばに止まって、「色を塗る時に、きれ

いに描いてくださいね」と一人の児童のノートを指しながら、言った。 

3 5 年 

･グループの討論は 1分ぐらいに、機間巡視の教師は一人の児童は手を上げ

たことを見たら、児童のそばに足を止まって、児童の個別指導を行ったよ

うに見えた。教師は机の上にある児童の練習ノートを指しながら、「あなた

はどのような基準によって分類を行っていますか」と児童に聞いた。児童

は「私は平行線によって分類しました」と答えた。また、「他の分類基準は

できますか」と続けて児童に聞いた。児童は「そうですね。先ほどの討論

には李さんが辺によって分類されることを言いましたが」と答えた。教師
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は「そうですよ。まず、どのような平面図をもう一度見てください。そし

て、主に辺によって、どの種類を分けられるかを考えてね」と児童に教え

た。 

 

表 3-8のように、教師は従来の授業の主役者から組織者、援助者になるように授業を構成し

ている。授業の冒頭で大きな考えさせる問いを提示するのも特徴的な方法である。一方、児童

は授業の主役者になり、「学習者の主体性」を育成しようとする「素質教育」の理念と一致す

ることが分かる。例えば、3 年生の事例の場合は、教師は直接児童に答えを教えることではな

く、正しい答えを児童に導かれることによって到達することとなる。指導案においても、こう

した素質教育が求める指導が組み込まれていたことを想起させる。 

4 年と 5年の事例の場面において、教師は児童の個別指導を通じて、児童の援助者という役

割を果たそうとしていることがうかがえる。例えば、「教師権威の緩和」が教師の褒め方や言

い方に表れている(表 3-9)。 

 

表 3-9 授業ビデオにおける「教師権威の緩和」の場面 

番

号 

学

年 
言葉の使い方 評価の手段 

1 
3

年 

・グループの活動の時に、「ほとんどの子ど

もは集中してやりましたが、子どもによって

は上の空に見えたのですよ。私が言っている

意味が分りますね。」と教師は児童に言った。 

・「みなさんはよくできましたですね。」 

・できない児童に「焦らないでください、あ

なたはできますよ」 

・私は 5つのプレゼントを持ってき

ましたから、今日はよくできた子ど

もに教えようかなと思いますが。 

・一人の児童はよく先生の問題を答

えたため、教師は「呂さんの答えは

同ですか」と児童に聞いた。児童た

ちは「よくできました」と答えた。

教師は「では、呂さんにプレゼント

をあげるはずですね」と言った。 

2 
4

年 

・授業のベルが鳴ったが、一人の児童の祖父

母は日本旅行に行ったため、日本のお土産を

児童に配っているところ、教師「授業が始ま

りますよ。子どもたちとお土産をシェアする

ことがよいですが、授業が終わってから、続

けてくださいね」とこの子に言った。 

・統計図をよく描かれないようである。教師

は「この統計図はよく見えないですね」とい

ってから、指導をし始めた。終わってから、

「間違いの中、知識を習得することはよいこ

とですよ。印象深いですから」といい続けた。 

・「よくできました。」 

・「王さんの統計図はとてもきれい

に見えますね。」プロジェクターに

映しながら、みんなに聞いた。児童

の皆さんは「そうですね」と答えた。

教師は「われわれは王さんのことを

褒めなければならないですね。」と

いってから拍手をし始めた。王さん

は微笑んで自分の席に戻った。 

3 
5

年 

児童のグループ討論が終わったら、教師は一

人のこどもに聞いた。が、この子は答えがで

きないようである。教師は「先ほどの討論は

まだ覚えますか、できないなら、他のグルー

プの子どもの助けをもらいませんか」とこの

子に聞いた。 

・教師はよく答えた児童に 1 つの紙

で作った星を渡した。 

・「よくできました。皆さんは一緒

に拍手をしましょう。」 

・「英さんは頭がよいですね。よく

できました」 
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表 3-9のように、教師の言い方はやさしく、児童たちを褒めている。特に、教室の規範や授

業に集中できない児童に対しては、直接指名せず暗示的な言葉を使っている。例えば、表の 3

年の例を見ると、教師は「それぞれの児童は上の空に見えました」のように、一般化した言い

方をして、個々の児童の注意喚起をしている。あるいは、児童ができないなら、他のクラスメ

ートに聞いてもらいませんか」という相談のような言い方が多い。 

だが、ここでも、□で囲んだところでは、「できた」、「頭がよい」というような、「顕在的な

授業構成」のレベルにおいては、児童を競争させようという子どもを分別させる手段を使って

いる。これは「すべての学習者へ」という素質教育の目標に逆行するようなメッセージを同時

に送っている。 

以上は 2005 年の授業観察と授業ビデオに基づく分析した。教師が意識的に昔の教師主導的

な伝達手段を変えて、児童が主役になり、教師は援助役になることを目指していることが分か

る。このことは、教師インタビューからも確認された。例えば、教師は出来る限り児童が独立

して自発的に結論を導くことを求めている。結果が求められるだけではなくて、結論を出すプ

ロセスの理解が重視されているのである。教師は授業の方向性を決めるポイントとなる部分で

はいつも質問を出していた。また、探究学習や小グループ活動等のような新しい課程改革に適

合した授業スタイルが採用されていた。 

S 校の探究学習はモデル校ということもあり、素質教育の授業実践の完成度が比較的高い143

と考えられようが、児童の間でお互いに援助する場面がよく見られる。｢違う｣あるいは｢そう

だよ｣等の声をそこで耳にすることが多かった。結論は小グループの中でまとめられ、教師は

代表を呼んで前で発表させる。発表の内容の正誤の判断は他の児童に任せる。異議がなければ

授業を続けるが、異議がある場合は、異議がある児童に理由の説明を求める。全員の答えが一

致したところで討論が続けられていた。また、小さい棒等のような「体験的な」学習道具が日

常的に使われて、「授業スタイル」の変換を伴っていた。これらは、「数学課程標準」の教学ア

ドバイスにおいて、「学習者の独立な思考と協同交流を導く」(教育部 2001,p.65)という行政

の意図と一致している。また、教師は言葉遣いを意識的に優しくし、褒める手段をよく使って

いた。教師の権威を緩和し、これもまた、素質教育において、求められる教師の姿勢である。

これは、厳しいとされてきた従来の中国の教師に関して、教師権威の観点から一定の示唆を含

むものであろう。つまり、児童の自主性の尊重、それに伴う教師の役割の変化、そして、それ

が関係する教師の権威のあり方の変化、それが素質教育に応じた授業が提起する課題である。 

以上のように、S校の算数の授業には行政の建前に沿って進められていると理解される。また、

これも新しい傾向であることが校長をはじめ、教師たちのインタビューからうかがえた。 

S 校の授業ビデオ、5 つの授業観察から筆者が抽出した「素質教育」の理念を基に行ってい

る授業の特徴は以下通りである(表 3-10)。授業のノーツ(ビデオ)で、それぞれ 3 つのカテゴ

リーのもとに分類された場面を基に作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
143 筆者の調査によると、S 校のグループ探求活動は教師が形式化を越えて、意図的に組織されている。 
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表 3-10 「素質教育」の理念に基づく 2005年の授業構成 

特徴 授業スタイルの変換 教師・児童の役割転換 教師権威の緩和 

表現 

方式 

1. 手作業実践 

2. グループ探求 

3. 協力交流 

4. IT 手段の使用 

1. 教師は援助者、組織者に

なっている 

2. 児童は主役になってい

る 

1. 言葉の使いかた 

2. 褒め方 

3. 教師と児童は平

等にやり取り 

役割 

児童の実践能力、 

協力交流能力、 

自らの考える力等を育成す

る 

児童の主体性を育成する 
児童のモチベーショ

ンを高める 

 

以上のように、表 3-10 は「授業スタイルの変換」、「教師児童・生徒役割転換」、「教師権威

の緩和」を軸にしているが、これらは、「素質教育」の理念にある「学習者の主体性」の重視、

「全面的な発展」を表すものである。 

こうしたことから 2005 年の S 校の「顕在的な授業構成」は「素質教育」の理念に沿って

進められていることがうかがえる。にもかかわらず、授業全体を見る限り、前述の通り、教師

は「効率」や「教科学力」を依然として重視をし、「できる」か「できない」のか、「拍手を求

めたり」、児童を競争させてよく「できた」一部の児童を賞賛するような評価や賞罰の仕方を

採用している。何より、授業が終わる時に、教師は必ず「本日の授業では何を習いましたか」

という質問を出し、また児童の答えは教科知識の習得に関わるものである。これらは本来の前

述までの素質教育の目的とは必ずしも沿うものではなく、「顕在的な授業構成」においては、

意図的に素質教育に沿いながら、「潜在的な授業構成」においては、それを暗に阻害するよう

な要素を推進するという構図が見られるように思われる。この点に関しては 2008 年の本調

査データに基づき改めて検討しよう。 

 

3.2.2. 2008 年の授業に対する観察 

前節は 2005 年の授業観察を通じて、「顕在的な授業構成」においては、素質教育が求める方

向性での「授業スタイルの変換」、「教師児童・生徒役割転換」、「教師権威の緩和」という変化

が確認できるにもかかわらず、「潜在的な授業構成」ではそれと逆行するような要素が存在す

ることが分った。 

本小節は 2008 年の本調査のデータに基づいて、S 校の授業実践を 2005 年以後、2006 年と

2007 年の指導要領の路線に照らし合わせて見てみる。2008 年の本調査で観察した授業は、一

見すると、2007年と 2008 年の授業構成に沿うものである。そのため、指導案の検討の際に指

摘した授業の 4 つの段階、「情景的導入」(情景引入)、「探究活動」 (探究活動)、「応用発展」

(運用発展)、「纏め・交流」(総結交流)に基づいて考察していく。 

 

(1)「情景引入」(情景的な導入)の授業段階 

 本小節では 2008 年の S校調査を通して、前節に検討した 2006～2007 年時点の指導案との継

続性を検討する。まず、2006～2007 年の S 校算数の指導案にも頻出した「情景引入」(情景的

な導入)であるが、これは中国の学習指導要領にあたる「算数の新課程標準」(下記「標準」と

略記)の課程実施の中で「児童・生徒は生き生きとした情景の中、算数を学ぶ」という指摘の

具体化を目指したものであると思われる(中国教育部 2001)。いわば、日常的な問題から算数

に接近し、あるいは児童に馴染みな生活の場面の例から導入する実践である(呉 2005)。 
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 2008 年時点においても 2006～2007 年時点の指導案や授業観察に見られた授業の展開は継

続し、こうした算数授業の展開型は現在まで続いている(2012 年 4 月 27 日の教頭のインター

ネット・インタビュー)。 

さらに 2008年の S校の授業観察から具体的にその内容を考察した場合、「情景」の内容は

以下のような例に見ることができる。例えば、児童に馴染み深い祭り(例：児童の日等)、場合

によっては、全国あるいは上海市で行った政治、経済、体育に関する重要なイベント等に関連

している内容を取り上げる。また、筆者が調査を行った時期は 2008 年のオリンピック大会の

開始の 2 ヶ月前であったため、それに関係付けて試合回数の計算等が求められてきた。 

こうした実践は、児童にとって日常的に興味があるものを導入に使うことによって児童の関心

を喚起しようとする特徴を持っている。 

こうした実践の一例、2008年の 5月 26 日の授業観察ノーツより抜粋したものを以下に示し

た。 

 

皆さんはこれまで印象深かった試合があるはずでしょう。実は 2004 年の中国の女性のオ

リンピックの最終回のバレーボールの試合は中国の国民にとって印象が深かった試合でした。

彼女たちはたくさん輝いた業績を残したため、中国の誇りです。皆さんは彼女たちのように頑

張らなければならないのです。今日の勉強の内容は彼女たちの試合回数を計算することです。

まず、みなさんはこの試合に関するビデオの場面を見てください。見てからどんなコメントが

あるかを聞いてみます。 

(フィールド・ノーツ 2008 年 5月 28日 4 年生) 

 

こうした話題は児童にとって、日常的かつ興味がある話題であると教師に考えられているた

め、児童の興味を喚起しながら、算数の問題に接近することが可能であると考えられている。

また、児童の愛国主義を育てる価値観の教育としての意味もある。中国では道徳教育はすべて

の教科で行われることになっているが、道徳教育と結びついた形で素質教育が展開される場面

が多いのは、第 1章の教育政策の施策の節に指摘したように、中国版素質教育の 1 つの特徴で

あると思われる。 

また、前述したように、上海は IT 教育を推進してきたことで知られているが、IT 教育は『基

礎教育の課程改革の要綱(試行)』の中でも素質教育を推進する有効な手段として位置付けられ

ている(教育部 2001)。これは、農村地域も例外ではなく、農村部で素質教育を普及させるた

めに書かれた『農村教育のいっそうの強化に関する決定』においても IT 教育は強調されてい

る(国務院 2003)。IT 教育という手段を使うことは、中国の素質教育のもう 1 つの特徴であ

ると思われる。 

S 校においても、児童の感覚に刺激を与えるため、ITを用いた映像や図表を取り入れていた。

こうした授業の段階を通じて、児童の趣味を惹き起こそうとしていることがうかがわれた。筆

者の研究調査中、ITの使用は S校では一般的に行われていた。こうした ITという教授手段は

すべての授業に共通すると共に、前に述べた授業の 4つの段階に渡って使われていた。以下は

「情景導入」の具体的内容を示すために 1～5 年のいくつかの「情景導入」の授業場面をまと

めたものである(表 3-11)。 
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表 3-11 情景的な導入の授業場面例 

年月日 学級 
教師

仮称 
情景的な導入の授業場面 

2008年 

5 月 29日 
1 年 2 組 SE 

今日われわれは、色の分類を勉強します。まず、自分の

服の色を見てくださいね。われわれの服はたくさんの色

がありますよね。誰か先生に自分がどんな色の服を着る

かをおしてくれませんかなあー。 

2008年 

5 月 28日 
2 年 5 組 SA 

皆さんは「角」を知っていますか？実は我々の生活の周

りには「角」がたくさん存在しています。例えば、壁の

コナーもそうです。今日は「角」について勉強します。

まず、前の PPT を見てください。「角」という学園があ

ります。この学園の中、「角」はどこにあるかを知って

いますか。 

2008年 

6 月 4 日 
3 年 5 組 SB 

封筒の中に、3枚の異なる色の上着の紙と 2枚の異なる

色のズボンの紙があります。皆さんは封筒の中にある上

着とズボンを取り出して、何種類の組み合わせの方法が

あるかを考えなさい。 

2008年 

6 月 5 日 
5 年 3 組 SD 

6 月 1 日という児童の日はまもなくきますが、この日皆

さんのほとんどは両親と遊園地に行くでしょう。遊園地

にはたくさんのゲームがありますね。ここでは我々はま

ず 1つのゲームをやりましょう。私の手元に 1つの羅針

盤があります。この羅針盤を回してからどんな景品をも

らえるかを当ててみましょう。 

 

以上の表で示したように、S 校では学年を問わずに、情景的な導入の段階については、教師

たちは、児童の日常的な生活と結びつけて展開しようとしていた。また、IT を使うか、具体

物を使うか、ゲームを行う等の手段を通じて、児童の「体験」にもとづいた学習を導こうとし

た。これらは、中国の「標準」が要求した「児童・生徒の経験を生かし、児童・生徒の興味を

引き起こし、具体的な情景の中で算数の知識を理解すること」(国務院  2001)という指摘に沿

おうとした結果であると思われる。こうして 2006～2007 年時点で見られた情景導入の傾向

は S校において継続され、その内実は素質教育改革で推奨されている授業構成を反映しようと

した内容であることが分かる。 

 

(2)算数授業における「探求活動」 

次に、第 2 段階の「探究活動」144に目を移そう。「探究活動」段階は授業時間における比重

の点でも、授業展開における位置付けにおいても、授業のメインであることが授業観察からも

確認できる。こうした授業における比重の高さ故に、「探求活動」は授業改革の実践において

軸であり、「教師生徒の役割」や「授業スタイル」および「教師生徒の関係」のあり方を中心

に、S校の「算数授業」における「探究」段階の授業を検討する。ただし、これらの 3つの側

面は実際の授業ではお互いに絡み合いながら授業プロセスに存在し、並存していた。そのため、

授業場面のデータを取り上げる場合には、同じ授業場面に基づいて分析を進めていくことが少

                                                        
144「探究活動」、「情景導入」、「応用発展」という用語は、教師の指導案を分析したことによって、筆者

が作った用語である。 
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なくないということを先に指摘しておく。 

「探究活動」の段階は話題の導入に続いた「授業内容の習得」段階であるため、政府の理念

がどのように具体化されるか最もかかわる授業段階であると考えられる。だが、『要綱』の具

体的目標の実施部分では、「受動的授業、暗記、機械訓練という現状を強調し過ぎることから

学習者の主導的参与、意欲的探究、積極的な作業に転換し、学習者の情報を収集し処理する能

力、新しい知識を習得する能力、問題を分析し解決する能力、コミュニケーションおよび協働

する能力を育てる」(教育部 2001)と指摘されている「教師と生徒の関係」については、従来

の「教師主導」から「学習者主導」への転換が求められ、素質教育が賞賛している学習者の各

能力を育てるようにとしていることがうかがわれる。 

また、素質教育政策は、授業方法に関しては従来の「受験勉強」と結び付けられがちな暗記、

機械訓練等を否定し、探究、作業のような素質教育に沿った方法を肯定していることは第 1

章で見た。さらに、教授過程の実施については「綱要」の指摘によると、「教師は生徒の質疑、

調査、探求を導き、実践の中に学ぶことができるようにする。生徒は教師の指導を基に主導的、

個性を持ちながら学ぶ」(教育部 2001)というように、生徒の個性、主体性等が強調されてい

る。 

一方、「標準」の中には「学習者の意欲を引き出し、学習者に十分的な算数活動の機会を与

え、学習者が自ら探究および協同・交流のプロセスの中、算数の知識と技能、算数の思想と方

法を真に理解し、習得する。広範的な算数活動の経験をえる」ことが指摘されている(教育部 

2001)。 

これらの政府文献はそれぞれに言葉の表現方が多少違うが、その背後で強調された教育理念

は同じであろう。つまり、児童は授業の中心になり、その実現は従来の受験指導主導、教師主

導のものと比して、「教師生徒の役割」の転換、「授業スタイル」の変化に求められると考えら

れる。 

授業改革が継続的に安定化するか否かは筆者の考察したい関心の 1 つであるため、2005 年

の授業の場面(ノーツとビデオ)と 2008年の授業場面とを比較した。その結果、2008年の授業

場面は 2005 年の授業のあり方とあまり変わりがなく、算数活動やグループ学習等を通じて、

児童の主役としての役割が継続していることがうかがえた。表 3-12は 2008 年の「探究」の授

業段階に分類した場面の中から、教師・児童の役割転換と授業スタイルの変化が同時に見られ

た場面である。それは、児童のグループ研究の授業場面に焦点をあって整理したものである。 

 

表 3-12 教師生徒の役割転換と授業スタイルの変化の授業場面例 

年月日 
学

級 

教師

仮称 
教師児童の役割転換と授業スタイルの変化の授業場面 

2008年 

6 月 

5 日 

1 年 

2 組 

 

SE 

T：カードを整理する前に、皆さんはどんな分け方したいと思います

か。まず、一人で手元にあるカードを使って、やってください。 

(児童たちは、手元にあるカードを分ける作業に入った。教師は机間

巡視しながら、児童の作業を見ている、3分ほどでカード分け作業が

終わった。教師は児童たちに分け方を聞きました) 

T:皆さんはどんな分け方をしましたか、教えてください。 

S:私は色によって、黄色いカード、青いカード、赤いカード、緑カー

ドの四種類に分けました。 

2008年 

5 月 

28 日 

2 年 

5 組 
SA 

(全員が「角」を書く作業に入った) 

T:(1 分ほどして)OK、全員が終わったでしょう。誰か自分が書いた

「角」を持って、前に来て説明してください。 
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一人の女子児童が自分で書いた「角」の紙を黒板に貼り付けた。 

T：ここに書かれた「角」は正しいですか。皆さんで討論して下さい。 

(グループの討論が 2 分ほどだった。児童たちは、自分の意見を述べ

ていた) 

2008年 

6 月 

3 日 

3 年 

5 組 
SB 

T:実は、この組み合わせは日常の生活でも多く使われています。 

例えば、杭州から上海を経由し、北京に行きたいなら、いくつの行き

方がありますか。 

(パワーポイントで表示する) 

飛行機   バス     特急電車 

T:二人ずつ組んで話し合ってください。一人でできる人は話し合いを

しなくてもいいです。直接手をあげて下さい。 

T:話し合いが終わったら手をあげて下さい。 

S:九つの行きかたがあると思います。まず、飛行機でいく方法が 3

つあります。 

2008年 

6 月 

3 日 

4 年 

2 組 
SF 

T:皆さんは図以外に、数字あるいはローマ字を使ってもいいですよ。

もちろん図を描いてもいいです。自分が好きな方法を選びなさい。 

T:出来た人は、4 人グループで各自の方法について討論してくださ

い。 

(教師は児童の中に入って、机間巡視をしている。未だ検討が終わっ

ていない一人の児童の脇に立って後で君にも発表してもらうから、も

っと考えてくださいといいました) 

T:それでは、4人で討論をはじめて下さい。私は皆さんの方法はそれ

ぞれ異なると思います。 

(児童は 4 人のグループで議論し始めた。2 分間ほどでグループ討議

は終わった) 

T:どのグループでもよいですから前に来て皆に説明してください。 

S:私は 2 年生の時に勉強した線図の方法を使いました。 

2008年 

5 月 

29 日 

5 年 

3 組 
SD 

教師：ゲームをはじめる前に、黄色いボール、或は白いボールを掴む

可能性はどちら大きいかを考えてください。 

教師：ボールを掴むのは、1 人 3 回までですが、グループの人数が少

ない方は 1人 5 回までできます。 

教師の説明が終ってから、児童達はグループ単位で活動をはじめた。

各グループには 1人の代表がいる。代表はグループをうまく機能させ

るために、各自に担当する仕事を割り当てる。グループのメンバーは

順番にボールを掴む係から記録係へと引き継いでいく。児童たちは、

時 「々黄色、白」と声を張り上げ、とても賑やかな授業場面であった。 

こうした授業活動は 3～4分ほど続いた。 

教師：(手を叩いて)このゲームを通じて皆さんはどの様な結果を得ま

したか。 

 

表 3-12 の授業場面、特に下線のところからうかがえたように、教師は教えようとする内容

を直接に児童に教えることではなく、「算数活動」を通じて、答えを自ら発見させようとする。

そのため、作業やグループ学習および児童の発表が用いられていた。これらは、「素質教育」
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の理念が強調した児童が授業の主役することと一致しているとされ、一定の素質教育的な「顕

在的な授業構成」があることがここでも確認できる。 

次に、授業スタイルの変化に関してのもう 1 つの特徴を見てみよう。それは、「探究活動」

においては、多様な答えが求められるということである。『標準』における課程実施の意見に

よると、児童の生活背景および考え方は異なるため、低学年(1～3 年)および高学年(4～5 年)

を問わずに計算の仕方の多様化が求められた(教育部 2001)。したがって、S 校は算数授業の

中に、計算法の多様化を求めることが多い。当初の政策の目的において「多様な答え」を求め

ることは児童の「差異」に注目し、それぞれが貢献できることを探るという、素質教育で推奨

されている、すべての子どもに向けた授業を行なことを意味する。それに加えて、「多様な答

え」は素質教育の「創造能力」の育成と直結しているという教師の考えがあった。特に、「考

える力」を育てようとする有効な方法であると認識されていた。 

 

素質教育における「創造能力」の育成はとても重要だと思います。わが国にとって、最も足

りないことがそれである。算数での「多様な答え」は「考える力」を育成することに役立つと

思います。 

                   (2008 年 6月 3日 SA教師に対するインタビュー) 

 

ご存知と思いますが、わが国の基礎知識の習得は世界で抜群でしょう。私の一人の友人の児

童は私が教えた子ですよ(笑)。正直、成績が普通な子だと思いましたが、アメリカに行ったら、

学級で算数成績がトップ層になったようです。しかし、アメリカがすごいのが「創造能力」の

育成だと思います。「多様な答え」は児童の思考能力を高めることができると思いますので、

これは「創造能力」に不可欠なものでしょう。                

(2008年 6月 3日 SD 教師に対するインタビュー) 

 

算数授業での「多様な答え」の授業方法については教師が肯定的な評価を持っていた。また、

「素質教育」における「創造能力」の育成についても賛成していた。 

では、「多様な答え」とはどのようなことか。以下では「多様な答え」を求めた具体的な授

業場面を示す。 

 

例えば、足し算の例では、13-9 の答えを求める時に、グループの交流を通じて、討論した

結果 4つの答えが得られた。 

① 13-9＝12-1-1-1…＝4 

② 10-9＝1 

1＋3＝4 

③ 13-3＝10 

10-6＝4 

④  9＋4＝13 

   13-9＝4 

                    (フィールド・ノーツ 2005年 5月 26日 3年生)  

 

さらに、下記は 2008年の授業の観察による「多様な答え」の授業場面を抜粋した表である。 
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表 3-13 「多様な答え」の場面 

年月日 
学

級 
多様な答えを求める授業場面 

2008年 

6 月 

5 日 

1

年 

2

組 

T：今日は習った「分類」は具体的にいくつの基準が考えられますか。 

お互いに相談してください。 

S：私は色分けによって分類しました。色分けにすると、4 つの種類があると

思います。赤色、青色、黄色い、緑という四種類があります。 

S：私は形によって、分類をしました。正方形、三角形、円形という三種類が

あります。 

S：私は、大きさによって分類しました。大きい方と小さい方という二種類が

あります。 

2008年 

6 月 

4 日 

3

年

5

組 

T：それでは、展示した肉料理と前菜を図形あるいはアルファペットによって

表示しなさい。 

S:肉料理は A1、A2、A3、A4 によって表示され、前菜は B1、B2、B3によって表

示されています。 

そして、組み合わせの時に、まず、A1をきめて、そして A1・B1、A1・B2、A1・

B3 のように表示します。 

T:皆さんは他の組み合わせの方は先生の代わりに表示しなさい。 

(教師は児童の中に入って、機関巡視しています。巡視をしながら、先生は児

童にポイントを教える) 

T:すべての内容を完全に書き終わったかどうか 

自分が書き終わってから書き忘れがあるかどうか 

T:皆さんの書き方が大体同じですね。 

T:次は、飲み物を入れていかに組み合わせにするかを考えなさい。 

(パワーポイントの表示により、ジュースとコーラを入れてきた) 

T:ローマ字によって表示すれば、 

(児童はいいながら、教師は pptで表示している) 

A1－B1－C1  A1－B2－C1  A1－B3－C1 

A2－B1－C1  A2－B2－C1  A2－B3－C1 

A3－B1－C1  A3－B2－C1  A3－B3－C1 

A4－B1－C1  A4－B2－C1  A4－B3－C1 

(そして同じように C2 と取り替えれば) 

最後は 24種類の組み合わせの方に求めた。 

T:他に式によって表示しなさい。また、この答えが正しいかどうかを検証しな

さい。 

教師は再び、機関巡視を行っている。 

T:パワーポイントに表示した問題をいくつの方法で答えられるかを考えてく

ださい。お互いに交流しなさい。また、最も容易方法を考えてください。 

(子供同氏は交流し始めた。) 

T:まだ終わっていない人は手を挙げなさい。よいしょうー、ストップしなさい。 

T:どうしてまだ終わってない人がいますか？多分時間がかかった組み合わせ

の方法を択んだでしょう。だから、最も簡単な方法を皆さんに考えさせたから

です。 

T:最も簡単な方法はなんですか？ 
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S:算式の方法です。 

S:まず、4ｘ3＝12を計算します。そして、飲み物は 2種類があるため、 

12＋12＝24 

T:皆さんはよくできました。先生の難しい問題は皆さんに困らせられなかった

です。 

2008年 

6 月 

3 日 

4

年

2

組 

S:私は 2 年生の時に勉強した数線の方法です。 

 

 

 

 

 

1 つのチームは 1 からのチームは 5 回の試合を行い 2 からのチームは 3 回の

試合を行い、こうした計算するように 5＋4＋3＋2＋1＝15回です。 

T:他の方法がありますか 

S:数字で表示することもできます。 

1－2、1－3、1－4、1－5、1－6 

2－3 2－4 2－5 2－6 

3－4、3－5、3－6 

4－5、4－6 

5－6 

1＋2＋3＋4＋5＝15 です。 

T:他にありますか 

S:5ｘ6÷2＝15 

T:劉さんの表示方は他の人と違うようですが、前に来て発表しなさい。 

S:1→2、3、4、5、6 

 2→①、3、4、5、6 

 3→①、②、4、5、6 

 4→①、②、③、5、6 

 5→①、②、③、④、6 

 6→①、②、③、④、⑤ 

○ に表示した試合はすでに行ったから、計算するときに無視します。 

 5＋4＋3＋2＋1＝15回です 

T:実は、先生はもう 1 つの方法もあります 

(教師は次の授業を進めたいうちに、一人の児童は自らの計算方法を発表した

いという意図が表示した) 

T:どうぞ 

S:5ｘ5－2ｘ5＝15 

 

 表 3-13 が示しているように、児童は自由記述あるいは式による説明についてどちらでも自

由に選びながら答えることが求められている。また、児童は多様な解答を求められ、多様な考

え方をすることが奨励されている。さらに、グループ活動を通じて、話あいが行われ、これに

よって多様な考え方に達成することができると教師の間でも考えられている。 

本小節では「探究活動」を見てきた 2005年調査と 2008 年調査の継続性と素質教育の「顕在

的な授業構成」に沿う努力が継続していることが裏付けられた。 

1        2        3        4        5        6 1        2        3        4        5        6 1        2        3        4        5        6 
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(3)応用発展の段階 

次に、応用発展の段階であるが、応用発展としては、S 校では、基本的な教育目標を実現す

る場合には、より高次的な問題提起を児童に与えていた。児童の高次元の考える力を育成する

意図があると思われる。下記は 3年生の「何分の一」という算数授業の応用発展の例である。 

 

教師：今日は皆さんがよく勉強しましたので、ごほうびとして微笑みの顔を持ってきました。

(教師は微笑んで優しい口調でいいながらパワーポイントの演じを作業している) 

 

図 3-2 パワーポイント内容 

 

 

 

 

 

 

教師：赤微笑の顔の数は全部の微笑みの二分の一でしょう？何ですか？(パワーポイントの

画面を映してから、教師は質問を出した) 

児童：私は 6つの微笑を 1つの全体として見なし、平均に二部分を分けて、中の一部分は 3

つですので、赤い微笑の数は全部の二分の一です。(児童は手を映したパワーポイントに指し

ながら答える) 

教師：今の 1/2 とさっきのケーキの 1/2と何が違うのですか。(さっきの 1/2は前の授業に

1 つのケーキを 2分に分けることをさす、筆者註)(教師は優しい口調で) 

児童：さっきは 1 つのケーキを 1 つの全体として見なしました。現在は 6 つの微笑みは 1

つの全体に考えました。   

教師：実際、われわれの生活の中で 1つ物体を平均に分けることができながら、一群れの物

体を 1 つの全体として平均に分けることもできます。(教師は全員の反応を見ながら纏めをす

る) 

(フィールド・ノーツ 2008 年 5月 28日) 

 

素質教育の「顕在的な授業構成」に沿ってこの授業場面においては、教師が児童に身近な例

で、問題を出し親しみやすく興味を持たせながら、実際の生活の応用にも考慮している。また、

教師の言葉遣いは児童にとって受け入れやすいことがうかがえる。授業のあり方は「探究活動」

と変わらない。 

 しかし、1つの点に注意を要する。これまでの授業段階は教室のすべての子どもに向けた授

業であるが、「応用発展」という授業段階は上位の児童に向けた授業である。この段階に入る

前に、先生は「次の問題は難しくなるから、自分ができそうだと思ったら、やってください。

できない場合は怠け者にならないで、この前に勉強した内容をちゃんと復習してくださいね。」 

(フィールド・ノーツ 2008 年 5月 28日)とたびたび児童に提起する。これらは、できる子の

学びを伸びるようにという教師の意図があると思われる。これらは、『標準』の「異なる人は

算数での異なる発展を達成すべき」という算数課程の基本的な理念(教育部 2001,p.1)。つ
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まり、児童の個人差を認めながら授業を実践しているものである点に沿っている。 

だが、この時点で興味深いことが起きている。「すべての子ども」に向けた授業であるべき

だという中国版の素質教育の機会均等の論理は、個々の差異に対応すること、そして、上位層

のニーズの差異を強調することによって、上位層向けの発展的学習を正当化する論理としても

機能しているのである。 

同時に、これは「すべての子ども」に向けるべきだとする「素質教育」の理念に沿って正当

性を与えられている。この逆説的な点は教師のインタビューからうかがえる。 

 

授業はすべての子どもに向けなければならないと思います。できない子だけに目をむけるこ

とは、できる子にとって、不平等だと思います。そのため、できる子にも力に入れなければな

らないと思います。 

(2008年 6月 3日 SD 教師に対するインタビュー) 

 

平等というと、すべてできない子だけにするとよくないと思います。児童の個人差が確かに

存在します。こうした個人差を無視することができないのです。そのため、できる子に応じた

授業内容を教える必要があると思います。これは、彼らの権利だと思います。 

(2008年 6月 3日 SA 教師に対するインタビュー) 

 

応用発展の授業はできる子に向けたものです。すべての子どもにふさわしい授業内容を教え

ることは平等だと思います。私はいつもこうしたバランスを考えています。 

                   (2008 年 6月 3日 SC教師に対するインタビュー) 

 

以上のインタビューのように、応用発展の授業は「教育の機会平等」の理念とつなげられな

がらも「個人差」の名のもとに「できる」児童への対応の差異化が肯定されている。例えば、

「できる子」と「できない子」のニーズを分けて考え、「すべての学習者」の力を伸ばすとい

う「素質教育」の理念のもと、個人差を認めるという論理によって学力上位層への対応を差異

化することをも正当化しているように見える。そして、素質教育の公の論理自体は、実に学力

上層への差異化された指導を根拠付ける個別化の論理が含まれているようになると思われる。 

 

(4)授業の総括部分での特徴 

最後に授業展開におけるまとめの段階においては、観察した授業の多くは授業のポイントを

再強調している。例えば、フィールド・ノーツによると、「今日われわれは何を勉強しました

か」という問題提起が多かった。こうした確認作業では、従来の教師主導と違い、教師が問題

提起をしてから、児童の参与を求める等、素質教育の「主体性」(燕 1999；柳 2002)を強調

するという教育理念で一般に求められている指導法である。 

以上、S校における授業実施は児童の応用、実践、体験を実施の諸側面で素質教育の「顕在

的な授業構成」によって貫かれているように見える。その際には、「教師・生徒の役割転換」、

従来の意味での「教師の権威の緩和」、「授業スタイルの変化」という側面がうかがえた。S 校

の算数授業は、こうした形式を見る限りでは、政府が提唱している素質教育の特徴を忠実に備

え、新しい課程改革に立つ授業であるようにうかがえる。 

とはいえ、以上のことを S校の特徴の全てであるとして安易に理解するのは不適切であると

思われる。というのも、形式として実現されている素質教育授業の目に見える姿と共に、素質

教育を促進させる意図では意識的には推進されないものの、「潜在的授業構成」が存在するか

らである。そして、この「潜在的な授業構成」を理解することなしには、本当の意味で、素質
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教育の実践での展開を語ることはできないと思われるからである。この「潜在的な授業構成」

は従来の研究においては十分注目されることがなかった側面であると考える。既に、今までの

節で、「顕在的な授業構成」とは別に、「顕在的な授業構成」においての発言から、「できる」

と「できない」の論理を教師が暗に用いていることがあり、特に、「できる」児童に対して「拍

手」を求めたり、褒美を与えたり、競争的な関係の中で学力勝者としてその児童を肯定する評

価が行われてように見える。また、これは教師が意図的に行ったことでもある。その要因は児

童の年齢に求められることがうかがえた。以下は教師インタビューを通じて、この点を明らか

にしたものである。 

 

実は、子どもたちは大人より褒められたいと思っています。特に、子ども同士の間では、他

人が褒めたられたら、自分も褒められたいとより頑張ると思います。そのため、私は褒めると

いう手段を使って、子どもに刺激を与えたいと思います。                                 

(2008年 6月 3日 SD 教師に対するインタビュー) 

 

子どもは基本的に負けたくないという気持ちが強いと思います。特に、できる子の間ではな

おさらのことだと思います。 

(2008年 6月 3日 SB 教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、教師が児童同士の競争関係を作る妥当性は子どもの年齢に帰結されるように

うかがえる。特に、できる子の間ではこの論理がより機能しているという認識があると思われ

る。 

そのため、公の素質教育の論理自体に、「すべての子ども」を対象とする平等性と、その「す

べて」という言葉の中の学力上層部のニーズに特に注意することによって、学力上層部への対

応の差異化が正当化されうることが見られる。 

次節では S校の「潜在的な授業構成」をさらに分析する。 

 

3.3. 観察による算数授業の｢潜在的な授業構成｣ 

前節では、素質教育の「顕在的な授業構成」について、S 校の例を通して見た。そこにおい

ては、素質教育の公の目標に沿おうとする意識的な取り組みと、逆に評価の場面等に関連した

「潜在的な授業構成」が見られた。本節では、この「潜在的な授業構成」を軸にした考察をし

たいと思う。その際、「効率性の再構築」、「教師権威の再強化」、「伝統的な学力の重視」とい

う 3点から検討する。こうした 3点を見る限り、｢潜在的な授業構成｣は教科学力の達成による

統制にあると思われる。なぜなら、｢潜在的な授業構成｣は教科学力の育成に機能しているから

である。まず、｢潜在的な授業構成｣の存在する要因を見てみる。 

S 校は素質教育のモデル校であること、そして、顕在的には素質教育の政府方針に沿った授

業が展開されていることを見た。公の期待においては、S校は素質教育のモデル校としての役

割を果たすことにある。しかし、S 校の観察よりは、実際は素質教育の目標と矛盾する要求に

もまた S 校がさらされていることが分かる。 

S 校は、恵まれた階層の家庭からの児童が多く、進学意識が高い家庭も多い。従って、進学

(受験)に求められる学力、進学を保障していくこともまた、S 校が当然求められていることで

ある。以下は教師と保護者のインタビューからその一端が見られる。 

 

成績がよくないと、他の面においていくら業績があっても、結果としてはすべてが台無しに

なってしまうと思います。そのためか、まず、受験勉強を確保することですね。さらに、素質
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教育を追求するものが無難でしょう。 

                   (2008 年 6月 3日 SF教師に対するインタビュー) 

 

 いくら応試教育を批判しても、成績がよくないと、保護者をはじめ、社会が認めてくれない

と思います。この矛盾を解決することができないと、教師は大変だと思います。 

                   (2008 年 6月 3日 SB教師に対するインタビュー) 

 

ここでいうことは適切がどうか分からないですが、中国の現状から見ると、応試教育は依然

として強力に存在しています。この社会の波に応じないと、学校は社会からの認めはなかなか

難しいと思います。 

                   (2008 年 6月 3日 SD教師に対するインタビュー) 

 

以上、特に下線のところで示されるように、応試教育が依然として重要な機能をしているこ

とが教師の中で認識されている。また、学力面で保護者や社会の期待に応えるためには、応試

教育をやむを得ず受け入れ、応試教育と素質教育を同時に確保し追求する必要性が認識されて

いることがうかがわれる。また、両方を同時に確保することは保護者のニーズであると考えら

れている。以下は保護者からの S校に対する評価のインタビューである。 

 

S 校を本当に感謝しますね。我が子はこの学校に入ってから、成績が上がったうえに、性格

も明るくなりました… 

                  (2008年 6月 3日 保護者 SPCに対するインタビュー) 

 

我が子は S校に入っていますので成績について何も言うことは無く、人格や性格をよく育て

られたと思います･･･ 

                  (2008年 6月 3日 保護者 SPBに対するインタビュー) 

 

我が子は 2年生から転校生として S 校に来ました。最初のころは、この学校にあわないなら

どうすればいいかを結構心配しました。が、数ヶ月後、われわれの心配は余計なものだと思い

ました。ありがたい話だと思います。我が子は成績がよくなり、学校活動とかも積極的に参加

したりします。 

                  (2008年 6月 3日 保護者 SPDに対するインタビュー) 

 

このように、保護者のインタビューによると、S 校に来れば成績がよい、よくなることを前

提として話していることが読み取れる。つまり、アカデミックな意味での学力が確保されるこ

とは当たり前のように考えられ、かつその前提が満たされた上で他の(素質教育等)を評価する

のである。 

以上の教師と保護者のインタビューからうかがえるように、S 校は素質教育のモデル校とな

ろうとも、従来通りないしそれ以上の「学力」と進学実績を求められているのである。 

以下に、こうした受験圧力のもと、素質教育モデル校としての S校の実践に、応試教育の特

徴が混在している様子を分析する。既に S 校の素質教育の「顕在的な授業構成」を軸にした前

節までのところにその一部は見えていたが、本節はさらに、応試教育に軸を置いて、S校を分

析する。S校に求められる応試教育の期待は、素質教育が本来提唱している内容とは必ずしも

一致しない。そのため、顕在的な素質教育的特徴を作り出していく授業の特定の構成と、それ

とは論理的には矛盾するかもしれないが、実際は存在し、素質教育の「顕在的な授業構成」と
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関係し干渉しあう、「潜在的な授業構成」があるのである。 

 

3.3.1.「効率性」の再構築  

まず、「素質教育」の理念と沿わないものであるが、実際には行われている「効率性」の再

構築について見てみよう。「効率性」を重視していることは S 校の様々な場面で見られた145。

授業もその例外ではない。「効率性」の追求は、授業に関するあらゆる面に反映できると考え

られる。例えば、授業に入る前の教室秩序の確保、授業中に問題の解答を求める際に、「誰が

一番早いか」といった競争意識を刺激する技術がよく使われる。素質教育で求められる答えの

多様性に関しては、従来型の 1 つの回答を求めてそれを評価することはしないものの(前節参

照)、答えの多様性を求めながらも、その中で最もよい(＝効率的な)答えを決める場面にしば

しば遭遇する。すなわち、答えに価値の優劣の順序をつけるのである。例えば、以下はその一

場面である。 

 

(教師は異なる色の紙で作った円形(大きな青い円と赤色の小さいな円)、長方形(黄色)、三

角形(赤)、正方形(緑)をそれぞれ黒板に貼り付けた)。 

(児童は色による分類のほかに、形による分類をした。形の分類においては、児童は円、三

角形と四角形に分けて分類した。しかし、この時、一人の児童は、円と多辺形という基準で上

述した三角形、長方形を同じグループに分類した。教師はこのような分類方法を正しいと評価

した上で、次のように言い加えた)。 

「王さんの答えは間違いがないと思いますが、実は三角形と長方形は生活の中でよく使われ

ると思いますので、皆さんはできるだけ、円、三角形、長方形という分類にしましょうね。」 

                     (フィールド・ノーツ 2008年 6月 5日 1年生) 

 

また、素質教育で重視されるグループ学習の場合においても、効率性の追求が見られる。グ

ループ学習が行われる場合も、それは一回 2，3 分で終わらせられてしまい、その過程におい

て児童の個別ミスがあるときにも無視されることが多い。次の授業場面は児童の個別ミスを無

視した具体例である。 

 

「三角のはかり方を知りますか」と教師が質疑してから 3人の児童が前に出てきてはかり方

を求めたが、一人の男の子は教壇に立って、三角の物差しを黒板に上においたり、下においた

り、はかりの手がかりを見つけられなくなり、正しく測りができなかった。教師はこうした状

況を見て、「できない子どもがいるようですが、一緒に黒板を見て、正しい測り方を見て見ま

しょう」と発言してから、三人の児童全員を席に戻らせた。                

                    (フィールド・ノーツ 2008年 5 月 28日 2年生) 

  

このように、教師は個別のミスがあっても、直接個人に教えることではなく、全員の授業問

題として一斉指導にもどすことによって注意を喚起し、済ませていた。児童の個人レベルのミ

スを解決することはしていないように見えた。しかし、第 1章で指摘したように、「素質教育」

の理念の特徴の 1 つとしては、「平等」という視点を強調することにある。それらは、一人一

人の児童のニーズに応えられる教育を提供することを本来意味する。つまり、児童の個人差を

                                                        
145 休憩の時間は、児童が分からない問題があるなら、担当の教科だけではなく、全ての教科教師に聞い

てもよいことになっている。その他、小学校の教師のチームワークも有効に機能している。教師の間

では、情報交換がとても速い。筆者による観察では、自らの教室で出た授業時間内の問題は直ちに他

の教師に伝えられる。そして、次の教師に注意を呼びかける。それにより、効率よく問題を解決でき

るようにしているように見えた。 
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認めながら、「できる」子の能力を伸ばす授業と「できない」子の基本的な授業内容を確保す

し、「分層的な授業」(differential instruction)を同じ授業で実現させることである。その

ため、教師インタビューからも時間に限られた授業の中で、すべての子どものニーズに応える

ためには、時間の保証が課題となっていることがうかがえた。これが、新しい素質教育の文脈

において、従来の論理としての「効率」を追求することにつながっているのではないかと思わ

れる。理念としてはすべての子どもにニーズに応えることが明快であるかもしれないが、現場

に移す場合には、こうしてジレンマが生じることがうかがえた。以下はそのジレンマの一端を

うかがえる場面である。 

授業の内容を自ら答えることができない児童の例である。教師は、児童自らの答えを導くこ

となく、その代わりに、教師が答えを教えることがしばしばあった。 

 

教師：「どうしてこのように算式を作りましたか」 

児童：それは… 

(児童は躓くことになったため、直ちに答えができなくなる。教師は説明しつづけた) 

教師:「表のように、重複した試合があるから、さきほど見たように、中国とロシアの試合と

ロシアと中国の試合は同じ試合でした。まず、重複の試合を取り除くことです」 

                    (フィールド・ノーツ 2008年 6月 3日 3 年生) 

 

こうした授業場面では、教師は答えられない児童に対して個人的な対応をする時間的余裕が

ないことが見られた。児童自らの考えを導くという「素質教育」の理念が現実の授業を早く進

めなくてはいけないという要請によって破綻する様子が見られた。 

また、このような授業場面は筆者が観察した授業にたびたび見られることである。表 3-14

は、教師は個人的な対応ができ授業場面の抜粋である。教師は児童の代わりに答えを直接教え

る授業場面、あるいは、そのまま答えを無視する授業場面の例である。 

 

表 3-14 教師が個人的な対応ができない授業場面 

年月日 
学

級 
個人に対応できない場面 

2008年 

5 月 

27 日 

2 年 

5 組 

(教師は PPT で直角を映した。また、事前に用意した三角のものさしを女子

児童に渡した、この女子児童は正しくできなかったようで教師はまた言い続

けた) 

T:1年生の時教えたはかり方をまだ覚えますか？ 

S:三角定規の直角を使って、測ります。 

T:そして、(女子児童は教師の質問を答えられないため、無言になった。教

師はこれ以上この女子児童に答えを求めることなく、自ら説明をはじめた) 

T:定規の直角部の 2つの辺とこの「直角」の 2つの辺と平行あるいは重なる

場合は「直角」といえます。 

T:2つの辺はすべて平行しています。 

2008年 

6 月 

4 日 

3 年 

5 組 

T:まだ終わっていない人は手を挙げてください。 

(何人かの児童は手を上げたが、教師は全員の検討終了を待つことなく、作

業を止める指示を出した。) 

では、作業をストップしてください。 

T:まだ終わってない人がいますが、多分時間がかかる測定方法を選んだので

しょう。 
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2008年 

6 月 

3 日 

4 年 

2 組 

(教師は次の授業内容の説明に入ったが、一人の児童が自分の計算方法を発

表したいという意思表示をした) 

T:どうぞ 

S:5ｘ5－2ｘ5＝15 

 6 つのチームは自チームを含めないと 5 つあります。従って、すべてのチ

ームは 5 回の試合を行うことになります(2ｘ5 について児童は説明できなく

なった)。 

T:2ｘ5はどういう意味ですか 

S：児童は依然として答えなかった。 

T:授業が終わってから、また考えて下さい。それでは、先生の方法を説明し

ます。 

2008年 

6 月 

5 日 

5 年 

3 組 

各グループの発表が終わってから、教師は答えが正しくなかった児童の説明

を聞き始めたが、個人指導を行うのではなく、代わりに、全員に同じゲーム

を再度やってもらった。 

児童全員が同じパターンでゲームをはじめたのである。 

 

以上の表のように、教師が「すべての子どもに向ける」ことができない状況が見られる。こ

れらは素質教育によって提唱した児童を平等に扱う理念と矛盾する。つまり、授業の「効率」

を追求するためには、すべての児童のニーズに応えることを犠牲にしなければならない。  

また、「効率」の追求は授業あるいはほかの学校活動にも見られる。例えば、素質教育が求

める児童の「主体性」を尊重するには、こなそうとする量が多く、授業の進度が速いという問

題もある。休憩の時間には、児童に分からない問題があるなら、担当の教科の教師だけではな

く、全ての教科教師に聞いてもよいことになっている。その他、教師の間では、情報交換がと

ても速い。筆者の観察では、自らの教室で出た授業時間内の問題は直ちに他の教師に伝えられ

ていた。そして、次の教師に注意を呼びかける。それにより、効率よく問題を解決できるよう

にしているようにうかがえた。こうした、「学力」確保の努力は意識して取り組まれていた。 

そして、「応用発展」の段階にあてられる時間は非常に少ない。基本的には 2～3分の間であ

る。観察していると、児童にとって時間内に問題を完成できないことが多かった。こうした場

合には、教師がいつも宿題として児童に残りの作業を与えていた。ただし、強制的に完成させ

るのではなく、児童に完成することが好ましいことを呼びかけたにすぎない。最後のまとめる

段階はただ 1～2 分の時間だけを使い、時には授業のベルが鳴ったため、何十秒の時間内で授

業のポイントを記述することを児童に求める場合もあった。 

以上、S 校では、「効率性」の追求は授業の多くの面に現れた。しかしながら、「効率性」の

追求は、「素質教育」の理念と矛盾している。例えば、前述した「個別ミスの無視」はその 1

つである。 

 

3.3.2. 教師権威の再強化 

前に触れたように、素質教育が求める新しい教師の役割、つまり、仲介者としての教師の役

割は、教師生徒関係においては従来の中国における教師の役割に比して、権威緩和の一面を有

している。一方、主に伝統的な学力を確保する場合と規範習得の場合においては権威の再強化

がなされる側面もあるように見えた。それは、教師権威の直接的再強化と教師権威の間接的再

強化に分けて考えられる。 

第 1に、教師権威の直接的再強化である。それを見るために、まず、以下の例を見てみよう。 
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4 年生の 2時限の算数授業で、児童の間で何かのトラブルが起こったようである。一人の児

童は「先生、先生…」と何回も呼ぶが、教師は最初の時に無視した。だが最後に教師は何かを

思ったようである。冷たい目線で、「君の発言は今日の授業内容とかかわりますか」と児童に

聞いた。児童は「関係が無いけれども…」と、まだ何か言いたいようなところが見られた。教

師は「なら、休憩の時に教えなさい」。続いて教師は手を叩いて、児童の注意を喚起しながら、

授業が前に進められていった。 

                     (フィールド・ノーツ 2008年 6月 3日 4年生) 

  

このように、教師は授業をスムーズに進めるために、教師の権威を用いることがしばしば見

られた。また、こうした行為は意図的な一面がある。こうした点は次のインタビューから明ら

かになると思われる。 

 

 現在の子どもはいたずらっ子が多いですよ、教師と子どもとの平等的な関係を築くことが重

要なことは分かりますが、時には、権威の側面を見せないと、何も聞いてくれないですよ。そ

のまま見過ごせば、授業さえも出来なくなるかもしれませんよ、もともと授業の時間がないの

に… 

                    (2008年 6月 3日 SF教師に対するインタビュー) 

 

また、こうした視点は教師の中に共有したと思われる。 

 

授業をうまく進めるためには、秩序の保障が何よりのことだとおもいます。しかし、それを

実現するために、すべてのことを子どもの自律性に求めることは不可能だと思います。子ども

はやはり子どもですから、わざと授業を壊すということではないとおもいますが、授業中に、

動きが好きな子いつでもいますよ。この場合は、しっかりとやめさせないと、他の子も同じよ

うに落ち着かなくなると思います。 

(2008年 6月 3日 SB 教師に対するインタビュー) 

 

そうですね、現在の子どもは基本的に一人っ子のため、特にわが学校の子どもは普通の家庭

より豊かな家庭出身が多いと思います。好きなものがあればすぐに手に入れると思います。そ

のため、わがままな一面があると思います。授業中にやさしく扱うと、冗談だと思われるかも

しれないですから、厳しくしなければならない時もあります…授業の推進にとって、それは有

効な手段だと思います。 

筆者：有効な手段は厳しいことですか 

教師：そうですね。 

                   (2008 年 6月 3日 SD教師に対するインタビュー) 

 

第 2に、教師権威の間接的再強化であるが、それは、教師・生徒の役割の変化によって実現

されると思われる。 

S 校のグループ学習の興味深い機能としては、児童間の監督機能があるように思われる。例

えば、フィールド・ノーツからの例である。教師が前に立って授業の内容を説明する際に、あ

る子の本が地面に落ちた。すると、このグループのほかのメンバーは責める眼差しで、この子

を見た。また、答えが間違った場合は、グループのメンバーから先生より早く「違う」と否定

された。さらにはグループ学習活動を展開する際にこの子が他のグループのエリアに行こうと

すると、グループリーダーに止められた。グループ活動が終わってから結果を発表する時に、
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この子が他のメンバーの交流結果をよく聴かないで答えようとしたときには、グループリーダ

ーに小さな声で「分からないなら、やめてくれない」と言った。児童相互の集団規制(恒吉 

1992)が学校の規範を延長する形での機能を果たしているように見える。つまり、観察を通じ

て、以前教師が果たしていた役割が、素質教育のもとで教師が背後に退くことを求められる。

その結果、教師の直接統制のモデルではグループリーダーをはじめのような児童同士の相互の

規制に、転化されていることがうかがわれた。こうした機能の転換は教師のインタビューに146

よると、時間の節約に有効に働いていると思われていた。以下はその説明の一例である。 

 

授業をスムーズに進めるために、秩序の保障が欠かさないことだと思います。ほとんどの子

どもはよい子だと思いますが、やはり子どもですから、動きが好きな子がいつでもいますよ。

(私は)授業内容を教えることに精一杯のため、子どもがお互いの監督を通じて、いたずらっ子

をある程度抑えられると思います。有効だとおもいます。また、たくさんの時間を節約するこ

とができます。もちろん、やりすぎの子の場合なら私は直接に干渉します 

                   (2008 年 6月 3日 SD教師に対するインタビュー) 

 

こうして、児童の相互規制を用いて規範・規律を強化する場合は、教師が直接統制しないた

め、一見、素質教育の「教師役割転換」、背後に退いた教師の役割に沿っているように見える

ものの、実際は、素質教育が求める教師像とは裏腹に教師の権威が強調されることがしばしば

あった。こうして、教師権威が直接的再強化されるだけでなく、間接的な再強化が見られた。

つまり、素質教育推進のもと、前述のように授業時間内で教師の児童に対する言葉使いや授業

中の教師生徒の役割が変化している。だが、授業内容をスムーズに児童に伝達するために、教

師の権威を強調する面もうかがえた。「効率的な」学力の保証を最優先する面も見られた。し

たがって、素質教育が実際の教育現場で推進されていく際には、S校のように素質教育モデル

校であり、中産階級の恵まれた条件の学校においてでも、自主的で自発的な学習と効率性の重

視、集団によるコミュニケーションと相互規制、教師の権威緩和と権威再強化という二律背反

的構成を持つことが分かる。 

 

3.3.3.「伝統的な学力」の重視 

「素質教育」の教育観念に基づいた授業は前述したように、児童の関心、態度を重視する一

方、児童の「教科学力」の重視も否定しない。以上、素質教育の「潜在的な授業構成」におい

て、特に効率性の追求、児童の相互統制の問題、教師の権威の再強化について論じてきた。実

は上述した項目は「伝統的な学力」が定着するために機能していると考えられる。 

次に「潜在的な授業構成」において、重要的な「伝統的な学力」の重視について見てみよう。

S 校において「教科学力」の重視は授業のすべてのプロセスに反映されていると言っても過言

ではない。一見、「素質教育」の理念を具体化した授業さえもそれは該当する。例えば、以下

の授業場面を見てみよう。 

 

教師:実は、先生が表を使って、表示したいことがあります。 

教師:中国と中国はどうなりましたか？ 

児童：二度、表示しました。 

教師:われわれは加法以外に、どのような算式を作れますか？ 

児童:6ｘ5÷2＝15(回) 

教師:どうしてこのように算式を作りましたか？ 

                                                        
146 SD先生に対する 2008 年 6 月 3 日のインタビューより。 
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(児童は直ちに答えができなくなったため、教師は説明しつづけた) 

表のように、重複した試合があるから、さきほど見たように、中国とロシアの試合とロシアと

中国の試合は同じ試合でした。まず、重複の試合を取り除くことです。 

児童:6、5は何を意味しますか？なんで 2 に割られなければならないですか 

S:6 はチームの数を代表します。5 は試合の回数をあらわします。試合の中は、半分は重複し

たから二分の一になります。 

(新しい知識の段階が終わってから、教師は練習問題の段階にはいった) 

    (フィールド・ノーツ 2008年 5月 26日 4年生) 

 

以上は、教師と児童との質疑についての 1 つの授業場面である。この授業場面に関して、一

見すると児童に考えさせようとしているように見えるかもしれないが、児童の独立した思考を

支持しているとは言えないであろう。問題の質問の立て方は教師によって統制されている。児

童は自ら質問を出したことではなく、教師は伝統的と批判されてきた方法で授業を統制してい

る。特に、児童ができない場合は、児童に投げ返すことなく、代わりに、教師から答えを教え

ている。授業知識の伝達が最も重要な授業目標となっていることが分かる。また、上述した授

業場面は稀なものではない。筆者が観察したすべての授業で見られたパターンである。   

特定の時期に到達すべき授業目標、形成されるべき教科学力があり、それに沿おうとすると、

実際は児童の「考える」作業を多く入れていると効率が悪いのである。 

また、グループ探究の場合は、前述したように、話し合いの時間をかなり短く「○○分以内」

に答えを出すと指示したこと、児童に出してきた答えが「正しい」かどうかをチェックさせて

いた様子を記述した。こうした指導は、「教科学力」の習得を意識したものであろう。特に、

授業の最終段階に S校の教師はまとめを行っていたと述べたが、このまとめを入れた授業構成

は、「教科学力」の保証をすることを意識した、典型的な例と言えよう。授業の最後では、教

師は「授業の成果」を押さえるために、まとめることが多かったが、今日は「何を習ったのか」

という質問に導かれて、児童に本日習得した内容を喚起している。これは素質教育の推進する

学力観ではなく、その時間に習得すべき教科学力を想定してそれが「できた」かを問う、応試

教育を支えてきた学力観であると言えよう。 

前に述べた効率性の追求も同じような役割があると考えられる。効率性を追求しないと、目

標とした授業の内容を終らせる事が出来ない。「効率的」な知識の習得のため、こなすべき内

容をこなさなかった授業は、授業の質を保証できたとはいえないとみなされているように見え

た。そのため、授業中に宿題として練習問題をよく出され、教師が指導のもとに児童が演習を

繰り返して間違えないようになっていくことが期待されている。 

ここで、留意すべき点としては、「教科学力」の重視は単に授業内のことではなく、授業外、

学校外までに延長している点である。例えば、進学を視野に入れ、S 校に期待されている教科

学力を上げる面での協働体制は重視されている。授業中に出来ない子に対応するために、S校

は授業以外に随時対応する枠組みを作り出した。さらに、児童は学業の問題があれば、担任の

教科先生のみに聞くのではなく、全ての教科の先生に聞くことが可能であり、こうした行為は

奨励されている。筆者が行った調査の間に、たびたび児童が教師の教員室に訪ねる光景が見ら

れた。以下は、1つの授業以外の時間帯に担当ではない教師が、授業がわからない児童のニー

ズに応える 1つの場面である。 

 

休憩の時間、一人の男の子は教師の事務室に入った。探したい先生がいらっしゃらないよう

なので、「王先生はいらっしゃいますか」とほかの先生に聞いた。児童の担当ではない李先生

は「王先生はちょっと出かけたところですが、何の用ですか」と答えた。児童は「実は先ほど
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の算数授業に関して分からないことがあったため、王先生に聞きたいのですが。王先生がいな

いなら、後ほどまた来ます」といったが、李先生は「算数の問題であるなら、私は教えますよ」

といいながら、児童が書いた質問を読んで、児童との教授のやり取りをした 

                        (フィールド・ノーツ 2008年 6月 4日) 

 

このように、児童は勉強について問題があれば、担任教科の先生のみならず、全ての教科の

担当先生に聞くことが推奨される。また、児童同士の協働または児童と教師の学業の交流を奨

励する。出来る限り、児童の授業問題に直ちに対応するようにする。つまり、教科指導に関し

ては随時対応体制がとられているのである。この随時対応体制は、児童の「教科学力」を高め

るという役割を果たすことが考えられている。 

最後に、児童の学力の保証に関しては家庭からの協働・圧力を無視することが出来ない。教

師が児童の勉強状況を直ちに保護者に連絡する場面がたびたび見られた。筆者の調査の期間で、

休憩室の中には、教師が保護者に電話をかけることがよくあった。内容に関しては、児童がよ

く把握できない授業ポイントを教え、勉強が分かるようになるために保護者の協働を貰うこと

である。ここで、指摘しなければならないのは、教師の時間が限られているため、保護者が代

わりに児童の学力をカバーすることが期待され、またそれが重要な役割を果たしていることで

ある。 

 

私が本当に全ての子どものことを見守りしたいですが、時間やエネルギーの制限から全ての

子をカバーするのが無理な部分が確かにあります。幸いわが子の保護者はほとんど子どもの勉

強に対して関心があるから、協働してくれることがありがたいです。 

                   (2008年 5月 28日 SB教師に対するインタビュー) 

 

こうして、S校では学力向上が求められていることを教師も自覚し、したがって、児童のし

つけや「教科学力」に関しては、学校と家庭が連携した綿密な支援体制が成立している。さら

に、「教科学力」の進度についていけない児童は家庭教師を雇うことは一般的であることが教

師のインタビューから明らかであった。したがって、児童の「学力」の保障に関しては、授業

内、学校内と学校外という、三重保障的な仕組みを持つことがうかがわれた。したがって、S

校にとって、「伝統的な学力」の保証は対応すべき前提課題として依然として存在している。 

 

3.4.  本節のまとめ 

これまで、S 校の「算数」の授業実践を「顕在・潜在」という授業構成によって、明らかに

した。「顕在的な授業構成」は「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威

の緩和」という側面から捉えた。一方、「潜在的な授業構成」は「効率性の追求」、「教科学力

の強化」、「教師権威の再構築」について見てきた。そのため、授業実践においては一見「素質

教育」の理念や政策に忠実に反映し「顕在的な授業構成」は素質教育に沿っていた。しかしな

がら、授業の「潜在的な授業構成」の影響によって、素質教育の実現とは矛盾する面を持つ「受

験勉強」の再強化という逆機能に陥る面を持っている。また、こうした逆転は教師にとって、

部分的に意識されたものであることもうかがわれた。次の教師のインタビューから分かるよう

に、教師たちは、素質教育になじむ探究、作業等の授業方法が「受験勉強」に対して肯定的役

割を果たす点を評価している。 

 

現在依然として、受験社会ですから、成績がよくないと、保護者たちをはじめ、世論まで許

してくれないですよ。「素質教育」の理念が魅力的ですが、すべてを実現することが不可能だ
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と思います。しかし、新しい課程改革のお陰で、たくさんの新しい授業方法と出会ったため、

中には、児童の算数の習得にとって、役立つものがあることは確かです。それゆえ、私は、こ

うした有効な方法をよく授業で使います                     

(2008年 6月 3日 SB教師に対するインタビュー) 

 

受験勉強に関してよくないと、他の面においていくら業績があっても、結果としてはすべて

が台無しになってしまうと思います。そのためか、まず、受験学力を確保することですね。さ

らに、素質教育を追求するものが無難でしょう 

                   (2008 年 6月 3日 SF教師に対するインタビュー) 

 

以上の教師の発言から分かるように、教師にとっては、「受験勉強」への対応が最大の目標

である。さらに、素質教育の中に「受験勉強」に役立つ部分を選別することによって、「受験

勉強」の再強化・再編を期待している。言い換えれば、素質教育の授業は、新学力を視野に入

れたテストに対して一種のトレーニングの効果をもっていると解されている(金子 2006)。こ

の意味で、S校の算数授業における素質教育の実践は、受験に役立つ「考える力」を強調した

「新受験型」(恒吉 2006)の具体化されたものと言えるであろう。  

本節では、受験で重視される「算数科」における「素質教育」の理念に基づいた授業実践の

実像を「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」を通じて描きだした。一見、「素質教育」

の理念に基づいた授業は、こうした「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」とが干渉し

作用しあうことによって、「受験勉強」の再強化という逆転が見られた。こうした逆転は従来

の応試教育のメカニズムの転換に重要な示唆を持つと考えられよう。すなわち、素質教育的な

「応試教育」が求めるようになる。しかしながら、こうした受験に逆転した素質教育の実践は、

S 校の全体像ではない。素質教育に応じるような教育実践もまた存在している。したがって、

次節は素質教育に結び付けられやすい「本校課程」の実践に目を転じてより多角的にこの問題

に接近することを試みる。 

 

4. 「本校課程」教科における素質教育の実践 

 

第 3節では、応試教育の性格が強いと言われてきた教科である「算数科」における素質教育

の実践を、S 校で取り上げた。しかし、応試教育で重視される「算数科」だけでは、S 校の素

質教育の全体像を把握することができない。そのため、素質教育の性格が強いと理解される教

科を見る必要があるであろう。「本校課程」における「教科」はその代表的な存在であると思

われる。 

序章で指摘したように、素質教育を推進するための重要な 1つの施策として、新しい課程改

革が行われている。『基礎教育の課程改革の要綱(試行)』(教育部 2001)によると、新しい課

程改革においては、課程内容を初め、機能、実施、管理、構成、評価の改革に求められてきた。

特に、課程管理においては、各地域の格差および各学校の実情に応じるため、「国家課程およ

び地方課程を実行する際に、学校に適用する課程を開発あるいは選択すること」と明記してい

る(教育部 2001,p.6)。そのため、「本校課程」は地域に依拠しながら学校によって作成され

たものである。さらに、「本校課程」は素質教育の性格が強いと理解することができる。した

がって、「本校課程」を対象として、本研究のカリキュラムの差異化を考察することに有効性

があると考える(詳細は序章の方法論で論じた)。 

「本校課程」は素質教育をより徹底的に推進するために生まれた課程である。例えば、前述

した『綱要』によると、「本校課程」の作成には「学校の伝統・優勢、児童の趣味・需要と結
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びつけられるべきである」(教育部 2001,p.6)。これによって、「本校課程」においては児童

が課程の中心に位置されることが読み取られる。これこそ、素質教育の中核である。S校にお

いては、「文博教育」147という「本校課程」の設定が新しい教科の具体化である148。したがっ

て、本節では、S 校における「文博教育」の授業を見ていきたい。詳細には、前節のように、

「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」というキー概念を使って、「文博教育」の授業

実践を考察する。 

具体的な授業実践を見る前に、「文博教育」はどのようなものであるかを見る必要があるで

あろう。そこで、「文博教育」の概況、教材をめぐって展開していく。 

 

4.1. 「文博教育」の概況について 

「文博教育」の授業を見る前に、「文博教育」について理解する必要があると考えられる。そ

のため、「文博教育」の理念、「文博教育」の設立理由、「文博教育」の教材作成という 3 点に

整理する。そして、以上の 3 点を通じて「素質教育」の理念をいかにそれが表現するかを検討

する。以下はまず「文博教育」の概念と選定理由について述べていく。 

 

4.1.1.「文博教育」の理念と選定理由 

 「文博教育」の意味は以下の通りである。「文博」というのは、簡潔に言えば「博学」とい

う意味である。その出典は「史記」の程氏遺書附録の「哀詞」にある「博文強識」という言葉

から由来したものである(史記 1959)。「博文」は博覧群書であり、「強識」は記憶力が強いと

いう意味である。すなわち、天資の高い上に博学である。「文博」という意味は「史記」の「博

文」と同じ意味である。S 校での「文博教育」の課程理念としては、「中華文化を伝承し、人

文教養および民族精神を引きだす」ものであり、その実施は、「多面的な学習モデルを通じて、

体験・悟り・探索の喜びを体験させること」である149。さらに言うならば、道徳教育を媒介と

して、児童の「民族精神と人文教養」を育成し、児童の全体的な成長とバランスの取られた成

長(調和発展)を達成することである(楊 2002、2007)。 

第 1章で指摘したように、素質教育を実施するためには、中国では道徳教育を強化すること

は 1つの重要な施策である。さらに、素質教育には、「児童の主体性」の重視、「全面的な発展」

および「すべての子ども」に向けるという 3つの要素がある。前述した「文博教育」の課程理

念は、道徳教育の重視や児童の「体験」等を通じることは児童の主体性の重視、調和的な発展

に含まれた全面的な発展につながると考える。児童の全体的な成長等を「素質教育」の理念を

重視していることがうかがえる。S 校の校長の言葉を借りるならば、「人文素養を高めること

は素質教育の実施、または、児童の全面的な発展にとって不可欠の重要な部分である」150。こ

の発言を通じて、「文博教育」の理念を追求した「人文素養」と素質教育との内在的な関連を

読み取ることができる。 

また、「文博教育」の理念において道徳教育を重視していることは、第 1 章で触れたように

素質教育を実現するための重要な施策として道徳教育を強化することがあげられていること

と一致している。そのうえ、児童の体験を重視すること、児童の全体的な成長とバランスの取

られた成長(調和発展)を達成することは素質教育の「すべての子どもにむける」こと、「全面

的な発展」、「児童の主体性」という 3つの要素を考慮したことがうかがえ、素質教育を具体化

しようとしたと考えられる。さらに「文博教育」を理解するために、その設定背景を検討する

                                                        
147「文博教育」の意味は、4.1.1の節に紹介する。 
148 2003年 6月 3日 S校の教頭に対するインタビュー。 
149 2008 年 5月 20日に入手した学校資料から引用したものである。 
150 2008年 6月 3日 S校の校長に対するインタビュー。 
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必要があろう。それは、なぜ S校の「本校課程」は「文博教育」として設定されたのかを明ら

かになる。 

 

4.1.2.「文博教育」の設立理由 

前節は「文博教育」の理念が、「素質教育」の理念に反映したものであることを見たが、こ

こでは、S 校の「本校課程」が「文博教育」として設定された理由を検討する。S 校にとって、

「文博教育」が「本校課程」に該当するとされた理由は学校の関連文献151および S校の校長お

よび教頭のインタビューに基づき、社会環境、素質教育の考慮、学校の実情、社会資源の使用

に関連した以下の 5点の理由によることが分かる。 

 まず、第 1 点は、教育目標と社会の変化である。第 1 章で指摘したように、『教育改革を深

化し、素質教育を全面的に推進する規定』によると、義務教育の段階においては、「2 つの基

礎」(基本的に義務教育の普及により青少年の非識字者がなくなる)を実現することが教育改革

の目標とされた。さらに、上述の目標を実現した地域と学校は、教育の「質」を追求すること

となっている(国務院 1999)。 

また、『更なる義務教育のバランスが取れた発展の推進に関する若干の意見』の中では、中

国の基礎教育の目標は教育の質を追求することであるとされた(国務院 2005)。したがって、

中国の教育改革は量的な拡大という目標から質の向上という目標に転換したことがうかがわ

れる152。一方、経済的な発展に伴い、人材の育成に新しい要求が求められるようになってきた。

すなわち、以上の教育改革の目標と社会の変化に応えるため、学校現場が新しい要請に応えな

ければならないとされたのである。そのため、学校現場にとって、「有効な方法を通じて、学

生の新しい資質と新しい能力を育てることが教育実践において重要な課題である」とされた

(楊 2002、2007)。したがって、「文博教育」の設立は、こうした社会の要請に応えるための

土台を提供するものであるといわれている(楊 2002、2007)。 

第 2点が、道徳教育を重視することである。第 1 章で指摘したように、中国の素質教育は道

徳重視がその 1 つの特徴である。党の十六次全国人民代表大会に公布された『中小学校におけ

る民族精神の向上及び育成に関する要綱」では、「民族精神の高揚及び育成は文化建設の最も

重要な役割と見なされ、国民教育の全過程、精神建設の全過程に導入しなければならないとい

う。多くの青少年に民族の優れた文化を理解させ、自信を持たせる、民族精神の振興、民族の

力の結集は切迫した任務の 1 つである」と指摘された(人民代表大会 2003)。そのため、民族

精神と人文教養の育成は道徳教育の実現にとって、重要な役割を果たすものとして期待されて

いる。したがって、S 校は上述の行政指針に基づいて伝統的な文化に焦点を当てることに方向

を定めたと言える153。また、「文博教育」は、道徳教育にとって、適切または重要な手段でも

あると考えられている154。例えば、児童には、「文博教育」を通じて、民族の誇りと愛国心を

育てることができるという。 

第 3点は、教科作りに関しては学校に裁量権があることである。「基礎教育課程要綱(試行)」

によると、「学校は国家課程および地方課程を実施すると同時に、当地の社会経済発展に具体

的に対応し、それぞれの学校の伝統的な強み、児童の関心・要求に結びつけ、個々の学校に適

応した課程を開発あるいは選択する」とされる(教育部 2001)。そのため、学校にカリキュラ

                                                        
151 S校での「文博教育」に対する研究レポート。2008年 6月 3日に入手したものである。 
152 上海市は、中国の先進的な地域のため、教育の目標における「量」から「質」への転換は、1999年

の上海市の「課程改革綱要」の中で、すでに言及された。 
153 ibid. 
154 2008年 6月 3日教頭に対するインタビューによると、「現在の子どもにとって、道徳教育の実施が最

も重要だと思います。そのため、わが校の教師は『本校課程』は道徳教育の媒介物として教材を編成

することが可能ではないかという問題意識を最初にもちました」と言った。 



128 

 

ムの開発という一定の権利が与えられ、学校独自のカリキュラムの開発が可能である。以上の

状況を考慮した結果、「文博教育」が作り出されたと言える(楊 2002、2007)。 

第 4 点は、S校の学校現場の経験から言えることである。S校の現場の教師は長年の教授経

験によると、現在の小学生は歴史及び伝統文化に関する知識が乏しいという実情が存在する。

特に児童の国語の学力の低下は教師が共通的に認識することを指摘した(楊 2002、2007)。し

たがって、「文博教育」は、国語教育と結び付けられやすいというメリットがあると考えられ

た155。    

第 5 点は、地域の既存資源を利用すべきことを考慮したことである。この点に関しては、S

校にとって上海市の博物館は重要な教育の資源になることが考えられた。そのため、S 校は

2000 年 2 月上海市の博物館と提携契約を結び、その後、上海市の博物館に依拠し、教材の編

集、博物館の施設の利用等多岐にわたる交流が行われるようになっている。その詳細は、後述

する。 

 以上の教育目標と社会の変化に対応すること、素質教育における道徳教育を重視すること、

学校が裁量権を持つこと、学校現場の経験を活用すること、既存資源の有効活用という 5 点が

S 校の「文博教育」の課程を設定した背景にある。次に、「文博教育」を理解するために、そ

の教材について検討する。 

 

4.1.3. 教材について  

 前の部分では、S校での「文博教育」の設立背景を取り上げた。ここでは、教材について取

り上げる。 

さて、『基礎教育課程改革要綱(試行)』によると、「学校は国家課程および地方課程を実施す

ると同時に、当地社会、経済発展の具体的な状況に応じながら、本校の伝統・優勢、学生の興

味・需要と結び、本校の課程を開発および選択すること」とする(教育部 2001,p.11)とあり、

S 校を含めた各学校の教材作りに関してはそれぞれの特色が見られる。 

S 校が作った「文博教育」の教科書の構成は 2 種類に大別される。すなわち、すべての子

どもに対応するための必修教科と、児童の個別ニーズに応じるための選択教科とに分けて編成

されている。必修教科に関しては児童の各学年の特徴に応じ、1年生の「文字の起源」、2 年生

の「書画に近づけるよう」、3 年生の「篆刻に近かづけるよう」、4 年生の「陶器に近づけるよ

う」、5 年生の「青銅器に近づけるよう」からなっている。選択教科は児童の多様な趣味に応

えるために編纂されている。具体的には、「貨幣を知る」、「古典詩歌を歌う」、「切り紙」「凧」、

「京劇のくまどり」、「茶道」等によって構成される。さらに、教材の編纂に関しては教科書の

みならず、具体的な指導法、学習の建前、主な学習素材まで細分化されている。また、教材の

内容質に関しては、一定の弾力性がある。すなわち、具体的な授業状況に応じ、即時に学習活

動及び学習内容を変え得るものである。それに加えて、児童の手作業能力、コミュニケーショ

ン能力、協同作業能力を育成することに工夫を凝らし、教材のすべての章・節には、そこでの

実施項目を明示している。S 校の校長が指摘したように、S 校は「文博教育」の教材の編集を

体系的になっている156。そのため、「本校課程」における体系的な教材を編集したものは S 校

の 1つの特徴であろう。 

また、教科書を作成する際に、児童の各年齢段階の特徴に応じて、教材の内容を定めている。

例えば、1 年生の場合は、児童にとって、考える力の育成というより「感性」的な手作業を重

視している。それは、児童が漢字を書くことと観察すること等を通じて、反復再現しつつ、漢

字の分類と歴史を習わせようとする意図を反映している。また、漢字の習得を児童の日常的な

                                                        
155 2008年 6月 3日教頭に対するインタビュー。 
156 2008年 6月 3日校長に対するインタビュー。 
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体験に結びつけている。例えば、1 年生の児童に名前をはじめ、両親および親戚の名前の習得

を通じて、漢字を学ばせる。1 年生の手作業を重視することに対して、2 年生の「書画に近づ

けよう」という教材では、児童の「視覚、認知、思惟、実践」等の多方面の感覚を体験させ、

児童が「見る、学ぶ、考える、する」という 4つの側面を取り上げている。以上の体験を通じ

て、書道の歴史の変革、または有名な書道家及び関連する書道作品を鑑賞し、習得させていく。

逆に、高学年の 5年生の「青銅器に近づけよう」は、探究的な活動を中心として展開されてい

る。小学生の特徴を考慮し、教材内容の体系は時系列をもとに展開されたものではなく、「青

銅器」の機能による分類に基づいて構成されている。以上に挙げた例のように、S 校の「文博

教育」の教科書の内容は各学年の児童の発展段階に応じて編成されている。こうしたところに

も、児童は教材の主役と理解され、年齢を考慮しようとしたことがうかがわれる。 

さらに、教科書の作成をするには、児童のそれぞれに見合った能力を育成するべく、児童の

関心・感情を重視している。それは、日本の総合的な学習の時間において、児童の興味・関心、

児童主導が唱えられたことと基本的に同じ志向であると考えられる。そのため、授業内容につ

いては具体的な活動の設定が多い。そこでは、児童は具体的な取り組みを通じて、「文博教育」

の知識を習得しながら、資料調査能力、手作業能力、コミュニケーション能力等素質教育に要

求される能力を育成する意図がうかがわれる。教材の構成に関しては、活動のステップを設け

ることでその具体化をはかっている。それは、具体的事例の提示、コンピュータで「具体的な

事例」を作成する等を通じて、児童の自らの手作業能力を高めることを目指すものである。 

さらに、「文博教育」の教科書が作成されるにあたっては各教科と各学校のイベントとのつな

がりが意識された。例えば、他の教科とのつながりに関しては、1年生の教材においての漢字

の歴史という「文博教育」の内容は一年の国語の漢字の習得とのつながりを意識した点が取り

上げられている。学校のイベントとのつながりについては、「親子の日」等の学校のイベント

を通じて、「文博教育」の影響力を広げるようにしている。この点については、また後述する。

したがって、「文博教育」の教材の内容は、より広範な素材と結びついていることが見られる。 

以上のように「文博教育」は、児童の年齢の特徴、発達段階を考慮していること、児童の興味

関心から発してそれぞれの能力が具体的体験を通して育成しようとすることと、教育を広義に

とらえ、各教科と各学校のイベントとがつながることを通じて、児童の特徴を十分に配慮しな

がら実践的な活動を展開しようとすることがうかがえる。その意味でも、児童の主体性を強調

する「素質教育」の理念を表したものであり、「文博教育」の教材は、行政理念を忠実に反映

しているように見える。 

これまで分析したように、「文博教育」の理念や教材作りには「素質教育」の理念が反映さ

れている。それは、中国の伝統的な文化を伝承することに基づきながら、新しい課程改革によ

って推奨された授業手段によって実現されるべきものであるとされる。つまり、「道徳教育の

重視」を軸に、「愛国心」等のような道徳的な品質を育成する同時に、創造能力や実践能力を

育てることも期待されている。だが、教育の理念と実践はずれることは珍しくない。従って、

「文博教育」についても具体的な授業実践はいかに展開されているかを見る必要がある。その

ため、次節、授業実践に焦点を移し、具体的な授業場面を踏まえながら、前節の「算数授業」

の実践との比較を通じて、「文博教育」の授業特徴を取り上げる。 

 

4.2. 「文博教育」の授業について 

本小節では、「文博教育」が設定された背景と教材の特徴を踏まえ、具体的な授業の様子を

見ることとする。そこでは「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」を分けて検討する。

「顕在的な授業構成」は主に「授業のスタイル」、「教師･児童の役割」を中心とする。一方、

「潜在的な授業構成」は「効率性の追求」と「教師指導」をめぐって展開していく。 
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「文博教育」の具体的な授業を見る前に、本節で用いる「文博教育」の授業観察データの限

界を先に述べる必要がある。「文博教育」は上海市の「課程標準」(上海市 2002)の規定に沿

い、週 2 コマという授業構成である。そのため、筆者が観察期間内に入手できた授業観察のデ

ータは 2008 年 5月 30 日の 2 コマの授業にすぎなかった。したがって、こうしたデータの不足

分を補足するため、校長をはじめ、教頭、および担当先生のインタビューを行った。さらに、

「文博教育」が実施した学校から入手した「印章」の授業に関する資料157をも分析した。 

具体的な授業場面に移る前に、上述した資料に基づき、3 年生の「印章」の課程に関わる内

容、課程目的、授業実施について見てみよう。「印章」の授業内容は「印章の常識」、「印章の

文字」、「印章の装飾」、「印章の材質」、「印章の発展」、「印章の篆刻」等であり、歴史的な物語

を語ることも併用している。また、「印章」の課程目的としては、「児童に印章の常識、歴史的

な変遷を知りながら、印章の芸術性を鑑賞していること、そして中国の文化芸術に対する愛着

を育てられることである。さらに、愛国心を育成しながら文化修養を高める」とするものであ

る。また、授業の実施に関しては、「生き生きとして授業スタイルを使い、児童は主役として

手作業や考える力を育成するための授業活動を導入している。また、授業内に限らず、授業外

にも伸ばすようになっている」とする158。上述した S校 3 年生の「文博教育」の資料から改め

て素質教育の道徳重視や児童の主体性の重視がうかがわれる。次に、具体的な授業場面を取り

上げながら、「文博教育」の授業実態を描き出す。 

筆者が観察した授業は「印字」というものである。つまり、上述した「印章の文字」の一部

分である。3 年生の授業内容は主に 2 つの部分に分けられる。すなわち、「印章」について取

り組む時間と「中華の上下五千年」という物語の時間である。また、週 2 コマの授業は基本的

に前半の 35 分と後半の 35 分(休憩あり)からなっている。観察した 3 年生の授業では前半の

35 分には「印字」に関係する知識を児童に学ばせることと、春秋の斉の桓公についての物語

を開設するものである。後半の 35分は、「印字」を作ることと前半の 35 分に語った斉の桓公

の物語に対する分析を行うことである。授業の基本的構成を、以下の図 3-3 に示す。 

 

図 3-3  観察した 3 年生の「文博教育」の授業構成 

 

出典：2008年 5月 28日のフィールド・ノーツから作成した。 

 

以上の図 3-3のように、3年生の「印章」に関する授業は前半の 35分と後半の 35 分に分け

                                                        
157 2008年 5月 28日に入手した教科書、関連学校文献。 
158 2008年 5月 28日に入手した学校材料から引用する。 
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て、週 2コマということとなっている。そのため、筆者は「文博教育」の授業内容をこの授業

構成に基づいて「授業スタイル」、「教師・生徒関係」、「授業指導手段」という 3つの側面から

具体的な授業場面を取り上げながら見る。まず、「授業スタイル」である。 

 

4.2.1.「顕在的な授業構成」 

(1)「授業スタイル」について 

観察データに基づく限り、「授業スタイル」に関しては、前半の 35 分と後半の 35分とでは、

明確に異なる「授業スタイル」がとられていることから、前半と後半を分けて記述する。まず、

前半の 35分の授業における「授業スタイル」を見てみよう。 

 

前半の 35分の授業 

「文博教育」の授業スタイルは、全体的に「算数科」と同じように、IT やグループ探究を

使うことが基本となる。それに加えて、授業スタイルの特徴としては、児童が自宅で収集した

情報を報告することと手作業の活動を行うことである。特に、自ら調べた情報を発表すること

に関しては、主に前半の 35 分の授業での中心となる。一方、その手作業をする手段は後半の

35 分の授業で行われる。そのため、ここでは、前半の 35 分の授業場面をめぐって記述する。 

前半の 35 分の授業の素材のほとんどが児童の収集した情報を用いて展開されている。情報

収集は、児童が授業にて収集したものではなく、学校外で収集したものである。教師は事前に

宿題として児童に関連するテーマを与え、児童に関係する情報をインターネットや両親、親類

や友人から収集してもらう159。こうして収集した情報を児童は全員の前で発表する。そのため、

児童が収集した情報を発表することが、前半の 35 分の授業の中心をなす。以下はその授業場

面の一例である。 

 

教師：以前、我々は、印章の誕生、変革、構成について習ったと思いますが。今日は印章に

関する印字を習いましょう、その前に、印字について皆さんはどんな情報を集めてくれました

か。まず、誰かに聞きたいと思います。 

(教師は手をあげた一人の男の子を指名した。この子は黒板の前に出て、自分で調べた内容

をパワーポイントで説明した。その内容は以下のとおりである)。 

児童 1：私は、印字の種類は官印と私印に分かれます。官印は…(同時に絵を挿した) 

教師：「他にまだありますか」 

 (もう一人の男の子の発表を呼んでもらった。この子は同じように黒板の前に来て、関連す

る発表内容をパワーポイントで説明した)。 

児童 2：私はインターネットと祖父の話しを通じて、印字を色によって分類をしました。印

字の色は、「朱文」と「白文」に分けられます。 

(フィールド・ノーツ  2008 年 5月 30日) 

 

このように、「印字」について、教師は授業のテーマを事前に決めただけで、児童が自らの

情報調査をもとに探索的に問題を調べることが期待されている。また、こうした情報収集発表

という授業スタイルは「印字」の授業内容に限らず、「素質教育」と結び付けられて色々な授

業で見られる。例えば、以下は物語の授業例である。 

 

教師は「今日の中華上下五千年は春秋の斉の桓公の物語についてです。皆さんはどんな関連

情報を調べたのかを聞かせて下さい。今日の物語の担当者は誰ですか」。一人の女の子が手を

                                                        
159 2008年 5月 30日の担当教師と 2008年 6月 3日の教頭に対するインタビューから明らかにした。 
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あげた、教師は「自分が準備した物語を皆さんに教えてください」といった。そして、この女

の子は以下の物語を説明した。 

斉の襄公には公子小白と公子糾の 2 人の後継者がいた。斉の襄公が暗殺され 2人の公子は

国外に亡命した。公子小白には鮑叔牙、公子糾には管仲が仕えていた。直後、当然後継者争い

が発生する。公子 2 人のうち先に斉国に戻った者が即位することになった。公子糾は小白を妨

害するため、管仲に小白暗殺を命じた。管仲の放った矢は公子小白のベルトのバックルに当た

り、小白は一命を取り留める。小白はそのまま死んだふりをして公子糾を欺き、斉都への帰還

を果たす。公子小白は即位し、斉の桓公となった。斉公となった桓公は、配下の鮑叔の推挙に

より過去の矢の一件を水に流し、管仲を宰相として迎え入れる。その後、管仲の助けを借り、

斉国は富国強兵の道を歩み、ついには中原を制する大国となる。 

以上の物語に加えて、児童たちは、なぜ斉は強国になって、斉の桓公が覇者になったのか、

そして、「管鮑の交わり」についての物語まで広範にわたって取り上げたのである。 

                            (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

この場合も、「印字」の授業段階と同じく、教師は具体的な物語の内容を指示するものでは

なく、児童の意思によって、物語の内容をきめている。そこでは、児童たちは発表された資料

を全員で共用している。以上のように、児童たちが事前に資料調査を行うことは「文博教育」

にとって効果的な授業手段であると思われている。また、以下のように教師インタビューによ

っても、調べ学習が素質教育の有効な手段とされ、「児童の好奇心」、「情報収集能力」、「自律

性」や「判断力」等の素質教育の資質と結び付けられて、政府のレトリックを思わせるような

内容で語られていることを確認できる。 

 

現在の児童は知識範囲がとても広いため、いつも私より重要な情報を探しだしてきます。児

童たちが収集した情報はさまざまですから、児童たちの好奇心を満たせると思います。何より

も、児童の手作業能力や情報収集能力、判断力等の育成に役立ちます。そのため、情報収集は

とても重要な授業手段だと思います。  

 (2008年 5月 30日 SG先生に対するインタビュー) 

                                              

 また、「文博教育」の他の学年の担当教師は同じように指摘した。 

 

文博教育において、子どもの情報収集は有効な授業手段の 1つだと思います。なぜかという

と、情報収集を通じて、子どもの自律性や判断力を育てられると思います。また、私がわから

ないことを調べてくれたことが多いからです。子どもと一緒に勉強することが楽しいと思いま

す。 

 (2008年 6月 3日 SH教師に対するインタビュー) 

 

こうして、教師が資料調査という手段は有効であると考える背景には、手作業能力、情報収

集能力、判断力等を重視することが、素質教育の実践能力を重視することと一致すると考えて

いるからである。したがって、前半の 35 分においては、授業スタイルの点から見て、児童は

発表内容を自ら調べることが重要であるとされ、調べた資料を発表する形で皆と分かち合うこ

ともまた必要であると考えられているのである。 

 

後半の 35分の授業 

前半の35分の授業スタイルは資料の調査と発表が中心であるのに対して後半の 35分は前半
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の授業を踏まえて、手作業とグループ探究を中心とする授業スタイルであると言える。再び「印

章」の授業を通して考察する。この授業において、児童の手作業の授業スタイルは主に「印章」

を作るというテーマによって代表される。具体的手作業内容は、オリンピックの印章と私印と

を作ることに分けられる。以下は、オリンピックの印章を作った例である。 

 

教師：まず鉛筆で輪郭を描きましょう。 

児童は教師の指示通りに取り組んでいるが、一人の児童が先生に質問した。 

児童：「朱文」を先に書きますか、それとも「白文」を先に書きますか。」 

教師:どちらでもかまいません。ただ、自分の印章を作ることは後になりますから、まずは、

オリンピックの「印章」を書きましょう。 

                

(私の隣の児童はまず、紙にオリンピックのパッケージを描き、その後消しゴムに紙と同じ

図案を彫刻した。その彫刻が終わってから、色塗りをして、印章を完成させた。そして、朱肉

をつけて、紙に押して、オリンピック印章を仕上げた。児童は紙の押印を見て、満足できない

ところにまた彫刻の修正を加えてから、手をあげ教師のチェックを求めた)。 

                       (フィールド・ノーツ 2008年 5月 30日) 

 

このように、児童に手作業をさせる授業スタイルは、「印章」の授業にとって、よく使われ

る内容と言える。さらに、グループ活動にも使われていた。 

グループ活動は物語の授業でも例示できる。前半の 35 分の授業にて具体的な物語を取り上

げてから、後半の 35分の中でそれに関する分析を行う。この場合は、児童は 4人グループを

編成して議論する形で進められる。 

例えば、教師は講義の最初に前の授業で語った物語を児童と一緒に思い出すことから始める。

特に、「斉の桓公は配下の鮑叔の推挙により過去の矢の一件を水に流し、管仲を宰相として迎

え入れる」という「管鮑の交わり」についてより詳しく語っている。そして以上の物語の内容

を踏まえて、児童たちは議論しながら分析を行っている。以下はその一例である。 

 

教師：以上の物語を通じて、われわれに何を教えられましたか？4 人のグループ単位として

議論しましょう。 

5 分ぐらい立ってから、児童に発表を求めた。児童の発表は 1 つの視点だけではなく、それ

ぞれの発想に基づき多様である。例えば： 

①「斉恒公」の人格からの発言がある。「斉の恒公は度胸がある、才能がある人だと思います」

との発言があった。 

②リーダーシップの見方もある。「斉の恒公は度胸がある人だと思います。そのため、覇者に

なれたと思います。したがって、リーダーとしては、度胸が不可欠だと思います」 

③さらに、「管鮑の交わり」という物語を通じて、友情の重要さを強調したものもいる。 

「現在の社会においては、友情がとても大事だと思います。したがって、友達を大切にしなけ

ればならないと思います」 

                       (フィールド・ノーツ 2008年 5月 30日) 

  

 このように、児童たちはグループの議論という授業スタイルを通じて、限られた発想ではな

く、自らの興味により発言の視点を変えて考えることが可能になる。また、こうした授業を通

じて、基本的な教養を身につけ、人格の形成等の成果を得られたと思われる。 

以上により、「文博教育」の授業スタイルにおいては、「算数科」と同じように、IT 手段、
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発表、グループ探究等の授業スタイルに加えて、情報収集、手作業活動を中心として展開され

ていることが分かる。これらは、S 校の 3 年生の教育目標と一致している。学校の研究グルー

プのレポートによると160、「具体的な活動を通じて、児童の実践能力と創造能力を育てること

が実施されていることが分かる。例えば、児童のポスター発表、歴史的な物語の交流、説明員、

絵画作成や手作業等を通じてそれを実現させている。そこでは、児童の協働性、組織性、創造

的な精神、表現能力の育成をはかっている」と言える。したがって、S校の「文博教育」の授

業スタイルはこうした教育目的と一致している。同時に、S 校の「文博教育」のスタイルは、

素質教育で推奨されたグループ探究や調査等と一致している。次に、「文博教育」での教師・

生徒の関係の役割の部分に目を移したい。 

 

(2)教師・児童の役割 

 前節の「文博教育」の授業スタイルは、「教師・生徒関係の役割」の転換と深く結びついて

いる。この点について具体的な授業場面を取り上げながら、説明する。「文博教育」の授業に

おける「教師・児童の役割」に関しては、結論を先に言うならば、素質教育の方針を受けて教

師は児童に「授業における主役」をよりまかすように意識して行動している。「児童を主役」

とする授業スタイルはあらゆる場面にて貫かれ、「顕在的な授業構成」に関しては、それが教

師のスタンスとして目指すべきものとして定着している。 

 例えば、前節で取り上げた授業スタイルにおける、「情報収集」、「発表」、「手作業」、「グル

ープ議論」のすべては児童を主役とする授業手法である。先に触れたように、情報収集に関し

ては、教師は事前のテーマ設定は行うものの、具体的な授業内容は児童に任せる形で進められ

ている。例えば、前節で触れた「印字」を取り上げた授業内容では、教師は「単に印字につい

て調べてください」というだけである。児童は個人の趣味に合わせて、印字の種類、印字の歴

史、印字の作り方等広範な内容について発表する。また、資料の調査や報告まですべて児童に

任せている。さらに、授業の内容は前に触れたように、児童の報告を主体に進められる。具体

的な授業場面は前節の情報収集の事例を参照されたい。 

さらに、「文博教育」の授業においては、教師は援助役を果たすケースが多く見られる。以

下は、手作業においては、教師が援助役をした一例である。 

 

児童が手作業を行っている間に、教師は机間巡視を行って、問題がありそうな児童のとなりに

足を止めて、全員を聞こえる声で、「印字を書く前に、印字の構成をまず考えてください」 

「それは、どのように配列するかを考えましょう」と助言する 

「それは、まず、上から下に、右から左へのことですよ」 

先生の質問に答える子もいるが、多数の児童は自らの作業に夢中になっている。 

教師は、さらに続ける。 

「まず、鉛筆を使って書いてください。それは修正しやすいからです」 

教師は、依然として、机間巡視を続ける。そして、次の指示を出した 

「枠内に出来るだけ文字を広げて大きくしてください」 

「文字を書き終わったら、色を塗ってください」 

                    (フィールド・ノーツ 2008年 5月 30 日) 

 

このように、教師の役割は児童に何かをすることを求めるのではなく、手作業の手順を助言

するだけである。児童たちは、基本的に自ら考えて手作業を進めるようになる。上記の下線部

                                                        
160 2008年 6月 3日に入手した「小学校文博教育の実践と研究」という学校の研究グループのレポート

から引用したもの。 
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分はこのことを物語っている。そこでは、教師が関係する手順を助言しても、児童たちのほと

んどは教師の指示に答えることなく、自らの作業に集中している。そのため、「算数科」と違

って、教師は授業を統制せずに、授業の進行はほとんど児童に任せていると言える。 

「中華上下五千年」の物語の時間においても、「印字」の情報収集と同じように教師はテー

マを出すことを止めて、児童たちが、興味がある物語の内容を調べてくるようにした。それに

次いで、児童たちが収集した内容について、分析を行ない、素質教育で推奨されるように教師

は援助役として行動しようとしている。 

以上により、教師と生徒の役割については、児童を授業の主役に据え、教師役割転換を目指

していることが見られる。それは、S校の掲げる「児童が授業の主役」という「文博教育」の

理念と一致していると言える。教師からは、それは疑いの余地がない、「情報化」「国際化」「変

化が激しい」時代の必然として教師に受け止められていることが分かる。例えば、以下のよう

な例である。 

 

今日は、情報化、経済化、国際化という社会ですから、こどもの問題解決能力、人と協働す

る能力、積極的な探索能力、生活に対して関心を持つことを育成することはとても重要です。

そのためには、児童の主体性を育てなければならないと思います。 

                     (2008年 6月 3日 教頭に対するインタビュー) 

 

児童の自立性と主体性を育むことがとても大切だと思います。変化が激しい社会であるから、

これを無視すると、我々教師は、付いていけません(笑) 

                   (2008年 5月 30日 SG教師に対するインタビュー) 

 

このように、教師は児童が「文博教育」の授業で主役となることの重要性を認め、それを、

共通した社会の変化によって説明している。活動内容も、教師のスタンスも、「顕在的」には

素質教育の授業構成に則っていると思われる。 

 

4.2.2. 潜在的な授業構成 

(1)教師役割 

しかし、ここで 1つ強調すべきことは、教師は援助役になろうとしているとはいえ、同時に

授業の構成や展開に関してかなりの「主役的」役割を期待されていることである。こうした教

師主導の側面は学校の全教員共通の指導案によりフォーマルに規定されている。以下は、「文

博教育」の授業についての指導案から引用した授業構成の段階ごとの教師の役割表である。 

 

表 3-15  授業構成における教師の役割表 

総記 簡潔的な言葉で本授業の学習の内容をまとめる 

主張内容 図及び文章を合わせて習得内容を提示している 

中間まとめ 本授業のポイント及び課題をまとめる 

活動 多様な活動を通じて、児童の学習をサポートし、授業後の探究活動にも含める 

出典：2008年度の 5年の「青銅器に近づけよう」の学校の指導案から引用したもの161。 

 

表 3-15で示すように、教師はまず、「本授業の学習の内容をまとめ」、基礎的な習得内容を 

                                                        
161「本校課程」の学校レベルの指導案は「青銅器に近づけよう」という 5年生しかないのであるが、こ

の指導案を学校の建前を反映することができるので、筆者は 5年生の指導案を参照したことを通じて、

学校が教師に求めたい役割を考察した。 
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「提示」し、授業の「ポイント」や「課題」を途中でまとめることを期待されている。活動部

分においては「探究」が求められ、児童を補助的立場で「サポート」する「素質教育」が理念

として推奨する補助的な教師役割が貫かれているように見える。しかし、既に「顕在的な授業

構成」において、児童を特定方向に導き、つまり、教師主導的な行為を教師が求められている。 

そして、こうした統制の役割を教師に求める背後には、特定の学習到達点が想定され、それ

に向かって児童があまり脱線せずに効率的にたどりつかせようとする。応試教育的な学習到達

度の設定やそうした知識・スキルが「できる」ようになっているかを評価の軸とした学力観が

うかがえる。その結果、観察している授業において、活動は確かに児童が自由に協働している

ものの、「潜在的な授業構成」は特定の学習内容の習得、特定の方向に向かった「考える力」

が求められているのではないかと思われる。 

だが、S 校でも最初から文博の授業がこうした教師主導の側面を持っていたわけではない。

それは、「児童が主役」の授業を行おうとした結果、授業が混乱に陥ったという過去に対する

反省からきたものである。 

 

教師：授業のすべてを子どもに任せると授業が混乱してしまうと思います。実は「文博教育」

を実施し始めた当時は、われわれは、経験不足のため、授業のすべてを子どもに任せましたが、

大混乱になってしまいました。教師と子どもの役割分担が不明であったため、成果の得られな

い授業になりました。言いすぎであるかもしれませんが、教師にとっても、子どもにとっても

無駄な授業でした。したがって、いろいろ反省した結果、授業では教師がちゃんとした役割を

果たさなければなりません。 

筆者：例えば、教師のちゃんとした役割とは何を指しますか。 

教師：そうですね。私の考えでは、少なくとも、授業の進め方は教師によって主導されるべ

きです。例えば、授業の段取りを考えることはそれに該当すると思います。               

(2008年 5月 30 日 SG教師に対するインタビュー) 

 

こうして、「現実の要請」として、S 校の「文博教育」は児童が授業の主役の授業に教師主

導と思われる特徴をもどして行うようになったのである。  

「文博教育」の授業は、前に述べたように「顕在的」には児童を授業の主役にしようとした

とはいえ、教師の指導は依然として存在し、「潜在的」に特定のあらかじめ習得すべき内容の

習得度が「できる」ことを求める等の応試教育的なメッセージが発信されていると思われる。 

そして、ここにもう 1 つ、「顕在的」な側面と「潜在的」な側面にずれが見られた項目があ

る。指導は、「個別指導」と「一斉指導」によって展開されるものである。そして「素質教育」

の理念は「すべての子ども」への「平等性」を求める。「一斉指導」はクラス全員への指導を

同時に行うため、表向きは素質教育における「すべての子ども」に向けるという理念に一致し

ているとも考えられる。だが、前述のように、中国版「素質教育」の理念には、「すべての子

ども」に向けるという「平等性」の主張の中に、その全ての児童には「できる」子もそうでな

い子も入り、その個別的なニーズに応じるべきだという、児童の「差異性」を認める論理があ

る。すなわち、教師は「できる」子の能力をさらに伸ばすことと、「できない」児童に対して

底上げという役割を同時に果たそうとする。こうしたことは、以下の「個別指導」と「一斉指

導」の授業実践でも見られる。 

 

「個別指導」 

教師の「個別指導」は、主に、児童が手作業をするときに行われ、機間巡視が行われている。
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教師は児童の進める状況を見守り、問題がありそうな児童のそばに立ち止って、個別指導を行

う姿がよく見られた。以下はその授業場面の例である。 

 

教師は、児童の進行状況を見て個別指導を行っていく。一人の児童のそばに立って、 

「これで色塗りができますよ」といってから「また、この文字は小さ過ぎますよ」と付け加え

ます。児童は教師の指摘を聞いてから、この子は消しゴムを使って何かを消すように見えた。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

このように、問題点がありそうな児童のそばに教師は足をとまって、児童の問題点を指摘し

ながら、指導を行っている。一方、教師はできる子に対して、「個別指導」を行う例も見られ

た。例えば、できる子が他の児童よりペースが速いであるため、教師は新しい課題を与えて、

指導を行っている。以下はその例である。 

 

教師は一人の児童はそばに立ち止って、児童の完成状況を見てから、「よくできました」と

評価してから、「オリンピックの印章が終わったから、次は自分の印章を作ってください」と

いい続けた。そして「自分の印章を作るときに、自分が好きな書体を選んでもかまわないです。

作り方はオリンピックの印章と同じことです」と言い加えた。児童は教師の指示を聞いてから、

自分の名前を書き始め、教師は指を紙に指しながら、「そうです。ただ、この部分をもっと大

きくしたほうがいいと思います」と言った。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

このように、教師はできた子に対しても個別指導を行うように見える。大事なのは、この両

者共が、児童の個人状況に応じながら、能力を伸ばすという「素質教育」の理念を反映してい

るとされていることである。さらに言えば、児童の「差異性」を認めるという「平等性」を反

映するものとされ、できない子に対する底上げという個人指導とできる子に対する能力をさら

に伸ばす個人指導は同時に同じ正当化の理念によって、教室で行うことが可能になっている。 

以上のような個人指導は、「文博教育」においての方が、「算数」授業より、明らかに多く見ら

れる。例えば、「算数」授業の場合は、1 つの授業で 1 回、2回という回数なのに対して、「文

博教育」の授業においては、5、6 回に見られる。また児童たちは、教師のこうした指導方法

に慣れていて、児童が自ら手をあげて、教師の個別指導を受ける場面もよく見られた。教師の

「個別指導」は、教師の机間巡視によって問題を発見するか、あるいは、児童の質問によって

行われるように心がけている。 

 

「一斉指導」  

「一斉指導」に関しては、具体的な授業場面を取り上げながら、検討してみる。 

  

教師：「印字はどんなものですか」と児童たちに聞いた。 

（一人の男の子を指名したが、この子は答えられなかった。） 

教師は児童にヒントを与えるべく「何処にありますか」と聞き続けた。 

児童：印章のしたにありますね。 

教師は「印字が印章の下にあるものです」と説明した後、全員に復唱させた。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

このように、下線の部分では、教師は正しい答えを示してから、全員に復唱を求めている。
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それは、「すべての子どもに向ける」という「素質教育」の理念を実践するためであると教師

は語った。だが、実際は、復唱は、中国、日本等の東アジアの学校教育で従来から指摘されて

きた特徴でもある(恒吉 2009)。 

第 1章で紹介したように、素質教育の 3つの要素の 1つは「すべての子ども」に向けること

である。また、前述のように、「すべての子ども」に向けることは、児童間の差異を認めたこ

とが前提である。それは、教師が児童の個人レベルに対応することを要求されることでもある。

しかし、「応試教育」の圧力が少ない「文博教育」においても、「すべての子ども」に対応する

ことは難しいと教師は感じ、これは彼らが抱えた 1つのジレンマとなっている。そのため、教

師たちは「すべての子ども」に向ける場合には、個人指導の代わりに「一斉指導」という授業

方法を取っている。したがって、この場合、教師にとって、「一斉指導」は「平等」の理念を

反映されるものであるという意味を与えられていたように見えた。この点については、例えば、

教科担当の先生のインタビューが典型的にこれを示している。算数授業と同様、時間不足の中

で、効率的に特定の水準まで到達する現実の要請の前に調整が行われている。 

  

すべての子どもに個別指導を行えればよいのですが、「文博教育」は「算数科」より時間的

には余裕があるとはいえ、限られた時間の中ですべての子どもに個別指導をすることは不可能

です。したがって、一斉指導の方が効果はあると思います 

                   (2008年 5月 30日 SG教師に対するインタビュー) 

 

このように、教師にとって一見、素質教育が求める個々の児童、「すべての子ども」に平等

に逆行するように見える「一斉指導」は、素質教育で提唱される「すべての子ども」を授業の

視野に入れる有効な教育手段であると考えられている。 

以下のような、普通の一斉指導と机間巡視も、「すべての子ども」に向けた授業を実現して

ゆくものになるように意識されていた。 

 

児童は手作業をしている。教師は机間巡視を行って、問題がありそうな児童の脇に足を止め

て、児童のそばで、全員に聞こえる声で、「印字を書く前に、印字の構成をまず考えましょう。」  

「そこでは、どのように配列するかを考えましょう」 

「それは、まず、上から下に、右から左へのことですよ」 

そして、児童の完成状況を見ながら、次の指摘をした 

教師：「字を枠内に出来るだけ大きく広げてください」 

「文字を書き終わったら、色を塗りましょう」 

教師は、児童の進行状況を見て個別指導を行い続ける。一人の児童のそばによって、 

「これで色塗りができますよ」、 

「また、この文字は小さ過ぎますよ」。 

児童は教師の個別の指摘を待っている。作業が終わったら、必ず教師に見せる子もいる。一

人の男の子はずっと手をあげたままにて、教師がそばに来て良く出来ましたという評価を聞く

と、満足気な顔をした。 

「これまでは、オリンピックの印章を作ってきましたので、印章作りの基本的手順は分かった

と思います。次は、皆さんは自分で好きなように完璧な私印を作ってください」と教師は言い

続けた。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

この際、教師は個々の児童に対応する場合は、合わせて、「全ての児童」にも伝える呼びか
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けを行っている。つまり、児童の個々の問題をすべての児童の問題として扱っている。そして、

こうした問題意識をもとに、教師は全員の指導を行っている。 

また、こうした行為は教師が意図的に行うものである。 

  

すべての子どもの完成状況を点検することは不可能だと思います。したがって、たまたま見

つけた子どものミスは他の子どもにも共通するだろうと思われます。また、出来ない子の場合

には、作業の手順についてヒントを与えます。そうすると、ほとんどの子どもは完成させるこ

とができます 

                     (2008年 5月 30日 SG教師に対するインタビュー) 

 

このように、個別児童のつまずきを学級全体とシェアする形を一斉授業指導で活用すること

によって、「すべての子どもに向ける」という「素質教育」の理念に対応していると教師は考

えている。例えば、以下のような例である。 

 

時間がないため、子どもの個人的なミスをできるだけみんなに共有するように体験させたい。

本当に一人ひとりに対応すればよいと思いますが、このようなことを通じて、「すべての子ど

も」は視野に入れると思います。 

(2008年 5月 30 日 SG教師に対するインタビュー) 

 

インタビューで見られるように「すべての子ども」を個々に限られた授業時間において対応

することが難しい中、教師はなおかつ個別問題を全体の問題とすることによって素質教育の

「すべての子ども」に向けた授業の実現に努めたことがうかがえる。 

また、教師は一斉授業をする場合に、「素質教育」の理念に沿って、すべての児童もが完成

することを重視している。これは、「算数授業」において見られた行動、つまり、個人のミス

を無視して先を急いだこととは対照的である。つまり、「文博教育」の授業では、「素質教育」

の理念が算数よりも徹底的に実施されている様子がこうした点にもうかがわれる。以下はその

例である。 

 

教師はほとんどの児童はオリンピックの印章を完成している時点での話である。 

 教師：全員が終ったかなー、完成した人は手を挙げなさい 

 (児童の多数が終って、手を上げた。) 

 教師：何人かがまだ終っていないようなので、あと 2 分ぐらいを待ちます。完成した人は自

分で作った印章に何か足りないかをよく考えなさい。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

教師は自分の名前の印章を手作業が終わっているところに教師は言い出す言葉である。 

教師：全員は終わりましたか。終わってない人がいれば手を上げてください。 

児童の二人は手を上げた。 

教師：全員が終わっていないようですから、あと 2分ぐらいを待ちます。出来上がった人は、

自分の印章作りは完璧かどうかを見てください。問題があれば、修正してくださいね。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

 こうした授業場面を通じて、S校の「文博教育」の場面においては、児童全員が作業を完成

させることが重視されていることが分かる。こうしたことは、一斉指導としては当たり前の教
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師の関心であるのかもしれない。しかしながら、インタビューからも観察からも、教師たちは

「すべての子ども」の完成するまで(待ちなさい)、という指示を、素質教育が建前として設定

されている中では、こうした実践は素質教育の目標に沿うものとして解釈しなおしているよう

に見える。また、「すべての子ども」を視野に入れることを教師は素質教育に沿う行動として

意識している。「すべての子ども」に指導が向けられるべきだという言説は教師インタビュー

でも繰り返し出てくる。 

 

すべての子どもに目を配るときには、一斉授業がやはり有効の手段だと思います。もちろん

たっぷりの授業時間があれば、個別指導したほうがいいと思いますが。これは仕方が仕方だと

思います(笑)。 

                   (2008 年 6月 3日 SG教師に対するインタビュー) 

 

素質教育によって提起したすべての子どもに向ける理念がとても重要だと思います。私いつ

も考えることですが、どうしたらすべての子どもに向けられますか。授業指導の時に、児童の

個人レベルに対応することはもちろんですが、一斉指導も不可欠だと思います。特に、私たち

のような授業現実を考えるときにもっと重要だと思います。余裕があるといっても、時間がも

っとほしいですね(笑)。 

                   (2008 年 6月 3日 SF教師に対するインタビュー) 

 

このように、教師は意識的に、「すべての子ども」を授業の視野に入れようとし、限られた

授業時間の中で、「一斉指導」の有効性を主張している。こうして、教師によって、「個別指導」

や「一斉指導」は両方とも「すべての子ども」に向ける有効な授業手段とされている。 

また、この「すべての子どもに」向けるという教育観は、できるだけすべての児童に発言の機

会を与えようとすることにもつながっている。以下はその授業場面例である。 

 

教師は、人の発表を求めたときに、出来る限りすべての人に回したことにとても重視してい

る。例えば、一人の男の子はとても積極的なため、教師の質問を出したらすぐに手をあげた。

教師は二度目をこの男の子を指名したときに、急に答えを求めたことが思い出したようで「ま

た、あなたですね。出来るだけ、他の児童に発言の機会を与えてはどうですか」。この男の子

は少しがっかりしたが、そのまま、座った。教師は他の児童の所に答えを求めた。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

     

素質教育に沿うものとして、「すべての子ども」に向けた授業はまた、できるだけ多くの児

童が発言する授業だという論理は、かなり一貫して観察された。このように、S 校の教師は「文

博教育」において、「すべての子どもに向ける」という「素質教育」の理念を授業のあらゆる

場面で意識している様子が見られる。 

前節で検討した「算数科」の授業についてもこうした関心が見られないとは言えない。だが、

算数を実践する場合には、受験圧力も強く、教科知識の習得を優先させるという教育観及び速

く先に進まなくてはいけないという現実的な時間的制約のため、児童が全体として理解してい

るかを重視することができていないことを前節で取り上げた。例えば、個別ミスを無視して先

に急ごうとする具体例をあげたが、全体に問いかけるよりも、必要事項を網羅することの方が

優先されていた。しかし、「文博教育」の授業においては、従来の「応試教育」によって使わ

れた授業手段、例えば「一斉指導」は素質教育における「すべての子どもに向ける」ことに有

効な手段として理解されている。 
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中国の素質教育は第 1 章にて指摘したように「すべての子どもに向ける」ことが目標とされ

ている(柳 1997)。それは、「教育の機会平等」という理念と繋がっている。しかし、「教育の

機会平等」においては起点の機会平等、プロセスの機会平等、結果の平等とう三段階に分かれ

る(Coleman 1967；Husen 1967)。そのため、「すべての子どもに向ける」という意味の解釈

は少なくとも 2 つの側面があると思われる。それは、量的な側面と質的な側面である。「すべ

ての子どもに向ける」という意味はすなわち量的な面を考えると、学級のすべての子どもに同

じ教育内容を与えるという意味である。すなわち、「教育の機会平等」の起点のアクセスの平

等であると考えられる。一方、質的な面を考えると、「異なる児童のニーズに応じて、異なる

勉強内容を教える」という意味が含まれるとされる(小内 2006,p.3)。すなわち、「教育の機

会平等」のプロセスの平等に焦点を当てるものである。しかしながら、小内(2009)が指摘した

ように、こうした「量」と「質」との関係は相矛盾する面を持つ。すなわち、すべての児童に

同じように均等に教育資源をアクセスさせるのであれば、上位の子にとって「不平等」である。

が、児童の差異を認めた前提において、異なる児童に異なる授業を与えるならば、上位の子と

できない子の間には格差をさらに拡大する危惧が存在している。 

こうした状況に対して、S校における「一斉指導」と「個別指導」の指導手段の使い分けは、

おそらく「量」と「質」のバランスを取るための 1 つ対応であろう。序章で指摘したように、

素質教育における「すべての子どもに向ける」という意味に、特定水準まで学力を到達するこ

とを求められる受験圧力等に応える中で、現場からの解釈を与えたのではないかと考える。 

 

(2)「効率性の追求」 

「文博教育」の授業においては効率性を重視している場面にしばしば遭遇した。例えば、授

業の中、教師は「さっさと、手作業に入りましょう」、あるいは、「速くみんなに教えてくださ

い」と教師が言い出すことが多い。こうした時間の使い方の効率性を意識する教師の発言は、

算数の授業での「○○分以内」に答える等の、教科を越えて随所で見られた。 

特に、グループの活動の時間や手作業の時間を「文博教育」の授業において算数授業より長

く児童に与えたとはいえ、指摘されたミッションが終わらない児童は依然としている。こうし

た状況に対しては、教師は算数授業と同じ対応法を使ったのである。つまり、宿題として授業

以外の時間に終わるほかがないのである。以下はその一例である。 

 

ほとんどの児童は印章作りが終わったため、頭を上げて教師に見たり、黒板に見たり、ある

いは、隣の児童の印章を見たりしている。教師はこの様子を見たら、児童たちに「ほとんどの

こどもは出来上がったと思いますが、終わらない人が手を挙げてください」と児童たちに聞い

た。2、3 人のこどもは手を挙げた。教師は腕時計をちょっと見たら児童たちに「では、終わ

らない児童は宿題としてお宅に戻ってからやり続けてください。続けては、誰かが前に呼んで

もらい、印章を作る出したプロセスをみんなに教えてください。 

                       (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

「先ほど、皆さんは素晴らしい発言をしたと思いますが、発言したい子どもがいるだろうと

思いますが。時間の関係で次の授業に入りましょう。」と教師は言った。手をつづけて上げた

児童は教師の発言を聞いたらそのまま下ろしたのである。  

                        (フィールド・ノーツ  2008年 5月 30日) 

 

 このように、「文博教育」の授業においても、教師は授業の効率性を重視しているようにう

かがわれた。つまり、限られた授業時間の勝負は教師にとって重要な課題であると思われる。 
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時には、時間が足りないことが感じますよ。本当にもう少し時間がほしいと思います。手作

業やグループ議論等たっぷりの授業時間を与えたほうがよいと思いますが、 

                   (2008年 5月 30日 SG教師に対するインタビュー) 

 

すべての子どもに配慮することには時間が最大の問題だと思います。やっぱり多数の子ども

の完成状況を基準として見なしています。もちろん、たっぷりの授業時間があるとしたら別な

話になりますが。 

                   (2008年 5月 30日 SH教師に対するインタビュー) 

 

このように、教師は授業の時間が足りないということをしばしば語った。そのため、効率性

を追求することが必然だとされていた。しかし、ここでは興味深いのは、教師は算数授業のよ

うに、児童に教科知識を習得させるため、効率性を追求することではなく、素質教育を実現す

るために効率を追求していたことである。例えば、手作業やグループ議論やすべての子どもへ

の配慮という素質教育で推奨されたことを実現するために「文博教育」での時間の効率的利用

を求めることが必要だと理解していたようにうかがえる。 

「文博教育」の「潜在的な授業構成」においては、応試教育に馴染みのあるような「教師指

導」や「効率性の追求」は児童が教科知識を習得することではなく、素質教育の実現をするた

めに機能しているように見える。つまり、「文博教育」での「潜在的な授業構成」は素質教育

のために役割を果たしている。そのため、「文博教育」の授業における「顕在的な授業構成」

にせよ、「潜在的な授業構成」にせよ、素質教育を実現するために機能している。 

 

4.3. 「算数授業」との比較 

「文博教育」という授業は「素質教育」の理念に基づいて作り上げられたものであるため、

おのずから素質教育を徹底しようとする側面を持つことは予想できよう。「算数授業」の場合

は、カリキュラムをこなしていく上で効率性を追求するために、個別ミス等を無視するのに対

して、「文博教育」は「素質教育」の理念に沿って個別指導を行うことによって、児童のすべ

てを指導の視野に入れるという「素質教育」の理念により忠実であろうとしているように見え

る。 

「算数授業」における児童のグループ活動が 2、3 分の短時間であるに対して、「文博教育」

の授業では 5分以上の時間が使われていた。こうした時間延長によって、素質教育で推奨され

ている児童のグループ活動をより活用することが意図されていたように見え、算数の時間のよ

うに、短くくぎってその中でできる児童だけ終らせるのではなく、活動に合わせて時間をとろ

うという姿勢が教師のインタビューからもうかがわれる。例えば、以下のようなインタビュー

である。 

 

グループ活動ならたっぷり子どもに時間を与えないと、子どもは単に形式に留まると思いま

す。実質的な意味がないと思います。つまり、時間の無駄使いです。そのため、私グループ活

動の時にできるだけ子どもに多くの時間を与えたいのです。もちろん子どもの完成状況等に次

第ですが、大体どのぐらい時間を与えるかが分かります。 

(2008年 5月 30 日 SG教師に対するインタビュー) 

 

グループ活動に時間を取らない等、素質教育の推進に当たって教師の教育理念を問題にする

行政からの指摘(教育部 2001、2006、2010)と対照的に、「文博教育」においては、グループ
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活動にも積極的に取り組んでいた。 

 また、「文博活動」は単に授業の場での実践のみならず、素質教育でよいとされている学校

外の場を生かすことにもつながっている。上述したように、S 校は上海市の博物館との 10 年

近い連携関係を持っている。したがって、上海市の博物館の道具及び場所を利用して、授業を

進めることも行っている。 

上海市の博物館は、「陶芸のアトリエ」「彫刻のアトリエ」「筆を製作するアトリエ」等の手

作業の場を有するため、S小学校は 1学年から 5 学年までの児童に、上海市博物館の「アトリ

エ」を使い、実践体験をさせる授業を設けている。校外の活動は上海の博物館をはじめ、コミ

ュニティ－のデパートとの連携を通じても、子どもの活動の場を設けている。例えば、児童は

「説明員」として、博物館の開放日に観客に展示品の歴史及び関連情報を紹介している(写真

2)。 

 

写真 2.博物館の見学写真 

 

 

また、休日には大きなデパートで商品の機能や効用を説明している。これは児童の言語力お

よびコミュニケーション能力を高めることができると説明されていた。その他にもコミュニテ

ィと連携し、「親子の日」というイベントを催し、コミュニティに貢献する。さらに、活動の

範囲を拡大させて、上海市の「新幹線」を運営する会社との連携契約を交わすことができた。

これらは前に指摘したように、「文博教育」の実施を授業内にのみならず、授業外の資源を活

用することがよいとする考えを反映している。 

算数では、すべての子どもを対象にするという論理が実際は少数の子どもの利益に機能して

いることに対して、文博では、素質教育で批判される一斉指導が実際はすべての子どもの理解

に機能していることがうかがえる。 

特に、こうした 2 つの教育理念の追求は授業に限るものではなく、前述したように授業外、

学校外にも繋がっているものである。 

これまで、第 3節と第 4 節では「算数科」と「文博教育」の授業内容について説明した。「算

数科」は、素質教育を実施しているとはいえ、受験勉強の制約によって、「応試教育」を重視

する逆転現象が見られる。他方、「文博教育」は「算数科」と比較し、より素質教育を徹底さ

せる余裕があることがうかがわれた。同時に、そこでもまた、「すべての子ども」に向けられ

るべきだとする「素質教育」の理念は、ある時は一斉指導を肯定するものとして、ある時は差

異を認める論理と共に学力底辺層だけでなく、上位層への発展的学習を正当化する論理として

使われていた。また、個別指導を全員に向けることによって素質教育の上記理念に沿っている

と考える等、特定の教授法の再解釈にもつながっていた。 

「文博教育」が素質教育の建前の部分に対応していると考えるならば、「算数教育」は受験
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戦争という本音の部分に対応している。こうして、S 校は、「受験勉強」と素質教育、本音と

建前の双方を車の二輪のように活用することによって、素質教育に沿うという理念と、受験と

いう現実のニーズからくる矛盾を解消しているように見える。しかし、こうした「受験勉強」

と素質教育の両方を重視する教育実践は、いかなる成果をもたらしたかを見る必要があるであ

ろう。第 5節ではこの問いを解明したいと思う。 

 

5. 素質教育実践の成果 

  

第 3節と第 4節では S 校の素質教育の実践を「算数科」と「文博教育」の授業に分けて注目

することによって説明した。「算数科」においては、一見して素質教育の「顕在的な授業構成」

と「潜在的な授業構成」の相互作用による受験勉強の強化という逆転現象が見られた。一方、

「本校課程」の「文博教育」においては、現実との調整の中で部分的に変容しながらも、概要

としては「素質教育」の理念を徹底的に求めていることが分かる。すなわち、S校は素質教育

と応試教育の両方の側面を持ち、そのバランスの上に矛盾する要請(例 素質教育指定校とし

ての要請、保護者の進学への期待)を収斂させているように見える。したがって、本節ではこ

うした教育実践がいかなる成果をもたらしかを考察する。これについて、行政の担当者をはじ

め、保護者、コミュニティ担当者のインタビューデータに基づいて、「教科学力」と「新学力」

という 2 つの側面から進めていく。 

 まず、「教科学力」について考えてみる。「教科学力」はいわゆる従来、中国において重視さ

れてきた学力であり、素質教育が推進する新しい学力に比べると従来型のペーパーテストで測

定しやすいものである(恒吉 2006)。S校にとって所属地域での「教科学力」のランキングの

順位は行政にとっては有効な評価指標となっている。しかし、中国では、「受験勉強」を緩和

するために、学校間のランキングを作ることを禁止する規定を導入したため、外部には学校の

順位は公表されないことになっている162。とはいえ、上級行政機関は、学校間の平均点を学校

に知らせ、そのため、学校がランキングでどのようなレベルにあるかが分かる。他方、学校側

の地域における全体的な位置づけについて自覚を持たせるために、中間テスト及び期末テスト

の各教科の標準点数を表示するという評価手段がとられている。したがって、学校側はこれら

の標準点数を参照されたいし、自校順位を推定することが可能である。いずれにせよ、S 校の

「教科学力」の教科テストの点数は行政の上級機関の査察者によると、「区の平準点数を 10％

～20％を上回るものだと思います。区全体の中で、上位の存在」(2008年 6 月 3日 行政の担

当者に対するインタビュー)とのことであった。  

このように、S 校の教科テスト成績は標準点数を 10％～20％上回ることから、「教科学力」

についてはそれなりの高い水準にあり、「受験勉強」においても競争力を持つことが期待され

ている。 

一方、「新学力」を測定する難しさについて研究者がたびたび指摘している(恒吉 2006；志

水・苅谷 2006；佐藤 2006；金子 2006)。S 校において、教科学力と違い、数的指標は存

在せず、評価基準もポートフォリオ等を活用しているわけではない。 

ここではむしろ、関係者の認識としての素質教育に注目し、保護者をはじめ、上級機関の担

当者、コミュニティの担当者、いわゆる学校外の「第 3 者」の評価に基づいて、S 校の児童の

「新学力」に関する教育達成度を考察した結果を以下に行う。「第 3 者」の評価は児童と触れ

合う機会が多いコミュニティの担当者および保護者によるものであり、一定の評価を示してい

ると思われる。上級機関の担当者は、S校だけではなく、他の小学校と接触する機会が多いた

め、横断的な評価が可能である。そのため、ここでは、こうした人々の評価を総合的に用いる

                                                        
162 2008年 6月 3日行政の担当者に対するインタビューによって明らかにしたものである。 
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こととする。 

インフォーマルとはいえ、一定の指標が必要であろう。そのため、筆者は中国の社会コンテ

クストを踏まえて、「素質教育」の理念および学校レベルから基準を設定したい。まず、「素質

教育」の理念である。それは、道徳教育と「全面的な発展」の側面から考えられる。前述した

ように、中国における素質教育の実施における、道徳教育とのつながりの重要さは繰り返し指

摘されてきた。S 校の「文博教育」の設立も、道徳教育を媒介物として作り出されたものであ

る。また、素質教育も重要な要素の 1つとして、道徳教育同様「全面的な発展」を学校現場に

要求している。言い換えれば、児童の各能力の育成を学校のすべての活動に関して求めている

のである。S校でも素質教育と道徳教育が不可分に結びついていることは、校長に対するイン

タビューからもうかがわれる。 

 

素質教育の目標としては、まず、子どもをいかなる人間に育てるかを考えなければならない。

いくら能力を持っていても、道徳感が低い人間であれば、社会に弊害をもたらす可能性が高い

です。だから、まずは、良い人間を育てることです。さらに、これからの社会に応じて生きる

ためには、能力がある人を育てなければなりません。すなわち、良い人間でありながら、才能

を持つ人間であることが必要となる。 

                    (2008年 6 月 3 日 校長に対するインタビュー) 

 

このように、S 校にとって、素質教育においては、道徳教育と各種の能力の双方が評価の指

標になっていると思われる。また、こうした評価の指標は、保護者をはじめ、行政の担当者、

コミュニティの担当者のコンセンサスが得られたものである。 

以下の表は S校の児童に対する評価について、保護者、行政の担当者およびコミュニティの

担当者に対するインタビューの内容をまとめたものである。 

 

表 3-16 S校の児童に対する評価 

評価 

主体 
年月日 内容 

保護者 

SPA 

2008年 

6 月 

3 日 

S 校に入学してから、子どもの変化がわかりました。我が子は自ら勉強

のコツを見つけて勉学にスムーズに取り組んでいます。また、快く学校

に通っています。この学校は成績のよい子どもと成績がよくない子ども

の仲間分断がないです。私の息子は何人かの成績がよくない子どもとも

仲良しです。私は子どもに聞いたことがありますが。「何で Aさんと仲良

しなのですか、Aさんは成績がよくないじゃないですか」と聞いたのに対

して。「A さんは、いい人ですから。成績の良し悪しは人柄と関係がない

ですよ」と息子が答えた。先生が教えてくれたことは、「成績の水準にか

かわらず、クラスメートなら手付き合うべきです」とも息子が言いまし

た。私はこうした話を聞くと、正直なところ、自分のことが恥かしく思

えて、息子のことをえらいと思いました。なぜ子どもにこうした価値観

が植えつけられたか、学校の影響は無視できないと思います。S校にこう

した人間としての平等観を踏まえた教育観があるからこそ、子どもにも

浸透したと思います。 

また、S学校の子どもは楽観的な気質を持っています。挫折にあっても、

すぐに立ち直ることができます。ある日息子の機嫌が悪いように見えま

した。「どうしたの」と聞きましたが、「何でもない」と答えました。教
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師からの連絡によると、学級の選挙で負けたことが分かりました。翌日

息子にこのことを慰めようと思いましたが、息子から先に「今回はだめ

にしても、次回は頑張ります」といってくれました。あの瞬間子どもが

かわいいばかりか、大人になったなと感激が一杯でした 

保護者 

SPB 

2008年 

6 月 

3 日 

私の子は入学する前に、ちょっと自閉症気味でした。外の世界とはふ

れあいたくないようでしたが、S校入学 1 ヶ月後頃学校に行くのが好きに

なりました。なぜかと聞くと「クラスメートと先生が好きだから」と教

えてくれました。2 年生なってからは学習の成績がよくなりました。また、

子どもは人に対して「寛容」な心を持つようになりました。子どもと学

級での出来ことについて話し合います。特には間違いをする子どもにつ

いての話もしますが、「間違いがある子どもとこれから付き合いたいです

か」と聞くと、「こういうことをした彼はよくないと思いますが、誰でも

間違いを犯す場合がありますから、特に問題にならないとおもいます」

とのことでした。 

S 校に入ってから、子どもは自信を持つようになりました。2年生の学

級担当者になるために、自己推薦をしました。わたしの回りの人々が我

が子の話しをするようになったことに気づきました。こうした変化は教

師の努力と切り離せないと思います。また、子どもは自分で「愛国の新

聞」を読みます。 

保護者 

SPC 

2008年 

6 月 

3 日 

S 校に入学してから変わって来ました。人との付き合いがよくなりまし

た。現在は学校のクラス「担当者」になりました。子どもの成績に関し

ては心配したことがありません。入学してから、教師をはじめ、子ども

の努力もあって、「標準語」を習って、訛りを直しました。3 年生の頃か

らひとりで地下鉄に乗って、家に帰ることができるようになりました。

子どもの自信と自立に関する変化が周りの人を驚かせるほどでした。こ

うしたチームワークの援助がなければ今の子どもはいなかったでしょ

う。 

保護者 

SPD 

2008年 

6 月 

3 日 

我が子はジャズや絵画が好きです。このような趣味をもつにいたった背

景には学校での影響を無視することができません。S校は教師のチームワ

ークがよいと思います。また、子どもの共同的な活動がよく出来たと思

います。我が子はここでの 5 年間を楽しく過ごしました。ほとんど毎日

笑顔で家に帰ってきます。 

保護者 

SPE 

2008年 

6 月 

3 日 

私はこの近くの中学校の教員として働いています。S校の卒業生は明らか

に個性を持っていると思えます。中学校に入ると、成績の良し悪しによ

って、友達の関係を作り出すことが多くなります。S小学校の出身の子ど

もはこの点が違います。S校の卒業生は基本的に成績がよい子が多いと思

えます。成績がよくない子どもと友達になる子は、S校の出身の子どもが

多いです。S校を卒業した子どもは表情が他の学校出身の子どもと違いま

す。S校の子どもはいつも笑顔で、楽観的な生活態度を持っていると思え

ます。とにかく、S校の子どもは一見するとすぐ分かり、なんだかユニー

クな雰囲気があると思います(笑)。自立心、自信がある子が多いと思い

ます。 
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行政担

当者 1 

2008年 

6 月 

3 日 

S 校の子どもは確かに他の小学校の子どもより、活発ですよ。生き生きし

ています。学校に入った瞬間つくづく感じました。良好な精神状態にあ

ることが分かります。 

行政担

当者 2 

2008年 

6 月 

3 日 

この小学校(S校)の子どもはビックリするほど、エネルギッシュですよ。

一コマの授業が終っても、疲れが全然見られないです。また、よその人

に会っても、不自然さや心細さがまったく感じられません。休憩の時に、

私とさんざん遊んでくれました。何年かぶりにこんなにも楽しく遊びま

した。今回は私の方がとても疲れました(笑)。 

コミュ

ニティ

の担当

者 

2008年 

6 月 

3 日 

S 校の子どもは礼儀が正しく、思いやりがある子が多いです。子どものし

ぐさを見ると、聞かなくても、S校の出身であることが分かります。可愛

いですね。 

 

上表に提示したように、S校の教育は、成績だけでなく、児童を(道徳的に)良い人間として

育てるとした評価はかなり繰り返し聞かれた。「思いやりがあり」、「人間関係のよさ」、「積極

的な人生観がある」等多岐にわたって、児童の道徳、児童の多様な能力の育成、勉強以外の能

力の育成についても評価は高い。こうした多面的な能力、成績に限らない全面的な人間形成、

道徳面での展開は、素質教育の特徴でもあり、S 校がこうした面を強調することは、素質教育

の実践に沿うものである。 

これまで、行政をはじめ、保護者、コミュニティの担当者のインタビューを通じて、S校に

おける素質教育で提唱されるような学力に関して見てきた。また、以上の評価は S 校が素質教

育と事実上の「応試教育」の双方を追求してきた結果であることがうかがえる。そこでは S

校の素質教育の実践は結果として、素質教育と「応試教育」の追求を同時に実現しようとした

ものである(図 3-4)。 

 

図 3-4 S校の素質教育の実践の枠組み 

 

 

 

図 3-4は S校における素質教育の実践の枠組みである。図 3-4 で示したように、S 校におけ

る素質教育の実践は 2 つのルートを分れると考えられる。つまり、「応試教育」に馴染みがち

な算数科と素質教育に馴染みがちな「文博教育」である。算数の授業における素質教育の実践

は一見、素質教育を反映しているが、「顕在的な授業構成」は「潜在的な授業構成」の干渉に

よって「応試教育」の再強化という帰結になっている。一方「文博教育」の授業における「顕
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在的な授業構成」や「潜在的な授業構成」は相互作用を行っていたが、双方とも素質教育の育

成に機能している。そのため、S校における素質教育の実践の結果として、素質教育と「応試

教育」の双方を実現しようとするものである。しかも、ここで指摘しておきたいことは、児童

の価値や人格形成に関わることは、素質教育の取り組みとしても、道徳教育としても推進しう

ることである。つまり、同じように価値に関連した教育であるが、児童の「愛国心」や中国の

伝統的な文化の愛着等は、道徳教育としても推進でき、素質教育との関係も深い。これは、い

わゆる「新しい学力」が、愛国心等と結び付けられてこなかった国の新学力構造とは異なる面

であろう。 

以上により、S 校の素質教育の実践においては「受験勉強」及び素質教育という車の二輪の

バランスの上に成り立っていることがうかがわれる。序章で指摘したように、素質教育の主旨

は「応試教育」を是正することにある。しかし、前述したように S校は「算数科」における素

質教育の実施を通じて、「受験勉強」を再強化するという意図せざる結果をもたらしたように

見える。にもかかわらず、前述したように、S 校の素質教育と「応試教育」の関係は、対立的

なものではなく、調和された取り組みであると言える。それは、素質教育のモデル校として S

校に期待されていることと、保護者の進学意識と、道徳教育としての側面と、複数の一見に矛

盾する圧力を同時に満たす中で起きていることである。授業においても、「顕在的な授業構成」

と「潜在的な授業構成」が共に存在することによって、総体の形として素質教育を推進しなが

ら、進学等のニーズにも応えている。 

これを踏まえて、次節では、こうしたハイブリッド的な素質教育の実践が行われた背景要因

をさらに探って見たい。 

 

6. サポート条件・形成要因の検討 

  

前節では、「素質教育」の実践によってもたらされた成果について検討した。それは、S 校

では「教科学力」と「新学力」の両方の調和を確保することができたことによるものである。

つまり、「素質教育」と「応試教育」は双方に活用している。しかし、序章で指摘したように、

行政や先行研究によると、「素質教育」と「応試教育」は、二律背反するものであり、対立的

な存在であるとされている(柳 1997；王 2002；周 2006)。理念的には、前者はこれからの

時代に対応した、推進すべき教育であるのに対して、後者は過去の、乗り越えるべき教育なの

である。 

しかしながら、S校の例は、実際の実践における素質教育と応試教育の関係は、こうした二

律背反的なものではない、複雑に融合したものであることを示唆している。 

S 校では、両者の対立的な存在を乗り越えて、両方のバランスを取っていた。これを理解す

るには S 校の前述した仕組みをサポート条件およびこうした条件を形成した背後の要因を検

討する必要がある。それは、S校の特徴を理解するためだけではなく、本論文の研究目的にお

ける「カリキュラムの差異化」を考察するために役に立つと考えられる。つまり、S 校はどの

様な条件の中、いかなる要因によって現行の教育実践を行っているかを検討する。そのため、

本節の前半ではこうした「素質教育」の実践のサポート条件を検討する。そこでは「学校内の

サポート条件」と「学校外のサポート条件」に分けて考察を行うこととする。他方、本節の後

半ではこうしたサポート条件に関する形成した要因を検討する。まず、学校内のサポート条件

を見てみよう。 

 

6.1.  学校内のサポート条件 

 筆者は観察を通じて、S校にとってこれまでの素質教育の実践はそれなりのサポート条件が
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あると考える。また、それを便宜上、学校内および学校外に分けて考える。そのため、本節は

学校内のサポート条件をめぐって検討する。 

筆者の観察データに基づくかぎり、学校内のサポート条件は 2 つの側面に集約することがで

きる。それは、水平関係にある「教師間のサポート条件」と上下関係にある「校長と教師との

サポート条件」という 2点である。まずは、教師間のサポート条件を見てみよう。 

 

6.1.1. 教師間の協働性 

「教師間のサポート条件」は教師同士の間の協同的関係づくりによって実現されたと言える。

それを、教師の間でインフォーマルに形成された条件と、学校によって作り出された仕組みに

よるフォーマルな条件に分けて考察する。 

インフォーマルな教師間のサポート条件については、前述した効率性を追求するシステムの

部分で触れたように、教師の間では情報の交換が密であること、教育資源の共有はその現れで

ある。以下はその事例である。 

 

筆者：先ほど、先生はとなりの教室にいたようですが、何で算数授業を参観したのでしょう

か。 

 教師：この授業内容はちょっと難しいと思います。次の時限に私が同じ内容の授業をするた

めには、その前の教師の授業を参考にするために見学を行ないました。それは、他人の学級に

存在する問題は私が担当する学級にも生ずるのではないかと思うからです。 

 筆者：自分の授業が見られるなんて、教師の間では、違和感が生じませんか。 

 教師：そうですね。私は新米の教師なので、最初の時には多少恥ずかしいと思いますが、他

の先輩教師の様子を見ることでだんだん慣れてきました。今現在は違和感なんかがありません。

教師がお互いに参観しあうことを通じて、授業中での同じミスを回避することができるため、

賛成が得られたものと思います。これは相互にメリットをもたらすものと思います。 

                   (2008年 5月 27日 SC教師に対するインタビュー) 

 

このように、S 校の教師にとって、教室の壁を越えて、教師同士は協同的な関係を築いてい

ることが分かる。教師同士は、お互いに授業を参照されたいことに肯定的に思っている。また、

こうした教師間の支えあいに対しては、教師の間で賛同されているものである。 

 

わが校の教師たちは協働的な仕事関係を持っていると思います。お互いに家族のように応援

しあうことはとてもありがたいことと思います。私は当学校に赴任したばかりの時に状況が全

然分かりませんでしたが、分からないことがあれば、すぐに教えてもらいました。先輩の教師

たちが無条件で助けてくれたことにとても感謝します。こうした協働的に仕事に取り組む環境

は最も重要なものだと思います(笑)。 

                     (2008年 6月 6日 SB教師に対するインタビュー) 

 

わが学校では教師同士の関係は協働的で調和の取れたものだと思います。同じ研究室でいつ

も情報を交換したり、教育の資源を共用したりします。こうした協働しあうことがとてもすば

らしいと思います。特に私のような不器用な人間は助かります。 

              (2006年 6月 6日 SA教師に対するインタビュー) 

 

わが校には、H 教師がいます。彼は授業ソフト作りに関してのプロだと思います。よく賞を

もらいますよ。われわれは、ほとんど彼が作ったソフトを使います。とても助かります。もち
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ろん、彼は忙しいですから、時には、自分でも作りますが…この学校は人間関係が良いことが

とても役立ちますね(笑)。 

                   (2006 年 6月 6日 SD教師に対するインタビュー) 

 

以上のインタビューの内容によると、S校の教師は教師同士の間での協働しあう関係に対し

て肯定的であった。そのため、こうした教師同士の協働的な関係は学校内の教師同士を支える

条件となっている。また、こうしたサポート条件はインフォーマルな形で形成されてきた。 

 

筆者：わが学校の教師同士の協働しあう関係は、学校から指示されたものですか、それとも、

教師同士の間で自然に形成されてきたものですか。 

教師：そうですね。特に、考えたことはないですね。自然にこういう職場風土になったので

はないかと思います。とにかく、私はこの学校に勤務するようになって以来このように感じて

います。 

(2008年 5月 27 日 SC教師に対するインタビュー) 

 

わが学校は、人間関係が良好です。特に、同じ研究室の方とはより親しいと思います。他の

研究室の先生と関係が悪いという意味ではないですよ。言いたいのは、同じ研究室では頻繁に

情報のやり取りがあるから、いろいろな面で。自然に協働しあうようになったと思います。 

                     (2006年 6月 6日 SD教師に対するインタビュー) 

 

言われていなければ、全然気づかない問題だと思いますね(笑)、やはり、皆の関係が良く、

お互いに協働することは効率よく仕事ができます。気分的にも快く、良いことだと思います。 

                     (2006年 6月 6日 SA教師に対するインタビュー) 

 

このように、特に、下線の部分では教師は「自然に」、「気づかない」という言葉を使ってお

り、教師同士の間では、自然に協働しあう環境が整っていることが分かる。以上の教師同士の

協働しあう条件は、インフォーマルなサポート条件と言える。 

S 校では、以上のようなインフォーマルな協同の枠組みがありながら、制度化された教師間

の連携に対する規定も存在している。これらは、ベテラン教師が新人教師を指導することや年

上の教師が若手の教師を指導する形で実施されている。この制度(徒弟制)では、「経験がある

教師いわゆる先輩の教師が若手の教師を指導するという仕組みで 20 年以上の歴史を持つこと

を年配の教師から聞きました。ただ、以前は特に手当てはだしませんでした、近年は市場主義

のため、指導教師に多少手当てを出します」(2006 年 6 月 3 日 教頭に対するインタビュー)

という。 

 このように、S校では、インフォーマルな協働関係の上に、フォーマルな教師同士の協働し

合う仕組みがあるこうした教師関係を通じて、教師同士の間では「優勢相補」という構造が形

成されている。「優勢相補」ということは、つまり、S 校の教師たちにとっては、お互いに協

力することによって自分の長所をさらに生かしながら、短所を補うことになる。 

これらによって、教師同士の支えあう環境が形成されている。以上は水平的な関係にある教

師間の協働性である。次に、上下関係にある校長と教師間の協働性について見ていこう。 

 

 

6.1.2. 校長と教師との協働性 

 先に、教師間の協働性を論じた。ここでは、校長と教師とが垂直方向にある協働性について
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考察を行う。校長と教師との協働性とは、校長は学校の管理者でありながら、教師団体の一員

でもあるような関係のことである。つまり、校長と教師とが同僚的な関係であることが特徴と

言える。 

だが、S 校のような校長と教師との関係の特徴は中国では一般的なものではない。例えば、

『中国教育改革と発展要綱』では、「校長責任制」という制度が設けられている(国務院 

1993)163。この制度により、校長の権限が大きくなり、校長は学校の絶対的な権力のシンボル

になっているといっても過言ではない。そのため、「校長責任制」は「家父長制」という弊害

を持つことを指摘した研究もある(王 2003；冯  2003；徐 2005；周・高 2006)。つまり、

校長の権力が大きいため、平等的な学校環境作りや教師のインセンティブによくない影響を与

えるとされている。したがって、校長と教職員間の権力構造は絶対的な上下関係として中国で

は理念型として存在する。この権力関係は、校長と教職員の間に一定の緊張関係をもたらして

いる。常に、教師は完全に従うという立場に立たされている。これは教師のモチベーションを

害する危険性があるといわれている(王 2003)。 

これに対して、S校の校長と教師との関係は通常の「家父長制」の再生産したものではなく、

上下関係、水平関係あるいは「下上」(管理者教師に配慮すること。以下同)関係という 3 つの

側面から成り立っている。そこでは、この 3つの側面を巧みに機能させて、校長と教師との関

係が上手くバランスが取れるようになっており、校長と教師はお互いにサポートする条件を築

いている。これによって、校長と教師は仲間的な関係を維持している。これは素質教育におい

て求められる管理者の役割の変化である。つまり、校長は単に管理者ではなく、教師のサービ

ス人である。ただし、この研究課題は本論をこえたため、これ以上に述べない。 

 

校長と教師との「上下」的な関係 

 S 校においても、校長と教師との間に上下関係があることは、日常の生活の中では認められ

ている。つまり、校長の権威は教師の中には依然として存在している。例えば、以下は S 校に

対する本調査の初日のフィールド・ノーツからの抜粋である。 

 

朝校長は児童の登校の迎えが終わり、校長室に戻る途中で、30 代の男性を事務室に案内す

る G教師と出会った。G先生は足を止めて、校長にこの男性はコンピュータの修理に来校した

ことを校長に報告した。校長は報告を聞きながら、頷きつつ校長室に向かった。G 教師は報告

後男性を仕事場に案内して行った。                       

(フィールド・ノート 2008 年 5月 26日) 

 

 筆者は上述した疑問を G教師に確認するために、インタビューを行った。 

 

筆者:先日キャンパスで、修理作業の報告を見ました。そこまでの些細な情報を校長に報告

しなければならないですか。 

G 教師：いいえ、先日はちょうどう校長に出会ったことから、報告したほうが無難であると

思ったからです。(笑) 

筆者：そうですか 

G 教師：校長はやはり校長ですから(笑) 

                   (2008 年 6月 5日 SG教師に対するインタビュー) 

 

また、校長の権威を認める場面は他の教師の場合でも頻繁に見られた。 

                                                        
163〈http://baike.baidu.com/view/486179.htm〉、2012年 6月 14日入手。 
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朝校長にインタビューする予定があるため、校長より早めに校長室にきた。私よりもっと早

く来ていたひとりの男性がいた。声をかけたら、S 校の N 教師であることが分かった。彼は、

コンピュータが得意なので、授業用のソフトをよく作っていると言った。校長室に来たのは、

一台の新品を導入したいということを校長に報告し許可をもらうためである。 

筆者：コンピュータの購入は校長に報告しなければならないですか？ 

 教師：そうですね。お金を使うばあいには、校長に報告すべきです。また、校長のサインも

必要です。 

(フィールド・ノーツ  2008 年 6月 3日) 

 

午後授業が終わったら、校長は子どもを見送る姿を見た。保護者と会話を交わした 4年生の

担当の H 先生、校長を見つけたら急いで歩いて校長の前にきた。先ほど、保護者との会話の内

容を校長に報告した。大体の内容はクラスのある児童は最近授業に集中できないため、要因を

保護者に聞いたことである。 

                   (フィールド・ノーツ  2008年 6月 3日) 

  

こうしたノーツにおいて、校長をリーダーとする意識されていることが分かる。さらにいえ

ば、教師たちはこの上下関係の存在を内面的に抱いている。然るに、前述したように、校長と

教師の関係においては、水平的な関係と下上的な関係が同時に存在している。次に、校長と教

師との水平的な関係について取り上げる。 

 

校長と教師との「水平」的な関係 

校長と教師との水平的な関係というのは、教師が校長を自分の仲間であると認識しているこ

とである。すなわち、前述した校長と教師との上下的な関係が存在しているとはいえ、教師た

ちは、校長が教師団体の一員であることも認めている。 

 

 教師：わが校の校長は他の学校と違い、われわれの立場に立って考えてくれます。それは、

本当にありがたいことです。 

筆者:具体的な例を教えてくれませんか。 

 教師：わが校の T先生は、本当にいい先生ですよ。ベテランの教師であることをみんな認め

ます。だが、専門学校卒の学歴なので、高級教師になる資格がないのです。校長は T先生には

手当て等を支給します。こうしたことを通じて、校長がわれわれ教師の利益を念頭に置いてく

れていることから、われわれの仲間であると思います。ですから、疲れたときでもわれわれは

快く仕事をします。 

                   (2008 年 6月 4日 SJ教師に対するインタビュー) 

  

 ご存知だと思いますが、現在の教師の負担はとても大きいと思います。われわれは毎日仕事

がたくさんあります。授業だけではなく、研究レポートや報告書等を行政査察機関から種々要

求されます。幸いなことに、校長はそれに上積する要求はされません。逆に、校長ができるだ

け処理して教師の負担を減らすように頑張っているのです。例えば、研究レポートや報告書等

ではわれわれに代わって、校長が作成するものが多いです。現に、校長だから、サインするだ

けで十分ではないかとおもわれますが、校長は本当に自分で作成します。また、われわれ以上

に作成します。本当にわれわれ教師のことを考えてくれます。 

                   (2008 年 6月 3日 SC教師に対するインタビュー) 
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また、校長は教師を思っていることは校長のインタビューにも窺われる。 

 

私は校長と教師の関係においては、平等にした方がいいと思います。校長は組織のリーダー

とはいえ、教師の協働が無ければ、学校の運営がうまくできなくなると思います。また、人間

同士なら、もともと平等的な関係ではないかと思います。そのため、私は教師たちの仕事を尊

敬します。彼らのためなら負担を分担してあげたいと思います。 

                    (2008年 6月 3日 校長に対するインタビュー) 

 

以上のように、校長はまず教師と「上下」的な関係を認識していない。その代わりに、「平

等」な存在であると思っている。特に、人間本位の立場から教師との関係を考えていることが

うかがわれる。そのため、校長は教師との「水平」的な関係の存在を認識している。 

また、校長が区の教育関連の会議に発言した原稿の中でもこうした教師との「水平」的な関係

を示した。 

 

行政幹部は教師とパートナー的な関係を作らなければならないと思います。人を尊敬し、理

解しながら、親切なパートナーの関係に気づくべきである。教師たちに情感的な推進力が生じ

させるため、最大限に人間の積極性、主導性、創造性を作り出す。 

                         (2008年 6月 3日入手した学校資料) 

 

こうした発言では、校長と教師とのパートナー的な関係作りを提起したことが分かる。 

このように、教師は校長が教師の立場に立って考えていることを認めている。そのため、校長

と教師は仲間的な存在であり、この仲間的な存在であることによって、校長と教師には、信頼

関係が築かれていると考えられる。これによって、校長と教師は仲間的な関係を維持している。

これは素質教育における管理改革にある管理者の役割の変化を求めることにある。つまり、校

長は単に管理者ではなく、教師のサービス人である。        

 以上が校長と教師との上下的な関係と水平的な関係である。最後は校長と教師との「下上」

的な関係について取り上げたい。 

 

校長と教師との「下上」的な関係 

「下上」的な関係というのは、校長が教師たちにサービス精神を持って、教師を支えてあげ

ることである。 

校長は教師に負担をかけたことを出きる限り押さえようとする一面がある。以下は、筆者が

校長を訪ねた日の朝の場面である。 

 

当番の先生は校長室を掃除するために校長室に入った。校長は「ありがとう、ここの掃除は

私が自分でやってもかまわないから、教師の研究室だけやればいいよ」という校長の声が聞こ

えました。「校長、遠慮しないでください。これは私がやるべきことですよ」と先生は返事を

しました。 

(フィールド・ノーツ  2008 年 6月 6日) 

 

このように、校長は教師の業務を支援する意向が見える。校長は教師を支援しようという行

為はたびたび見られる。例えば、上級機関の査察者を歓迎する前に、会議室での準備をする時、

校長は椅子の並べや水入れ等をした。また、当日監督の仕事が終わったら、校長は「皆さんは
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疲れたため」と教師たちを先に帰らせたのである。最後の片づけを自分で済ませたようである。 

また、校長の教師の業務を支援するという行為は行政者によって評価されている。 

 

校長は教師と仲がよいことは区内で有名ですよ。いつも教師のことを考えているから。教師

のため、学校のため、力を尽くすタイプだと思います。サービス精神ですね。 

                   (2008 年 6月 6日 行政者に対するインタビュー) 

 

以上のように、校長はまず教師のために何ができるかを優先して考えたのである。その要因

について以下のインタビューで見られる。 

 

筆者:校長は毎日大変ですね。 

校長：違います。教師のほうがより大変です。現在教師は本当に疲れています。したがって、

私が彼らのためによりよい環境を作らなければなりません。校長は教師の支援役になるべきだ

と思います。われわれ校長は教師たちに良いサービスを提供しなければならないのです」。 

                    (2008年 6 月 6 日 校長に対するインタビュー) 

 

 また、こうした校長をはじめ、管理職は教師の支援役という発言は学校の会議で強調されて

いた。 

 

われわれ管理者は教師の支援役に成らなければなりません。なぜなら、学校の教育の営みは

教師が主役ですから。教師の主導性を認めないといい学校を作り上げることができないと思い

ます。そのため、われわれは教師にいいサービスを提供しなければならない。 

                      (フィールド･ノーツ  2008年 6月 2日学校会議) 

 

 さらに、保護者のインビューから、保護者も校長のこうしたサービス精神を評価しているこ

とがうかがわれる。 

 

校長は本当に優しい上によい経営者だと思います。現在の学校には威張る校長がいるでしょ

う。でも、校長はいつも教師によいサービスを提供することを強調しています。それはとても

よいものだと思います。だから、この学校は調和的な雰囲気が漂っていますね(笑)。 

                  (2008年 6月 3日 SPC保護者に対するインタビュー) 

 

校長はなんと言っても、威張りがない人ですね。教師のことをよく応援しているようです。

この前、児童の担任から聞いた話ですが、校長は算数の教師たちに自ら学習のソフトウェアを

作ったことがあるそうです。もともとは算数の教師の出身だそうです。 

                (2008 年 6月 3日 SPB 保護者に対するインタビュー) 

 

このように、校長からは自ら教師の支援役を重視すべきという意向がうかがえる。ここから、

従来の校長と教師との「上下」関係が「下上」関係に転換されたことが分かる。したがって、

上述した校長と教師との「上下」的な関係と「水平」的な関係と「下上」的な関係が組み合わ

さって、S校では校長と教師の間では支えあう条件が形成されていると言える。 

これによって、校長と教師の関係は教師同士の関係と同じように「協働」的な存在になったと

言える。 
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わが校の特徴としては皆が協働的な存在であるといえます。例えば、教師と教師の間や管理

者と教師との間でもみんな良い関係にあるといえます。それ故に、わが校での仕事はスムーズ

に行われています。 

                    (2008年 6 月 3 日 教頭に対するインタビュー) 

 

このように、S 校では人間関係においては協働関係が維持されている。それによって、S 校

では、教師間のサポート条件と校長と教師とのサポート条件の双方が構築されている。しかし

ながら、S校では、第 1章で指摘したように、中国では「素質教育」を推進するために、競合

体制を作ることも必要となる。例えば、「現在の中小学校の素質教育を積極的に推進すること

に関する若干の意見」の第 12 条によると、「素質教育の実施を促すために、奨励の体制を作る。

「教学成果の奨励条例」により基礎教育改革において、正確な方向を続けながら、理論や実践

において価値がある優秀な教学成果を奨励する」とされている(国家教育委員会 1997)。さら

に、「教学成果の奨励条例」の主な建前としては、基礎教育改革において優れている集団・個

人に名誉の奨励や奨励費を与えるものである。このような奨励条例には学校や教師の教育改革

のインセンティブを高めようとする意図がうかがえる。S校は同じように教師のインセンティ

ブを高めるために、教師の間では奨励体制を作っている。具体的には、優秀な教師に対して奨

励を与え、よくない教師に対して罰則を与えることである。これらは、教師に対する一種の評

価であると考えられる。 

教師に対する評価は主に授業を通じて行われる。その評価の主体は教師同僚、管理者、児童、

保護者である。以下はその授業評価の項目である。 

 

表 3-17  授業評価表(2007 年度) 

項目 内容 評価 

教師への評価 

全ての児童へ 

1.目標の把握(具体、適切、集中、検定可能)  

2.児童に応じる授業(斜めがある、密度、体

験分層) 
 

3.空間参与(児童に勉強時間を与える、活動

の空間、教師の参与活動) 
 

全面発展 

1.知識のポイントを正確、完全にできる  

2.能力(基礎性、発展性、創造性能力の育成  

3、感情環境(感情環境を創設、面白さの発揮、

意志の育成、道徳の浸透、主導、活発な学び 
 

4、学びの習慣の育成および訓練の重視  

教師教養 

1.教材の把握(授業ステップの合理デザイ

ン、ポイント、難しい点の適当処理 
 

2.授業方法の使用(デザインの合理性、効果、

新しさ) 
 

3.授業手段(授業の効果がある IT の合理的

選択) 
 

4.ベーシック能力(言語力、授業の臨機応変、

板書展示等の適当使用) 
 

児童への評価 
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参与状態 

1.各活動を積極的、主動的に参与する面が大

きい 
 

2.雰囲気が活発、楽しさを深め、学びの意欲

が強い 
 

交流状態 

1.教師と児童の関係に関して、民主、平等、

調和 
 

2.児童は自由に発言、協力学習を体現する  

思考状態 

1.積極的に考える、問題分析  

2.思考が活発、異なる角度から問題を提起す

る、問題は深みがあり、創造性がある 
 

状態の達成 
事前目標を完成する。正確率が高い、異なる

児童は個人なりの進歩がある 
 

児童の教養 

1.聞く、話す、読む、書く習慣(集中力があ

る、他人の発言を聞く、話の規範、音が大き

い、読む、書く躾が正しい 

 

2、立ち方、座り方が正しい、礼儀正しい  

総体評価  

注 1：S校の授業評価表を翻訳したものである。 

注 2：評価の点数は 1から 10 までである。 

 

こうした評価表を通じて、教師のキャリアに対してランキングがつけられるものとなる。ま

た、S 校は保護者をはじめ、児童から教師に対する評価アンケートを行っている。また、S 校

は優秀教師を選抜する授業大会がある。教師の日常の表現をも考察する。さらに、教師を評価

する場合には、児童の名門中学校に入る進学率も参考の指標となっている164。 

以上の一連の評価活動を通じて、優秀な教師に対してはボーナスを与えること、業績がよく

ない教師には「最下位の教師に対しての契約中断」という規定もある。こうして、現在の校長

をめぐる属人的、インフォーマルな政策の強い、管理職－教師の水平的関係、教師同士の協働

的関係と、フォーマルな上下的、競争的関係がある。 

然るに、なぜ S 校は「協働的な体制」を作り得たのかについての関係要因に焦点を移すこと

とする。その前に、学校外のサポート条件について取り上げたい。 

 

6.2.  学校外のサポート条件 

前に、学校内のサポート条件について考察した。これについては、教師同士のサポート条件

と校長と教師とのサポート条件によって検討した。だが、こうした学校内の同僚的関係は、単

独で存在しているわけではない。ここでは、さらに、学校外のサポート条件について分析する。

結論から言うならば、S校の「学校外のサポート条件」に関しては、学校と「保護者」、「研究

機関」、「コミュニティ」、「社会機関」との連携という 4 つの側面から捉えることができる。 

 

 

6.2.1. 学校と保護者との連携 

 まず、学校と「保護者」の連携について見てみよう。S校は保護者と「確実」な連携体制に

                                                        
164 ただし、この進学率の参考指標は公の評価基準となっていない。筆者は教師との会話をするときに分

かった情報である。 
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あると言える。前節にて検討したように、S 校は「算数科」の学力を確保するために、保護者

の協働を得ている。さらに、「文博教育」を実施する場合にも、保護者の協働を得ることが少

なくない。特に、学校の実践活動をする際に、保護者の協働を得ることが不可欠となる。例え

ば、前にも触れたことであるが、「文博教育」の学校外の実践活動に関しては、「親子の日」と

いうイベントがある。そこでは、休日に児童と保護者に一緒に上海市の博物館を訪問してもら

い、伝統文化とふれあえるチャンスを作ることである。以上で取り上げた事例は、保護者の協

働を得ることが前提となるものである。そのため、保護者は S 校に対していかなる見解を持っ

ているのかを知る必要がある。以下は保護者が持つ S校に対する認識についてインタビューし

た結果である。保護者は S校の学校活動について肯定的に捉えている。 

  

S 校の活動には興味が持てます。例えば、私は、上海市の博物館を見学したことがあります。

おかげさまで、私は青銅器について興味を持つようになりました。いろいろと勉強になりまし

た。何より、学び事に対するモチベーションを引き出してくれました。年をとるだけで勉強し

ないと、自分の子に負けると思いますよ(笑)。 

                  (2008年 6月 3日 SPB保護者に対するインタビュー) 

 

このように保護者は S 校の学校の教育活動に対して高い評価を与えているのである。それに

加えて、保護者は学校に対して信頼感を持っていることが分かる。この点に関しては、インタ

ビューした保護者に共通して認識されている。ただし、学校に対する信頼は「学校の質」、「教

師の質」、「学校の公正」という視点から多岐にわたっている。以下、「学校の質」を評価した

インタビュー例である。 

  

実は、児童が 2年生の時に息子の祖父・祖母と私たちの夫婦 6 人で家族ミーティングを行い

ました。ミーティングの内容は主に、児童にいかなる教育をあたえるべきかについてです。結

論としては、S 校は受験勉強及び素質教育についてはちゃんとした理念方針があることでした。

このような教育を受けるのが最もよいのではないかと考えます。さらに、児童が S 校での教育

内容を考慮すると、児童にとって S 校の体系的な教育を受けるのがよいというのが最終結論で

した。 

                  (2008年 6月 6日 SPA保護者に対するインタビュー) 

  

以上のインタビューから保護者は「学校の質」を評価していることが分かる。受験勉強と素

質教育の双方をカバーしていることを保護者らも認めている。これにより、保護者の学校に対

する信頼も保持されている。 

 また、保護者は「教師の質」を評価している点も指摘できる。以下はその事例である。 

 

上の子の担当の先生は「尊敬すべき人格」(金のような心)を持っていると思います。また、

責任感がある教師だと思います。さらに、教師の専門スキルが高いと思います。児童を学校に

通わせるのは安心できます。 

                  (2008年 6月 3日 SPC保護者に対するインタビュー)  

 

 このように、保護者は教師の質に対して信頼を抱いていることが分かる。ここでいう教師の

質は、専門的な知識だけではなく、教師の人格まで評価されていることに留意すべきである。 

また、保護者は S校の公正な取り組みを評価している。そこでは、学校が児童の努力および実

力に基づくことである。具体的な事例は 6.3節の「関係本位」の克服と重なるため、詳細は後
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述する。 

 

6.2.2. 学校と研究機関との連携 

 S 校の学校外の「研究機関」との連携に関しては、上海の華東師範大学及び上海の外国語学

院と提携契約を交わしている。これらが教師のスキルの向上または授業の質の確保に重要な役

割を果たしていることが教師のインタビューから明らかであった。 

 

専門者との交流を通じて、自分がなすべき行為がわかりました。何より、自分が足りない点

が分かりました。非常に役立っています 

(2008年 6月 3日 SC 教師に対するインタビュー) 

 

なお、S 校によるこうした機関との提携は、単に提携だけではなく、教師は提携を通じて、

学んだものを活用し、自分のスキルを高めている。すなわち、S校の教師の積極性と噛み合わ

せながら、提携関係を進めてきたことになる。 

  

大学からの指導は基本的に重要だと思いますが、理論的で抽象度が高いものが多く存在して

います。すべてが良いとは思えません。したがって、こうした研究機関から得た情報を使い分

け、自分にとって、有効なものを吸収したいと思います。 

                   (2008 年 6月 3日 SF教師に対するインタビュー) 

 

 このように、S 校の教師には「専門家」としての一面がうかがわれる。なお、研究機関から

の指導にも下線で指摘するように肯定的な評価が存在する。したがって、校外の研究機関との

連携は、教師の専門的なスキルを高める上での役割を果たしている。 

 

6.2.3. 学校と社会機関との連携 

S 校は、研究機関との連携以外にも、社会機関と連携している。前述したように、S校は「文

博教育」を意図的に実践している活動が多いことから、「文博教育」課程の実践は学校外の資

源の利用をも重視している。例えば、S校の「文博教育」の教材をはじめ、教材の参考資料の

編集は上海市の博物館の協働を得て行ったものである。また、「文博教育」の重要な一環とし

ては上海市の博物館の見学がある。さらに、博物館の館員を学校に招聘し、講座を行っている。

その他、上海市の新幹線を運営する会社との連携契約を交わし、新幹線の会社の見学等も行っ

ている。 

こうした学校外との連携は、管理職によっても、教育を広義に理解する素質教育の趣旨に沿

うものとされている。校長インタビューによると、「わが校は、学校外の資源を使うことを重

視していると思います。これまでに、我が校は、上海市の博物館および上海市の新幹線の会社

と契約を交わしました。これからもより多くの社会資源を活用したいと思います。然るべき関

連する社会機関との提携を積極的に進めたいと思います」(2008年 6月 6日 校長に対するイ

ンタビュー)ということであり、S 校は、従来の社会機関との連携を保ちながら、新しい社会

機関との連携も図るという方向性が見られる。 

 

6.2.4. 学校とコミュニティとの連携     

最後に、S 校は、コミュニティとのつながりも意図的に行っている。S 校はコミュニティと

学校の施設を共同使用するという契約を締結した。それは、S 校の施設、例えばキャンパスを

はじめ、教室や活動室等を休日コミュニティに開放することを意味する。コミュニティのスポ
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ーツや音楽のイベントを S校で行うケースが多い。S校との関係を受け持っているコミュニテ

ィ担当者は以下のように語る。 

われわれは S校と良い関係を保っていきたいと思います。コミュニティのイベントはよく S

校で行ないます。S校はわれわれのイベントの拠点だと思います。例えば、先週の週末にはコ

ミュニティの音楽祭を S校で行ないました。 

       (2008 年 6月 3日 コミュニティの担当者に対するインタビュー) 

 

 また、学校とコミュニティとの関係は、相互補完的なものであると言える。前述したように、

コミュニティは学校の協働を得ると同時に、学校の活動学習についてはコミュニティの協働を

得ている。この点について例えば、以下の教頭に対するインタビューからも確認できる。 

  

学校の活動はコミュニティの協働を得ることが多いと思います。例えば、児童によるアパー

トでの商品の説明員としての活動は、コミュニティが関連する担当者がアパートを斡旋したこ

とで実現されました。また他の地域の機関との関係作りはコミュニティの協働を得ることによ

って達成されています。例えば、先日に行った老人ホームセンターの訪問もコミュニティのお

蔭だと思います。学校での活動の実施は、コミュニティが重要な役割を果たします。 

      (2008年 6月 3 日 教頭に対するインタビュー) 

  

このように、S 校にとって、コミュニティとの連携は、学校活動の展開にとって、重要な「役

割」の一端を担うものであることが分かる。したがって、コミュニティとの協働関係は、S 校

の学校外サポート条件の 1つであると言える。 

以上のように S 校の学校外サポート環境は、保護者をはじめ、研究機関、社会機関、コミュ

ニティとの連携によって構成されていると言える。 

これらから、S校のサポート条件は以下の図 3-5 の如く示す。 

 

図 3-5 学校をサポート条件 
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図 3-5に示しているように、S校をサポートする条件は、学校内と学校外とによって構成さ

れている。また、学校内のサポート条件は、「教師間のサポート条件」と「校長と教師とのサ

ポート条件」に分類できる。他方、学校外のサポート条件は学校と「研究機関」、「社会機関」、

「コミュニティ」との連携によって形成されている。上述した S 校のサポート条件の形成は、

それなりの理由があるため、次節では、なぜこうしたサポート条件が形成されてきたかを考察

する。そのことによって素質教育の実践における先進的都市型の社会構造および社会文化の要

因を探りたい。 

 

6.3.  S 校のサポート条件を形成する要因 

 これまで S 校のサポート条件を明らかにしてきた。ここでは、なぜこうしたサポート条件が

形成されたか、その背後にある社会構造と社会文化の要因を明らかにしたい。したがって、そ

の背後の要因について S校の校長をはじめ、教師、行政の担当者、コミュニティの担当者のイ

ンタビューデータに基づいて分析を進めていく。結論を先に言えば、中国の「関係本位」とい

う社会構造の克服と素質教育の実践においての形式化の克服という 2 点を取り上げる必要が

ある。 

第 1点は、中国の「関係本位」という社会構造を克服することである。序章で指摘したよう

に、中国には、「関係本位」という社会構造が存在すると言われる(費 1998；梁 2003)。中

国の社会は「差異序列の構造」をなすものであり、伝統的な社会関係は、個人を中心として家

族との遠近距離によって、社会関係が構築されているといわれる(費 1998)。したがって、「人

情」、「関係」、「面子」、「恩返し」は社会規範として、社会秩序を維持する上で重要な役

割を果たしている(金 1988)。また、こうした義理が絡む社会規範は法を超えるものである(費 

1999)。そのため、「関係本位」は中国社会のあらゆる側面に染み込んでいるといっても過言

ではない。こうした人間のつながりは社会における「公正」の形成を阻害する側面がある(孫 

1999；魯 2002)。 

教育の領域でも、教育の「公正と公平」を阻害した事件がたびたび指摘されている。例えば、

賄賂や教育腐敗等はそれである(楊 2003；胡 2010)。こうした教育の不正問題をもたらす要

因は、教育は商品として交換できるものということに関係しているという声もある(程 2009)

が、より根本的にはこうした交換の背後には、「人情」(関係)が存在することが重要な要素で

あることを、現場の校長や関連する担当者らが指摘している。さらに、現場の担当者にとって

は、これに対する有効な対策がなく、受け取るしかないのが現状であることも指摘されている

(程 2009;胡 2010；陳 2010)。しかしながら、S 校にはこうした社会の流れとは一線を画

して、「関係本位」を乗り超える側面が見られる。また、それは学校内のサポート条件と学校

外のサポート条件を問わず、実践されている。 

学校内のサポート条件については、前述したように、S 校には上海の実施規定に沿って明確

な実施規定及び罰則規定がある。具体的には、優秀な教師に対してはボーナスを与えること、

業績がよくない教師に「最下位の教師との契約中断」という規定があるということである。に

もかかわらず、教師の間には、「協働的な体制」が作り出されている。前述した「教師の徒弟

制」はこうした協働関係を支えるシステムである。これはベテラン教師と新人教師の関係作り

に役立ち、ベテラン教師の価値が十分に発揮されていると考える。また、ベテランの教師は一

般的に 2 人の若手の教師を随時指導している165。教師と校長との間でも、サポート条件がシス

テムとして形成されている。S校には「教師発展促進部」がある。この「教師発展促進部」の

重要な役割としては教師の発展をサポートするものである166。それを図 3-6で示している。 

                                                        
165 2008年 6月 3日教頭に対するインタビュー。 
166 2008年 5月 30日、「教師発展促進部」の部長に対するインタビュー。 
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     図 3-6 S校における教師をサポートする仕組み 

 

 

こうした学校内サポート条件を形成することに、最も影響を与えた要因として、S 校関係者

は「公平性」に基づいた能力主義を貫いたことをあげる。この点については、以下の教師イン

タビューからうかがえる。 

 

我が校は、他の学校より、公平だと思います。教師間での競争関係は確かに存在しますが、

それは教師の能力についてのものだと思います。あるいは、教師の努力についてのものだと思

います。例えば、I先生は、本当に努力家だと思います。休日は、自分が本を読んだり、授業

を研究したりすることで、明白なスキルアップを獲得しました。その結果、I先生は、我が校

の「先進教師」に指名されました。正直なところ、校長たちによるこの指名に対し私は納得し

ています (笑) 。 

                (2008 年 6月 3日 SA 教師に対するインタビュー) 

 

私は、この学校で職を得たばかりの時に、状況が分からないため、契約の中断という憂き目

に遭遇しました。こうした局面を打破しないと、リストラされる危険性があります。この覚悟

を持って一所懸命頑張りました。幸いなことに、現在は大幅にレベルアップできました。今年

は、区の授業コンクールで数学の賞をもらいました。この学校の良い点は、関係を使うことで

はなく、自分の実力によって状況を変え得ることだと思います。 

                (2008 年 6月 3日 SG 教師に対するインタビュー) 

 

当該教師は、関係と関係が無く、単に自分の能力に基づくことを評価されたことを語った。

また、罰則に遭遇したとしても、納得するように見られた。さらに、当該教師は困難の局面を

打破したことが分かった。これは、教師のモチベーションを高めることに役立つと思われる。

こうした徹底した業績ベースの評価は、中国では珍しいことである。              

このように、教師に対しては、能力や努力が評価されて賞をもらったり、あるいは、名誉を

獲得したりすることができる。これこそ、教師にとって「公平」なことであると評価されてい

る。こうした「公平な職場環境」作りは、学校の管理者が目指すところであると言える。 

 

わが校は公平だと思います。できる限り、みんなを平等に扱おうとしています。校長も同じ

気持ちだと思います。 

                (2008 年 6月 3日 教頭に対するインタビュー) 
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公平な職場環境を作ることこそ、教師のモチベーションを引き出すことを可能にします。故

に、教師に対する平等な扱いが重要だと思います。 

                (2008 年 6月 6日 校長に対するインタビュー) 

 

このように、S 校の学校内サポート条件の形成は、関係に依拠するものではなく、公平や平

等に基づくという特徴を持つ。また、このような公平や平等に基づく理念は校長をはじめ、教

師の間でコンセンサスが形成されていると言える。その意味では、S校は前述の「関係方位」

という社会構造を意図的に克服しようとしているように見える。 

また、「関係方位」の克服は、学校内サポート条件の形成に限らず、学校外サポート条件の

形成にも重要な役割を果たしている。特に、保護者との連携を深める上で最も重要なものであ

る。なぜ、「関係方位」の克服は、重要な役割を果たしたのかをより理解するために、中国の

大きな教育問題の 1 つとしての学校選択における不正入学という問題を取り上げる必要があ

る。 

近年、中国の教育は凄まじい発展を遂げたとはいえ、学校間の格差が激しく、一部の学校を

除く教育の全体的なレベルは、高いものとはいえない。そのため、社会的によりよい学校に入

るために、不正に入学するというケースが少なくない。このことが社会現象として行政からた

びたび指摘されている(教育部 2006、2007、2008)。そのことから、学校選択における「公平

性」あるいは「公正性」についての研究が少なくない(華 2004；陳 2005；胡 2006；鄧 2007；

李 2010)。筆者が調査した時点で、S 校の生徒募集は「通学生」と、日本の「一芸入学」に

相当する才能がある小学校生を 5％特別募集という 2つに分けられていた167。前述したように、

S 校は上海市の素質教育のモデル学校であるため、S 校に入るため、保護者および児童は激し

い競争にさらされている168。注目されているからこそ S校の入学競争は「公正」であることが

認められている。 

また、こうした公平性を保障するために、教師と保護者との間には意図的に「距離」を置く

ことがある。例えば、前述したように、教師は出張中の保護者の代わりに児童を看病したこと

がある。保護者は感謝の気持ちを表すために、教師を食事に誘ったが、教師は「やるべきこと

です」と断った。または、中国の中秋節(日本のお中元)の際に、世話になった人にお礼をする

習慣がある。S 校の教師は保護者からの消費券等のお礼を一切受け取らなかった。これは S校

においては一定の暗黙のルールとして理解されている。この点について以下の S校の教師のイ

ンタビューを通じて明らかにした。 

 

今現在の「不公平」の社会環境があるため、保護者の気持ちがよく分りますが、一緒に食事

とかはたいしたことではないと思いますが。児童たちを育てることはわれわれの責任だと思い

ます。ちょっとえらい言葉を言いましたよね(笑)。しかし、これは我が学校の教師はみな同じ

ように考えていると思います。だからやるべきことをやることだけですので、特にお礼をする

必要がないと思います。だから、わが学校は基本的にはプレゼントとかを保護者からもらわな

いのです。これは学校の暗黙のルールではないかと思います。 

            (2008年 6月 3日 教頭に対するインタビュー) 

 

実は、私が保護者と児童以外の関係を作りたくないと思います。今現在の社会の環境はよく

ないですから、保護者のいろんな心配が分りますが、われわれ教師にとっては、児童をよりよ

                                                        
167 2008年 6月 3日教頭のインタビューによるものである。しかし、2010年 9月 28日教頭のインタビュ

ーによると、上海市は 2009 年から均衡発展の施策を打ち出したため、特別募集の制度がなくなった。 
168 2008年 6月 3日教頭に対するインタビュー。 
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く育てることが責任だと思います。もし保護者と緊密な関係になったら、児童によく対応した

ら、かえって不自然になります。今のままで、自分の良心に基づいて児童に対応したことがよ

かったです。保護者たちは不満がないと思います。 

              (2008年 6月 3 日 SH教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、S校の管理者や教師が保護者から物質的なお礼をもらわないことの根本的な

理由として、社会の「不公平」に対して学校が抵抗しようという姿勢がうかがえる。 

また、こうした「公平性」の言説が保護者によっても担われている点が重要であろう。以下

は保護者のインタビューである。 

 

この学校の教師及びリーダーに心から感謝します。この学校は本当によいと思います。この

学校の精神を社会に発信する価値があると思います。私が最も感動したのは、5年間我が子が

さまざまな面にわたってお世話になりました。しかし、この間 S校の教師を一度も食事に誘っ

たことがなかったのです。児童が最初学校に入るときに、この学校の状況が分からないため、

何回か先生を誘ったことがありますが、丁寧に断られました。これはほんとに素晴らしいこと

だと思います。帰国したときに、世の中の不正に関わる噂をたくさん聞きました。例えば、学

校の教師とよい関係を築くために、裏で何かをしなければならないことです。正直に言えば、

こうしたことに関してはいやな思いがしますが、児童のためには、妥協しなければならないと

思いましたので、先生にご飯を奢ったり、プレゼントを用意したりしましたが、そのたび教師

に断られました。回りの知り合いに聞くと、S校はとても「公正な学校」であることを聞きま

した。そのため、児童と一緒に努力して最後に入学試験に合格しました。これは本当に児童の

努力と実力にもとづいたものだと思います。これは私たち保護者にとってもとてもありがたい

ことです。ご飯を奢る等というお金の問題とは別に、世の中には実際に素晴らしいものがある

ことを信じています。 

                  (2008年 6月 3日 SPD保護者に対するインタビュー) 

 

ここではいくら強調してもし過ぎることはありません。それは S校の公平なことです。学校

入学を例としてあげると、S 校の入学は家庭の「関係」によることはなく、児童の「実力」に

よるものです。我が社の職員は私の息子の成長を見て、全員が自分の子を S校に入れたいと思

っています。ある職員は「社長はあなたがこの学校とよい関係を持ち、校長との個人関係もよ

いから、お金がかかってもかまいませんから、S 校の入学を手伝ってもらえませんか」と頼ま

れました。私は直ちに、断りました。なぜなら、S校の入学は児童の「実力」によるものです

から、これに代わって、いかに S校の入学試験を突破するかに関するアドバイスをたくさんし

ました。我が社には、児童の教育という共通的な話題があるから、まとまりやすい一面もある

と思います。これは S校に感謝しなければならないと思います(笑)。800人の受験者の中で 40

人に選ばれることは相当な競争率ですよ。 

                  (2008年 6月 3日 SPA保護者に対するインタビュー) 

 

筆者がインタビューした保護者は学校を通して紹介されたため、学校よりの発言がなされる

ことが予想され、こうした意見とは異なる見方が存在することもありうる。しかし、教師、一

部保護者、行政担当者の発言からは、少なくとも、S校の実践に正当性を与える公平性言説が

一部では少なくとも存在するようである。それは、児童の入学は「児童の能力」に基づいたも

のであり、それ故に、S校の入学は、大人の社会地位あるいは社会の関係によるものではない

ということを裏付けるものとして用いられている。 
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S 校のサポート条件を形成する要因については、「関係本位」という社会構造を克服しよう

とすること以外に、形式化を超えようという側面もある。 

中国は 1978 年の改革開放以来経済の発展に力を入れているため、市場主義及び形式化のイ

デオロギーが台頭している。その一方で、経済の発展に伴い、「道徳」の低下が顕著な社会問

題として浮かび上がってきた(2004 孫；2006 李)。形式化的な行為は教育改革を難航させる

要因の 1 つであることは中国のリーダーの講演、行政文献等にたびたび取り上げられている

(教育部 2004、2006、2008)。 

 素質教育モデル校である S 校には、素質教育の目標に反する形式化を克服しようという意欲

があったと言える。この点に関しては、保護者をはじめ、教師、コミュニティの担当者、校長

のインタビューからその一端がうかがわれる。 

 

S 校のガイダンスを聞いてから、校長は「着実に実行する人物」であることが分かった。学

校の建前は業績のためではなく、児童のことを考慮したうえに作られたものだと思いました。

現在の形式化が盛んな時代に本当にすばらしいことだと思います。 

                 (2008年 6月 3日 SPD保護者に対するインタビュー) 

 

S 校は他の学校と違い、仕事は形式的ではなく、着実に実践される。実は、S 校以外に、何

箇所もの小学校と提携した経験がありますが、最も長く続けているのが S 校に他なりません。

よって、われわれは S 校と一緒に多彩なコミュニティ活動を実現させていきたいと思います。

S 校の取組態度に対して感動します。            

(2008年 6月 3日 コミュニティの担当者に対するインタビュー) 

 

校長：上海市の博物館の資源を活用したい学校は少なくないでしょう。然るに、長年にわた

って体系的課程を作り出しているのが我が校の初めてでしょう。 

筆者：それはなんのためですか。 

校長：着実に進めていることですね。すべてのことにおいてその通りだと思います。あせる

ことなく、着実に進めるほうがよいと思います。特に、教育においてはそうだと思います。幸

いなことに、わが校の教師はこの点を分かってくれています。 

                    (2008年 6 月 6 日 校長に対するインタビュー) 

  

このように、保護者にせよ、コミュニティの担当者にせよ、校長にせよ、「着実に進める」

ということが、異口同音に言われ、社会問題化している性急な教育実践の形式化を意図的に克

服しようとする一面がうかがわれた。また、こうした素質教育の形式化の克服は、S校のサポ

ート条件の形成にとって、重要な要因であると言える。それは、形式化を克服するために学校

が保護者、コミュニティの担当者等と信頼関係を築くことにつながるからである。  

ここでは、S校の学校内・学校外サポート条件に関わる背後の要因を明らかにした。それは、

中国の主流文化にある「関係本位」及び社会問題化している素質教育の形式化を克服しようと

したものである。それによって、学校は「緩衝地帯」を持つ環境を作りだそうとしていると言

える。換言すれば、S 校は不利な要素を選別し棄却しうるという機能を持っていると言える。

次節では、本章に対するまとめと考察を行う。 
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7. まとめと考察 

 

本章は、S 校による「素質教育」の実践に関して、「算数科」及び「文博教育」を通じて記

述した。受験とのつながりの強い「算数科」の実践においては、前述したように、一見して「素

質教育」的な実践は、「応試教育」の再強化という逆転現象を起していることが分かる。一方、

「文博教育」における「素質教育」の実践はより「素質教育」の理念モデルに沿った特徴を持

つ、あるいは、持ちうると言える。そのため、受験に重要な教科(ここでは算数)において従来

の「教科学力」を確保し、文博教育に見られるように、受験学力に支障のないところでは「新

学力」の効果を同時に確保できていることを見た。さらに、こうした実践に関するサポート条

件及び形成要因について検討し、S 校の「素質教育」の実践のメカニズムを分析した。本章で

あげた学校外の要因、例えば、外部博物館との連携、体験的活動、外部協力者の活用等は、「素

質教育」の理念により忠実に沿った文博教育を特徴づけるものである。一方、算数教育につい

ては、部分的に素質教育的な要素が持ち込まれるものの、それが効率性等、応試教育の目標の

もとに再編されている。したがって、本章を通じて、以下のことを指摘できる。 

第 1に、先進的な地域にある S校の「素質教育」の実践モデルの特徴としては、「素質教育」

の実践は 2 つの意味を有することである。すなわち、「素質教育」と「応試教育」とを同時に

機能させることである。それは、「応試教育」で重視されている教科においては、「素質教育」

で推奨されている授業方法や教師・児童の役割転換等を通じて、「応試教育」を再強化してい

る。同時に、「素質教育」と結び付けやすい教科においては、「児童の主体性」を強調する「素

質教育」を徹底的に実践する。そのため、従来の教育より、現行の「素質教育」はより複雑的

な構造を有する。つまり、先進的な地域の S校のような小学校は 2つの教育目標を追求する

こととなっているように見える。そこでは、「応試教育」と「素質教育」を並存した教育構造

が存在したため、学校現場は同時に両者に対応しなければならないと考えられる。また、いか

にバランスを取るかを考慮しなければならない。したがって、こうした「素質教育」の実践は、

従来の「応試教育」の重視という単一的な社会的要請より二重的な社会的要請の対応を学校現

場に求められるようになっている。つまり、学校現場により高次的な教育実践が求められてい

る。例えば、S 校の例を挙げると、教師の「質」が高いということや、学校の物理条件は一定

の水準に達するということなど、学校現場により高い条件が求められるようになった。 

しかしながら、こうした教育実践は、S校の学校内・学校外の事項の分析を通じて示唆され

たように、経済資本、文化資本、社会資本に恵まれた学校に支えられている。言い換えれば、

「素質教育」と「応試教育」を両方に確保する教育実践は恵まれた学校において有利なもので

あると思われる。それは、「素質教育」が「教育機会の不平等」の研究に対して示唆を与える

ものであると考えられる(以下参照)。 

第 2に、S 校は「素質教育」の実施においては、カリキュラムの構成・伝達に関しては大き

な変容が加えられた。こうした変容によって、児童の知識の習得および能力の育成は多様にな

っている。カリキュラムの構成及び教科指導ノウハウの配分と共有はかつてない大きな変容を

もたらしたことが分かった。すなわち、従来の「受験勉強」に基づいた知識の習得のみならず、

「素質教育」に基づいた知識の習得も可能になっている。さらに、双方のバランスを取ってい

ることが特徴と言える。カリキュラムの社会学研究の観点、特に「構造－機能主義」の系譜に

よると、カリキュラムは「文化伝達」の装置である(田中 1996,p.16)。そのため、またこう

したカリキュラムは人の社会化や職業的地位の配分とつながることである。さらに、特定の知

識の習得は人の学習能力によるというより、カリキュラムによって規定されている。つまり、

学習経験を規制するという構造がカリキュラムのなかに組みこまれていることがある。 

 本章の事例の位置づけについて述べたように、上海市は中国の先進的な地域であるため、「経
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済資本」に恵まれた土地であることは否定できない。授業実践にメディア手段を多く使用する

こと及び「文博教育」を行うに当たっての博物館の存在等の物理的な条件の完備はその証左で

ある。さらに、S 校の実践で明らかにしたように、「社会関係資本」が蓄積されているという

事実がある。S校は、社会的な問題としての「関係本位」と形式化を意識し、それを克服しよ

うとし、それが保護者にも評価される環境にある。このような環境は、社会の不正が直接学校

を侵食することができなくなったため、学校にとって「緩衝地帯」と言えよう。こうした条件

は中国全土であるわけではない。したがって、S 校の教育の実践は安易に中国のすべての小学

校に通用させることはできないであろう。 

こうしたことを考慮し、「地域間格差」が激しい中国における「素質教育」に関する教育を

多面的に見る必要がある。したがって、本研究の目的として、カリキュラムの差異化を見るこ

とによって、次の第 3、4章、第 5 章は地域別、農村部・都市部別の小学校の教育実践を比較

しながら、「教育機会の不平等」のメカニズムを解明する。そのため、まず、第 3 章の N 省の

L 市にある都市部の G校について考察を行う。 
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第 4 章 非先進地域における N 省 L 市の都市部の事例 

 

 本研究の主な目的は中国の地域格差を踏まえて、カリキュラムにおける伝達・構成の差異化

を検討することで、「素質教育」の実施にて生じた新たな「教育機会の不平等」のメカニズム

明らかにすることである。そのため、本章では前章の先進地域の上海市における「先進都市型

の素質教育のモデル」を考察した結果を踏まえながら、一般的な地方都市部における「一般的

都市型の素質教育」の実践モデルを考察する。 

 

1. 本章の問題設定 

 

本章の問題設定は第 3 章の S 校のモデルと同じものである。第 3 章で取り上げたように、「素

質教育」の実施は、中国の学校教育を影響する主要な 2 つの社会的コンテクスト、つまり、素

質教育と応試教育のコンテクストを踏まえて同時に進んでいると考えられる。 

したがって、本章では応試教育のコンテクストで意味付けられる「算数授業」および素質教

育のコンテクストで語られる「本校課程」を同時に考察する。その理由は前章を参照されたい。

簡単に言えば、「算数授業」は伝統的な科目でありながら、受験科目でもある。そのため、応

試教育には馴染む教科であることが考えられる。また、｢本校課程」は新しい課程改革を行っ

てから素質教育を実現するために作り出された教科である。その意味でも「素質教育」には馴

染みやすい教科と理解されている。したがって、筆者は非先進地域における都市型の素質教育

の実施の考察では、G校の「算数科」と「国語の世界を歩こう」という「本校課程」の教科を

通じて行った。ここで、指摘すべき点としては、「算数科」の場合は、新しい課程改革を行っ

てから、算数科の教科書作りの市場が開放されたとはいえ、上海市を除く、の統一的なスタン

ダード(数学標準)があるため、教科書の作成に大きな差異が生じることは想像しにくい169。よ

って、授業における伝達を重点的に考察することにした。一方、序章で指摘したように、「本

校課程」は地域の特徴及び学校の実情に応じて作成するものであるため、バリエーションが多

いことが推測されよう。したがって、「本校課程」のカリキュラムの構成と伝達の双方を研究

の射程に入れておく。以上により G 校の問題設定を図 4-1で示す。 

                                                        
169 筆者は本論文で触れた調査以外に、雲南省、内モンゴル自治区、北京で研究調査を行なったことがあ

る。筆者の見た限りでは上海市以外にも、人民大学教育出版社と北京師範大学出版社の二種類の教科

書を使うことが一般的である。本調査の N省においては、北京師範大学出版社の算数の教科書が採用

されている。筆者は上海市の S校の算数教科書と G校の算数教科書を比較したことがある。教科書の

内容構成は同じことではないが、教科書を作成する建前としては新しい課程改革の理念を反映してい

ることが分る。そのため、算数科目の教科書の構成は、筆者の考察のポイントとして設定していない。 
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図 4-1 本章の問題設定 

 

 

＜研究データ＞ 

筆者は G校に対する調査を時系列的に行った。2005年の予備調査から 2010年の調査の間に、

4 回の調査を行ってきた。そこでは 2005 年の 5月 6～16日および 2008年 1年の調査が 2回

行われた。最終回の調査では 2010 年の 6 月 9～10 日の二日を利用し、G 校の先生と副校長お

よび教科のチームリーダの先生に追加インタビューを行った。その他にも教員及び保護者と長

年の関係を築いてきたため、頻繁に情報交換を実施することができた。 

本章では学校の実態を描き出すために使用したデータは主に 2008 年 11 月 10～21 日の調査

データである。また、G校の「素質教育」を検証するために 2005 年の授業観察のデータ 2004

年と 2010 年で筆者が校長をはじめ、教師、管理者などに対して行ったインタビューの部分を

併用した。 

次に、本章の研究対象である G校の中国における位置づけを明らかにしたい。 

 

2. G 校の位置づけ 

 

本節では G 校の位置づけを N 省及び L 市の教育概況・新しい課程改革の状況や G 校のプロ

フィールなどを通じて明らかにしていく。 

 

2.1.  G 校における省と市の教育概況 

G 校の位置づけを立体的に理解するために、G校においての省と市の教育概況を見る必要が

ある。 

 

N 省の教育・新しい課程改革の概況 

N 省の GDPは中国の行政分類においては上位に属している。序章で触れたように、中国は経

済的レベルによって、地域を大きく 3つのグループに分けることができる。例えば、上海市と

北京市はトップ層である。次いで、沿海地域は相対的に先進的な地域と言える。その一方で、

国の西北部などは相対的に経済発展が遅れた地域と見なされる。 

N 省は第 2グループに属する地域であり、中国では、上位の存在である。省ごとの教育に対

する投資も、中国の十位以内にランクされる。義務教育は地域の経済的な実力と緊密的に関わ
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るという実態を考慮した上で、第 2グループ地域とトップグループの地域と比較すると、中国

における地域格差の構造的な問題をより顕著に見られるメリットがあると考えられる。 

 N 省の新しい課程改革の実施の流れ170(步骤)は国家での実施と同じく、段階を分けて実施さ

れている。具体的にいえば 2002 年には各所属する都市にある 1 つの県(区)が省レベルの実

験地域として指定された。その規模は全省の同じ学級の児童・児童の 10～15％を占め、それ

に続く 2003 年では実験の規模をさらに拡大し、各都市では、実験地域を 3 つから 5 つに増や

し、学年が変わる新学期においては全省の小中学校における 50％の児童・児童が新しい課程

改革の対象となった。さらに 2004 年には全省の小中学校の学年が上がる新学期にて、全員

の児童が新しい課程改革の対象となった。N省における新しい課程改革の実施計画は、中央が

2005年に全国について新しい課程改革を行う予定に対して、1年早かったのである。これはあ

る意味では、N省の教育は全国的に見ると先進的な存在であることが読み取れる。 

また、N省における新しい課程改革の理念は中央の素質教育の新しい課程改革の理念と一致

していると見られる。例えば、序章で取り上げた『基礎教育課程改革の綱要(施行)』(教育部 

2001)で提起した 6つの目標などが N省の新しい課程改革の行政文書の中にてそのまま使われ

ているのである171。 

 

 L 市の教育・新しい課程改革の概況 

L 市は N 省で経済ランキング下位のグループに属し 2011 年の一人当たりの GDP は 8,000

ドル前後であり、中国の「地級市」(常住非農業人口が 20 万以上の都市)の真ん中に位置して

いる172。にもかかわらず、教育レベルは N省の各都市の中で、義務教育の段階としては先進的

な存在であると言われる173。 

L 市における義務教育の状況としては、中等学校が 70 校で在籍児童数は 6 万人ぐらいであ

り、小学校が 300校で在籍者数は 10 万人に達している。また、義務教育段階における適齢人

口の入学率は 100％、在籍率は 99.37％であるため、義務教育の普及率は 2011年まで N 省が 7

年間連続一位であった。一方、L市の教師学歴の達成率は N省でトップクラスである。さらに 

2008年まで各小学校においては基本的にインターネットに接続することができ、eラーニング

の導入率は 100％に達している。また、近年 N省における教師の学習ソフトウェアの作成およ

び応用のコンクールには L 市が連続して上位であった。そのため、IT 化の教育環境は N 省に

おいての先進的な地域と言える174。さらに、2008 年から義務教育段階におけるすべての児童

の学費免除が実現されている175。 

一方、L 市における新しい課程改革は 2001 年から実験地域をはじめとして広く実施されて

おり 2004 年には新しい課程改革が全面的に展開された。新しい課程改革の理念を推進する

にあたって、国をはじめ、省レベルのコンクールでも L 市の受賞暦は少なくない。 

以上のように、L 市の経済状況は N 省の下位にあるとはいえ、義務教育を見ると、決して N

省が遅れた地域とはいえず、先進的であると思われる。 

                                                        
170 以下の情報は 2001年の『Ｎ省における課程改革の実施方案』から得られたものである。 
171 具体的には、N省における課程改革の通知を参照。 
172 以上の結論を出したのは主に二つの根拠に基づき提出したものである。①以下は中国の経済新聞の記

者が中国の統計局、および各省の政府の仕事レポートに基づいて作り出した都市のランキングである。

②〈http://hi.baidu.com/%C1%FA%B8%D0%BA%FE/blog/item/239952ca26455891c8176848.html〉、2011

年 11月 16日入手。②①の結果の信頼性を検証するために、L市の政府の行政者へのインタビューの

内容と照らし合わせた結果、根拠①と②は一致していると判断されたのである。その上、中国の 2011

年の一人当たりの GDPはおよそ 4400ドルである。 
173 2008年の 5月の本調査を行った際に、行政者および校長に対するインタビューによる。 
174 2008年 5月 28日に入手した学校内部資料によるものである。 
175 2008年 5月 28日校長に対するインタビュー。 
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2.2.  G 校のプロフィールと選ばれた理由 

N 省の GDPは全国のランキングの上位にあるとはいえ、前節で触れたように、L市は N省で

の下位グループにあり、全国的な都市等級では中間的位置にある。そのため、地域格差を考慮

した本研究にとって、サンプルとしての有意性があると言えよう。 

F校長によると 2003年にF校長が就任する以前はG校の児童数は700人ぐらいであったが、

F 校長をはじめ、教師全員の努力を通じて、評判がよくなったにつれて 2008の 11 月現在の児

童数は 1,665名に昇っている。そして、近年、学校施設などの条件が改善されつつあるとはい

え、学級規模の大きさが依然として存続している。 

筆者が 2008年の年末に調査を行った時には G校の学級人数は 55～72人とばらつきがあった。

人数が最も多い教室での子どもの席は教壇にぎりぎりまで迫った状況であった。こうした状況

が生じたのは、それなりの要因があり、前述した「不正入学」(越境入学のこと)がかかわって

いる。これについては、後ほど再び触れる。 

G 校でも 2009 年には所轄区から「一票否決」176という仕組みを取り入れてからは 50 人の

学級に統一されるようになった。校長および教頭に対するインタビューによると177、G校の子

どもの家庭背景は多様であり、豊かな家庭と貧困家庭出身の子どもとが混じっている。例えば、

政府官僚の家庭出身者は 62 人、失業178中の家庭からの子どもは 437 人である。単親家庭の子

どもは 134 人である。にもかかわらず、G 校がモデル学校のため、「不正入学」などの現状を

考慮すれば、恵まれた家庭の出身者数が比較的多い179。こうした社会的に「不正」な行為に対

して、中央政府をはじめ、地方政府などは一連の規定・対策を打ち出したが、「不正」な学校

選択という現状が現在まで続いている。 

G 校の校訓は「勤勉、友愛、自律、前向き」であり、校風は「愛国、文明、勤勉、開拓」で

あり、学風は「勤思(よく考える)、博創(博学であり創造力を持つ)」である。一見して、G校

は道徳教育を重視することが分かる。例えば、教訓と校風にある項目はほとんど子どもの躾、

愛国心、規範行為とつながる。また、学風の「勤思、博創」という内容を見ると、「素質教育」

の理念に求められている「考える力」や「創造力」の育成を反映していることが分かる。さら

に、学校の経営目標においては「『主体和諧』(主体の調和を取れる)の発展教育を学校の授業

の中心とし、創造教育を核心において全面的に素質教育を推進することとし、中華(中国)を振

興することを己の責任とするものである」と明記した180。このように、学校の経営目標は、子

どもの主体性の重視や創造教育を強調することによって「素質教育」の理念を反映させている

と考えられる。G 校はこうして公的な学校資料からも、「素質教育」の理念を推進しているこ

とが読み取れる。 

次に、本章で使う研究データと研究枠組みについて説明したい。 

G 校を選んだ理由については、序章の方法論を参照されたい。筆者の研究目的は義務教育の

段階、特に小学校における教育過程での「教育機会の不平等」に関する実証研究である。この

                                                        
176「一票否決」という仕組みは、学校選択を改善し、不正入学を予防するために、G校における学級規

模は 50人を超えないことが区政府によって規定されたものである。例えば 50人の規模を超えたら、

学校はいくら業績があっても上級機関から評価されない。その結果として行政からの財政および関連

優遇支持を得られなくなることである。 
177 2005年、2010年 6月 10日に校長に対するインタビューによるものである。 
178 2008年 11月 11日の校長に対するインタビューによると、「保護者に失業者が多い。また、自営業者

が多い」とのことである。そのため、「経済的には、富裕層が少ない」のである。 
179 先行研究では、上質な教育は中国の保護者にとって争い奪い合う資源である。中国は通学制とはいえ、

保護者が自ら行う学校選択が少なくない。良い学校に子どもを入学させようとする保護者は社会地位

が高ければ高いほど有利な存在であると指摘された（楊 2005）。これは、後述した関係社会という

中国の社会文化とかかわることでもある。 
180 2005年 5月 10日と 2008 年の 11月 10日に手に入れた学校資料から引用したものである。 
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目的を明らかにするために、地域の格差が激しい中国の現状を踏まえながら、素質教育の実施

プロセスに焦点を当てた。前述したように「素質教育」は中国では新しい学力観を反映してい

る教育理念であるため、実践の経験の蓄積があるモデル学校が本研究の対象となっている。そ

れは中央集権的なシステムの中国では、モデル校の実践を通して他の学校が実践を進めるから

である。異なる地域的条件における素質教育推進校を比べることによって、素質教育を実践す

るにあたっての理念と実践とのずれ等を解明できると考えたのである。G 校は、L 市で唯一の

省レベルの模範学校に選ばれた実績がある「素質教育」で多数の受賞の経験を持つ学校である。 

2005 年の G 校はすでに L 市で有名な学校として知られている。何らかの授業イベントがあ

る時には、上級機関より必ず指名される学校である181。この点については、行政および校長に

対するインタビュー、校長と行政者とが電話交渉する観察場面からもうかがえた182。 

以下、前章の S 校のように、「算数科」と「本校課程」の教科に分けて進めたい。まず、次

節は「算数科」における「素質教育」の実践を見てみよう。 

 

3. 「算数科」における素質教育の実践 

 

本節では、G 校の「算数科」における素質教育に関する具体的な授業実践を取り上げる前に、

G 校の算数教師がいかに新しい課程改革の理念を受け止めているかを考察する必要がある。言

い換えれば、教師の意識にいかに新しい課程改革の理念が取り入れられているかを算数授業の

指導案に関する分析を通じて、明らかにしたい。通常、指導案は実践を方向付けるものである

が、本研究での指導案は内容分析を通して価値をうかがうための 1つのデータとして使ってい

る。本来、実践のために用いるもの、例えば、育児書(恒吉・ブーコック 1997)や教科書(恒

吉 2001；近藤・丸山 2001；木畑 2001)などを通して価値規範を探る研究もあり、ここで

の指導案の使い方もこうした用い方にあたる。その時、対象となった指導案の性質を考慮する

必要があり、以下に考察する。 

 

3.1.  指導案に関する分析 

本節で使った指導案は、筆者が 2008年の 11月 10～21 日の間に G校に対する本調査を行っ

た際に入手したものである。しかし、具体的な分析に進む前に、対象とした指導案に含まれう

るバイアスについて指摘する必要があると考えられる。そのためには、指導案を入手する経緯

を説明する必要がある。 

筆者が本調査を行う中で、算数科の指導案がほしいとの意図を担当教師に伝えたところ、教

師たちは素質教育の副教材を参考にして作成しているため、指導案の内容は副教材あるいは関

連するホームページ183を参考にした方がよいという理由で提供してくれなかった(2008 年 11

月)。そのため、筆者が再び教頭にお願いした。その結果、教頭は 1～6 年まで合計 6本の指導

案を提供してくれた。つまり、こうした指導案は教頭という学校の管理者の視点からは好まし

いものと考えられている可能性があり、モデル的な性質を持つことが推測できる。なぜなら、

中国ではモデル校としての G 校は忠実に上位組織の「素質教育」の理念を指導案に具現するこ

                                                        
181 2008年 11月 13日の校長に対するインタビューによるものである。 
182 2008年 11月 13日、校長室にて校長インタビューをするときに、校長は一本の電話に出た。電話の

内容は省の上級機関による G校見学を行いたいとの打診が市の上級機関からあった。校長は「他の学

校に行ったらどうですか」といった。…「モデル学校とはいえ…」。「分かりました。」と答えた。以

上の会話の内容から、G校はモデル学校のため、上級機関から見学や指導があると判断できる。その

上、校長に「この様な活動が多いですか」と筆者が尋ねると、校長は「そうですね。準備は大変です

が」と言った。 
183 例えば、「小学校資源網」（http://www.xj5u.com）は G校の教師が良く使われたホームページである。 
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とを求められているからである。したがって、こうした指導案は公的な形で発信する教師の建

前的な意識を推察することには有効であろう。言い換えれば、こうした指導案を通じて、実践

的な授業とのギャップをさらに考察しやすくなると思われる。そこでは、教師が公にたつ立場

と具体的な授業をする個人的な立場との緊張関係をより顕著に観察することができる。そのた

め、教育政策と現場とのギャップをより明確にできると考える。例えば、教師のインタビュー

によると、教師は手作業やグループ活動などは確かによい教授法だとは思っているが、学級の

大きさや授業時間の制約などによって実際には難しいことを指摘している184。こでは、指導案

を、実践的な授業改善の道具としてではなく、教師意識を探る材料として用いる。 

G 校の指導案の構成は、大別すると 5つの部分からなっている。すなわち、授業内容、授業

目標、授業のポイントと授業の課題、授業準備、授業の過程である。そのため、前述の 4 つの

項目の内容はそれほど多くない。一方、最後の項目の授業の過程の占める割合はとても多い。

そのため、本節では、筆者は授業の過程に対して、より詳細的な分析を行ったのである。 

以下では前述した 5 つの部分に対して、「素質教育」の理念に基づいて作り出した「数学課

程標準」の内容を踏まえながらそれぞれについて検討していく。 

 

3.1.1. 授業内容 

指導案における授業内容について教師たちは簡単に教科書における学習内容あるいは学習

テーマだけを、例えば、「『正確な位置』4年生(上)pp.80-81」のように表記している。このよ

うな取り上げ方は教師の間で共通して見られる。それを表 4-1 にまとめた。 

 

表 4-1 指導案における授業内容 

授業内容 学年 時間 授業内容 

文具を買う 1 年 2008年 北師大版数学 1 年生(下)pp.70-71『文具を買う』 

位置の確定 4 年上 2008年 北師大版数学 4 年生(上)pp.80-81 

三角形の分類 4 年下 2008年 北師大版数学 4 年生(下)pp.24-26『三角形の分類』 

分数の再認識 5 年上 2008年 北師大版数学 5 年生(下)第 3 単元『分数の再認識』 

体積と容積 5 年下 2008年 北師大版数学 5 年生(下)『体積と容積』 

生活の比 6 年上 2008年 教育内容：『生活の比』 

 

表 4-1で示したように、指導案の授業内容においては単にテーマとページ数を表記したもの

である。次に、授業目標の部分に目を転じよう。 

 

3.1.2. 授業目標 

授業の指導案における授業目標の内容を表 4-2にまとめる。 

 

表 4-2 指導案の授業目標 

授業 

内容 

学

年 
時間 授業目標 

文具

を買
1 年 

2008

年 

1.学習活動を通して、小額紙幣の人民元を知ること、通貨補助単

位としての「元」、「角」、「分」185を知ること。 

                                                        
184 2008 年 11 月 12 日 GF 教師に対するインタビュー。 
185 中国の通貨単位は「元」として表記されている。その補助単位としては、「角」、「分」がある。その

間の換算については、1 元＝10 角、10 角＝10 分である。 
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う 2.1 元＝10 角、1 角＝10 分を知ること。また、簡単な換算ができ

るようにする。 

3.人民元を大切し無駄に使わないように教育を行う。子どもたち

の価値意識を高めながら実践的問題を解決することができるよ

うにする。 

位置

の確

定 

4 年

上 

2008

年 

1.具体的な情景の中、位置を確定する方法を探ること、ものの位

置を言い表すこと 

2.方眼紙には「対数」を書くことができるようにする。 

3.算数と生活との密接な関係を体験し、活動の中で、算数の楽し

さを体験しながら、算数の学びに対して自信を持つことができる

ようにする。 

三角

形の

分類 

4 年

下 

2008

年 

1.実際の手作業を通して、三角形を分類するプロセスを体験する

ことができるようにする。各種類の三角形を知り、その特徴を理

解すること。 

2.活動の中で、三角形の分類の考えを浸透させ、子どもたちの帰

納およびまとめ能力を高めること。 

3.グループ活動の協力および探求を通して、子どもたちの協力に

学習する意識を養い、手作業をさせおよび考える中で、子どもた

ちに空間への想像力発展ができるようにする。 

分数

の再

認識 

5 年

上 

2008

年 

1.具体的な情景の中、分数に対してさらに知ること。分数を使っ

て生活の中にあるものを述べること。分数の意義をさらに理解し

生かすこと。 

2.分数に対する概念としての「全体」との違いをさらに理解する

こと。例えば、表す具体的な数量も違うこと。分数に対して合理

的な解釈をすることができるようにする。 

3.子どもたちの算数の感覚を養い、生活のすべての場所に算数が

あることを体験すること。 

体積

と容

積 

5 年

下 

2008

年 

1.具体的な実験活動を通して、体積と容積に対する意味を知るこ

と。体積と容積の概念、両者の関係および区別を初歩的に理解す

ること。 

2.手作業および交流の中で、物体の体積の大きさ、発展空間の概

念を感受することができるようにする。 

3.学習の中で、算数そのもの魅力を感じること。 

観察や手作業実践などは勉強のよい方法であることを知ることが

できるようにする。 

生活 

の比 

6 年

上 

2008

年 

1.具体的な情景の中、「比」という意義を理解すること 

2.「比」を正しく書き表すこと。「比」の値を求めることができる

ようにする。「比」と分数・除法との関係を理解すること。 

3.「比」の知識を用いて生活の中にある簡単な問題を理解するこ

とができるようにする。「比」は生活の中、広範に存在することを

感受させる。 
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表 4-2の授業目標を通して、新しい課程改革の理念が指導案に反映されていることがうかが

える。特に、下線あるいは括弧があるところはそれらを具体的に表したものである。G校の指

導案の授業目標を見る限り、新しい課程改革の理念と一致していることが見てとれる。それは、

具体的には、①新しい課程改革において取り上げた課程目標と一致していること②『標準』に

おける「数学教育」の要求に合わせようとする意図が見えることである(教育部 2001)。例え

ば、指導案における「体験」や「感受」、「情景」などのような児童の体験を重視する言葉の使

用は『標準』の使い方と同じように見える。 

『基礎教育課程改革要綱(施行)』によると、新しい課程目標は以前と違って、「知識技能」

を重視することだけではなく、児童の「情感・価値観」を重視しているとする(2001 国務院)。

さらに、こうした建前は『標準』において、「知識と技能、数学思考、問題解決、情感と態度」

という 4 つの側面からさらに論じられた。すなわち、『標準』では算数学習の目的について「知

識技能目標」と「過程性目標」とに分けられている(教育部 2001,pp.3-4)。「知識技能目標」

おいては「了解」、「理解」、「把握」と「応用」という 4 つの側面が含まれる一方、「過程性目

標」においては「経験(感受)」、「体験」、「探索」という要素が含まれている(同上)。表 4-2 の

中の括弧をつけたところに表記されたように、G校の算数指導案は「理解」と「知る」という

「知識技能目標」を表す動詞を使いながら、「過程目標」の「感受」、「体験」、「価値意識」な

どを使うケースが多く見られた。そのため、G 校の指導案の目標では、「知識技能目標」と「過

程性目標」を同時に追求しようとする意図が推察できる。 

 次に、『標準』の第 1学習段階186の授業アドバイスによると、「算数授業は、子どもの生活の

実態と密接に結びつきながら、子どもの生活経験と既に身についた知識から始まり、生き生き

とした情景をつくることであり、子どもを観察、操作(手作業)、推測、推理、交流などの活動

に導く。子どもは算数活動を通じて、基本的な数学知識および技能を習得し、算数の視点から

事物の観察、問題思考、算数に対する興味、または算数をよりよく学ぶインセンティブをまず

育てるようにすること」とされている(教育部 2001,p.51)。ここからは少なくとも、次の 2

つのポイントが読み取れる。すなわち、①算数授業を子どもの日常生活と関連付けているとい

うことと、②算数活動を重視していることである187。 

G 校の授業指導案は子どもの日常生活や既に身についた経験と結びつけていることが見ら

れる。例えば、「生活の比」という授業の中では、「『比』は生活の中で、広範に存在すること

を感知している」、『比』の知識を用いて生活の中にある簡単な問題を解釈する」などとあるの

はその例である。また、これは、「生活の比」という授業だけに見られるものではなく、取り

上げたすべての指導案の中で反映されている(表 4-2の下線のところを参照されたい)。②の算

数活動を活用していることは、張(2002)が指摘したように、かつての知識・技能を重視してい

る「内容本位」と「教師中心」という課程目標から児童の態度、情感、価値観を重視する「探

求本位」と「学生中心」への転換を意識的に表している(p.6)。これも新しい課程改革の理念

の主張するところである。 

                                                        
186 新しい課程改革は小学校から中学校までの 9年間は三つの学習段階を分けられた。すなわち、第 1学

習段階（1－3学年）、第 2学習段階（4－6学年）、第 3学習段階（7－9）である。 
187 以上に取り上げた 2点のポイントは第 2学習段階、第 3学習段階にも適用されている。例えば、第 2 

学習段階の授業アドバイスによると「算数授業は、子どもたちの生活環境と密接に結びつきながら、

子どもの経験および既存の知識から始まり、子どもの自主的な学習や協力交流の情景を作りだし、子

どもは観察、操作、帰納、類比、推測、交流、反省という活動を通じて、基本的な知識と技能を習得

し、発展的な思考能力、子どもの学習意欲、算数に対する自信を育てるようになる」と指摘された（p．

64）。一方、第 3学習段階の授業アドバイスによると、「数学授業は、生徒の実際から始まり、生徒の

自主的学習にとって、有利な問題情景を作り出し、生徒に実践、思考、探索、交流、知識の獲得、技

能の形成、発展の思惟、学ぶことを導く、生徒は教師の指導を基づいて、生き生きとした主導的個性

的な学習を行う」とする（p.80）。 



175 

 

こうした新しい課程改革の理念は G 校の指導案に一貫して反映されていることが見られる。

例えば、情景の中で子どもたちの体験を通じて算数の知識や概念を感受するべきだとされてい

ることがそれである。また、手作業を通じて、算数問題を解決するプロセスを重視しているこ

とがうかがえる。したがって、G校の指導案の授業目標を通じて、新しい課程改革の理念が反

映されていることがうかがえる。序章で触れたように、新しい課程改革は「素質教育」の理念

を具現化したものである。そのため、素質教育のモデル校的な存在としての G 校の指導案は、

「素質教育」の理念が少なくとも、計画のレベルで具現化された 1つの例を示していると考え

られよう。次には、「授業のポイントと課題」の部分について見てみよう。 

 

3.1.3. 授業のポイントと課題 

指導案には授業の「重点(ポイント)」と「課題」と書かれたところがある。これらに関して

は、従来の教科学習的な知識を強調したものがあげられている。つまり、課題に関して例示す

れば、それは、関連する算数知識のポイントあるいは課題を指摘したものである。例えば、「三

角形の分類」の授業を例として取り上げると、授業のポイントは「各種類の三角を知ること、

どの種類の三角形の特徴をも体験している」とされている。授業の課題に関しては「各種類の

三角形の特徴を理解し習得する」ということにある。これは、つまり、「知識技能」の授業目

標を反映したものである。また、このような授業ポイント、課題の内容はすべての授業指導案

の中に書かれていた。表 4-3 にまとめている。 

 

表 4-3 授業指導案における授業ポイント・難点の内容 

授業内容 学年 時間 授業ポイント 授業難点 

文具を買う 1 年 2008年 

小額の人民元を知り、

「元」、「角」、「分」と

の換算関係を知る。 

「元」、「角」、「分」との

関係を利用して両替を行

う。 

1 元の価値を体験する。 

位置の確定 4 年上 2008年 
対数の意義および表示

方を理解する 

「対数」を使って、物体

の具体的な位置を表す 

分数の再認

識 
5 年上 2008年 

総数が違う場合は分数

を表す数量が違うこと

を理解する。 

同じ 

体積と容積 5 年下 2008年 
実験を通じて、体積と

容積の概念を理解する 

体積と容積との関連と区

別 

生活の比 6 年上 2008年 

比の意義、正確的に書

くことと読むこと、比

の値を求める 

比の除法、分数の関係と

区別 

 

以上の表は、授業指導案に基づき、授業のポイントと課題についてまとめたものである。こ

の表を見る限り、授業のポイントと課題は従来の教科学習的な知識を習得することとつながっ

ているため、素質教育が推進される中でも、「教科知識」の習得は教師にとっての重点課題と

して認識されていることを推察することができる。次に、「授業の準備」に目を転じよう。 

 

3.1.4. 授業準備  

「授業準備」は主に授業をするために授業用の小道具やメディアの機材などを事前に準備
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することを指す。例えば、「文具を買う」という授業においての授業準備に関しては「学習ソ

フトウェア、小額人民元」というように書かれていた。このような授業準備の内容を通じて、

G 校は IT 手段や小道具を使っていることがうかがえる。 

前述したように、新しい課程改革の実施に関しては、IT 手段を使うように政府の一連の文

献の中で、指摘されている。例えば、『基礎教育課程改革綱要』(試行)の 11 項目には、「IT技

術は教学過程には普遍に使用することを推進する」し、「児童・児童の学習と発展に豊かな多

彩的な教育環境および有力な学習のツール」を提供することとされている(教育部 2003,p.8)。

また、『国務院は農村教育への取り組みをさらに強化することに関する決定』には「農村にお

ける小中学校は eラーニングというプロジェクトを実施し、城・郷の教育資源を共用すること

を促し、農村の教育の資質と能率を高める」と書かれてある(国務院 2003)188。また、同『決

定』には「農村小学校においては学習ソフトウェアを使う設備とセットの学習ソフトウェアを

完備する」ことを指示されている(国務院 2003)189。 

このように、IT 手段を使うことは素質教育を実現するためには重要な方法であると思われ

る。また、学習の効果に関わるものである。つまり、IT 手段を通じて、子どもたちによりよ

く知識を収得させ、子どもの学習意欲を高めることである(一見 2003)。G 校はこうした行政

の意図に沿っていることが指導案の内容から見られたのである。授業指導案における授業準備

の内容は表 4-4 にまとめている。 

 

表 4-4 指導案における授業準備の内容 

授業内容 学年 時間 授業目標 

位置の確定 4 年(上) 2008年 学習ソフトウェア、子どもが準備した方眼紙 

三角形の分

類 
4 年(下) 2008年 交換式のホワイトボードの学習ソフトウェア 

分数の再認

識 
5 年(上) 2008年 

8 本の鉛筆を入れる筆ケース 2つ、6本の鉛筆を入

れる筆ケース 1 つ、一握りの鉛筆、学習ソフトウ

ェア 

体積と容積 5 年(下) 2008年 
学習ソフトウェア 2 つの計量カップ、サツマイ

モ、異なるサイズの容器 

生活の比 6 年(上) 2008年 学習ソフトウェアなど 

 

表 4-4 に表記したように、取り上げられた指導案においては、学習ソフトウェアや小道具

の活用が G校の算数授業の中で行われていることが分かる。特に、下線で示した学習ソフトウ

ェアの使用は、「素質教育」を推進する上で IT が重要な役割を担う期待している中央政府の理

念と一致している。 

ここまでは、G校の授業指導案における、授業内容、授業目標、授業ポイント・課題、授業

準備の内容を取り上げた。それは、「素質教育」の理念を忠実に反映させようとしたものであ

ると考えられる。しかし、このような授業理念は授業過程を通じて実現しなければならない。

そのため、授業指導案における「授業の流れ」あるいは「授業過程」に対して詳しく観察結果

を分析する。 

                                                        
188〈http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/200710/27725.html〉、2012

年 6月 18日入手。 
189 ibid. 
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3.1.5. 授業過程 

中国では、「素質教育」の理念を実現するためには、授業改革の重要性が研究者によく指摘

されている(肖 2000；燕 2002；張 2004；鐘 2007)。授業改革の実現は特に授業実施の段

階を通じて具体化されるものであると言われているのである。 

G 校の指導案における授業過程に関しては、表現方法が多少違うように見えるが、その中味

を読めば、展開プロセスがほぼ同じであることが分かる。すなわち、「情景導入」、「探求新知」、

「応用・発展」、「小括」という 4 つの側面をめぐって展開されている。これは、上海市の S

校の指導案の授業過程と同じような展開方法を取っている。具体的な内容の検討に入る前に、

「授業過程」の全体像を理解するために、上記の 4 つの側面にいて簡単に紹介しておく。「情

景導入」については、簡潔に言えば、授業が始まった時に、子どもたちの学習意欲を引き出す

ために、子どもの既存経験あるいは日常的な生活と繋げながら、算数活動を通じて関連する算

数知識を学ばせることである。『標準』における授業実施のアドバイスによると、この授業ス

テップでは、「教師は児童の生活経験を利用し、生き生きとした数学活動を行うことである。

例えば、物語を引用すること、ゲーム、学習ソフトウェアの展示、模擬演出など」がある(教

育部 2001,p.51)。G校と S 校の「情景導入」はこのアドバイスに従い、展開していくことが

分かる。しかし、G校は S校と違って、学習ソフトウェアを利用することではなく、ゲームや

クイズを多く使っているのである。むろん、G 校では学習ソフトウェアを使う教師もいるが、

S 校のように全員が使うことはしていないのである。「探求新知」に関しては、子どもたちが

算数問題の答えをみずから求めることである。それは、グループ活動を通じて、子どもたちは

手作業や議論によって問題の答えに到達することが一般的である。このグループ活動の活用は

『標準』によって推奨された授業スタイルである。例えば、『標準』では「手作業実践、自主

探求、協力交流は児童にとって数学を習う上での重要な方法である」ことを提起している(教

育部 2001,p.52)。ここで留意すべき点として、「探求新知」が「授業スタイルの変換」をは

じめ、「教師・児童役割転換」など、「素質教育」によって提起されている「児童・児童の主体

性の育成」の理念をほとんどこの授業ステップで具現化させている。「応用・発展」について

は、新しい知識をよりよく習得するために、練習問題を行うことである。「小括」については、

文字どおり、授業で習ったものをまとめる作業を子どもに求めることである。以下では、指導

案の内容を具体的に取り上げながら、上述した授業過程における 4つの授業ステップに分けて

検討する。 

まず、「情景導入」について取り上げて見よう。 

 

(1)「情景導入」 

前述したように、「情景導入」においては、教師は子どもの興味を引くテーマあるいは生活

経験と結びつけたクイズやゲームなどを通じて、授業を進めるとされている。例えば、1 年生

の「文具を買う」という指導案においては、教師は「ショッピング」という話題を取り上げて、

子どもと一緒に文具店で買い物をする場面を用いていた。一方、4年生の「位置の確定」とい

う指導案にては子どもと「ゲーム」を通じて、授業を進めていた。また、このような授業の展

開方法は他の教師にも見られたのである。具体的な指導案における「情景導入」の内容は表

4-5にまとめている。 
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表 4-5 指導案の授業過程における「情景導入」の内容 

授業内容 学年 時間 情景導入 

文具を買う 1 年 2008年 

皆さん、ショッピングが好きですか？ 

喜洋洋190という文房具屋を開業しましたので、来て

ください。何を見たいかなぁ。文房具店にはあなた

達が必要な文房具はありませんか？今日先生はあ

なたたちと一緒に文房具を買いに行きたいですね。 

位置の確定 4 年上 2008年 

皆さんは、ゲームが好きですか？では、一緒にゲー

ムをしましょう。ゲームをスムーズに進めるため

に、われわれのクラスをいくつかのグループを分け

たいと思います。自分はどのグループに所属するか

を確認してください。(教師と子どもとペンを隠す

ゲームを行う) 

三角形の分

類 
4 年下 2008年 

子どもは自ら異なる基準をもとにクラスの子ども

達を分類します。分類の基準が違うので、分類の結

果は異なります。 

分数の再認

識 
5 年上 2008年 

クイズ導入 

皆さんはクイズが好きですか。「一分為二」(一を二

に分ける)、「百里挑一」(百の中一を選ぶこと、つ

まり選りすぐりのこと)(1つの数字を当てて見てく

ださい。これらはどのような数ですか。例を挙げな

がら、これらの数の意義を説明してください) 

体積と容積 5 年下 2008年 

例を挙げて説明してください。生活の中で、大きな

ものは何ですか、また、どんなものが小さいですか。 

教師：われわれがよく見るものの中にはが大きいも

のもありますし、小さいものもあります。 

生活の比 6 年上 2008年 

プロジェクターで映した写真を見てください。 

皆さんはこれらの写真を見て何に気がつきました

か。これらの写真には写真 A と似ているようなもの

もあるし、似てないものもあります。それはなぜで

すか。そこにはどんな秘密があるのかを一緒に研究

しましょう。 

 

表 4-5のように、特に下線の部分は教師が子どもたちの生活あるいは身近な場面と関連させ

ながら子どもにとって興味がわくようなテーマを通じて、授業の話題を導き出そうとするもの

である。特に、生活場面を想起させながら、ゲームやクイズによる方法を多く使っている。そ

のため、G 校の教師は「情景導入」における部分は S 校の教師の全員が IT 手段を使っている

のと違って、IT 手段の代わりに、ゲームやクイズを使うことが多い。にもかかわらず、G校と

S 校の教師は授業の意図は同じであると思われる。つまり、教師は IT 手段を使うにせよ、ゲ

ームやクイズの授業活動を使うにせよ、子どもの勉強意欲を高めることに繋げているのである。

                                                        
190 喜洋洋は中国でよく知られているアニメのキャラクターである。 
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これは『標準』で指摘した「児童の学習意欲を引き出しながら、生き生きとした具体的な情景

の中で、数学の知識に触れて理解すること」という内容と一致している(教育部 2001,p.51)。 

次に、授業過程の部分にある「探求新知」の授業ステップに進める。 

 

(2)「探求新知」 

「探求新知」は新しい課程理念に基づく授業改革の目玉の部分であるといっても過言では

ない。なぜなら、「探求新知」の授業ステップおいては「授業スタイルの変換」や「教師・児

童の役割転換」などのような新しい課程改革の理念を最も反映しているからである。「探求新

知」の指導案の内容は表 4-6 にまとめてある。やや長い名ので、学級ごとに分けて検討する。 

 

表 4-6(a) 授業指導案にある「探求新知」の内容 

授業内容： 文具を買う 

学年：1年  (2008 年) 

探求新知の内容 

二、人民元を知る 

1.文房具を買うには何が必要ですか(お金) 

2.中国の「お金」については別のよい名前がありますが、皆さんは知

っていますか 

3.今日は人民元について見てみます。先生はワンセットの人民元(異

なった額の紙幣と貨幣を揃えたもの)を用意しました。皆さんは静かに

取り出してください。どのような種類の人民元を知っているのか、また、

どのようにして知ったのかを隣の人に教えてください。さらにで、人民

元にはどんな図案が描かれているかをよく見てください。 

4.発表(児童たちに大きさ、図案、数字、漢字のような異なったサン

プルを示しながら、人民元の種類を知ってもらう) 

5.皆さんは人民元の種類はすでに知っていると思いますが、人民元の

上に何が描かれているかをよく見てくださいね。 

6.皆さんは観察に鋭い目を持っていると思いますが、こうした小額の

人民元を一定の標準に基づいて同時に分類することができますか(自ら

分類してください) 

児童たちの発表を通じて、教師は各種類の人民元を示しながら人民元

の単位を説明する：元、角、分(ボードに書く) 

人民元についてよく分かりましたから、文房具店にいきましょう。 

私は鉛筆を一本買いたいですが、どのようにお金を支払いますか 

教師：私がボールペン一本を買いたい場合は？(隣の児童と交流して

から発表してください) 

教師：われわれは 1元あるいは 10角を使って、一本のボールペンが

買えます。1 元と 10角の関係を皆さんは知っていますか？1 角は何分に

相当しますか？教師：これは元と角、角と分との関係ですね。 

7.小淘气(ギャラクターの名前)は文房具店に行きました。彼は 5元紙

幣を一枚持っていきましたから一本のボールペンを買いたいと思った

のですが、店の人はおつりがないといいますので、この場合はどうすれ

ばいいですか？(両替) 

(教科書の練習問題をする) 
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以上のように、上記の指導案は日常の生活経験から算数問題を導くことである。例えば、

この指導案では、教師はお金の使い方に直目した。また、教師は児童の主体性を重視するため

に、それに馴染みな授業方法を使った。例えば、グループ活動の使用や観察などそれである。

次は 4年上の「探求新地の内容」を見てみよう。 

 

表 4-6(b) 授業指導案にある「探求新知」の内容 

授業内容：位置の確定 

学年：4年上(2008) 

探求新知の内容 

二、位置を記録し、対数を導く 

1.教師：先ほどみんなにヒントをあげたときに、以下のような情報を

伝えたと思います。つまり、第()列、第()行ということです。この式を

使って、あなたたちは自分の座った席を示すことが出来ますか 

2.教師：皆さんはこのような方法を使って、自分の席を簡単に紹介す

ることができましたよね。皆さんはもっと簡単な表記方法を使って自分

の席を表すことが出来ますか。練習ノートに最も簡単な表記方を書い

てください。 

教師は巡視しながら、児童に事例として使えそうな答えを黒板に書い

てもらいます(例えば 5 2 、  5－ 2 、5  2    5，2 ) 

3.対数の意義、書き方、読み方 

教師:黒板を見てください。われわれは同じものに対して異なるいく

つかの記録方法を見出しました。皆さんはすごいですね。こんなに多く

の表記方法において同じところがありますか(5 と 2 を用いたので、教

師は黒板に 5 2を書く)。また、このような表記方法にはもう 1つ同じ

一点があると思います。それはすべて「符号」によって区切られている

ことです。どうして、「符号」を使って、区切らなければならないので

すか、直接 52 として表記することはできませんか。 

皆さんの席は表記方法を通じて、第 5行の 2列にあることが分かりま

した。では、われわれは数学者の記録方法を見てみましょう。このよう

な記録は対数として記録されていた方法である。(ボードに記載する：

対数)このような記録の読み方を知っていますか。われわれは「ごに」

(52の棒読み)と言います。みなさん一緒に読みましょう。 

4.皆さんはこの方法を使って、自分の席を表示してください。また、

周りの人に教えてください。 

5.教師：対数の第 1の数字は 4という人は起立してください。自分の

位置を言ってください。 

6.教師：これらの対数はどんな特徴がありますか。なぜこんな状況が

生じましたか。 

7.教師：対数の第 2の数字は 5という人は起立してください。順番通

りに自分の席を言ってください。他の人はこのような対数の特徴は何か

を見つけてください。 

8.教師：位置が対数として(5，3)の人は起立してください。この 2

つの数字を使って、他の人の席を表すことが出来ますか 

児童：対数は(3，5)と変えれば、異なる位置を表します。では、(3，

5)の人は起立してください。 

討論：この 2 つの対数の相違点について議論する。(学習ソフトフェ

アを使って、1つの対数は一人の席しか表せない。対数の順番は勝手に

交換することが出来ない) 
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4 年上の授業指導案は一年の指導案と同じような特徴が見られた。例えば、教師は児童の主

体性を重視するため、問題を解決するまではほとんど児童に求めた。 

 

表 4-6(c) 授業指導案にある「探求新知」の内容 

授業内容：三角形の分類 

学年：4年下(2008 年) 

探求新知の内容 

二．自主探索、「分類」という研究モデルを作り出す 

 

(一)標準を決め、自主的に分類する 

1．形、大きさが異なる 6 つの三角形を展示します。これらの三角形

に共通する特徴は何ですか 

2．これらの三角形を分類するならば、どのような分類の基準があげ

られますか。 

3．手作業、グループ研究を通じて、手元にある三角形を分類してく

ださい。 

 

(二)分類研究、一々解ける 

1．角の種類に基づく分類方法 

(1)初步感知 

児童はワイドボードに角の種類によって分類する方法を展示する。児

童の分類結果を踏まえて、各種三角形の特徴を導き出す。また、こうし

た特徴によって三角形の名前をつける。 

(2)小括・発展(角を当ててみるゲーム) 

ゲームを通じて、直角三角形には 1 つの直角しかない。鈍角三角形に

は、1 つの鈍角しかない。鋭角三角形では、3 つの角がすべて鋭角であ

る。 

(3)知識のネットワークを形成する 

 角によって分類した三角形の区分け案を提示する。三角形に関して

は「角」によって分類すると直角三角形、鈍角三角形、鋭角三角形とい

う 3つの種類しかないことを明確にする 

2．辺によって三角形を分類すること 

(1)初歩感知 

ホワイトボードに「辺」によって三角形がいかに分類分類されかを展

示する。児童たちの分類結果を踏まえて、各種類の三角形の特徴を明示

する。また、「辺」の特徴に応じて三角形に名前をつける。 

(2)知識を固め高めること 

ホワイトボードに三角形を提示する。「辺」によって分類分類されて

いる。児童たちにはどのような種類の三角形があるのかを判断してもら

う。 

(3)二等辺三角形と正三角形の関係 

児童たちは自ら考えること、意見交換を通じて、二等辺三角形は特殊

な正三角形ということを明確にする。 

(4)知識のネットワークを形成 
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形が異なる三角形の区分け案を提示する。分類を通じて以下のことが

分かる。三角形について「辺」によって分類すると、二種類に分けられ

る。すなわち、不等辺三角形と二等辺三角形である。正三角形は特殊な

二等辺三角形なので、二等辺三角形の中に含まれる 

 

上記の指導案はこれまで検討してきた指導案と類似に見える。児童の主体性を重視するよう

な授業方法を使ったことがうかがえる。 

 

表 4-6(ｄ) 授業指導案にある「探求新知」の内容 

授業内容：体積と容積 

学年：5年下(2008) 

探求新知の内容 

実験探求 体積の概念を理解する 

1.空間を占める物体 

サツマイモとジャガイモを展示する。どっちが正しいかを見てみまし

ょう。検証するにはどのような方法がありますか。 

(1)アニメを映す：水を飲むカラス 

教師：なぜビンの中の水位が高くなるのでしょうか(石は一定の空間

を占めるから) 

(2)実験を通じてサツマイモとジャガイモの大きさを比べる。 

掲示：物体は空間を占めるだけではなく、その占める空間の大きさも

異なる。  

(3)物体が空間を占める例を挙げる。 

2.体積の概念を導く。 

教師：物体が占める空間の大きさを体積という。(ボードに記載：体

積) 

3.物体の体積の大きさを感受する。 

(1)2つの長方体の体積を比べる。どちらが大きいですか。 

(2)形が変わってからの泥の体積を比べてください。 

三、容積の概念を理解する 

1.容器を知る 

生活の中にある容器を例として取り上げてください。 

2.容量を理解する 

教師：この 2つの容器のうち、どちらの水が多いですか  

(討論、発表、実験、小括) 

3.容積の概念を導く 

教師：容器の中に入り得る物体の体積を容器の容積という。 

4.容積の大きさを感受する 

教師：笑笑と淘淘は一人ずつ同じ量の飲み物があります。笑笑は 2

杯を注いだことに対して、淘淘葉 3 杯を注ぎました。このような可能性

がありますか。なぜですか。 

子ども：笑笑のコップの容積が大きい、淘淘のコップの容積が小さい

ですから。 

教師はマジックをする：体積と容積の区別と関連を知る。 



183 

 

 

この指導案も前の指導案とおなじような理念に基づいて作られたと思われる。それは、特に、

児童の主体性を強調しながら、授業スタイルの変換が見られた。 

 

表 4-6(e) 授業指導案にある「探求新知」の内容 

授業内容：分数の再認識 

学年 5上(2008) 

探求新知の内容 

二.手作業、新しい知識を探求する。 

 

活動一：鉛筆を取り出す 

1.情景導入 

教師：われわれは試合を行います。グループごとに一名の代表を選出

し、参加させてください。教師はここで 3 つの文房具袋を用意しました

から。試合のルールをよく聞いてください。代表はそれぞれ文房具袋に

ある鉛筆の数の 2分の 1を取り出してください。どのグループが速いか

を見てみますよ。 

教師：どのように取り出すかを考えてください。 

試合開始：どのグループが一番早いですか。 

グループ報告：あなたのグループはどのように取り出しましたか。い

くつの鉛筆を取り出しましたか。 

教師：あなたたちはどのような状況を見つけましたか？黒板にあるデ

ータを見て、どんな質問がありますか。 

児童たちの問題意識を導き出す：各グループは全体の二分の一の鉛筆

を取り出してください。なぜグループごとに取り出す鉛筆の数が違うの

でしょうか。 

 

3.当ててみる 

教師：まず自分で答えを見つけてください。次に隣と意見交換して

ください。 

児童たちには作業が終わってから、結果を発表してもらう。(グルー

プごとに取り出した鉛筆の数はすべて同じではない。総数が同じな場合

には、取り出した鉛筆は同じ数である一方、総数が異なる場合には、取

り出した鉛筆の数が異なる。 

教師：現在皆さんは、鉛筆の総数は同じではないことが分かったでし

ょう。すなわち、「母数」が異なるため、取り出した鉛筆の数も違う。 

教師：これは正しいといえますか。実践は真理を検証するための唯一

の方法ですので、われわれは検証しましょう。 

 

4.検証 

各グループの代表はすべての鉛筆を取り出してください。そして、1

つのケースの中に、何本の鉛筆があるかを皆さんに教えてください。(教

師はボードに記載する) 

補充：例えば鉛筆が 10 本あります。その二分の一は何本ですか。百
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本の場合は。皆さんはこの一連のデータをよく観察してください。あな

たは何を発見しましたか。 

教師：本当に鉛筆の総数が違うからですね。1 つのケースの鉛筆の 1/2

はこのケースの鉛筆を 2 等分にしたものです。それぞれは総数の 1/2

です。しかし、母数が異なるため 2等分した鉛筆の数は同じものでは

ありません。 

 

活動二：比べる 

1.開くこと 

教師：事前に用意した辞書と算数科書を取り出してください。隣の児

童と一緒に辞書と教科書の三分の一のページを開いてください。同じ厚

さですか。同じページ数ですか。なぜ、同じ三分の一なのに、ページ数

が違うのでしょうか。自分の考えを隣の児童に教えてください。 

児童小括：辞書と教科書では総ページ数が違いますので、分数が異な

ります。だから、分数として表示したページ数が違います。 

教師まとめ：同じ総数の 1/3 とはいえ、その総数が多いほどその数が

多くなります。一方、総数が少ないほど、その数は少ないです。 

 

活動三：描く 

1.図案を当ててみる 

(1).教師は 1つの図案を示した。それは 1 つの正方形であった。この

正方形はこの図案の 1/4ですから、この図案の完成図はどのようなもの

か分かりますか。 

(2).練習ノートを開いてください。自分で描いて見てください。 

(3).児童は自分で書いたものを皆と見せ合う(異なる図案)。教師は自

分の図案を示す。 

(4).教師:児童たちのアイディアは素晴らしいと思います。皆さんよく

見てください。これらの図案は違うように見えますが、1 つの共通点が

あります。それはなんですか(すべては正方形によって構成されたもの

である)  

      

授業小括 

教師：先ほどの学習を通じて、皆さんは分数に対してどのような新し

い知識を得ましたか 

教師は小括に導く：分数は母数が同じある場合は、得られる数は同じ

である。その一方、母数が異なる場合は、得られる数は異なる。 

 

この指導案は特に、児童活動という授業方法を使ったことが多く見られる。 

これが、子どもの主体性を重視するようにあると思われる。 
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表 4-6(f) 授業指導案にある「探求新知」の内容 

授業内容：体積と容積 

学年：5年下(2008) 

 

探求新知の内容 

実験探求 体積の概念を理解する 

1.空間を占める物体 

サツマイモとジャガイモを展示する。どっちが正しいかを見てみま

しょう。検証するにはどのような方法がありますか。 

(1)アニメを映す：水を飲むカラス 

教師：なぜビンの中の水位が高くなるのでしょうか(石は一定の空

間を占めるから) 

(2)実験を通じてサツマイモとジャガイモの大きさを比べる。 

掲示：物体は空間を占めるだけではなく、その占める空間の大きさ

も異なる。  

(3)物体が空間を占める例を挙げる。 

2.体積の概念を導く。 

教師：物体が占める空間の大きさを体積という。(ボードに記載：

体積) 

3.物体の体積の大きさを感受する。 

(1)2つの長方体の体積を比べる。どちらが大きいですか。 

(2)形が変わってからの泥の体積を比べてください。 

三、容積の概念を理解する 

1.容器を知る 

生活の中にある容器を例として取り上げてください。 

2.容量を理解する 

教師：この 2つの容器のうち、どちらの水が多いですか  

(討論、発表、実験、小括) 

3.容積の概念を導く 

教師：容器の中に入り得る物体の体積を容器の容積という。 

4.容積の大きさを感受する 

教師：笑笑と淘淘は一人ずつ同じ量の飲み物があります。笑笑は 2

杯を注いだことに対して、淘淘葉 3 杯を注ぎました。このような可能性

がありますか。なぜですか。 

子ども：笑笑のコップの容積が大きい、淘淘のコップの容積が小さいで

すから。 

教師はマジックをする：体積と容積の区別と関連を知る。 

 

表 4-6のように、教師は「児童の主体性」の育成について、5つの点から見ているのである。

第 1に、新しい知識を伝達する授業ステップにおいては、教師は情景導入のように、児童たち

の身近な生活あるいは学習ソフトウェアを開いて児童たちに新しい問題意識を植え付けるの

である。例えば、児童たちがお金を使う場面を想起させることを通じて、児童たちの生活の経

験を活用しようとする教師の意図がうかがえる。第 2に、教師は実物の人民元を皆で考察して

から児童たちに発表を求めた。これを通じて、児童たちの観察能力やコミュニケーション能力
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などを育てようとすることが分かる。第 3 に、この授業ステップにおいては、「協力交流」と

いう授業方式を使っている。例えば、教師は児童たちに「鉛筆を買う場面でお金の支払い方」

について隣同士の討論を求めた場面が見られる。これは、新しい課程改革によって提唱された

「手作業実践、自主探索、協力交流」という 3 つの授業方式の中の「協力交流」を用いた具体

例である。第 4 に、教師は児童たちが交流した結果を利用して、「元」と「角」の関係に導い

たのである。これは、従来の学習の結果を重視することと違って、問題を導くプロセスを重視

しているのである。第 5に、教師は児童たちの体験を重視しているように見える。例えば、教

師は、1元の使い方を児童たちに求めた。児童たちは、このような体験を通じて、おつりの支

払い方などを習ってきた。以上のような指導案に基づき、児童の主体性を重視していることが

分かる。それは、児童の経験に関わる問題を設定している上に、問題の解決を児童の手作業あ

るいは協力交流を通じて進めるように組み立てている。これは、「素質教育」の理念はもとよ

り、新しい課程改革の理念の「児童の主体性を重視する」ことと一致していると考えられる。 

一方、児童たちの価値観を育てることを考慮していることがあげられる。例えば、お金の使

い方に関しては、貧困地域の児童のため、文房具を買うことを提起したのである。したがって、

指導案の内容あるいは形式を見る限り、児童を授業の主役として重視していることがうかがえ

る。さらに、新しい課程改革によって提唱された三位の目標が見てとれるのである。それは、

「知識と技能、過程と方法、情感態度と価値観」という目標である。しかし、この指導案をさ

らに分析すれば、教師は問題の方向性を予め設定していることがうかがえる。例えば、以下は

指導案で書いた内容である。 

 

教師：私は鉛筆を一本買いたいですが、どのようにお金を支払いますか 

教師：私がボールペンを一本買いたい場合は？(隣の児童と交流してから発表してください) 

教師：われわれは 1元あるいは 10角を使って、一本のボールペンを買います。1 元と 10 角

の関係を皆さんは知っていますか？1 角はいくらの分に相当しますか？1 元はいくらの分に相

当しますか？ 

教師：これは元と角、角と分との関係です。 

          (2008 年 1 年生の指導案から引用した文房具を買う授業場面) 

 

下線のように、問題はすべて教師によって考え出されたものである。児童たちはある意味で

は、教師の言われたとおりに動く「作業者」としての存在にすぎない。特に、「元」と「角」

と「分」の関係に関してはこれが最も顕著に見られる。例えば、「元」と「角」の関係を提起

したいなら、児童たちの実際的な授業場面を通じて、具体的に「元」と「角」の関係を自ら理

解させるなら、よりよく児童の考える力を育てられるであろう。しかし、ここでは、教師は自

分が「ボールペン」を買うことを経験したように、「元」と「角」の関係を先に持ち出した。

そのため、児童が主役としての授業とはいえ、教師のコントロールが強い面があることは否定

できない。このような傾向は、取り上げたすべての指導案に存在していると思われる。つまり、

教師は、「知識と技能」を習得することを依然として重視していることが読み取れる。指導案

を見る限り、新しい授業方式とはいえ、教師は実際、どこまで児童たちの主体性を育てている

のかについては疑問の余地があると思われる。 

また、この「知識と技能」を重視している教育観は、「応用練習」と「授業小括」の授業観

察にてさらに見られると思っている。 

次に、「応用練習」と「授業小括」の指導案の内容である。それぞれ表 4-7と表 4-8 にまと

めた。まず、「応用練習」の表を見てみる。 

 



187 

 

(3)「応用練習」 

指導案の「応用練習」には教師が応用・練習の内容を日常的な生活と関連しながら、子ども

の体験や活動を重視していることがうかがえた。例えば、1年生の指導案においては、教師は

文具店で文具を買う場面を子どもに想起させながら、お金の支払いの計算を子どもに求めた。 

・先生は 1つの消しゴム 2 つの鉛筆また一冊の練習ノートを買いたいのですが、お金が足り

ますか。いくらたりないですか 

・生活の中で、1元では何が買えますか。 

                    (2008年 1 年生の指導案から抜粋したもの) 

 

このように、指導案には日常生活の経験を生かしながら、子どもの算数の応用・練習を求め

たことが見られた。このような特徴は他の教師の指導案にも見られた。その関連する指導案の

内容を表 4-7にまとめた。 

 

表 4-7  指導案における「応用練習」の授業ステップ内容 

授業

内容 

学

年 
時間 応用練習 

文具

を買

う 

1

年 

2008

年 

三、一元の価値を体験する 

生活の中で、1元では何が買えますか。 

「笑笑・淘气」(ギャラクターの名前)はどのようにお金を使ったか

知っていますか。 

彼らは貧困地域の児童のために寄付したのですが、あなたたちはい

くらが寄付されたかを彼らの代わりに計算することが出来ますか 

(教科書の問題 2，3を完成する) 

位置

の確

定 

4

年

上 

2008

年 

三、表の中に位置を探し、対数を応用する 

1.教師：皆さんは方眼紙の上の，自分の位置を探してください。そ

こでは点を記入してから自分の名前と対数を書いてください。(隣の人

と相互にチェックし合ってください) 

2.教師：われわれのクラスの中の仲良し一人を選んで、彼(彼女)の

位置を方眼紙上に記してください。また彼(彼女)の名前と対数をかい

てください。 

3.抢答(争い答え)：自分の友だちを表示した対数を教えてください。

他の人は、これがだれなのかを当ててください。 

三角

形の

分類 

4

年

下 

2008

年 

三.練習応用、強化・発展 

１． 三角形を分類してください(角と二辺によって分類される) 

２． 幼い裁判官の判断 

３． はさみを使って、三角形を切ってください。 

児童たちは考えた後、はさみで切り抜いた三角形をもってホワイトボ

ードに展示してください。 

分数

の再

認識 

5

年

上 

2008

年 

三、「復習深化」 

図案に表示された分数を色づけしてください。 
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議論してください。 

インドの津波があった地域の住民を助けるために、明さんはお小遣い

の 1/4 を寄付しました。芳さんはお小遣いの 3/4 を寄付しました。芳

さんが寄付したお金は必ず明さんより多いといえますか。その理由を

説明してください。 

体積

と 

容積 

5

年

下 

2008

年 

四.実際と関連し、応用展開 

1.私は問題の空白部を埋める。 

車の燃料タンクにガソリンをいっぱいに注いだため、ガソリンの

( )は燃料タンクの( ) 

2、私が判断できる 

冷蔵庫の容積は冷蔵庫の体積である( )  

3、算数の日記 

4、物語：ラーメンを持ってくる 

生活

の比 

6

年

上 

2008

年 

三：応用展開、新しい知識を着実に 

1、比の値が1/2という比を書いてください。 

2.授業外の展開。人の足裏の長さは身長の1:7である。Sherlock 

Holmes(有名な探偵)は長さが25cm の足跡を見つけました。彼はどのよ

うな推断を下しそうですか。 

 

表 4-7で表示したように、指導案の「応用練習」の授業ステップでは、児童の日常の生活に

結びつけながら練習問題を作り出し、新しい知識を強化しているように見える。また、授業ス

タイルに関しては、前述した新しい知識を伝達する授業ステップと同じく、児童のグループ交

流を用いる教師がいる。さらに、教師は IT 手段も活用しているということが見られる。これ

らの点からも、児童の主体性を重視していること、授業スタイルの変換が指導案の中に、よく

活用されていることがうかがえる。したがって、政府文書(『標準』)に提唱された現実情景の

中から学び、自主探索や協力交流などの授業スタイルが G校の指導案の中でよく活用されてい

ることが分かる。しかし、G 校の指導案から見た教師意識には、知識と技能の重視が依然とし

て存在している。このような教育観は取り上げた指導案の「授業小括」に顕著に見られる。 

 

(4)「授業小括」 

指導案における授業小括は授業を通じて何を学んだのかという形を取ることが多い。指

導案における授業小括の内容を表 4-8にまとめた。 
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表 4-8 授業指導案における「授業小括」の内容 

授業内容 学年 時間 授業小括 

三角形の 

分類 
4 年(下) 2008年 

四：この授業は、みなさんにとっていろいろ勉強

になったでしょう。ここからあなたたちは何を学

びましたか。 

分数の 

再認識 
5 年(上) 2008年 

四、授業小括 

教師：この授業を通じてわれわれは「分数に対す

る再認識」を習いました。あなたたちはどのよう

な認識が得られましたか。 

１． 同じ分数とはいえ、総数が違う場合は、表示

した数量が違う 

２． 同じ分数は総数が同じである場合は、表示し

た数量が同じである。 

体積と容積 5 年(下) 2008年 

五、授業小括 

教師：あなたたちは、この授業を通じて何を学び

しました。 

生活の比 6 年(上) 2008年 

四、授業小括 

この授業を通じてあなたたちは何を学びました

か。 

 

表 4-8に記されているように、授業が終わったところでの授業小括は一定の型がある。指導

案を見る限り、教師は児童たちに「教科的な学力」と関わる教科書の知識を求めることが多い。

例えば、「分数の再認識」の指導案には、教師が授業小括には、「同じ分数とはいえ、総数が違

う場合は、表示した数量が違う」という内容を書いたのである。これは明らかに教科知識に対

するまとめである。この点については後で実際的な授業場面を踏まえながら説明していく。 

これまで、モデル的な学校における教師の指導案の考察から、少なくとも、以下の 2点を指

摘することができる。つまり、第 1の点は、授業指導案を見る限り、教師たちは、行政によっ

て提唱された新しい課程改革の理念を実践のレベルまで降ろした時に理念が実現される一面

がうかがえる。それは、授業スタイルの変換、児童たちの日常生活との関連付け、IT 手段の

活用等の「素質教育」理念を実現していると見なされるキーワードが含まれていることから読

み取れる。第 2 点に関しては、「探究新知」と「授業小括」の所で指摘したように、児童は授

業の主役とはいえ、知識の習得に関しては教師の統制が強い一面が依然として存在していると

考えられる。指導案に対する考察の適切さに答えるために、実際的な授業を分析する必要があ

る。次に、具体的な授業場面を参観しながら、新しい課程改革の理念がいかに教室の中にて受

け止められているかを見てみよう。 

 

3.2.  算数科の授業場面に対する分析 

G 校の授業指導案は新しい課程改革の理念を反映させている点で、上海市の S 校と共通する

部分も見られた。特に、授業案の構成を S 校同様、明確に段階を分け、内容的にも「情景の導

入」、「探求新知」、「応用･練習」、「小括」からなっている。そのため、G 校の授業場面を描き

出すには、S 校同様、4つの授業段階に分けて展開していく必要がある。 

また、上海市の S校を参観した際に、算数授業においては「顕在的な授業構成」と「潜在的

な授業構成」という 2 つの概念が作り出されていた。本章では、この 2つの概念を援用する(詳
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細は第 3 章を参照されたい)。ここでは、簡単に触れたい。本研究における「顕在的な授業構

成」とは教師が「素質教育」の理念を実践することを意図して組み立てた授業のあり方である。

例えば、「教師・児童の役割転換」、「授業スタイルの変換」、「教師権威の緩和」などである。

一方、「潜在的な授業構成」とは、教師が意図せずに、実際には特定の目的を推進する授業構

成である。こうした意図せざる授業構成が推進する目的はいくつもありうるが、本研究では、

「顕在的な授業構成」が「素質教育」の理念を推進するものであるため、「潜在的な授業構成」

においては、「素質教育」が表向きは否定的な応試教育的特徴に焦点を当てている。例えば、

「効率性の追求」、「教科知識の重視」、「教師権威の再強化」などである。 

次に、「情景創設」、「探求新知」、「応用・練習」、「小括」の授業の流れに沿って、「顕在的な

授業構成」を見ていく。 

 

3.2.1.「顕在的な授業構成」 

G校の日常的な算数の授業を見る限り、G校の教師の授業パターンは上海市の S校のように、

同一的な授業パターンを有することはなく、「分化」されていると思われる。結論を先にいえ

ば、新しい課程改革を推進するインセンティブを基準とすると、日常的な授業形態は二種類に

分けられると考えられる。1 つは、「新課程改革」の要求を積極的に行う授業パターン、つま

り、教師は新しい課程改革によって推奨された授業スタイルあるいは理念を実行しようとする

ものである。これは「新課程の積極的な授業型」と名付けられよう。もう 1 つは、「新課程改

革」の「要素」を落し込んだ授業パターンである。それは、新しい課程改革によって要求され

たものを徹底的に実行するのではなく、自分の授業実践を優先的に考えている。つまり、新し

い課程改革の要素を選別的に使うものである。言い換えれば、新しい課程改革の理念を重視す

ると言うより、児童の教科知識の習得を最優先するものであり、授業の「道具的機能」を重視

していることである。この場合、新しい課程改革にて推奨される新しい授業方法の導入は日常

的な授業に定着しておらず、不安定である。ここでは、「新課程の消極的な授業型」と名づけ

よう。 

 

(1)新課程の積極的な授業型 

「新課程の積極的な授業型」においての「顕在的な授業構成」は S 校のように、「授業スタ

イルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」という 3 つの側面から見られた。

また、上述した 3つの側面は同じ授業場面に絡み合いながら進行している。特に、指導案に基

づいた授業構成においての「情景創設」と「探求新知」の授業ステップの中、より顕著に見ら

れた。そのため、以下は「情景創設」と「探求新知」においての授業場面を取り上げながら、

「顕在的な授業構成」を見てみよう。 

 

情景創設 

具体的な授業場面を取り上げる前に、G 校と S 校の授業環境が異なる点を指摘したい。 

G 校は S校のように、プロジェクターおよびテレビは配置されているが、各教室にコンピュ

ータを配置していないため、教師および児童はモデル授業あるいは見学授業を行うために、メ

ディア教室に移動するのが一般的である。以下は具体的な授業場面を用いて「新課程改革の積

極的な授業型」における情景創設の授業実施の特徴をまとめる。 

G 校の「新課程改革の積極的な授業型」の授業では、授業をはじめる際に、上海の小学校の

ように、授業の情景を作るのが一般的である。例えば、4年 2組の授業においては、教師はま

ず、児童たちに授業ビデオのスナップを見せた。ビデオの内容は児童にとってよく知られた有

名なスポーツ選手の試合の場面であった。ビデオの内容は中国のスポーツ選手がオリンピック
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で第 1位を取った場面であった。 

 

ビデオを見せてから、ビデオに写された選手の名前を子どもに聞いた。子どもたちは大きな

声で「劉翔」と答えた。教師は「そうです。劉翔です。劉翔はとても偉大な選手であるといえ

ます。何より、劉翔は国に栄耀をもたらしたことです。周知のように、劉翔はとても努力家で

す。他の人より多くの訓練をしたおかげで、こんなすばらしい成績をもたらしました。だから、

皆さんは劉翔のように勉強に励んで(道徳教育の例)、いずれ、国の誇りになってください」と

いった。 

                       (フィールド・ノーツ 2008年 11月 12日) 

 

この授業場面を通じて、上海の S校と同じように、マスメディアを使って、子どもたちに感

覚的な刺激を与えようとする意図がうかがわれた。さらに、内容は子どもの日常生活に触れる

ものであると同時に、道徳重視の面が反映されている。例えば、ここでは愛国心を育てようと

していることが分かるであろう。これは「道徳教育を各教科に結びつける」という中国の教育

政策と一致していることが見られる(国務院 1998、2003)。 

特に、上述した情景創設における IT の使用を通じて、児童たちに授業に対する関心および

興味を呼び起こさせるという授業方法は、「新課程の積極的授業型」に取り組む教師の共通し

たものであると思われる。 

以下の表はそれらをリストアップしたものである。 

 

表 4-9 情景導入の授業場面 

時間 学級 規模 情景導入 

2008年

11 月 

10 日 

4 年 

1 組 
60 人 

「今年の 8月には北京で何が行われましたか」と教師は児童

たちにきいた。児童たちはただちに答えることができなさそ

うである。 

「今年の 8月 8 日には北京で何が行われましたか」と付け加

えた。 

2008年

11 月 

11 日 

4 年 

4 組 
62 人 

教師は「皆さんは日常の生活の中でのスピードについての事

例を思い出してください」と言った。児童たちは落ち着かな

いようすである。教師の質問に対して、答える者がいなかっ

た。教師は「実は先生が 1つのスピードについてのビデオを

ダウンロードしました。しかし、スピーカがないため、音声

はありません。皆さんは画面だけを見れば分かると思いま

す。そして、皆さんはあのときにどのような音声があったか

想像してみましょう」。 

2008年

11 月 

12 日 

5 年 

2 組 
48 人 

「今年の 8月には北京で何が行われましたか」と教師は児童

たちにきいた。児童たちはただちに答えられなさそうであ

る。 

「今年の 8月 8 日には北京で何が行われましたか」と付け加

えた。 

2008年

11 月 

13 日 

5 年 

4 組 
58 人 

そして教師は続けて児童たちに「この教室ではこの前どんな

図形について習ったでしょうか、皆さんはよく考えてくださ

い」 
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2008年

11 月 

18 日 

6 年 

3 組 
63 人 

6 年 3 組には女子児童の 23 人がいるのに対して、男子児童

は 25 人います。女子は男子の百分のいくつを占めますか。

どのように計算式を表示しますか。 

 

以上、特に下線のところにおいては、教師が子どもたちの生活と結びつく場面を想定してい

ることがうかがえる。例えば、クラスの状況を授業の素材として使うこともあるし、あるいは、

オリンピックの主催に関する授業情景を想定して問題を作り出すこともある。これらは繰り返

し指摘したように、子どもの生活また既存経験を活用しようとする新しい課程改革の理念と一

致している。しかし、ここで提起すべきことは、このような授業理念は筆者が観察したすべて

の教室に通用するものではないことである。筆者が「新課程改革に消極的な授業型」の授業で

は異なるように見られた。具体的な内容は、後述に委ねる。 

次に、「新課程改革に積極的な授業型」の授業における「探求新知」の授業場面を見てみよ

う。 

 

(2)探求新知 

「探求新知」は文字どおり、新しい知識を探求することである。これは、従来の意味での新

しい知識の習得と似ている点もあるが、前述のように、従来の教師主導の知識習得と違って、

児童・教師には役割転換を伴い、教師は、「組織者、援助者」という役割に移行し、児童は授

業にて、発言や知識の習得に関して主役を果たすことが期待されている。さらに、授業のスタ

イルに変換が見られる。 

探求新知の過程は、新しい課程改革の理念がよく表れる授業部分である。なぜなら、この部

分では、新しい課程改革にとって最も重要な教師・学習者の役割転換を具現化した授業活動が

行なわれているからである。特に、筆者の「顕在的な授業構成」を表す「教師児童の役割転換」、

「授業スタイルの変換」、「教師権威の緩和」を具現化した授業場面でもあると考えられるので

ある。 

さて、教師と児童の役割転換は児童のグループ学習にてよく見られる。以下に具体的な授業

観察を通してこれを例示してゆくが、ここで指摘しておきたいことは、授業の連続性を考慮す

るため、以下の授業場面は「教師・児童の役割転換」、「授業スタイルの変化」、「教師権威の緩

和」という 3つの側面を全部観察されるものである。そこで、1つの観察した授業場面を通じ

て、上述した 3 つの側面から分析を行いたい。 

 

コンピュータによりスクリーンに高速道路の 60km／Hのスピード制限の標識を映した。 

図 4-2 スピード制限の標識 

 
教師は「張叔父さんは遠くの友達の家を訪ねて行くのですが、車で 140km の距離を 2時間で

行こうとしたようです。張叔父さんのやり方は正しいですか、皆さんはグループで討論してく

ださい」と教師は指示した。 

児童たちは教師の指示を聞いてから互いに討論をはじめた。とたんに教室内は活気に満ち溢

れた。児童たちの議論中、教師は児童たちの間を巡視していた。 

(ただ、児童の全員がグループ討論に参加していたわけではなかった。例えば私の周りの二

人の児童は、一人が説明をして、もう一人はずっと黙り込んだままであった。) 
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1～2 分後に教師は「皆さん、結論が出ましたか。では、誰か結果を報告してください」と

児童たちに聞いた。 

(しかし、ここでは児童全員に答えを求めるのではなく、手をあげた児童のみに答えを求め

た) 

一人の児童は立って、説明し始めた。 

「張叔父さんのやり方は間違っています、張叔父さんは制限速度を超えて車を運転していた

たからです。140÷2＝70km／Hですから、交通ルールに違反しています」 

教師は「あなたの考えによると、張叔父さんは一時間に何キロを走ったらよいと思いますか」 

子ども「120÷2＝60km／H というのが適切だと思います。あるいは、一時間で 60km 以下が

正しいと思います。」 

教師「この時速では、3時間で何 kmを走れますか」 

子ども「この時速で、3時間で 3×60＝180(km)です」 

教師「よくできました」 

 教師は正しく答えた児童に拍手を与えた。 

                   (フィールド・ノーツ 2008年 11月 12 日) 

  

以上の授業場面は、教師がテーマを決めて児童に討論させるものであった。流れとしては、

教師はまず、テーマあるいは問題を児童たちに与えてグループ討議をさせた。そして最後に、

結果を報告させている。この授業場面は「顕在的な授業構成」における「教師・児童の役割転

換」、「授業スタイルの転換」、「教師権威の緩和」の「素質教育」理念に沿ったすべての要素が

網羅されている。 

例えば、教師が問題を出してから、その答えを児童からもらうまでは、すべてを児童に任せ

ていることが見て取れた。特に、児童たちが自らの学習活動を通じて結論を見つけることから

児童を授業の主役にさせようという役割転換が意識されていることがうかがえる。これは教師

が授業の主役であったとされる、従来の教育と違い、こうした授業活動を通じて子どもたちの

自主性を育てようという教育観が見られる。しかし、ここで、留意すべき点は、教師と児童と

の交流パターンはほとんど質疑の形で展開するということである。また、教師はいつも質問を

出す側にいるのに対して、児童は答える側として存在している。このように、ある意味では、

授業の進め方は依然として教師の手によってコントロールされていることを忘れるわけには

いかない。にもかかわらず、形式としては、教師は意図的に授業を児童に渡していることがう

かがわれる。つまり、児童たちの「主体性」を重視していることが分かる。そして、これは意

図的に行なわれていることも教師のインタビューでは繰り返されていた。以下はそのいくつか

の例である。 

 

新しい課程改革の理念においては、児童の主体性を重視することがとても有意義なことだと

思います。なぜなら、かつての授業では教師は確かにコントロールすることが多かったからで

す。しかし、授業は本来児童たちのためのものです。もし児童たちに授業に対するインセンテ

ィブがなければ、単なる操り人形の存在となるでしょう。そのため、私は、児童ができるもの

なら、できる限りのことを児童に求めたいと思います 

               (2008年 11月 10日 GA 教師に対するインタビュー) 

 

私は授業では児童が主役としての役割を果たすことにとても賛成します。事実、現在の児童

は知識がとても豊かですよ。授業にて、私は刺激を与えられることがたびたびあります。授業

はもともと児童のものですから。 
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              (2008年 11月 11日 GD 教師に対するインタビュー) 

 

われわれの教育では「創造的な人材」を作らなければならないという呼びかけが多いではな

いですか。これは、未来の世界競争においてはとても重要だと思います。かつてのように、単

に教師の教え込みを通じて、点数だけを高めようという教育は確かに時代に遅れたものだと思

います。児童が主役としての役割を果たしてこそ、児童たちの創造的な精神が育まれると思い

ます。 

             (2008年 11月 12 日 GC教師に対するインタビュー) 

         

以上のように、教師は従来の教育に対して反省し、批判する立場から、児童を主役とする役

割転換を意図的に進めていることが読み取れる。 

さて、表 4-10 は「新課程改革の積極的な授業導入型」における教師・児童の役割転換の授

業場面として分類されたフィールド・ノーツをまとめたものである。 

 

表 4-10 教師・児童の役割転換の授業場面 

時間 学級 
規

模 
教師・児童の役割転換 

2008年

11 月 

10 日 

4 年 

1 組 

60

人 

「皆さんの中で鳥巣に行った人はいますか」と続けて聞いた。一

人の男子児童が手を上げた。教師はこの男子児童に対して「鳥巣

について皆さんに紹介してくれませんか」と聞いた。この児童は

「鳥巣は世界の建築の 10奇跡の 1 つといわれるものです。極めて

特徴のある形状です。」と答えた。教師は「これは鳥巣に対する外

見の紹介ですね。誰か具体的なデータを使って紹介してくれませ

んか。例えば、建築面積や収容人数など」ですと児童たちに聞き

ました。2，3 人の児童が「建築面積は 20 万ｍ²くらいです」と答

えた。教師は「そうです」と評価しながら、上記の表の「鳥巣」

の行に、建築面積の列のところに 20万ｍ²を書き込んだ。「では、

最大収容人数は？」とまた聞き返した。児童の一人は「10万です」

と答えた。 

2008年

11 月 

11 日 

4 年

4 組 

62

人 

教師は「この式は等分除ですか、それとも包含除ですか」と好さ

んにきいた。好さん「等分除です」と答えた。教師は「他に意見

がありますか」と別の児童たちに聞いた。一人の男子児童は「包

含除です」と答えた。教師は「包含除の意見に皆さんは賛成しま

すか」と児童たちに聞いた。児童たちのほとんどは「賛成しませ

ん」。教師は「好さんは賛成しますか」。好さん「賛成しません」。

教師「なぜですか、皆さんに説明してください」。好さん「154 フ

ラワーポットは平均 22に分けられます。それはお花の種類の数で

す。だから、等分除です」と答えた。 

2008年

11 月 

12 日 

5 年

2 組 

48

人 

「黒板の答えは正しいですか」と児童たちに聞いた。「正しいです」

と児童たちは答えた。「その通りですね。方程式を解くときに、何

に注意すべきですか」とまた児童たちに聞いた。児童たちは「イ

コールの記号を正しく書くことです。」と答えた。また、「何を注

意すべきですか」と教師は重ねて聞いた。「解を求めてから両辺が

イコールであるかどうかを検算することです」と一人の児童は答
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えた。「その通りですね。」と教師は言った。そして教師は「それ

では、問題①の x＝11 はどういう意味なのかを説明してくれませ

んか」と児童たちに聞いたが、教師は児童の説明を受けることな

く、直接「x＝11 は x＋5 と解くというのは正しいですか」と児童

たちに聞いた。一人の児童は「正しくないです。x＝11 は x＋5＝

16 の解といえます」と答えた。教師は「その通りです」と認めた。

教師はまた次の問題を黒板に書いた。「12÷x＝3 の場合、x＝3と x

＝4のどちらが正しいですか」と児童たちに聞いた。 

2008年 

11 月 

13 日 

5 年

4 組 

58

人 

この女子児童は「これは台形です」と紙を皆に見せながら説明し

た。教師「これはどのよう台形ですか」とこの女子児童に聞いた。

この児童は「不規則な台形です」と答えた。教師は続けて「2つの

同じ大きさの台形はどのような図形になりますか」と続けて聞い

た。 

2008年 

11 月 

18 日 

6 年 

3 組 

63

人 

「これはわれわれが前に習ったどのようなタイプの問題でしたで

しょうか、誰かこの式を説明してくれませんか」。教師は一人の男

子児童を指名した。この男子児童は「これは、1 つの数がもう 1

つの数に対するパーセントを求める問題です。第 1 の質問にては、

女子児童は男子児童の何パーセントに相当するかを求めます。そ

れは 23÷25 です。それに 100％をかけます。次に、女子児童が

児童全員の何パーセントに相当するかは、まず、全員の人数を計

算します。それは 23＋25 です。それから 23÷(23＋25)を計算

します。最後に前と同じように 100％をかけます」と答えた。 

 

表 4-10 は教師と児童との役割が転換した場面である。下線の部分は教師と児童の会話であ

る。このような会話を通じて、教師は問題を与えるが、直接答えを児童たちに教えることはし

ない。そこでは、答えを見出すプロセスを子どもたちに求めていることが分かる。これは、『基

礎教育課程改革綱要』によって指摘された「習得結果というより、習得のプロセスを重視する」

という理念を反映している(教育部 2001,p.6)。実は、役割転換は「授業スタイルの転換」の

ところに、あるグループ研究のところよりも顕著に見られると思われる。次に、「授業スタイ

ルの転換」の授業場面を取り上げながら、再び「教師･子どもの役割転換」の説明を行いたい。 

なお、教師と児童の役割転換以外に、授業スタイルの変換も見られる。それは、特にグルー

プ学習と IT 手段の活用のところで見られる。例えば、本節の最初に取り上げた授業場面にお

いては、教師は IT 手段を使って、討論テーマを示した。次いで、グループ学習を児童に求め

た。 

先述したように、IT手段や具体物を使う授業は G 校で用いられている。しかし、1 つ指摘す

る必要があるのは、G 校ではすべてのクラスで IT 手段を使うのではないことである。先に、

取り上げた 4 年 2 組の授業はメディア教室で行なわれたため、IT 手段が使えた。しかし、他

に観察した授業はすべて普通の教室で行なわれたため、IT 手段は一切使われていなかった。

なお、素質教育において IT 手段を使う目的は、感覚を刺激することを通じて、児童たちに授

業の内容に対してより興味を持たせ、理解させるためである。そのため、G 校の教師は IT 手

段の代わりに具体物や絵などを使っている。それは、ある意味では、児童の興味を引き出すこ

とやよりよく理解させることにおいては、IT 手段と同じような意図で用いられている。さら

に、グループ活動を通じて、児童たちが自ら問題の答えを見つけ出すことが一部の教師にとっ

ては好ましいものとして受け止められている。例えば、先の 4年 2 組の授業場面で教師は児童
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たちにグループの討論を求めている。児童たちはグループ討論を通じて、求めた結果を報告の

形で全員に説明していた。実は、このグループによる探求は前に算数基準を紹介した 3つの授

業方式の 1 つに相当する。ここでは単に授業スタイルの転換ではなく、教師･児童の役割転換

が顕著に見られる。なぜなら、表 4-10 に取り上げた教師・児童の役割転換の場面においては、

教師と児童との会話を通じて、教師は起案者、応援者という役割になり、児童が主役になって

いることを意味する。グループ活動は児童が主役という役割をさらに強化していることがうか

がえる。それは、児童たちはグループの議論などを通じて、自ら答えを求めるようになること

が教師に期待されているからである。言い換えれば、児童たちはグループ活動を通じて、問題

の答えを見つけるのである。このことは、児童たちの主役としての役割をよりよく表している

と考えられる。以下の表 4-11 は授業スタイルの転換を示す表であるが、授業場面では同時に

「教師・児童の役割転換」が見られる点に注意する必要があろう。 

 

表 4-11 授業スタイルの転換の場面 

時間 学級 規模 授業スタイルの転換 

2008年 

11 月 

10 日 

4 年 

1 組 
60 人 

1.中国の国土の面積を児童たちに聞くために教師は中国の地

図を黒板に貼り付けた。2．教師はさらに児童たちに「10万人

と 20 万ｍ²は我が学校との関連では、どのように表現されるか

を考えてください。グループごとに討論してください」児童た

ちは討論を始めた。児童たちは四人でグループを編成してい

る。その構成は左右・前後の四人からなっている。1分ぐらい

後に教師は「皆さんは討論結果について手を上げて報告してく

ださい」と言いました。子どもたちのほとんどは手を上げず、

2、3 人の児童だけが手を上げた。教師はこの状況を見て「手

を上げた人がとても少ないですね」といった。そして、教師は

一人の手を上げた児童を指名して答えを求めた。この児童は

「我が校には 1500 人がいますので、概算の場合は、10 万人は

我が学校の人数の６倍だと思います」と答えた。教師は「そう

です」と認めてから「20万ｍ²の場合は？」と先ほど手を上げ

たもう一人の児童に聞いた。この児童は「我が学校の建築面積

は 1万ｍ²のため、20万ｍ²は我が学校の 20倍です」と答えた。

教師は「皆さんは同じ答えが得られましたか」と児童たちに聞

いたが、答える児童はとても少なかった。教師はそのまま次の

授業内容に入った。 

2008年 

11 月 

11 日 

4 年 

4 組 
62 人 

1．教師は「皆さんはガーデンに行ったことがありますか」と

児童たちに聞いた。児童たちは「あります」。教師は「ガーデ

ンにはどのようなお花がありますか」と続けて聞いた。児童た

ちは席に座ったまま、ばらばらに発言した。「牡丹」、「薔薇」

などでした。教師は児童たちの答えを聞きながら、一つのガー

デンの絵を子どもたちに示した。2．教師「どのように計算し

ますか、皆さんはグループ討論してください。まず、概算で大

体花ごとに何個あるのかを考えてください」と児童たちに求め

た。私の隣のグループの一人の児童は「まず、22 種類を 20 と

見なしますよね」とグループのほかのメンバーに聞いた。他の
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3 人の児童は「そうです。」と答えた。「そういえば、154÷20

は大体 7 です」とこの児童は繰り返した。他の児童は「そうで

すね」と答えた。2分ぐらいして教師は児童に討論結果を報告

するようにいった。教師は一人の女子児童を指名した。「あな

たのグループはどのように考えましたか」と聞いた。この児童

は「我がグループは、22×10＝220とまず考えました。そして、

22×5＝110 なので、この答えは 5 よりちょっと大きな数字で

す。だから、6から 10 までです」。教師「そうですか、では、

他のグループはどう考えましたか」と他のグループにも聞きま

した。 

2008年 

11 月 

13 日 

5 年 

4 組 
58 人 

1．それでは、皆さんの机の上に一つの袋があります。中には

異なる図形の紙があります。2．皆さんはグループ討議を通じ

て、どのような図形に組み合わせることができるかを試してみ

てください。また、組み合わせした図形の面積をどの様に求め

るかを考えてください」と児童たちにいいました。児童たちは

教師の話を聞いてから、袋の中の紙を取り出して作業を始め

た。教師は児童の中に入って、机間巡視をした。一つのグルー

プの隣にて足が止まり、個別指導を行っていた。私の近くの四

人のグループは二つの三角形を用いて平行四辺形を作り出し

た。そして、一人の児童は平行四辺形の公式を説明し出した。

それは「底辺かける高さ」であるといった。 

2008年 

11 月 

18 日 

6 年 

3 組 
63 人 

教師「日常の生活では、どこで百分率が使えますか？隣あるい

は後ろの児童と汲んで考えてください」と言った。このような

指示に従って、前の児童は後ろに向いて議論を始めた。教師に

は児童たちの説明する声が聞こえ始めた。教師は机間巡視しな

がら「例えば、出勤率や発芽率などがありますね」と児童たち

の考えを導きだそうとしているようすが見られた。2分ぐらい

で教師はグループ活動をやめさせ、答えを児童たちに聞いた。

児童は「宝くじを当てる率は５％」という例を挙げた。そして

教師は「宝くじが当たる確率はそんなに高くないですよ、他に

何かの例はありませんか」。教師は「発芽率とはどういうこと

ですか」と児童に聞いた。教師は 5，6 人の児童たちに「発芽

の数と種の数との割合を発芽率と言います」と説明した。そし

て教師は他の例について続けて事例を求めた。 

 

表 4-11 のように教師はグループ活動という授業スタイルを用いており、また、児童たちに

より感覚的な刺激を与えるために、時には、具体物や絵などを使うことが見受けられた。しか

し、この表の 6年 3組の授業では、教師はグループ活動という授業方式を使ったが、具体物な

どは使われなかった。この場合は前述したように、この授業は普通の教室で行なわれるため、

IT 手段を使う設備が揃えてなかったいということが原因とも考えられる。これについては後

半の考察にて詳しく述べたい。 

表 4-11 によって表示されたように、G 校授業スタイルの変換は主にグループ活動を通して

実現されている。しかし、ここでさらに説明を加えたいことがある。それは、グループ討論の

時間の問題である。グループ討論は、1、2 分の短い時間で実施されているため、全員の児童
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が発言することができない。実は、教室の中では、少数の児童しかグループ討論の中で発言で

きていなかった。グループ討論というより、グループの代表者の「独演」のようなものである。

したがって、グループ討論は児童の考える力、児童のコミュニケーション能力、児童たちの言

語能力の向上にむけた目標を達成するのは難しいように見えるが、教師には「新課程改革」の

実施のひとつの重要な要素として、活用しようという意図がうかがえ、形として導入されてい

るように見える。 

以上の授業場面は「教師・子どもの関係の転換」と「授業スタイル」の転換に関係する。 

前述したように「顕在的な授業構成」には「教師権威の緩和」という要項がある。これらは、

主に、教師の言葉の使い方や褒め方の中でみられる。例えば、前述した４年 2組の事例に再度

触れよう。教師は質問するときには「どうしたらいいですか」とやわらかい口調で児童たちに

聞く場面がある。加えて、教師は「よく出来ました」というような褒める言葉をよく児童に使

う。表 4-12 は「教師の権威の緩和」を表す授業場面に分類したフィールド・ノーツからの抜

粋である。 

 

表 4-12 教師の権威を緩和する授業場面 

時間 学級 規模 教師権威の緩和(授業の場面の一部分) 

2008年 

11 月 

10 日 

4 年 

1 組 
60 人 

・ 教師は優しい口調で「皆さんは北京の鳥巣に行ったことが

ありますか」 

・ 「この問題についてどうしたらよいでしょうかね」 

・ 「よく出来ました」、「皆さんは好さんに拍手してくださ

い」 

ここに紙で折った花があります。好さんは好く出来ましたの

で、1 つをあげます。 

2008年 

11 月 

11 日 

4 年 

4 組 
62 人 

・「ガーデンにはたくさんの美しい花がありますよね。皆さん

は何種類の花があると思いますか」 

・「誰かウさんを助けてあげませんか」 

・「素晴らしいですね」 

・「拍手しましょう」 

2008年 

11 月 

13 日 

5 年 

4 組 
58 人 

教師は遅刻した一人の児童に「早く自分の席に着いてください

ね」 

・「自分で訂正することが出来ますか。助けが必要でしょうか」 

・「とても詳しく説明してくれてありがとうございます」 

・「よく出来ました。拍手しましょう」 

2008年 

11 月 

18 日 

6 年 

3 組 
63 人 

教師は机間巡視をしながら「机間巡視の間に間違った答えをだ

している児童がいましたよ。皆さんは自ら見直してください

ね」と優しく言いました。 

・「李さんの答えはちょっと不十分だと思います。他の答えを

見つけてくれませんか」 

・「李さんはやっと出来ました。素晴らしいです。皆さんは何

をしたらいいでしょうか」と教師は聞きながら拍手しようとす

る素振りを見せた。児童たちは教師のペースに合わせて拍手し

た。 
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表 4-12 のように、教師は子どもたちの気持ちを考慮していることがうかがえる。つまり、

教師は褒める言葉や褒める手段を通じて、児童の学ぶ意欲を高めようとする意図がうかがえる。

また、質問をするときにも、児童たちと相談しながら進めていることが聞き取れる。これは、

教師が児童を尊重するという新しい課程改革の理念と一致している。これは、教師と児童との

関係の転換の一面であると言えよう。 

本節では「顕在的な授業構成」についての授業場面を取り上げながら、G校での「新教育改

革の積極的な授業導入型」における素質教育授業の実践を描きだした。 

G 校では上海市の S 校と同様、「算数授業」における素質教育の授業実践は「教師・児童の

役割転換」、「授業スタイルの変化」、「教師権威の緩和」という「顕在的な授業構成」によって

表わされていた。しかし、ここで留意すべき点は、S 校と異なり、「顕在的な授業構成」にて

取り上げられた授業場面は筆者が観察したすべての教室には適用できないことである。換言す

れば、「顕在的な授業構成」に示されたあり方は G 校では一部分の教室にしか適用できない。

そのため、新しい課程改革理念を推進する過程では、G 校は S校と異なり、授業にて、教師た

ちには「素質教育」理念に沿って「均質化」というよりは「分断化」が見られる。この点の考

察については後述したい。 

次の節は「潜在的な授業構成」に目を転じよう。 

 

3.2.2.「潜在的な授業構成」 

G 校においての「潜在的な授業構成」には結論から先に言えば、S 校の「顕在的な授業構成」

のように、「効率の追求」、「教科知識の再強化」、「教師権威の再構築」という 3 つの側面が見

られた。以下は具体的な授業場面を取り上げながら、見てみよう。 

 

(1)効率の追求 

「効率の追求」は G 校のすべての授業の中にたびたび見られた。例えば、授業においては、

教師はよく「速く」あるいは「誰が一番速い」というスピードを重視する言葉を使う。さらに、

教師は質問の答えを求める際に、「できる児童」に質問することがたびたび見られた。それは、

おそらく、授業時間を無駄にしないようにするためであろう。G校では授業ペースを速くしよ

うとする場面が多かった。特に練習問題をするときに、教師は児童たちにスピードを求めてい

た。顕著なのは、グループ活動の時間についてである。前述したように、児童たちのグループ

活動時間はとても短く、大体 2分ぐらいで済まさせている。このような「効率性の追求」に分

類されたフィールド・ノーツの授業場面を 4-13の表にまとめた。 

 

表 4-13 効率を追求する授業場面 

時間 学級 規模 効率を追求する授業場面 

2008年 

11 月 

10 日 

4年 2

組 

60

人 

・練習問題を速く解いてください。それが早く終われば授業も早

く終わります。 

・皆さんは教科書を急いで開いてください。 

・1分ぐらい後に教師は「皆さんは手を上げて検討の結果を報告し

てください」と言いました。 

2008年 

11 月 

11 日 

4年 4

組 

62

人 

･この問題についてグループ討論をしてください」と教師は児童た

ちに指示した。 

児童たちは討論をはじめた。2分ぐらい後に教師は児童たちに「討
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論の結果はでたでしょうか。グループ報告をお願いします」とい

った 

･「皆さんの中で誰が最も速く出来るかを見てみましょう」 

・「すぐに練習ノートを取り出してください。議論をしないでくだ

さい。誰ができないかも見てみますよ。急いでください」と指示

した。 

・「速く答えを出してください」といってから、児童の全員に「誰

が一番遅いかを見ていますよ」 

2008年 

11 月 

12 日 

5年 2

組 

48

人 

・「出来上がったら席に正しく座ってください。スピードには力を

入れてください」 

・教師は一人の男子児童を指名して「できましたか」と聞いた。

この男子児童は「未知数がないですから」と素早く答えた。「その

通りですね」と教師は答えた。次いで、「問題 2は方程式ですか」

と児童たちに聞いた。 

2008年 

11 月 

13 日 

5 年 

4 組 

58

人 

・2.3 分たってから、教師は児童たちに、「グループ発表の時間で

す。グループ長は報告してください、メンバーは補足してくださ

い」。 

・「女子組が早いようですね。男子組はペースを上げないといけま

せんよ」といった。 

・大体 30秒ぐらいしたところで教師は「では、まず女子組の報告

を聞きましょう」と全員に言った。 

2008年 

11 月 

14 日 

6年 1

組 

62

人 

・早速説明してください。 

・(答える児童がいないため、教師は一人の児童を三度も指名した) 

2008年 

11 月 

17 日 

6 年 

2 組 

70

人 

・「そうです、皆さんは公式を表示できますか。練習ノーツを開い

てください。公式を使って計算してください」 

・児童たちは素早く練習ノーツを開いて、問題の答えを求める作

業に入った。 

教師「そうですね。生活の中では、色々なところで百分率を使い

ますね。では、皆さんは 2 から 3 の間の百分率に該当するケース

を書き出してください。また、お互いに答えを照らしあせてくだ

さい。正しいかどうかを見てください」 

このような作業は 5分ぐらい続けられた。 

2008年

11 月

18 日 

6 年 

3 組 

63

人 

・それでは、皆さんは素早く練習ノーツを出してください、そし

て結果を計算してください」 

・「速く計算してください」 

・「速く計算してくださいね」 

・「速く、速く計算してください」 

・「他の人も自分の練習ノートにて速く計算してください」 

・2分ぐらい経ったところで教師はグループ活動をやめさせた 

 

表 4-13に表記したように、G校の授業においては、S校と同じく「効率性」を追求している

ことがうかがえる。しかしながら、G 校は S校と異なる点がある。それは、S 校のグループ研

究の時間は G 校同様、それほど長くないが、G校より「成熟」した側面がある。例えば、S 校



201 

 

のグループの議論の場合は、時間的にそれほど長い(5分以内)とはいえないが、児童同士は質

問内容について議論することが見られたのに対して、G校の方は活動の時間(2～3分)がより短

かったことから、児童同士はお互いに質問の答えをチェックし合う様子がうかがえた。 

 

(2)教科知識の再強化 

G 校において、教科知識の再強化という授業場面は随所に見られた。また、ここで指摘しな

ければならないことは、新しい課程改革の理念に基づく教授法でも最終的に教科知識の再強化

に役立つことである。だが、これは新しい課程改革の理念と矛盾すると考えられる。なぜなら、

例えば、藩(2004)が指摘したように、新しい課程改革を行うべき「算数」授業は従来の習得の

結果よりは、習得のプロセスを重視することにあるからである。しかし、G 校の授業では、子

どもたちに習得のプロセスを求めながら、教科知識の習得を最終の目的としていると思われる。

例えば、4年 1組の授業場面を見てみよう。 

 

教師は続けて新しい問題を出した。それは「わが校の建築面積は大体 10000ｍ²であり、そ

こには 24の教室があります。1 つの教室の建築面積はどのぐらいですか」というものである。

また、「概算でかまわないです」と教師は言い加えた。 

一人の児童は「500ｍ²です」と答えた。 

そして教師は「どのようにして 500ｍ²を求めたのかを説明してくれませんか」と児童たちに

聞いた。それに続き「できる人は手を上げてください」とつけ加えた。 

しかし、児童たちに積極的な対応が見られないため、教師は前の二列に座っている一人の男子

児童を指名した。 

この児童は「私はまず 24個の教室を 20個と想定しました。そして 20 を 2とみなし、10000

は 1000と見なし。最後は 1000割る 2は 500となりました」と答えた。 

                   (フィールド・ノーツ 2008年 11月 10日 4年生) 

 

このように、4 年 1組の授業場面を見ると、教師は子どもに計算のプロセスを求めているよ

うに見える。しかし、その中身を見てみると、児童たちは自らが答えを引き出した過程ではな

く、問題の結果を得る計算のプロセスを紹介するだけに留まっている。さらに言えば、このプ

ロセスで求められるものは児童たちの考える力を育成するというよりは、児童たちに計算結果

を正しく得られるようにするものと考えられる。また、このようなパターンは異例ではなく、

観察した授業を見る限り、教師の中に共通して見られる。これについて、表 4-14にまとめた。 

 

表 4-14 教科知識の再強化という授業場面 

時間 学級 規模 教科知識の再強化の授業場面 

2008年

11 月 

10 日 

4 年

2 組 
60 人 

そして、教師は黒板に答えを書いた児童に「張さんは書いたもの

を皆さんに説明してください」と指示した。 

この児童は 「300÷60＝5、5＋10＝15、15×60＝900ｍ」と説明し

た。これは正しいですか、と教師は子どもたちに聞いた。 

「正しいです」と児童は答えた。 

2008年 

11 月 

11 日 

4 年

4 組 
62 人 

教師は子どもが計算している間に、以下の式を黒板に書いた。 

 7  

  22）154 

    154  
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     0 

教師は書き終わってから、子どもたちに、「ほとんどの皆さんはで

きたと思いますが、先生は答えを知りたいのと同時に、その計算

理方法も知りたいのですが」といいながら、手を上げて、子ども

たちに手を上げるように示唆した。10 人ぐらいの子どもが手を上

げた。教師はさきほどの張さんを再度指名して、「張さん、説明し

てください」と言った。張さんは「私は四捨五入の方法を用いま

した。まず 22は 20と見なし、154は 150と見なしました。そして

二桁の数を三桁の数で割るときに」といった途端、教師は「言い

方が間違っています。三桁の数を二桁の数で割るとき」と訂正し

た。張さんは答えを続けた。「三桁の数を二桁の数で割るときに、

私は 7 を使って、商を求めます。よって 7 を算式に入れて計算し

ました」。教師は「そうです。では、誰かに答えをもう一度説明し

てもらいましょう。まだこれまで発言しない人は誰ですか」と児

童たちに聴いた。教師は一人の男子子どもを指名した。 

2008年 

11 月 

12 日 

5 年

2 組 
48 人 

問題①について、男子子どもは「2x＋3×5＝65では、まず 2x＋15

＝65 を求め、次いで 2x＝65－15＝50 を計算します。よって、x＝

25 です」と答えた。教師はこの答えに満足できないように見えた。

「問題を説明するときには、正しさがとても大事ですよ。重要な

のは 2x を 1 つの整体と見なすことでしょう」。そして、女子子ど

もに問題を解くプロセスの説明を求めた。この女子子どもは「(3

＋x)×6＝30 という問題については、私はまず、3＋x を 1 つの整

体と見なしました。そのため、(3＋x)×6÷6＝30÷6、すなわち 3

＋x＝5。そして、3＋x－3＝5－3 であるので、x＝2 です」と指で

黒板の答えを指しながら説明をした。 

2008年 

11 月 

13 日 

5 年 

4 組 
58 人 

教師は続けて練習問題を子どもたちに示した。「皆さんは次の問題

を解いてください」といってから、「上底は 36cm、下底 120cm、高

さが 135cm の台形があります。この台形の面積をどのように計算

しますか」と説明を続けた。 

子どもたちは問題練習をはじめた。教師は机間巡視を行っていた。

「出来た人は手を挙げてください」と子どもたちに言った。1分ぐ

らいしたところで、前の問題を答えた女子子どもは解答が得られ

たようで、手を上げた。教師は再びこの女子子どもを指名して前

に来て問題を説明するように言った。 

この女の子は黒板に自分の答えを書いた。 

S＝(a＋b)h÷2 

＝(36＋120)×135÷2 

＝10530(cm²) 

書き終わってから、説明を加えた。「台形の面積を求める公式は(上

底＋下底)×高さ÷2ですので、36プラス 120かける 135 わる 2 イ

コール 10530平方センチメートルです」と説明した。 

2008年 

11 月 

14 日 

6 年

1 組 
62 人 

(一人の男子子どもは黒板に問題を書いている) 

       1.6                      0.166 
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12√2                    12√2 

(14-12) ÷12×100% 

  =2 ÷12×100% 

    =0.167×100% 

教師：答えも書きなさい。これでできたと思います。 

秋さんあなたが先生に代わってこの問題をチェックしてください

(教師は手で黒板の答えを指しながら)(14－12)とは実際に植林計

画より多く植林した数値です。12 で割ると計画植林に対する過剰

植林の比が得られます。100％をかけると百分率になります。 

2008年 

11 月 

17 日 

6 年 

2 組 
70 人 

教師は手で黒板を指しながら、「上述した質問から何が分かりまし

たか。この問題に答えられますか。どのように計算しますか」と

聞いた。第 2 列の一人の男子子どもは手を上げて問題に答えよう

とした。教師はその男子子どもを指名して答えを求めた。男子子

どもは、「120 人は 160 人に対して 4 分の 3 になります。だから、

75％となります」と答えた。 

2008年 

11 月 

18 日 

6 年 

3 組 
63 人 

この男子子どもは「これは、1つの数がもう 1 つの数の何パーセン

トに相当するかを求める問題です。第 1 の質問に関しては、女子

子ども数が男子子ども数の何パーセントになるかを求めます。そ

れは 23÷25 です。それに 100％をかけます。次いで、女子子ど

も数は子ども全員に対して何パーセントになるかを求めるには、

まず、全員の人数を計算します。それは 23＋25 です。それから 

23÷(23＋25)を計算します。最後、前と同じように 100％をかけま

す」。 

 

表 4-14 のように、教師たちは児童の問題解決のプロセスを重視するより、いかに計算の結

果に到達するか、という計算のプロセスを重視する。そのため、ここでの計算の「プロセス」

を重視している授業方法は、考える力を育てるものではないと思われる。その代わりに、教科

知識を習得することには役立っていると考えられる。それ故、この場合、形式として新しい課

程改革の理念を反映させようとした授業スタイルは、教科知識を再強化するという役割を果た

しているのではないかと考えられる。 

 次に、「潜在的な授業構成」における「教師権威の再構築」という側面に移りたい。 

 

(3)教師権威の再構築 

先に、「素質教育」の理念をはじめ、新しい課程改革や「数学課程標準」では、教師の権威

の緩和が求められていると述べた。また、「顕在的な授業構成」については、「教師権威の緩和」

が起きる授業場面を取り上げた。しかし、実際の授業場面においては、教師権威が緩和してい

る様子がうかがえるとはいえ、「教師権威」は依然として存在している。ただし、これらは、

従来の「教師権威」のあり方とは異なって、「緩和」しながらも、「権威」は維持するという「教

師権威の再構築」の側面が見られた。また、こうした「教師権威の再構築」は「潜在的な授業

構成」の範疇に含められるものである。 
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「教師権威の再構築」は、一般的には教室の秩序を維持するときに教師によって用いられ

る。特に、この問題は前述した「効率性を追求する」ことにつながると考えられる。教師にと

っても「効率性を追求する」ためには、教室内の秩序の維持がその前提条件であろう。そのた

め、授業中に教室の秩序を乱す児童に対しては、教師はとても厳しく対応していた。例えば 

2008 年 11 月 18 日の 6 年 3 組の授業の中で教師がひとりの私語をしている児童に対応する授

業場面では、教師は「李さんはなんで練習問題をしてないですか」とこの児童に聞いた。この

児童は「練習ノートが見つかりませんでした」と答えると、教師は「それはあなたの私語と関

係がありますか。ぐずぐずしていないでさっさと見つけてください」と指示した。しかし、こ

の児童は何も対応しようとせず、そして、数秒たってから、この児童はまた私語をはじめた。

教師はこの状況を見て、厳しい口調で「あなたのような行為はよくないですよ。他のクラスメ

ートに邪魔ですよ。授業が終わってから私の事務室に来てください」と言った。このように、

教師は教室の秩序を乱す児童あるいは授業にわるい影響を与える児童に対しては、教員室に呼

び出しになることなど、とても厳しい態度を取っていた。例えば、筆者が調査中に、教員室に

て次のような場面とであった。 

 

教師は保護者(父)に「ゲーム機を子どもに買ってあげることについて、親としてはどう思

いますか。自律性が高い子どもであれば、いいのですけれども、お宅のお子さんは 

自律性が全然ないですよ。問題は、自分で勉強しないだけならいいですが、他のクラスメート

を誘って一緒に授業中に遊ぶなんてことはあってはなりません」と怒った口調でいった。 

保護者は「本当にすみませんでした。今夜はゲーム機を没収します。これからはこうしたこと

がないように必ず対応しますから」 

(フィールド・ノーツ 2008 年 11月 14 日) 

  

このように、教室の秩序に悪影響を与える行為に対しては、容赦しないことがうかがわれた  

また、このような対応は G校の教師の間では共通しているように見える。表 4-15 は他の教

師が「権威を再構築する」場面に分類したノーツからの抜粋である。 

 

表 4-15 教師権威を再構築する授業場面 

時間 学級 規模 教科知識の再強化の授業場面 

2008年

11 月 

10 日 

4 年 

2 組 
60 人 

3 人の子どもを 2 つの椅子を座らせたこともある。それにしても

子どもの人数が多いため、メディアの教室の後ろに立ったままで

席がない 3 人の子どもに「教室に戻って椅子を持ってきてくださ

い」と指示した。この 3 人のうちの一人は「教室ですか、遠いで

すよ」と言い返した。教師は「そうですね。しかしぐずぐずしな

いで急いで椅子を取ってきてください」と強く言った。この 3 人

の子どもはメディア教室を出て、椅子を取りに行った。 

2008年

11 月 

11 日 

4 年 

4 組 
62 人 

この時、私(筆者)の隣の一人の女子子どもは「ゴムの輪を弄んで

いた」。教師はこの子どもに厳しい口調で「授業に集中してくださ

い」といいながら、この子どもに問題に答えるよう指示した。「あ

なたは李さんの説明をもう一度説明してください」といった。 

2008年

11 月 

12 日 

5 年 

2 組 
48 人 

黒板に問題を書いた子どもは書き終わると、走って席に戻ってき

た。教師は不満そうな顔をして「授業中は走ってはいけませんよ。

もう一度黒板から席に戻ってください」とこの子どもに言った。
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子どもは再び黒板の前に行き、歩いて席に戻った。 

2008年

11 月 

13 日 

5 年 

4 組 
58 人 

授業に上の空の子どもがいますよ。このような人は直ちに授業に

集中してください。授業中は、授業を妨げる行為をしないでくだ

さい。 

2008年

11 月 

14 日 

6 年 

1 組 
62 人 

授業討論の時に、二人の子どもは何かに対して揉め合っているよ

うである。教師は二人の子どもの前に行って、厳しい口調で「あ

なたたちは何をしていますか」と聞いた。一人の子は「これが私

のものです」といって、1つのギャラクターを指した。 

教師は「誰が正しいかどうかについては興味がありません。早速

討論に入ってください。すべては授業が終わってから解決しまし

ょう」と二人の子どもに言った。 

2008年

11 月 

17 日 

6 年 

2 組 
70 人 

教師は机間巡視するときに、一人の子どものそばに足を止めた。

そして、この子どもに「今の話は討論の内容と関係がありますか

と繰り返し詰問した。授業中には、授業と関係がない話をやめて

ください」といった。 

 

表 4-15 で示したように、特に下線のところでは教師は授業の秩序を乱すような児童に対し

ては厳しく対応していることが見られる。特に、言葉の使い方がとても厳しいことが見てとれ

る。要するに、授業を進めることが重要視され、表で示したように、「授業と関係ない話はや

めて」、「授業が終わってから」などのような授業を最優先する意図が分かる。こうしたことは、

S 校に比べると顕著であった。 

このように、G校は S校のように「潜在的な授業構成」における「効率性の追求」、「教科知

識の重視」、「教師権威の再構築」を通じて、応試教育を重視している様子が見られた。さらに、

留意すべき点は、教師にとって応試教育を最優先する環境が依然として存在していることであ

る。この点については、以下のインタビューから明らかにしたい。 

 

政府がいくら素質教育の実施を呼びかけても、応試教育が存在していることを否定できな

いと思います。われわれ教師はもちろん素質教育のような楽しい授業をやりたいと思いますが、

現実には素質教育を行う環境がないですよ。社会の大きな環境はこういうことですよ。子ども

の成績が良くなければ、保護者をはじめ、学校の管理者、上級の行政者から怒られますよ。だ

から、授業では、教科書の知識を子どもに習得させなければならないのです 

                  (2008年 11月 12日 GD教師に対するインタビュー) 

 

素質教育の理念に対して私は反感を持ちません。それには現在の応試教育を変えなければな

らないと思います。応試教育は子どもの成長に対して確かに良くないと思います。しかし、社

会は教師を評価する場合には依然として点数でしょう。例えば、ちょっと自己中心な話ですが、

昇進のためには点数をあげなければならないのです。だから、応試教育を着実に行わなければ

ならないと思います。教科書とその地域の関係がやはり重要だと思います。 

                  (2008年 11月 12 日 GC 教師に対するインタビュー) 

 

私は素質教育と応試教育は両方が重要だと思います。本当は素質教育だけを行ったほうが良

いとは思います(笑)。ただし、現実は現実ですから。われわれ教師は仕方がないと思います。

素質教育と応試教育は同時にやりたいと思います。大変だとは思いますが、やれるところまで
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はやります。なお、正直に言えば、応試教育は依然として最も重要だと思います。 

                  (2008年 11月 12 日 GA 教師に対するインタビュー) 

 

実は、中国では教師はかわいそうだと思います。何でもかんでも教師に押し付けるからです。

応試教育が良くないことは分りますよ。しかし、素質教育の実施に関しては、評価制度が変わ

らないと、われわれのような小学校ではどうしようもないでしょう。みんな点数によって評価

されますから。事実、算数授業を楽しく終わらせても、子どもが何もできなかったら、保護者

はすぐに責めてきますよ。応試教育は良くないですが、やらなければならないものと思います。 

                 (2008年 11月 12 日 GB の教師に対するインタビュー) 

 

以上は G 校の 4 人の算数教師に対するインタビューから抜粋したものである。4 人の教師

は中国での政府方針に沿って、「素質教育」理念を肯定し、応試教育に対して一応は否定的な

スタンスは見せたのである。例えば、「応試教育を変えなければならない」、「応試教育は良く

ない」などを言ってはいるにもかかわらず、下線で示したように保護者のプレッシャーや評価

制度が要因で応試教育を重視する現実に対応しなければならないという無力感がうかがえる。

そのため、前述の「顕在的な授業構成」の分析で示したように、応試験教育的な要素が存在し

ていることは、ある意味では必然的な帰結と言える。また、応試教育は最も重要という発言の

ように、教師が応試教育を重視していることも読み取れる。言い換えれば、理念としての「素

質教育」を意識しながらも、現実の授業では応試教育の強力な存在が認められているのである。

また、こうした応試教育の重視は前述のように、「新課程の消極的な授業型」の授業において

顕著に見られたのである。 

これまで検討してきた授業は「新課程の積極的な授業型」である。これに対して、「新課程

の消極的な授業型」も存在する。本研究は素質教育の志向を捉えることが主な目的であるため、

応試教育に基づいた授業を重点として描こうとしているわけではない。しかし、ここでは簡単

に本研究と関係する範囲で「新課程の消極的な授業型」の特徴を紹介したい。 

第 1 に、筆者が G 校の観察を通して分類した「新課程の消極的な授業型」の授業は新しい

課程改革によって推奨される授業スタイルの変換については対応していないように見える。例

えば、前述したように、「新課程の積極的な授業型」では、授業が始まった時に「情景創設」

という授業スタイルを使うことが一般的であるが、「新課程の消極的な授業型」では「情景創

設」というより、口算や練習問題で授業が始まることが見受けられた。以下はその一例である。 

 

教師：この百分率はどういう意味ですか(教師は言いながら、前の列に座っている男子子ど

もを指して質問した) 

男子子ども：100の中の 98個が合格という意味です。だから 98％として表示します。 

                   (フィールド・ノーツ 2008年 11月 13日 6年生) 

 

このように、教師 GF は従来の授業のように練習問題によって授業を導いているのである。

また、こうした授業のやり方は他のいくつかの教室にも見られた。これを、表 4-16 にまとめ

た。 
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表 4-16 練習問題の授業導入 

時間 学級 規模 練習問題の授業導入 

2008年

11 月 

10 日 

4 年 

4 組 
60 人 

括弧に入れられる最大値はいくつですか 

30×( )≺ 220 

60×( )≺ 200 

60×( )≺ 306 

40×( )≺ 140 

50×( )≺ 85 

80×( )≺ 314 

2008年

11 月 

11 日 

5 年 

2 組 
62 人 

教師はいいました。「皆さん、黒板に書いた練習問題を読んで

ください。まず、方程式について考えてください」 

黒板に書いた問題は 

①35÷65＝100 

②x－4≻72 

③5x＋32＝47 

2008年

11 月 

12 日 

6 年 

1 組 
61 人 

教師：しっかり取り組んで下さい。積極的に頭を使ってくださ

い。先日われわれは百分率を習いましたので、分子と分母を小

数にどう変換するかはわかっていると思います。誰か答えてく

れませんか(6、7 人ぐらいの子どもが手をあげた。教師は一人

の男子子どもを指名した)教師：時間を節約するために、直接

答えを言って下さい。 

0.63＝63％  7＝700％ 1／4＝25％ 

(練習が終わったところで、教師は教材の中から 1 つの質問を

取りだした) 

 

表 4-16 のように、「新課程の消極的な授業型」における授業導入では、「新課程の積極的な

授業型」のように、児童の日常的な生活と結びつけながら、授業を導くのではなく、応試教育

と直結した練習問題を使うことが一般的であった。これによって、「新課程の消極的な授業型」

は「教科知識」の習得をより重視していることがうかがえよう。 

第 2に、「新課程の消極的な授業型」では、新しい課程改革にて推奨された授業スタイルを

用いることは多くない。例えば、「新課程の積極的な授業型」なら、グループ検討や、発表な

どが頻繁に見られることに対して、「新課程の消極的な授業型」の授業では、このような授業

スタイルを使うことはめったに見られなかったのである。また、こうした状況に対しては、「新

課程の消極的な授業型」を取り入れた教師はそれなりの授業観を持っていることが分かる。筆

者がこのタイプに分類した授業を行っている教師へのインタビューから見出した言説をいか

のように例示する。 

 

新しい課程改革の授業スタイルは悪くないと思いますが、われわれのような学級には相応し

くないと思います。私の学級は 70 人ぐらいですよ。グループ討論などをしても、期待する効

果は得られないと思います。実は、この前、試したことがありますよ。そこでは授業時間を無

駄にするだけだったと思いました。 

                 (2008年 11月 11 日 GB 教師に対するインタビュー) 
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グループ探求や発表の授業スタイルのよさは分かりますが、それは、小さい学級規模には相

応しいでしょう。私のような大規模な学級では無理ですよ。子どもたちの討論内容は全然聞き

取れないですよ。使っても形式だけになると思います。新しい課程改革の理念は良いと思いま

すが、どのような学校、どのような学級にて効果があるかを考えなければならないと思います。 

                 (2008年 11月 13 日 GE 教師に対するインタビュー) 

 

わが国の教育改革はどのように評価すればよいですかね。例えば、新しい授業方法などを推

奨すると、すぐに全土に広がるようになります。しかし、わが国は教育の条件や地域の格差は

大きいでしょう。上海市のような学校に相応しい授業方法はわれわれのような学校に通用する

ことはないでしょう。もし私が担当した学級が小規模であれば、私はもちろん新しい課程改革

によって推奨された授業スタイルを用いるでしょう。われわれは試したことがありますが、結

局無理だと思いましたよ。このような素朴な授業こそ、子どもたちに価値があるものを教える

ことができるとは思います。 

                (2008 年 11月 14日 GH教師に対するインタビュー) 

  

以上のように、「新課程の消極的な授業型」を取り入れた教師たちは、教育の構造的な要因

の視点から、新しい課程改革の理念によって推奨された授業スタイルを使わない理由を述べて

いる。特に、「学級規模」をその最も重要な要因として取り上げているのである。 

第 3 に、これは第 2 の特徴とつながる問題であるが、授業スタイルの変換があまりないた

め、教師と子どもとの役割転換もまた少ないのである。 

以上の特徴により、「新課程の消極的な授業型」には、これまで検討してきた「顕在的な授

業構成」が実際には存在しないと理解することも可能である。ただし、ここで指摘しておきた

いことは「顕在的な授業構成」にある「教師権威の緩和」はうかがえたことである。例えば、

教師は「みんな良くできましたね」とか、「頭がいいですね」というような言葉の使い方に見

られる口調の変化があることは確かである。第 3章にて「顕在的な授業構成」と「潜在的な授

業構成」という 2つの概念を設定する時に触れたように、教師インタビューおよび先行研究に

よると、「教師権威の緩和」は、新しい課程改革の実施に求められる。また、それが教師たち

によって認められている部分でもある。 

本節では、G 校の算数授業での素質教育の実践を中心に見てきた。G校が上海市の S校と最

も違った点としては、S 校での教師には「素質教育」理念に沿って授業の「均質化」という特

徴が見られることに対して、G 校の教師の間には一定の「分断化」が見られたことである。そ

のため、G 校での算数授業は「新課程の積極的な授業型」と「新課程の消極的な授業型」に分

けられた。そして、「新課程の積極的な授業型」では S 校のように、授業の中に「顕在的な授

業構成」と「潜在的な授業構成」とが同時に存在していた。また、双方が干渉し合い、相互作

用するによって、応試教育が機能していることも分かった。一方、「新課程の消極的な授業型」

は従来の応試教育の授業と似ているものであった。 

 

4. 「本校課程」教科における素質教育の実践 

 

第 3節では、G 校における「算数科」での素質教育の実践を見てきたが、そこでは授業の「分

断化」という現象が見られ、「素質教育の積極的な授業型」と「素質教育の消極的な授業型」

とに区別した。「素質教育の積極的な授業型」は上海市の S 校と類似するように見られた。す

なわち、素質教育を行っている授業では、一見して「潜在的な授業構成」を通じて、応試教育

を実践するようになっている。一方、「素質教育の消極的な授業型」では「素質教育」理念に
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沿った場合に反映される「顕在的な授業構成」がはっきり見られず、応試教育を反映する「潜

在的な授業構成」が主導するものとなっている。そのため、「顕在的な授業構成」と「潜在的

な授業構成」との干渉し合うプロセスがほとんど見られなかった。さらに言えば、「素質教育

の消極的な授業型」は従来の応試教育を意図的に強化するものである。したがって、G校の「算

数教育」における素質教育の実践はどちらの型であっても応試教育を重視しているという共通

点があると思われる。 

ここで、上海市の S 校では「算数教育」における素質教育の実践は応試教育の役割を果た

しているとはいえ、「本校課程」における「文博教育」での素質教育の実践にては、「素質教育」

が機能していた点を思い出す必要があろう。同じことが G校で起きている可能性もある。その

ため、本節では、第 2 節の研究結果を踏まえながら、素質教育と方向性が同じである、「本校

課程」にある「国語の世界を歩こう」という教科による素質教育の実践を見てみることにする。 

 

4.1.  G 校の「本校課程」の理念とその育成能力 

G 校においては、国語の「大教育観」を養うことに力を入れている。ここでの「大教育観」

というのは、国語に関する知識の習得だけではなく、種々の能力を育てながら、道徳教育を重

視していくことである191。G 校で「大教育観」を通じて児童に習得させようとする能力には、

学校の「本校課程」に関する資料192によると、4つの側面の能力が含まれている。それは、「書

く能力」、「暗記能力」、「読む能力」、「言語の使用と表現の能力」である。4 つの能力を高めよ

うとする具体的なありかたは以下の通りである。 

第 1に、「書く能力」を高めるためには、子どもに百ページの練習ノートを使わせることで

あり、練習ノートのページを剥がすことはできないものとなっている。また、練習ノートを巻

くこともできず、きれいに書かなければならないことを子どもたちに要求している。そして、

学校は定期的に練習ノートをチェックし、その結果は国語の中間テストや期末テストと連動さ

せている。つまり、練習ノートの質により最高 5 点を国語のテストに加点することが可能であ

る。さらに、学級単位で作文を作るコンクールを行う。 

第 2に、「暗記能力」の育成方法では、各学級で、優れた国語の例文やことわざなどを収集

した上で、ノートの作成を推奨されている。単元ごとに習ってから、収集ノートを子どもに展

示するのである。さらに、各学級は内容面での自らの特徴を明示しなければならない。そのた

め、学級ごとに、それぞれ「弟子規」や「三字経」、また「四字熟語」などの学習が選択され

ている。また、「暗記能力」の達成目標としては、小学校段階においては、古典の詩文 160首

を暗記しなければならない。それに加えて、こうした 160首の詩文は、10首ずつ 1 つの単位

として分けられ、10段階のレベルを設定し、低学年、中学年、高学年はそれぞれ 5 級、10 級、

16 級まで習得しなければならない。一方、子どもの日常の学習意欲を高めるために、学級で

詩文のイベントを行ったり、学校で定期的に古典詩文のテストを行ったりしている。 

第 3に、「読む能力」を高める方法としては、「国語の世界を歩こう」という「本校課程」の

教科書や学校の刊行物を十分に生かすことが目指されている。毎日午後の一時限の授業が始ま

る前に学級では読む時間を 20 分設けている。 

第 4に、「言語能力の使用能力と表現能力」を高める施策としては、「情景式的な習得」とい

う教育モデルを推進している。それは、子どもたちが日常の生活の中で触れながら、考える力

を育てることにある。また、子どもたちの日々の生活の中で素材を見つけて作文することにも

ある。そして、子どもたちの日々の成長を文章に反映させることを子どもたちに求めているの

である。例えば、作文の内容は子どもたちにとっての楽しい事や悩み事などに関わるものであ

                                                        
191 2008年 11月 13日校長に対するインタビューの内容を基に整理したものである。 
192 2008年 11月 13日校長から入手した区レベルの行政会議における発言原稿。 
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る。さらに、子どもたちの表現力を育てるために、自分で書いた文章について物語を語るよう

に教師やクラスメートの前で発表してもらう。 

ここで注意すべきこととしては、上述の 4 つの能力は従来の教育観と変わらないことである。

つまり、国語にとっては「読む、暗記、書く、使用と表現」の能力は従来でも重視されていた

ものである。つまり、「本校課程」における教育の達成目標は、従来の国語の教科の達成目標

と重なるものが多く、国語知識の習得が依然として重視されている。しかし、従来の国語と異

なった点としては上述した能力を育成するためにはそれなりの必要な資料を拡大したことで

ある。つまり、従来の国語における読む能力あるいは書く能力などの育成は主に教科書内容を

ベースとして行なわれたものであったことに対して、G 校は教科書に留まらず、国語とつなが

るようなより広範な資料を求めているのである。例えば、古典的な詩文や子どもたちの日常生

活と関連付けるということはそれに該当する。 

以上の G 校の「本校課程」では、観察した範囲では、新しい課程改革の理念が反映され、先

に触れた「本校課程」の目的において指摘したように、子どもの個性やニーズに応じた題材を

取り上げているのである。にもかかわらず、前述の例において、「本校課程」の理念や目的は

「素質教育」の理念に基づいて作り出されたものとは言えないであろう。なぜなら、「本校課

程」の理念や目標を実現するための教育内容は、従来の機械的な訓練や暗記によるものが多い

からである。これは「本校課程」の「国語の世界を歩こう」が従来の国語の延長線上に位置付

けられているからであろう。また、国語科は、従来、受験教科として位置づけられてきたため、

G 校における「本校課程」の設置は応試教育的学力が求められる社会背景を考慮していること

が推測される。この点について、以下の教頭先生のインタビューからうかがえる。 

 

本校課程の設定に関して教師たちと私は悩んだことがあります。なぜなら、制限条件が多い

ですから、活動をメインとしての課程を作ったら、活動を行う場所探しがとても難しいと思い

ます。特に、われわれのような中小規模の都市では資料収集の制約が北京、上海より確かに多

い。また、校外に行くと、安全問題をはじめ、たくさんの課題に直面しなければならない。し

かし、「国語の世界を歩こう」という「本校課程」を定めると、少なくとも、教科書の問題や

実施場所の問題が解決されるようになる。これは、子どもたちにとってもよいことだと思いま

す。現在の子どもたちは国語の基礎がそれほど出来ているとは言えません。こうした「本校課

程」を通じて、子どもの国語の能力を高めながら、受験にもつながるようになっています。 

                   (2008年 11月 9日 教頭に対するインタビュー) 

 

このように、「本校課程」の設定にあたっては、受験対応をも考慮されていることが分かる。

そのため、「本校課程」の実施施策において、国語知識の習得が重視されていたとしても不思

議ではないであろう。 

これまで G校の「本校課程」の理念や目的を検討してきた。ここで、授業の実践にあたって

指導案や授業場面、教師インタビューの他に、教材を取り上げるとする。「本校課程」の理念

や目的は抽象度が高いものであり、理念と実践を仲介するものとして、G校自身が出している   

「本校課程」の教材があり、それを以下に分析する。 

 

4.2. 「国語の世界を歩こう」の教材内容について 

「国語の世界を歩こう」という教材の編集においては、前述の 4つの能力の育成に視点を当

てて展開され、教材の内容は主に古典の詩文や文章と共に、日常接することができる優れた現

代文からなっている。そのため、「国語世界を歩こう」の教材編集は古典文と現代文とに分け

て行なわれていた。古典文の教科書では、主に古代の道徳の価値観が反映されている古典の名
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文を収録していた。例えば、古代の「弟子規」193や「三字経」194の内容はその典型的な例であ

る。このような人間の規範や規律を鍛える古典文学を通じて、子どもの人格や道徳を育てよう

としていた。一方、現代文の教科書は、現代の有名な文章や例文によって構成されたものであ

る。例えば、3年生の教材内容には、8 つの文献195から引用した文章があり、文末には、諺や

民族の祭りが添付されている。中には子どもの興味を引きそうな内容がある。例えば、『面白

い動物園』という文献から採用したものがある。また、自然を愛し、自然に近づけるような内

容がある。『小さい草が好き』という文章がそれである。一方、道徳を重視するような『団結

は力』や『ガラス兄弟』という文章でありながら、環境意識を重視しているような『海洋－21

世紀の希望』という文章も採用している。このように、3 年生の「国語の世界を歩こう」とい

う教材編集は新しい課程改革によって提唱された道徳の重視や環境意識の育成や子どもの日

常生活と係り合いを持つという理念と一致していることがうかがえる。 

 G 校の「国語の世界を歩こう」という「本校課程」の編集は、上海市の S校と違って G 校の

教師によって自ら編成されたものであり、S校のように、学校外の協力は得ていなかった。そ

のため、教科書の編集のそのものは、S校のように体系的に展開されるには至っていない。ま

た、子どもの生活とは離れた問題も引用されることなど、理念的にも一貫していない。G 校の

教材のこうした特徴が生じる背景については 2008年 11 月 12日 G 校の「本校課程」の教師

に対するインタビューにからも推察できる。 

 

筆者：「本校課程」の編集についてどう思いますか。 

教師 GD：そうですね。この教科書の編集は私ともう一人の先生とで行ったものです。われ

われは専門家ではないので、足らないことが多いと思います(笑)。例えば、体系としての追求

が足らないと思いますね。現時点のものは、古典文と現代文からなっているとはいえ、各学年

の子どもに応じて編成されたものではないのです。例えば、現代文の教科書は 3年生にしかあ

りませんとか。そのため、今後、学年ごとに細分化する必要があると思います。また、道徳を

重視する文章が多いため、子どもたちの日常的な生活と多少乖離している気がします。 

              (2008年 11月 12日 GD 教師に対するインタビュー) 

 

このように、G校の「本校課程」の教科書は教師が独立して編集したものであるため、体系

的に展開されていないことがある。さらにその上で、子どもの日常生活と離れている問題があ

る。また、これらの教科書での課題について担当する教師自身も認識している。本論文の冒頭

で見たように、素質教育の推進にあたっては、大学等と組むことが推奨されていた。だが、G

校は S校のような大学の協力を得られる条件がそろっているわけではなく、自校で作るという、

中国においてより一般的な条件によって教財を作っている。S 校の実践が、「均質的」だと書

いたが、その背景には、学校外の協力が得られたことがあると思われるからである(詳細は第

4 章を参照されたい)。非先進地域においての G 校は、素質教育の「均質的」な実践をするた

めには、おそらく S校以上に学校外の力が必要であると思われる。 

ここでは、G校の「本校課程」の「国語の世界を歩こう」という教科についての理念や目標

とする能力や教材の編集について検討した。G 校の「本校課程」の特徴としては、G 校の「本

                                                        
193 弟子規は中国の儒教文化の入門書である。その内容は主に五つの部分に分けられる。学習者に家にい

る、出かける、社交、接触、学習において具体的に守るべき社会規範について記述するものである。 
194 「三字経」は中国における国学の啓蒙書である。内容は歴史、天文、地理、道徳および民間の伝説に

わたるものである。1990 年のシンガポールの英語のバージョンはユネスコの「児童の道徳のシリーズ」

になっている。 
195 8つの文献とは以下である。1．面白い動物園 2．石鹸の泡 3．胭脂の太陽  4.小さい草が好き  

5．団結は力 6．ガラス兄弟 7．小さい鶏を孵化する 8．海洋―21世紀の希望 
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校課程」は「素質教育」の理念を反映しているというよりは、応試教育とつながるように見え

た。例えば、目標とする能力に関しては、従来の応試教育における「国語」の育成能力と重な

る部分が多い。さらに、教科書の内容構成は「道徳教育」を重視していることがうかがえる。

したがって、G 校の「本校課程」の理念を見る限り、「素質教育」の理念が反映されているか

どうか疑問を抱かせるところが少なくない。この問いに応えるべく、G 校の「本校課程」の授

業の実施が如何に行なわれているかを検討する必要がある。 

 

4.3.「国語の世界を歩こう」の授業実践 

G 校の「本校課程」の授業は毎週水曜日の午後 2 時限であるため、筆者は本調査の期間では 

2 コマの授業しか観察できなかった。よって、データをさらに収集するべく、教師をはじめ、

教頭や校長に対して数回のインタビューを行った。そこで得られた授業内容は 2年生の「弟子

規」と 3 年生の「団結は力である」であった。 

そのため、本節では筆者が具体的な授業場面を取り上げつつ、第 3章の上海市の S 校の「本

校課程」で用いた分析枠組み、即ち、「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」とに分け

て検討する。「顕在的な授業構成」は「授業スタイル」「教師・児童の役割」、「教師権威」の側

面から検討し、一方、「潜在的な授業構成」に関しては「授業スタイル」、「教科知識の習得」

の視点から検討していく。 

 

4.3. 1. 「顕在的な授業構成」 

「顕在的な授業構成」は前述したように、「授業スタイル」「教師・児童の役割」、「教師権威」

の 3つの側面をめぐって展開していく。まず、「授業スタイル」について見てみよう。 

 

(1)授業スタイル 

G 校の「本校課程」の「国語の世界を歩こう」での「顕在的な授業構成」における「授業ス

タイル」ついては、一見すると、前節で検討した算数授業で新しい課程改革によって推奨され

ている授業スタイルを用いている。例えば、「グループ活動」や「情景創設」などが取り上げ

られている。とはいえ、新しい課程改革で推奨した教授法の「グループ討論」以外には、S 校

のように「本校課程」の「文博」の授業における「自主探求」の授業スタイルは用いられてい

なかった。また、S 校のように新しい授業スタイルを活用する場面も見られなかった。例えば、

「グループ活動」の使用は 2年生と3年生の一コマの授業においては一回しか見られなかった。

それは、授業が始まったところで使われたものである。具体的な授業場面は以下の通りである。 

 

それでは、本日も「弟子規」の内容について勉強を続けます。具体的な授業に入る前に、

皆さんは「小明」のやり方が正しいかどうかを判断してくださいね。小明は動物がとても好き

ですから、先週の週末には動物園に行きました。小明はサルちゃんが好きだから、サルちゃん

を見に行きました。小明がバナナをサルちゃんに上げようとしたとき、「サルちゃんに勝手に

食べ物をあげないでください」という看板が見えたため、バナナをサルちゃんに上げませんで

した。しかし、この時 20 代の男性は笑いながらバナナをサルちゃんにあげました。小明は

「あなたのやり方は正しくないですよ、看板を見てください」とこの男性に抗議した。この男

性は「サルちゃんはバナナが好きですよ、きっと、サルちゃんが食べたかったでしょう。たい

したことではないのに大騒ぎする必要はないでしょう」と言い返した。皆さんは、小明とこの

男性はどちらが正しいと思いますか。なぜですか。皆さんはグループで議論してください。 

子どもたちは議論に入った。2 分ぐらいしたところで教師は「誰が正しいですか」と子ども

たちに聞いた。 
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                   (フィールド･ノーツ 2008年 11月 12日 2年生) 

 

授業のベルが鳴った。 

教師：皆さんこんにちわ 

子どもたち：「先生こんにちわ、お客さんこんにちわ196」 

教師：皆さんは自分の目や鼻または口などを何のために使いますか。 

子どもたちは： 

(1) 目はものを見るために使います。 

（2）鼻は香りを嗅ぐものです 

（3）口は話すこととものを食べることに使います。 

教師：そうですね。では、この器官の中で、どれが最も重要であるかについて皆さんは考えた

ことがありますか。皆さんは隣の子どもと討論してください。 

(教室は、途端に活発になった。2分ぐらい経ったところで) 

教師：皆さんは議論した結果を報告してください。手を上げてください。 

何人かの子どもが手を上げた。教師は一人の子どもを指名した。 

                    (フィールド･ノーツ 2008年 11月 19日 3年生) 

 

以上の場面のように、授業が始まったばかりの時に、教師はグループ討論の授業方法を用

いたのである。これ以外に、二コマの授業では「素質教育」の理念を反映する新しい課程改革

によって推奨されている授業方法は使われなかった。その半面、朗読や暗記などのような素質

教育において批判された授業方法が頻繁に使われていた。例えば、以下のような 2 年生の場面

が多く見られたのである。 

 

「李さん黒板に書いた「弟子規」の内容を読んでください」と教師は事前に黒板に書いた内容

を指しながら、指示を出した。 

李さんは「事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤」197を読んだ。 

(李さんは読み終わると、教師は全員による朗読を求めた) 

全員の朗読が終わると、教師は「黒板の内容を暗記してください。2分をあげます」といった。 

                   (フィールド･ノーツ 2008年 11月 12日 2年生) 

 

上述した場面のように、教師は子どもたちに教授内容を暗記させたのである。ここで、興味

深いのは、教師が授業の時間を子どもに与えたとはいえ、自主探求のためではなく、内容を暗

記させるためだという点にある。さらに、授業においては、教師は教え込みをすることが少な

くなかったし、機械的訓練にも時間を多く使った。このような特徴は次の 3 年生の授業場面に

も見られたのである。 

 

                                                        
196 ここでのお客さんは筆者のことを指すものである。 
197 この段落の「弟子規」の内容の意味は以下通りである。つまり、小さいことであっても、わがままを

言うこと、自分勝手にすることはいけません。両親に報告しなければなりません。勝手なことをする

と間違いが生じやすくなります。そのため、子どもとしても責任が問われます。さらに、両親に心配

をかけることになり、それは、不孝な行為です。公共財は小さいものであっても、自分の物として占

有することはなりません。個人で占有するような行為は、品格を欠くことになると思います。もし、

両親が知ったならば、両親を悲しませることになるでしょう。 
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教師は「この文章を読んで、皆さんはどのような感想を持ちましたかすか。もし、生活の

中で文章中の物語のように意見が分かれたとしたら、あなたはどのように対応するかを隣の子

どもと議論してから感想を書いてください」と子どもたちにいった。 

子どもたちは教師の指示を聞くと作文ノートを開き、書き始めました。 

教師は机間巡視を行いながら、「文章を書くときに、「各有所長」と「団結協作」を使って

ください」と加えていった。 

(5 分たった頃)、教師は子どもたちに「書き終わりましたか」と聞きました。 

                    (フィールド･ノーツ 2008年 11月 19日 3年生) 

 

上記は 3 年生の授業場面であるが、ここでは教師は 5 分間を子どもたちに与えたが、これ

は、子どもの作文の訓練時間として使われるものであった。これは、上海市の S校の「文博」

の授業においての子ども自らの探求のために時間を子どもに与えることと根本的な違いがあ

ると思われる。なぜなら、両校の「本校課程」の授業実践にて子どもに時間を与えているとは

いうものの、S 校は素質教育の路線に沿って進めていることに対して、G 校は応試教育の路線

に沿って展開している。つまり、S 校が意識して素質教育で推奨されている自ら考える能力を

育成していることと違って、G校は従来の機械的訓練を通じて作文能力の育成に力を入れてい

る。 

以上により、G 校の「国語の世界を歩こう」という「本校課程」の「授業スタイル」におい

ては、「グループ活動」などが使われているとはいえ、S 校より回数が少ない上で、活動その

ものが「アカデミックな学力」の習得に向けられる場合がある。これは S 校の「算数科」の授

業において共通して見られることである。 

 

 

(2)教師・児童の役割 

先に指摘したように、G 校の「本校課程」の授業においては、新しい授業スタイルを取り入

れてはいたが、作文能力のような教科知識の習得に役立てている。では、「教師・児童の役割

転換」に目を向けるとどうか。「教師・児童の役割」において教師は、授業の内容を直接に子

どもたちに教えるのではなく、質問・応答の形で子どもたちを導いていく様子が見られた。ま

た、授業時間をより多く子どもたちに与えようとする教師の意図もうかがえる。前述したよう

に、授業内容の暗記や作文などのために授業時間を子どもに与える以外は、教師は文章のポイ

ントの絞り込みや文章の書き方、まとめ方を子どもたちに求めた。つまり、教師は先導者にな

ったり、援助者になったりしていることがうかがわれた。以下はそのような授業場面である。 

 

教師:眉にはどのような働きがありますか。 

子どもは依然として答えられないようです。 

教師：では、皆さん、12ページの眉に関する段落を一緒に読んでください。 

子どもたちは大きな声で「眉は自分のことを言われると、「私はあなたたちと争いをするつ

もりはありません。ただし、私が目と鼻の下に存在したら、どのような様子になるでしょう。

たとえそのようになったら、頬はどこに置けばよいですか」と眉はただちに言い返した。鼻た

ちは聞いてから無言になってしまいました」 

子どもたちが読み終わったところで、教師は「では、眉がなくてもよいですか」と子どもた

ちに聞いた。 

子どもたち：だめです。 

教師：それはなぜですか。 
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子どもたち：眉があるからこそ、今現在の顔があるからです。 

教師：そうですね。そういえば、この五官の中では何が最も重要ですか。 

子どもたちの中には「みんな重要です」と答える子どもがいた。 

                   (フィールド･ノーツ 2008年 11月 19日 3年生) 

 

上述の場面では、教師の質疑に児童が答えられない場合は、教師は直接子どもに答えをあ

たえるのではなく、子どもたちに再度文章を読むことを求めている。読み終わったところで、

教師は質問の言い方を変えたのである。それは、「眉にはどのような働きがありますか」とい

う問題から「では、眉がなくてもよいですか」に変わった。このように、子どもたちは「眉も

重要という結論」から「五官のすべて」が重要という結論に導かれたのである。また、3年生

の授業では、「団結は力」という授業ポイントが子どもたちに導きだされたのである。 

同じような授業場面は 2 年生の授業にも見られた。つまり、教師は授業のポイントを子ど

もに教えることではなく、子どもに導きださせている。 

 

この男の子は「その大人はサルちゃんがきっと食べたいとおもったのでしょう。私もそう

思います。サルちゃんはバナナが大好きだそうですから」と答えた。 

教師は「そうですか。しかし、看板にちゃんと書かれていたのですよ」と問い返した。 

また「例えば、サルちゃんがバナナを食べたことで病気になったら困るでしょう」とつけ

加えた。 

この男の子は「そうですね。それなら、あげないほうがいいですね」。 

教師は「そうですよ。特に、この大人の行為は間違いですよ。彼は「たいしたことはない

ですよ」といったでしょう。間違い行為だったら、いくら小さいことであっても、最初からや

ることができないでしょうね」と続け聞いた。 

この男の子は「間違い行為だったら、いくら小さいことだといっても、最初からやっては

いけないと思います」と答えた。 

                   (フィールド･ノーツ 2008年 11月 12日 2年生) 

 

以上のように 2年生と 3年生の「国語の世界を歩こう」という「本校課程」の授業内容を

見る限り、「教師・児童の役割」の転換がうかがえる。そこでは、教師が導くべきものや援助

者の考え方を変えるようにしていることが示唆されている。しかし、ここで注意すべきことは、

これらは上海市の S 校と違う形で行われていることである。S 校は、「本校課程」の授業にお

いては、「自主探求」や「グループ活動」を通じて、子どもの主体性を育成しようとする手段

が多く取られている。一方、G 校の「教師・児童の役割」の転換は授業スタイルの転換を通じ

てではなく、教師と子どもの応答のプロセスの変化によって達成しているのである。つまり、

同じ「教師・児童の役割」の転換とはいえ、それぞれの帰結は異なるものである。例えば、S

校の場合は子どもたちの「能力」、特に、「手作業能力や協力能力」を育てていることが考えら

れるが、G 校の場合はおそらく「教科学力」の習得に向けた役割を果たしているのであろう。

その理由については後述する。次に、「教師権威の緩和」の授業場面に移りたい。 

 

(3)教師権威の緩和 

G 校の「国語の世界を歩こう」の授業には、「教師権威の緩和」が顕著に見られた。それは

教師が優しい言葉を用い、褒めるという手段をよく使うことに象徴されていた。例えば、授業

が始まる前に、「国語の世界を歩こう」という授業が午後にありますので、皆さんは疲れるだ
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ろうと思いますが、楽しく授業をやりましょうね」198というように子どもたちの気持ちに配慮

する教師の発言が聞き取れた。このような場面は教師インタビューによると、このような場面

では、教師が児童との関係を平等に保とうとする意図がうかがわれる。 

 

子どもを単に教える対象ではなく、子どもは人間だからである。そのため、子どもを尊重し

ながら平等な関係を築きたいと考えていると思います。今は何でもかんでも教師の権威を振る

える時代ではないですから。 

               (2008年 11月 13日 GF 教師に対するインタビュー) 

 

また、授業では子どもたちを褒める言葉がよく使われている。これについては、表 4-17に

まとめている。 

 

表 4-17 2年生と 3年生の教師権威の緩和 

表現方 2 年生の授業場面 3 年生の授業場面 

言 

葉 

の 

使 

い 

方 

と 

対 

応 

方 

・この男の子は「看板には食べ物をサル

ちゃんにあげないでくださいと明確に表

示されているので、小明のやり方が正し

いです。この男性はルール違反です」。 

「そうですね。よくできました」と教師

は答えた。 

・この男の子は「20 代の大人はサルちゃ

んがきっと食べたいと思ったからです。

私もそう思います。サルちゃんはバナナ

が大好きだそうですから」と答えた。 

教師は「そうですか。しかし、看板にち

ゃんと書いてあったたでしょう」と問い

返した。 

また「例えば、サルちゃんがバナナを食

べて病気になったら困るでしょう」とつ

け加えた。 

・この男の子は「そうですね。それなら、

あげないほうがいいですね。でも管理員

の許可がもらえればできますよね」と言

った。 

教師「そうですね。陳さんは優しいです

ね。サルちゃんの気持ちを考えてあげた

ことは素晴らしいですね」と褒めた 

・子どもたちは「みんな重要です」と答

える子どもがいる。 

教師：「そうですよ。実はこの五官のすべ

ては重要です。皆さんはよくできまし

た」。 

・教師：誰か文章を読んでくれませんか。 

子ども：2、3人の子どもが手を上げた。 

教師は一人の女の子を指名した。 

この子は感情を込めながら朗読し始め

た。文章を読み終わったところで教師は

「よくできました。皆さんは孫さんのよ

うに感情を込めながら読んでください

ね」といってから、また子どもたちに質

問を続けた。 

・一人の男の子は作文の時間に何も書か

なかったようである。教師はこの子に「何

で書かなかったのですか」と聞いた。子

どもは「文房具」を家に忘れたのです」

と答えた。教師は「そうですか」といっ

てから、黒板の前に戻って、教師用の机

の上にあった一本の鉛筆を取ってからま

た子どもの席に来て「これを使ってくだ

さいね。早く書いた方がいいですよ。そ

うしないと間に合わないですよ」と言っ

た。 

褒 

め 

る 

・「李さんはよく答えましたので拍手して

あげましょうね」。 

(教師は拍手をし始め、子どもたちは教師

・「梁さんの答えはよいですか」と子ども

たちに聞いた。子どもたちは「よいです」

と答えた。「では、われわれは」 

                                                        
198 2008年 11月 12日 2年生のフィールド･ノーツ。 
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手 

段 

のリズムに合わせて拍手をしていた) 

・教師は「皆さん陳さんの優しさに一緒

に拍手しましょう」と言いながら子ども

たちと一緒に拍手をはじめた。 

(教師はここで話を止めて、拍手の姿勢を

子どもに見せた)子どもたちは「拍手をし

ましょう」と答えた。教師は「そうです

よ」といいながら、クラスの全員と一緒

に拍手をした。 

・「周さんのために、拍手をしましょうね」

と教師は子どもに呼びかけた。 

 

表 4-17は、「教師権威緩和」に分類された授業場面である。もちろん、ここでは、すべての

関連する授業場面を取り上げてはいないが、ここまでの授業場面を見る限り、教師の言葉遣い

や褒める手段は子どものモチベーションや気持ち考慮したものであることがうかがえる。特に、

3 年生の授業場面には、一人の子どもが文房具を家に忘れたことに対して、教師は子どもを責

めることや不満を示すことなく、自分の鉛筆を子どもに貸してあげた。子どもの気持ちを考慮

する対応は教師にとっての意識的な行為であるからである。 

 

筆者：午前中の授業には、文房具を忘れた子が一人いたようですね。教師 GEはこの子を説

教しないことが印象深かったのですが、それはなぜですか。 

教師：子どもたちにいつも厳しい印象を与えるのはよくないと思います。私は子どもと友

だちのような関係を作りたいと思いますね。子どもたちは私の子どものようなものです(笑)。 

                 (2008年 11月 19 日 GE教師に対するインタビュー) 

 

また、このような発言は 2年生の GF先生にも共通に見られた。 

 

筆者：教師と子どもの関係に関して GF 先生はどう思いますか。 

教師 GF：私は基本的に平等な関係作りに賛成します。子どもに対して、教師は特権がある

とはいえ、権威を見せることはやはりよくないと思います。現在の子どもたちは実に敏感だと

思いますよ。もちろん、子どもはやはり子どもですし、時にはわがままを言う時もあります。

それにしても、彼たちがうまくコミュニケーションを取れれば、結局分ってくれると思います。 

              (2008年 11月 12日 GF 教師に対するインタビュー) 

 

このように、教師は子どもと「平等」な関係作りたいとか、子どもに「権威をちらつかせ

たくない」とかいう意識には「権威緩和」の一面がうかがえる。また、これは教師が意図した

側面を持つ。例えば、前述したように教師は時代的な変化にも配慮した結果だと思われる。ま

た、これは、教師が自ら意図した側面も持っていることを示している。例えば、前述したよう

に教師が時代的な変化にも配慮している結果だと思われる。 

ここまでは、「国語の世界を歩こう」の授業における「顕在的な授業構成」においての「授

業スタイル」、「教師・児童の役割」または「教師権威」について検討をした。これらの検討を

通じて、G校での「顕在的な授業構成」は「素質教育」の理念を反映している面もあるが、「授

業スタイル」で指摘したように、「素質教育」が焦点になっているわけではない。では「潜在

的な授業構成」はどうなのであろうか。 

 

4.3.2.  潜在的な授業構成 

G 校における「本校課程」の「国語の世界を歩こう」という授業においての「潜在的な授業

構成」の最も特徴的なことは「国語知識の重視」である。 
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次に、具体的な授業場面を通じて、「国語知識の重視」を見てみよう。 

 

(1)国語知識の重視(授業スタイルを含め) 

次に、G校の「本校課程」の授業の実践では「国語の習得を重視していること」がうかがえ

る。これは前述の「授業スタイル」の考察とつながる面がある。前述したように、「本校課程」

の「授業スタイル」に関しては、「グループの授業活動」以外に、子ども自らの探求という新

しい授業スタイルを用いていなかった。また、「グループの授業活動」の使用も限られていた。

筆者が観察した授業は限定されているが、それを見る限り、グループ活動はたった一回しかな

い代わりに、朗読や暗記の授業手段がよく使われていた。特に、授業の後半は、ほとんど作文

や暗記などで占められている。言い換えれば、国語の教科学力の習得を目指した授業によって

占められていたのである。「国語習得の重視」の授業場面は表 4-18にまとめた。 

 

表 4-18 国語習得重視の授業場面 

学年 国語習得の重視 

2 年 

・「李さん、黒板に書いた「弟子規」の内容を読んでください」と教師は事前に黒板

に書いた内容を指しながら、指示を出した。 

李さんは「事虽小 勿擅為 苟擅為 子道亏 物虽小 勿私藏 苟私藏 親心傷」を

読んだ。 

(李さんが読み終わると、教師は全員の朗読を求めた) 

・「残りの時間」で今日は習った内容を暗記してください。また、その意味について

隣どうしの二人でお互いにチェックしてください」と子どもたちに言った。 

・今日の宿題は「事虽小 勿擅為 苟擅為 子道亏 物虽小 勿私藏 苟私藏 親心

傷」を暗記することです。またその解釈を覚えることです。  

3 年 

・子どもたちは教師の指示を聞いてから、作文ノートを開き、書き始めました。 

教師は机間巡視を行いながら、「文章を書くときには、「各有所長」と「団結協作」

を使ってください」と付け加えた。 

・教師は「この文章で習った単語を思い出してください」。 

子どもたち「撥回 質問 唖口无言 理所応当」と答えた。 

・教師「今日の宿題は、この文章を熟読することです。また、重要な単語と例文を

暗記してください。これは皆さん作文能力向上に役を立つものですから」。 

 

 この表にて示したように、特に下線の部分では教師は子どもたちに「暗記」、「朗読」、「作文」

または「内容の理解」を求めることが多く見られた。そのため、従来の国語に要求された能力

を高めることにつながるものと言える。また、このような授業の目的は学校の管理者や教師た

ちに共有されているものと見受けられる。 

 

 今日の子どもは国語の能力が低下しているとよく言われています。我が校は「本校課程」の

「国語の世界を歩こう」を通じて、子どもの国語能力を高めることができるでしょう。加えて、

子どもたちが日常的な社会規範を習得することもできると思います 

                   (2008 年 11月 19 日 教頭に対するインタビュー) 

 

 「国語の世界を歩こう」を通じて、子どもたちの言語能力や作文能力、そして使える単語の

量の拡大にも役立つと思います。今日の子どもは一般的に国語能力がよくないと思います。子
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どもたちの文章表現を通じて、この点が分ります。 

                  (2008年 11月 12 日 GI 教師に対するインタビュー) 

 

「国語のレベルが落ちているようですから、「国語の世界を歩こう」という授業は「国語」

と繋げて考えることによって、子どもたちの国語の能力を高めることができると思います。保

護者たちもそう考えていると思います。 

                  (2008年 11月 19 日 GJ 教師に対するインタビュー) 

 

このように、学校の管理者にせよ、教師たちにせよ、その言い回しは多様であるが、「子ど

もたちの国語の能力」が落ちているため、「国語の世界を歩こう」を通じて、「国語」の能力を

高めようという期待は共通するものであろう。言い換えれば、「本校課程」を通じて、「国語能

力」を高めるということが最大の目的であると言えよう。それ故、G 校の「本校課程」の「国

語の世界を歩こう」という教科は「国語」科の延長線上にあることである。それは、教材の編

集に留まらず、授業の実践にても「国語」教科学習の役割を果たそうとするものである。しか

し、これは「素質教育」の理念を実現しようとする「本校課程」の最初の目的と正反対となっ

ている。G校の「本校課程」は「素質教育」の実現という役割を果たすどころか、むしろ応試

教育においての伝統的な教科としての「国語」の習得に役立つものであろう。これは、「顕在

的な授業構成」と「潜在的な授業構成」の関係から読み取れる。つまり、G校の「本校課程」

における素質教育の実践は一見したところでは、「顕在的な授業構成」を通じて「素質教育」

の理念を反映してはいるが、「潜在的な授業構成」を通じて国語の教科知識習得の役割を担っ

ているのである。このような授業実践は「算数科」における素質教育の実践と共通するものが

見られた。 

したがって、G校の応試教育のコンテクストにおける「算数科」の実践も、理論上は「素質

教育」に沿っているはずの「本校課程」の授業実践も、結局は応試教育を再強化するという帰

結になっていると思われる。それゆえ、G 校においては、「素質教育」によって推奨される特

徴、「全面的な発展」や「主体性の育成」、を結果としては追求していない形になっている。同

時に、G 校での「本校課程」の実施においては S 校と同じように、「素質教育」と応試教育の

両方に関わる授業の特徴が見られる。それは道徳教育の重視である。 

G 校での「本校課程」の実施は、S 校のように「素質教育」の実践を徹底してはいないとは

いえ、S校と同じような特徴がある。それは道徳教育の重視である 

 

(2)道徳教育の重視 

「道徳教育の重視」については、先の教材編集の部分で触れたように、教材の編集において

見られ、教師のインタビューによっても確認される。例えば 2年生の教材は「弟子規」とい

う内容を使っているのである。また、3年生の場合では「団結は力」などの内容はその代表的

な例である。具体的な授業でも、道徳教育が重視される場面にはたびたび出会った(表 4-19)。 
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表 4-19 道徳教育の重視の授業場面 

学年 道徳教育の重視 

2 年 

・教師は「そうですよ。特に、この大人の態度は大間違いですよ。彼は「たいした

ことではないですよ」といったでしょう。間違った行為だったら、いくら小さいこ

とであっても、最初からやってはいけないですよ」と続けていった。 

・李さんは「事虽小 勿擅為 苟擅為 子道亏 物虽小 勿私藏 苟私藏 親心傷」

を読んだ。 

(李さんが読み終わると、教師は全員による朗読を求めた) 

教師「これはどう意味ですか、皆さんは分かりますか」と教師は子どもたちに聞い

た。 

この場合は「わるいことだったら、いくら小さいことでもしてはいけません」と一

人の女の子は答えた。 

・教師は「今日はわれわれ何を習いましたか」と子どもたちに聞いた。 

子どもたちは「事虽小 勿擅為 苟擅為 子道亏 物虽小 勿私藏 苟私藏 親心

傷」と答えた。 

教師は「そうですね、「弟子規」の第 2章の部分を習いました。これを通じて、われ

われは、両親を尊敬すること、公共財の個人占用はいけないこと、小さくてもわる

いことであればしないことが分りましたよね」 

3 年 

・「眉、目、鼻、口には異なる役割があるから、どれも重要です。たとえ、事例のよ

うに、自分の役割を強調するだけとしたら、他の器官を無視することになり、顔に

ならないでしょう。だから、これは、われわれの人間社会でも同じことでしょう。

われわれが例え一滴の水であって、皆さんが団結すれば、無限の海になるでしょう」

と説明を続けた。 

・教師「この文章を通じて、われわれは何が分かったでしょうか」 

子どもたち「個人のことだけを強調するのではなく、みなの力が重要です」 

教師「そうですね。だからわれわれは」皆で 

「仲良くにしなければなりません。一緒に困難を乗り越えるようにしましょう」 

 

表の 4-19のように、2年生の授業では子どもたちに社会の規範を、3年生の授業では子ども

のたちに「集団主義」を育成しようとする意図がうかがえる。「素質教育」における道徳教育

は、すべての教科に関わるものであるとされているが、この点においては G校の授業は矛盾し

ていない。ここで留意しておきたいのは、道徳教育の重視は従来の教育においても実践されて

いたことであるが、素質教育においては、その推進の幅はより広く、より徹底的に行われる特

徴がある。例えば、第 2章で指摘したように、素質教育においては、道徳教育はすべての教科

に導入されていることを強調したい。 

以上のように、G 校での素質教育に反映されている「本校課程」においても、応試教育の再

強化という特徴を持ちながら、道徳教育を重視していた。G校における素質教育の実践枠組み

をまとめたのが図 4-3 である。 
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図 4-3 G校における素質教育の実践枠組み 

 

 

図 4-3 のように、G校における素質教育の実践について、S校に倣って受験教科と本校課程

における「顕在的授業構成」と「潜在的な授業構成」とを分けて検討してきた。しかし、S校

における教育目標が応試教育と素質教育、さらに道徳教育という 3つの分野を包含しているこ

とに対して、G での素質教育の実践における教育目標は応試教育と道徳教育という 2つの側面

に収斂されているように見える。つまり、素質教育の実践におけるプロセスを通じて応試教育

に取り組むため、かえって素質教育を弱めることになっている。こうした素質教育の実践は、

最終的には道徳教育の強化に結び付くものであることが考えられる。そのため、S 校と G校の

両校を見る限り、素質教育の実践のプロセスにおいては、「教育機会の不平等」(Coleman 

1966；苅谷 2003；劉 2006)というメカニズムが孕まれている。なぜなら、S 校の「本校課

程」においては素質教育を徹底しようとする姿勢がうかがえることから、素質教育が推奨する

実践能力や創造能力、協力能力など 21 世紀の激しい競争に生き残れる能力を育成することが

可能となる。これに対しての G 校においては、「本校課程」の授業を通じて、伝統的な教科知

識に集約されるものが多い。そのため、素質教育の習得の機会に対しては不平等が生まれる。 

しかしながら、ここで留意しなければならないことがある。それは、G校で達成されていな

い「素質教育」の教育目標は学校外教育に移転されていることである。これは「素質教育」と

応試教育の両方に関わるものである。例えば、「素質教育」によって提唱された「全面的な発

展」と関係する「才能教育」は、保護者が子どもに私塾のようなところに通わせることによっ

て実現されている。一方、応試教育と直結した伝統的な教科のような「算数」、「国語」で落ち

こぼれた子は、学校外の補充学習で補われることが少なくない。G校の校長に対するインタビ

ューによると、G校では、学校外の塾に通う子どもの比率は 85％に達しているという199。 

特に、学校外の塾で習うものは、ほとんどが「才能教育」である200。そのため、学校内にて

達成できない「素質教育」の目標は、学校外によって達成されるようになっている。 

以上により、G 校は「算数授業」にせよ、「国語の世界を歩こう」という授業にせよ、その

「素質教育」の実践は、結局応試教育の再強化に一役を買っているのである。 

本節では、上海市の S校のように学校内・外におけるサポート条件が G校にあるか否かについ

て検討を加える。さらに、なぜこうした状況が生じたのかに関わる要因も明らかにする。 

そのため、まず、学校内にサポート条件があるかどうかを検討していく。それについては、

S 校に見られる教師間の協働性と教師・校長間の協働性という 2つの側面から検討する。 

                                                        
199 この問題は筆者の研究関心であるため、G校の校長に数回インタビューを行なったことがある。それ

は、2005年 9月 28日、2008年 11月 19日、2010年の 2月 12日であった。 
200 同上。塾に通う科目はピアノ、ダンス、絵、書道、バイオリン、英語などである。 
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5. サポート条件の検討 

 

本節では、G校について上海市の S校が有する学校内・外のサポート条件の有無を見てみる。

また、なぜこうした状況が生じたのか、その背後の要因を明らかにする。 

そのため、まず、学校内におけるサポート条件の有無を検討する。 

 

5.1.  学校内のサポート条件の有無 

G校における学校内のサポート条件の有無は、第 3章の上海市のケースに沿って展開したい。

つまり、「教師間の協働性」と「校長と教師間の協働性」という 2 つの側面を通じて明らかに

したい。まず、「教師間の協働性」を見てみよう。 

 

5.1.1. 「教師間の協働性」の有無 

「教師間の協働性」については、教師関係をはじめ、教育資源の調達方法および教育資源の

共用という 3つの側面から展開していく。 

まず、教師関係について取り上げる。G校の教師たちは教師の事務室にいるというより、自

らの担当する教室にいる時間が多いことがうかがえた201。多数の教師は、たとえ、事務室にい

たとしても短時間であり、授業に必要な備品あるいは私物を取り出すくらいのことである。特

に、興味深い現象は、事務室にいる教師がグループ化しているように見えることであった。つ

まり、仲良しの教師同士はいつも事務室にいる傾向が見られた。こうした状況の中、G校の教

師たちは、休憩時間などに S 校のように授業状況や児童の状況についての情報交換などを行う

様子はあまり見られなかった。 

 

休憩時間、特に昼休みのような長い休憩時間においても教員室にいる教師はあまり多くな

い。わずか 3～4 人の女性教師がいるだけである。彼女たちは仲良しとみえて、学校が終わっ

てから買い物に行く話しをずっとしていた。 

                     (フィールド・ノーツ  2008年 11 月 10日) 

 

翌日の昼休みの時間にても、事務室にいた教師は昨日のメンバーと大体同じであった。話

の内容を聞くと、昨日の買い物についての感想を交しているようである。この時、一人の教師

が部屋に入ってきたが、皆と挨拶をすることもなく、無言のまま自分の席に行って、引き出し

からノートとペンを取り出すと、そのまま部屋を出て行った。 

                     (フィールド・ノーツ  2008年 11 月 11日) 

 

お昼時間に、教員室にはいつものメンバーと違って、ほかの 3 人の教師がいた。この 3人の

教師は自らの子どもの状況を話し合っていたようである。この時、いつも教員室にいる教師メ

ンバーの一人が部屋に入ってきて教員室にいる教師たちを見たが、声をかけることもなく、た

だ頷いていて、かばんの中の鍵を取ってから、部屋を出ていった。 

                     (フィールド・ノーツ  2008年 11 月 12日) 

               

                                                        
201 ここでは、教科担当についての学校制度を触れる必要がある。上海市の S校では教科の担当は明確に

分けられている。つまり、算数と国語の授業は、それぞれ異なる教師によって担当されている。それ

に対して、G校では算数と国語の授業は同じ学級の担当教師によって行われている。そのため、G校

においては、学級担当の教師たちは一つの大きな事務室を共用している。S校の算数の教師は同じ事

務室（教研組）にて休憩をしたこと、授業の準備をするという場面が頻繁に見られたことに対して、

G校の学級の担当教師が多人数で事務室に集まることは、観察の間にては殆どみられなかった。 
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事務室には 3～4 人の女性教師がいる。これらの教師はいつものメンバーである。つまり、

筆者が調査の初日に言及したメンバーである。筆者の連続した観察によると、これらのメンバ

ーはいつも教員室を利用する。つまり、教員室の利用は、特定のメンバーに限られている様子

が見られた。また、ほかの教師が事務室を使ったとしても、これらのメンバーが多数いないと

きだけのようである。とにかく、教師関係の良し悪しは一見しただけで、すぐに分かるような

教員室文化である。 

                     (フィールド・ノーツ  2008年 11 月 21日) 

 

以上のような観察から言えることは、G校の教師たちは S校のように休憩や授業終了後に事

務室に集まることはほとんどなく、それに代わって少人数の仲間同士で教員室を利用していた

ことである。そのため、教師たちの触れ合いの機会が制限されている一面がうかがえる。また、

教師関係においてはグループ化現象が顕著に見られた。例えば、仲が良い教師同士は集まる時

間も多く、交流が頻繁に取られているのに対して、仲良しではない教師間では声すらかけない

ものがあった。これらから、G校の教師の間には分断化の傾向が読み取れた。 

次に、G校における教師たちの教育資料の調達について検討しよう。G校の教師は他の教師

と協力するよりは、一人で教育資料を調達している。それらは、自らがインターネットで入手

した授業資源や本屋で買った参考資料などである。これは、「授業に必要な資料はどこから入

手しますか」という筆者の質問に対する教師の答えにも反映されていた。典型的な答えである。 

 

そうですね。基本的には、インターネットからです。時には本屋さんに行って、使えそう

な参考書を買います。 

                 (2008年 11月 16 日 GH教師に対するインタビュー) 

 

私はインターネットからダウロードします。実は、インターネットを使うと、授業をサポ

ートする資源が多く見つかります。ほしいものはほとんどあります。とても便利だと思います。                                    

(2008年 11月 18日 GJ教師に対するインタビュー) 

 

主に、インターネットで調べます。その内容をベースにして手を加えると自らの授業素材

になります。時には、本屋で参考資料を買うこともあります。 

                 (2008年 11月 18 日 GA教師に対するインタビュー) 

 

G 校の教師にとっては、インターネットによる調査や本屋で買う参考資料が重要な教育資料

入手のルートであると思われた。ここで注目しておきたいのは、教育資料を他の教師からもら

うことについて言及していないことである。これは上海市の S 校と典型的に異なる点である。

なぜなら、S校の教師にとって他の教師から教育資料をもらうことは、資料入手の重要なルー

トだったからである。素質教育に沿った授業の「均質化」も、その帰結の 1つであると思われ

る。一方、G 校の教師には、教育資料の入手において教師間の協力が少ないことが推察される。

さらに、G校教師は S 校のように、教師間で教育資料を共用することがないことがうかがわれ

た。例えば、以下のような例である。 

 

筆者：他の教師とこのような資料(筆者注：教師が自らもらった教育資料)を共用しますか 

 

教師 1：ほとんどないと思います。我々は授業に対する考え方がそれぞれ違います。従って、

他の教師のものを使っても期待する効果は得られないかもしれません。それ故に、基本的には
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共有しません。我が校の教師は、自分が受け持つ教室を独自に管理するという意識が強いと思

います。もちろん、仲良しの先生と一緒に共用することはあると思います。 

                  (2008年 11月 16 日 GH 教師に対するインタビュー) 

 

教師 2：共用するときもありますが、とても少ないと思います。我が校にはそのような文化

がなさそうですね(笑)。何でもかんでも自分で頑張らなければならないと思います 

                  (2008年 11月 16 日 GC 教師に対するインタビュー) 

 

教師 3：インターネットには何でもありますよ。誰でもアクセスすることができますから、

特に共用する必要はないと思います。 

                  (2008年 11月 16 日 GA 教師に対するインタビュー) 

 

このように、理由が何であれ、結果として G 校の教師は教育資料の入手や使用をほとんど

個人の範疇で実施し、他の教師と協力して行うことは見られなかった。つまり、日常教師同士

の間で提携することは少ないということがうかがえる。その一方で、教師の行動にはグループ

化する傾向がある。例えば、前述の事務室の使用状況で指摘したように、仲良しグループごと

に事務室を使うことや会議の時に、仲良しの先生が同調し合う場面などが良く見られた。もち

ろん、教師関係には良し悪しがあることは当たり前に思われるかもしれないが、G 校では、教

師間関係の良し悪しは一見しただけですぐに分かる状態にある。例えば、仲良しの教師たちは

お互いにお喋りしたこと、食べ物をお互いに提供し合うことが見られたが、関係がよくない教

師に対しては声すらかけないことが度々見られた。こうした環境の中では、教師の協働性を育

成することは難しいと思われる。 

以上により、G 校の教師の間には算数授業においての素質教育の実施のように、分断化され

ている特徴があると言える。言い換えれば、教師間で相互に協働しあう環境が不在である。こ

れは、「教師間の協働性」を持たないことを意味している。したがって、上海市の S 校のよう

に、教師同士の協働性に基づいて作られた学校体制などはない。例えば、S 校のような児童の

教科学力を確保するための随時指導システムの不在はその典型的な例である。また、教師間で

協働性を持たないことから、素質教育を実施するための授業準備などの作業は教師の個人負担

になりかねない。これは、算数授業における素質教育の実施が分断化された一因にもつながる

ことであろう。 

 

5.1.2.「教師と校長との協働性」の有無 

教師と校長との協働性の有無を教師と校長とのお互いの認識から明らかにしたい。特に、

お互いの存在関係から検討したい。 

 教師と校長の関係は、S 校と違って、G 校の教師にとっての校長はリーダーとしての存在で

ある。つまり、教師と校長は明確な上下関係が存在する。特に、教師の目に映る校長は管理者

としての存在である。この点については以下のインタビューにて明らかにしたい。 

  

 わが校の校長はバリバリの人物だと思います。一連の改革策を打ち出しましたが、学校や教

師の実状からは離れており、実行できないものが少なくないと思いますが、しょうがないこと

ですね。校長は管理者ですから、校長には校長の立場があります。われわれはこうした状況を

受け入れざるを得ないですね(苦笑) 

                  (2008年 11月 16 日 GB 教師に対するインタビュー) 
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我が校は校長のお蔭で現在の規模にまで発展できたと思います。確かに能力がある人です

し、いい管理者だと思います。しかし、教師の実情を十分には分かってくれていないと思いま

す。例えば、教師たちに就業時間を使って、新しい課程改革の理念を勉強させること、または

上級機関の査察に対応させることがちょっと･･･(教師は言いだそうとしたが、結局何も言えな

った) 

                 (2008年 11月 16 日 GE教師に対するインタビュー) 

 

モデル学校ですから、校長は他の人よりもプレッシャーをかけられる事は分りますよ。大

変は大変だと思います。なお、管理者としては評価すべきだと思います。事実能力があり、我

が校をここまで発展させてくれました。加えて、教師のことをもっと考慮してくれればさらに

よいかもしれません 

                 (2008年 11月 16 日 GL教師に対するインタビュー) 

 

以上のインタビューのように、教師の目から見れば校長は「管理者」として認められてい

る。そのため、上海の S校における教師と校長との仲間関係とは違って、G校では、教師と校

長の間には管理する側と管理される側という線引きがはっきりしている。つまり、教師にとっ

て、校長は教師のメンバーではなく、校長と教師は「上下関係」にあることが強く見られる。

特に、校長が教師の実情に配慮しない点は、教師全員に共通認識されていることがうかがえる。 

加えて、教師は校長の教育資源配分が不平等であると思うことが少なくない。その詳細は

次節に委ねる。ここで、簡潔にいえば、校長は「社会の関係」に頼って奨励体制を敷いている

ことである。事実、上級機関が行う教育研修への参加の機会は、相対的に社会地位が高い家庭

出身の教師に与えている。 

一方、校長の目から見る教師にも、一定の「分断」があることが推察された。それは、校

長と教師の間に溝がある点に顕著に見られる。これに関しては、以下の校長のインタビューか

らうかがえる。 

 

 わが学校の教師は全体的にレベルが低いと思います。私の言いたいことをきちんと理解して

くれる教師は指で数えられるくらいしか存在しません。私にいくら素晴らしいプランがあって

も、実施してくれる教師のレベルが低くければ、実施は無理でしょう。私はしばしば考えるの

ですが、私の能力はこの学校にては十分に発揮することができないと思います。もし教師のレ

ベルが高い学校であれば、私は誰にも負けない業績を生み出せるはずです。 

                   (2008 年 11月 16 日 校長に対するインタビュー) 

 

私は本当に残念だと思います。教師たちの力に頼れない私にとっては、これまで以上に努力

するしかないですね。気持ちが落ち込むことも多々ありますよ。繰り返し強調しているのに、

まったく理解してくれないのですよ。そのため、私は、仕事を人に任せるというより、自分で

実施する方がより効率だと思います。余計な悩みもなくなるからです。 

                  (2008年 11月 16 日 校長に対するインタビュー) 

 

こうした校長のインタビュー例からも、校長が教師に対して不満を有していることが分かる。

例えば、自分の理想が実現できない要因に教師の力量不足を見出しているのである。そのため、

教師と校長との間には、一定の緊張関係があることが見られた。ここで、最も興味深いことは、

S 校の校長―教員体制と異なり、G 校の校長は自分一人で努力しようとしていることである。

このように、G校においては教師と校長の間には一定の「分断」が見られる。したがって、教
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師と校長の間に協働性を築くことは考えにくいのである(佐藤 2006；秋田 2006)。 

以上は G校における学校内のサポート条件に対する検討である。結論として言えることは、

G 校においては「教師間の協働性」と「校長と教師間の協働性」は存在しないことである。次

に、学校外のサポート条件に目を転じよう。 

 

5.2.  学校外のサポート条件の有無 

第 3 章の S 校の学校外のサポート条件については、保護者、研究機関、社会機関、コミュ

ニティとの連携から検討してきた。ここでは、上述したこれら 4つの側面を取り上げて G 校に

おける学校外のサポート条件を検討する。 

まず、学校と保護者との連携があるかどうかについて見てみよう。この点については、主

に教師のインタビュー内容を基に検討して見たい。 

結論から言えば、教師と保護者の関係においては、一定の分断化が見られる。そのために、

教師と保護者の間には信頼関係が築けていないことが分かる。例えば、教師は、保護者が自分

の仕事を支援してくれないことや自分のことを尊敬しないことをたびたび口にしている。 

            

ある保護者は本当に教師の仕事を応援してくれましたが、その他の保護者は多分素質の問

題だと思いますが、協力してくれないのですよ。 

(2008年 11月 16日 GB教師に対するインタビュー) 

 

 

保護者の中には、理屈が分からない人が結構いますよ。実は先日 1 つ事件が起きましたよ。

ある教師は宿題を仕上げてこなかった子どもを責めました。これに対して、保護者は事情をき

ちんと聞くことなく、子どもの話を聞いただけで学校に来て先生を罵ったのですよ。一体どう

いう社会なのでしょうかね 

                 (2008年 11月 21 日 GF教師に対するインタビュー) 

 

時代が変わったというか、教師を尊敬しない保護者は結構いますよ。国の政策によれば、

保護者はより多く学校教育に参加することが推奨されているようですが、本当にそうなったら

教師の地位はどこまで保証されるのでしょうかね。理屈が分らない保護者に出会うと本当に困

ります。政府が学校と保護者との連携を推奨しているとはいえ、保護者と本当に信頼できる関

係を作ることは実は難しいことだと思います。理解してくれない保護者は結構いますよ。 

                  (2008年 11月 20日 GC教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、「理屈が分らない」、「教師を尊敬しない」や「理解してくれない」という表

現を通じて、教師たちが保護者に対して不満を持っている一面がうかがえた。こうした状況下

においては、教師と保護者の間に有効な連携関係を築くことは考えにくいであろう。 

そのためか、筆者が観察していた間には、S 校のように、教師が保護者との間で児童の在校

状況を交流する場面はほとんどが見られなかった。これは、教師と保護者とが緊密な連携関係

を持たないことを示唆しているように見える。 

同時に、留意すべき点として、教師と一部分の保護者との間には、良好な関係が存在する

ことも観察された。例えば、筆者が授業を観察している間に、以下のようなエピソードに出会

った。 

 

算数の授業中に一人の男子子どもがロボットの玩具をコッソリ取りだしてして遊んでいた。
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教師はこの状態を見て、「権ちゃん、ロボットの玩具をさっさとしまってください。さもない

と今日はお母さんに伝えますよ。これから玩具を買ってあげないで下さいって」と厳しく言っ

た。 

                  (フィールド・ノーツ  2008年 11月 18日 3年生) 

 

その後、筆者は担当教師にインタビューをした時の回答である。 

 

筆者:普段は子どもに問題があれば、直ちに保護者に連絡しますか。 

教師：頼まれた保護者の場合はそうしたいと思いますが、時には時間がないことから、た

いしたことではない場合には特に連絡はしません。 

筆者：本日の授業にてロボットの玩具と遊んだ子どもの場合は直ちに保護者に連絡します

か。 

教師：あの子ですか。オー、実は、保護者とは頻繁に連絡を取り合っていますから、保護

者には結構子どもの状況を伝えています。その保護者はとても熱心な方ですから。 

                  (2008年 11月 18日 GE教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、教師と一部の保護者とは連携関係を持っていることがうかがわれる。しか

し、教師がインタビューで指摘したように、保護者に「頼まれたら」等の条件付きであり、教

師と保護者の連携関係は、S 校のようにインフォーマルなシステムとして存在するものではな

く、G校の場合は、教師と保護者の個人的な連携関係の存在によるものであると思われる。筆

者は保護者にもインタビューを行ったが、その時にも保護者にとって教師は近寄りにくい存在

として理解されていたことがうかがわれた。労働者階級の保護者の場合、自分の子どもの教育

的成功を願いながらも、教師との距離が中産階級よりも遠く、結果的に「学校におまかせ」の

態度になりやすいことは、先行研究においても問題となってきた(Lareau 2000、2003)。その

要因を考えるにあたって、ある保護者のインタビューの内容が参考になると思われる。 

 

我々のような普通の百姓は教師と交流することが実は難しいと思います。もちろん我々も

交流の大切さは自覚していますよ。しかし、教師と親しくなるつもりはありません。あのよう

な教師と良い関係を持つ保護者は恵まれた層に多いと思います。あるいは、教師と何らかの関

係を持つ人たちです。但し、教師と関係を持つことのできる人は少数でしょう。多数の保護者

は自分の子どもが教師から特別な世話を得られなくても仕方がないと思っているのでしょう。 

              (2008年 11月 19日 GPA 保護者に対するインタビュー) 

 

多くの G 校の保護者が教師との連携関係はない背景には、こうした保護者と教師との階層

差から来る接点の少なさが 1 つの要因であろう。そして、ここで指摘したいことは、こうした

現象を引き起こすものは、中国の伝統的な社会文化にある「関係本位」とつながっていること

である。 

まず、G校における学校外のサポート条件の有無を見てみよう。 

教頭、教師のインタビューは、G校が近隣の研究機関や社会機関、コミュニティなどとの連

携の少なさについて語っている。 

 

ご存知のように、わが市には大学が極めて少ないことです。大学のような研究機関の資源
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を使える環境がないと思います。「教師進修学院」202との連携は確かにあります。 

              (2008年 11月 19日 教頭に対するインタビュー) 

 

そうですね。基本的にわが校は研究機関との連携が少ないと思います。教師研修は確かに

行われていますが大学のような研究機関との連携は全くありません。もちろん、我々のような

中小規模の都市にはもともと大学のような研究機関は少ないのです(笑) 

               (2008年 11月 19日 GB 教師に対するインタビュー) 

 

わが市のようなところでは、大都市のような大学の研究資源は多くないですよ。研究機関

との連携で記憶に残っているものは、まったくないと思います。 

               (2008年 11月 19日 GD 教師に対するインタビュー) 

 

G 校は S校と違って、環境としても、大学のような研究機関との連携は存在しない、できな

いことが理解されよう。それでも、G校には S校のように上海市の博物館のような社会機関と

連携した経験がわずかではあるが存在する。2008 年 11 月 16 日の教頭のインタビューによる

と 2008 年 6 月には、中国の 7 月 1 日の「軍隊の祭り」の前に一回だけ軍隊を慰問するイベ

ントがあった。しかし、安全の問題やアポイントメントの取りつけなどに面倒な手続きがある

ため、これからも続けることが出来るかどうかは検討中である203。そして、コミュニティとの

連携も社会機関との連携のように、2008 年 5 月に一回だけを行なわれたこと以外には、その

後に行った調査でもなかったことが分かる。 

 

コミュニティとの連携は我が校にとってはまだ定着するに至ってはいないと思います。こ

れ以外の問題が山ほどあるのですよ。例えば、学校を出たら、子どもの安全を保護するかとか、

人員の調達とか、活動の内容とか、本当に期待された教育効果が得られているかどうか。これ

までの経験を見る限り、特にメリットはないと思います。協力してくる機関もなく、学校の力

だけに頼るとすると、とても難しいと思います。 

                   (2010 年 6月 9日 教頭に対するインタビュー) 

 

つまり、G校においては、保護者だけでなく、研究機関、社会機関、コミュニティなど、学

校の外部との連携を有していないと思われる。換言すれば、G 校における学校外のサポート条

件は皆無に近い状態であると言っても過言ではない。 

G 校の学校内・外のサポート条件に対するこれまでの検討結果から言えることは、学校内の

サポート条件として必要な教師間の協働性と教師と校長との協働性が無く、学校外のサポート

条件としての保護者、研究機関、社会機関やコミュニティとの連携も存在しないのである。 

なぜ、G校においては S 校のような学校内・外のサポート条件が存在しないのか。次節では

その要因をさらに検討していく。 

 

6. 社会構造・文化の要因の検討 

 

前節では G 校における学校内と学校外のサポート条件の有無について検討し、G 校が学校

                                                        
202 教師進修学院は中国における教師訓練の機関である。2001 年の新しい課程改革を実施始めてから中

国における教育政府機関に対応する教師訓練の機構を作り出したのである。例えば、省レベル、市レ

ベル、区レベルに相応する教師訓練機関がある。具体的なことは、第 2章を参照してください。 
203 2011年の 6月の追加調査によると、その後このような社会活動をやめている。 
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内・外のサポート条件を有していないことが問題として分かった。本節はなぜこうした状況が

生じたか、その背後の要因を明らかにしていきたいと思う。 

G 校における学校内・外のサポート条件が存在しない要因については、本研究のデータによ

ると概ね 2つの側面に集約することができる。つまり、社会構造および社会文化に関わるもの

である。 

 

6.1.  社会文化に関わる要因 

社会文化に関わる要因については「関係本位」と形式化とに分けて進めたい。まずは、「関

係本位」について検討する。 

 

6.1.1. 社会文化に関わる要因 1－「関係本位」 

まず、「関係本位」という社会文化の側面を見てみよう。第 3 章で指摘したように、中国に

おいては「関係本位」という文化的特徴が存在する。つまり、社会は家族を中心とする遠近距

離によって結ばれている。そのため、社会文化においても関係する遠近距離がとても重視され

ている。つまり、個人間のつながりが生活においてとても重視されている。また、こうした個

人間のつながり(インフォーマルの社会関係の存在)は、法によって規定されたフォーマルな社

会関係より現実問題としてより機能しているとの指摘もされている(魯 2002；廉・戴 2010)。

つまり、人間関係が法に優先されることが少なくないと考えられるのである。しかし、このよ

うな「関係本位」という社会文化は個人間の社会関係をうまく調整し維持する一面がありなが

ら、「不正」な関係のため、「不平等」と「不公正」の問題につながりやすい一面を持つ。 

前述した「関係本位」という社会文化が如何に G 校に影響を与えているかを見てみよう。ま

ず、学校内におけるサポート条件としての「教師間の協働性」と「教師と校長との協働性」に

及ぶ影響を見てみよう。 

G 校における教育資源、あるいは昇進機会の分配について、S 校のように「能力主義」に基

づいたものではなく、ある意味では社会の「関係」に依拠した部分が大きいと思われているこ

とが、教師インタビューからうかがわれた。例えば、教師に与えられる研修の機会や昇進の機

会というような限られた資源の配分は、教師の家庭が有する背景に関わるとされていたのであ

る。こうして、主流社会における「不平等」の構成がそのまま学校内にも持ち込まれる再生産

構造を持つようになる。さらに言えば、G 校においては教師にとって貴重な資源が与えられる

場合には、教師の社会的な背景が重要な参考指標として考慮されていたため、教師の家庭背景

の再生産が問題となろう。しかし、「関係本位」という社会文化に基づいた分配の基準が教師

の間には不満を招いていることが多い。以下の教師たちのインタビューはこうした例である。 

 

何々の先生は何で優秀な教師資格をもらったのでしょうか。誰でも分かるでしょう。彼女

のお父さんは政府の官僚ですから。本当のことを言って彼女の実力を認めたくありません。あ

んなお父さんがいなければ、彼女は何もできなかったでしょう 

           (2008年 11月 19日 GH 教師に対するインタビュー) 

 

実は機会があれば、誰でも優秀になるでしょう。しかし、問題は機会が特定の誰かに与え

られることです。私のような関係がない教師であれば、なかなかチャンスは来ないでしょう。

何々の先生のレベルはそれほど高いとは思われないのですが、義理のお父さんが教育部門の行

政者です。現在の社会では実力というよりは関係の方がより重要だと思います。仕方がないこ

とですが、このような良くない社会環境が子どもたちどんな悪影響を与えるかを想像すること

は難しくないでしょう。 
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            (2008年 11月 18日 GE教師に対するインタビュー) 

 

現在の社会あるいは学校において生じた不正に対しては、真面目に考えない方が良いです。

すべてのことを見過ごしたほうがいいかもしれません。なぜなら、あのようなことにこだわり

すぎると余計な悩みが生じるばかりですから。 

            (2008年 11月 19日 GD教師に対するインタビュー) 

 

実は学校においても「不平等」なことがたくさんありますよ。時には実力の勝負というより、

「関係」の勝負が大事です。私のような関係がない人間だったら、できるところまでやるしか

ないですからね。昇進することができるかどうかはそんなに気にしていません。 

             (2008年 11月 20 日 GF教師に対するインタビュー) 

 

教師は少ない資源の分配に対して「不平等」や「不正」などのような言葉を使用しており、

特に「関係」の重要さを強く意識し、不正な手段を通じて、資源が割り当てられることに対し

て不満を持っている。これが教師を分断化した要因の 1 つと考えられる。なぜなら教師たちは

社会的背景(家庭の社会状況)の違いによって必然的にグループ化されるようになっているか

らである。この点については教師のインタビューでも裏付けられる。例えば、以下のような例

である。 

 

 いつも事務室にいる教師たちは家庭条件が恵まれたひとたちですよ。お父さんがすごい人か、

ご主人がすごい人に関係のある連中たちです。我々はあのような人たちとやはり違うと思いま

す。あの人たちは良いことがあれば何かの関係を使って手に入れると思いますが、我々のよう

な後援者がいない者は頑張るしかないと思います。例えば、先日の省の研修機会は結局何々の

先生に与えられました。おそらくお父さんの力を借りたのでしょう。 

                (2008 年 11月 20日 GF教師に対するインタビュー) 

 

わが学校は基本的によいと思います。給料や子どもの質や保護者の質も普通の学校より良

いと思います。だが、仕事の環境については公平とは思えないですよ。いくら努力してもその

価値に相当する償いがないと思います。あのような人たち(教室のやや斜め向かい側にある事

務室を見て)とはやはり違うと思います。もちろん、これは我々の学校に特有なものではあり

ません。社会問題ですから、しょうがないことですね。 

               (2008年 11月 20日 GG 教師に対するインタビュー) 

 

実力によってではなく、関係だけを通して競争に勝つことに対して不満がないわけはない

でしょう。教師の仕事に対する意欲にももちろんマイナスの影響が及ぶはずです。教師はなん

と言っても教師です。これは一種の良心的な職業だと思います。我々はあの恵まれた教師とは

違うかもしれませんが、人間にとって最も重要なのは、自分の人生に満足を感じることでしょ

う。 

               (2008年 11月 20日 GI 教師に対するインタビュー) 

 

教師たちは自分と区別して「あのひとたち」という表現を使うことが多かった(Tsuneyoshi 

et  al. 2011；Banks 1994)。このことからも、恵まれた教師たちと恵まれない教師たちの

間に分化が生じていることが見られた。いうならば、教師集団においても社会背景の違いによ

って分化が生じる環境が出来上がっている。さらに、こうした分化に対する認識は恵まれない



231 

 

教師たちのみならず、恵まれた教師たちにも共通して見られた。 

 

私はある意味では恵まれた家庭からの出身だと思います。しかし、私は皆さんのように頑

張りました。確かに学校でよいチャンスを手に入れたことがありますが、あれは家庭の関係を

使ったための結果ではないですよ。私がどれだけ努力したか皆さんは分りますか。 

               (2008年 11月 20日 GA 教師に対するインタビュー) 

 

恵まれた出身であれば罪ですか。正直に言えば、わけが分らない教師がいますよ。ただ私

の主人が金持ちであるため、わざと私のことを馬鹿にしたことがありますよ。同じレベルでは

ない家庭出身であれば、確かに違いますよ。しかし、これは仕事のために、時には無視しなけ

ればならないのです。 

               (2008年 11月 20日 GB 教師に対するインタビュー) 

 

実は私もこの学校に赴任した時には皆と仲良くしたいと思いましたよ。しかし、仕事はも

とより、生活までも皆さんとは異なる世界にいると思います。時には、納得がいかないことも

ありますよ。あの人たちの努力は努力として認めなければならないけれど、我々の努力とても

同じ努力でしょう。関係を使わないと誤解されることが多いですよ。我々の悩みを誰が理解し

てくれますか。 

                (2008 年 11月 20日 GC教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、恵まれた教師たちも、恵まれない教師たちに対して不満を持もっているこ

とがうかがえる。恵まれた教師にとっては自らの家庭の関係で自分の努力が認められないこと

に対する悩みをかかえていることが見られた。要するに、恵まれた教師と恵まれない教師の間

には目に見えない隔たりがあるのである。さらに、このような隔たりは単に教師間の社交関係

にとどまることではなく、普段の教育活動にも浸透しているように見えた。例えば、恵まれた

教師は教育研修の機会が多いため、新しい改革の理論や素質教育の理論に触れた機会が多いた

め、授業には、関連する教育理念を実施することが多い。したがって、恵まれた教師たちは「新

課程の積極的な授業型」を実践することが一般的である。 

一方、恵まれない教師あるいは一般的な教師たちはこれに対してより安全な「新課程の消

極的な授業型」を取ることが多いことが観察された。それは、彼らが「新課程の消極的な授業

型」のやり方は応試教育を保証することによって、自分の学校での地位を確保する手段が得ら

れると考えるからである。 

 

我々のような教師はすべて自ら努力しなければならないのです。保護者をはじめ、上級機関

の評価基準は最終的には点数に還元されると思います。私は新しい教育改革の理念がよくない

とは思いませんが、応試教育の社会環境を否定することはできないのです。応試教育に対する

批判が多いとはいえ、結局応試教育を評価することが事実でしょう。 

            (2008年 11月 20日 GI教師に対するインタビュー) 

 

現在は、保護者をはじめ、社会が依然として応試教育を重視していますよ。我々のような関

係のない教師であれば、成績に頼るしかないと思います。これが生き残る最後の手段ですから。

保護者に認められると学校での地位も固めることができると思います。 

            (2008年 11月 20日 GH教師に対するインタビュー) 
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このように、関係がない教師にとって、応試教育の重視は自分の価値を実現することとつな

がっていると考えられる。特に、応試教育で得られた業績は学校での地位と結びついているの

である。  

また、「関係本位」という社会文化は校長と教師の間の協働性を壊す一因とも考えられる。

それは前節で触れたように、教師は学校に存在する「関係」に基づいた「不平等」な分配方法

に対しては、校長にまで不満を寄せている。例えば、以下はこの点に関する教師のインタビュ

ーである。 

 

校長のやむをえない立場は理解しますよ。「不平等」な社会ですから、校長のやり方は理解

しますが、時によってはもっと平等にできるはずなのに、校長は校長の立場に固執しています。

昇進選考時に校長がいくら公平に人を選出すると言っても、正直に言えば、全然期待できる状

態にありせんよ(苦笑)。 

                  (2008年 11月 19 日 GH 教師に対するインタビュー) 

 

教師に公平に、平等に機会を与えることは実は無理だと思います。確かに民主的な選挙とは

いうものの、それは形式だけだと思います。典型的な形式化だと思います。どうせ結果を見れ

ば、やはり社会的な関係がある教師が選ばれると思います。校長にもたくさんのプレッシャー

がかけられたはずですから、彼女の立場を理解します。そのため、自分ができることだけをき

ちんとしたほうがいいと思います。特に、校長をはじめ、管理者と積極的に良い関係を築くつ

もりはありません。 

                  (2008年 11月 20 日 GD 教師に対するインタビュー) 

 

以上のように教師は校長の立場を理解していると言っていたが、校長との協働関係を積極的

に築くつもりはないことがうかがえた。ここには、教師が校長の「不公平」な面に対して、失

望している気持ちがあることが見られた。こうした失望や「期待しない」という教師の感情が

ある限り、校長との協働性を作り出すことは難しいであろう。 

 なお、この「関係本位」という社会文化は学校と保護者との信頼関係も壊していることがう

かがえる。例えば、教師のやり方に対する保護者の評価は、客観的な事実に基づくというより、

「関係」に対する認識に起因することが多い。 

 

現在の社会は何でもかんでも関係が必要ですよ。ただし、教師は仕事上良心を持たなけれ

ばならないと思います。にもかかわらず、教師の子どもに対する扱い方は全然違いますよ。例

えば、私のような貧しい家庭では、教師に進呈できるものがほとんどないと思います。ですか

ら、教師は我が子には目もくれないのですよ。その代わりに、豊かな家庭や官僚出身者の子ど

もの場合だったら、その反対になるはずですのに。 

                (2008 年 11月 21日 GPB保護者に対するインタビュー) 

 

正直に言えば、我が子を学校に置くことは、とても心配ですよ。なぜなら、教師は平等に子

どもたちを扱うことがないからです。恵まれた家庭の子どもに対しては、明らかにひいきに見

ます。 

                (2008 年 11月 21日 GPA保護者に対するインタビュー) 

 

実は、教室の座席の位置配分には大きなわけがありますよ。保護者が教師とよい関係にあれ

ば、こどもを前の席に座らせます。あまりよくない関係であればこどもは後の席になります。
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(注：前述したように G 校は大規模学級が多いため、席が後になると、授業の時に先生の声が

聞こえない場合があるようです) 

               (2008年 11月 21日 GPD 保護者に対するインタビュー) 

 

個別指導の機会もありますよ。保護者が権力やお金がある場合には教師とよい関係を持つこ

とが一般的だと思います。このような家庭から来た子どもの場合は、教師の授業中やある授業

後に個別指導が多くあるかと思います。今は教師のキャリアとしての道徳観が薄くなりました

よ。また、学級の担当者を選ぶときにも、保護者の力によって決められる場合が少なくないと

思います。 

               (2008年 11月 21日 GPC 保護者に対するインタビュー) 

 

先日学校の先生と喧嘩しました。先生がうちの子をいじめたからです。我が子は以前から前

の席に座っていたのに、何々子は両親にお金があるために、多分教師にプレゼントを買ってあ

げたでしょう。代わりにうちの子は後ろに座らせられました。うちの子は背が低いため、後ろ

に座ると黒板の字が見られないでしょう。今の先生は本当に悪徳ですよ。 

教師に提供するプレゼントのよしあしにより子どもの座席を決めた教師がいますよ。我々のよ

うなお金がない親にとってはどうしたらいいですか 

               (2008年 11月 21日 GPE 保護者に対するインタビュー) 

 

このように、保護者は教師が自分の子に対して不公平に扱うのではないかという懸念を持

っていることがうかがえた。また、学校に対する不満や心配は、恵まれない家庭の保護者だけ

ではなく、恵まれた家庭の保護者にもあるように見える。例えば、以下のような例である。 

 

今の教師は悪徳ですね。補充クラスに参加させるために、正式な授業では教科を十分に教え

ない先生もいます。補充クラスに参加しないと、子どもは何も習うことができないのよ 

               (2008年 11月 21日 GPD 保護者に対するインタビュー) 

 

関係を使って、子どもに良い勉強環境を作り出すことはしょうがないことですよ。子どもの

ためですから、このような社会ですから、妥協しなければならないと思います 

               (2008年 11月 21日 GPC 保護者に対するインタビュー) 

 

このような保護者のインタビューからも、保護者は学校に対して不満や不信を持っている

ことがうかがえある。また、こうした不満、不信について一般的な社会状況を、根拠なしに G

校に当てはめようとする傾向が見られた。つまり、G校においては、上述したような不正な事

件があるかどうかは別として、保護者は主流社会に存在する問題をそのまま G校に当てはめよ

うとしていることである。そのため、保護者と学校の間に連携関係を作ることは事実上難しい

ことが推測される。 

さらに、このような「関係本位」に関係した社会文化は、学校以外の日常的な運営にも影

響を与えることがうかがえる。例えば、本章の学校プロフィールで触れたように、G校におい

ては大規模な学級が多いとことに留意する必要がある。その要因のひとつは「学校選択」の問

題である。第 1 節で紹介したように 2009年の「一票否決」の体制を実施する前に、G 校は「関

係本位」の圧力に耐えられず、定員オーバーの状態で児童を募集した事実がある。「一票否決」

の体制が実施されても、G校に入学するために裏での関係の利用がまだ続けられていることが、

関係者のインタビューから分った。このようなことは決してすべて G 校の問題とは考えられな



234 

 

い。その背後にある苦情について校長は以下のように語っている。 

 

実は、定員オーバーの問題に対しては、自分もしたくないですよ。しかし、頼む人たちは私

より偉いですから、頼まれたことに対応しないと、そのうちに問題になるでしょう。そのため、

私はしょうがなく、思い切って教室に入れきれなくなるまで子どもを募集しました。先日我が

校に入りたいという依頼が一人の偉い人からきました。私はどう答えたと思いますか。「あな

たが自分で学校を見回してください。もし入れそうな教室があれば、入れてもいいですよ」と

答えました。そうしたら本当に学校にきましたよ。でも教室が満員ぎりぎりの状態を見て結局

あきらめました。私にできることはこれしかないと思います 

               (2008年 11月 18日 校長に対するインタビュー) 

 

以上のように、G 校においては「関係本位」という社会構造によって生じた「関係本位」と

いう社会文化がそのまま学校に持ち込まれてきたため、学校内のサポート条件である教師間の

協働性や教師と校長との協働性も築きにくく、学校外のサポート条件である学校と保護者との

信頼関係までも壊されていると思われる。 

以上により、G校は上海市の S校のように社会的不正に対抗する「緩衝地帯」を設けること

ができていない。そのため、「関係本位」という社会の不正な価値観が G 校では直接に機能し

ているように見える。言い換えれば、S校のような「関係本位」という社会文化に抵抗する学

校文化がなければ、社会の「不平等」はそのまま学校に入り込んでくるのである。また、それ

は G校における内・外のサポート条件の形成に悪影響を与えたことが見られる。例えば、教師

間の分断化や教師間の協働性を不在にし、かつ、教師と保護者との連携関係の空洞化にもつな

がったのである(佐藤 2006；秋田 2006)。 

 

6.1.2. 社会文化に関わる要因 2－形式化の存在 

G 校における教育実践の形式化の存在は、学校のあらゆるところに見られる。特に、「素質

教育」の実施が形式化にとどまっていることが少なくない。こうした形式化的な取り組みは、

普段の教育活動と学校管理の両方に関わってくるものである。 

まず、教育活動の側面から見ると、前述した「本校課程」においては、「素質教育」を実現

しようという呼びかけがあるとはいえ、その実施においては本章で明らかにしたように応試教

育の再強化という元来ある意図の存在が否定できない。また、モデル学校であるため、「本校

課程」のレポートを上級機関に提出する際に、本校の現実はともかく、形として素質教育に沿

おうとする方向性になりやすい。以下は副校長に対するインタビューである。 

 

本校課程の実施に関しては、実は制限されたことが多いと思います。我々は先進的なやり

方をしたいですが、資源がどこにありますか。このようなレポートの作成には偏りが大きい事

が分かりますが、少なくとも形式的には満たしなければならないのです 

               (2008年 11月 18日 副校長に対するインタビュー) 

 

また、「素質教育」に関わる「バイリンガル教育」(双語教学)204の実践は形式化したままに

                                                        
204 G校における「双語教学」とは、英語を子どもに普及させるべく、教師たちは必修科目にて英語を使

うことである。例えば、算数授業においては、教師はできれば簡単な英語を子どもに教える。G校で

の「双語教学」は 2003 年から実施し始めたが、半年を過ぎても教師の英語のレベルの制約のため、

実質的には行なわれていない。なお、上級機関の査察を受けるときには、学校が指定した教師によっ

て行うことがある。例えば、筆者の 2008年の 11月の本調査においては「双語教学」を採用する「算

数授業」を見学したことがある。 
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とどまっている。さらに、素質教育と関係が深い「本校課程」の実践にせよ、応試教育になじ

みやすい「算数」教科の実践にせよ、一見すると「素質教育」の理念を反映した授業と言える

が、双方とも応試教育の再強化に向かって逆転させるようになっていることが既に見た。これ

こそ、G校における素質教育の実施における形式化の一面を反映するものと言えよう。 

他方、筆者が授業を見学した際にも、新しい課程改革の授業をしてほしいかどうかと聞か

れたが、教師は上級機関あるいは学校外の者に対しては、必要に応じて「素質教育」の理念を

反映する授業を実施していることが推測される。つまり、「素質教育」を反映する授業の実施

は日常的には実質化されていない。こうした点からも、G校は上海市の S校と違って、社会の

主流としての「関係本位」と形式化を越えるものではなく、双方に陥っているのである。 

 

6.2.  社会構造に関わる要因 

ここで、G 校と S 校との間には、階層差があり、G校が不利な状態におかれていることを見

逃すことができない。例えば、物質的な条件の不備や地域の社会資源の乏しさなどの制約条件

があるため、G 校では恵まれた S校のように、不正な価値観や文化に対抗する資源が少ないこ

とは事実であろう (Coleman 1990) 。 

素質教育の実施に関しては、地域の格差に起因する条件や資源の制約が G 校にとって大き

な課題であることは、副校長をはじめ、教頭と教師のインタビューを通じて明らかであった。 

 

我が校にとっては、先進的な教育理念より、素質教育の実施条件を完備することがもっと

重要だと思います。北京のような先進的な都市のやり方について分らないのではないのですよ。

我が校の教師であれば、あれぐらいのやり方だったら全然問題にならないと思います。問題な

のは実施条件ですよ。例えば、我が校の卓球部を例としてあげると、我々はすべての子どもに

参加してほしいと思います。しかし、いろいろなルートを通じて卓球道具の入手を図ったので

すが、結局 30 人弱分しか集まりませんでした。これはただ氷山の一角ですよ。我々はいろい

ろな制約の中で生き残らなければならないのです。素質教育にせよ、新しい課程改革にせよ、

その実施に踏み切る前に、学校現場の実情を理解した上での政策を打ち出してほしいと思いま

すよ。 

                 (2008年 11月 18 日 教頭に対するインタビュー) 

 

実は、新しい課程改革のノウハウについても分らないものではないですよ。制約条件が数

えられないほどあるのです。我々も上海市のような学校条件下にあれば、我が校の教師は負け

てはいないと思います。ただし、現在問題なのは、その実施の条件どこで得られるのかにあり

ます。そのため、現状では、新しい課程改革の理念はほとんど机上の空論に過ぎないです。 

                (2008 年 11月 18日 副校長に対するインタビュー) 

 

新しい課程改革についていろいろ試したいと思いましたが、制約がいろいろあります。例

えば、プロジェクターを使いたいなら、メディア教室に移動しなければなりません。これも一

セットのみですから、他の先生も使うだろうと思ったら、結局使えなくなります。 

                (2008 年 11月 20日 GB教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、社会構造に恵まれているとは言えない G 校にとっては、素質教育の実施に

は困難が付きまとい、さらに現実問題としてこの資源の制約を乗り越えられない状態がうかが

えた。例えば、副校長が指摘したように、「新しい課程改革のノウハウ」に関しては分らない

のではなく、条件「制限」のため実施できないことにある。G校にとっては、教師の質の問題
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より、社会構造に恵まれていない問題の方がより深刻であると思われる。 

これまで G校におけるサポート条件の不在とその要因とを検討してきた。S 校が学校内・外

の条件を持つことに対して、G校においては、学校内における「教師間の協働性」と「教師・

校長間の協働性」が不在である。また、S 校における形成要因と比べると、G 校は主流文化が

横行する「関係本位」と形式化を乗り越えることなく、その双方に陥っている。さらに、S 校

は社会構造において恵まれていることに対して、G校は相対的に恵まれない存在である。 

 

7. まとめと考察 

 

本章は中国の第 2 グループの地域にある N 省の L 市にある G 校における素質教育の実践を

検討してきた。 

素質教育の実践をそれぞれ「算数科」と「本校課程」に当たる「国語の世界を歩こう」と

いう科目を通じて検討した。「算数科」の授業は S 校と同じく、一見すると「素質教育」の理

念を反映する授業と考えられるが、実は「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」の相互

干渉によって応試教育を強化する役割を果たしていたのである。一方、「本校課程」は「素質

教育」の理念を反映しようとしても、結局国語の学力向上の重視によって、応試教育育成の役

割を果たしているように見えた。また、なぜこうした素質教育の実践が行なわれてきたかにつ

いては、サポート条件の有無とその形成要因を明らかにした。G校においては、学校内のサポ

ート条件としての「教師間の協働性」と「校長と教師間の協働性」が存在せず、さらには、学

校外のサポート条件としての保護者をはじめ、社会機関や教育機関およびコミュニティとの連

携も持たない。その要因は「関係本位」と形式化に陥ったこと、加えて社会構造に恵まれない

存在であることが関係していると思われる (勝野・浦野・中田 2006) 。 

G 校の事例を通じて少なくとも以下のような考察ができる。 

第 1 に、前述したように、「算数」教科にせよ、「本校課程」にせよ、素質教育の育成とい

うよりは、応試教育の育成になっていることが分かる。言い換えれば、G校の素質教育の実践

は応試教育のための役割を果たしているのである。そのため、G校において素質教育を実現さ

せるルートは、ある意味では閉ざされている。さらに言えば、G校における素質教育の実践は、

応試教育だけの役割を担う危険性を持つ。 

第 2 に、前述したように、第 3 章の S 校では素質教育の実践をそれぞれに関係の深い教科

を通じて、「素質教育」と応試教育の双方に同時に機能させていることに対して、本章の G 校

における素質教育の実践は、応試教育に偏った役割を果たす傾向が見られた。そのため、素質

教育の実践のプロセスにおいては「教育機会の不平等」を生み出す構造が入り込んだのである。

なぜなら、S校と G校は同じように地域においての素質教育のモデル学校でありながら、子ど

もに与える知識および育成能力の内実は異なるのである。また、こうした内実の違いは子ども

の将来の発展にもかかわるものである。第 1章にて素質教育を提唱する背景を論じた時に指摘

したように、素質教育の目的は 21 世紀に相応しい人材を作ることにある。そのため、素質教

育の育成を受けられない子どもにとっては、小学校の段階において不利な立場におかれる恐れ

がある。これらは真の教育機会の平等の実現を阻む問題につながるものである。G 校のように、

「素質教育」の理念を反映しようとする「本校課程」を設定したとはいえ、その実施上の内実、

特にカリキュラムの伝達を問われると、従来の応試教育を再強化することの役割を果たすこと

がありうることがうかがわれる。そのため、G校での素質教育の実施は名ばかりの素質教育に

とどまるしかない。さらに、上海市での S校での素質教育と応試教育の双方をカバーする実践

と比べると、G 校には素質教育を実現するためのアクセスルートが不在している。そのため、

G 校の子どもは S校の子どものように素質教育を受ける機会もないと思われる。そのため、素
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質教育実践のためのカリキュラムに関しては、「教育機会の不平等」というメカニズムが含ま

れていると考えられる。 

第 3に、G 校のこうした状況は、学校の内在的な要因だけではなく、実在するより広範的な

社会構造、主流価値観がかかわるものである。具体的には、社会構造においては、L 市はどち

らかと言えば普通の「地方都市」であり、その経済的な条件や地縁の条件は上海市と比べられ

ない面がある。義務教育に対する資金投入や財政の改善などのよりよい環境の整備は不可欠な

ものである。また、主流をなす価値観の関係本位や形式化は、学校の発展あるいは子どもの発

展に明らかに弊害を与えているのである。そのため、学校の健全な発展にとっては、不正な主

流文化にいかに対応するかが重要な課題として問われる。なぜなら、これらの問題は素質教育

の実施における教育機会平等の問題と直結するものだからである。 

第 4 に、地域においては G 校の子どもは恵まれた家庭の出身が多い。この意味では、保護

者の社会構成(階層)とほぼ関係していると思われる。しかし、G校は社会構造に恵まれていな

いため、両校の子ども間には、素質教育を受けることに「教育機会の不平等」の現象が生じて

いる。そのため、中国では、地域の格差、つまり社会構造の格差は階層より強力な存在である

と考えられる。さらに言えば、欧米の教育社会学の基盤としての学業達成の格差は階層に帰結

されるという理論(ブルデュー 1979；バーンスティン 1985)の矛盾が見られた。なぜなら、

G 校の例を取り上げると、社会構造の格差は最も重要な要因であると思われる。したがって、

外国の理論モデルを借用する場合には、慎むという姿勢をとる必要がある(恒吉 2009)。つま

り、中国においての教育社会学は中国の社会的特徴に基づき理論を再構築することが必要であ

る。特に文化再生産のような欧米の社会にとって親和性を持つ理論に対してはなおさらのこと

であろう。 
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第 5 章 非先進地域における N 章 L 市の農村部の事例 

 

本研究の目的は素質教育の実践におけるカリキュラムの伝達・構成の差異を通じて、「教育

機会の平等」の問題を問うことである。そのため、第 3 章の素質教育の実践における「先進都

市型」の素質教育の実践モデルと第 4章の素質教育の実践における「非先進都市型」の素質教

育の実践モデルをそれぞれ明らかにした。本章では「先進農村型」H 校の素質教育の実践モデ

ルを明らかにする。 

本章の構成は第 3、4 章のように、第 1 節では、本章の問題設定を行う。第 2 節は、H 校の

位置づけを述べる。第 3節では、応試教育の性格が強いと言われてきた「算数科」の実践状況

を検討し、次いで、第 4節では、素質教育と関係が深い「本校課程」を検討する。第 5節では、

H 校の素質教育の実践における学校内・外のサポート条件の有無を検討し、第 6節はこうした

素質教育の実践においての社会・文化的な要因を明らかにする。第 6節ではまとめと考察を行

う。 

 

1. 本章の問題設定 

 

本章における問題設定は、第 3、4 章の問題設定と同じように展開したい。つまり、メイン

クエスチョン(MQ として表記)とサブクエスチョン(SQ として表記)を通じて問題設定を行う。

具体的には、MQ としては非先進地域における農村型の素質教育の実施モデルとは何か。それ

は、具体的には、SQ1 の応試教育の性格が強いと言われる「算数科」と SQ2 の素質教育と関係

の深い「本校課程」の「本校作文」における顕在的・潜在的な授業構成を通して検討する。SQ3

はこうした素質教育の実践における学校内・外のサポート条件の有無を検討し、SQ4はこうし

た素質教育の実践を取り巻く社会学的要因を検討する。それらは図 5-1にまとめている。 

 

図 5-1 本章の問題設定 

 

＜研究データ＞ 

本章で使われた研究データは主に 2005年 5月 4～6日の本調査と 2008年 12月 8～12日の本

調査によって得られたものである。2005 年の調査においては、毎日授業観察を行った後、子
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どもに対して短いインタビューをした上で、できる限り当日担任教師に資料の請求とインタビ

ューを行った。また、学校に関する資料の取り寄せはほとんど毎日行った。さらに、調査にて

得られた情報を踏まえて調査の終日校長をはじめ、学校の管理者や教師に対してインタビュー

を実施した。それに加えて、5 日と 6 日は保護者に対しインタビューを行った。一方、2008

年の調査においては 2005 年の調査のように、毎日授業観察を行い、当日担当教師に資料の

請求とインタビューを行い、終日校長をはじめ、管理者、コミュニティの担当者などに対して

インタビューを行った。また 2008 年の 12 月 10 日と 12 月 11 日には保護者に対してインタ

ビュー行ったことに対して 2008 年の 12 日と 11 日にはコミュニティの担当者にインタビュ

ーを行った。インタビューの時間に関しては 2005年と 2008年の調査とほとんど同じ、30～60

分であった。 

また、算数授業に関する授業場面は主に 2008 年のデータに基づくものである。他方、「本校

課程」に対する授業観察のデータは 2005年のデータによるものである。なぜなら、「算数科」

の授業においては 2005 年と 2008 年とでそれほど変わりがなかった一方で、「本校課程」は

現存する制約の中 2006 年から概ね廃止されたからである。 

 

2. H 校の位置づけ 

 

本節では中国での H校の位置づけを明らかにするために、H校のプロフィールと問題設定を

述べる。 

 

2.1. H 校のプロフィール 

H校は N省の L市の Y県にある農村小学校である。Y県の経済は L市の上位に属している205。

Y県の税収は主に鉄鋼業と農業に依存するものである206。「十一五」207の末期 Y県の GDPは 205.2

億元まで拡大し、N省におけるベスト 30県208に入ってきた。そのため、Y県の経済力は N 省で

は上位にある。さらに、H 校の校長のインタビューによると、H 校の物質条件は同レベルの県

における農村小学校の中では、恵まれていると言う209。 

H 校は 9000 平方メートルの敷地を持ち、建築面積は 2000 平方メートル程である。実験室、

図書室、音楽室、コンピュータ室、メディア教室などを揃え、子どもの一人当たりの図書数は

30 冊である。また 2006 年には新しい校舎を建てた。H 校を一見すると、その資産的な条件

は G校に劣らないほどであった。この意味では、冒頭で触れたように、H校の資産条件は、省

における農村小学校の中では、上位の水準に達していると思われる210。また、H 校の教師は専

門学校以上の学歴を持っているため、全員が国の教育学歴の規定標準に達している。さらに、

45 歳以下の教師は、全員がコンピュータの使用免許211を習得していた。 

一方、学校を経営する経費は県政府をはじめ、村の政府、省政府などの政府財政からも支給

されている。ただし、この中で支給の主体は県政府である。例えば、教師給料や学校の日常の

                                                        
205 2008年 12月 10日 Y県の教育の担当行政官に対するインタビューより。 
206 2008年 10月 22日 Y県のホームページに確認したものである。 
207 前述したように、中国には、5年ごとに国の発展に対して計画を立てる。「十一五」は 2005～2010年

における国の発展計画を指すものである。 
208 2008年 12月 10日校長に対するインタビューによると、県の企画単位と相当する区を含めて 99個で

ある。 
209 2008年 12月 10日の校長に対するインタビュー。 
210 にもかかわらず、筆者の調査によると、図書のいずれも古く、コンピュータ室があるとはいえ、実際

には放置されたままの状態にある。この点については、後ほど詳しく検討したい。 
211 N省における教師は、コンピュータ使用の検定試験を受けることが制度化されている。 
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運営費用はすべて県政府が出資している212。そのため、県政府の財政力は、小学校の運営に直

接に影響を与えていると考えられる。 

H 校の子ども数は 340 人前後であり、教師数は 19 人である。学級人数は 45～55 人である。

H 校は農村小学校のため、子どものほとんどは学校の近辺に住んでいる村人の子どもであり、

クラスごとに 2～3 人の出稼ぎ家庭213の子どもがいる。要するに、H 校の子どもの家庭は社会

の底辺層に所属する農民家庭が中心である。 

H 校は素質教育の実施で知られている。そのため、モデル学校として行政機関によって視察

されることが多い。かつ、省をはじめ、市・県のメディアによって報道されたこともある。ま

た、国レベルをはじめ、省レベル、市レベル、県レベルにある研究プロジェクトの拠点校でも

ある。以上のように、L市の Y県における H校は素質教育の実施においては、先進的な農村小

学校であり、素質教育の実施においては、農村小学校のモデル校であると理解できる。これは

筆者が H 校を選んだ理由でもある(詳細は序章の方法論を参照されたい)。 

 

2.2. 学校理念 

H 校の経営理念は「道徳を通じて学校を営み、道徳を通じて子どもを育て、道徳を通じて己
214を高める」215ことである。このような経営理念を見る限り、「道徳教育の重視」という素質

教育の理念を反映し、かつそれを重視していることが推察される。 

また、学校目標は「現存する教育資源を生かそう、子どもの個性発展を促そう、特色がある

学校を作ろう」ということである。このような学校目標は、新しい課程改革の理念と一致して

いることが読み取れる。例えば、「特色がある学校を作ろう」というのは、『基礎教育課程改革

綱要』での特色がある学校づくりの理念からきたものと理解できよう(教育部 2001)。特に、

「子どもの個性発展を促そう」という文言は、素質教育の 3つの要素の内の「子どもの主体性

の育成」の理念を反映したものである。 

なお、子どもの育成目標は、「基礎を着実に身につけさせよう、特徴を目立たせよう、調和

的な発展をさせよう」である。ここでの「調和的発展」は素質教育の「全面的な発展」の意味

とつながることが分かる。「基礎を着実に身につけさせる」ということは、新しい課程改革の

「基本知識」及び「基本技能」の重視と一致している。「特徴を目立たせる」ことは、H 校の

学校目標で触れた「子どもの個性の発展」と関連するものであると理解される。つまり、子ど

もの特長を伸ばすことを通じて、子どもの個性をアピールすることが目指されている。 

したがって、H 校の学校運営理念をはじめ、学校目標と子どもの育成目標は、「素質教育」

の理念や新しい課程改革の理念と直接的に、あるいは間接的に結び付けてあり、H 校における

学校の公文書を見る限り、「素質教育」の理念に基づいている。 

 

3. 「算数科」における素質教育の実践 

 

前節では H 校の「学校理念」においては、素質教育が反映されていることが分った。だが、

第 3章と第 4章で検討してきたように、具体的な素質教育の実践においては学校理念と乖離す

るところがある。例えば、一見して「素質教育」の理念を反映する算数授業であっても、結局

応試教育を機能させるという逆転が見られた。そのため、本節では、H校における「素質教育」

の理念が実現されているかどうかは算数授業を通じて検討する。具体的な算数授業を検討する

                                                        
212 2008年 12月 10日の校長に対するインタビューで明らかにされた。 
213 ここでの出稼ぎ者の家庭は他の Y県より遅れた農村地域の農民家庭である。 
214 文脈を通じて、ここでの己のとは、おそらく学校の管理者と教師たちのことを指すものだと思う。 
215 H校の経営理念と経営目標の内容については、筆者が調査を行った時に、学校のロビーにある掲示板

の内容から記録したものである。経済条件の制約によってパンフレットのような宣伝資料はない。 
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前に、H校は、いかなる施策を通じて「素質教育」の理念を具体化しているのかを見る必要が

ある。それは、「算数科」に関する学校の指導案を通じて明らかにしたい。 

 

3.1. 学校指導案に基づく授業改革に関して 

H 校が新しい課程改革を正式に実施し始めたのは 2004 年からである。その際、いかに新し

い課程改革を実施するかを探るために、授業改革に関する研究会を編成して取り組んだ。研究

会は校長をはじめ、教頭、ベテラン教師によって構成されたのである。筆者は研究会によって

作りだされた『教師の課程改革ニーズへの適応』という研究案に基づき、H 校における授業改

革の施策を考察する。結論から先に言えば、研究案における授業改革の施策は、主に「教師・

児童の役割転換」と「授業スタイル転換」をめぐって展開された。以下に、「教師・児童の役

割転換」と「授業スタイル転換」のそれぞれについて検討していく。 

まず、「教師・児童の役割転換」について見てみよう。研究案によると「教師は、授業活動

においては、子どもと一緒に積極的、能動的に行動しなければならない。合わせて、知識の伝

達と能力の育成との均衡関係に正確に対応しなければならない」216と明記され、さらに、教師

は「従来の知識の伝達者から子どもの学びの促進者になる」ことが求められた217。これによっ

て、従来の教師が主役とした伝達者の役割を否定し、子どもを主役にさせようとする意図を研

究案で示した上で、教師は従来の「伝達者」から「学びの促進者」に転換することが明記され

た218。これは『基礎教育課程改革綱要』によって強調されたように、素質教育のもとでは教師

の役割は「組織者」、「援助者」、「促進者」であるとされていた点と一致している(教育部 

2001,pp.8-9)。以上のように、H校においては「教師・児童の役割転換」が授業改革の重要な

施策として実践されたことが読み取れる。 

一方、研究案によると、「授業スタイルの変換」と活用が提起された。例えば、「かつての古

い授業スタイルを変えなければならない。子どもたちに自らの参加や自主的な探求をさせなが

ら、手作業能力や知識収集能力などを育成させる授業スタイルを使うべき」と指摘された219。

また、グループ学習の細かい方法まで提起されている。例えば、「実施の状況を考慮した上で、

グループ活動の場合は隣の子どもと一緒に 1 つのグループを作る」ことが取り上げられた220。

このように、「授業スタイルの変換」を求めていることが見られた。さらに、グループ活動、

自主探求、手作業などをも推進されている。これらは、新しい課程改革によって推奨された授

業スタイルと同じものである。さらに、研究案は素質教育を推進しようとする意図のもと、例

えば、研究案おいては、「伝統的な『応試教育』に相応しい授業スタイルに変えなければなら

ない、素質教育を着実に実行しなければならない」こ221とを強調した。 

以上のように、H 校においては、公の学校理念をはじめ、学校内部の指導資料にまで「素質

教育」の理念を推進しようという意図がうかがえた。しかしながら、前章の L市の都市部の G

校にせよ、第 3章の上海市の S校にせよ、いずれも学校文書レベルでは同じく素質教育を推進

しようとすることが見られたが、実際的な授業や教授活動の段階を検討すると、形として素質

教育の推進が応試教育として機能するような逆転の現象が生じていた。そのため H 校の素質教

育の実状を知るためには、H 校の教学授業の実態を見る必要がある。以下では、「算数科」の

授業実践を見てみよう。 

                                                        
216 2008年 11月 12日入手した『教師は課程改革のニーズへの適応』という研究案から引用したもの。 
217 ibid. 
218 ibid. 
219 ibid. 
220 ibid. 
221 ibid. 
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3.2. 算数授業 

H 校における算数授業の実態を描き出すためには、モデル学級と一般的な学級とに分けて検

討しなければならない。なぜなら、H 校には、「モデル学級」と「一般的な学級」が存在し、「モ

デル学級」は文字どおりに、モデルとして存在している学級であるからである。しかし、ここ

で留意すべきは、「モデル学級」の存在は、「モデル教師」の存在からきたと思われる。つまり、

「モデル教師」が担当している学級は「モデル学級」として理解されている。「モデル教師」

はベテランの教師であり、上級機関によって主催された教師研修により多く参加した人達であ

る。なお、「モデル教師」はわずかしか存在せず、H 校においては 2～3 人の程度である。「モ

デル学級」はある意味では、H校の限られた講師という現実によって作り出された産物である

と思われる。この点については後述にしたい。「モデル教師」の授業の特徴は簡潔に言えば、

「素質教育」の理念により近い取り組みを行なっていることである。つまり、「素質教育」の

理念あるいは新しい課程改革によって推奨された方法を基に授業を行う。例えば、授業の実施

においては、「授業スタイルの転換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」などの本

研究で素質教育の実践に見られるものとして特定した特徴によって表されるものである。また、

以上の授業実践は一貫性を持つことが特徴的である。一方、一般的な学級は、L市の G校の一

般的な学級と似ていた。特に、モデル学級より授業改革の要素は薄れていることが顕著に見ら

れた。例えば、授業では従来の授業スタイルの実施がメインであり、新しい授業スタイルを使

ったとしても、授業に日常的に使うことはなく、上級機関の審査や外部者の見学の際に使うも

の、演技・披露するものであった。そのため、モデル学級の授業と一般的な学級の授業に分け

て描き出す必要がある。 

以下、まず、モデル学級の授業を検討する。 

 

3.2.1. モデル学級の授業 

具体的な授業を見る前に、「モデル教師」について検討する必要がある。前述したように、

「モデル教師」の存在はそれなりの理由があり、ある意味では、H校にとってのやむを得ない

選択であるとも考えられる。 

 

(1)モデル教師について 

H 校において、「モデル教師」は教授活動においてベテランの教師であり、かつ、新しい課

程改革の理念をよりよく理解している教師であるとされていた。では、この「モデル教師」は

どのようにして「モデル」となるのか。H校における教師は農村小学校にいるため、上級機関

の研修に参加できる機会は多くない。特に、市レベルの教師研修をはじめ、省レベルの教師研

修に参加するチャンスはなおさらである。そのため、上級機関の研修に参加する教師はわずか

なであり、こうした状況の中で、誰を教師研修に行かせるかが資源の配分の観点から問題とな

る。H 校はこの問題に対処するために、教師研修の参加は「優勢集中」222を基に選定する。つ

まり、限られた教育研修の機会を「最優秀」の教師に与えることになっている。 

H 校にとって、教師研修のチャンスは限られたものであり、すべての教師に配分することは

不可能である。そのため、ベテランの教師のみがこのような稀な機会を得ることになるのだが、

こうした選定基準の正当性は、ベテラン教師が教師研修で習った先進的な教学理念や方法を、

学校内研修を通じて他の教師に伝えることにある。このような教師研修のチャンスを与えられ

た教師は H校で 3名しかいない。そのため、こうした「優勢集中」という理念は機会均等の理

念とは全く無縁の話であるが、H校にとっては合理的な選択として受け入れられている。なぜ

なら、H 校の限られた教育的資源で H校が生き残っていくためには、こうしたやりかたは最も

                                                        
222 これらは 2008年 12月 10日の校長に対するインタビューによって明らかにされたものである。 
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有効なものであるとされ、それは校長をはじめ、教師の中でコンセンサスが得られたものであ

る。 

                      

われわれのような農村小学校においては、基本的に教師の質は都市の教師より低いと思いま

す。もちろん、これは、単に教師だけの問題ではないと思います。例えば、教師研修の例を上

げると、大都市北京、上海の場合は、学校のすべての教員は質がよく、教師研修を受けるチャ

ンスがあると聞きました。しかし、わが学校では、上級機関の研修、特に、市や省レベルの研

修をすべての教師に与えることは不可能です。そのため、上級機関での研究チャンスがあれば、

優秀な教師に与えた方がよいと思います。優秀な教師はなんといっても、理解力や専門スキル

などが高いと思いますから、学習効果もより高いでしょう。また、これらの教師が習ったこと

は校内研究会を通じて、他の教師に教えることもできます。限られた教育資源の中では、優勢

集中の方式を取らざるを得ないと思います(苦笑)。 

               (2008年 12月 10日 校長に対するインタビュー) 

 

教師研修は良い機会だと思います。従って、みんなに機会を与えられたらいいなと思います

(笑)。しかし、現実には不可能です。我が校のような農村小学校は、確かに限られた条件の中

で頑張っています。だからこそ、限られた教育資源を最大に活用したほうがいいと思います。

ベテラン教師が教師研修を受け、先進的な教学経験を学校に持ち帰ってくれるとありがたいと

思います。特に、上級機関の審査を受ける時に、われわれの負担を減らすことにも役立つから

です。 

                (2008 年 12月 12日 HE教師に対するインタビュー) 

 

農村小学校ですから、しょうがないことだと思います。誰でも先進都市に研修に行きたいで

しょう。しかし、現実は現実ですよ。現在我が校は日常の運営に精一杯ですから、学校の出費

で研修に行く事は不可能です。上級機関からの研修枠を使って行くしかないと思います。問題

は、このような枠がとても小さいことです。年に 2～3 名ぐらいだと思います(筆者注：市レベ

ル以上の研修機会)。我が校では、こうした研修機会は 2～3名のベテラン教師に占有させてい

ます。確かに、この 2～3 名の教師はレベルが高いと思います。従って、あのような先進的な

理念についていくことができます。代わりに、私が行ったらどうなるでしょうね。帰ってきて

から他の教師に教えることは無理ですね。教育資源を無駄に使わないことが正しいやり方だと

思います。 

(2008年 12月 12日 HD教師に対するインタビュー) 

 

このように、H 校でモデル教師が生まれた背景には、限られた教育資源の中では、より優秀

な教師により多く教育資源を割り当てるという考え方に依拠したものである。こうした基準に

従うならば、モデル教師の出現は当たり前のことであり、モデル学級の出現も不思議には思わ

れないであろう。とはいえ、この基準は表向きのものに過ぎない。ここでは、その根底にある

問題への視点を忘れるわけにはいかない。例えば、H 校がこうした状況下に置かれたことは、

現存する教育における「城・郷二元性」という社会構造と地域格差に起因する問題であるから

である。それは、教育資源の分配においての「強者原理」でもある。ここでの「強者原理」と

は、恵まれる者ほどより多くの教育資源を与えられることである。例えば、恵まれた地域であ

るほど教師研修チャンスは多くなることに対して、恵まれない地域ほど少なくなるのである。

要するに、H校のモデル教師の出現は、単に学校の状況によって生まれたものではなく、その

基底には、より広範な社会環境とつながる格差問題があると思われる。 
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次に、本節の主題である授業実践に戻って、モデル学級の授業の実態を取り上げたい。 

 

(2)モデル学級における「顕在的な授業構成」 

前節ではモデル学級が生まれた要因を明らかにしたが、本節ではモデル学級の算数授業の授

業場面について検討する。具体的には、上海市の S校と L 市の G 校の場合と同様に、「顕在的

な授業構成」と「潜在的な授業構成 」とに分けて考察を進めたい。「顕在的な授業構成」は「授

業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」の 3側面をめぐって描き出

されるものである。なお、ここで留意すべき点としては、モデル学級においては、S 校と G 校

のような意味での、顕在的な素質教育に対する「潜在的な授業構成」が存在しないことである。

つまり応試教育においての「効率の追求」、「教科学力の教科」などは見られず、代わって「道

徳教育」重視がその特徴とされている。 

まず、「顕在的な授業構成」を見てみよう。 

 

①授業スタイルの変換 

 前述したように、H 校においての「顕在的な授業構成」は、S 校と G校のように「授業スタ

イルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」が見られる。ここでは「授業スタ

イルの変換」を検討する。 

H 校のモデル学級の「授業スタイルの変換」に関しては、「具体例の使用」、「グループ活動

や自主探求の活用」、または、「教科の横断的取り組み」があげられる。 

 

具体例の使用 

「具体例の使用」は授業のはじめに、或は、新しい知識を習得する際によく使われる。授業

をはじめる時の使用は、前述した素質教育に沿った「数学課程標準」によって推奨された授業

の「情景創設」とつながるものである(教育部 2001,p.51)。例えば、筆者が観察した 2008

年 12 月 9日の 3年生の授業においては、授業の前に教師は新年をお祝いするような「年画」(新

年のお祝いための絵)を黒板に貼り付け、授業をはじめた。教師は指で黒板を指しながら、「こ

れはなんですか」と子どもたちに聞き、子どもたちが「年画」と答えたことを聞いて、教師は

「そうです。よくできました」と評価した上で、続けて「大晦日の夜 12 時直前の数秒間にわ

れわれは何をしますか」と子どもたちに聞いた。子どもたちは質問を理解できなかったようで、

答える者がいなかった。教師はこの状況を見て、「数字を数えながら、新年をお迎えることで

しょう」と子どもたちに自ら答えを示した。何人かの子どもは「そうです。数字を数えること

です」と繰り返し言っていた。教師は「では、皆さんは 1から 20 まで数字を数えてください」

と子どもたちに求めた。このような授業場面を通じて、教師は具体例を使って子どもの日常的

な生活の経験を生かしながら、授業の情景を作り出している。 

一方、具体例を使用することは具体的な練習問題を解く場合にも使われていた。以下にあげ

たのはその一例である。これは上述した授業の場面のノーツから抜粋したものである。 

 

教師：新年をお祝いするために、皆さんは歌ったり、踊ったりするでしょう。教科書の 98 ペ

ージを開いてください。自ら問題を読んでください 

(子どもたちは先生の指示を受けて、教科書を開き、算数問題を黙読した。数秒を立ってから) 

教師：歌う人は何人ですか 

子ども：11人です 

教師：踊りは何人ですか 

子ども：5人です。 
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教師：楽器を演奏する人は何人ですか 

子ども：1人です。 

(教師は子どもたちの答えを聞きながら、小さい黒板上の事前に準備した表にその答えの数字

を書き込んだ。) 

歌 11 人 

踊り 5 人 

楽器 1 

教師「では、手元にある小さいビニール棒を使って、お祝いの演出者が何人かを計算してくだ

さい」と子どもたちに求めた。 

(子どもたちは教師の指示を聞いてから、手元にあるビニール棒を使って、計算の作業をはじ

めた) 

                    (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 3 年生) 

 

この授業場面を通じて、特に下線がある部分のように、教師は子どもに具体例を用いて答え

を導きだすことを求め、ここでは、子どもたちは小さいビニール棒を使って算数問題を解いて

いる。具体例を使って子どもの計算能力と手作業能力を育てようという教師の授業意図が読み

取れる。 

以上のような具体例を使うことは、取り上げたモデル教師の授業のみならず、他のモデル教

師の学級にも見られた。例えば、上述した HC 教師の授業には「一人で遊んでいて、グループ

活動に参加しない人がいるようですね。隣の人と真面目に一緒にやりましょうね。人に迷惑を

かけないでくださいね」(2008 年 12 月 8 日)、または HB の授業においては「われわれは高学

年ですから、後輩たちに手本を見せるために、規律を守らなければなりません。授業での私語

はやめてくださいね」(2008 年 12月 11 日)のように、教師権威の緩和の一面がうかがえた 

しかし、ここで指摘しておきたいことは、このような使い方は L市の G校と似ていると言え

るが、上海市の S 校とは異なるものである。例えば、情景創設においては、S 校は IT を使う

ことに対して、H校では具体例をその代替の手段として使っていたことは既に述べた。つまり、

「授業情景」としては同じであるとはいえ、中味を見ると異なることが分かる。それは、学校

の運営資金上の条件の違いにかかわるものと思われるが、この点については後述に譲りたい。 

 

グループ活動の活用 

H 校での「授業スタイルの変換」に関しては、「具体例を使う」こと以外に、「グループ活動

の活用」も見られた。例えば、同じ HA 教師の算数授業で見られた一場面を見てみよう。 

 

教師「そうです。黒板を見て、他の質問を作ることができますか。グループで討論してくさい。」 

(子どもたちは教師の指示を受けてから、隣の子どもとの二人組みで討論をはじめた) 

(教師は子どもたちにグループ討論を求め、子どもたちは隣の子どもと組んで討論をはじめた。

1 分ぐらいたったところで) 

教師「皆さん、できましたか」と子どもたちに聞いた。」 

(そして、教師は前回にも答えた男子子どもを指名した。) 

                     (フィールド･ノーツ 2008年12月 9日 3年生) 

 

この授業場面を通じて、教師は子どもたちにグループの討論を求めている。ここで、留意

すべき点は、それが上海市の S校と異なることである。すなわち、上海市の S校のグループ活

動においては、4 人グループの構成であることに対して、H校の場合は隣の子どもと 2 人の構
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成である。これは、先に触れた学校の授業改革の研究案の中で指摘された 2 人グループ構成と

一致している。また、グループ活動の時間はとても短いこともあって、下線のように、1～2

分間ぐらいで済ませている。これと同様の 2人構成グループの活用は、他のモデル学級にも見

られた。例えば 2008年 12 月 8 日の 3 年の HC先生と 12 月 11日の 4年の HB先生の授業にお

いてもこの様な場面が見られた。 

 

分数については既に学習していることから教師は子どもにグループ活動を求めた。子どもた

ちは二人でグループとして作り紙を折りながら、分数の等分に取り組んでいる。ひとつのグル

ープでは、一人の子どもが紙を折り、一人は見ている。紙を折りたたんだ子どもは、相手に「僕

はここまでに二等分を 2回折った。これは 4等分です」と説明した。相手の子どもは頷きなが

らじっと見ていた。1～2分ぐらいしてから教師はグループ発表の指示をした。 

                     (フィールド･ノーツ 2008年 12月 8日) 

 

教師は子どもたちにコイン投げのゲームを指示した。子どもたちは教師の説明を聞いてから

隣同士の二人で組んでゲームをし始めた。子どもたちはコインを投げる子どもと表面か裏面か

計算する子どもという役割分担をした。ゲームの最中に、「裏面は 3 回目」と大きな声を出し

た子どもがいた。このような活動を 1～2 分ぐらい続けてから教師は「誰かゲームの結果を教

えてくれませんか」と子どもに聞いた。 

                      (フィールド・ノーツ 2008年 12月 8日) 

 

以上のように 2人のモデル教師のそれぞれの授業場面である。これは先述した 3 年生の授

業と大体同じようなものである。つまり、グループの授業は 2 人構成であり、また、グループ

の活動の時間はとても短く、ほとんど 1～2 分程度であった。ここでは、このようなグループ

活動にて、実質的に子どもたちの協力能力や自主探究の能力などを育てられるかどうかは別の

問題として、少なくとも、「授業スタイルの変換」が形としては見られることは事実である。 

 

教科横断 

さらに、前述した授業スタイルのほかに教科横断という授業スタイルの変換がうかがえた。

例えば、3年生の授業においては算数授業の途中、国語と関連した古典詩の朗読および音楽の

踊りを行ったのである。以下はその授業場面の一端である。 

 

(授業を 15分ぐらい続けた後) 

教師は「皆さん、疲れましたか」と子どもたちに聞いた。「疲れました」と全員が答えた。

教師は「それでは、一緒に活動をしましょう」と子どもに呼びかけた。 

(教師の呼びかけを聞いて教室の中にばらばらに座っていた 6 人の子どもは自分の席から黒

板の前に来た。3人の女子子どもと 3人の男男子子どもである。) 

子ども達は、「春夜襲雨」という歌を歌いながら、ダンスをした。4 分ぐらいで歌と踊りが終

わると、「静夜詩」という古典の詩を朗読した。これが終わると「锄禾日当午，汗滴和下土」

という詩を全員で朗読した。 

(このような活動が 12 分間ほど続けられた。) 

                 (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 3年生) 

 

このように、算数の授業の間に国語につながる古典の詩の朗読と音楽という教科の踊りを

取り入れたのである。また、このような授業活動は 12 分間ぐらい行なわれた。このような授
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業スタイルの併用は、「疲れ」を紛らわす役割が期待されたものであることが教師の発言から

分った。しかし、この授業活動は子どもの「算数学習」に対して役立つものとは言いがたいで

あろう。なぜなら、H 校の「教科横断」の形をなすとはいえ、子どもにとっては、実質的に算

数の習得に逆効果を与える恐れがあるのではないかと考えられる。例えば、限られた授業時間

の中、算数授業と全く無関係な活動を長時間にわたって行ったのである。これは算数の教科知

識の習得に役に立つものとは言いがたい。一方、素質教育における「創造能力」と「実践能力」

の育成にも役に立つとは考えにくい。なぜなら、「教科横断」の授業活動の中での古典の詞の

朗読は、国語とつながっているものであり、歌を歌ったり、ダンスをしたりすることは、音楽

の教科とつながっている。このように、限られた算数授業の中でどのような教科についての教

育効果を望見たいかが曖昧になっている。この点についてこれから再度触れたい。ここでは、

当初の「授業スタイルの変換」という本来の話題に戻りたい。このような教科横断の使い方は

他のモデル学級にも同じく見られたのである。その進め方は、ほぼ前述した 3年生の授業と同

じものである。このような教科横断の場面は HC教師と HB 教師の授業にも見られた。 

 

授業を 20 分程度行ったところで、教師は子どもたち「皆さん、疲れたでしょう。では、気

分転換しましょう」と子どもに言った。子どもは大きな声で「疲れました」と答えた。「次は、

演出の時間です」と子どもに告げた。二人の女子子どもと二人の男子子どもが席から立ち上が

って、黒板の前にきました。教師「今日この 4人はどのような素晴らしい番組をもってきたの

でしょうか」と子どもたちに言った。この 4人の子どもは、まず、暗記した「沁園春・雪」の

文章を朗読した。2 人の女子子どもはダンスをした。これらを 15 分ぐらい続けたところで再

び算数授業に戻った。 

                     (フィールド･ノーツ 2008年 12月 8日) 

 

授業が 20 分くらい進んだころ、教師は「みなさん、疲れたでしょう。新しい番組を見てみ

ましょう。では、本日の演出を担当する人は前に来てください」といった。教師の指示を聞い

て 3人の女子子どもと 2人の男子子どもが前にやってきました。彼らは「満江紅」という愛国

の古典詞を朗読した。朗読が終わると 3人の女子子どもはダンスを踊った。このような活動は

10 分ぐらいで終わり、再び算数の授業に入った。 

                    (フィールド･ノーツ 2008年 12月 11 日) 

 

このように、限られた観察からの考察ではあるものの、H校のモデル学級においては「教科

横断」という「授業スタイルの転換」が見られた。それが具体的には、算数授業の中で古典的

な詩や国語の文章を朗読したり、踊ったりする方式がとられることを意味している。これは、

上海市の S校にも、L市の G 校にも見られなかった特徴である。 

以上モデル学級における「授業スタイルの変換」について見てきたが、それは「具体例の使

用」、「グループ活動の活用」、「教科横断の実施」によって特徴付けられていた。次には、モデ

ル学級においての「教師・児童の役割転換」の様相を見てみよう。 

 

②教師・児童の役割転換 

教師・児童の役割転換に関しは、前述した「授業スタイルの変換」とつながるところがある。

例えば、グループの活動の活用はその典型的な例である。なぜなら、グループ活動においては

子どもが活動の主役となり、「教師・児童の役割転換」が見られるからである。そのほかに、H

校のモデル学級は、上海市の S校と L市の G校と同じように問題の答えを求める場合には、教

師はできる限り、子どもを誘導しながら結論に導いていた。これは、教師が素質教育によって
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求められようとする教師の役割（援助役など）、子どもの主役を意識していることの表れであ

ろう。 

以下は、その役割転換が反映されている授業場面のフィールド・ノーツである。 

 

教師「とても長い演出をしましたので、皆さんはもう疲れていませんか。でも、続けて算数

の問題演習をしましょう」といいながら、円柱形、正方形や長方形の道具をとり出した。 

教師：このような道具を組み合わせてどんな者が作れますか。 

子どもたちは「ロボットができます」とか、「人間も作れます」とか、「部屋ができます」と

答える子どもがいた。 

教師は「部屋ができる」という答えをした子どもを前に出るように呼んだ。前に出るとこの

子どもは、すばやく道具を使って部屋の形に組み合わせた。組み合わせが終わったところで「こ

こは部屋です、ここは煙突です…」と説明した。 

教師「すばらしいですね。この部屋は地震に耐えられそうですね」。 

そして教師は「他の組み合わせをした人はいますか」と子どもたちに聞いた。 

「私は車の組み合わせができます」といいながら手を高く上げた子がいた。 

               (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日) 

 

この授業場面を通じて、教師は具体的な道具を用いて、それらの組み合わせ方を子どもたち

に考えさせた上で、多様な答えを子どもから引き出そうとしたのである。これは、「数学課程

標準」で取り上げられた授業における「組織者、協力者、引導者(導かれる者)」という教師の

役割転換と一致している(教育部 2001,p.2)。このような授業活動を通じて、子どもの考える

力を育てようとするのと同時に、手作業能力の育成をも目指していることが読み取れる。なお、

このような役割転換の場面は、他の 2つのモデル学級にも見られた。 

授業場面はそれぞれ以下のようなものである。 

 

教師：われわれはどのような式を用いて二分の一を表記しますか。 

子どもたち：横棒の上は 1で表記します。横棒の下は 2 で表記します。 

教師：ここでの 1と 2 を算数ではなんと言いますか 

子ども：上の 1 は分子と言います。横棒は分数線といい、下の 2は分母と言います。 

教師：よくできました。 

                     (フィールド･ノーツ 2008年 12月 8日) 

 

教師：われわれがゲームを行う時には誰が先にするかその順番をどのように決めますか。 

子ども 1：じゃけんぽん 

子ども 2：コイン投げ 

...... 

教師：そうですね。何でジャンケンやコイン投げを用いて順番を決めなければならないです

か。あなたはどう思いますか。 

子ども：もし順番を決めずに早い者勝ちにしたら不公平になると思います。後回しになった

人は、むかついてくると思います。 

教師：その通りです。確かに公平のためにこうしたルールを作り出したのです。 

                      (フィールド･ノーツ 2008年 12月 11日) 

 

この表の授業場面を通じて、モデル学級の授業においては、「教師・児童の役割転換」がう
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かがえる。それは、教師は質問を出してから、直接子どもに答えを教えるのではなく、子ども

たちに自らの答えを考えさせる形で見られる。ここでの留意点は、上海市の S 校や L 市の G

校と同様に、問題の答えより計算のプロセスを重視することを通じて、役割転換を実現してい

ることである。モデル学級ではこうして、「教師・児童の役割転換」は、グループ活動や教師

と子どもとの質疑の中で見てとれた。次は、「教師権威の緩和」に移りたい。 

 

③教師権威の緩和 

前述したように、モデル学級においては「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」

のほかに、「教師権威の緩和」という側面もある。次は、具体的な授業場面を取り上げながら

「教師権威の緩和」の具体例を見てみよう。 

H 校のモデル学級における「教師権威の緩和」の取り組みは、上海市の S校と L市の G小学

校と同じである。すなわち、教師の「言葉の使い方」や「相談口調」がそれである。ここで、

特に、留意しておきたいのは、前の二校と違って、「教師権威の緩和」は、規律を守らない子

どもの対応にも見られたのである。 

まず、「言葉の使い方」と相談口調について検討しよう。言葉の使い方に関しては、特に、

子どもに対する評価において顕著に見られた。例えば、以下は HA 教師の授業の一例である。 

 

子ども：数字を数えながら、新年をお迎えします。 

教師：そうですね。頭がいいですね。それでは、1 から 20 まで数えてください。まず、男

子の組にお願いしますね。 

              (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 3 年生) 

 

このように、教師は子どもを評価するときに、下線のように、褒める言葉を使うことが多い

のである。また、このような手段は頻繁に使われた。また、その口調はとても優しく、子ども

と相談しようとする口調で授業を進めていた。このような特徴はモデル学級に共通したもので

ある。例えば 2008年 12月 8日における 3年生の HC 教師の授業には、「皆さんは頭がよいで

すね」「李さんの答えは素晴らしいですね。皆で拍手しましょう」、「できるのだったらあせら

なくてもよいですよ。後 2分ぐらい待っています」などのように「相談口調」であるように見

える。また 2008年 12月 11 日における 4年生の HB教師の授業においても「よくできました」

や「正しく答えられました。一緒に拍手しましょう」のような子どもとの相談しようとする口

調を使う特徴が HC 教師の授業と同じく見られた。 

また、言葉の使い方のほかに、教師は授業にて規律がよくない子どもに対して直接名指し

することなく、全員に対して注意する表現で対象とする子どもに注意を促している。例えば、

以下はその一例である。 

 

授業の途中、一人の男子子どもがペンを弄っており、その音が繰り返し聞こえた。教師は

この状況に気が付き、以下のように言った。 

「授業を聞きたくない子どもがいるようですね。名指しはしませんがペンを弄っている人

は注意してくださいね。遊びをやめて、まじめに授業を聞いてください」 

               (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 3年生) 

    

このように、教師は直接子どもを叱ることなく、間接的に子どもの注意を促し、子どもと

素質教育が推奨するような支援的関係を築きたいと努力していると思われる。また、このよう

な取り組みは他のモデル授業でも見られた。例えば、上述した HC 教師の授業には「一人で遊
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んでいて、グループ活動に参加しない人がいるようですね。隣の人と真面目に一緒にやりまし

ょうね。人に迷惑をかけないでくださいね」(2008 年 12 月 8 日)、または HB の授業において

は「われわれは高学年ですから、後輩たちに手本を見せるために、規律を守らなければなりま

せん。授業での私語はやめてくださいね」(2008 年 12 月 11 日)のように、教師権威の緩和の

一面がうかがえた。つまり、モデル授業の教師は規律を守らないことに対して反発する態度を

示すことなく、間接的な呼びかけを通じて、子どもに問題に気付かせようとしている。これに

よって、教師権威の緩和が目指されていると考えられる。こうした授業場面からも、教室場面

からの「教師権威の緩和」を読取ることができる。 

さて、これまでは、モデル学級における算数授業の実状を見てきた。特に、「教師・児童の

役割転換」、「授業スタイルの変換」、「教師権威の緩和」に注目して進めてきた。その結果、H

校のモデル授業では、「顕在的な授業構成」には、「素質教育」の理念に基づく授業が貫徹され

ていることがうかがえた。しかし、注意すべき点としては、モデル学級の実施が形式なものに

すぎないことである。例えば、先に触れた「教科横断」という授業スタイルの使いはその典型

な例である。つまり、モデル学級の授業は一見すると、新しい課程改革を踏まえたような授業

を実施していたが、授業の目的は不明確であった。例えば、算数授業であるのに、その一部に

国語や踊りが混じったものであり、これらは、内容的には算数授業とは無関係なものである。

新しい課程改革では、教科の総合性を強調していることは確かであるが、ここで設定された内

容がまったく算数授業と無関係なものであれば、新しい課程改革の理念が期待するものとは無

縁なものになると思われる。例えば、HA教師のように、40分の授業の中、10分以上に算数授

業と無関係な授業活動を実施することは新しい課程改革の本筋と離れていることであろう。こ

うした授業を通じて、国語の知識にせよ、算数の知識にせよ双方に中途半端に対応する恐れが

潜んでいる。また、「教師・児童の役割転換」のところにある教師と子どもとの質疑の仕方も

形式的なものである。つまり、教師は子どもに答えを考えさせるプロセスを重視するのではな

く、質問ばかりを出して、子どもができない場合には、もっぱら教師が答えている。以上のた

め、モデル学級の授業は素質教育にせよ、応試教育にせよ、両方を確保することができていな

いようにさえ見える。さらに突き詰めて言えば、授業の「質」そのものが問題化している。つ

まり、「素質教育」を実現しようとすることで、結果として授業の目的が中途半端な状態に陥

っているのである。以上はモデル学級の「顕在的な授業構成」である。次に「潜在的な授業構

成」を見てみよう。 

 

3.2.2.「潜在的な授業構成」 

前述したように、H校のモデル学級の算数授業においては、上海市の S 校と L 市の G校のよ

うに「効率の追求」や「教科学力の重視」が見られなかった。また、第 3章と第 4 章で取り上

げた二校のように、「教科学力の重視」のための「教師権威の再構築」も見られなかった。こ

れらにもかかわらず、H校のモデル学級における算数授業の実施では「道徳教育の強化」がよ

り顕著に見られた。むろん、この点に関しては、前の二校の「算数科」にも見られないもので

はないが、H 校のような顕著なものではなかった。例えば、H 校のモデル学級における「授業

スタイル」の変換における「教科横断」について想起してもらいたい。「教科横断」は、主と

して国語と音楽との提携によって行なわれた。特に、「国語」の内容に関しては、古典の詩や

詞を中心とするものであった。例えば、この前に取り上げた 3 年生の授業場面においては、「鋤

禾」という唐詩がでてきた。この唐詩の意味は「田畑を耕していると、日は南の空高く昇り、

汗が穀物畑の土に滴り落ちている。このような農民の苦労によってもたらされたこの食器の中

のごちそうの来歴は、誰が知ることができるであろうか」という意味である。これは、農民の

苦労を慈しむという唐詩である。教師はこの詩を通じて、子どもたちに節約という道徳教育を
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行ったのである。以下はその授業場面である。 

(子どもたちが「鋤禾」という唐詩を朗読し終わったところで、教師は次の問題を出した。) 

教師：この唐詩はわれわれに何を教えてくれましたか。 

一人の児童：農民が畑を耕す大変な苦労についてです。 

教師：そうですよ。実はわれわれは毎日食べている米は、農家のおじさんたちの多大な労力

のおかげです。だから、われわれは食料を大切する習慣を身につけなければなりません。 

児童たち：そうです。 

教師：われわれ偉大な中華民族にとって、節約は伝統的な美徳です。それ故に、われわれは、

食料を大切することだけではなく、節約の美徳を養うべきです。 

              (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 3 年生)    

 

このように、教師は算数授業の中で「教科横断」を通じて、道徳教育を強化していることが

分かる。授業場面を見るかぎり、教師は下線に示した「食料を大切する習慣」、「節約の美徳」

を身につけることを子どもたちに求めたのである。このように算数授業の中で道徳教育を強化

することは、程度の差はあれ、中国の伝統文化の伝承や「愛国心」の育成などの形で他のモデ

ル授業にも見られたのである。以下は関連する授業場面を取り上げる。 

 

算数授業をはじめて 20 分位たった頃、教師は「皆さん、疲れましたか。続いて何に取り組

むか分かりますか」と子どもたちに聞いた。子どもたちは「演出活動です」と答えた。教師は

「そうです。それでは、今日演出する人は前に来てきてください」と指示した。教師の指示を

聞いて、三人の女子子どもと三人の男子子どもが黒板の前に来た。その演出の内容は毛沢東の

「沁園春・雪」という長征詩である。10 分ぐらいで子どもたちの演出が終わったところで、

教師は「毛主席の詩を通じて、われわれの祖国はどんな改革が行われたかが想像できるでしょ

う」。それに続き、「これは毛主席が長征ついて作った詩です。皆さんは長征が分りますよね。

われわれの幸せな生活のため、無数の革命者が自分の命を捧げたのです。また、生き残った人

たちもわれわれには想像もできない困難を乗り越えたのです。われわれは、彼らを見習い、何

をしなければならないでしょうか」と子どもたちに聞いた。子どもたちは「祖国を愛します」

や「困難に負けません」などを指摘したのである。 

                    (フィールド･ノーツ 2008年 12月 8日) 

 

算数授業を行っている途中、教師は子どもたちに「それでは、われわれは演出活動に移りま

しょう。今日は誰の番ですか」といった。これを聞いて二人の女子子どもと二人の男子子ども

が立ち上がって黒板の前に出た。彼らは中国の南宋の有名な「満江紅」という詞を朗読し始め

た。朗読が終わると、この歌も歌ったのである。このような活動は 10分ぐらい続いた。 

子どもたちの演出を見てから、教師は「これが岳飛の愛国の詞です。われわれの今日の幸せな

生活があるのは、岳飛のような愛国の英雄がいたからです。だから、われわれは、岳飛のよう

に、自分の国を愛さなければならないのです」と子どもたちに問い掛けた。子どもたちは「そ

うです」と大きな声で答えた。 

                       (フィールド･ノーツ 2008年 12 月 8日) 

 

 以上のように、教師が中国の有名な詩、詞を通じて中国の伝統文化を伝えながら、「愛国心」

を育てようとする意図がうかがえる。ここで興味深いのは、このような授業場面が道徳教育の

授業ではなく、算数授業で行なわれたことである。それ故、H 校のモデル学級における算数授

業には、先の章で触れたように、S 校と G 校のような「効率性」や「教科学力」の達成などの
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「潜在的な授業構成」はないものの、道徳教育をより強化していることがうかがえる。端的に

言えば、H校のモデル学級の実践は「効率性」や「教科学力」を達成することよりは、むしろ

それらを犠牲にして「道徳教育」の強化志向が見られると言えよう。 

以上は、モデル学級で行なわれた算数授業の実践状況である。次に、一般的な学級の算数授

業実施状況を見てみよう。 

 

3.3. 一般的な学級の算数授業 

一般的な学級の教師は上級機関が行う教師研修に参加したことがなく、新しい課程改革の理

念および実践はモデル学級の教師から習得することが多い。従って、これら一般学級の教師に

よる授業は、モデル学級のように新しい課程改革の理念によって貫徹されたものではなく、い

うなれば、恣意的に新しい課程改革の理念を反映させたものである。ここで恣意的ということ

は、教師が「素質教育」の理念を具現化された新しい課程改革によって推奨された授業方法へ

の取り組み方を思いついたところで実施したものである。以下はその典型例である。 

 

授業内容がほとんど終わったところで、教師は子どもたちに「今日われわれは何か忘れてい

ることがありませんか」と聞いた。子どもたちは怪訝な顔をしながら教師をじっと見つめた。 

そこで、教師は「グループ活動の実施を忘れたでしょう、皆さんはグループ活動についてま

だ覚えますか」と子どもたちに続けて聞いた。 

          (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 3年生) 

 

以上のような教師の発言から、教師がグループ活動の指導になれていないことが推測される。

グループ活動は、通常は新しい知識を伝達するときに行うべきものであることから、授業が終

わったところで提起したことは単に形式にとどまるものというしかない。なお、子どもたちに

「まだ覚えますか」と聞いたことからも、授業中にこのような授業スタイルはほとんど用いら

れていないことが読み取れる。もし、毎日使われているなら、子どもたちへの注意喚起は必要

がなくなるからである。 

さらに、グループ学習を全く行なわない学級もある。なお、グループ学習を実施した学級も

一部にはあったが、その実施方法には必ずしも素質教育で推奨されているものではない。例え

ば、以下はある 3年生の一般的な学級においてグループ活動を実施した授業場面のノーツの抜

粋である。 

 

授業の始めに、教師は事前に小さい黒板に書いた練習問題を子どもたちに提示した。 

18－10 

8＋3 

9－6 

11－9 

7＋6 

12－6 

5＋9 

5＋7 

4＋7 

7＋9 

18－9 

14－6 

13＋6 

16－7 

教師は指で小さい黒板を指しながら、子どもたちに「皆さんはグループの討論を行って答え

を求めてください」といった。子どもたちは教師の指示を聞くと議論をはじめた。一分間ぐら

い経ったところで教師は、子どもたちに「では、皆さん、結果を教えてください」といってか

ら、子どもの席の順番に従って計算結果を子どもたちに求めたのである。 

              (フィールド･ノーツ 2008年 12月 11日 3年生) 
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鐘(2005)は、グループ活動では、まず教師が生産性に結び付く問題を提示すべきことを提唱

した(ｐ.1)。しかし、黒板に掲示されただけの練習問題は、グループ活動を展開するうえで良

い素材とは言えない。つまり、黒板にある練習問題は、そのままでは生産性がある問題とは考

えられない。事実、その実施時間は 1分間ぐらいで終わっていた。1 分間ぐらいの短い時間で

は、子どもたちが問題を考える余裕もないであろう。せいぜいできることは、お互いに答えを

チェックすることだけである。そのため、ここでのグループ活動の実施は、グループ活動の形

を繕ったものに過ぎない。グループ活動によって期待される子どもの手作業能力や探究能力の

育成、さらには、教師・児童の役割転換とは結びつかないものである。言い換えれば、ここで

のグループ学習は実質的なものではなく、名ばかりのグループ活動に過ぎない。そのため、H

校の一般的な学級でのグループ活動は、求められる役割を果たすには至っていないと言える。 

加えて、一般的な学級の特徴は、子どもの日常的な生活との関連が少なく、従来の授業と似

ている点にある。例えば、モデル学級の授業では、具体例を用いて子どもの生活と関連させな

がら進められていることに対して、一般的な学級の場合は、授業の実施においては、計算問題

を使うことが多い。例えば、暗算や筆記計算を行うのが一般的である。 

以下は一般的な学級で行われた授業場面である(表 5-1)。 

 

表 5-1 一般的な学級で行われた授業場面 

時間 学年 教師 教師・児童の役割転換 

2008年 12月 8日 4 年 HD 

40×( )≺ 180 

60×( )≺ 220 

70×( )≺ 456 

40×( )≺ 281 

… 

2008年 12月 9日 4 年 HE 

200×30＝     

130×3＝ 

42×4＝ 

51÷3＝ 

… 

2008年 12月 10 日 5 年 HF 

ｘ＋58 

48－ｘ＝48 

X－2.5≺11  

12＞a÷ｍ 

Ab＝0 

… 

等式： 

2001年 12月 11 日 6 年 HG 

12×1.5 

12×6 

3.14×6 

14² 

… 

 

表 5-1のように、一般的な学級においては、計算を重視しているようである。そのため、子

どもの日常的な生活と関連させながら授業を進める方法は用いられていなかった。 
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また、授業スタイルについて言うならば、具体例の使用やグループ活動の実施が少ないので

ある。たまに、グループ活動が行なわれる程度である。 

にもかかわらず、「教師の権威の緩和」がよく見られた。つまり、教師の子どもに対する話

し方や口調は柔らかいものになっている。例えば、「あなたたちはどう思いますか」、「よくで

きました」、「だれがおしえてくれますか」というような言葉がよく聞かれたのである。 

なお、一点付け加えておきたいことがある。それは、モデル学級と同じく「効率性」を意識

して進める様子が見られなかったことである。例えば、「速く」とか、「最も正しい答え」とか

の言葉が使われることはないのである。 

しかし、ここで指摘すべきことは、H 校の一般的な学級の教師の場合、第 4章の G 校の「新

課程の積極的な授業型」と大体同じ授業風景が見られたが、教師の意識には大きな違いがある

と考えられる。例えば、G校の教師にとって、新しい課程改革によって推奨された授業方法を

使わないことは、より効率的に授業をすること、できる限りより多くの子どもを授業の対象に

するという「平等」の発想を踏まえて工夫した授業法だと思われる。これに対して、H校の一

般的な学級の教師には、推奨された授業方法を使わないことが新しい課程改革のノウハウが分

かっていないことにあると考えられる。そのため、両者間には異なる次元の問題が存在する。

つまり、H 校の問題は教師の意識の問題というより、従来の「授業の質」への回帰ということ

ができる。 

本節では、H校における素質教育の実践状況を具体的な算数の授業場面に注目して検討した。

次節では、H 校の「本校課程」における素質教育の実践について検討していく。 

 

4. 「本校課程」教科における素質教育の実践 

 

H 校における「本校課程」は「本校作文」と呼ばれている。「作文」は日本の「小論文」に

相当したものである。これは、従来の国語においては重要な内容として扱われてきた。それ故

に、H校における「本校課程」は「国語」の延長線上にあると理解することができる。この点

は L市の G校の「本校課程」と類似したものである。 

 

4.1. 教材の開発について 

H 校における「本校課程」の教材開発の理念は、「子どもの養成」をめぐって展開された。

「子どもの養成」を見る限り 2 つの意味が含まれると思われる。まず、「子どもの養成」と

いうのは、教育の対象は子どもであることを強調している。つまり、主役は子どもであること

を強調している。これは、「素質教育」の「子どもの主体性を育成する」という理念と重なる。

そして、ここでの「養成」はさらに 2つの意味があると思われる。ひとつは「国語の素養」で

あり、もうひとつは「品質、行為」などのような子どもの道徳とつながる側面である。以上に

より、H校における「本校課程」の理念の基本概念を見る限り、素質教育の理念に近づけよう

とする工夫がうかがえる。 

なお、「本校作文」の教材内容を検討すると、道徳教育と結びつく特徴がある。なぜなら、

教材の内容は第 4章の H校で使われている教科書と似ているからである。例えば、伝統的な文

化を伝承するために、「三字経」という古典が副教材として使われているがそれは第 4 章で触

れたように、中国の伝統的な道徳規範を反映するものである。こうしたところにも、学校が子

どもの日常の規範行為とその意志を磨こうとする意図がうかがえる。例えば、玉不琢(玉琢か

ざれば)、不成器(器を成さず)、人不学(人学ばざれば)、不知義(義を知らず)のような内容が
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取り上げられている223。また、古代の有名な歴史上の人物を通じて、愛国心を育成するための

文章もある。例えば、岳飛224についての物語はそれである。さらに、近代、現代の文章を収録

したものがある。収録範囲は伝統的な文化、歴史上の人物、環境保護などを包含するものであ

る。 

にもかかわらず、H 校の教材は上海市の S 校の「本校課程」のような体系的ものではない。

筆者が 2005 年研究調査を行った時点では、「三字経」の書籍は、普通の本屋で簡単に手に入れ

得るものであった。また、「本校作文」に関係した「作文訓練」という副教材でも体系的に展

開された様子は見られなかった。つまり、既存の本や関連する参考資料から抜粋した内容をそ

のままプリントや印刷資料としていることが見受けられた225。そのため、H校における「本校

課程」の「作文訓練」の教材は第 3 章の上海市の S校のように一定の学校理念に基づき、体系

的に作り出されたものとは言いがたい。 

 

4.2. 本校作文に対する教学要求 

学校の内部資料によると226、「本校作文」に対する教学要求は主に 3 点に集約することがで

きる。第 1点は、興味を育成することが重視されている。つまり、子どもは楽しく作文をする

こと。第 2点は、言語の習得を図りながら、考える力を高めることである。つまり、子どもは

うまく「作文」を書くこと。第 3 点は、従来の作文能力を育成することだけではなく、よい習

慣を育成することである。それにより、子どもは、作文に取り組みながら日常的な良い習慣を

身につけていくことが可能になる。特に、作文においては、必要な素材を収集する習慣と作文

を修正する習慣を養成することを目指している。これらの教学要求を見る限り、新しい課程改

革の三位一体の目標、「知識と技能」、「過程方法」、「情感態度・価値観」と一致していると思

われる(教育部 2001,pp.3-13)。例えば、第 1点目は、子どもの興味に目を向けようとするに

あたって子どもの「情感」と「態度」を視野に入れたものであり、これは新しい課程改革の「情

感態度・態度」と同じことであろう。第 2点においての言語能力を高めようすることは「知識

と技能」とつながる。第 3点にある習慣の養成は、授業の過程と方法を通じて習得するものな

ので、新しい課程改革の「過程方法」とつながっている。 

以上から、「本校作文」は道徳教育の重視と国語の習得とに結びつくものであることが分か

る。また、具体的な教学要求には、新しい改革の理念が反映されたものであることがうかがえ

る。しかし、現実の授業に、上述した理念が反映されているかどうかを確かめる必要がある。

以下では、具体的な授業場面を取り上げながら検証していく。 

 

4.3.「本校作文」の授業での実践状況 

具体的な授業実践を検討する前に、H 校なりの事情を説明する必要がある。「本校作文」は 

2 週間に一回の授業であるため、筆者は 2005 年の 5 月 6 日に行った一コマの授業しか観察し

ていなかった。また 2008年の本調査の時には、「本校作文」は教師の人手の問題で独立した

1 つの科目としてではなく、普通の「国語」の授業に取り込まれてしまい、実質的には廃止さ

れていた。そのため、筆者は 2005 年の「本校作文」の授業のデータしか使えなくなった。非

常に限られた観察ではあるため、本授業観察、その後統合された国語の授業、インタビューを

統合的に扱っている。 

                                                        
223 ここでの「三字経」からの引用が意味するところは、天然の美質を持つ玉も磨かなければ、器物とし

ての役に立たない。優れた素質を持つ人と言えども学ばなければ、道理を理解することはできない。 
224 岳飛は中国の南宋における有名な愛国人物である。 
225 筆者は 2005年と 2008年の調査を行ったときに、同じプリントを使ってしまったのである。 
226 2005年 5月 5日予備調査を行ったときに入手した「本校作文に対する教学要求」という学校内部の

指導資料。 



256 

 

2005 年の「本校作文」の授業は単に授業内にて行なわれたものだけではなく、上海市の S

校のように、学校のイベントと関連させながら実施されてきた。筆者が 2005 年に調査を行っ

た際に、H校は「感謝の心」というイベントを行なっていた。「感謝の心」というイベントは、

中国の一人っ子政策の実情に照らして、子どもたちに道徳教育を行なっていた。その核心は、

「もらうのは当たり前のように考えることはよくない」という価値観を子どもに教えることに

あった227。つまり、両親をはじめ、周囲の人や国家に対しても感謝しなければならないことが

主張されていた。さらに、「感謝の心」という学校イベントは、中国の祭りと連携して実行さ

れていた。筆者が行った調査の 2005年の 5月 5日はちょうどう「母の日」の直前であるため、

教師は「母に感謝すべき」というタイトルを使って、「本校作文」の授業を行なっていた。 

限られた例であるが、「本校作文」の授業では、「顕在的授業構成」と「潜在的な授業構成」

の観点から以下のことが分かった。 

教師・児童の役割に関しては、子どもは主役としての存在がうかがえた。教師は直接に子ど

もたちに問題の答えを示すことはなく、子どもたちの日常的な生活から問題の答えを導き出さ

せていた。ここでは、教師が子どもの考える力を育てようとする意図がうかがえ、「本校作文」

の授業における教師と子どもとの役割は、新しい教育改革によって推進された教師と子どもと

の役割関係と一致していることがうかがえる。これは前節で取り上げたモデル学級での算数授

業のやり方と似ているように見えた。なお、こうした「教師と子どもの役割」の転換は、次の

「授業スタイル」にも反映されていた。「本校作文」の授業スタイルの活用方法は、新しい課

程改革によって推奨されたものと一致している。グループ活動は 4～5 分ぐらい続けられ、子

どもたちに内容を討論する時間的な余裕を与えていることがうかがえた。さらに、このグルー

プ活動の展開は、明らかに子どもが主役である。そのため、このグループ活動のプロセスにお

いては、教師は協力者として、子どもは主役としての役割分担が見られた。だが、具体例や

IT 手段の使用が見られなかったことである。 

一方、「本校作文」における「潜在的な授業構成」は、モデル学級の算数授業と一致してい

ると思われる。つまり、上海市の S 校と L 市の G 校のように「効率性の追求」と「教科学力の

重視」、「教師権威の再構築」によって構成された「潜在的な授業構成」は見られなかった。従

って、ここには、モデル学級の算数授業のような「潜在的な授業構成」は存在しないと理解さ

れる。さらに、モデル学級の算数授業での「道徳教育の重視」という特徴は、「本校作文」の

授業でも同じように見られた。 

先述したように、H 校の「本校作文」では、上海市の S 校と L市の G校の「本校課程」の授

業における「潜在的な授業構成」は見られず、「効率性の追求」や「教科知識の重視」は存在

しなかった。例えば、「効率性」を追求する典型例である「速く」、「誰が一番早い」のような

言葉がなかった。特に、後半の授業のほとんどは「作文」の時間として子どもに割り当てられ

ていた。そこでは、「教科学力」における「作文」の能力を育成するという一面がうかがえる

だけではなく、教師が授業のまとめにおいて、あるいは途中での指導を通じて「教科知識」を

重視することより、「道徳教育」を重視していることがうかがわれた。なぜなら、もし教師が

「教科知識」を重視するなら、「作文」の方法やあるいは言葉の使いに力点を置くはずである。

しかし、この授業においては、教師は「作文」の訓練を通じて、子どもたちに道徳教育を進め

ようとする意図が明確に見られた。例えば、親孝行に関する授業場面において教師は、「皆さ

んは両親の恩を一生に忘れられないでください」とか、「母に感謝するために、今からより頑

張ってください」とかを子どもたちに教えた。さらに、「愛国心」を育てようとしている」こ

とが読み取れた。例えば、「われわれの中華民族は偉大な民族であるため、われわれは両親を

愛することだけではなく、両親のように祖国をも愛さなければならない」と強調したことであ

                                                        
227 2005年 5月 5日校長に対するインタビューから取り上げた。 
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る。これらは、授業の終了時における教師のまとめにて顕著に見られた。 

教師：今日われわれは「感謝の心」をタイトルとして作文練習をしました。われわれは誰

に感謝しなければならないでしょうか 

子どもたち：両親 

教師：そのほかには 

子どもたち：先生 

教師：そうですね。われわれは両親に感謝しなければならないと同時に、年配の方をも尊

敬しなければならないと思います。「親孝行」は中国の美徳ですので、絶対に忘れないでくだ

さいね。 

                  (フィールド･ノーツ 2005年 5月 6日 4年生) 

 

以上から分かるように、教師は「作文」のノウハウを子どもに教えることに重点を置くので

はなく、中国の美徳のひとつの「親孝行」を強調することによって授業を締め括っているので

ある。「本校作文」を一見すると、「国語」に還元されることになるかもしれないが、授業の内

容を踏まえると、「国語」の作文というよりは「道徳教育の重視」がより顕著に見られた。こ

れは、L市の G 校と異なる。つまり、G校においての「本校課程」は国語の延長線にあるもの

とはいえ、その授業の本質は応試教育の強化を目指すものになっている。他方、H 校における

「本校課程」は、応試教育を強化することになっていない。その理由については後述に委ねた

い。 

なお、H校における「本校課程」の科目の実践は、コミュニティ、つまり地域社会と連携し

ている。例えば、学校は子どもたちを連れて、村に在住する未亡人を訪問したりしている。 

一方、先述したように H 校における「本校課程」は 2006 年に国語の授業に取り込まれたた

め実質的に廃止された。その理由は、H校での「本校課程」の実践は県の教育局から特別の助

成が切れたためである。実際には、H 校のもともとの人手がすくなく、「本校課程」の担当に

は教師数の物理的な制限があった。専任教科担当の代行としての「本校課程」の教師は国語の

教師でありながら、「本校課程」を担当している。また、増加した仕事の分は手当ての形で補

われた。しかし、2006 年にはその助成が切れた結果、教師に与えられるべき手当てが支給で

きなくなった。何より H校にとって「本校課程」の実施が実に無理な面があると思われた理由

もある。当時の本校課程を担当した教師のインタビューを通じて、この点を明らかにした。 

 

我が校のような農村小学校において「本校課程」のような教科を実施することはとても無

理ではないかと思います。例えば、必要な設備がないし、保護者および地域からの応援も少な

いのです。無理やりに実施しても多大のエネルギーを無駄に使うばかりでした。 

この前の「本校作文」の科目では、道徳教育を重視する活動を確かに多少は加えましたが、国

語の作文とあまり変わらないと思います。 

     (2008年 12月 10日 かつての本校作文の教科担当 HG教師に対するインタビュー) 

 

 以上により、「本校作文」の実施効果という側面から考慮してもそれを実施する正当性が少

ないという教師の考えが洞察できる。そのため、助成金が切れた時点で「本校作文」と「国語」

とが合体されたのである。以下において「本校作文」の教科が国語の授業実践とどのように連

動しているかを見てみよう。 

 

4.4. 国語の授業実践 

国語の授業実践を検討するに際しては、前節の「本校作文」の授業で検討された「授業スタ
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イル」、「教師・児童の関係」、「道徳の重視」をめぐって展開したい。つまり、「本校作文」で

見られた特徴に基づいて検討する。 

結論から先に言えば、国語科目の授業実践は「算数科」のモデル教師の授業と似ているよう

に見られる。例えば、授業の導入においては子どもの日常生活と結びつけている。以下はその

授業場面である。 

 

場面 1：文章のタイトル－「もしあなたは郊外で道に迷ったら」 

教師：皆さんは道に迷ったことがありますか。 

子ども：あります。 

教師：みんなその当時どんな感じでしたか 

子ども：怖かったのです。 

教師：もしあなたたちがまた道に迷ったら、今度はこわがる必要はないですよ。 

  今日は先生がみんなに羅針盤を教えます。 

                (フィールド･ノーツ 2008年 12月9日 2年生の国語) 

 

場面 2：文章のタイトル－「自分の花は他人に見せるために」 

教師：皆さんはドイツのことを知っていますか。 

子ども：サッカー(一人の男の子が答えた) 

子ども：ヒトラー(みんな大笑いした) 

教師：よく知っていますね。 

   今日先生は、ドイツの民族や文化をみんなに教えます。 

               (フィールド･ノーツ 2008年 12月 10日 5年生の国語) 

 

このように、教師は子どもの経験を想起させつつ授業の話題を取り上げている。 

また、授業スタイルにおいては、グループ討論を使ったが、その議論の内容には授業内

容を踏まえながら、道徳教育を重視する一面がうかがえた。以下の 2 つの場面において、

特に下線のところには道徳教育の重視が見られた。 

 

場面 1：教師：皆さんは羅針盤の使い方や効用についてグループで討論してください。 

(子どもたちは教師の指示をきいてから議論し始めた。3、4 分の議論をしてから教師は終

わりという指示を出した) 

子どもたちは羅針盤の使い方について報告が終わった後、効用について聞かれた時、ほ

とんどが「方向を示す」という答えをした。 

教師：そうですね。正しい方向に向かうことが大事ですね。そうしないと道に迷ってし

まい、困りますね。特に、両親に心配をかけないように、勝手に遠いところに行かないで

ください。また、人生の道にも迷わないでください。われわれにとっては国家に貢献する

ための 

 人材として振舞うことが正しい道ですよ。 

                (フィールド･ノーツ 2008年 12月 9日 2年生の国語) 

 

場面 2：教師：皆さんは文章の内容を踏まえてタイトルの「自分の花を他人に見せるために」

は一体どういう意味ですか。議論してください。 

(子どもたちの 5分ぐらいの議論が終わったところで、教師は報告を求めた) 

子ども：自分のものはできるだけ他の人にも役立てたほうがいいです。 
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子ども：分かち合いということは素晴らしいことです。 

子ども：度量が広いほうが良い 

…… 

教師はみんなの答えは素晴らしいと思いますが、1 つの言葉にまとめると「人人為我、我為

人人」(人々が自分のため、自分も 人々のため)です。これがわれわれの「和諧社会」の建設

に不可欠なことでしょう。 

               (フィールド･ノーツ 2008年 12月 10日 5 年の国語) 

 

このように、教師は子どもの答えを文章の宗旨と結びつきながら、愛国心を育てようとす

ることがうかがえる。また、「国語」と「本校作文」は同じように「道徳重視」をしているこ

とが分かる。 

ここまでは H 校における「素質教育」の実施を「算数科」と「本校作文」を通じて、検討

してきた。「算数科」の授業状況を見る限り、応試教育にせよ、「素質教育」にせよ、理念やそ

れに沿った実践は意識化されていない。その結果、特に「本校作文」の実施は、「素質教育」

の理念における「道徳重視」の側面だけに主として貢献することになっているように見えた。

「本校作文」がすぐに廃止されて国語に吸収された背景にも、素質教育との関係においての独

自性が明確でなく、実施する必然性がなかったからだと思われる。これまでの結論を、図 5- 2

にまとめた。 

 

図 5- 2  H校における素質教育の実践の達成図 

 

 

図 5- 2 のように、H 校における素質教育の実践は、「算数科」にせよ、「本校課程」の科目

にせよ、素質教育と応試教育における「学力」を育成するものではなく、道徳教育の育成に向

けて機能している。 

ここでは、1つ留意しておきたいことがある。都市部の S校と G校の子どもは学校外の補充

学習があることに対して、H 校の子どもは通塾率228がゼロに近いのである229。 

 

 

 

                                                        
228 この地域の通塾率とは、受験のための塾や才能教育の塾に関わるものである。 
229 2008年 11月 9日校長のインタビューによると、H校の子どもは殆ど塾に通学した経験がない。 
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5. サポート条件の検討 

 

これまでは、H校における素質教育の実践を「算数科」と「本校作文」という教科を通じて

検討してきた。結論としては上述した 2つの教科においての素質教育の実践は「教科学力」と

「新学力」の両方の育成に向けては機能していないが、限られた観察ではあるが、結果的に「道

徳教育」の育成に寄与することになっているように見えた。本節では、なぜこのような素質教

育の実践が行なわれているのかという背後にある条件・要因を検討したい。まず、学校内・外

のサポート条件の有無を検討していく。 

 

5.1. 学校内におけるサポート条件 

学校内におけるサポート条件は、上海市の S校と同等であると見られる。つまり、教師間や

教師・校長の間には、良好な関係が築かれていた。言い換えれば、H校においては、教師間の

協働性と教師・校長間の協働性が維持されていた。 

 

5.1.1. 教師間の協働性について 

H 校においては興味深い現象が見られた。前述の算数授業で検討したように、H 校には、L

市の G校のようなモデル学級と一般的な学級とが存在している。特に、モデル教師の存在が目

立つことが指摘できる。にもかかわらず、教師間では G 校のように分断化されることはなく、

逆に、教師間の協働性が存在した。こうした協働性は、学校の利益を優先して考える結果であ

ると思われた。例えば、学校が上級機関の査察を受ける時には、できるだけ仕事を分担し、協

力して仕事を進めている。特に、教師の私物が学校の所有物のように使われたこともある。以

下は校長のインタビューである。 

 

上級機関の視察や学校見学があると、われわれには残業が多くなります。道具の準備とか、

報告の作成とか、いろいろな準備をしなければならないのです。幸いなことに教師たちが団結

して、とても協調的ですから、いずれも円満に終わらせることができました(笑)。特に、我が

校は貧しいですから、足りないものがたくさんあります。先日学校のコピー機が故障したこと

から、K 先生は自分の家のコピー機を学校に持ってきました。今現在使っているコピー機は K

先生のものですよ(指で隣のテープルにあるコピー機を指した)。皆が学校に対して自分の家の

ように愛着を寄せていることにとても感動しております。それと同時に、自分の不器用さがし

みじみと感じられました。 

                  (2008年 12月 10 日 校長に対するインタビュー) 

 

以上のように、校長は「団結」という言葉を使った上に、「学校に対して自分の家のように

愛着を寄せる」という表現で教師たちを賞賛した。特に、先述したように、H校では、モデル

学級と一般的な学級とに分けていることやモデル学級の教師により多く学校の教育資源を与

えていることに対して、教師の間に不満はなく、納得されているようであった。 

 

モデル学級の教師はわれわれより多くの研修機会や奨励を受けていることは確かですが、

モデル学級の教師はベテランのため、教師研修の効果が高いことは事実でしょう。また、多く

の教育資源を授かることの代わりに、それなりの犠牲もあると思います。例えば、教師研修に

参加する場合は、ほとんど個人の休日を使っていますから、モデル教師は実は大変ですよ。い

ろいろなプレッシャーがかけられていることと思います。 

その上、上級機関の査察の場合には、これらの教師の支援を抜きにしては実施できませんの
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で、時には感謝の面もありますよ。限られた条件の中、みんなが一緒に頑張らなければならな

いと思います。 

            (2008年 12月 9 日 HC教師に対するインタビュー) 

わが校は基本的によい教師関係を保っていると思います。これは、ここ学校に働いきやす

い環境が存在することにもあります。私は、教師研修機会をすべてベテラン教師に与えること

は学校にとっても有益なものだと思います。例えば、ベテランでない教師を研修に行かせたら、

結局何の効果もないかもしれません。学校のためなら、私はこのようなやり方に賛成します。

また、研修に行った教師たちは自分が学んだことを教えてくれます。例えば、この前の青年教

師のコンクールに参加した時には、ベテラン教師からいろいろな指導を受けました。その結果、

私はよい成績を取りました。ベテラン教師の知的資源は、われわれと共有されていると思いま

す。 

          (2008 年 12月 9日 HA 教師に対するインタビュー) 

 

わが学校では、モデル教師が存在したことこそ、われわれを助けてくれたと思います。な

ぜなら、ある意味で、われわれのプレッシャーを転化出来たからです。例えば、上級機関の査

察が多いため、指導案やレポートの作成などの作業が沢山ありますよ。モデル教師によって作

成された資料は参考にする価値が十分にあると思います。これらは、私たちには及びもつかな

いものだと思います。彼女たちは学校の貴重な財産ですね。 

            (2008年 12月 9日 HD 教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、H校は不平等な教育資源の分配、つまり有益な資源をモデル教師に専用化さ

せることに対しては、他の教師達は理解し、納得しているように見えた。これは、L 市の G 校

と明らかに異なって見える。例えば、G校は研修の機会の分配の不平等に関しては不満が見ら

れたことに対して、H 校では、これらの分配方法を賞賛する一面がうかがえた。その要因は下

線で示したように、学校の「効率論」、または「資源の共用」にあると考えられる。例えば、

「効率論」に従うと、H校のやり方が「研究効果が高い」ものと認められ、モデル教師の存在

は一種の資源として認識されていることが分かる。特に、こうした資源は私的なものではなく、

学校の共通資源であるとされている点には注目されたい。そのため、H校においてはモデル学

級と一般的な学級とが存在するとはいえ、教師間の分化をもたらすことはなかった。なお、こ

うした学級の分化は教師の協働性に害を与えるどころか、むしろ教師の協働性を高めるという

役割を果たしていることが考えられる。 

また、H校の協働性に関しては、「資源共有」によって培われているとも言える。H 校では、

必要な学習の道具は学校が買ったものより、教師が自ら作ったものであることが多い。従って、

教師間には、道具をはじめ、学習の資料を共用することが一般的になっている。特に、前述し

たように、教師は自宅のものであっても学校の共通資源として提供している。 

 

わが校は貧しい小学校であることから、教師間での教育資源の共用は当然のことだと思い

ます。すべては学校のためですから、教師たちは微力であるかもしれませんが、学校に貢献し

たいと思っています。自宅のものを学校に持ってくることは少なくありません。例えば、教師

の事務室に置かれている参考書はほとんど教師が自ら持ってきたものだと思います。 

                 (2008年 12月 8日 教頭に対するインタビュー) 

 

わが校は教師間の関係がよいと思います。もともと貧しい小学校ですから、みんなが力を

合わせないとより大変なことになるでしょう。わが校では教育資源の共有は、基本的な問題だ
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と思います。例えば、教具をはじめ、指導資料などをみんなで共用するケースが多いと思いま

す。 

            (2008年 12月 8日 HC教師に対するインタビュー) 

 

学校のためなら、力がある限り、貢献すべきだと思います。そうしないと、ますます不利

になると思います。わが校では自己中心の先生は少ないと思います。みんなが気持ちよく仕事

をしていると思います。教育資源の共有は当然のことだと思います。 

          (2008 年 12月 8日 HH 教師に対するインタビュー)230 

 

以上の下線のように、教育資源の共用は当たり前と考えられていることが見て取れる。また、

教師関係に対しては「よい」、「気持ちよく働く」のようなポジティブな評価が多く見られた。

しかし、H 校と第 3 章の G校は地縁など異なる点である。H校は農村地域であるため、村人の

たちは互いを良く知っていることである。これは教師間の協働性の育成に無視できないものと

思われる。 

一方、H 校の学校内のサポート条件は、「教師間」の協働性だけにとどまらない。教師と校

長間にも存在しているように見える。以下は教師と校長との協働性について検討していく。 

 

5.1.2.「教師・校長間の協働性について」の言説 

校長は教師の仕事に対して満足しているとの評価を下している。以下は校長に対するイン

タビューである。 

 

わが学校の教師は正直に言えば、教師の授業レベルは別として教師全員が素晴らしいと思

います。なぜなら、全員が本当にこの学校を愛していると思います。ある意味では、学校を自

分の家のように見なしているからです。私は彼女たちにとても感謝しています。私は彼女たち

にして上げられることが本当に少ないと思いますが、みんなは頑張ってくれました。学校で何

かがあれば、自分の家のものを学校持ってきてもらったケースが少なくないと思います。 

                  (2008年 12月 11 日 校長に対するインタビュー) 

  

以上のインタビューのように、校長が教師たちに対してポジティブな評価を持っているこ

とが見られた。加えて、校長は教師たちに、「感謝」の気持ちも表していたのである。 

一方、教師たちも校長に対しては、ポジティブな評価が多いのである。 

 

校長はここで 10年ぐらい働きました。実は私は校長より先にこの学校に来ました。私は校

長のことを誰よりもよく知っていると思います。校長はこの学校のために、全力を尽くしたと

思います。学校資金が足りないため、校長は自分の貯金から捻出して貧しい家庭の教師に貸し

たことが少なくないのですよ。われわれは家族のようものだと思います。特に、学校の運営資

金を調達するために、校長がどれだけ努力をしたのかは私にも分りますよ。この学校が今日の

ように有名になってきたことは校長のお蔭だと思います。 

                 (2008年 12月 10 日 HI教師に対するインタビュー) 

 

私はこの学校に来て間がなく、校長のことについてよく知りませんが、よい校長だと思い

                                                        
230 筆者のインタビューの対象は、算数教師に対するものが多い。なお、他の科目の教師との話し合いの

チャンスが得られれば、学校の全体状況を把握することができるために、インタビューを実施したこ

ともある。ここでの国語の教師はその一例である。 
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ます。なぜなら、われわれ教師のために、いろいろ考えてくれるからです。例えば、私がこの

学校に赴任してばかりの時、校長と会うととても緊張しました。然るに、校長は毎回微笑なが

ら先に私に声を掛けられました。特に、印象深かったのは、校長が、都会にて開催されたある

会議に参加されたときに参考資料を買ってきてくれたことです。本当に感動しました。 

                 (2008年 12月 10 日 HF教師に対するインタビュー) 

 

校長は頼れる人だと思います。教師たちは学校の問題をはじめ、家庭の雑用までも校長先

生と相談しています。例えば、私の息子は、かつてはとてもいたずらな子でしたよ。誰でも恐

くないようでした。特に、中学生の時、反抗期に入ったようで、ばかげたなことをしたことが

少なくなかったのです。当時の私には、これに対応できなかったのです。校長は実情を知ると、

多忙の中、息子と数回にわたって話し合ってくれました。息子は校長の話を聞いてから本当に

変わりました。校長は家族のようなものですね。 

                (2008 年 12月 10日 HA教師に対するインタビュー) 

 

以上のように、特に、下線のところでは、H 校の教師は校長に対して、「家族」のような存

在とか、「よい校長」とかの評価を下す様子が見られた。これらを通して、教師たちが校長を

信頼していることが分かる。しかし、留意しておきたいのは、こうした信頼関係は都市の学校

のように学校に入ってから、築くことではなく、実は、学校に入る前に存在する可能性がある。

以下はこの点についての 1つのエピソードである。 

 

筆者は調査の初日一人の 20 代の女性教師によって迎えられ、一緒に校長室を訪問した。校

長は学校の子どもの構成状況を話す時に、「実は、この村は大きくないです、村民はお互いに

良く知りあっていると思います」といいながら、私の隣の教師を見ながら、「彼女のお母さん

は私の小学校の時の先生ですよ。だから、私は普段教師たちを怒ることができないのですよ、

皆とは長いの付き合いです。またほとんどが女性ですよ。男性の校長はやはり責任を負わない

と(笑)」と冗談半分の口調で言った。 

                 (2008年 12月 8日 校長に対するインタビュー) 

 

 このように、H校は農村小学校としての独特の地縁関係(親戚や知り合いが集まる)で、教師

間や教師・校長間の協働性の育成に一役買っていると思われる。 

以上により、限られた考察であるが、H校における学校内のサポートが、インタビューから

見た限りでは教師の協働性や教師と校長との協働性によって表されるものであった。だが、こ

れは構成員がインタビューアーである筆者にしゃべった内容であり、建前的な内容でないとも

考えられる。そこで、以下に関連する可能性のある他の要因を検討する。 

 

5.2. 学校外のサポート条件について 

H 校の学校外のサポート条件に関しては、条件的には限られていると思われる。まず、大学

機関や社会組織との連携が皆無に等しい。第 4 章の L市の G校でさえ、社会機関や教育機関と

の連携が難しい状況にあるため、農村小学校の H校は、この点に関してはなおさらであること

が想像できる。また、学校は村との関係がよいとはいえ、利用できる資源が極めた少ないとい

う厳しい現実がある。例えば、学校の校舎の建設に村から 220 万元が出資されたことがあった

が、これは、学校の土地を使ったためのクレーム金の一部に過ぎなかった。つまり、村からの

実質的な援助は不可能であるようである。この点に関しては校長に対するインタビューからも

明らかである。 
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あなたが学校に来る途中ですでに分ったと思いますが、われわれの村は実は何もないので

すよ。村は学校より貧しいかもしれません。先日の村の祭りで使われた道具はすべて我が校が

貸したものです。この村に頼れるものは本当に少ないです。ただし、村の関係者全員と仲良し

ですよ。我が校の苦情を県政府に報告してもらったことも少なくないのです。この点に関して

はとてもありがたいですね。 

               (2008 年の 12月 11日 校長に対するインタビュー) 

 

また、学校と保護者の間の関係は、教師のインタビューからは、特に良くも悪くもない関

係にあったと思われる。保護者たちは、子どもの教育に対してそれほどの関心を持たないとさ

れ、保護者は子どもを学校に通わせると、すべてを学校に任せたままになっていると言う。校

長をはじめ、教師のインタビューによると学校は保護者からのサポートは得られないという認

識が共通して見られる。 

 

時代も変わってきました。現在では、「読書無用論」も生まれつつあります。かつてのよう

に教育を重視する保護者が少なくなっています。例えば、我が校の保護者の大多数が、読書に

は何のメリットもないと思っていると思います。現実問題として彼らの考えが間違いとは言え

ない面もあります。かろうじて大学に入ったのに、職が得られない人が少なくないのです。し

たがって、関係や手引きがない農村の子どもたちは、早い時期にお金をためる方がよいと思う

保護者は少なくないと思われます。このような保護者の学校教育への参加は無理でしょう。も

ちろん、保護者たちの素質はもともと高くないですから。    

                 (2008年の 12月 11 日 校長に対するインタビュー) 

 

農村の保護者であるため、都市部の保護者のように教育に熱心ではないですよ。学校はあ

る意味で一種の避難場所として理解されています。要するに、すべては学校がやってくれると

思っています。 

                 (2008年 12月 10 日 HA先生に対するインタビュー) 

 

保護者のサポートに関しては全然期待しませんよ。実はできることが何もないと思います。

しかし、教職は良心的なしごとですから、われわれは子どもの将来のため、いろいろ考えてあ

げなければならないです。 

                 (2008年 12月 10 日 HC先生に対するインタビュー) 

 

このように、特に下線で示したように、校長をはじめ、教師たちは H 校の保護者は教育に

対して熱心でないと考え、保護者からのサポートを得ることはできないと考えている。つまり、

学校は保護者の意識とはずれることも予想される(Lareau 2002)。同時に、外に開く方法とし

て、同じレベルの農村の小学校間で時々交流があった。例えば、「本校課程」を発展させるた

めに 2004年には、H校を含めて 12 校の小学校が提携関係を築いた。この連携のニュースは

地方の新聞にも載せられた。但し、このような学校の連携は、当時の県政府からの特別の援助

が得られたために、しばらくは存続したが 2006 年に援助が切れたため、この 12 校の連携活

動は衰退しつつある。現在は県レベルの活動以外に、学校からの自発的な連携活動はなくなっ

ている231。こうした資源不足は、H 校の「本校課程」が 2006 年以降廃止された一因とも考え

                                                        
231 2008年 12月 12日校長に対するインタビュー。 
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られる232。その廃止の要因は教師の人手が足りないことにあると校長インタビュー233からはう

かがえる。なお、12 校が当時連携して、資源共有をしたことを通じて、ある意味では人手不

足状況の改善につながっているかもしれない。 

本節では、H校における学校内・外のサポート条件について検討したが、次節では、なぜこ

うした状況が起きたのかの社会的要因を探りたい。 

 

6. 社会構造・文化の要因の検討 

 

ここまでは、H 校における素質教育の実践におけるサポート条件について検討してきた。次

に、サポート条件の状況にかかわる要因を見てみよう。 

 

6.1. 社会文化に関わる要因－形式化の存在 

まず、モデル学級と一般的な学級の分化に関しては、学校の「優勢集中」という公の論説

がある一方で、素質教育の実践の形式化を追求することが裏にあるとの理由も考えられる。こ

の点に関しては、教師のインタビューから読み取れる。例えば、一例である。 

 

モデル学級の存在は上級機関の査察時に有利だと思います。これは「功利性」があるとは

いえ、仕方がないことですよ。上級機関の学校に対する財政の支援はある意味では業績に基づ

いたものですから。例えば、わが校は省レベルの教具を作る模範学校のため、1万元の賞金を

もらいました。この 1 万元はわが校のような農村小学校にとっては、大金だと思います。メデ

ィア教室の設備はほとんどこの一万元を使って実現されたものです。 

           (2008年 12月 6日 HH教師に対するインタビュー) 

 

また、前述したように、H 校の「本校課程」に対する資料はほとんど 2004～2006 年の間に

収集されたものである。にもかかわらず、上級機関の査察や学校外の見学者にはこれらの資料

を見せ、継続しているようなイメージを発信している。例えば、筆者が 2008年 12 月 8 日の調

査にて取り組みの資料として渡された新聞資料は 2004 年の 4月 30日のものである。前述した

ように、「本校課程」は実質的に存在せず、形式化していったが、上級機関の行政者は査察す

る時には 2004～2006 年の資料を用い、その時期に蓄積されたものが、現在まで活用され続

けている234。 

なお、先に触れたように、H 校は応試教育を強調していないとはいえ、エリート教育の理念

に基づいた学校運営が見られ、「子どもを出世させよう」という狙いが強調されている。実際、

H 校は 8 年前には国家レベルの運動選手を送りだしたことがある。そのため、「英才の子に育

てよう」という学校目標を揚げた。これについて簡潔にいえば、すべての子どものためという

よりは生まれつきの才能を持つ子どもための教育理念である。学校は才能をもつ子どものため

に、特に体育の特訓課程を作り出した。さらに、「頭がよい」子どもに特別指導の時間を作り

出した。これはある意味では「ギフテット教育」と似ている(恒吉 1999)。このように、H 校

は応試教育に応えられていない領域から自ら退出しようとし、その代わり、社会要因と関わり

の少ない生まれつき(天賦)の能力による勝負に積極的に参加しようとしていることがうかが

える。特に、こうした教育理念は少数の子どものためのものであると校長は意識しているよう

                                                        
232 筆者が 2011年の 12月に教頭に確認した結果によると、このような状態は現在まで続いているようで

ある。その原因はやはり教師の人数が足りないためである。 
233 2008年 12月 12日校長に対するインタビュー 
234 2008年 12月 8日 HH先生に対するインタビューによって明らかにしたものである。 



266 

 

に見える。 

 

体育や発明の特訓は確かに多数の子どもに向いていないことが分ります。ただし、応試教

育の勝負にて全滅するよりこうした領域で一人であってもかまわないから、出世出来れば、そ

の方が良いことは明らかでしょう。例えば、8年前の体育で出世した H君は今とても成功して

いますよ。村に戻って、両親のため、家を建てたり、お金をあげたりして、誰にも負けない親

孝行をしていますよ。 

              (2008年の 12月 11日 校長に対するインタビュー) 

 

ここには、「一人に出会うだけでもかまわない」という形式化の一面が見える。 

さらに、県をはじめ、市や省レベルのコンクールに挑戦するために、日常の学校活動を犠

牲して練習を行う。例えば、筆者が 2008年 12月 8日に本調査を行った時に、午前中の授業時

間に全校の縄跳び練習が見られた。これは形式化を反映している場面でもあると思われる。 

 

6.2. 社会構造に関わる要因 

ここでは先述の素質教育の実施においての形式化に関わるより深層に潜む要因は、社会構

造に関わる問題である。H校にとって、形式化に陥った根本な要因は、より外部に対して見え

る効果を出して奨励金をもらったことに発する。H校は農村地域の小学校であるため、資金や

資源は通常的に不足という状況にある。そのため、H校は、手に入れられそうな全ての資源を

狙わなければならない。 

さて、こうした資源の不足は「城・郷二元性」における教育資源の不平等な配分に起因す

るものである。特に、「県を主体として」の義務教育の財政制度はその典型な例である。「県は

主体として」の義務教育費配分の財政制度の弊害は財政が豊かな県にとっては問題にならない

かもしれないが、財政が貧弱の県にとってはその弊害が顕著に見られる。例えば、前述したよ

うに、G市は中国の都市においては中レベルに所属し、G 校に属する Y県は L市においては豊

かの県とはいえ、全国のレベルから見ると豊かな存在とはいえない。言い換えれば、H校は中

国全土から見ると、不利な存在にある。先に取り上げた 12 校の連携プロジェクトの停止は県

からの資金援助が切れたためである。したがって、H校にとっては教育資源の弱体化はより深

刻な問題であると考えられる。 

ここで留意すべて点は、H校においては前述の社会の主流にある「関係本位」という文化が

ほとんど見られないことにある。これが H 校を応試教育から引き離した要因ではないかと考え

られる。つまり、農村の保護者は都市の保護者のように「応試教育」に熱心に取り組むことは

ないから、質が高い教育資源の取得に対して高い関心は持たない。言い換えれば、特に、いか

なる「関係」を使ってよりよい教育資源を手に入れるかという意欲が希薄である。 

H 校においては学校内のサポート条件を有し、「教師間の協働性」と「校長と教師との協働

性」が見られる。一方、学校外のサポート条件は希薄であると理解される。つまり、社会機関

や教育機関、保護者、コミュニティのサポートがほとんどなかった。こうした状況が生まれた

社会的な要因は、社会構造に恵まれない存在である中で、形式化に陥ったことによると思われ

る。 

 

4. まとめと考察 

 

本章では、一般的な都市の農村地域における素質教育の実践モデルを明らかにした。そこ

では、まず、H 校における素質教育の実践を「算数科」と「本校作文」とに分けて検討した。
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H 校の「算数科」における素質教育の実践は、上海市の S校と L市の P校とは違って、応試教

育には機能しないものであり、素質教育が求める能力の育成に対する役割も果たせないことが

見られたが、道徳教育の強化に対してはその役割を果たしていると考えられる。 

 一方、「本校作文」という「本校課程」における素質教育の実践では、同じく道徳教育を重

視していることがうかがえた。特に、「本校作文」の教育実践が実質化されていなかった点が

指摘することができ、「本校作文」の科目は 2004～2006 年の資金が得られた間にしか存在しな

かった。そして「本校課程」は形式化し、「本校課程」を通じて、素質教育を育成する仕組み

になっていない。したがって、H校における素質教育の実践は、素質教育や応試教育の双方に

て求められる「学力」の育成には機能しないことがうかがえる。 

そして、上述したような素質教育の実践におけるサポート条件については、学校内におけ

る教師間の協働性と教師・校長の協働性の存在はあるが、学校外のサポート条件は一時的に同

じレベルの小学校間での提携があっただけで、持続的な資源として生かすことはできないこと

から、サポート条件としては考慮していない。なお、コミュニティとの連携が「本校課程」を

活用するときに一時存在したが、「本校課程」の形式化につれて希薄化していった。したがっ

て、H 校における学校外のサポート条件はほとんどないと理解される。 

次に、こうした授業実践を行う背景には、形式化を追求する側面がある一方で、 

社会構造との関わりが考えられる。特に、社会構造の側面は、より深刻なものである。なぜな

ら、形式化の追求に至ったのは社会構造に起因するからである。 

本章では以下の 4点について考察した。 

第 1に、前述したように、H 校における素質教育の実践では、「算数科」にせよ、「本校課程」

の科目にせよ、「素質教育」の実践としての特徴は弱い。そのため、H 校における素質教育を

実践するルートは閉鎖されるようにも見える。しかしながら、上海市の S 校では素質教育の実

践においては少なくとも「本校課程」を通じて、素質教育を行うルートが開かれていると思わ

れる。その結果、素質教育の実践においては両校のカリキュラムの間には、伝達・構成上の差

異が存在することが推察される。また、このカリキュラムの差異が存在したため、素質教育の

実践のプロセスにおいては子どもに対する「教育機会の不平等」という問題が関わっている。 

第 2に、第 1と関連しているが、S校の素質教育の実践におけるカリキュラムの伝達・構成

を通じて、応試教育と素質教育の両方を機能させていることがうかがえることから、S校の子

どもにとっては素質教育の競争においても、応試教育の競争においても有利になると考えられ

る。それに対して、H 校における素質教育の実践は、素質教育の育成と応試教育の育成の両方

に機能していないため、H校の子どもは素質教育応試教育双方の競争において、不利な状態に

置かれていることが推察される。 

 第 3に、都市部と農村部の小学校で実施されている応試教育においては異なる対応が見られ

た。都市部の S校と G校は熱烈な応試教育を続ける一方、農村の H 校は応試教育からも自ら離

れていたように見える。その代替策として、子どもの生まれつきの「素質」を強調し、結果的

に一種のエリート教育に移行している。本研究から見る限り、素質教育の実施における社会構

造の制約は農村の小学校においてより顕著に見られることが分かった。 

第 4 に、農村の H 校においては、学校内のサポート条件が整っているとはいえ、学校外の

サポート条件が希薄なため、有効な素質教育が実践されていないと考えられる。そのため、学

校内のサポート条件に比べて学校外のサポート条件確保がより重要なものと考えられる。つま

り、社会構造に起因する問題の存在は中国の農村地域における小学校にとって、最も深刻なも

のと言える。 
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第 6 章 素質教育の実践にて生じた「教育機会の不平等」のメカニズム 

 

本章では、これまでの各章で検討した結果を踏まえて、素質教育の実践にて生じた「教育

機会の不平等」のメカニズムを明らかにしたい。具体的には、第 3 章、第 4章、第 5章で検討

された 3 つの事例の比較を通じて、第 1節ではカリキュラムの伝達における差異化のプロセス

を明らかにする。第 2 節ではこうした素質教育の実践に関わる条件の相違点を検討する。第 3

節ではこうした素質教育の実践にて生じた相違の要因を追求する。第 4節は素質教育の実践に

て生じた「教育の不平等」のメカニズムを明らかにする。そのため、まず、第 1節では、カリ

キュラムの伝達における差異の形成プロセスを明らかにしていく。 

 

1. カリキュラムの伝達・構成に存在する差異の形成プロセス検討 

 

本節では、カリキュラムの伝達における差異の形成プロセスを検討する。第 3、4、5 章に

おいては、カリキュラムの伝達におけるプロセスは、応試教育のコンテクストで実践されがち

である「算数科」と素質教育のコンテクストで行なわれる「本校課程」の教科とに分けて検討

してきた。本節でも、このような方法で、それぞれ 3つの小学校における「算数科」の比較お

よび「本校課程」の比較を通じてカリキュラムの伝達における差異の形成プロセスを検討して

いく。まずは、3つの小学校における「算数科」のカリキュラム伝達のプロセスを比較してみ

よう。 

 

1.1.「算数科」におけるカリキュラム伝達のプロセスについての比較 

第 3、4、5 章で検討したように、本研究での「算数科」の伝達に関しては、基本的に「顕

在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」に分けて検討してきた(詳細は第 3 章を参照された

い)。ここでも同じ分析枠組みに従い、比較を行ないたい。 

「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業構成」とは、本研究との関係で言うと素質教育と

応試教育のそれぞれに結びついた授業の特徴を表す概念である。「顕在的な授業構成」とは簡

単に言えば、授業においては、教師が「素質教育」の理念に基づき、意図的に授業を展開する

ことである。「授業のスタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」などの

特徴が見られることを示した。これに対して、「潜在的な授業構成」は、表向きは素質教育の

推進を謳っているが、実際のメッセージとしては、応試教育の授業の特徴が反映され、素質教

育の推進の観点からは、教師の意図に沿わない授業展開である。それは、「効率性の追求」、「教

科学力の保証」、「教師権威の再強化」によって表現されると考えた。それでは、まず 3つの事

例における「顕在的な授業構成」を比較してみよう。 

 

1.1.1.「顕在的な授業構成」の比較 

ここでは、「顕在的な授業構成」の比較を 3 つの小学校の算数授業にある「授業スタイルの

変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」を通じて行う。結論から言えば、3 つの

小学校においては前記の 3つの側面が共通に見られたが、その細部にまで掘り下げると異なる

バージョンが存在することが分かる。その相違点については、3 つの側面から抽出してみる。

まず、3つの小学校における「授業スタイルの変換」に関して比較してみよう。 

 

(1)授業スタイルの変換 

授業スタイルの変換に関しては、主に 3 つの小学校における授業スタイルの変換手段、学級ご

との適用状況、使用状況、果たした役割をめぐって展開していく。これらについては、第 3、
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4、5章の内容を統合して、その内容比較を表 6-1 にまとめた。 

 

表 6-1  授業スタイル変換の比較 

学校名 

(地域) 

S 校 

(上海市) 

G 校 

(L 市の都市部) 

H 校 

(L 市の農村部) 

授業スタイルの変換手段 IT 化・具体物の使

用 

グループ活動など 

IT 化・具体物の使

用 

グループ活動など 

具体物の使用 

グループ活動など 

教科横断 

学級ごとの適用状況 すべての学級 モデル学級 モデル学級 

使 

用 

状 

況  

多・少 

IT 活用 多 少 無 

グループ 

活動 
多 少 少 

長・短 

グループ 

活動時間 

やや長い 

(2～3 分) 

短い 

(1～2 分) 

短い 

(1～2 分) 

教科横断 無 無 
長い 

10 分以上 

果たした役割 

・手作業能力、協力

能力などを育成 

・子どもの勉強意欲

を高める 

・算数知識の理解 

・子どもの勉強意欲

を高める 

・算数知識の理解・

強化 

・算数知識の理解 

・道徳教育の再強化 

 

表 6-1のように、その比較結果は 4 点に集約することができる。 

第 1は、3つの小学校の授業スタイルの変換に関しては、具体物やグループ活動を使うこと

が共通して見られたが、S校と G校が IT を使用しているのに対して、H校においては IT は使

用されていない半面、S校と G校にない教科横断という授業スタイルを使用していたのである。

ただし、S校と G校の授業スタイルの変換は、ほとんど同じものであるように見えるが、実際

の授業においては、顕著な差が見られた。S 校は授業スタイルにおいて、IT や具体物などの

ような子どもの感覚に刺激を与える授業手段が頻繁に使われていた。例えば、その使用は情景

設定や新しい知識の導入、復習など、授業の全体にわたって行なわれていた。 

これに対して、L 市の都市部にある G 校では、IT 手段や具体物は使われてはいるが、第 4

章で指摘したように、このような授業手段はすべての学級に適用されたものではなく、モデル

学級にのみ見られたのである。また、ここで留意すべき点として、IT 手段はメディア教室で

しか使用されていないため、G校では IT 手段の使用は制限されていた。 

一方、L市の農村部にある H 校は、モデル学級において、具体物の使用は見られたが、IT 手

段の使用は筆者が観察する間には見られなかった。なお、H校にも G 校のようにメディア教室

があるとはいえ、設備がとても古く、かつ旧式であった事実を無視することができない。 

第 2に、グループ活動はすべての学校で見られたが、S 校ではすべての教室で実施されてい

たのに対して、G校と H校は基本的にモデル学級でのみ行なわれていたようである。また、グ

ループ活動の回数や時間などにおいて相違が存在したことが分った。例えば、S 校の場合には、

グループ活動回数は少なくとも 3～4回であるのに対して、G 校と H 校は 1～2 回だけで済ませ

ることが少なくない。特にグループ活動を行う時間については、三校共に短いが、S校が 2～3

分あったことに対して、G校、H 校は 1～2 分だけであった。 

第 3に、上述したように、H 校は他の二校と全く異なる授業スタイルを使用していた点をあ
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げられる。つまり、H 校のモデル学級では、教科横断という授業スタイルを用いていた。それ

は、算数授業において、国語(中国語)の詩・詞などを朗読したり、音楽のダンスをしたりする

ことである。 なお、国語の詩・詞の学習は、中国の伝統文化の継承や愛国心の育成などと繋

がるために、H校では授業スタイルに関しては独特なところが見られた。 

第 4に、授業スタイルの変換の役割を考えると、G校にはグループ活動の普遍化・固定化が

あるため、子どもたちの手作業能力、協力能力などのような「新学力」を育てる役割を果たし

ていることが考えられる。なお、IT 手段の使用によって、子どもの勉強に対するモチベーシ

ョンを高めることと算数知識をよりよく理解させることが考えられる。一方、G校のグループ

活動は手作業能力や協力する能力の育成より、子ども同士が答えのチェックを行っていること

から、算数知識の理解や強化という役割を果たすことを推測できる。また、モデル学級では

IT 手段の代わりに、学習用の具体物を使用して算数知識の理解に役立てている。そのため、G

校においての授業スタイル変換の役割は、教科知識の理解や習得に役立っていると思われる。

これに対して、H校の場合は、具体物の使用およびグループ活動は G 校と似たようなものであ

るため、算数知識の理解に対して一定の役割を果たしていることが推測される。他方、H 校は

S 校と G校と完全に異なる教科横断という授業スタイルを用いていため、算数知識を強化する

というより、愛国心や中国文化に対する愛着心を育成することに一役買っている。つまり、教

科横断という授業スタイルを用いることによって、算数授業においては道徳教育の再強化とい

う役割を果たしていることが考えられよう。以上のように、3 つの小学校の「授業スタイルの

変化」における共通点と相違点を検討してきた。次は、「教師・児童の役割転換」に目を向け

よう。 

 

(2)教師・児童の役割転換 

「教師・児童の役割転換」においては、一見して、3 つの小学校にはそれほどの差がないと

思われる。しかし、前節で取り上げたように、「授業スタイルの変化」においては異なるバー

ジョンが存在するため、3つの小学校における「教師・児童の役割転換」に関しては、相違点

が見られる。各章で取り上げた事例を踏まえ、3つの小学校における「教師・児童の役割転換」

に関する比較を表 6-2 に具体的にまとめた。 

 

表 6-2 教師・児童の役割転換の比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

教師の役割転

換 

指導者、組織者、 

協力者 

指導者、組織者、 

協力者 

指導者、組織者、 

協力者 

子どもの役割 

転換 
主役 主役 主役 

実現ルート 

グループ活動 グループ活動 グループ活動 

質疑方法の変化 質疑方法の変化 質疑方法の変化 

答えの多様性の追求 答えの多様性の追求 答えの多様性の追求 

  教科横断 

効 

果 

教師 
指導者≈組織者﹥協力

者 

指導者﹥組織者﹥協力

者 
指導者≈組織者﹥協力者 

子ども 統制緩和 統制が強い 統制緩和 

注：太字のところは、3 つの小学校における「教師・児童の役割転換」に関する相違点である。 
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表 6-2は「教師・児童の役割転換」についてまとめたものである。一見すると、3 つの小学

校には共通点が多く見られる。教師の役割転換においては、新しい課程改革の理念で取り上げ

られたように、「指導者、組織者、協力者」という役割をそれぞれ果たしている。また、子ど

もを授業の主役とする役割転換がうかがえ、その実現の典型的な例は、グループ活動であると

されている。グループ活動においては、教師が活動のテーマを事前に設定しており、その実践

を子どもに委ねているのであるが、グループ活動の時間はとても短いのである。そして、グル

ープ活動の中味に目を向けると、S校のように算数内容に基づいて議論したこと、G 校と H校

のように主として答えをチェックすることもある。とはいえ、グループの活動を通じて、授業

を教師の手から子どもに渡すという教師の意図がうかがわれた。その結果として、子どもに授

業の主役としての役割が転換されたことが分かる。 

一方、「教師・児童の役割転換」を実現する方法としてはグループ活動以外に、質疑方法の

変化や答えの多様性を求めていることがあげられる。質疑方法の変換については、教師が従来

の授業のように答えを子どもに直接教えることはなく、答えを出すまでのプロセスにて子ども

を誘導していることが特徴的である。このようなことを通じて、教師は授業の指導者から組織

者、さらには協力者に転換しようとしていることが見られた。こうした教師・児童のやり取り

を通して、子どもが授業の主役に転換することが可能となる。答えの多様性の追求に関しては、

教師はかつてのように唯一の答えを子どもに求めることはなく、多様な答えを子どもたちから

引き出している。これによって、教師は組織者や協力者の役割に移行すると同時に、子どもた

ちの役割を主役者へと転換させている。 

ここで特に、提起しなければならないことは、L 市の農村部にある H 校に見られた教科横断

である。教師たちは、教科横断を通じて、授業を子どもに渡していることが見られた。例えば、

国語の詞の朗読やダンスをする際の主役は子どもである。しかしながら、このような 3つの小

学校に共通に見られた「教師・児童の役割転換」の実践が最終的に同じ効果をもたらすとは考

えにくい。なぜなら、前述のように、授業スタイルと言ってもその取り組みには異なるバージ

ョンが存在するからである。つまり、教師は同じように指導者、組織者、協力者の役割を果た

しているとはいえ、その内容を見ると、学校によって、三者の取り組みの優先順位が異なって

いることが分かる。例えば、S 校の場合は、グループ活動を活用することが多いため、教師は

指導者でありながら、組織者の役割を果たすことが推測できる。質疑方法の変化や答えの多様

性を求める授業場面を振り返ってみると、教師は、ほとんど指導者と組織者という役割を同時

に果たしていると考えられる。しかし、協力者という役割は、グループ活動において個々の子

どもの指導や質疑の時に答えを導く場面で多く見られた以外には、それほど多くない。従って、

教師が授業にて果たした指導者、組織者、協力者としての程度の差は、以下の式によって表す

ことができる。すなわち、指導者≈組織者﹥協力者ということである。このような式にて表わ

される授業は、子どもの統制緩和に連動するものである。そのため、G校の場合は、教師が依

然として授業の指導者であるとはいえ、組織者や協力者としての役割が大きくなるにつれて、

その指導者の役割はある程度縮小される様子が見られる。その結果、子どもの主役の地位はあ

る意味で実現されていると考えられる。 

これとは逆に、G 校では、グループ活動、質疑方法の変化などが少ないため、教師は依然と

して指導者としての役割を果たしていることが分かる。また、教師が協力者となる授業場面は

稀であるため、教師の役割に関する式は指導者﹥組織者﹥協力者として表すことができる。そ

のため、子どもに対する統制は依然として強いと思われる。つまり、子どもはこのような授業

においては、主役としての役割を果たす機会がそれほど多くないに等しいと捉えることができ

る。 

これに対して、H校の場合には、グループ活動が少ないとはいえ、教科横断が実践されるこ
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とから、授業の時間を多くの子どもに与えていることは事実であり、授業の時、子どもが主役

になる機会が生み出されている。これによって、授業における教師の子どもに対する統制は緩

和されたことが考えられる。にもかかわらず、算数知識の伝達においては、指導者・組織者と

しての教師の役割が依然として顕著に見られたこと、子どもと協力する場面が少ないことが指

摘できる。よって、H 校の教師の役割は、指導者≈組織者﹥協力者の式で表すことができる。

しかし、ここで留意すべき点は、H 校の実践では子どもが授業の主役となる転換はあるが、教

科横断を行うため、道徳教育を強化することには機能するかもしれないが、算数知識を高める

ことができるかどうかについては議論の余地がある点である。 

ここまでは、3つの小学校における「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」につ

いて比較検討を行ってきた。然るに前述したように、「顕在的な授業構成」においては、「教師

権威の緩和」が重要な側面をなすことから、次に、3つの小学校における「教師権威の緩和」

についての比較を行いたい。 

 

(3)「教師権威の緩和」に関する比較 

「教師権威の緩和」に関しては、主に言葉の変化や口調の変化、褒める手段の使用などの活

用が目立つ。なお、言葉と口調の変化は 3 つの学校にも共通して見られたが、褒める手段の活

用には学校間にて微妙な差が見られた。それを表 6-3にまとめた。 

 

表 6-3  教師権威の緩和の比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

言葉の変化 ○ ○ ○ 

口調の変化 ○ ○ ○ 

褒め方 

の多用 

言葉による ○ ○ ○ 

実物による ○ ○ X 

注：○：あり、X：なしを示す。 

 

上記の表 6-3のように、3つの小学校では「教師権威の緩和」においてはほとんど差が見ら

れなかったのである。つまり、教師は言葉と口調の変化や褒め方を多用することを通して、「教

師権威の緩和」を実践した。しかし、三校ともに子どもに対する褒め方を多用しているとはい

え、実物を使った褒め方の活用は、都市部の二校にはあったのに対して、農村部の H校では見

られなかったのである。ここでの実物を用いた褒め方には、紙で作った花やキャンディなどを

子どもに与えるなどがあげられる。H校にて実物による褒め方の活用があまり見られなかった

ことは、おそらく農村小学校であるため、3つの小学校の中で経済力が最も貧弱であることに

よるのであろう。 

ここまでは、3つの小学校における「算数科」の「顕在的な授業構成」に対する比較を行な

った。それらは、「授業スタイルの変換」、「教師・児童の役割転換」、「教師権威の緩和」を通

じて検討してきた。これまでの知見を総括すると、三校間では「授業スタイルの変換」の差異

が最も顕著に見られた。例えば、上海市の S 校の場合には、IT 手段の使用はすでに日常化し

固定化されているように見えることに対して、L 市の都市部の G 校では、IT 手段が使われた

としてもメディア教室に限られたものである。さらに、L市の農村部の H校は、筆者が観察し

た間は、IT 手段の使用とは無縁なものであった。加えて、グループ活動に関しても差異が見

られた。S 校の場合は、グループ活動を行う回数および時間が多く見られたのに対して、G 校

と H 校ではが少なかったのである。また、1 つ忘れてはならないことは、H 校は他の二校で使
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われていなかった教科横断という授業スタイルをとったことである。以上のような授業スタイ

ルの差異によって、各学校の教育成果は異なる帰結になると考えられる。例えば、S校の場合

は、より多くの素質教育によって推奨され授業スタイルを安定的に用いているため、素質教育

の実践としてより徹底していることが推察されるが、他の二校では素質教育を育成する授業ス

タイルの実践には恣意的不安定な部分があるため、S校に比べて不利な状況に置かれることが

うかがえる。なお、「教師・児童の役割転換」に関しては、一見して同じように見えたが、授

業スタイルにおける差異があるため、教師の指導者、組織者、協力者という役割においては程

度の差が見られた。そのため、子どもに対する統制の度合いに差も見られたのである。ここで

の結論は定量的な判断要素を用いて導き出したものではないとはいえ、授業スタイルの差を通

じて、その傾向を把握することができた。例えば、G校の教師が前述したように、指導者とし

ての役割を最も多く果たすことから、子どもに対する統制力は最も強くなることが考えられる。

これに対して、他の二校は、教師が協力者としての役割を果たす授業スタイルを多く用いてい

ることから、子どもに対する統制は緩和されることが当然と言えよう。最後に、三校における

「教師権威の緩和」においては顕著な差が見られなかった。 

以上のように、3 つの小学校における「顕在的な授業構成」には一見すると新しい課程改革

に沿って推進されているとはいえ、その中味を検討すると、素質教育の目的を推進しているか

については、かなりの差があると推測される。 

では、3つの小学校における「潜在的な授業構成」の比較を見てみよう。 

 

1.2.「潜在的な授業構成」の比較 

先に繰り返し指摘したように本研究の文脈では「潜在的な授業構成」は、簡潔に言えば、

素質教育を志向する表向きの教育とは区別されるところの、従来の応試教育を志向する授業で

あり、そこでは、教師が意図せざる目的をも追求することになる。例えば、「教科学力の重視」、

「効率性の追求」、「教師権威の再構築」が取り上げられる。 

「潜在的な授業構成」に関しては、結論から先にいえば、S校と G校はほとんど同じと見ら

れたが、H 校には同じような枠組みが見られず、S 校と G 校のような意味での「潜在的な授業

構成」は存在しない。そのため、S校と G 校が応試教育を重視することに対しては、H校は応

試教育をそれほど重視していない。その代わり、道徳教育を再強化している。言い換えれば、

H 校における素質教育の実践は、ある意味では他の二校と全く別の次元のものがある。次に 3

つの小学校における「潜在的な授業構成」の比較結果について先の章で取り上げた事例から得

た知見に基づき、表 6-4にまとめた。 

 

表 6-4  「潜在的授業構成」の比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

教科学力の 

重視 
○ ○ Δ 

教科学力の 

重視 

表現法 

・教師は質疑のポイン

トを決め、算数授業の

ポイントを抑える 

・授業の終了ぎわに習

得した算数知識につい

てのきれいなまとめ 

・算数授業のポイント

を抑えること 

・グループ学習は答え

のチェック 

・きれいなまとめ 

教科横断があるた

め、算数授業と無関

係の内容を追求す

る時間が多いため、

アカデミックな学

力の重視が考えに

くい 
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授業の外にある学力

の確保体制 
○ Δ Δ 

効率の追求 ○ ○ Δ 

効率の追求 

表現方法 

・個別ミスの無視 

・グループ学習の短さ 

・競争意識を引き出す 

・個別ミスの無視 

・グループ学習の短さ 

・競争意識を引き出す 

教科横断のため、効

率の追求が考えに

くい 

教師権威の再構築 ○ ○ Δ 

教師権威の再構築 

表現法 

・アカデミックな学力

養成の時間を確保する

ため、規律を守らない

子どもに厳しく対応 

・授業時間を確保する

ため、規律を守らない

子どもに厳しく対応 

・教師・児童の平等

関係を築くため、規

律を守らない子ど

もに優しく対応 

注：○：ある、Δ：ほとんどない 

 

表 6-4 で表示したように、「潜在的な授業構成」においては、「教科学力の重視」、「効率の

追求」、「教師権威の再構築」に関しては、上海市の S 校と L 市の都市部にある G 校がこの 3

つの項目を進めていることが分かる。また、その実践方法も同じであるように見える。例えば、

「教科学力の重視」においては、その典型的な例として、授業の終わり際に、授業で習った算

数知識をきれいにまとめていることである。特に、G校の場合は授業の終了を告げるベルが鳴

っても、まとめる作業が終わるまで続ける様子が見られた。 

なお、S 校では「教科学力」を養成・確保するために、「算数」授業以外にも適宜指導体制

が取られている。また、両校とも「効率性を追求する」においては、個別ミスの無視、「誰が

最も速いか」というような競争意識を引き出す活動やグループ活動を短時間で終わらせること

などが用いられている。一方、「教師権威の再構築」においては、授業時間を確保するために、

規律を守らない子どもに対しては、とても厳しく対応している。S校と G校にはこうした「潜

在的な授業構成」が存在したために、結果として「顕在的な授業構成」と干渉し合う応試教育

の再強化に結び付いていることが分かる。 

これに対して、L市の農村地域の H 校はこうした意味での応試教育的「潜在的な授業構成」

が顕在化しない状態に該当する。なぜなら、教科横断という授業スタイルをとったため、算数

知識と無関係な授業活動に長時間を割いているのである。そのため、「教科学力の重視」と「効

率の追求」には該当しないと考えられる。そのため、H 校では応試教育を再強化することは考

えにくい。にもかかわらず、道徳の重視が見られた。同時に、素質教育にある「新学力」の育

成にも役立つとは言いにくい。例えば、授業スタイルの変換で指摘したように、素質教育を実

現させようという授業スタイルを用いることが限られているため、素質教育の特徴を顕在化さ

れるルートが少ないのである。 

「教科横断」という授業スタイルをとることによって、詞を朗読したり、踊りをしたりと

することが結果としてどれだけ素質教育における能力の育成に役立つかには疑問が残る。にも

かかわらず、H 校なりの特徴も見られる。それは、H 校の「教科横断」において取り上げる国

語の詩・詞の内容は、中国文化や愛国心の賞賛を志向したものであるため、これが素質教育に

おける道徳教育の重視に反映されることである。 

これまで、3 つの小学校における「算数科」にある「顕在的な授業構成」と「潜在的な授業

構成」の比較検討をしてきた。以上の検討結果をまとめてみると、S 校と G 校の授業実践は程

度の差はあれ類似しているように見える。その典型的な特徴としては、両校とも「顕在的な授

業構成」と「潜在的な授業構成」が同時に存在し、その相互作用の結果として、「素質教育」

の理念を賞賛する授業方法が応試教育再強化の役割を部分的になっていた。さらにいえば、都
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市部にある小学校では「算数授業」における素質教育の実践は、応試教育再強化現象を引き起

こしたのである。しかし、これに対して農村小学校の H 校は、上述した枠組みに当てはまらな

い。つまり、H 校の場合は都市部にある学校のコンテクストから離れ、自らの利害に沿った道

を選んでいる。言い換えれば、農村小学校の H校における素質教育の実践では、素質教育にお

いての「新学力」と応試教育においての「受験学力」の双方の育成とは別路線で、道徳教育の

再強化という意図せざる結果をもたらしたのである。 

次に、以上の結論を踏まえ、3 つの小学校における素質教育と結び付けられやすい「本校課

程」の「教科」を比較して見てみよう。 

 

1.3.「本校課程」の教科に関する比較 

「本校課程」の教科に関する比較は、主に授業の伝達プロセスに焦点を当てたい。先の章

にて触れたように、「本校課程」は学校によって作り出された課程であるため、その教科書は

学校が自ら作成、または編集したものである。そのため、教科書について比較する必要がある。

その比較は主に教科書の編成理念、構成、育成しようとする能力について展開していく。さら

に、上述した比較結果を踏まえて、具体的な授業の伝達プロセスについての検討も行ないたい。 

まず、3つの小学校における「本校課程」にある教科書をめぐる比較をしてみよう。 

 

1.3.1.「本校課程」における教科書をめぐる比較 

上海市の S校の「本校課程」における教科は「文博教育」と呼ばれる。「文博」というのは、

簡潔に言えば「博学」という意味であったことは既に述べた 8 この詳述は第 3章を参照された

い)。S校での「文博教育」の推進理念は、第 3章で指摘したように、「中華文化を伝承し、人

文教養および民族精神を引きだす」ものである。また、その実践において は、「多面的な学習

モデルを通じて、体験・悟り・探索の喜びを体験させること」を取り上げながら、道徳教育を

媒介として、子どもの「民族精神と人文教養」を育成し、子どもの包括的な的な成長とバラン

スの取られた成長(調和発展)を達成することが重視される235。そのため、S校の「文博教育」

の教科書の内容は、「青銅器」、「凧」、「陶器」、「古代の詩歌」、「茶道」などの中国の伝統的な

文化を多岐にわたって取り上げているのである。そこでは、中国文化の習得を通じて、愛国心

や文化に対する愛着を育てようとする目論みが読み取れる。また、子どもに習得させようとす

る能力としては、手作業能力、コミュニケーション能力、協同作業能力、資料調査能力などが

あげられる。また、教科書の内容は、体系的に編成されている。それは、1～5 年生までの子

どもの発達に合わせながら、それぞれ学年に対応する教科書内容を作り出している。教科書の

作成のみならず、具体的な指導方法、学習の要領などをも包含している。ここで留意すべき点

は、このような教科書の編成が学校の教師の手だけによるものではなく、上海市の博物館の専

門家と共同して開発されていることである。 

それに対して、G校の「本校課程」は「国語の世界を歩こう」という名称にて、字面どおり

伝統科目である「国語」の延長線上にあるものである。「国語の世界を歩こう」という教科の

理念は、国語の「大教育観」を養うことにある。ここでの「大教育観」とは、国語の知識を習

得するだけではなく、各能力を育てながら、道徳教育を重視していくことにある236。その教材

編集は古典と現代文とに分けて行なわれている。古典の教科書は、古代の「弟子規」237や「三

字経」のような、古代の道徳や価値観などが学べる古典の名著を収録していることである。こ

                                                        
235 2008年 11月 13日入手した校長の講演原稿から引用したものである。 
236 2008年 11月 13日校長に対するインタビューの内容を基に整理したものである。 
237 弟子規は中国の儒教文化の入門書である。その内容は主に五つの部分に分けられる。学習者が家にい

る、出かける、社交、接触、学習において守るべき社会規範を具体的に記述した本である。 
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のような人間の規範や規律を鍛える古典文学を通じて、子どもの人格や道徳を育てようとして

いる。これに対して、現代文の教科書は有名な文章や例文からなっている。例えば、3年生の

教材内容は、8 本の文章から構成されており、教材の最終部には、諺や民族の祭りが添付され

ているのである。しかし、G 校の教材の編成は S校のように、学年ごとにそれぞれの教科書を

編成したものではなく、3年生の教科書だけが学校の先生によって作り出されたのである。ま

た、子どもに育成しようとする能力としては、「書く能力」、「暗記能力」、「読む能力」、「言語

の使用と表現の能力」が取り上げられている。 

一方、H校の「本校課程」は「本校作文」という科目である。これは G校と同じく伝統的な

教科としての「国語」と繋がるものである。H校の教材開発の理念は、学校が道徳教育と結び

つくことで、「子どもの養成」を実現するものである。学校が自ら編成した教科書は存在しな

いが、G 校のように古典の名著、例えば、「三字経」の内容や有名の詩歌などをそのまま教科

書として使い、子どもたちにそれらについての感想文を書かせるものである。子どもの能力育

成に関しては、学校の資料には明確に書かれていないが、作文の能力の育成や子どもの道徳の

育成が取り上げられている。 

以上は 3 つの小学校の「本校課程」の教科書を基にそこでの理念、教科書の内容編成、育

成しようとする能力などについて検討してきた。それらは、表 6-5にまとめた。 

 

表 6-5 「本校課程」の教科をめぐっての比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

教科の名前 文博教育 国語の世界を歩こう 本校作文 

教科書の理念 道徳教育を媒介とし

て中国の文化を伝承

し、人文教養および民

族精神を引き出す 

「大教育観」を養成

し、各能力を育てるこ

と、道徳教育を重視 

子どもの養成 

道徳教育を重視 

教科書の編成 学年ごとに学校が自

ら編成した教科書が

ある 

3 年生以外に自ら編

成した教科書はなし 

古典の名著を使用 

 

自ら編成した教科書

はなし 

古典の名著や詩など

を使用 

教科書の内容構成 中国の古典文化に基

づく 

中国の古典文化に基

づく 

中国の古典文化に基

づく 

育成する能力 

資質 

子どもの手作業能力、

コミュニケーション

能力、協同作業能力、

資料調査能力などの

創造能力と実践能力

の育成がメイン 

道徳・素養など 

「書く能力」、「暗記能

力」、「読む能力」、「言

語の使用と表現の能

力」がメイン 

道徳・素養など 

作文の能力がメイン 

 

 

 

道徳・素養 

 

表 6-5で示したように、3つの小学校の「本校課程」はいずれも道徳教育の重視と中国文化

の伝承などの理念に基づくものであることが分かる。また、育成資質に関しては、道徳や素養

などの育成に共通点が見られた。とはいえ、教科書の編成をはじめ、教科書の内容構成、育成

しようとする能力などについて比較検討をすると、教科書の構成においては差異が見られた。

例えば、S 校は学年ごとの教科書を学校自らが作成しているのに対して、G 校がみずから編集

したのは 3年生の教科書にすぎない。さらに、H 校の場合は、自ら編集した教科書は存在しな
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い。このように、S 校には体系的な教科書が存在することに対して、G 校では教科書に体系的

な展開が見られなかった。ましてや H 校では、教科書編成そのものがされていない。その上、

教科書が目指す育成能力においては、S校は「素質教育」の理念によって推奨された能力を育

成しようとしていることが読み取れるが、G校は「国語」に関連する能力を中心とする能力だ

けである。その代わり、応試教育にとって必要な能力を育成しようとすることが分かる。H校

は G 校と似ているところがあり、国語に求められるような作文能力養成が目的とされている。

以上の検討を通じて、3 つの小学校は、いずれも「本校課程」において共通して道徳教育を重

視していることが分かる。また、S校は「本校課程」を通じて、素質教育をさらに貫徹しよう

とする一面がうかがえた。他方、G校と H校は応試教育の再強化を志向する可能性が見られた。 

 

1.3.2.「本校課程」における授業実践に関する比較 

前節では、3つの小学校における「本校課程」の教科書をめぐって検討してきた。そこでは、

S 校が「本校課程」を通じて、素質教育を実現させる可能性を有する一方、G 校と H 校の実践

は「本校課程」が、応試教育に向かって機能する可能性が残る。本節では、このような検討結

果を踏まえながら、その授業実践を通じて、そこから得られる結果について検討しようと考え

る。前述の 3 つの小学校の事例にある「本校課程」の授業検討に関しては、主に「授業スタイ

ル」と「教師・児童関係」をめぐって展開されたことから、本節でもこの路線に沿って「授業

スタイル」と「教師・児童関係」を中心に 3 つの小学校における「本校課程」の授業実践に関

する比較検討を行う。そのため、まず、「授業スタイル」について検討していく。 

 

(1)授業スタイルに関する比較 

「本校課程」における「授業スタイル」の比較に関しては、先の章の事例検討にて得られ

た知見に基づいて展開していく。 

3 つの小学校における「本校課程」の「授業スタイル」では、算数授業のように従来のよう

な教師の教え込みがある一方、新しい課程改革によって推奨されたグループ活動を用いていた。

然るに、教え込みの程度やグループ活動に費やす時間に関しては顕著な差が見られた。例えば、

S 校のグループ活動においては少なくとも 5分以上をかけているのに対して、G校と H校は算

数授業におけるグループ活動のように短時間で、1～2分で終わらせていたのである。また、H

校では多様な「授業スタイル」を併用している。例えば、グループ活動や IT 手段の活用、手

作業などを用いており、特に、手作業の時間は授業の後半における 35分の中の 20 分ぐらいを

使って行っていたのである。一方、3 つの小学校においてはかつての授業スタイル、例えば、

一斉指導が依然として存在していたのである。とはいえ、その指導内容と時間には顕著な差が

見られた。例えば、S 校の場合は、一斉指導のみに集中したことに対して、G 校は暗記を行な

い、H校は作文の訓練を行なったのである。また、従来型の授業スタイルでの授業時間に関し

ては S校が全体の授業の中の 4分の一であったのに対して、G 校と H 校は授業中のほとんどが

従来型の授業スタイルであった。その時間は授業時間の 4分の三にも及んだのである。以下の

表 6-6は、3 つの小学校における授業スタイルの比較に関するまとめである。 
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表 6-6  授業スタイルの比較について 

学校名 S 校 G 校 H 校 

授業スタイル種類 

(素質教育) 

・グループ活動 

・手作業 

・IT 手段 

・個別指導 

・グループ活動 ・グループ活動 

素質教育 

実施時間 

長い 

グループ活動 

(5 分～) 

手作業(15分～) 

短い 

(2～3 分) 

短い 

(2～3 分) 

授業スタイルの種類 

(応試教育) 

一斉指導 

 

一斉指導 

暗記 

一斉指導 

作文練習 

応試教育 

実施時間 

短い 

(一部) 

長い 

(大半) 

長い 

(大半) 

 

表 6-6で示したように、S校は「素質教育」の理念が反映されている授業スタイルを多様に

用いている共に、活動の時間が長いことも分った。そのため、一斉指導のような応試教育によ

く使われた授業スタイルをとっているとはいえ、それは主流ではなく、授業の 4分の一ぐらい

に過ぎなかった。これに対して、G校と H校は逆パターンを取っている。つまり、「素質教育」

の理念を反映している授業スタイルは、グループ活動にしか用いていないのに対して、応試教

育に馴染む授業スタイルは一斉指導のほかに、暗記や訓練などにても用いられた。また、そこ

での時間はとても長く、授業の 4分の三を占めたのである。このように、授業スタイルの具体

的な比較を通じて、S校の授業は、「素質教育」の理念に基づき推進されていることが分かる。

言い換えれば、S 校にとって、「本校課程」は素質教育を実現するための重要な取り組みであ

ると言えよう。それとは逆に、G校と H校は「本校課程」を通じて、素質教育を推進するどこ

ろか、むしろ応試教育を再強化する役割を果たしていると考えられる。つまり、G 校と H校は

応試教育に向かって機能していることが読み取れたのである。さらに H校については、授業の

実践 における教師と子どものやり取りでは、道徳教育を重視していたのは既に見た。例えば、

筆者が観察した授業における作文のテーマは中国の伝統的な美徳の「親孝行」に関わる「感謝

の心」というものであった。そこでは、教師の教え込みがあるとはいえ、授業の中身を見ると、

大半の時間が子どもの教化に使われていたのである。例えば、「両親をはじめ、すべての人に

感謝しなければならない」が取り上げられていた。以上のように、H校は「国語」の作文能力

を育成するというより、道徳教育の強化に大きな役割を果たしていると考えられる。 

次に、「教師・児童の役割」に関する比較を見てみよう。 

 

(2)「教師・児童の役割」に関する比較 

前節では、3 つの小学校における「本校課程」の「授業スタイル」の比較を行なった。本節

では「教師・児童の役割」をめぐって比較を行ないたい。 

前節にて取り上げた「授業スタイル」の比較においては、S校は「素質教育」の理念を反映

している多様な授業スタイルを用いている。そこでのグループ活動、手作業のような授業スタ

イルの実施では、子どもが授業の主役としての役割を果たしている。そのため、教師は従来の

授業の指導者に留まることなく、授業の組織者、協力者の役割を果たしている。特に、上述し
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た授業スタイルの実施によって、教師は協力者としての役割をますます強めていると思われる。 

しかも、一斉指導のような応試教育と親和性を持つ授業スタイルは授業全体の 4分の一を占め

るにすぎなかった。これからも、教師の指導者としての役割は縮小されていることが推察され

よう。したがって、S 校の「本校課程」における教師の役割は、協力者≈組織者﹥指導者の式

によって表わされる。 

これに対して G 校は、授業スタイルにおいては素質教育を賞賛するグループ活動と応試教育

での一斉指導と暗記とが同時に用いられていたが、素質教育でのグループ活動は単に 2～3 分

で終わり、応試教育の授業スタイルによる授業時間が授業全体の大半程度を占めていたのであ

る。これにより、G校の「本校課程」においての授業は、算数授業のように教師を指導者とす

る取り組みが主流であると言える。このような授業スタイルの制限により、教師がここで協力

者としての役割を果たすことは難しいであろう。筆者が観察した授業の限りでは、教師は質疑

においては、子どもたちを問題の答えに導くような場面も見られたが、算数授業のように、質

問のポイントはすべて教師に握られ、協力者としての教師の存在には疑問を呈する余地がある。

そのため、G校での教師の役割構成の関係式は指導者﹥組織者﹥協力者となる。これからする

と、子どもは脇役の存在であることがうかがえる。 

一方、H 校には、授業スタイルの使用に関しては G 校と類似するものがある。つまり、「素

質教育」の理念を反映している授業スタイル、グループ活動がある。然るに、応試教育で使わ

れた一斉授業と作文練習のような授業スタイルが並存している。また、グループ活動を 2～3

分で済ませ、一斉授業などのような応試教育に授業時間の 4 分の三を費やしているのである。

そのため、H 校での教師の役割においては、指導者﹥組織者﹥協力者の式で表わせる。よって、

こどもの役割は、脇役であると考えられる。以上の「本校課程」の授業における「教師・児童

の役割」の検討結果を表 6-7 にまとめた。 

 

表 6-7 「教師・児童の役割」に関する比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

教師の役割 
協力者≈組織者﹥ 

指導者 

指導者﹥組織者﹥ 

協力者 

指導者﹥組織者﹥ 

協力者 

子どもの役割 主役 脇役 脇役 

実

施

方

法 

授

業

ス

タ

イ

ル 

素質教育 
グループ活動 グループ活動 グループ活動 

手作業 手作業 質疑方法の変化 

時間割合 大半 一部 一部 

応試教育 
一斉授業 一斉授業 一斉授業 

 暗記 作文練習 

時間割合 一部 大半 大半 

注：ここでの割合は授業の時間に占める比率を表す。 

 

表 6-7のように、S校の「本校課程」における授業実践内容は、より素質教育に近いもので

あると思われる。つまり、「教師・児童の役割」において、子どもの主役としての存在は素質

教育の3つの要素の1つにある「子どもの主体性の育成」と直結したものであると考えられる。

しかしながら、G校と H校はその授業実践においては、子どもが依然として脇役的存在にある。

それは、授業スタイルがほとんど応試教育に馴染むものであるからである。そのため、3 つの

小学校における「本校課程」の授業に見られる「教師・児童の役割」から判断する限り、S校
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の「本校課程」は素質教育実現のための存在である。一方、G 校の「本校課程」は結果として

応試教育の再強化に向けて機能していることが見られた。また、H校では道徳教育の実践に向

けて機能していることがより顕著に見られた。 

以上により、3つの小学校の「本校課程」の授業実践の比較を通じて、S 校の「本校課程」

は素質教育の実現に向けた役割を果たしている。これに対して、G校の「本校課程」は応試教

育に向けた役割を果たしていることが分かる。さらに、H 校の「本校課程」の機能は、道徳教

育の重視に向けられている。言い換えれば、S校は「本校課程」におけるカリキュラムの伝達・

構成のプロセスにおいては、素質教育を育成する様子が見られる一方で、G 校と H 校は、「本

校課程」におけるカリキュラムの伝達・構成のプロセスにおいては、素質教育に基づいた「新

学力」を育成するとは考えにくい。 

ここでは、各小学校の「本校課程」の実践に関して、さらに付け加えなければならないこ

とが 2点にある。それは、第 1に、「本校課程」の実践が定着するかどうかという問題である。

S 校の場合は、1999 年「文博社」が成立された時の何人かの参加が起因となり、現在では全校

の子どもが参加することになっている。また、「文博教育」の実践は開始から現在に至るまで

中止したり、停止されたりしたことがなく、着実に続けられている。しかも、「文博教育」の

実践は、「授業内」にとどまらず、学校のイベントや社会活動とつながっている。これの意味

するところは、子どもがより広範的な活動を実践することを可能にしていることである。 

これに対して、H 校は全く逆である。H校の「本校作文」は 2004年に始めてから 2006年ま

で行なわれたが、その後、国語の教科に転化してゆき、現在では完全に停止されている(詳細

は第 5 章を参照されたい)。そのため、素質教育独自の実践のルートはある意味では閉鎖され

たと推察される。一方、G 校の「本校課程」は 2004 年に実践し始めてから現在まで授業を続

けているが、検討したように、素質教育に役立つというより応試教育の再強化という役割に転

換されている。第 2 に、3つの小学校の「本校課程」の実践はいずれも道徳教育の強化に寄与

していると考えられる。先に触れたように、「本校課程」の理念に対しては、3 つの小学校が

道徳教育を重視していることが分かる。特に、H 校の授業実践にてはより顕著に見られたので

ある。 

ここまで、3 つの小学校における「算数科」と「本校課程」における素質教育の実践 に関

する比較を行なった。これらの結論として言えることは、「算数科」においては、S 校と G 校

は一見して素質教育の実践が結果的に応試教育の再強化に機能するようになり、H 校は上記の

二校と異なり、実践展開の段階にあると思われる点である。つまり、H校の「算数科」におけ

る素質教育の実践は、「新学力」(創造能力、実践能力など)と「教科学力」の育成の役割を果

たすことではなく、両方をこえて、道徳教育の役割を果たしているのである。一方、「本校課

程」における素質教育の実践については、S校が素質教育の育成に向けて役割を果たしている

ことに対して、G 校は応試教育の再強化の役割を果たしているように見える。また、H 校は道

徳教育の再強化向けての役割を果たすと考えられる。 

以上により、再度まとめて言うならば、素質教育の実践を通じて、S校は素質教育と応試教

育を同時に確保することに対して、G 校は応試教育の再強化に向、H 校は道徳教育の重視に対

して更なる役割を果たすことが考えられる。これらについては、図 6-1の如く表すことができ

る。 
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図 6-1 各校素質教育実践の帰結 

 

 

図 6-1 のように、S校は素質教育と応試教育の両方をカバーしていることから 2 つの円の

重複部分に位置される。G校では応試教育が再強化されるため、応試教育の円の中にある。ま

た、H 校は両方をこえたものであるから 2 つの円の外に置かれている。またこうしたことか

ら、実践の過程で、素質教育の実践におけるカリキュラムの伝達・構成に差異が形成されたも

のと思われる。そのため、素質教育の実践においては、カリキュラム伝達のプロセスにおいて、

子どもたちが素質教育に接近する上での「教育機会の不平等」が生まれている。つまり、S 校

のように素質教育に沿った教育実践にアクセスするルートを有する一方で、G校と H校のよう

にアクセスルートが閉鎖されている。そのため、素質教育の実践にて発生する「教育機会の不

平等」が、カリキュラムを実践する過程において差異を形成する過程は図 6-2によって表され

る。 

 

図 6-2 カリキュラムの実践の差異化よって形成された「教育機会の不平等」過程 
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注： 

1.ここでの算数という表示は算数科という意味 

2.ここでの本校という表示は、S 校の「文博教育」、G校の「国語の世界を歩こう」、H校の「本

校作文」という意味 

3.ここでの→は、素質教育の実践という過程を表す 

4.H校の道徳とは、素質教育の実践を通じて、道徳教育を強化するという意味 

5.ここでの「素質」と「応試」は「新学力」と「教科学力」を意味する 

 

図 6-2で示したように、3つの小学校は「算数科」、「本校課程」における素質教育の実践を

通じて、それぞれ異なる帰結となっている。そこでは、素質教育を育成することがカリキュラ

ムの伝達・構成によって「教育機会の不平等」を形成することになったのである。次節では、

このような「教育機会の不平等」といわれる結果をもたらした条件の差異について 3つの小学

校における素質教育の実践の社会的条件の比較を通じて、明らかにしていく。 

 

2.「教育機会の不平等」を生じさせた条件の比較検討 

 

前節では、カリキュラムの伝達における素質教育のアクセスによる「教育機会の不平等」の

形成過程を明らかにした。本節ではこうした「教育機会の不平等」の形成に関わって、3つの

小学校における素質教育の実践に関わる社会条件の比較を通じて、明らかにしていく。これま

での 3つの事例において素質教育の実践に関わる社会条件の検討では、学校内条件と学校外条

件とを分けて検討してきた。ここでも、同じように学校内・外の条件を分けて、各章での検討

結果から得られた知見を統合しながら、それぞれに関係する要素について比較検討する。まず

は、3 つの小学校における学校内の条件に関する比較に目を向けよう。 

 

2.1. 学校内のサポート条件に関する比較 

学校内条件に関する比較検討には、「教師間の協働性」と「教師と校長との協働性」をめぐ

っての検討が必要である。 

S 校における素質教育の実践に影響する学校内条件については、「教師間の協働性」と「校

長と教師との協働性」を取り上げる。「教師間の協働性」に関しては、さらにインフォーマル

な関係作りとフォーマルな関係作りに分けることができる。インフォーマルな関係作りに関わ

るものには、教師間での情報交換が密であることや教育資源の共有によるものがある。例えば、

教師間での情報交換が密であることについては、授業スキルに関する情報や子どもの勉強情報

などを教師間で抵抗なく交換していることから読み取れるのである(Hargreaves 1994；油布 

1999；佐藤 2006)。また、教育資源の共有に関しては、教師たちが自ら作った学習ソフトウ

ェアなどを共有している状況などから見て取れる。さらに、フォーマルな関係作りにおいては、

S 校には「徒弟制」という取り組み制度がある。それは、つまり、ベテランの教師は新米の教

師あるいは若年の教師を指導する体制である。また、このような「徒弟制」は S校の教師をサ

ポートする仕組みの一環である(詳細は図 3-4 を参照されたい)。このようなインフォーマル及

びフォーマルな関係作りを通じて、教師間の協働性が形成されていく。そして、先ほど取り上

げたように、学校内条件に関しては「校長と教師との協働性」もある。これは具体的には、校

長は指導者としての存在ではあるが、教師の仲間としての存在としても教師に認められること

である。例えば、校長は教師の生活まで支援していることがそれを裏付けている(詳細は第 3

章を参照されたい)。 

一方、G 校には、S 校のように、教師間に協働性があるどころか、逆に教師間に分断化が見
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られたのである。例えば、教師たちは、素質教育の実践において自らのモデル学級と一般的な

学級とを異なるものと分化してとらえている。また、校長と教師の間には、一定の分断化が見

られるのである。例えば、教師が校長のやり方に対して不満を持つと同時に、校長は学校の問

題点を教師の責任に押し付けることもあった。このように、校長と教師の間には、協働性とい

うより、分断が存在することがうかがえる。 

また、H 校には、S 校のように、教師間に協働性があると思われる。H 校はモデル学級があ

るとはいえ、これは学校の発展のために積極的にとってきた施策であると考えられる。また、

これが H 校の教師にとっても認められていることである。特に、興味深いのは、教師たちは、

モデル学級の存在を学校の共有資源として認識している。その要因は次節にてさらに検討した

い。これらに加えて、教師間には S 校のように教育資源を共用する意識が見られる。例えば、

教師が個人で購入した副教材などを学校の共通資源として使うことが一般的である。一方、校

長と教師の間には、協働性がある。校長は教師にとっての管理者と見なされながら、仲間とし

ても認められている。そのため、H 校においては、教師間の協働性や校長と教師との協働性が

存在することが分かる。 

以上の 3 つの小学校における「学校内」の条件に関しては、表 6-8にまとめた。 

 

表 6-8  学校内の条件に関する比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

教師の協働性 ○ Ｘ ○ 

校長と教師との協働性 ○ Ｘ ○ 

注：○：あり、Ｘ：なし を意味する。 

 

表 6-8のように、S校と H校においては、教師の協働性と校長と教師との協働性があるのに

対して、G校は両方を有していない。次は、学校外にある条件の比較を見てみよう。 

 

2.2. 学校外のサポート条件に関する比較 

前節では、3 つの小学校における学校内のサポート条件について比較検討した。本節では、

研究機関、社会機関、保護者、コミュニティとの連携などの学校外条件について比較を行ない

たい。 

まず、S校における学校外のサポート条件を見てみよう。第 3 章で指摘したように、S校は

上海の華東師範大学及び上海の外国語学院などの教育機関と提携契約を交わしている。そのた

め、教育機関の専門家は S校の教師を指導することを通じて教師の専門性を高めることを支援

している。また、S 校は社会機関との連携がある。例えば、S 校は上海市の博物館との連携関

係を持ち、「本校課程」の教科書の開発においては、上海市の博物館の専門者からの協力が得

られたのである。さらに、S 校は保護者との連携関係を持っていることである。そのため、学

校の活動やイベントを行う際には、保護者からの協力が少なくない。同時に、教師と保護者は

良好的な関係を持つことによって、子どもの勉強状況などの情報を随時交換することができる。

さらに、S 校の学校イベント開催の基盤はほとんどコミュニティに依拠していることである。

そのため、S 校はコミュニティと良好的な関係を持っている。例えば、「小さいリポーター」

という学校のイベントは、コミュニティを通じて地域の大きなデパートで行われたのである。

以上のように S 校においては、素質教育の実践に依拠した「本校課程」をはじめ、またそれと

関わる各種の学校イベントや社会活動は、学校外のサポートの支援を受けて行なわれていると

言えよう。言い換えれば、こうしたようなサポートは、本校の素質教育の実践の不可欠な要素
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である。 

一方、G校の学校外条件について検討してみよう。S校に比べて社会的資源が少ない G 校が

ある地域には、高等教育機関自体がそれほど多くないという地域的な制約条件がある。そのた

め、教育機関との連携は物理的には無理な面がある。また、博物館のような社会機関があると

はいえ、G校の学校外の資源として活用できるまでにはなっていない。また、コミュニティと

の提携を試たこともあるが、経費の問題と安全上の問題のため、現在はその取り組みを止めて

いる。さらには、保護者との連携にも分断化が見られたのである。それは、教師は保護者との

個人関係における良し悪しが見られたため、社会の不平等や不公正の問題として指摘されたの

である。この点については後ほど再度触れたい。以上のように G校では、教育機関、社会機関、

保護者、コミュニティのような学校外のサポート条件がほとんどないと理解できる。 

次に、H校の学校外のサポート条件について見てみよう。H 校は農村部の小学校であるため、

教育機関、社会機関、保護者のサポート条件に関しては G 校のように、存在しないに等しい。

しかし、保護者からのサポート条件がない要因は G校と違うものである。これについては次節

にて詳しく検討するべく、ここでは、これ以上に述べない。H 校のコミュニティからのサポー

トは、限られたものではあるが存在する。例えば、「感謝の心」という学校イベントにおいて

は、村を通じて村の未亡人を訪問し、支援したことがある。また、学校の校舎建設時には、村

が出資したことも挙げられる。 

以上述べた 3つの小学校における学校外サポート条件の内容を表 6-9 にまとめた。 

 

表 6-9 学校外のサポート条件に関する比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

教育機関 ○ Ｘ Ｘ 

社会機関 ○ Ｘ Ｘ 

保護者 ○ Ｘ Ｘ 

コミュニティ ○ Ｘ ○ 

注：○：あり、Ｘ：なし を意味する。 

 

表 6-9に示すように、S校が学校外のサポート条件を有するのに対して、G校と H 校はサポ

ート条件を持たない。次に、学校内のサポート条件と学校外のサポート条件を総合比較した結

果を、表 6-10にまとめた。 

 

表 6-10  学校内及び学校外サポート条件の比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

学校内条件 

教師間の協働性 ○ Ｘ ○ 

校長と教師の協働

性 
○ Ｘ ○ 

学校外条件 

教育機関 ○ Ｘ Ｘ 

社会機関 ○ Ｘ Ｘ 

保護者 ○ Ｘ Ｘ 

コミュニティ ○ Ｘ ○ 

注：○：あり、Ｘ：なし を意味する。 
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表 6-10 のように、S 校には学校内及び学校外のサポート条件の両方が揃っていることに対

して、G 校はこれらの条件が全て欠けているのである。H 校は学校内のサポート条件は有する

ものの、学校外のサポート条件は微々たるものである。とはいえ、コミュニティのサポート条

件を活用していることを忘れてはならない。 

以上のサポート条件から見れば、カリキュラムの伝達・構成における差異の発生は理解で

きるであろう。なぜなら、第 3章で指摘したように、中国における素質教育の実践は意図しな

いまま二重スタンダードによって進められているのである。つまり、素質教育と応試教育を同

時に確保しているのである。しかし、こうした素質教育の実践は、学校内のサポート条件を有

することだけにとどまらず、学校外のサポート条件を有することをも求められている。言い換

えれば、こうした素質教育の実践には、より総合的なサポート条件が求められることが察せら

れる。そのため、総合的な条件が満たせない場合、学校活動が素質教育と応試教育の双方に同

時に機能することができなくなりかねない。これらが満たせないと、G校のように応試教育の

片方に偏ってしまうか、あるいは、H校のように素質教育と応試教育のいずれにも機能できな

くなる危険性があるように見える。もちろん、H 校の特殊性を無視することはできない。例え

ば、農村地域の生活条件や保護者の階層などの要因が取り上げられるべきであるが、現行の素

質教育はこうした地域の子どもに機能することなく、かえって上層に向く傾向が見られる。こ

れは「素質教育」の理念にある「すべての学習者」に逆行するものであろう。 

 したがって、素質教育の実践においては、不平等なメカニズムが孕んでいる。 

本研究においては、それらを、カリキュラムの伝達・構成の差異に基づいて比較表示した。 

 

3.「教育機会の不平等」の形成に関わる要因の比較検討 

 

前節では「教育機会の不平等」の形成に関わる社会条件、特に、外部との連携を可能にする

条件を検討してきた。本節では、こうした結果を踏まえて、「教育機会の不平等」の形成に影

響する要因を検討する。これらは、各学校が有するサポート条件の形成要因について社会構造、

社会文化、教育構造それぞれの比較を通じて展開していく。 

第 2章で指摘したように、中国の伝統的な社会構造は「関係本位」に基づいたものである(梁 

1989；費 1998；曹 2005；王 2007)。つまり、「差異序列構造」を基に、社会関係が構築さ

れるのである(于 2006,p.52)。即ち、社会関係は個人を軸に、親族との遠近距離によって、

築かれているのである。そのため、「人情」、「関係」、「面子」、「恩返し」が社会規範と

して、社会秩序を維持することに重要な役割を果たしている(金 1988；孫 1999；郭 2001)。

しかし、こうした義理が絡む社会規範は法を超える側面があるため、社会における「公正」の

維持を阻害する一面であると言われている(金 1988；巩 2007)。また、こうした阻害要素は

教育の領域にも染み込んでいる。なぜなら、中国の教育においては、格差が大きく、質的に困

難な学校が少なくないために、よい教育資源を手に入れようとする争いが激しいのである。特

に、本研究で取り上げたようなモデル学校は、しばしばこのような教育資源獲得競争に巻き込

まれている。そのため、学校は「関係本位」の弊害に対処を求められる。 

しかし、学校現場では、その対応方法が学校によって異なるのである。例えば、S 校の場合

には、基本的な「関係本位」に対抗する姿が見られたのである。その基本的なやり方としては、

個人的な関係においては保護者と「距離」をおくことである。具体的な例を取り上げると、教

師は保護者からの物質的なお礼を受けることなく、校長は学校選択における保護者をはじめ、

行政者と関わり持つことを避ける様子が見られたのである。他方、校長は教師の扱いにおいて

は、個人関係を超えて、教師をその能力によって評価し、賞罰を下している。一見すると厳し

く見えるこのような対応も、S校では、保護者をはじめ、教師からの反感は受けていないので
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ある。なぜなら、S 校が公正の原理に基づいて運営されているからである。「能力主義」に基

づく資源238配分はその一例と言える。こうした「関係本位」という社会的弊害を軽減したこと

が、S校で学校内のサポート条件にある「教師間の協働性」や「校長と教師との協働性」の形

成に寄与したと思われる。 

他方、S校は「関係本位」を超えながら、素質教育の実践においての社会の主流文化と関わ

る形式化とは一線を画する面がある。例えば、中国語で「素質教育轰轰烈烈，応試教育扎扎実

実」(素質教育の実践は、天地を揺るがすものであり、応試教育は手堅いものである)はその典

型的な取り組み姿勢である。つまり、素質教育を呼びかけのレベルにとどめる一方、応試教育

を着実に推進していることである。そのため、素質教育の実践 は形式化にとどまらざるを得

ず、うまく行かないといわれるのである(教育部 2006、2010)。それ故に、S校はこのような

教育文化の主流とは異なるスタンスを取ったと見られる。例えば、S 校の資料239には、「着実

なやり方で、子どもの成長を伸ばす」とか、「形式化を超えた着実な学校運営」を発展させる

ことが示されているのである。また、こうした学校の理念は、保護者をはじめ、教師、コミュ

ニティの関係者などのコンセンサスを得られたものである。そのため、学校内のサポート条件

にある「教師間の協働性」、「校長と教師との協働性」と学校外のサポートの条件にある「保護

者との連携」、「コミュニティとの連携」を実践する役割を果たしているのである(詳細は第 3

章を参照されたい)。以上により、S校は学校の「緩衝地帯」を作り、「関係本位」弊害を防ぐ

ことができたと言えよう。もちろん、これは S 校がもともと階層的にも恵まれた存在であった

ことと離して論じるわけにはいかない。つまり、S校が恵まれた上海市にあり、階層的にも恵

まれていることである。これも、学校外のサポート条件にある教育機関や社会機関との連携を

可能にした根本的な要因と考えられる。そのため、上海市では S校にとって役立つ社会資源が

豊かに存在し、農村地帯の条件とは格差がある。さらに、1 つ加えたい点がある。S 校の子ど

もたちが「質の高い」学校教育を受けられることに加えて、「才能教育」や受験学力にて落ち

こぼれた子どもに学校外の補充学習を与え得る家庭が圧倒的に存在することも指摘したい。第

3 章で指摘したように、上海市では、学校以外に塾のような学習機関に通う子は 95％以上に達

している。つまり、S 校の優位性は、こうした社会連携を容易にする地理的優位性、それと絡

んだ社会的資源の豊富さ、応試教育から見た場合においても、外部支援の豊富さ、そして、そ

うした資源を私的にも利用しようとする保護者がそろっているのである(苅谷 2001；本田

2005；藤田 2006)。 

一方、G 校に関しては、先に触れたように、S 校のような学校内・外のサポート条件が存在

しないのである。然るに、このような状況が生じたのには、それなりの要因があると思われる。

既に指摘したように、G 校においては「教師間の分断化」と「校長と教師との分断化」が生じ

ているのである。こうした「分断化」を齎した大きな要因は「関係本位」という社会主流文化

を乗り越えられないことにある。つまり、G 校が、S 校のように学校選択をはじめ、賞罰体制

を導入した背景には「公正や公平」に基づいた「能力主義」があるのではなく、「関係本位」

を具現化させる「関係」の存在があるのである。例えば、学校選択においては、不正入学が多

い。これも G校に大きな学級が存在する要因と言える。 

また、上級機関の教師研修参加や教師昇進の機会は、「関係」がある教師に与えられている

こともあげられる。これが教師の間に不満を生み出しているのである。このような不満は教師

同士、教師と校長の間にマイナス点として蔓延している。そのため、「関係本位」の存在が「教

師間の協働性」や「教師と校長との協働性」の形成に逆作用を施しているのである。その上、

「関係」に基づいた学校運営は学校内に影響するだけではなく、保護者にも不信感や不満を抱

                                                        
238 ここでの資源は物質的資源だけではなく、社会資源のようなより広範な資源を含むものである。 
239 2008年 5月 28に入手した学校経営に関する内部資料。 



287 

 

かせているのである。その結果、保護者と学校の管理者や教師との間にも、「分断化」が見ら

れるのである。加えて、関係的な関係性において、「有利側」に立つ保護者と「不利側」に立

たせられている保護者との間にも対立が生じているのである。したがって、保護者たちによる

教育資源の争いがより一層激しくなる恐れがあると考えられる。自分の子により有利な地位を

確保させるために、より広範な社会の「関係」を得ようとする動きが考えられよう。 

さらに、G校においての学校外のサポート条件を有しないのは、地域格差が要因すると考え

られる。例えば、第 2章で指摘したように、中国における義務教育の財政制度によると、義務

教育の費用は地域の区政府レベルの出資によるものである。G 校は一般的な都市部にあるため、

地域的には恵まれているとはいえ、財政面の脆弱問題に直面しなければならない。例えば、S

校が素質教育の「本校課程」にある「国語の世界を歩こう」という教科を作り得たのは「資金

上の制約がなかった」ことによるものである240。これに対して、L市は教育機関や社会機関の

存在が上海市のように恵まれていない事実がある。そのため、教育機関や社会機関との連携に

おいては、地域が抱える制約条件を無視する訳にはいかない。また、先に触れたように、G 校

はコミュニティとの連携を試たこともあるが、経費の問題により、結局続けることができなか

ったのである。したがって、G校はいろいろな制約の中で素質教育の実践を行なわざるを得な

いため、その結果として応試教育の再強化という素質教育の実践における形式化に陥ったので

ある。そのため、G 校の学校内・外のサポート条件の不在は、社会的な文化と社会構造(教育

構造)の両方に起因していると言える。なお、ここでも 1 つ忘れてはいけない点がある。つま

り、G 校の子どもはほとんどが恵まれた家庭の出身であるため、G 校の子どもにとって、学校

で修得できない能力は家庭を通じて、学校外の塾や学校外の補充学習などによって補填するこ

とができると思われる。第 5 章で取り上げたように、G 校での通塾率は 85％に達している。 

また、このような学校外の補充学習は家庭の階層を問わず、多数の家庭に共通したものであ

る。第 4 章で指摘したように、学校外の補充学習や英才教育を受ける子どもは 85％を超えて

いるのである。 

最後、H校の場合はどうかを見てみよう。H校は G校のように、「関係本位」にある「関係本

位」という弊害とは関わりが少ないのである。そのため、学校内にあるサポート条件は維持さ

れているのである。つまり、「教師間の協働性」や「校長と教師間の協働性」を有している。

にもかかわらず、その実践は、S校のような「能力主義」という「公正や公平」にあるもので

はなく、便宜上の「優勢集中」に向けられたものである。つまり、限られた資源をベテランの

教師に配分するものである。しかも、こうしたやり方は学校内のコンセンサスを得た上で行な

われているのである。そのため、教師の間には、「不公正」や「不満」などは見られなかった

のである。このことは、学校内のサポート条件が成立していることを示すものである。一方、

学校外のサポート条件がほとんど存在しないことは、G 校の社会構造(教育構造)と共通するも

のがある一方で、都市部の二校と全く異なる要因もある。これらについては、まず、H校の置

かれている社会構造に起因する要因を検討してみる。H 校は L市の農村部にある小学校である

ため、地域の資源の制約は G 校よりさらに厳しい状況にある。そのため、教育機関や社会機関

が限られた中でのそれらとの連携は H校にとって、現実上不可能なものである。 

第 2章で指摘したように、中国の政府によると、農村地域にある学校のこうした不利な状況

を改善するために、インターネットによるネットワーク資源の活用が推奨されている。しかし、

第 5章で指摘したように、H 校においては、インターネットにつなげるためのハード条件すら

満たされていないのである。そのため、ネットワークの資源を生かすこともほとんど不可能に

近い状況にある。こうした状況が生じた要因は、教育構造の基底にあるものである。即ち、第

2 章で指摘したように、農村地域の義務教育の財政制度によると 2001年の「基礎教育課程改

                                                        
240 2008年 11月 18日 G校の校長に対するインタビューによるもの。 
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革綱要」(施行)が公布されて以来、農村地域における義務教育の財源の主体は「郷レベル政府」

から「県レベル政府」に格上げされたもののと、「県レベル政府」の財政力は地域格差と緊密

につながるものであるため、地域の財政が貧弱であれば、「県レベル政府」から義務教育に割

り当てられる財源が制限されることは、当然のことと言える。そのため、H 校は財政的な制限

を避けられない課題として負わざるを得ない状況にあると考えられる。さらにいえば、H 校は

コミュニティのサポートをもらったとしても、村の財政が貧弱なため、どこまで成果があげら

れるかは疑問の余地がある。 

特に、前に提起したように、H校が保護者からのサポート条件が得られないことは G校とは

異なる要因によるものである。G校は「関係本位」という「不公正や不公平」のために保護者

に不信感が生まれたため、学校と保護者との協力的関係が築けなかったのである。一方、H校

にて学校と保護者との協力的関係が形成されない要因は、保護者のモチベーションによるもの

である。つまり、就職難や関係本位のため、農村地域の子どもが大学生になっても学歴による

メリットはほとんど得られない。言うならば、大学を出ても、職の得られない人が少なくない。

そのため、保護者には自分の子どもは大学に行かせようという意欲が低下しているのである。 

また、こうした考えは学校にも大きな影響を与えたのである。例えば、第 5 章で指摘したよ

うに、H 校は応試教育からも離れる様子が見られたのである。これは、学校が独自に学校の運

営原理を設定して進めるものであるため、こうした方針が可能になっている。結果として、H

校が求めた学校活動の原理は、少数の子どもの生まれつきの才能の重視に向けられたものであ

る。つまり、子どもたちを受験勉強で勝たせることを目指すものではなく、自らの「才能」を

生かすことによって勝たせるようとするものである。 

一見すると、このような原理自体は問題ないと思われがちであるが、その中味を突き詰める

と、大きな破綻が予見されるのである。つまり、こうした原理は少数の子どものためにのみ行

なわれるものであることから、この原理を支える根拠は脆弱なものにならざるを得ない。それ

は、本校でこの原理が有効であると進められた背景にある。つまり、一人の卒業生が偶然に国

家レベルのスポーツ選手になったことによるものである。言い換えれば、この方針は、多数の

子どもの利益よりも少数の子どもに資源を投入することで彼らを出世させ、これによって H

校の存在を社会に知らしめようとするものである。これには形式化の一面があるとはいえ、あ

る意味で、社会的資源がなく、地域格差において、都市部と対等に競争する術のないこの学校

にとっては、苦し紛れの「現実的」選択でもあろう。この原理に基づく H校は、自ら受験を通

じて身分を変えるという受験構造における競争から離れたことになる。その結果、H校の実践

原理は、多数の農村地域の子どもを受験競争においてますます不利な立場に立たせる恐れがあ

ると言えよう。また、こうした学校での実践は、この学校に通う保護者層を考える時、家庭が

それを補うことは考えにくいのである。第 5章で指摘したように、H 校の子どもは、学校外の

補充学習を受ける機会がゼロに近いのである。このように、H 校ではいろいろな制約によって

素質教育の実践が形式化にとどまらざるを得ないことが、ある意味では当然の帰結として理解

することができよう。 

これまで、第 3 節で検討してきた内容を表 6-11にまとめた。 
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表 6-11 素質教育の実践に関わる要因の比較 

学校名 S 校 G 校 H 校 

地域格差 大都市部 非大都市部 農村部 

義務教育の 

経費 
恵まれる 恵まれない 恵まれない 

社会主流文化 
形式化と関係本位

文化を克服した 

形式化と関係本位の社会

文化に陥った。 
形式化に陥った 

保護者の階層 都市中簡層が多数 都市中間層が多数 
農業従事者のような 

底辺層 

 

表 6-11 は社会構造の中に存在する地域格差、教育構造に影響する義務教育の経費、社会主

流文化の関係本位の側面から、3つの小学校がおかれている状況をまとめたものである。そこ

では、S 校が恵まれた地域にあり、義務教育の経費にも恵まれ、形式化と関係本位文化を克服

したという環境作りをする一方、G 校は S 校と比べると相対的に恵まれない地域にあり、義務

教育の経費にも恵まれているとは言えない上に、形式化と関係本位に特徴付けられる学校文化

に陥っているのである。H校は G校と同じく恵まれない地域にあり、義務教育の経費にも恵ま

れていない。しかし、社会主流文化に対しては、G 校と同様に形式化に陥ったとはいえ、関係

本位の文化には影響されていない。以上により、素質教育の実践には、社会構造をはじめ、教

育構造や社会主流文化にわたる広範な要因が関わることが分かる。次節は本章で得た知見を統

合し、素質教育の実践過程に存在する「教育機会の不平等」に関するメカニズムを明らかにし

たい。 

 

4. まとめと考察 

 

本節では、これまで検討してきた結果をまとめながら、素質教育の実践における「教育機

会の不平等」のメカニズムを明らかにしていきたい。 

本章の第 1節においては、素質教育の実践には、「算数科」と「本校課程」を通じて、カリ

キュラムの伝達・構成のプロセスに差異が存在することを明らかにした。それは S 校では「算

数科」における素質教育の実践が、結果として応試教育に向けて機能したのであるが、「本校

課程」における素質教育の実践では、素質教育が貫徹されていることが明らかになった。その

ため、S 校における素質教育の実践結果には応試教育と素質教育の両方が確保されていること

が考えられる。これに対して、G 校では「算数科」における素質教育の実践では、S 校のよう

に応試教育を再強化する結果を招きやすい上に、「本校課程」の実践では、S 校と違って、素

質教育が追求されたというより、応試教育の実現に向けて機能していると思われる。さらに、

H 校にて最も興味深いことは、S校や G校と違って、「算数科」にせよ、「本校課程」にせよ、

道徳教育の育成に向けて機能していることである。以上のように、3 つの小学校における素質

教育の実践においてはカリキュラムの伝達･構成のプロセスに差異が見られたのである。その

ため、素質教育の実践において、「教育機会の不平等」が生じたのである。 

第 2 節では、「教育機会の不平等」を生み出した学校を取り巻く条件の差異について、3 つ

の小学校における学校内・学校外のサポート条件の比較を通じて、検討した。その結果として

は、S 校は、学校内のサポート条件としての「教師間の協働性」と「校長と教師との協働性」

を有し、かつ、学校外サポート条件としての「教育機関との連携」、「社会機関との連携」、「保

護者との連携」と「コミュニティとの連携」をも持っていることが分かる。これに対しては、
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G 校は上記のような学校内・外のサポートの条件がすべて存在しないのである。さらに、H 校

は S 校のように、学校内のサポート条件は有するのであるが、学校外条件については、「コミ

ュニティとの連携」がある以外に、他の 3つの要素を有していないのである。これらを通して、

3 つの小学校における学校内・外のサポート条件の差異が明確化された。 

第 3 節では、「教育機会の不平等」を生み出した要因について検討した。S 校は社会構造や

教育構造には恵まれており、かつ、社会主流的な文化にある形式化と関係本位の克服も見られ

たのである。これに対して、G 校には、完全に逆パターンが見られた。つまり、G 校は社会構

造にせよ、教育構造にせよ、格差構造の中で恵まれないこともあって、形式化と関係本位を克

服するどころか、むしろそれらに陥ったことが指摘される。さらに、H 校では、G校と同じく、

社会構造や教育構造において恵まれない存在であることが分かる。また、G 校のように形式化

に陥ってはいたものの、関係本位の文化に影響されていないことが判明したのである。 

本節は、本章までの知見を踏まえ、最終的な考察を行うものである。 

第 1に、3つの小学校の比較を通じて、素質教育実践のプロセスにおいては、カリキュラム

の伝達・構成に差異が見られた。つまり、上海市の S校の素質教育の実施においては、伝統的

な受験科目(算数科)が応試教育と干渉し合った結果、応試教育に向けて機能するようになって

いる。一方、素質教育に馴染む科目(文博教育)においては、素質教育を実現しようという意識

が見られる。その結果、S校の素質教育の実践は、素質教育と応試教育の双方に役に立つもの

であることが推察される。そのため、S校の素質教育の実施は応試教育と対立するより、適応

しようとすることが多い。したがって、現場での素質教育の実践においては素質教育と応試教

育の両方に跨る「ハイブリッド」の性質を持って進められていると推察される。なお、S校の

素質教育の実践は、素質教育にせよ、応試教育にせよ、両者に機能していると思われる。 

一方、L 市の都市部にある G 校においての素質教育の実践は、一見して S校と類似するもの

を行っているが、その実践内容は、受験科目にせよ、素質教育に馴染む科目にせよ、応試教育

に向けて機能している。そのため、素質教育を実践する機会は、ある意味ではなくなっている

と思われるが、応試教育の社会においてはその有効性を依然として持っている。最後に、L市

の農村部にある H校における素質教育の実践は、興味深い帰結になっている。つまり、そこで

の素質教育の実践は応試教育と素質教育の双方から離れていく様子が見られる。言い換えれば、

応試教育と素質教育の両方の推進は H校においてはうまく機能していないと推測される。以上

により、三校においては素質教育の育成の機会に対して不平等が生まれている。つまり、S校

は素質教育を育成する機会を持つことに対して、G校と H校においてはその育成のルートが閉

鎖されているのである。そのため、素質教育の実施のプロセスにおいてはカリキュラムの伝

達・構成を通じて、教育機会の不平等のメカニズムが働いている。したがって、これは素質教

育の研究に新たな視点を加えるものである。つまり、素質教育の研究には、教育機会の平等と

いう視点を加える必要があると考えられる。 

第 2に、3つの小学校における素質教育の実践においてのカリキュラムの伝達・構成のプロ

セスにて生じる差異の発生状況、サポート条件または関係要因の比較を通じて、都市部と農村

部の小学校では、異なる次元の問題に抱えることが推察された。つまり、都市部の S 校と G

校との比較においては、相対的なものが多い。例えば、素質教育の実践を考える場合には、S

校は素質教育と応試教育を同時に確保することに対して、G校は応試教育を再強化しようとす

ることである。そのため、二校はどちらかといえば、受験文化に取り込まれた対応が見られる。

言い換えれば、S校と G校は受験的な社会構造の内におかれている。一方、農村部の H校にお

いての素質教育の実践は、受験的な社会構造から自ら離れようとする動きがある。そのため、

H 校の実践は応試教育や素質教育の育成というより、道徳教育の育成ということに向けての役

割を果たしている。しかし、こうした帰結は明らかに受験に機能するとはいいにくいであろう。
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なお、H 校は生き残るために、あるいは不利な社会構造上の自分の位置付けから脱出するため

に、「受験」で成果をあげようとする代わりに、少数の生徒にとって有利な生まれつきの能力

を生かそうとする学校実践を行っている。しかし、こうした実践は、多数の子どもの利益を犠

牲する代価を踏まえて進められるもので、学校内における「教育機会の不平等」をさらに拡大

させることが考えられる。 

第 3に、3つの小学校における素質教育の実践を見るかぎり、中国での素質教育の実践はそ

の実施の仕方によっては「不平等」の惹起に連動しているように見える。例えば、3 つの小学

校に関わる要因を基に指摘したように、S 校は社会構造や教育構造などに恵まれた存在である。

その結果、社会主流文化にある形式化、「関係本位」を克服したのである。こうした状況下に

あるため、S 校は、学校内・外のサポート条件を形成することができ、「素質教育」の理念は、

こうした条件を前提としているように見える。なお、こうした学校内・外のサポート条件の確

保は、社会資本、経済資本、文化資本の豊かさとつながっている(Burt 1992；Coleman 1998；

Putnam 2000)。素質教育の実践には、さらに多くの外部、内部的な資源が求められている。

そのため、地域格差が激しい中国にとって、こうした実践は学校間の格差をさらに拡大させる

可能性が考えられる。 
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終章 おわりに 

 

 本章では、これまでに得られた知見のまとめと、そこから導かれた示唆を示す。そして、最

後に今後の課題を提示する。 

 

1. 総括 

 

 本研究の目的は、素質教育の実践を地域格差が激しいという中国の実情を踏まえ、「教育機

会の平等」という教育社会学の視点から検討することにあった。本節では、第 1 章から第 6

章で明らかになった知見を簡潔に要約した上で、考えられる示唆を記述する。 

 

1.1. 知見のまとめ 

以下、各章で明らかになった知見を述べる。 

第 1 章では、素質教育を理解するために、「素質」をはじめ、「素質教育」の概念、特徴、

構造などと共に、素質教育が依拠する理論について検討した。そして、素質教育と応試教育、

基礎教育、「全面的な発展」との関係を考察した。その結果、「素質教育」という概念は、「素

質」概念の多義性を反映した多義的な概念であることが示され、その内容を検討した。同時に、

多義的であるとはいえ、概念としての「素質教育」は、「応試教育」と相対化されて理解され

ていることが多いことも指摘した。いずれにせよ本章では、素質教育を構成する要素をめぐっ

て検討した結果、素質教育の最も核心的なものは、「学習者」を教育の中心(学習主体)に置く

べきことにあるとされていることが分った。この点では、｢素質教育｣の概念と日本の新しい学

力観とは類似していると思われる。 

また、｢素質教育｣の概念を分析するにあたって、先行研究によって提示された「教育の質」

だけでなく、「教育の平等」を同時に考慮する意義を検討した。「教育の質」と「教育の平等」

の両方を「素質教育」の概念の基盤に置く必要があると考え、素質教育を教育社会学的アプロ

ーチから検討することの意義を考察した。 

第 2章では、第 1章を受けて、素質教育の先行研究を踏まえた上で、教育政策との関係にお

ける｢素質教育｣、具体的には、素質教育政策の形成の歴史的経緯、素質教育を実施するための

主な政策の施策、および、素質教育政策の策定原理を検討した。本章で得られた知見としては

2 点があげられる。第 1に、素質教育政策における｢素質教育｣の内実は中国における学術界で

の議論とおおよそ一致しているが、特に「応試教育」と対置される面が強調され、それを克服

するものとして定義されることが多い。また、教育政策における「素質教育」の概念は、実際

は時代によって変化しているように見える。第 2に、政策上においての素質教育の施策内容や

策定原理は理論的には明快であるかもしれないが、現実的には現行の中国の社会制度および文

化理念の影響によって、それとは逆行するという「意図せざる結果」が生じかねないことを示

唆した。 

第 3章では、素質教育政策の実施状況を検証するために、上海市における素質教育の実践に

おいて先進的な小学校の事例を取り上げ検討した。すなわち、素質教育の実践を S 校における

｢算数科｣と｢本校課程｣の教科を通じて、それぞれ考察した上で、こうした教育実践の背後にあ

るサポート条件および要因を明らかにした。その結果、以下の 3 つの知見が得られた。第 1

に、先進的な地域における素質教育の実践モデルの特徴を指摘した。つまり、S校は素質教育

と応試教育の両者とも教育目標として追求し、また、教科ごとにそれぞれを使い分けている。

例えば、素質教育と結びつきやすい教科の場合は、「素質教育」の理念を最後まで徹底させて

いるように見られたが、応試教育と直結する伝統的な受験科目の場合には、見かけは素質教育
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のような授業方法を取っていたとはいえ、実際には応試教育として機能するという逆転現象が

生じていた。そのため、S校における素質教育の実践では、カリキュラムの構成・伝達に大き

な変容が加えられた。これによって、従来の応試教育に基づいた知識を習得することだけでは

なく、素質教育に基づいた知識の習得も対象となっていた。なお、こうした「素質教育」の実

践を通じて、従来の応試教育の重視という単一的な社会要請から、素質教育が求める学習者を

授業の主体にするなどの二層化した社会要請への対応が学校現場に求められるようになる中

で、学校の中で何が起きているのかの一部を問題提起した。第 2に、第 1のような教育実践に

おいて学校をサポートする条件を、学校内・外の状況の分析を通じて明らかにした。つまり、

学校内のサポート条件としては、「教師間の協働性」と「校長・教師の協働性」が取り上げら

れることに対して、学校外のサポート条件に関しては「保護者」、「社会機関」、「研究機関」、

「コミュニティ」からのサポートがあげられることが分った。特に、学校外のサポート条件は、

一種の社会資本と見なされよう。第 3 に、第 2 のサポート条件は、社会構造と社会文化の 2

つの側面から考えられる。社会・経済的には、S 校は上海市の市内学校であるため、序章で指

摘したように、教育レベルは Aグループに属する。現行の義務教育財政の地域財政負担の実態

を踏まえると、恵まれた地域である。社会文化の面では、今日中国で問題とされている「関係

本位」と形式化という主流文化の弊害を克服しようとする志向を持つ(これは一種の文化資本

と見なせる)。また、社会・経済的に恵まれていることは、こうした中国社会で指摘されてい

る弊害を克服するにあたって有利に働いていたように見えた。こうした条件はまた、学校内・

外のサポート条件の形成を支援する上で有利であると言える。第 4 に、S 校は総じて言えば、

経済資本、文化資本、社会資本に恵まれた学校であるため、素質教育と応試教育の両方を確保

する教育実践は「教育の総合資本」に恵まれた学校にて可能になると考えられる。言い換えれ

ば、「教育の総合資本」に恵まれない学校では「素質教育」と「応試教育」を同時に実現させ

る上で困難に直面することが予想される。 

第 4章は第 3章との相対化を意図した章である。そのため、第 4章では非先進的な地域の都

市型の G 校の事例を取り上げた。そこで得られた主な知見は以下の 4 つである。第 1に、非先

進的地域の都市型という素質教育の実践モデルの特徴は、応試教育に偏って対応していること

が示唆された。そこでは、素質教育と結びつきやすい教科にせよ、受験科目にせよ、形式的に

は素質教育のノウハウを取り入れているように見えるが、授業のプロセスを見ると、すべて応

試教育に機能するようになっている。上海市の S 校では、受験科目だけで見られた現象が、全

体にわたって見られるのである。 

つまり、G校における素質教育の実践は表面的にはカリキュラムの構成・伝達に変容が見ら

れたが、結果的には、応試教育に基づいた知識の習得、あるいは、能力の育成になっている。

第 2に、G校においての学校のサポート条件を検討すると、上海市のような学校内・外のサポ

ート条件を有していないことが分った。第 3に、G校にとって、学校のサポート条件が得られ

ない要因とは、上海市と比較すると社会的、経済的、文化的格差に求められる。つまり、G 校

は省の中における教育レベルでは、上海市が上位の第 1 グループに所属しているのに対して、

第 2グループにあり、中国の一般の「地級市」である N 市に属する。また、義務教育の「県」

レベルの責任制を考慮すると、上海市と比べると相対的に恵まれない存在である。こうした中

で、社会文化的側面に関しては、「関係本位」と形式化に対抗することができない実態がうか

がえた。特に、「関係本位」の側面を排除できないため、主流社会において見られる弊害、排

除された側の不信感などの弊害が、学校の細部にまで浸透していた。これは、学校内における

「教師間の協働性」と「校長・教師間の協働性」のサポート条件の形成、または学校外におけ

る保護者からのサポート条件の形成を阻害していた。つまり、社会資本の視点からみると G

校の事例を通じて、「関係本位」の存在は「社会資本」の形成に負の役割を果たすことが分か
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る。これは、中国の翟(2009)が指摘した「関係本位」は決して「社会資本」の形成に役立つと

は言えないという主張に沿う結果である。第 4に、応試教育の圧力にさらされる G 校は、Sの

ように経済資本、文化資本、社会資本という「教育の総合資本」においては恵まれる状況では

ないため、応試教育しか保障できていないということが分った。そのため、第 3章の知見を踏

まえると、S校の子どもと G 校の子どもとの間には素質教育に基づいた知識や能力の習得機会

に格差があり、教育機会の不平等が指摘できると言える。 

第 5章では、非先進的な地域の先進農村小学校の H校の事例である。分析方法や考察の側面

は第 3章と同じであり、第 3 章の分析枠組みを使って得られた知見としては、第 1 に、素質教

育の実践における非先進的地域の農村型のモデルの特徴は、受験科目にせよ、本校課程にせよ、

素質教育の育成と応試教育の育成の両方に機能するのが難しいという、都市型素質教育の実践

の枠組みとは異なる展開ではないかと思われた。例えば、応試教育において成果(進学実績)

を出すことが難しく、素質教育で求められていることをも実現する条件がない中で、応試教育

と自ら距離を置き、その代替策として、子どもの生まれつきの「素質」を強調し、結果的に一

種のエリート教育に移行している。第 2に、学校のサポートの条件を検討すると、学校内のサ

ポート条件は整っているが、地域格差の中で学校外のサポート条件が希薄である。そのため、

学校内のサポート条件に比べて学校外のサポート条件確保がより重要な課題として存在する

ことが示唆された。第 3に、その要因を突き詰めると、H校は農村小学校であるため、社会・

経済的条件において恵まれていない存在であることに至る。また、社会文化の次元においては、

形式化に陥っているとはいえ、「関係本位」的な特徴は G 校に比べれば弱い。これは個別の学

校の特徴もあるかもしれないが、教育領域を見る限り、「関係本位」の影響が、都市部により

顕著に見られるのではないかという示唆が得られる。さらに言えば、受験文化と「関係本位」

とが連動していることが推測される。 

第 6章は、第 3章、第 4章、および第 5 章の事例についての比較である。本章では、以下の

ような 4 つの知見が提示された。第 1に、3つの小学校の比較を通じて、素質教育の実践のプ

ロセスにおいては、カリキュラムの伝達・構成に差異が見られた。そのため、素質教育の実施

のプロセスにおいては、カリキュラムの伝達・構成を通じて、教育機会の不平等のメカニズム

が働いている。第 2 に、3 つの小学校における素質教育の実践においてのカリキュラムの伝達・

構成のプロセスにて生じる差異の発生状況、サポート条件、または関係要因の比較を通じて、

都市部と農村部の小学校では、異なる次元の問題に抱えていることが推察された。つまり、都

市部の S 校と G 校との比較においては、対比できるものが多いことに対して、農村部の H 校の

素質教育の実践には独自性が見られた。例えば、受験的な序列から距離を置き、少数の生徒に

とって有利な生まれつきの能力を生かそうとする取り組みがあげられる。第 3に、3つの小学

校における素質教育の実践を見るかぎり、中国での素質教育の実践においての実施は「不平等」

の惹起に連動していることが分かる。例えば、S 校は社会・経済的条件に恵まれた存在である

ため、社会主流文化にある形式化、「関係本位」の弊害を抑えることができ、そのことが、S

校における学校内・外のサポート条件を形成することにも機能していることがうかがえた。そ

して、本論文でも、「素質教育」の理念の実現は、こうした S 校のような条件を前提とするこ

とが推察される。だが、こうした素質教育の実践に必要な学校内・外のサポート条件の確保は、

実際は社会資本、経済資本、文化資本の豊かさとつながっている。 

このように、「素質教育」の理念に基づく実践には、従来の教育よりもさらに多くの外部的、

内部的な資源が求められていると思われる。そのため、地域格差が激しい中国にとって、こう

したサポートの差は、学校間の格差をさらに拡大させる可能性が考えられる。 

 

 



295 

 

1.2. 全体としてのインプリケーション 

本小節は素質教育、教育政策研究、中国における社会学、日本の学力という 4つの分野の先

行研究へのインプリケーションを考察する。 

 

(1) 素質教育への示唆 

これまでの素質教育に対する先行研究は、先行研究のレビューで見たように、｢素質教育の

質｣をいかにして高めるかというあり方の提示やまたそれができない要因の分析が多いのに対

して、本研究は教育社会学の視点から教育機会の平等を切り口として、地域格差などの社会・

経済・文化的文脈に沿って素質教育を検討して示唆を得たことに意義があると思われる。 

本研究の結果は、素質教育の実践を行っている事例の検討を通して、先進地域の都市型の事

例として選ばれた学校の特徴としては、素質教育と応試教育の習得に同時に取り組んでいるこ

とに対して、非先進的地域の都市型の事例として選ばれた学校では、応試教育の片方しか確保

されていないことを見た。そこでは、都市部においての素質教育の実践において、応試教育が

強力な存在であり、その影響を乗り越えられない一面がうかがえた。一方、非先進的地域の農

村型の事例として選んだ H校は、自ら受験勉強から離れる志向が見られたため、応試教育は素

質教育を対置して、前者は後者の弊害という素質教育をめぐる教育学研究の主たる前提に破綻

が見られた。また、筆者は素質教育の実践における弊害要因を社会・経済および社会文化的要

因に広げて検討し、教育社会学の視点から素質教育においての「教育機会の不平等」というメ

カニズムを考察ことは、これまでの素質教育研究に示唆を与えるものであると思われる。特に、

現実に即し、素質教育がその当初の目的とは裏腹に、応試教育に絡み取られてしまうプロセス

を、社会的条件の異なる事例の比較を通して教育機会の不平等との関連で分析したことが本研

究の意義であると思われる。 

 

(2) 教育政策研究への示唆 

これまでの素質教育政策の研究は、政策実施について社会構造と教育制度の側面から捉えら

れていることが特徴的である(袁 1986、2004；唐 2002；楊 2002、2005、2006)。しかし、

これらの研究では学校現場の実施実態について綿密な調査が行なわれなかったため、素質教育

の実践のプロセスの研究までには至らなかった。本研究では地域格差を踏まえて、社会条件が

異なる素質教育の先進小学校に対する事例研究を検討した結果、現行の素質教育政策は｢教育

機会の不平等｣を拡大させる危険性をはらむ可能性を示した。例えば、本研究で明らかにした

ように、素質教育政策を推進する際に、その教育実践は学校の内・外の資源が求められる。つ

まり、素質教育の実践は学校の「教育の総合資本」(経済資本、文化資本、社会関係資本)によ

って影響を受けるため、素質教育の実践には、地域の実力も関わる。しかし、現行の義務教育

の財政制度は「県」レベルの責任制である241。それ故に、素質教育の実践が行なわれうる学校

が限定される。つまり、恵まれた学校では、素質教育の実践に取り組みやすいであろうが、そ

うした条件を持たない学校では本研究で示唆されたような制約に直面する。したがって、義務

教育の財政の主体を省レベルの政府に格上げする必要があると筆者は考える。同時に、中央政

府の責任もあろう。つまり、日本のように「面の平等」のような義務教育における平準化を実

効あるものにする対策を提起する必要があると思われる。加えて、平準化政策の弊害をこえる

ために、「点の平等」を確保するための学校の自立性を同時に政策に入れる必要がある。言い

換えれば、「面・点の平等」をともに教育政策の視野に入れるべきであろう。 

 

 

                                                        
241 2008年以降、中央・省レベルの責任制という動きがあるとはいえ、現在実質的な変わりはない。 
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(3) 中国における教育社会学への示唆 

本研究において序章で指摘したように、中国の先行研究では、教育社会学の視点から素質教

育を検討した研究が極めて少ない。それは、中国における教育社会学の現状から来る制約があ

るのではないかと考えられる。現存の中国の教育社会学の研究枠組みは外国、特に欧米から借

用したものが少なくない(呉 2008)。しかし、外国においての研究枠組みはその社会のコンテ

クストを踏まえたものである。例えば、アメリカにおいての教育社会学研究における教育機会

の不平等に関連した研究は、階層や人種主義に還元されるものが少なくない。それに対して、

本研究で明らかにしたように、中国においては農村と都市の地域格差、および伝統的社会文化

の要因を無視することができない。そのため、中国の実情に応じるような素質教育の研究枠組

みの提示は、中国における教育社会学に対しては新たな示唆を与えるものと考えられる。さら

にその上に、教育社会学においての研究方法に対しては、欧米や日本に遅れて、中国において

も質的研究方法が近年増えている(銭 2009；呉 2009)。しかし、それらは、ミクロのレベル

だけに焦点を当てたものが多い。例えば、教師と子ども・生徒とのやり取りなどである。本研

究では教育社会学の視点から、素質教育の実施における「教育機会の不平等」をめぐるメカニ

ズムをカリキュラムの伝達・構成などを通じて検討した。本研究は、ミクロ、ミドル、マクロ

という 3 つの次元を貫こうとしたものであり、この面において、中国の教育社会学における研

究方法に新たな示唆を与えようとするものである。 

 

(4) 日本における学力研究への示唆 

本研究における日本の学力研究に対する示唆は 2 つあげられる。第 1に、地域格差の視点で

ある。日本においての地域格差と学力との関係に対する研究は、60 年代前には一時的ピーク

であったが、60 年代以降平準化の教育政策の導入につれて、地域格差の要因を考慮した研究

は減少し、90 年代からの日本経済の低迷のため、地域格差の拡大がまた問題となっていると

言う(橘木 2010)。それ故に本研究における中国の地域格差を踏まえた素質教育の実践におけ

る「教育機会の平等」に対する研究は、関接的にではあるが、日本の学力の研究に問題提起を

することが考えられよう。例えば、本研究では、学校での新しい学力観に基づいた教育改革が

学校内・外に資源に一定範囲で依存することが示唆された。つまり、こうした学力観のもとで

の教育の質は、ますます学校の「教育の総合資本」に求められると考えられる。地方分権や義

務教育制度が大きく変化しつつある日本の教育おいても、新しい学力を習得するための機会を

考える際には、本研究で見たような地域格差という要因が持つ意味は、参考になろう。第 2

に、本論文の冒頭で述べたように、新しい学力を実現しようとする教育改革は、名称は国によ

って違うが、世界各国で行なわれている。従って、中国の素質教育の改革は、日本における新

しい学力改革を考える上で参考となる。上海市における新しい学力の実施モデルは、「新・旧」

学力のハイブリッド、「新・旧」学力観の調和的な組み合わせのモデルを示すものと言える。

また、他の事例においても、社会的文脈と「新・旧」学力の関係を考える上で参考になろう。

そのため、中国版の新しい学力改革、素質教育をめぐる展開のプロセスを分析することは、日

本の学力の改革に間接的に示唆を持つと思われる。 

 

2. 今後の課題 

 

本論文を締めくくるに当たって、今後の課題を提示する。 

第 1に、序章で指摘したように、中国の地域は A～Eの 5つのグループに分けられる。 

本研究で選ばれたサンプルは Aと B のグループから抽出したものである。そのため、これから

は、C～E のグループサンプルの事例も加えて、素質教育の実践をより体系的に分析すること
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が求められる。また、本研究は小学校を対象としたため、これから中学校における素質教育の

実践状況をも問う必要がある。これは、本研究においての「狭義の素質教育概念」の理論を充

実させようとする上で欠かせないものである。 

第 2に、本研究で対象とした教科は「算数科」と「本校課程」であるため、これからは、こ

れらの教科以外にも着目する必要がある。例えば、同じ受験科目である英語や国語も取り上げ

て、それらの素質教育の実践は「算数科」と同じかどうかを検討する必要があろう。これによ

り、受験科目における素質教育実践の全体像を明らかにすることができるからである。 

第 3 に、本研究では「素質教育」の概念を便宜上に「広義の素質教育」と「狭義の素質教

育」とに分けた。その上で、本研究での対象を、「狭義の素質教育概念」に限定した。つまり、

義務教育の段階においての「素質教育」では、「教育の平等」と「教育の質」が核心的な価値

であるとした。本研究を踏まえて、これからは、後期中等教育および高等教育の研究段階にお

いての素質教育の実践にも目を向ける必要があろう。 

第 4に、本研究で使った「教育機会の平等」という概念は、「狭義の教育機会の平等」とい

う意味である。特に、「教育機会の過程平等」を指すもので、その対策は主として教育領域に

限定したものである。これに対して、「教育機会の結果平等」を視野に入れて「広義の教育機

会の平等」という社会構造の不平等を是正するまで領域を広げる必要がある。 

第 5 に、方法論については、本研究は質的なケース・スタディを使った。これからは、ケ

ースの深みをさらに追求するために、エスノグラフィなどのより継続的に学校に関わる手法を

使うことが課題である。さらにその上で、「広義の素質教育」や「広義の教育機会の平等」の

概念を踏まえて、より広範な範囲で問うことも想定し、量的な研究方法も併用する研究が求め

られる。 

第 6に、本研究では、素質教育がその理念として目指したものが、応試教育に絡め取られて

ゆくプロセス、状況を、学校の中に入り、示したことに研究意義がある。しかし、今後、本研

究では充分に扱うことができなかった制度的な条件や学校の外の地域の条件などにも目を向

けてゆく必要があると思われる。例えば、中国では、学校の間の人的流動性が低く、学校間に

競争的な環境があり、教員が受験の成果を問われる仕組みがあり、これが本事例で見たような

現象にどう枠組みとして関わってくるかなどである。こうした制度的状況を見ることによって、

素質教育を推進しようとしながら、結果としてそれが変質してゆくプロセスをより広い文脈で

論じることが可能になろう。 

また、潜在的な授業構成、顕在的な授業構成等の本研究で提示した概念を検討することも

今後の課題である。それに加えて、中国においては地域格差が大きく、学校間の違いも大きい。

今後、事例を戦略的に増やすことを通じて、より細かいバリエーションを把握してゆくことも

今後の課題である。 

残された課題は多いが、それが故に教育社会学の研究視点から素質教育を体系的に追究す

る場も広く残されていると言えよう。 
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のお姿を念頭に置いて、恒吉先生のような才徳兼備の教育者を目指して尽力する所存です。 

また、本論文の作成は、教育現場調査の段階でお目にかかった多数の皆様のご協力なしには

成り立ちませんでした。そこでは、学校関係者を始め、行政官、研究者の方々にご多忙な中に

てインタビューに応じていただき、かつ、貴重な資料とご助言を賜りました。これらの方々に

対して厚く御礼を申し上げます。 

特に、研究者として未熟な私をあたたかく受け入れてくださった三つの小学校の校長先生を

始め、その授業の場でご協力くださった先生方、児童のみなさん、更には保護者のみなさまは、

快く、何度もインタビューを受け入れて下さいました。これらのご好意に対して、深く感謝の

意を捧げます。この度の調査を通じて、先生方や児童のみなさんと親しい関係を築くことがで

きたことは、私にとって一生忘れられない思い出になると思います。 

更に、教育学研究科の牧野篤先生、本田由紀先生、中村高康先生、勝野正章先生に対して心

から感謝を申し上げます。諸先生から賜ったご指導をこれからの私の研究に反映させることに

よって、ご恩に報いていきたいと思います。 

合せて、学生支援チームの方々及び比較教育社会学コースの方々にお礼を申し上げます。

日々お忙しい中での皆さまの多大なご協力には、頭が下がる思いです。また、恒吉研究室の皆

様から賜った多くの激励とご助言に対しましては、感謝の意が尽くせません。 

これらの方々との接触を通して、世の中のやさしさ、美しさがしみじみ感じられました。そ

れは、目が捉えた現実の世界よりもはるかに多彩なものでした。 

最後に、限りない愛情を持ってここまで私を育て上げてくれた両親に感謝の意を示さずには

いられません。長年郷里を離れ、顔を合せることも少なく、心配をかけるばかりの不孝者の私

は、この論文を奉げることで感謝とお詫びの一端を示したいと思います。 

 

2013年 4 月 

                                    代 玉 

 

 


